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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

東京都立産業技術高等専門学校 

（２）所在地 

東京都品川区 

（３）学科等の構成 

学 科：ものづくり工学科 

専攻科：創造工学専攻 

（４）学生数及び教員数 

（平成24年５月１日現在） 

学生数：ものづくり工学科 1,585人 

    専攻科 78人 

専任教員数：132人 

２ 特徴 

（改 革） 

都立の高等専門学校は、昭和 37 年度に都立工業高等専

門学校及び都立航空工業高等専門学校の２校が設置され、

５年間の実践的技術者教育により、多くの人材を産業界

に輩出し、日本の産業振興に大きく貢献してきた。 

 しかし、今企業が求める人材は高度経済成長期を支え

た中堅技術者から、企画力や開発力を兼ね備えた専門性

のより高い実践的技術者へと移行している。また、尐子

化による 15 歳人口の減尐や団塊世代の大量退職に伴う技

術や技能の継承、後継者の確保・育成の必要性など、高

等専門学校を巡る状況は大きく変化した。 

 こうした産業界のニーズや社会状況の変化に対応する

ため、都立工業高等専門学校（工業高専）と都立航空工

業高等専門学校（航空高専）の再編統合を行い、平成 18

年度に東京都立産業技術高等専門学校を開設するととも

に、準学士課程５年の上に２年の専攻科課程を設け、よ

り高度な総合的実践的技術者教育を行うシステムも構築

した。更に、平成 20 年４月には公立大学法人首都大学東

京に移管し、同法人の下で、首都大学東京及び産業技術

大学院大学との一体的な運営を行う環境が整った。 

（教育体制の特徴） 

本校は、「首都東京の産業振興や課題解決に貢献する

ものづくりスペシャリストの育成」を使命とし、準学士

課程の上に専攻科課程を設置するとともに、産業技術大

学院大学への接続コースを設置することによって、16歳

から9年間のものづくりのための一貫した実践的技術者教

育を提供する体制となった。準学士課程である「ものづ

くり工学科」には、８つの専門教育コースが設置されて

いる。「機械」、「電気電子」、「情報」という基盤技

術分野を基にした５コースと、「ロボット」、「医療福

祉」、「航空宇宙」という総合技術分野の３コースを加

えた構成とし、今日の多様な業種・職種における技術者

の育成に応じることができる教育体制となっている。ま

た、専攻科課程である「創造工学専攻」には、「機械工

学」、「電気電子工学」、「情報工学」、「航空宇宙工

学」という４つの専門教育コース及び「情報アーキテク

チャ」、「創造技術」という２つの産業技術大学院大学

への接続コースを設置している。  

（教育課程） 

本校では、正課教育と正課外教育により、実践的な技

術者の教育を実施している。正課教育では、基礎学力の

向上を図るとともに、実験・実習を重視し、「ものづく

り」に必要な技術・技能の修得ができるよう教育課程を

編成している。それぞれの専門教育コースでは中心とな

る科目を設定するとともに、これに関連する科目を配置

している。更に、首都東京の課題に応えるために、一般

科目や専門科目とは別に、各コース共通の「東京工学科

目」群を開設している。正課外教育では、学校行事及び

課外活動等を通じて、コミュニケーション能力の養成や

組織・チームによる共同作業の経験を積ませている。ま

た、学生の学校生活を充実させるため、学習支援、進路

支援、学生の健康・悩みに関する相談など、様々な学生

支援の体制を整備している。 

（地域その他の外部資源の活用による教育） 

本校では、地域資源を活用した技術者教育として、工

場見学、インターンシップ、地域と連携した共同研究、

研究施設の開放、中小企業の経営者による中小企業家経

営塾の開講などを積極的に行っている。これらの教育活

動を円滑に実施するため、地元自治体や教育・研究機関、

関係団体等と種々の協定を結ぶとともに、同一法人内の

産業技術大学院大学との９年間一貫教育システムの確立

や首都大学東京との連携の強化も進めている。 

また最近では、ＮＰＯ法人との連携による学生支援事

業の実施、海外の教育機関との提携による学生交流事業

の企画など、地域その他の外部資源の活用による教育活

動を積極的に展開している。 
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Ⅱ 目的 

 

１ 目的及び使命 

東京都立産業技術高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とし、

首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくりスペシャリストの育成を使命とする。 

 

２ 教育理念  

（準学士課程） 

本科は、東京都立産業技術高等専門学校学則第１条に定める使命を実現するために、科学技術の高度化、複

合化、グローバル化に迅速に対応できる応用力、創造力を有した実践的技術者を育成することを教育理念とす

る。 

（専攻科課程） 

専攻科は、より深く精緻な知識と技術を教授し、専門分野における研究を指導することにより、総合的実践

的技術者を育成することを教育理念とする。 

 

３ 教育目標 

（準学士課程） 

(1)（実践力）実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え新しい“もの”の創造・開発に粘り強

く挑戦できる技術者を育成する。 

(2)（基礎力）高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

(3)（人間性・社会性）豊かな教養、技術者としての倫理観を身につけさせ、社会に貢献できる広い視野を持っ

た技術者を育成する。 

(4)（コミュニケーション力）産業のグローバル化に伴い、国際社会において自分の考えを表現できる表現力や

コミュニケーション力を備えた技術者を育成する。  

(5)（創造力）地域産業の発展に貢献するため、課題探求能力を有し、設定した課題に向かって果敢に挑戦でき

る技術者を育成する。 

（専攻科課程） 

(1)（基礎力）学士の学位を取得できる能力を有し、より高度な専門知識を学ぶために必要な基礎学力を備えた

技術者を育成する。 

(2)（実践力）自ら課題を設定し、解決することができる技術者を育成する。 

(3)（自己表現力）国際社会における自己表現力を備えた技術者を育成する。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 高等専門学校の目的が，それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定められ，

その内容が，学校教育法第115条に規定された，高等専門学校一般に求められる

目的に適合するものであるか。また，学科及び専攻科ごとの目的も明確に定めら

れているか。 

（観点に係る状況） 

本校では、その目的及び使命を学則で定めている（資料１－１－①－１）。目的については学校教

育法の規定に合致させるとともに、使命では東京都が設立した高等専門学校としての地域性と特色を

打ち出している。 

 

資料１－１－①－１ 

東京都立産業技術高等専門学校学則（抜粋） 

 

第１章 総則 

（目的及び使命） 

第１条  東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力

を育成することを目的とし、首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくりスペシャリストの育成を使命と

する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学則 抜粋） 

 

目的及び使命を受けて、準学士課程及び専攻科課程の育成する人材像を「教育理念」という形でそ

れぞれ定め、そのために必要な学力や資質、能力については、「教育目標」として具体化している

（資料１－１－①－２、３）。 

 

資料１－１－①－２ 

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則（抜粋） 

 

（教育理念） 

第２条 本科は、東京都立産業技術高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１条に定める使命を実現するため

に、科学技術の高度化、複合化、グローバル化に迅速に対応できる応用力、創造力を有した実践的技術者を育成す

ることを教育理念とする。 

（教育目標） 

第３条 本科の教育目標を、次のとおりとする。 

(1) （実践力）実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え新しい“もの”の創造・開発に粘り強く挑

戦できる技術者を育成する。 

(2) （基礎力）高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備え付けた技術者を育成する。 

(3) （人間性・社会性）豊かな教養、技術者としての倫理観を身につけさせ、社会に貢献できる広い視野を持っ

た技術者を育成する。 

(4) （コミュニケーション力）産業化のグローバル化に伴い、国際社会において自分の考えを表現できる表現力

やコミュニケーション力を備えた技術者を育成する。 

(5) （創造力）地域産業の発展に貢献するため、課題探求能力を有し、設定した課題に向かって果敢に挑戦でき

る技術者を育成する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則 抜粋） 
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資料１－１－①－３ 

東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則（抜粋） 

 

（教育理念） 

第２条 専攻科は、より深く精緻な知識と技術を教授し、専門分野における研究を指導することにより、総合的実践

的技術者を育成することを教育理念とする。 

（教育目標） 

第３条 専攻科の教育目標を、次のとおりとする。 

(1) （基礎力）学士の学位を修得できる能力を有し、より高度な専門知識を学ぶために必要な基礎学力を備えた

技術者を育成する。 

(2) （実践力）自ら課題を設定し、解決することができる技術者を育成する。 

(3) （自己表現力）国際社会における自己表現力を備えた技術者を育成する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則 抜粋） 

 

さらに教育目標を達成するため、準学士課程の各専門教育コース及び一般科目、専攻科課程の各専

門教育コースにそれぞれ人材の育成に関する目的を定め、各課程修了時に身に付けるべき学力や資質、

能力を明示している（資料１－１－①－４、５）。準学士課程の各専門教育コースでは基礎力や応用

力、創造力や問題解決能力の修得を目的とすることに対し、専攻科課程の各専門教育コースでは更に

高度な知識、問題発見・解決能力、論理的な思考能力・記述能力、チームとしての協調力などの修得

を目的としており、修了時の違いを明確にしている。 

 

資料１－１－①－４ 

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科各教育コースにおける 

教育上の目的に関する要綱（抜粋） 

 

（機械システム工学コース教育上の目的等） 

第２条 機械システム工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) 機械工学の基礎力を有した学生 

 (2) 機械設計・製作に必要な能力を有した学生 

 (3) 機械を制御する知識を有した学生 

（略） 

（生産システム工学コース教育上の目的等） 

第３条 生産システム工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) 機械工学の基礎知識を有した学生 

 (2) 生産工程を自動化できる技術を有した学生 

 (3) 生産と経営の管理に関する基礎知識を有した学生 

 (4) 設計から生産に至るものづくりの全工程における情報を活用できる能力を有した学生 

 (5) 独自な問題解決方法を見出すことができる創造性豊かな学生 

   （略） 

（電気電子工学コース教育上の目的等） 

第４条 電気電子工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) 環境・クリーンエネルギー、エレクトロニクス、情報・制御の分野に関する基礎学力を有した学生 

 (2) 電気、電子、情報・制御の知識や技術を駆使し実践的なものづくりができる能力を有した学生 

 (3) 時代のニーズや技術革新に柔軟に対応できる能力を有した学生 

 (4) 問題解決力やコミュニケーション能力を有した学生 

   （略） 

（電子情報工学コース教育上の目的等） 

第５条 電子情報工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) コンピュータを道具として使うために必要な基礎知識を有した学生 

 (2) 電子工学の基礎力を有した学生 

 (3) ネットワーク工学の基礎力を有した学生 

 (4) コンピュータソフトウェア分野における工学の基礎力を有した学生 

 (5) 情報ネットワークシステムの設計・構築に必要な応用力を有した学生 
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 (6) 次世代情報ネットワークシステムと関連分野の統合知識を有した学生 

 (7) 創造力、問題解決能力を有した学生 

   （略） 

（情報通信工学コース教育上の目的等） 

第６条 情報通信工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) 電気・電子工学の知識を有した学生 

 (2) 情報通信技術を自由に運用できる能力を有した学生 

 (3) 実社会で、ねばり強い基礎力をもった上で、即戦力となる能力を有した学生 

 (4) 新しい技術にも対応できる能力を持った学生 

 (5) 新しい使い方や機能を発見できる能力を持った学生 

   （略） 

（ロボット工学コース教育上の目的等） 

第７条 ロボット工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) ｢機械（ロボットを含むメカトロニクスの機構部）を構成するための技術｣を習得するために必要である機械系

科目の基礎力を有した学生 

 (2) 「上記のような機械の動きを制御するための技術」を習得するために必要である電気・電子・情報系科目の基

礎力を有した学生 

 (3) 機械の設計、加工、組み立て、運転に必要な実践力を有した学生 

 (4) ものづくりを実現するのに必要なコミュニケーション能力を有した学生 

 (5) ものづくりを実現するために必要な創造力、問題解決能力を有した学生 

（略） 

（航空宇宙工学コース教育上の目的等） 

第８条 航空宇宙工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) 航空宇宙工学の学習を充分に理解するために必要な基礎学力を有する学生 

 (2) 航空宇宙工学の基礎理論と現象を理解している学生 

 (3) 航空宇宙分野をはじめとする各種の機械、機器の開発、設計、製造などに必要な基礎知識を有する学生 

 (4) 創造力、応用力及び問題解決力を有する学生 

（略） 

（医療福祉工学コース教育上の目的等） 

第９条 医療福祉工学コースは、次に掲げる人材を育成することを教育上の目的とする。 

 (1) 人々が健康で安全に、安心して快適に暮らせる社会を実現させるための工学技術を有した学生 

 (2) 医療福祉機器を開発設計、製作するために必要な電気・電子・機械・情報各工学基礎力を有した学生 

 (3) 人間と機械・機器を繋ぐ技術創造力を有した学生 

 (4) 教員と学生の双方向教育の実践により問題発見とその解決を繰り返し発展させていく能力を有した学生 

   （略） 

（各教育コース共通一般科目教育上の目的等） 

第１０条 各教育コースに共通する一般科目は、人間と社会および自然、各分野にわたり次の３点を目標にした学生

の育成を図ることを教育上の目的とする。 

 (1) 基礎学力をもち、自然科学の概念を理解し、専門分野に応用する力を有する学生 

 (2) 社会人としての必要な教養と健全な心身を有する学生 

 (3) 現代社会で求められる表現力やコミュニケーション能力を有する学生 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科各教育コースにおける教育上の目的に関する要綱 抜粋） 
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資料１－１－①－５ 

東京都立産業技術高等専門学校専攻科各教育コースにおける 

教育上の目的に関する要綱（抜粋） 

 

（機械工学コース教育上の目的等） 

第２条 機械工学コースは、機械工学の基礎となる材料力学・流体力学・熱力学・機械力学および材料・加工・制御

などの学習を通して機械技術の研究・開発のできる技術者を育成することを教育上の目的とし、具体的には次に掲

げる人材を育成する。 

 (1) 機械工学の基礎的な力学の知識を有する技術者 

 (2) 機械で必要とされる材料および加工法についての知識を有する技術者 

 (3) 機械部品の測定および機械システムの制御に必要な知識を有する技術者 

 (4) 基礎力をもって機械の研究・開発に応用できる技術者 

 (5) 問題発見力・問題解決能力を有した技術者 

 (6) 論理的思考能力・論理的記述能力を有した技術者 

 (7) チームとしての協調力を有した技術者 

 (8) コミュニケーション能力を有した技術者 

   （略） 

（電気電子工学コース教育上の目的等） 

第３条 電気電子工学コースは、電気電子工学の基礎となる応用数学、電気回路、電磁気学をはじめ、電気電子専門

科目の学習を通して、電力・エネルギー、エレクトロニクス、電気電子応用分野などの設計、研究・開発のできる

技術者を育成することを教育上の目的とし、具体的には次に掲げる人材を育成する。 

 (1) 電気電子工学の基礎的な知識を有する技術者 

 (2) 電力・エネルギーの分野の知識を有する技術者 

 (3) エレクトロニクスの分野の知識を有する技術者 

 (4) 電気電子工学の応用分野の知識を有する技術者 

 (5) 問題発見力・問題解決能力を有した技術者 

 (6) 論理的思考能力・論理的記述能力を有した技術者 

 (7) チームとしての協調力を有した技術者 

(8) コミュニケーション能力を有した技術者 

   （略） 

（情報工学コース教育上の目的等） 

第４条 情報工学コースは、情報システムの設計・構築に必要とされる基礎力と基礎力に基づいた問題解決能力を身

に付けた技術者を育成することを教育上の目的とし、具体的には次に掲げる人材を育成する。 

 (1) 情報システム設計に必要な数学的基礎力を有した技術者 

 (2) 情報システム設計に必要なアルゴリズムの基礎原理を理解し、情報工学に関する基礎力を有した技術者 

 (3) 情報システム構築に必要なプログラミングの基礎力を有した技術者 

 (4) 基礎力を基に実際の諸問題に対応できる素養を身に付けた技術者 

 (5) 問題発見能力・問題解決能力を有した技術者 

 (6) 論理的思考能力・論理的記述能力を有した技術者 

 (7) チームとしての協調力を有した技術者 

(8) コミュニケーション能力を有した技術者 

   （略） 

（航空宇宙工学コース教育上の目的等） 

第５条 航空宇宙工学コースは、航空宇宙工学の専門性を有し、工学の複合領域において独創的な開発ができる一専

多能型技術者を育成することを教育上の目的とし、具体的には次に掲げる人材を育成する。 

 (1) 航空宇宙工学の基礎的な数学、力学の知識を有する技術者 

 (2) 航空宇宙工学で必要とされる機械工学・電気電子工学・情報工学についての知識を有する技術者 

 (3) 航空宇宙機器の計測・制御に必要な知識を有する技術者 

 (4) 基礎力をもって航空宇宙工学の研究・開発に応用できる技術者 

 (5) 問題発見力・問題解決能力を有した技術者 

 (6) 論理的思考能力・論理的記述能力を有した技術者 

 (7) コミュニケーション能力を有した技術者 

(8) チームとしての協調力を有した技術者 

   （略） 

（情報アーキテクチャ接続コース教育上の目的等） 

第６条 情報アーキテクチャ接続コースは、ネットワークシステムの構築・運用に関する基礎力を身に付けた技術者

を育成することを教育上の目的とし、具体的には次に掲げる人材を育成する。 

 (1) ネットワークシステム設計に必要な数学的基礎力を有した技術者 

 (2) セキュリティを考慮したネットワークシステム設計に必要な知識を有した技術者 
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 (3) ネットワークシステム構築に必要なプログラミングの基礎力を有した技術者 

 (4) 問題発見能力・問題解決能力を有した技術者 

 (5) 論理的思考能力・論理的記述能力を有した技術者 

 (6) チームとしての協調力を有した技術者 

 (7) コミュニケーション能力を有した技術者 

   （略） 

（創造技術接続コース教育上の目的等） 

第７条 創造技術接続コース（電気電子工学系）は、電気電子工学と機械工学の基礎となる応用数学、電気回路、電

磁気学、流体工学、制御工学などを学び、工業製品の開発・デザインに応用できる技術者を育成することを教育上

の目的とし、具体的には次に掲げる人材を育成する。 

 (1) 電気電子工学と機械工学の基礎的な知識を有する技術者 

 (2) 工業製品開発に電気電子工学・機械工学に関する知識・技術を応用できる技術者 

 (3) 工業デザインに電気電子工学・機械工学に関する知識・技術を応用できる技術者 

 (4) 問題発見力・問題解決能力を有した技術者 

 (5) 論理的思考能力・論理的記述能力を有した技術者 

 (6) チームとしての協調力を有した技術者 

 (7) コミュニケーション能力を有した技術者 

   （略） 

第８条 創造技術接続コース（デザイン系）は、機械工学を基礎に、設計・加工に関する学習、さらにインダストリ

アルデザインを学習し、工業製品のデザインがわかる技術者を育成することを教育上の目的とし、具体的には次に

掲げる人材を育成する。 

 (1) 工業製品の設計に必要な機械工学の基礎的な力学の知識を有する技術者 

 (2) 工業製品に必要な材料・加工についての知識を有する技術者 

 (3) 工業製品の設計に必要な知識を有する技術者 

 (4) 基礎力をもってインダストリアルデザインに応用できる技術者 

 (5) 問題発見力・問題解決能力を有した技術者 

 (6) 論理的思考能力・論理的記述能力を有した技術者 

 (7) チームとしての協調力を有した技術者 

 (8) コミュニケーション能力を有した技術者 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校専攻科各教育コースにおける教育上の目的に関する要綱 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では目的及び使命を学則に定め、その目的は学校教育法第115条の規定に合致している。一方

で使命には、首都東京に立地している地域性や特色が明確に打ち出されている。 

また、教育理念や教育目標、各専門教育コースの人材の育成に関する目的をそれぞれ定め、その中

で育成する人材像、卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質、能力を明確に規定している。 

以上のことから、本校はその目的を学校の個性や特色に応じて明確に定め、しかも学校教育法が規

定する目的に適合していると判断できる。 

 

観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の使命、教育理念及び教育目標は、教職員及び学生に様々な方法での周知を行っている。教職

員への周知については、年度当初の教職員会議で校長が説明を行うほか（資料１－２－①－１、２）、

学校要覧を全員に配布して周知を図っている（資料１－２－①－３）。また、新任の教員については

新任研修等を通じてあらためて説明する機会を設けている（資料１－２－①－４、５）。同様に非常

勤講師については、非常勤講師連絡会を開催し、口頭説明及び資料の配布によって周知を図っている

（資料１－２－①－６）。さらに、使命等を記載した「教育目標カード」を配布し、常時携帯するよ

うに指示している（資料１－２－①－７）。 
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資料１－２－①－１ 

 

教職員会議 議事日程 

                                                                  平成 24 年度第 2 回(進行：澤田)  

                                                                  平成 24 年 4 月 18 日(水)15:50～ 

【配布文書】 

(1) 都立産業技術高等専門学校の教育目標、学校運営方針等について 

(2) 平成 24 年度 東京都立産業技術高等専門学校の運営体制の概要 

(3) ASEAN ロードショー / (4) 都立産業技術高等専門学校 広報戦略 

(5) 平成 24 年度 第 2 学年校外教室の実施について / (6) 平成 24 年度 第 3 学年校外教室の実施について 

(7)平成 24 年度関東信越地区高等専門学校体育協会 専門部委員名簿 (品川キャンパス) 

(8)平成 24 年度 自衛消防隊メンバー構成及び任務 / (9)情報化推進センターヘルプデスクについて(ご案内) 

(10)平成 24 年度 第 1 学年コース分け日程(品川キャンパス)について 

(11)平成 24 年度 広報活動の基本方針と具体的な取り組み / (12)平成 24 年度 広報活動予定表 

(13)研究推進室からのお知らせ / (14)東京都の「科学技術週間」事業への参加 / (15)インターンシップ室報告 

 

議 事 

連絡報告 

Ⅰ 校長・副校長 

Ⅰ-1. 校長 

1. 産技高専の教育目標、学校経営方針等について      (別紙) 

2. 運営体制の概要            (別紙) 

3. ASEAN ロードショーについて       (別紙) 

4. 校務分掌委嘱 
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資料１－２－①－２ 

配布資料 

 
(出典 平成 24 年４月 18 日 教職員会議資料) 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準１ 

- 10 - 

 

資料１－２－①－３ 

   

   

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度学校要覧 表紙，P.１～３） 
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資料１－２－①－４ 

                           平成２４年４月３日 
平成２４年度新人研修資料 

               副校長 

 

１）本校の使命、教育理念 

２） 教員評価制度について 

３） 研究費（一般財源研究費）について 

４） 特別研究期間制度について 

５） その他 
(出典 平成 24 年４月３日 新任教員研修配布資料) 

 

資料１－２－①－５ 

新任研修における新任教員への周知 

本校の使命 

首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづく

りスペシャリストの育成 

ものづくり工学科（本科）の教育理念 

使命を実現するために、科学技術の高度化、複合化、グ

ローバル化に迅速に対応できる応用力、創造力を有した実

践的技術者を育成する。 

創造工学専攻（専攻科）の教育理念 

 より深く精緻な知識と技術を教授し、専門分野におけ

る研究を指導することにより、総合的実践的技術者を育

成する。 

 

(出典 平成 24 年４月３日 新任研修配布資料) 
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資料１－２－①－６ 

非常勤講師への周知 

 非常勤講師連絡会 

平成 24 年 4 月 7 日 

非常勤講師連絡会 次第 

日時 平成 24 年 4 月 7 日(土) 13:00～16:00 

会場 品川キャンパス西棟 3 階 情報センター講義室 

 

全体会(13:00～14:20) 

・管理職紹介 

・校長挨拶 

・管理課連絡 

・教務室連絡 

・学生室連絡 

・質疑 

（休憩） 

コース別打合せ(14:30～) 

以上 

 

 (出典 平成 24 年 4 月 7 日 非常勤講師連絡会資料 抜粋) 
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資料１－２－①－７ 

教育目標カード 

 
(出典 管理課資料) 
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学生に向けては、毎年度のはじめに配布するシラバスや専攻科履修の手引き、学生生活ハンドブッ

クに掲載するとともに（資料１－２－①－８～10）、教職員と同様の「教育目標カード」の配布（前

掲資料１－２－①－７）や教室へのパネル掲示（資料１－２－①－11）により周知を図っている。 

 

資料１－２－①－８ 

学生（準学士課程）への周知 

 

本 校 の 使 命 

 

  首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくりスペシャリストの育成 

 

 

 

ものづくり工学科の教育理念と教育目標 

 

 

１ 教育理念 

  使命を実現するために、科学技術の高度化、複合化、グローバル化に迅速に 

対応できる応用力、創造力を有した実践的技術者を育成する。 

 

 

２ 教育目標 

  Ａ （実践力）実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え、 

新しい“もの”の創造・開発に粘り強く挑戦できる技術者を育成する。 

  Ｂ （基礎力）高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術 

者を育成する。 

  Ｃ （人間性・社会性）豊かな教養、技術者としての倫理観を身につけさせ、 

社会に貢献できる広い視野を持った技術者を育成する。 

  Ｄ （コミュニケーション力）産業のグローバル化に伴い、国際社会におい 

て自分の考えを表現できる表現力やコミュニケーション力を備えた技術者 

を育成する。 

  Ｅ （創造力）地域産業の発展に貢献するため、課題探求能力を有し、設定 

した課題に向かって果敢に挑戦できる技術者を育成する。 

 

  
(出典 シラバス（授業内容）平成 24 年度．抜粋) 
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資料１－２－①－９ 

学生（専攻科課程）への周知 

 

Ⅰ 専攻科の概要 

１ 専攻科「創造工学専攻」の教育理念 

 

教育理念 

 

より深く精緻な知識と技術を教授し、専門分野における研究を指導することにより、 

総合的実践的技術者を育成する 

 

 

 

 

２ 専攻科「創造工学専攻」の教育目標 

 

教育目標 

 

   Ａ（基礎力）   学士の学位を取得できる能力を有し、より高度な専門知識を学ぶ 

           ために必要な基礎学力を備えた技術者を育成する。 

 

  Ｂ（実戦力）   自ら課題を設定し、解決することができる技術者を育成する。 

 

 Ｃ（自己表現力） 国際社会における自己表現力を備えた技術者を育成する。 

 

 

  
 (出典 専攻科履修の手引き 2012 年 4 月．Ｐ１) 
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資料１－２－①－10 

全学生への周知 

 
 (出典 学生生活ハンドブック 2012 P.８) 

 

資料１－２－①－11 

教育目標の掲示(教室) 

 
(出典 管理課資料) 
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周知の確認は、教職員と学生それぞれにアンケートを実施して把握しており、昨年度の結果では、

教職員の９割以上に周知されていることが分かっている。ただし、学生は専攻科課程で５割強、準学

士課程で３割程度にとどまっている（資料１－２－①－12）。 

資料１－２－①－12 

      

教育目標アンケート結果（平成 23 年 3 月実施） 
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50%

57%

42%

41%

33%

6%

6%

6%

2%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

本校の「教育目標」を知っていますか

本校の「教育理念」を知っていますか

本校の「使命」を知っていますか

教員

よく知っている

ある程度知っている

あまり知らない

まったく知らない
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 (出典 教務室資料) 
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（分析結果とその根拠理由） 

本校の目的は、説明会や印刷物の配布等により、教職員及び学生へそれぞれの方法で周知を図って

いる。しかし、アンケートの結果からは、教職員への周知は十分であるが、学生への周知が必ずしも

十分ではない。 

 

観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

外部への目的の周知については、使命、教育理念、教育目標、各教育コースの育成する人材像（課

程修了時に身に付ける学力や資質・能力）を掲載した学校要覧を全国の高等専門学校や教育委員会へ

送付するほか（前掲資料１－２－①－３、資料１－２－②－１、２）、学校来訪者等にも適宜配布し

ている。また、本校のウェブサイト上でも、使命や教育理念、教育目標を公開している（資料１－２

－②－３）。 
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資料１－２－②－１ 

平成 23 年度学校要覧送付先一覧（抜粋） 

通数 種別 番号 送付先名称 〒 住所 名称２行目（付記）

1 高専 国立 1 函館工業高等専門学校長 042-8501 函館市戸倉町14番1号

2 高専 国立 2 苫小牧工業高等専門学校長 059-1275 苫小牧市字錦岡443番地

3 高専 国立 3 釧路工業高等専門学校長 084-0916 釧路市大楽毛西2丁目32番1号

4 高専 国立 4 旭川工業高等専門学校長 071-8142 旭川市春光台2条2丁目1番6号

5 高専 国立 5 八戸工業高等専門学校長 039-1192 八戸市田面木字上野平16-1

6 高専 国立 6 一関工業高等専門学校長 021-8511 一関市萩荘字高梨

7 高専 国立 7 仙台高等専門学校長 981-1239 名取市愛島塩手字野田山48 （名取キャンパス）

8 高専 国立 8 仙台高等専門学校長 989-3128 仙台市青葉区愛子中央4丁目16番1号 （広瀬キャンパス）

9 高専 国立 9 秋田工業高等専門学校長 011-8511 秋田市飯島文京町1番1号

10 高専 国立 10 鶴岡工業高等専門学校長 997-8511 鶴岡市井岡字沢田104

11 高専 国立 11 福島工業高等専門学校長 970-8034 いわき市平上荒川字長尾30

12 高専 国立 12 茨城工業高等専門学校長 312-8508 ひたちなか市中根866

13 高専 国立 13 小山工業高等専門学校長 323-0806 小山市大字中久喜771

14 高専 国立 14 群馬工業高等専門学校長 371-8530 前橋市鳥羽町580番地

15 高専 国立 15 木更津工業高等専門学校長 292-0041 木更津市清見台東2-11-1

16 高専 国立 16 東京工業高等専門学校長 193-0997 八王子市椚田町1220-2

17 高専 国立 17 長岡工業高等専門学校長 940-8532 長岡市西片貝町888番地

18 高専 国立 18 長野工業高等専門学校長 381-8550 長野市徳間716

19 高専 国立 19 富山高等専門学校長 939-8630 富山市本郷町13 （本郷キャンパス）

20 高専 国立 20 富山高等専門学校長 933-0293 射水市海老江練合1-2 （射水キャンパス）

21 高専 国立 21 石川工業高等専門学校長 929-0392 河北郡津幡町北中条夕1

22 高専 国立 22 福井工業高等専門学校長 916-8507 鯖江市下司町

23 高専 国立 23 岐阜工業高等専門学校長 501-0495 本巣市上真桑2236-2

24 高専 国立 24 沼津工業高等専門学校長 410-8501 沼津市大岡3600番地

25 高専 国立 25 豊田工業高等専門学校長 471-8525 豊田市栄生町2-1

26 高専 国立 26 鳥羽商船高等専門学校長 517-8501 鳥羽市池上町1-1

27 高専 国立 27 鈴鹿工業高等専門学校長 510-0294 鈴鹿市白子町

28 高専 国立 28 舞鶴工業高等専門学校長 625-8511 舞鶴市字白屋234番地

29 高専 国立 29 明石工業高等専門学校長 674-8501 明石市魚住町西岡679-3

30 高専 国立 30 奈良工業高等専門学校長 639-1080 大和郡山市矢田町22番地

31 高専 国立 31 和歌山工業高等専門学校長 644-0023 御坊市名田町野島77

32 高専 国立 32 米子工業高等専門学校長 683-8502 米子市彦名町4448

33 高専 国立 33 松江工業高等専門学校長 690-8518 松江市西生馬町14-4

34 高専 国立 34 津山工業高等専門学校長 708-8509 津山市沼624-1

35 高専 国立 35 広島商船高等専門学校長 725-0231 豊田郡大崎上島町東野4272-1

36 高専 国立 36 呉工業高等専門学校長 737-8506 呉市阿賀南2-2-11

37 高専 国立 37 徳山工業高等専門学校長 745-8585 周南市学園台

38 高専 国立 38 宇部工業高等専門学校長 755-8555 宇部市常盤台2-14-1

39 高専 国立 39 大島商船高等専門学校長 742-2193 大島郡周防大島町大字小松1091番地1

40 高専 国立 40 阿南工業高等専門学校長 774-0017 阿南市見能林町青木265

41 高専 国立 41 香川高等専門学校長 761-8058 高松市勅使町355番地 （高松キャンパス）

42 高専 国立 42 香川高等専門学校長 769-1192 三豊市詫間町香田551 （詫間キャンパス）

43 高専 国立 43 新居浜工業高等専門学校長 792-8580 新居浜市八雲町7-1

44 高専 国立 44 弓削商船高等専門学校長 794-2593 越智郡上島町弓削下弓削1000

45 高専 国立 45 高知工業高等専門学校長 783-8508 南国市物部乙200-1

46 高専 国立 46 久留米工業高等専門学校長 830-8555 久留米市小森野1-1-1

47 高専 国立 47 有明工業高等専門学校長 836-8585 大牟田市東萩尾町150

48 高専 国立 48 北九州工業高等専門学校長 802-0985 北九州市小倉南区志井5丁目20番1号

49 高専 国立 49 佐世保工業高等専門学校長 857-1193 佐世保市沖新町1番1号

50 高専 国立 50 熊本高等専門学校長 861-1102 合志市須屋2659-2 （熊本キャンパス）

51 高専 国立 51 熊本高等専門学校長 866-8501 八代市平山新町2627 （八代キャンパス）

52 高専 国立 52 大分工業高等専門学校長 870-0152 大分市大字牧1666番地

53 高専 国立 53 都城工業高等専門学校長 885-8567 都城市吉尾町473-1

54 高専 国立 54 鹿児島工業高等専門学校長 899-5193 霧島市隼人町真孝1460-1

55 高専 国立 55 沖縄工業高等専門学校長 905-2192 名護市字辺野古90

56 高専 公立 56 大阪府立大学工業高等専門学校長 572-8572 寝屋川市幸町26-12

57 高専 公立 57 神戸市立工業高等専門学校長 651-2194 神戸市西区学園東町8-3

58 高専 私立 58 サレジオ工業高等専門学校長 194-0215 町田市小山ヶ丘4--6-8

59 高専 私立 59 近畿大学工業高等専門学校長 519-4395 熊野市有馬町2800

60 高専 私立 60 金沢工業高等専門学校長 921-8601 金沢市久安2-270  
（出典 管理課資料） 
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資料１－２－②－２ 

平成 23 年度学校要覧送付先一覧（抜粋） 

  

通数 種別 番号 送付先名称 〒 住所 名称２行目（付記）

123 県教委 1 茨城県教育委員会 総務課長 310‐8588 水戸市笠原町９７８番６

124 県教委 2 埼玉県教育委員会 総務課長 330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１

125 県教委 3 千葉県教育委員会 総務課長 260-8662 千葉市中央区市場町１－１

126 県教委 4 神奈川県教育委員会 総務課長 231‐8509 横浜市中区日本大通３３

127 都外市町教委 茨城県 1 取手市教育委員会学務・指導課長 300-1592 取手市藤代700

128 都外市町教委 茨城県 2 土浦市教育委員会学務・指導課長 300-4192 土浦市藤沢975

129 都外市町教委 茨城県 3 龍ヶ崎市教育委員会学務・指導課長 301-8611 龍ヶ崎市3710

130 都外市町教委 茨城県 4 常総市教育委員会学務・指導課長 303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

131 都外市町教委 茨城県 5 牛久市教育委員会学務・指導課長 300-1292 牛久市中央3-15-1

132 都外市町教委 茨城県 6 つくば市教育委員会学務・指導課長 300-2642 つくば市高野1197-20

133 都外市町教委 茨城県 7 守谷市教育委員会学務・指導課長 302-0198 守谷市大柏950-1

134 都外市町教委 茨城県 8 利根町教育委員会学務・指導課長 300-1696 北相馬郡利根町布川841-1

135 都外市町教委 埼玉県 9 さいたま市教育委員会学務・指導課長 330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4

136 都外市町教委 埼玉県 10 上尾市教育委員会学務・指導課長 362-8501 上尾市本町3-1-1

137 都外市町教委 埼玉県 11 桶川市教育委員会学務・指導課長 363-0012 桶川市末広2-8-29

138 都外市町教委 埼玉県 12 北本市教育委員会学務・指導課長 364-8633 北本市本町1-111

139 都外市町教委 埼玉県 13 川口市教育委員会学務・指導課長 332-8601 川口市青木2-1-1

140 都外市町教委 埼玉県 14 鳩ヶ谷市教育委員会学務・指導課長 334-8511 鳩ケ谷市三ツ和1-14-3

141 都外市町教委 埼玉県 15 越谷市教育委員会学務・指導課長 343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1

142 都外市町教委 埼玉県 16 草加市教育委員会学務・指導課長 340-8550 草加市高砂1-1-1

143 都外市町教委 埼玉県 17 戸田市教育委員会学務・指導課長 335-8588 戸田市上戸田1-18-1

144 都外市町教委 埼玉県 18 和光市教育委員会学務・指導課長 351-0192 和光市広沢1-5

145 都外市町教委 埼玉県 19 朝霞市教育委員会学務・指導課長 351-8501 朝霞市本町1-1-1

146 都外市町教委 埼玉県 20 志木市教育委員会学務・指導課長 353-8501 志木市中宗岡1-1-1

147 都外市町教委 埼玉県 21 蕨市教育委員会学務・指導課長 335-8501 蕨市中央5-14-15

148 都外市町教委 埼玉県 22 富士見市教育委員会学務・指導課長 354-0021 富士見市鶴馬1873-1

149 都外市町教委 埼玉県 23 熊谷市教育委員会学務・指導課長 360-8601 熊谷市宮町2-47-1

150 都外市町教委 埼玉県 24 加須市教育委員会学務・指導課長 347-8501 加須市大字下三俣290

151 都外市町教委 埼玉県 25 春日部市教育委員会学務・指導課長 344-8577 春日部市中央6-2

152 都外市町教委 埼玉県 26 久喜市教育委員会学務・指導課長 346-8501 久喜市大字下早見85-3

153 都外市町教委 埼玉県 27 八潮市教育委員会学務・指導課長 340-8588 八潮市中央1-2-5

154 都外市町教委 埼玉県 28 三郷市教育委員会学務・指導課長 341-8501 三郷市花和田648-1

155 都外市町教委 埼玉県 29 蓮田市教育委員会学務・指導課長 349-0193 蓮田市大字黒浜2799-1

156 都外市町教委 埼玉県 30 幸手市教育委員会学務・指導課長 340-0192 幸手市東4-6-8

157 都外市町教委 埼玉県 31 吉川市教育委員会学務・指導課長 342-0055 吉川市吉川1-21-13

158 都外市町教委 埼玉県 32 宮代町教育委員会学務・指導課長 345-8504 宮代町笠原1-4-1

159 都外市町教委 埼玉県 33 白岡町教育委員会学務・指導課長 349-0292 埼玉郡白岡町大字千駄野432

160 都外市町教委 埼玉県 34 新座市教育委員会学務・指導課長 352-8623  埼玉県新座市野火止1-1-1 

161 都外市町教委 埼玉県 35 所沢市教育委員会学務・指導課長 359-8501 埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1

162 都外市町教委 埼玉県 36 杉戸町教育委員会学務・指導課長 345-8502 杉戸町清地2-9-29

163 都外市町教委 埼玉県 37 松伏町教育委員会学務・指導課長 343-0192 松伏町松伏2424

164 都外市町教委 千葉県 38 千葉市教育委員会学務・指導課長 260-8730 千葉市中央区問屋町1-35

165 都外市町教委 千葉県 39 八千代市教育委員会学務・指導課長 276-0045 八千代市大和田138-2

166 都外市町教委 千葉県 40 船橋市教育委員会学務・指導課長 273-8501 船橋市湊町2-10-25

167 都外市町教委 千葉県 41 習志野市教育委員会学務・指導課長 275-0014 習志野市鷺沼2-1-10

168 都外市町教委 千葉県 42 市川市教育委員会学務・指導課長 272-8501 市川市八幡1-1-1

169 都外市町教委 千葉県 43 浦安市教育委員会学務・指導課長 279-8501 浦安市猫実1-1-1

170 都外市町教委 千葉県 44 松戸市教育委員会学務・指導課長 271-8588 松戸市根本356

171 都外市町教委 千葉県 45 鎌ケ谷市教育委員会学務・指導課長 273-0195 鎌ヶ谷市初富928-744

172 都外市町教委 千葉県 46 柏市教育委員会学務・指導課長 277-8503 柏市大島田48-1

173 都外市町教委 千葉県 47 野田市教育委員会学務・指導課長 278-8550 野田市鶴奉7-1

174 都外市町教委 千葉県 48 流山市教育委員会学務・指導課長 270-0192 流山市平和台1-1-1

175 都外市町教委 千葉県 49 我孫子市教育委員会学務・指導課長 270-1166 我孫子市我孫子1684

176 都外市町教委 千葉県 50 白井市教育委員会学務・指導課長 270-1492 白井市復1123

177 都外市町教委 千葉県 51 印西市教育委員会学務・指導課長 270-1396 印西市大森2364-2

178 都外市町教委 千葉県 52 佐倉市教育委員会学務・指導課長 285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97

179 都外市町教委 千葉県 53 四街道市教育委員会学務・指導課長 284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地

180 都外市町教委 神奈川県 54 横浜市教育委員会学務・指導課長 231-0017 横浜市中区港町1-1

181 都外市町教委 神奈川県 55 川崎市教育委員会学務・指導課長 210-0004 川崎市川崎区宮本町6

182 都外市町教委 神奈川県 56 横須賀市教育委員会学務・指導課長 238-8550 横須賀市小川町11

183 都外市町教委 神奈川県 57 平塚市教育委員会学務・指導課長 254-8686 平塚市豊原町2-21

184 都外市町教委 神奈川県 58 鎌倉市教育委員会学務・指導課長 248-8686 鎌倉市御成町18-10

185 都外市町教委 神奈川県 59 逗子市教育委員会学務・指導課長 249-8686 逗子市逗子5-2-16

186 都外市町教委 神奈川県 60 三浦市教育委員会学務・指導課長 238-0298 神奈川県三浦市城山町1番1号

187 都外市町教委 神奈川県 61 茅ヶ崎市教育委員会学務・指導課長 253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

188 都外市町教委 神奈川県 62 藤沢市教育委員会学務・指導課長 251-8601 藤沢市朝日町1-1

189 都外市町教委 神奈川県 63 綾瀬市教育委員会学務・指導課長 252-1192 綾瀬市早川550

190 都外市町教委 神奈川県 64 座間市教育委員会学務・指導課長 228-8566 座間市緑ヶ丘1-1-1

191 都外市町教委 神奈川県 65 大和市教育委員会学務・指導課長 242-8601 大和市下鶴間1-1-1

192 都外市町教委 神奈川県 66 海老名市教育委員会学務・指導課長 243-0492 海老名市勝瀬175-1

193 都外市町教委 神奈川県 67 相模原市教育委員会学務・指導課長 229-8611 相模原市中央2-11-5  

（出典 管理課資料） 
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資料１－２－②－３ 

    

（URL：http://www.metro-cit.ac.jp/information/philosophy.html）    （出典 本校ウェブサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の目的は、一般向け刊行物（学校要覧）及びウェブサイトに掲載し、外部への周知を図ってい

る。特にウェブサイトを活用し、社会に対して広く公表しているところである。 

以上のことから、目的が社会に広く公表されていると判断できる。 

 

http://www.metro-cit.ac.jp/information/philosophy.html
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

該当なし 

 

（改善を要する点）  

 学生に対する目的の周知（認知度の向上）についての改善が必要である。 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校では目的及び使命を学則に定め、その目的は学校教育法第115条に合致し、使命には首都東京

の地域性や特色が明確に打ち出されている。また、教育理念や教育目標、各専門教育コースの人材の

育成に関する目的を定め、その中で育成する人材像や身に付けるべき学力等を明確に規定している。

以上のことから、本校はその目的を学校の個性や特色に応じて明確に定め、またそれは学校教育法が

規定する目的に適合していると判断できる。 

 本校の教育理念及び教育目標は、教職員に対しては教職員会議等で周知し、学生に向けてはシラバ

スや学生生活ハンドブック等への記載及び教室掲示により周知を図っている。また、「教育目標カー

ド」を教職員・学生全員に配布している。しかし、アンケートの結果からは、教職員への周知は十分

であるが、学生への周知は必ずしも十分ではない。 

 本校の目的は、一般向け刊行物（学校要覧）及びウェブサイトにも記載し、外部への周知を図って

いる。学校要覧は全国の高等専門学校や教育委員会へ配布するほか、学校来訪者等にも適宜配布して

いる。また、使命や教育理念、教育目標をウェブサイトへ掲載し、社会に対して広く公表している。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校は、首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくりスペシャリストの育成を使命とし、

産業集積地である東京の立地を最大限に活かすことにより、首都東京におけるものづくり教育の中核

を担うべく教育の実施体制を整備している。 

準学士課程はその使命を達成するため、近年の技術の進歩と複合化に柔軟に対応できる教育組織と

して「ものづくり工学科」の一学科制としたことを最大の特色としている。ものづくり工学科には現

在、基盤技術分野から総合技術分野まで幅広く８つの専門教育コースを配置している（資料２－１－

①－１）。 

 

資料２－１－①－１ 

東京都立産業技術高等専門学校学則（抜粋） 

 

第３章 学科の構成 

（学科及び学生定員） 

第５条 学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

学  科 入学定員 収容定員 

ものづくり工学科 320 人 1,600 人 

２ ものづくり工学科に、別表第１のとおり教育コースを置く。 

   （略） 

別表第１ （第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学則 抜粋） 

学  科 教 育 コ ー ス 

ものづくり工学科 

機械システム工学コース 

生産システム工学コース 

電 気 電 子 工 学 コ ー ス 

電 子 情 報 工 学 コ ー ス 

情 報 通 信 工 学 コ ー ス 

ロ ボ ッ ト 工 学 コ ー ス 

航 空 宇 宙 工 学 コ ー ス 

医 療 福 祉 工 学 コ ー ス 
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第１学年は、ものづくり工学科としての共通

の教育課程となっており、全ての学生が最初に

機械・電気電子・情報の基礎全般を修得した上

で、第２学年から各専門教育コースを選択する。

これにより学生は、ものづくりに必要な３つの

専門分野の基礎的な知識や技能を修得できる。

また、入学後に自らの適性をみながらコース選

択をできるようになっており、一学科による教

育実施体制の特長となっている（資料２－１－

①－２）。 

８つの専門教育コースは、本校が設置される

際の母体となった都立工業高等専門学校及び都

立航空工業高等専門学校が有していた教育資源

（施設・設備、教員等）を活用し、機械工学、

電気電子工学、情報工学の３つの工学分野を基

盤に、科学技術の動向や社会のニーズを踏まえ

て構成している（資料２－１－①－３）。 

 

資料２－１－①－２ 

 
（出典 学校案内 2013 P.３） 

資料２－１－①－３ 

    

（出典 高専改革検討委員会報告書（平成 16 年 12 月）抜粋） 
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ものづくり工学科の定員は学則に定められている（前掲資料２－１－①－１）。また、第１学年は

８学級（１学級定員40名）編成となっており、第２学年以上は専門教育コースごとに１学級（定員40

名）で編成している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の学科は、ものづくり工学科の一学科制と、基盤技術から総合技術までの８つの専門教育コー

ス構成により本校の目的である使命及び教育理念（育成する人材像）を具現化しており、それらは科

学技術の動向や社会のニーズにも適合している。また、学科の目的及び内容は高等専門学校設置基準

の規定に適合している。 

以上のことから、学科の構成が、教育の目的を達成する上で適切なものとなっていると判断できる。 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、実践的技術者の育成を目的とする準学士課程の上に、より高度な専門知識及び技術を教

授することにより、研究開発能力、問題解決能力を備え、広く地域社会や産業界で活躍できる「総合

的実践的技術者」を育成することを目的に専攻科を設置している（資料２－１－②－１）。 

 

 

資料２－１－②－１ 

東京都立産業技術高等専門学校学則（抜粋） 

 

（専攻科） 

第６条 本校に専攻科を設置する。 

２ 専攻科は、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とする。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学則 抜粋） 

 

専攻科は創造工学専攻のみの一専攻制をとっており、その中に機械工学、電気電子工学、情報工学、

航空宇宙工学の４つの専門教育コースを設置している。専門教育コースはそれぞれの専門分野におけ

る学士レベルの知識や技術の修得を目的に編成されている。また、同一法人内の専門職大学院である

産業技術大学院大学への特別推薦入学を前提とした２つの接続コース（情報アーキテクチャ、創造技

術）を設け、準学士課程から専攻科課程を経て専門職修士課程へと至る「９年間の一貫した技術者教

育」がひとつの特色となっている（資料２－１－②－２、３）。 

 

資料２－１－②－２ 

東京都立産業技術高等専門学校学則（抜粋） 

 

第１２章 専攻科 

（専攻及び学生定員） 

第３９条 専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

専 攻 入学定員 収容定員 

創造工学専攻 32 人 64 人 

２ 創造工学専攻に、別表第４の教育コースを設置する。 

３ キャンパス配置は、別表第２のとおりとする。 

  （略） 
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別表第４ （第 39 条関係） 

専 攻 教育コース 

創造工学専攻 

機 械 工 学 コ ー ス 

電気電子工学コース 

情 報 工 学 コ ー ス 

航空宇宙工学コース 

情報アーキテクチャ接続コース 

創造技術接続コース 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学則 抜粋） 

 

資料２－１－②－３ 

Ⅰ 専攻科の概要（抜粋） 

 

活発な産業社会を維持するために、また、首都東京の国際競争力を高めるために、科学技術の高度化、複合化、

グローバル化に迅速に対応できる応用力、創造力を持った、国際的に活躍できるエンジニアを育成することを目指

します。 

学生は、専攻科で開設している機械工学、電気電子工学、情報工学、航空宇宙工学の４つの専門分野から、自分

の研究との関連や関心のある科目を選択して修得できます。様々な専門分野の科目を履修することで、高度な専門

知識及び技術を修得し、社会における問題解決能力を育成します。また、科学的知識と技術力をもとに、リーダー

としての資質・能力が養われます。 

  さらに、産業技術大学院大学と接続し、体系的な教育を目指す、情報アーキテクチャ接続コース、創造技術接続

コースがあります。 

  専攻科修了生は、大学評価・学位授与機構（以下、「学位授与機構」とする。）の審査を経て、学士（工学）の

学位を授与され、大学院への入学資格を得ることができます。 

 

（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 P.1） 

一専攻制は、準学士課程における一学科制と同様に社会のニーズや科学技術の高度化・複合化に柔

軟に対応していくために導入した仕組みであり、現に平成21年度には専門職大学院との接続のために

上記２つの接続コースを設置している（資料２－１－②－４）。 
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資料２－１－②－４ 

 

 
（出典 学校案内 2013 P.３,21） 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の専攻科は、創造工学専攻の一専攻制と、４つの専門教育コース及び２つの大学院接続コース

から編成され、本校の目的である使命及び教育理念（育成する人材像）を具現化しており、それらは



東京都立産業技術高等専門学校 基準２ 

- 28 - 

 

科学技術の動向や社会のニーズにも適合している。 

以上のことから、専攻科の構成が、教育の目的を達成する上で適切であると判断できる。 

 

観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校では教育の目的を達成するため、全学的な教育活動の重要課題として国際化の推進及び情報化

の推進を掲げている。従来、国際化については国際交流室や英語科、国際化推進プロジェクトチーム

などが、情報化についてはメディア教育支援室や情報センター（共同利用施設）、ＩＣＴ化推進プロ

ジェクトチームなどが、それぞれ連携しながらも並列的に活動を行っていた（資料２－１－③－１～

４）。 

資料２－１－③－１ 

平成 23 年度までの校務執行体制 

 
（出典 平成 23 年度学校要覧 P.90） 
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資料２－１－③－２ 

国際交流室概要（旧校務執行体制） 

    
（出典 平成 23 年度学校要覧 P.69） 
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資料２－１－③－３ 

メディア教育支援室概要（旧校務執行体制） 

    
（出典 平成 23 年度学校要覧 P.65） 
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資料２－１－③－４ 

国際化の推進及び情報化の推進 

  教職員会議 議事録（抜粋） 

 

平成 23 年度第 5 回 

議 事 

連絡報告 

Ⅰ 校長・副校長 

Ⅰ-1.校長 

 

2.校務分掌委嘱 

 (3)ICT 化推進ワーキンググループ 

   委員長：齋藤敏治 

委 員：品川キャンパス：篠原知子、遠山恭司(一般)、大野 学(機械)、三浦慎一郎(生産)、 

山本哲也(電気)、岩田 満(情報) 

荒川キャンパス：竹居賢司、齋藤純一(一般)、髙﨑和之(通信)、源 雅彦(ロボット)、 

山田裕一(航空)、星 善光(医療) 

 

平成 23 年度第 6 回 

議 事 

連絡報告 

Ⅰ-2.副校長 

 

1.国際化について 

・国際化推進プログラムの見直しを行った．グローバル体制を作るため，PT（深野先生入り）を作った． 

 WG（遠山先生，福永先生入り）も作った． 

 

 

（出典 平成 23 年度教職員会議議事録 抜粋） 

 

そこで、それぞれの重要課題を統合的に推進していくため、本校の学校運営の基本的な枠組みを定

めた「校務の分掌及び運営に関する基本要綱」を改正し、平成24年４月から全学的なセンターとして

「国際化推進センター」及び「情報化推進センター」を設置した（資料２－１－③－５～７）。 

資料２－１－③－５ 

センター設置に関する規定 

 

東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（抜粋） 

 

 （センター） 

第３条の２ 一定の校務分野について全学的な推進を図るため、次の各号のとおりセンターを置く。 

 (1) 情報化推進センター 

 (2) 国際化推進センター 

２ 各センターに関し必要な事項は、別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 

 

資料２－１－③－６ 

平成 24 年 2 月 17 日 

戦略会議資料 

国際化推進センター設置概要 

 

（目的） 

 本校における国際化を総合的に推進するため（「国際化推進プログラム」の推進組織） 

 

（組織・人員） 
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 センター長を置く。センター長は校長補佐とする。 

 各キャンパス教員若干名をセンター員として充てる。管理課からセンター担当職員を充てる。 

 

（経費） 

 H24 は、旧国際交流室経費を充てるとともに、国際化推進プログラムの推進に必要な経費を別途措置する。 

 

（施設・設備） 

 現状は品川の「国際交流室」しかないが、今後整備していく必要がある。 

 

（業務） 

 国際化の推進に関する企画、立案 

 国際化の推進に関する事業の実施 

 国際化推進のための環境の整備 

 （センター所管施設、設備等の管理及び運営） 

 

（統制） 

 センター長は、各事業年度の開始までに（国際化推進プログラムに基づいて）年間事業計画を策定し、総合調整会

議に諮る。 

 センター長は、定期（四半期ごと）又は臨時に業務の状況を総合調整会議に報告する。 

 点検及び評価は、毎年度の自己点検・評価による。 

 総合調整会議は、センター所掌業務のうち、特に重要な案件を指定することができる。 

 センター長は、指定された重要案件を処理する場合には、事前に総合調整会議に諮らなければならない。 

 

（出典 平成 24 年２月 17 日 戦略会議資料抜粋） 

 

資料２－１－③－７ 

平成 24 年 2 月 17 日 

戦略会議資料 

情報化推進センター設置概要 

 

（目的） 

 本校の業務全般における情報化を総合的に推進するため（「ICT 活用計画」の推進組織） 

 

（組織・人員） 

 センター長を置く。センター長は校長補佐とする。 

 各キャンパス教員若干名をセンター員として充てる。管理課からセンター担当職員を充てる。 

 

（経費） 

 H24 は、旧メディア教育支援室及び情報センター経費を充てるとともに、ICT 活用計画の推進に必要な経費を別途

措置する。 

 

（施設・設備） 

 旧情報センター管理施設を中心に、別表に管理範囲を明記する。 

 

（業務） 

 情報化の推進に関する企画、立案 

 情報化の推進に関する事業の実施 

 ICT 活用環境及び情報セキュリティ環境の整備 

 センター所管施設、設備等の管理及び運営 

 

（統制） 

 センター長は、各事業年度の開始までに（ICT 活用計画に基づいて）年間事業計画を策定し、総合調整会議に諮

る。 

 センター長は、定期（四半期ごと）又は臨時に業務の状況を総合調整会議に報告する。 

 点検及び評価は、毎年度の自己点検・評価による。 

 総合調整会議は、センター所掌業務のうち、特に重要な案件を指定することができる。 

 センター長は、指定された重要案件を処理する場合には、事前に総合調整会議に諮らなければならない。 
 

（出典 平成 24 年２月 17 日 戦略会議資料抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

国際化推進センター及び情報化推進センターは本年４月の設置後間もないため、運営実績や活動成

果はこれからとなるが、その設置目的やセンターの取組等からみて、教育の目的を達成する上で適切

であると判断できる。 

 

観点２－２－①： 教育活動を有効に展開するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係

る重要事項を審議する等の必要な活動が行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校における教育研究組織及びその長の権限は、法人の組織規則で定められている（資料２－２－

①－１）。本校では各組織等における教育活動を有効に展開するために、各組織や長の権限に対応し

た審議・検討機関を設置し、現場の意見を活かすような学校運営体制をとっている（資料２－２－①

－２、３）。 

 

資料２－２－①－１ 

公立大学法人首都大学東京組織規則（抜粋） 

 

（東京都立産業技術高等専門学校の教育研究組織） 

第３条の３ 高等専門学校の教育研究組織として、ものづくり工学科、創造工学専攻及び附属図書館を置く。 

（校長の職） 

第７条の２ 高等専門学校の教育研究組織を統括する長として、高等専門学校に校長を置く。 

（オープンインスティテュート長、附属図書館長及び副校長の職） 

第１３条 産業技術大学院大学のオープンインスティテュートにオープンインスティテュート長を、附属図書館に附

属図書館長を置く。 

２ 高等専門学校の校長の下に副校長を、附属図書館に附属図書館長を置く。 

（ものづくり工学科長及び創造工学専攻長の職） 

第１５条の４ ものづくり工学科にものづくり工学科長を、創造工学専攻に創造工学専攻長を置く。 

（教務主事及び学生主事の職） 

第１５条の５ 高等専門学校の校長の下に教務主事及び学生主事を置く。 

（校長の職責） 

第２２条の２ 校長は、理事長の命を受け、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 

（副校長の職責） 

第２７条の２ 副校長は、校長を補佐する。 

（ものづくり工学科長及び創造工学専攻長の職責） 

第２９条の４ ものづくり工学科長及び創造工学専攻長は、校長の命を受け、それぞれものづくり工学科及び創造工

学専攻の運営に係る事務をつかさどる。 

（教務主事及び学生主事の職責） 

第２９条の５ 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他の教務に関することを掌理する。 

２ 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関することを掌理する。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京組織規則 抜粋） 
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資料２－２－①－２ 

平成 24 年度組織図 

（教育研究組織）

教務主事

医療福祉工学コース

機械工学コース

高専品川キャンパス図書館

高専荒川キャンパス図書館

  組　織　図

情報工学コース

ものづくり工学科（本科）

創造工学専攻（専攻科）

附属図書館

機械システム工学コース

生産システム工学コース

電気電子工学コース

電子情報工学コース

電気電子工学コース

校　　　長

副　校　長

情報通信工学コース

ロボット工学コース

航空宇宙工学コース

航空宇宙工学コース

情報アーキテクチャ接続コース

創造技術接続コース

教務主事

学生主事

学生主事

 
 

（出典 管理課資料） 
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資料２－２－①－３ 

決定事項等を関係管理職を通じて伝達・指示
要検討事項を関係管理職を通じて諮問

年２回

（会議庶務：調整係）

月１回（会議庶務：庶務係） 提案・報告

提案・報告

意見聴取・反映 提案・報告

提案・報告

月１回（会議庶務：調整係）

提案 指示 提案・指示 提案・指示 　　月１回（会議庶務：調整係） 月１回（会議庶務：調整係）

月１回

（会議庶務：教務室）

　　　意見聴取・反映

（担当職員）

　意見

　集約

平成24年4月

伝達

指示

意見

集約

　　伝達

　　指示

提案・報告

　　　　　　　　　　　指示

校 長

副 校 長
ものづくり

工学科長

【コース長会議】
○ ものづくり工学科長の権限

に属する事項の審議

○ ものづくり工学科の運営に

関する重要事項のうち、校長

の諮問を受けたものの検討

※ 本科教学の審議・検討機関

（構成員）

創造工学専攻長、学生主事

各コース長、一般科長、教務室長

調整係長

（オブザーバー：校長、副校長）

【総合調整会議】（新設）
○ 主要課題の検討、主要事業の進行管理・実施調整

○ 各種計画案や評価案の検討・調整

※ 学校運営に関する実質的な調整機関
（構成員）

管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、附属図書館長

校長補佐、管理課長

※必要に応じて「（専門）部会」を設置する。

創造工学

専 攻 長

【専攻科会議】
○ 創造工学専攻長の権限

に属する事項の審議

○ 創造工学専攻の運営に

関する重要事項のうち、校長

の諮問を受けたものの検討

※ 専攻科教学の審議・検討機関

（構成員）

ものづくり工学科長、学生主事

各コース・一般科代表、専攻科室長

調整担当係長

（オブザーバー：校長、副校長）

【教育改革推進会議】（新設）
○ 教育活動に関する基本方針、改善策の検討

○ 教育力の組織的な向上策の検討

※ （広義の）FD活動全般に関する検討機関
（構成員）

校長、副校長、管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長

学生主事、管理課長

【認証評価対策委員会】（新設・時限）
○ 機関別認証評価の受審準備
※ 設置期間：H24.4.1～H25.3.31

（構成員）

校長、副校長、管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、附属図書館長

教務主事、学生主事、管理課長

【管理職会議】
○ 校長決定事案のうち、重要事項の審議

○ 校長以外の決定事案のうち、重要事項の報告

※ 機関の重要事項のに関する審議決定機関

（構成員）
副校長、管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長

附属図書館長、教務主事、学生主事、管理課長

【運営協力者会議】

【教職員会議】

○校長が示す事項

の検討

○自己点検・評価に

対する外部評価

○ 教学に関する重要

事項で、校長が特に

必要と認めた事案に

ついての意見聴取

○ 教学又は管理運営

上の重要事項で、全

教職員への周知徹底

が必要なものの伝達

（構成員）

全教職員

各校務執行単位

教育企画改善室・教務室

専攻科室・入試室・広報室

研究推進室・学生室

学生相談室・進路支援室

インターンシップ室・地域交流室

管
理
課
各
係

ものづくり工学科

各コース

一般科
創造工学専攻

附属図書館長

（副校長）

【図
書
館
運
営
委
員
会
】

附
属
図
書
館

平成２４年度 東京都立産業技術高等専門学校の運営体制の概要

校 長

情
報
化
推
進
セ
ン
タ
ー

国
際
化
推
進
セ
ン
タ
ー

 
（出典 平成 24 年４月 18 日 教職員会議資料） 

 

準学士課程であるものづくり工学科の教育活動に関しては、教育課程の改善も含む必要な事項の審

議・検討、一般科目を含めた各専門教育コースの意見集約などをものづくり工学科長が主宰する「コ

ース長会議」で行う（資料２－２－①－４）。一方、専攻科の教育活動に関しては、同様のことを創

造工学専攻長が主宰する「専攻科会議」で行う（資料２－２－①－５）。また、附属図書館の運営に

関しては、附属図書館長主宰の「図書館運営委員会」、教務に関する事項については各キャンパス教

務主事主宰の「教務委員会」、学生の厚生補導に関しては各キャンパス学生主事主宰の「学生委員

会」がそれぞれ設置されている（資料２－２－①－６～８）。それぞれの会議等は定例的に行われ、

設置目的に適った事項が審議・検討されている（資料２－２－①－９～13）。 

 

資料２－２－①－４ 

東京都立産業技術高等専門学校コース長会議設置要綱 

 

21 産技専管品第 69 号 

制定 平成 22 年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則（平成 年度法人規則第 号）第６条に

基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等専門学校コー

ス長会議（以下「会議」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) ものづくり工学科長 
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(2) 創造工学専攻長 

 (3) 学生主事 

(4) 各コース長 

(5) 一般科長 

(6) 教務室長 

(7) 調整係長 

２ 前項のほか、ものづくり工学科長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

（議案等） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を議案とする。 

 (1) ものづくり工学科長の権限に属する事項の審議 

(2) ものづくり工学科の運営に関する重要事項のうち、校長の諮問を受けたものの検討 

(3) その他、ものづくり工学科長が必要と認めること 

２ 会議は、定期的に行うものとする。ただし、ものづくり工学科長が必要と認めるときは、この限りでない。 

（運営） 

第４条 ものづくり工学科長は、会議を招集し、主宰する。 

２ ものづくり工学科長が欠けたときは創造工学専攻長が、その職務を代理する。 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課調整係において行う。 

（その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、ものづくり工学科長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校コース長会議設置要綱） 

 

資料２－２－①－５ 

東京都立産業技術高等専門学校専攻科会議設置要綱 

 

21 産技専管品第 70 号 

制定 平成 22 年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則（平成 年度法人規則第号）第４条に基づき、東京

都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等専門学校専攻科会議（以

下「会議」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

(1) 創造工学専攻長 

(2) ものづくり工学科長 

 (3) 学生主事 

(4) 創造工学専攻の授業科目を担当する教員   

ものづくり工学科各コース及び各キャンパス一般科から各１名 

(5) 専攻科室長 

(6) 調整担当係長 

２ 前項のほか、創造工学専攻長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

（議案等） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を議案とする。 

 (1) 創造工学専攻長の権限に属する事項の審議 

(2) 創造工学専攻の運営に関する重要事項のうち、校長の諮問を受けたものの検討 

(3) その他、創造工学専攻長が必要と認めること 

２ 会議は、定期的に行うものとする。ただし、創造工学専攻長が必要と認めるときはこの限りではない。 

（運営） 

第４条 創造工学専攻長は、会議を招集し、主宰する。 

２ 創造工学専攻長が欠けたときはものづくり工学科長が、その職務を代理する。 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課調整係において行う。 

（その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、創造工学専攻長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校専攻科会議設置要綱） 
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資料２－２－①－６ 

東京都立産業技術高等専門学校図書館運営委員会設置要綱 

 

22 産技専管品第 67 号 

制定 平 成 2 2 年 4 月 30 日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（２２産技専管品第６

２号）第３条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高

等専門学校図書館運営委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（委員会の職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 附属図書館長の権限に属する事項の審議 

(2) 附属図書館の運営に関する重要事項のうち、校長の諮問を受けたものの検討 

(3) 資料の収集、購入、管理、運用及び処分に関すること 

(4) その他、附属図書館長が必要と認めること 

（委員会の構成） 

第３条 委員会の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 附属図書館長 

(2) 管理課長 

(3) 教務学生係長 

(4) 附属図書館運営担当教員 各キャンパス１名 

(5) 附属図書館司書 各キャンパス１名 

２ 前項のほか、附属図書館長が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、附属図書館長とする。 

３ 委員長は、委員会を招集し、主宰する。 

４ 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

５ 委員長が欠けたときは副委員長が、その職務を代理する。 

 （任期） 

第５条 第３条に掲げる委員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、委員交代による委員の任期は前任者の残

余期間とする。 

 

 （運営） 

第６条 委員会は、委員長が必要と認めたときに召集する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課調整係において行う。 

（その他） 

第８条 委員会に関し、この要綱に定める以外の事項については、委員長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校図書館運営委員会設置要綱） 

 

資料２－２－①－７ 

   東京都立産業技術高等専門学校教務委員会設置要綱 

 

23 産技専管品第 1574 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第３条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等

専門学校教務委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 委員会は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパス（以下、「各キャンパス」という。）にそれぞれ設

置するものとする。 

 （委員会の職務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 教育計画の実施に関する調整 
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 (2) 教務に関する重要事項の検討 

 (3) その他、教務主事が必要と認めること 

 （委員会の構成） 

第４条 委員会の構成員は、各キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 教務主事 

 (2) 教務室長 

 (3) 各教育コース及び一般科の代表 各１名 

 (4) 教務学生係長 

２ 前項のほか、教務主事が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

 （委員長等） 

第５条 委員会に委員長を置き、教務主事を充てる。 

２ 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

３ 委員長が欠けたときは副委員長が、その職務を代理する。 

 （任期） 

第６条 第４条に掲げる委員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、委員交代による委員の任期は前任者の残

余期間とする。 

 （運営） 

第７条 委員長は、委員会を招集し、主宰する。 

２ 委員会は、定期的に行うものとする。ただし、委員長が必要と認めるときはこの限りではない。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教務室において行う。 

 （その他） 

第９条 委員会に関し、この要綱に定める以外の事項については、委員長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校教務委員会設置要綱） 

 

資料２－２－①－８ 

   東京都立産業技術高等専門学校学生委員会設置要綱 

 

23 産技専管品第 1575 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第３条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等

専門学校学生委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 委員会は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパス（以下「各キャンパス」という。）にそれぞれ設置

するものとする。 

 （委員会の職務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 学生の表彰及び懲戒に関すること 

 (2) 学生の厚生補導に関する重要事項の検討 

 (3) その他、学生主事が必要と認めること 

 （委員会の構成） 

第４条 委員会の構成員は、各キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 学生主事 

 (2) 学生室長 

 (3) 各学年の学級担任の代表 各１名 

 (4) 教務学生係長 

２ 前項のほか、学生主事が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

 （委員長等） 

第５条 委員会に委員長を置き、学生主事を充てる。 

２ 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

３ 委員長が欠けたときは副委員長が、その職務を代理する。 

 （任期） 

第６条 第４条に掲げる委員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、委員交代による委員の任期は前任者の残

余期間とする。 

 （運営） 
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第７条 委員長は、委員会を招集し、主宰する。 

２ 委員会は、定期的に行うものとする。ただし、委員長が必要と認めるときはこの限りではない。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、学生室において行う。 

 （その他） 

第９条 委員会に関し、この要綱に定める以外の事項については、委員長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学生委員会設置要綱） 
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資料２－２－①－９ 

 

平成23年度コース長会議議事内容

第1回 4月28日（木）

【議題】
1　学習成果達成度、評価指針について
2　ゼミナールの評価に関するエビデンス
3　学生の記録（学生向けポートフォリオ）について
4　各コースの研究業績調査について
5　その他
6　コース長会議ので産技高専将来問題の取り扱いについて

第2回 5月26日（木）

【議題】
1　学習成果達成度、評価指針について
2　ゼミナールの評価に関するエビデンスについて
3　平成24年度の科目変更について
4　１年次に行うコース分けについて
5　その他

第3回 6月30日（木）

【議題】
1　「学生の卒業研究に関するアンケート調査」実施報告書について
2　レベル別学習成果評価指針（達成度）のピアレビューについて
3　平成24年度の科目の変更について
4　ゼミナールの評価に関するエビデンス（一定レベルの共通化）について
5　次期中期計画に向けて
6　その他

第4回 7月28日（木）

【議題】
1　平成24年度の科目の変更について
2　レベル別学習成果評価指針（達成度）について
3　次期中期計画に向けて（産技高専の将来について）
4　その他

第5回 9月22日（木）

【報告事項】
1　平成24年度の科目の変更について
2　その他
【議題】
1　レベル別学習成果評価指針（達成度）について
2　次期中期計画に向けて
3　産業技術高専のカリキュラム改善について
4　その他

第6回 10月27日（木）

【報告事項】
1　平成24年度の科目の変更・レベル別学習成果評価指針（到達度）について
2　その他
【議題】
1　レベル別学習成果評価指針（達成度）について
2　次期中期計画に向けて
3　産業技術高専のカリキュラム改善について
4　その他

第7回 11月24日（木）

【報告事項】
1　平成24年度の科目の変更について
2　その他
【議題】
1　次期中期計画に向けて
2　レベル別学習成果評価指針（達成度）について
3　産業技術高専のカリキュラム改善について
4　その他

第8回 12月22日（木）

【報告事項】
1　学生実態調査について
2　平成24年度の科目の変更について
3　学習到達度について
【議題】
1　次期中期計画に向けて
2　産業技術高専のカリキュラム改善について
3　学修単位化について
4　その他
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第9回 2月2日（木）

【報告事項】
1　学生実態調査について
2　平成25年度のカリキュラム改訂について
3　本科教務関連検討事項について
4　自己点検・評価書の作成依頼について
5　「2012　ＡＩＩＴ　ＰＢＬプロジェクト成果発表会」への出席のお願い
6　東京都立産業技術研究センター見学会の実施について
【議題】
1　次期中期計画に向けて（ティーチングアシスタントの導入の要望について）
2　卒業研究評価シートについて
3　その他

第10回 3月7日（水）

【報告事項】
1　学習達成度について
【議題】
1　卒業研究評価シートについて
2　平成25年度以降のカリキュラムの検討について
3　学生生活実態調査について
4　その他

 
 

（出典 管理課資料） 
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資料２－２－①－10 

  

平成23年度専攻科会議議事一覧

第1回 5月20日（金）

【報告事項】
1　平成24年度入試について
2　高専と産技大との接続について
3　海外インターンシップについて
【議事】
1　専攻科予算について
2　平成25年度入試について
3　インターンシップについて
4　専攻科の体制について
5　非常勤講師採用手続きについて
6　その他

第2回 6月24日（金）

【報告事項】
1　「エンジニアリング・デザイン教育」ワークショップ報告
2　平成24年度学力選抜実施状況について
【議事】
1　専攻科経費について
2　産技大接続コースの連携科目について
3　入試手続きについて
4　授業日数について
5　学位申請について
6　その他

第3回 8月2日（火）

【報告事項】
1　産技大接続コースの連携科目について
【議題】
1　専攻科新規開設科目について
2　非常勤講師の研究業績について
3　その他

第4回 8月31日（水）

【報告事項】
1　産技大接続コースについて
2　専攻科ＰＢＬについて
【議題】
1　専攻科入試について
2　今年度の研究業績調査について
3　来年度のカリキュラムについて
4　新規開設科目について
5　専攻科教育目標、育成すべき人材像、カリキュラムポリシーについて
6　その他

第5回 9月30日（金）

【議事事項】
1　育成する人材像
2　専攻科の運営について
3　その他

第6回 10月25日（火）

【報告事項】
1　「育成する人材像」について
2　荒川キャンパス専攻科担当教員会議開催について
【議事】
1　専攻科科目割り当てについて
2　その他

第7回 11月25日（金）

【報告事項】
1　コース長会議の報告
【議事】
1　入試募集要項について
2　作問委員の選出について
3　平成24年度シラバスについて
4　平成24年度専攻科課題について
5　その他
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第8回 12月27日（火）

【報告事項】
1　平成24年度シラバス収集状況報告
2　平成25年度入試要項について
【議事】
1　成績入力システムについて
2　作問委員について
3　その他

第9回 1月30日（月）

【報告事項】
1　平成24年度健康診断について
【議題】
1　大学院との協定について
2　平成24年度シラバス状況報告
3　平成25年度専攻科学力試験の準備状況について
4　学生番号について
5　終了式に受賞する各賞について
6　平成24年度行事日程について
7　単位取得証明書について
8　その他

第10回 3月15日（木）

【議事】
1　「履修の手引き」カリキュラムの科目の分野変更
2　修了式お別れ会について
3　2012年度の授業日数の確保について
4　専攻科ホームページの体制について
5　その他

 
 

（出典 管理課資料） 
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資料２－２－①－11 

 

平成23年度図書館運営委員会議事一覧

第1回 5月18日（水）

【報告事項】
1　3月11日の地震の被害について
2　平成23年度蔵書点検日程について
3　産技大休暇期間中の司書勤務時間について
4　中学生及び高校生向け図書館開放について
【議題】
1　選書について
2　館内での飲食について（夏季節電時の対応）
3　次回以降の日程について
4　その他

第2回 6月29日（水）

【報告事項】
1　3月11日の地震による図書館資料等の被害及び修理について
2　図書館システムについて
3　図書館の節電について
4　その他
【議題】
1　選書について
2　7月及び8月の日程について
3　その他

第3回 7月27日（水）

【報告事項】
1　第12回関東信越地区高等専門学校図書館協議会について
2　図書館システムについて
3　蔵書点検中の貸出し・返却等について
4　その他
【議題】
1　選書について
2　その他

第4回 8月31日（水）

【報告事項】
1　第12回関東信越地区高等専門学校図書館協議会議事録について
2　図書館システムについて
3　その他
【議題】
1　選書について
2　学外利用者への電子ジャーナル提供について
3　その他

第5回 9月28日（水）

【報告事項】
1　蔵書点検について
2　図書館システムについて
【議題】
1　選書について
2　次回以降の委員会の日程について

第6回 10月18日（水）

【報告事項】
1　図書館システムについて
2　学生の図書委員会の活動予定について
3　10月の展示案内について
4　その他
【議題】
1　選書について
2　その他

第7回 11月15日（水）

【報告事項】
1　図書館システムについて
【議題】
1　選書について
2　選書基準について
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第8回 12月13日（水）

【報告事項】
1　図書館システムについて
2　経営塾寄贈図書について
3　産技祭の図書委員会古本市と、ブックハンティングについて
4　雑誌「Newton」の寄贈について
【議題】
1　選書について
2　平成24年度編入学予定学生による図書館の利用について
3　選書基準について
4　図書館ゲートについて

第9回 1月17日（火）

【報告事項】
1　図書館ゲートについて
2　ブックハンティングについて
3　その他
【議題】
1　選書について
2　選書基準について
3　首都大学東京機関リポジトリについて
4　図書館利用カードの変更について
5　次回以降の委員会の開催日程について

臨時 2月23日（木）
【議題】
1　図書館利用カードの変更について

第10回 2月28日（火）

【報告事項】
1　図書館システムの経過報告について
2　ブックハンティングについて
【議題】
1　選書について
2　選書基準について
3　その他

第11回 3月19日（月）

【報告事項】
1　選書基準について
2　図書館展示案内について
【議題】
1　選書について
2　日本語データベース・トライアルについて
3　図書館システムについて
4　その他

 
 

（出典 管理課資料） 

 

資料２－２－①－12 

「教務委員会開催日及び議事一覧表」 

 
・第１回教務委員会 

 日 時： 平成２３年４月２７日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）夏季節電に伴う行事日程、試験日程等について 

     ２）1 年のコース分けのあり方について（共通試験） 

     ３）選択科目の受講取り消しについて 

     ４）休学学生の修得集中選択科目の扱いについて 

     ５）カリキュラム改訂の状況について 

     ６）その他 

        ・特別教育支援について 

        ・３１００ 5/１２(木)のＨＲ（ボーリング）について 

 

・第２回教務委員会 

 日 時： 平成２３年６月１日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）両キャンパス教務ミーティング報告 

        ・東京工学について 

        ・集中選択の受講申請取り消しについて 
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        ・既修得学外単位の扱いについて 

        ・海外語学研修の単位申請方法について 

        ・成績評価(100 点法)について 

     ２）1 年のコース分けのあり方について（共通試験） 

     ３）カリキュラム改訂の状況について 

     ４）その他 

        ・特別教育支援について(5/27 担当者会議) 

        ・検定教科書（選定委員会）について 

 

・第３回教務委員会 

 日 時： 平成２３年６月２９日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）1 年のコース分けのあり方について（共通試験） ＜意見集約 

     ２）成績評価(100 点法)について（メリット/デメリット） ＜意見集約 

     ３）後期末成績のあり方について 

     ４）東京工学科目の履修状況について 

     ５）その他 

         ・東京工学の受講人数のアンバランスについて 

         ・東京工学の申請時期について 

         ・一般科３・４年選択科目の移行措置について 

 

・第４回教務委員会 

 日 時： 平成２３年８月３日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）両キャンパス教務ミーティング(7/29)の議論について 

         ・1 年のコース分けのあり方について（共通試験） 

         ・成績評価(100 点法)について 

     ２）後期末成績のあり方について ＞意見集約 

     ３）東京工学科目の履修状況について 

     ４）後期時間割について 

     ５）授業変更時の対応について（サイネージの件も含む） 

     ６）その他 

         ・非常勤時数の追加配当について 

         ・補講について（●●●● ●●●●、●●●● ●●●●） 

 

・第５回教務委員会 

 日 時： 平成２３年９月２８日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）10 月 1 日からの行事日程について 

     ２）後期時間割について 

     ３）単位追認試験（後期）について 

     ４）東京工学報告 

     ５）夏季休業中の補講報告 

     ６）出席簿のデータベース入力について 

     ７）一般集中選択科目の放棄状況について 

     ８）非常勤講師控室のレイアウト変更について 

     ９）海外語学研修の単位認定申請について 

     １０）次年度４・５年選択科目の希望調査について 

     １１）その他 

 

・第６回教務委員会 

 日 時： 平成２３年１１月３０日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）両キャンパスミーティング報告 

         ・1 学年共通試験 

         ・東京工学の希望調査 

         ・インターンシップの単位数 

     ２）非常勤時数等について 

     ３）平成２４年度行事日程について 

     ４）1 年成績会議について 

     ５）次年度４・５年選択科目のガイダンス等について 

     ６）出席簿のデータベース化について 

     ７）非常勤講師控室について 

     ８）その他 

         ・国際交流プログラムの学外単位認定 

         ・5 年単位追認試験の日程について 

         ・時間割作成上の留意点について 

 

・臨時第１回教務委員会 

 日 時： 平成２３年１２月２日（金） １６：４０～ 

 議 題：１）非常勤時数等について 
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・臨時第２回教務委員会 

 日 時： 平成２３年１２月１６日（金） １２：２０～ 

 議 題：１）非常勤時数（１次配当）について 

 

・第７回教務委員会 

 日 時： 平成２３年１２月２１日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）両キャンパスミーティング報告 

         ・平成 24 年度行事日程 

         ・東京工学予備調査 

 ・1 年成績会議 

 ・学外学修単位の申請期間 

 ・修了扱いの有効期間 

     ２）非常勤時数について（2 次配当） 

     ３）授業科目用図書調査について 

     ４）シラバスの作成について 

     ５）教室の施錠方針について 

     ６）その他 

         ・単位追認試験の連絡方法について 

 

・第８回教務委員会 

 日 時： 平成２４年１月２５日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）平成 24 年度行事日程について 

     ２）シラバスの作成について 

     ３）時間割について 

     ４）東京工学科目の予備調査結果について 

     ５）その他 

         ・授業用図書調査票について（戸邉） ※冒頭に 

         ・非常勤連絡票提出について 

         ・単位追認ガイダンスについて 

         ・単位追認成績（後期）締切について 

 

・第９回教務委員会 

 日 時： 平成２４年２月２２日（水） １５：５０～ 

 議 題：１）平成 24 年度行事日程について 

     ２）シラバスについて 

     ３）時間割について 

     ４）平成 24 年度単位追認試験の日程について 

     ５）●●●●●●●●について 

     ６）その他 

         ・教務委員会終了後、授業用図書選定委員会 

         ・単位追認ガイダンス 2 月 24 日(金) 

 

（出典 教務室資料） 
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資料２－２－①－13 

    

平成23年度学生委員会議事一覧

第1回 4月14日（木）

1　本年度の学生員の紹介
2　健康診断・検尿の実施について
3　学生会の委員選出について
4　自転車通学届出について
5　クラス顔写真及び学生台帳について
6　オリエンテーションについて
7　クラブ顧問について
8　その他

第2回 5月11日（水）

1　行事関係について
2　健康診断について
3　クラブ鍵カードについて
4　学生指導について

第3回 6月10日（金）

1　行事関係について
2　健康診断について
3　クラブ活動について
4　学生指導について

第4回 7月12日（火）

1　行事関係について
2　健康診断関係について
3　クラブ関係について
4　その他

第5回 9月27日（火）

1　行事関係について
2　クラブ関係について
3　学生指導について
4　課外活動について

第6回 10月14日（金）

1　行事関係について
2　学生指導について
3　課外活動等について

第7回 12月12日（月）

1　行事関係について
2　学生指導について
3　課外活動関係について
4　その他の連絡

第8回 1月17日（火）
1　学生指導について
2　連絡

 
 

（出典 管理課資料） 

 

教育活動を含む学校運営全般に関する重要事項は校長が主宰する「管理職会議」において審議し、

校長が決定する（資料２－２－①－14、15）。この会議には上記各審議・検討機関の主宰者が全て構

成員となっており、他の審議・検討機関との連携がなされている。 
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資料２－２－①－14 

東京都立産業技術高等専門学校管理職会議設置要綱 

 

20 産技専品管第 107 号 

制定 平成 20 年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第２条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等

専門学校管理職会議（以下「会議」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

(1) 校長 

(2) 副校長 

(3) 管理部長 

(4) ものづくり工学科長 

(5) 創造工学専攻長 

(6) 附属図書館長 

(7) 教務主事 

(8) 学生主事 

(9) 管理課長 

２ 前項のほか、校長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

（議案等） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を議案とする。 

 (1) 校長が決定すべき事項のうち、本校の運営において重要な事項の審議 

(2) 校長以外の者が決定すべき事項のうち、本校の運営において重要な事項の報告 

(3) 本校の運営に係る事項の連絡 

(4) その他、校長が必要と認めること 

２ 会議は、定期的に行うものとする。ただし、校長が必要と認めるときは、この限りでない。 

（運営） 

第４条 校長は、会議を招集し、主宰する。 

２ 校長が欠けたときは副校長が、副校長が欠けたときはものづくり工学科長を兼務する教務主事が、それぞれの職

務を代理する。 

３ 会議は、原則として、非公開とする。 

４ 会議に会議録を備え、原則として公開とする。ただし、全構成員の同意により、その全部または一部を非公開と

することができる。 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課庶務係及び高専荒川キャンパス管理課庶務係において行

う。 

（その他） 

第６条 管理職会議に関しこの要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校管理職会議設置要綱） 

 

資料２－２－①－15 

管理職会議議事一覧 

月 日 管理職会議 

４ 
1 日 

臨時 

【連絡事項】 

１ 校長より 

【協議事項】 

なし 

【報告事項】 

１ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校キャンパス別入学式の概要について 

２ 職員の人事異動について 
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12 日 

第 1 回 

【連絡事項】 

１ 平成２２年度第１１回管理職会議議事録について 

２ 平成２２年度臨時管理職会議（第６回～第８回）議事録について 

３ 平成２３年度臨時管理職会議議事録について 

４ 平成２３年４月、５月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校入試状況について  

２ 技術者教育における国際連携のための調査団の派遣について  

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 東日本大震災により被災した高専等への義援金の募集について  

２ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第 1 回）について 

【その他】 

１ 理事会の設置について 

２ 品川キャンパスでの経営審議会の開催について  

３ WEB サーバーについて 

５ 

10 日 

第 2 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第１回管理職会議議事録について 

２ 平成２３年５月、６月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 平成２４年度本科入学者選抜日程（案）について 

２ 平成２３年度公立大学法人首都大学東京広報の全体方針について  

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 平成２３年度第２回経営審議会への報告について 

２ 第一期中期目標期間及び平成２２年度業務実績報告（たたき台）について 

３ 平成２３年度ＳＡ制度について 

４ 学生実態調査について 

５ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第３回）について 

【その他】 

１ ＩＰアドレス料金改定（有料化）に伴う対応について 

20 日 

臨時第 2 回 

【審議事項】 

１ 平成２３年度専攻科担当加算の支給対象者の決定について（前期） 

２ 東京都立産業技術高等専門学校広報方針の一部改正について 

【その他】 

１ 平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜の日程について 

６ 7 日第 3 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第２回管理職会議議事録について 

２ 平成２３年度第２回臨時管理職会議議事録について  

３ 平成２３年６月、７月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 第二期中期計画の実現と将来を見据えた選択と集中について 

２ 高専名誉教授称号授与式について 

３ 平成２４年度専攻科推薦選抜結果及び学力選抜状況について 

４ 技術者教育における国際連携のための調査報告について 

５ 学術情報ネットワーク接続に係る共同調達について  

６ 平成２２年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 平成２４年度編入学選抜実施要綱（案）について 

２ 第一期中期目標期間及び平成２２年度業務実績報告について 

３ 御下賜金産業教育功労者表彰に係る推薦基準及び平成２３年度推薦者について 

４ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第３回）について 

【その他】 
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１ 研究シーズ集のホームページアップについて 

２ 高専 50 周年記念事業について 

３ 二正面作戦について 

７ 

6～7 日 

臨時第 3 回 

（文書回付） 

【審議事項】 

１ 第５６回（平成２３年度）澁澤賞候補者推薦について  

12 日 

第 4 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第３回管理職会議議事録について 

２ 平成２３年度第３回臨時管理職会議議事録について  

３ 平成２３年７月、８月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

１ 平成２３年度中小企業家経営塾受講学生の学生海外派遣について  

（２）学校全体に係る事項 

１ ２４年度専攻科入学者選抜（学力による選抜）実施報告について  

２ エコキャンパス・グリーンキャンパス高専部会における法令等に基づく報告等について                           

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 東京都立産業技術高等専門学校おける平成２３年度「特別研究期間制度」の実施について 

２ 高専専攻科と産業技術大学院大学との接続に関する検討結果について 

３ 平成２４年度本科入学者選抜実施要綱（案）について 

４ 平成２４年度都予算要求について 

５ 実行プログラム２０１２（仮称）事業予算要求について 

６ 平成２３年度計画に伴うＰＴ等の設置及び進捗状況について  

７ 複線型ものづくり教育の裾野の拡大に関する委員会の設置（案）について 

８ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第４回）について 

【その他】 

１ 運営協力者会議における委員意見への回答案について 

８ 

2 日 

臨時第 4 回 

【審議事項】 

１ 平成２３年度重点課題への取組体制について  

29 日 

臨時第 5 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年９月の会議日程について 

【報告事項】 

１ ＦＤについて 

２ 入学者選抜実施概要プレス発表及び入学者選抜実施要項説明会について 

３ 入試制度 PT について 

【審議事項】 

１ 東京都立産業技術高等専門学校おける平成２３年度「特別研究機関制度」取得者について 

【その他】 

１ 不適正使用防止対策推進会議開催について 

９ 

7 日 

臨時第 6 回 

【審議事項】 

１ 東京都立産業技術研究センターとの協定締結について 

13 日 

第 5 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第４回管理職会議議事録について 

２ 平成２３年度臨時管理職会議（第４回～第６回）議事録について 

３ 平成２３年９月、１０月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 国際化ＰＴ報告について 

２ 入試制度検討ＰＴ報告について 

３ 専攻科における他大学との協力体制構築について 

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 東京都立産業技術高等専門学校学則の一部改正について 

２ 平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜実施概要について 

３ 管理職会議等における資料の電子化及び Paper less 化について 

４ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第５回）について 

【その他】 

１ 在校生保護者の学生実態調査について  
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10 

11 日 

第 6 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第５回管理職会議議事録について 

２ 平成２３年１０月、１１月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校第一学年学生募集人員について 

２ 平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校編入学者選抜実施状況について 

３ 専攻科学力による選抜 二次募集について 

４ 平成２４年度高等専門学校機関別認証評価の申請について 

５ 平成２４年度高専予算見積りについて（依頼） 

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ ニーアン・ポリテクニックとの包括協定について  

２ 専攻科の教育目標及び育成すべき人材像について 

３ 平成２３年度第６回経営審議会への報告について 

４ 東京都立産業技術高等専門学校における平成２４年度「特別研究期間制度」の実施について 

５ 体系的なキャリア教育の構築に向けた取組みの試行について 

６ 平成２４年度コース予算及び専攻科予算について（通知） 

７ 東京都立産業技術高等専門学校非常勤講師の任用に関する要綱（案）について 

８ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第６回）について 

18 日 

臨時第 7 回 

（文書回付） 

【審議事項】１ 平成２３年度専攻科担当加算の支給対象者の決定について（後期） 

11 
8 日 

第 7 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第６回管理職会議議事録について 

２ 平成２３年１１月、１２月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 「大学・高専連携事業基金」事業（共同研究）について 

２ 学生生活実態調査について（資料なし） 

３ ニーアン・ポリテクニックとの包括協定について  

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 平成２２年度自己点検・評価書[試行版]（案）について 

２ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第７回）について 

【その他】 

１ 本科、専攻科の教育理念・教育目標カードについて 

12 
13 日 

第 8 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第７回管理職会議議事録について 

２ 平成２３年１２月、平成２４年１月の会議日程について 

【報告事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 本科学生募集要項の配布について 

２ 本科入学者選抜プレス発表予定について 

３ 平成２４年度 東京都立産業技術高等専門学校の一般財源研究費の配分について 

４ 研究費の不適正経理に係る調査結果について  

【審議事項】 

（１）各校務執行単位に係る事項 

なし 

（２）学校全体に係る事項 

１ 平成２３年度本科卒業式・専攻科修了式等の実施について 

２ ニーアン・ポリテクニックとの覚書について 

３ 平成２４年度特別研究期間取得者の推薦について 

４ 平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第８回）について 

１ 
10 日 

第 9 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第８回管理職会議議事録について 



東京都立産業技術高等専門学校 基準２ 

- 53 - 

 

２ 平成２４年１月、２月の会議日程について 

【報告事項】 

１ 各校務執行単位に係る事項なし 

２ 学校全体に係る事項 

（１）平成２４年度年度計画（原案）について 

（２）平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校特定課題研究費募集要項について 

（３）エコキャンパス・グリーンキャンパス推進基本計画の策定について 

（４）ニーアン・ポリテクニックとの覚書調印について 

（５）規則規程等の制定改廃について  

【審議事項】 

１ 各校務執行単位に係る事項 

（１）ＯＰＣ再構築検討結果報告および平成２４年度方針について 

２ 学校全体に係る事項 

（１）平成２５年度専攻科入学者選抜実施要綱（案）について 

（２）東京都立産業技術高等専門学校専攻科検査問題作成チーム設置要綱の一部改正について 

（３）北陸先端科学技術大学院大学との専攻科学生に対する推薦協定締結について 

（４）平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第９回）について 

【その他】 

１ 平成２４年度非常勤講師連絡会について  

２ 
7 日 

第 10 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第９回管理職会議議事録について 

２ 平成２４年２月、３月の会議日程について 

【報告事項】 

１ 各校務執行単位に係る事項 

なし 

２ 学校全体に係る事項 

（１）平成２４年度本科推薦選抜の実施状況について  

（２）平成２４年度本科入学者選抜状況について  

（３）非常勤講師連絡会の開催について  

【審議事項】 

１ 各校務執行単位に係る事項 

なし 

２ 学校全体に係る事項 

（１）平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校入学式の概要について 

（２）八潮学園との連携協定書（案）について 

（３）平成２４年４月１日付東京都立産業技術高等専門学校の規則等の改正について  

（４）会議設置要綱について 

（５）平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第１０回）について  

【その他】 

１ 平成２４年度多様な学生の入学者選抜について  

２ ASEAN10 カ国の閣僚の品川シーサイドキャンパス視察について 

３ JABEE 認定について 

3 
13 日 

第 11 回 

【連絡事項】 

１ 平成２３年度第１０回管理職会議議事録について 

２ 平成２４年３月、４月の会議日程について 

【報告事項】 

１ 各校務執行単位に係る事項 

（１）平成２３年度ＯＰＣに関する年度報告および平成２４年度計画について 

２ 学校全体に係る事項 

（１）平成２４年度国際化について 

（２）平成２４年度予算について 

【審議事項】 

１ 各校務執行単位に係る事項なし 

２ 学校全体に係る事項 

（１）平成２４年４月１日施行の規則等について 

（２）国際化推進プログラムの修正について 

（３）広報戦略について 

（４）平成２４年度 広報方針について 

（５）研究費不正使用防止に係る校長メッセージについて 

（６）平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校運営会議（第１１回）について  

【その他】 

１ 平成２４年度公立大学法人首都大学東京 事務組織体制について 
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29 日 

臨時 

第 8 回 

【審議事項】 

１学生生活実態調査調査結果の公表について 

２ 卒業生アンケート調査結果の公表について  

【報告事項】 

１平成 23 年度業務実績報告書の進捗状況について 

【その他】 

１ 職員の人事異動について（仮）←議事録要確認 

２ 平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校入学式の概要について（仮）←議事録要確認  

 

（出典 管理課資料） 

 

また、教育活動等に関する重要事項の意見聴取や情報伝達を行うため、全教職員を構成員とする

「教職員会議」を設置している（資料２－２－①－16、17）。 

平成２４年４月からは、全ての学校管理職を構成員とする「教育改革推進会議」を新たに設置し、

学校全体の教育の目的や運営体制等の見直し、教育課程改革の基本的な方針、全学的な教育力の向上

策などの検討を実質的に行う体制を整備した。（資料２－２－①－18） 

 

資料２－２－①－16 

東京都立産業技術高等専門学校教職員会議設置要綱 

 

22 産技専管品第 72 号 

制定 平成 22 年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第２条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高

等専門学校教職員会議（以下、「会議」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（構成員） 

第２条 会議の構成員は、全教職員とする。 

２ 前項のほか、校長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

（議案等） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を行うこととする。 

 (1) 教学に関する重要事項で、校長が特に必要と認めた事案についての意見聴取 

(2) 教学又は管理運営上の重要事項で、全教職員への周知が必要なものの伝達 

(3) その他、校長が必要と認めること 

２ 会議は、定期的に行うものとする。ただし、校長が必要と認めるときは、この限りでない。 

（運営） 

第４条 校長は、会議を招集し、主宰する。 

２ 校長が欠けたときは副校長が、その職務を代理する。 

（庶務） 

第５条 会議の庶務は、教務室において行う。 

（その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校教職員会議設置要綱） 

 

資料２－２－①－17 

教職員会議 議事日程（抜粋） 

                                                                  平成24年度第1回 

                                                                  平成24年4月3日(火)13:00～ 

【配布文書】 

(1)教職員会議資料 / (2)ASEAN 視察報道発表資料 / (3)直校便の回答(〜3 月まで)【抜粋】 

(4)教員評価(任期末申告・再任申請・任期評価)実施要領 / (5)平成 24 年度国際化について 
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(6)平成 24 年度 学生生活指導方針 / (7)高専品川キャンパス年間カレンダー 

(8)平成 24 年度東京都立産業技術高等専門学校 教員・非常勤契約職員数 

(9)平成 24 年度入学・転入学・編入学状況、学生在籍状況、机・椅子配置数(本科) 

(10)平成 23 年度退学・転学者一覧(本科)・平成 24 年度再履修者・復学・休学一覧(本科)・編入・転入学生一覧  

(11)第 1 学年保護者会の開催について / (12)平成 24 年度当初日程 / (13)ホームルーム連絡(全学年) 

(14)新入生ホームルーム連絡 / (15)年度当初の書類・配布物等について(第１学年用) 

(16)年度当初の書類・配布物等について(第２～５学年用) / (17)事故発生時の対応・救急病院 

(18)ゴミ処理方法について / (19)学校伝染病に関する処置について / (20)健康診断について 

(21)第 1 学年オリエンテーションの実施について / (22)新入生クラブ勧誘等について 

(23)平成 24 年度専攻科の在籍状況 / (24)東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス学生相談室 

(25)平成 24 年度 スクールカウンセラー来校日 

 

議 事 

連絡報告 

Ⅰ 校長・副校長 

Ⅰ-1.校長 

1.校長挨拶 

2.人事異動 

3.昇任教員紹介 

4.ASEAN 経済 10 閣僚来校の件       (別紙) 

5.直校便(3 月度)の回答の件       (別紙) 

6.その他 

 

Ⅰ-2.副校長 

1.副校長挨拶 

2.任期評価について        (別紙) 

3.国際化推進計画について       (別紙) 

4.その他 

 

Ⅱ 教務主事 

1.教務主事挨拶 

2.非常勤講師控室について 

3.その他 

 

Ⅲ 学生主事 

1.学生主事挨拶 

2.学生生活指導方針について       (別紙) 

3.1年オリエンテーション、2年3年校外教室の付添教員依頼 

4.その他 
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Ⅳ 管理課長 

1.１年単位の変形労働時間協定に伴う年間カレンダーについて   (別紙) 

2.昇給と専攻科担当加算の支給について  

3.その他 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

Ⅴ 各室報告 

 

 

（出典 平成 24 年度第 1 回教職員会議議事日程 抜粋） 

 

資料２－２－①－18 

   東京都立産業技術高等専門学校教育改革推進会議設置要綱 

 

23 産技専管品第 1576 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第２条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等

専門学校教育改革推進会議（以下「会議」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 教育活動に関する基本方針案の策定 

 (2) 教育実施体制の改善策の検討 

 (3) ものづくり工学科及び創造工学専攻における教育課程改革の基本方針案の策定 

 (4) 教育力の組織的な向上策の検討 

 (5) その他、本校の教育改革の推進に関し、校長が必要と認めること 

 （構成員） 

第３条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 校長 

 (2) 副校長 

 (3) 管理部長 

 (4) ものづくり工学科長 

 (5) 創造工学専攻長 

 (6) 学生主事 

 (7) 管理課長 

２ 前項のほか、校長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

 （運営） 

第４条 校長は、会議を招集し、主宰する。 

２ 校長が欠けたときは副校長が、その職務を代理する。 

３ 会議は、校長が必要と認めたときに召集する。 

 （庶務） 

第５条 会議の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課調整係において行う。 

 （その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校教育改革推進会議設置要綱） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では、校長及びその審議機関である管理職会議を頂点として、各組織及びその長の役割と権限

に応じて適切な審議・検討機関を配置しており、機関相互の連携も十分に取られている。運営体制は
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規則や要綱等に全て明確に規定・整備されている。また、各会議等ではその設置目的に適った事項が

定例的に審議・検討されている。 

以上のことから、教育活動を有効に展開するための体制が整備され、必要な活動が行われていると

判断できる。 

 

観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校における教育課程の改善については、主に準学士課程についてはコース長会議が、専攻科課程

については専攻科会議が審議・検討を行っている。両会議とも各専門教育コース及び一般科の代表が

構成員となっており、相互に関連を持つ一般科目及び専門科目に関する調整等も行えるようになって

いる（前掲資料２－２－①－４、５）。会議では実際に教育課程改善の議論が行われており、今まで

専門科目間の進度や学年配当に関する教育課程の改善事例がある（資料２－２－②－１、２）。 

 

資料２－２－②－１ 

第４回 コース長会議 

 

平成２３年７月２８日（木）16:00～   

秋葉原サテライトキャンパス 会議室 C  

 

【議題】 

１ 平成２４年度の科目の変更について 

 

２ レベル別学習成果評価指針（到達度）について 

 

３ 次期中期計画に向けて（産技高専の将来について） 

 

４ その他 

 

【資料】 

１ レベル別学習成果評価指針（到達度） 

２ 平成２４年度の科目の変更に関する資料 

３ 各キャンパス・コースの良さと課題等について 

４ 参考資料 
 

（出典 平成 23 年 7 月 28 日 コース長会議資料） 

 

資料２－２－②－２ 

生産システム工学コースの新カリキュラムについて 

都立産業技術高専 生産システム工学コース 

 

1.変更点 

・新設科目；インダストリアルデザインⅠ（１単位） 

・単位の増減；流体力学（１単位→２単位）、設計工学Ⅱ（２単位→１単位）、 

電子工学（２単位→１単位） 

・学年移動；材料力学（３年→４年）、応用物理（４年→３年） 
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・名称変更；生産システム設計Ⅰ→生産システム設計 

・名称変更・選択から必修；生産システム設計Ⅱ→インダストリアルデザインⅡ 

・名称変更・必修から選択；計測システム工学→計測工学 

 

（出典 平成 23 年 7 月 28 日 コース長会議資料） 

 

 個別の授業の内容についての調整は、必要に応じて各担当教員間で随時行っており、事案の重要度

に応じて一般科担当教員による会議及び該当の専門教育コース担当教員による会議での検討や、教務

主事による調整が行われる（資料２－２－②－３、４）。 
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資料２－２－②－３ 

  
（出典 一般科資料） 
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資料２－２－②－４ 

 
（出典 一般科資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育課程の変更を生じるような比較的大きな改善事案については、コース長会議や専攻科会議によ

る審議・検討が行われており、当該会議を通じて一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が機

能的に行われていると判断できる。 

しかし、個別の授業の内容についての調整は各担当科目の教員に委ねられているのが現状である。 
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観点２－２－③： 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、準学士課程の第１学年から第５学年までについて、学級担任制を導入している。また、

各キャンパスの学年ごとに学年主任を置き、当該学年の学級担任の中から１名を充てている（資料２

－２－③－１、２）。 

 

資料２－１－①－１ 

東京都立産業技術高等専門学校学則（抜粋） 

（学級担任等の職） 

第１１条 本校のものづくり工学科の各学級に学級担任を置き、教員をもって充てる。 

２ 本校のものづくり工学科の各学年に学年主任を置く。 

３ 学級担任及び学年主任の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中の交代に伴う後

任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運用及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 

 

資料２－２－③－２ 

平成 24 年度学級担任一覧 

  
（出典 2012 学生生活ハンドブック P.40） 

 

学級担任に対する組織的な支援体制については、主に学習面に関わることを教務室及び教務委員会

が、主に生活面に関わることを学生室及び学生委員会がそれぞれの役割に応じて分担している（資料

２－２－③－３、４）。また、特別活動については学生室、就職・進学活動については進路支援室が、

それぞれ支援を行っている（資料２－２－③－５、６）。 
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資料２－２－③－３ 

  
（出典 教務室資料） 

 

資料２－２－③－４ 

平成 24 年 5 月 23 日 

関係者各位 

                                  学生主事 

平成 24 年度 
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第 2 回 学生指導委員会開催のお知らせ 

 

日時： ５月３０日（水） １６：００～ 

場  所： 教務学生資料室 

議  題：  

（１） 各学年報告 

（２） 保健室報告 

（３） 学生相談室報告 

（４） 第４学年校外研修の進捗状況について 

（５） HR 計画について 

(ア) 熱中症講習会について ６月２７日(水)各種大会激励会終了後～ 

(イ) Tokyo u-club 主催観劇会について ７月４日(水)７限目～ 

(ウ) カタリ場について 

（６） 海外への校外研修について 

（７） その他 

以上 

 

配布先（敬称略） 久保田耕司（１年）、田村健治（２年）、岩田満（３年） 

          古川純一（４年）、三浦慎一郎（５年） 

            小川広（学生相談室長） 

大沢順子（学生係長）、菅原眞理子（保健室） 

学生室 

 

（出典 学生室資料） 

 

資料２－２－③－５ 

平成２４年度 第２回学生指導会議 議事録 

日   時 平成２４年５月３０日（水） 16：00～17：30 場   所 教務学生資料室 

出席者（敬称略） 久保田（１年）、田村（２年）、岩田（３年）、古川(純)（４年）、三浦（５年）、 

小川、田中（教務学生係・書記） 

村中学生主事、澤田学生室長、栗田、石橋、平野 

配布資料 

なし 

 

【議題】 

 

（２） 保健室報告 

・5 月 24 日に空気環境検査を行った。数値面での問題はなかった。 

  ・平野先生より、3 階東棟のゆとりのスペースの窓を開ける等、これからの季節は換気に気をつけて欲しいとの

申し出があった。 

（３） 学生相談室報告 

  ・5 年生に対して、大澤先生も履歴書の書き方、面接指導をしている。 

  ・低学年では恋愛の悩みもあるが、現段階では深刻な悩みを抱えている学生はいない。 

  ・専攻科生で中間発表に対するストレスから 3 日間程度休んだ学生がいた。保護者とも話しあったが、無事発表

が終わった。他の学生も中間発表に神経質になっている模様。 

・澤田先生から、履歴書の書き方の指導等、サポートセンターからの指導員派遣も含め、今後充実する方向で

検討していきたいとの申し出があった。 

（４） 第４学年校外研修の進捗状況について 

・4100、4200 見積もりを業者に依頼中で、6 月 1 日回答予定。 

・4300 日程はほぼ決定し、管理課に書類を提出した。 

・4400 見学希望先企業に見学を断られたため、他の工場を検討している。 

・管理課の仕事が遅いとの意見があった。 

（５） HR 計画について  

・HR 計画は本日が締め切り。 

・学生室の企画について説明。下記以外に、後期に自転車の講習会を行う予定。 

① 熱中症講習会・・・6 月 27 日(水) 各種大会激励会終了後に行う。学生へ連絡をお願いします。 

学校として熱中症対策を考える必要があるのではないかという意見があった。 

大会激励会実施については学生会と相談して、開催時期を含め見直してはどうかという意見があった。 

② Tokyo u-club 主催観劇会・・・７月４日(水)15 時～16 時に中央ホールで実施。 
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題目：杉原千畝独り舞台（昨年度首都大東京で行い、好評を博した）。 

対象：2 年、3 年。４・5 年は希望者のみ。後援会にも通知する。（1 年は他行事があり今回は対象外）    

③ カタリ場について・・・3 年生対象に秋に実施。荒川キャンパスでも実施する。 

今後は、恒常的に 3 年生の前期末試験終了後 1 週間の間に実施する。 

昨年度実施したが、結果を踏まえた対応を行ったのかという質問があった。 

（６） 海外への校外研修について 

・実施には各種問題があり、(予算、時期、実施学年、2 年等の工場見学の見直し、積立について、法人との調

整、国籍等)、実施できるかも含めて検討していきたい。 

海外に行く学生、国内に行く学生と分けることも含め検討していきたい。 

・荒川キャンパスでは、一昨年後援会から海外へは行けないという意見が出た。 

   ・学校全体として実施する学年を検討する必要があるとの意見があった。 

 

（出典 平成 24 年 5 月 30 日 学生委員会議事録 抜粋） 

 

近年、学生の相談が多様化し、学級担任のみでは解決が困難な事例も多い。そのため、学生相談室

を設置し、専任教員や専門家（スクールカウンセラー）による支援体制を敷いている。 

本校では、全ての常勤教員がいずれかの部活動等の顧問になっている。教員の部活動等の顧問とし

ての活動が円滑に行われるよう、学生室や管理課を中心に支援している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学級担任や部活動等の顧問に対する支援は、教務室、学生室、進路支援室、教務委員会、学生委員

会、管理課などが、それぞれの役割に応じて行っている。 

以上のことから、教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能していると判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 該当なし 

 

（改善を要する点）  

 個別の授業内容の調整は各担当科目の教員に委ねられており、学校としての体制整備が必要である。

また、学級担任や部活動等の顧問への支援は行っているものの、必ずしも体系的ではないので、改善

が必要である。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

本校は、首都東京の産業振興や課題解決に貢献するものづくりスペシャリストの育成を使命とし、

産業集積地である東京の立地を最大限に活かすことにより、首都東京におけるものづくり教育の中核

を担うべく教育の実施体制を整備している。本校の学科は、ものづくり工学科の一学科制とし、基盤

技術から総合技術まで８つの専門教育コースの構成により本校の目的である使命及び教育理念（育成

する人材像）を具現化しており、それらは科学技術の動向や社会のニーズにも適合している。また、

学科の目的及び内容は高等専門学校設置基準の規定に適合しており、学科の構成は教育の目的を達成

する上で適切なものであると判断できる。 

 本校では、「総合的実践的技術者」の育成を目的として専攻科を設置している。専攻科は創造工学

専攻のみの一専攻制とし、４つの専門教育コース及び同一法人内の産業技術大学院大学に接続する２

つのコースから編成されている。それらの専攻及び各コースは本校の目的である使命及び教育理念を
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具現化するとともに、科学技術の動向や社会のニーズにも適合していることから、専攻科の構成は適

切である。 

 全学的な教育活動の重要課題である国際化の推進及び情報化の推進のため、国際化推進センター及

び情報化推進センターを設置している。これら２つのセンターは本年４月の設置後間もないため、運

営実績や活動成果はこれからとなるが、その設置目的やセンターの取組等からみて、教育の目的を達

成する上で適切である。 

 本校では、校長及びその審議機関である管理職会議を頂点として、各組織及びその長の役割と権限

に応じて適切な審議・検討機関を設置しており、機関相互の連携も十分に取られている。運営体制は

規則や要綱等にすべて明確に規定・整備されており、各会議等は定例的に審議・検討されている。 

 本校における教育課程の改善については、コース長会議や専攻科会議において審議・検討が行なわ

れており、当該会議を通じて各教員間の連絡が機能的に行なわれている。 

 また、準学士課程の第１学年から第５学年までについて学級担任制を導入し、各キャンパスの学年

ごとに学年主任を置いている。学級担任に対する組織的な支援体制については、教務室及び教務委員

会、学生室及び学生委員会がそれぞれの役割に応じて分担している。また、就職・進路活動について

は進路支援室が、学生相談については学生相談室が支援する体制を敷いている。 
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基準３ 教員及び教育支援者等 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されている

か。 

（観点に係る状況）  

本校では、教育目標等を達成するために必要な一般科目担当教員を配置しており、その数は専任教

員46名、非常勤講師41名の合計87名である。教員はそれぞれの専門分野に適合した授業科目を担当し

ている（資料３－１－①―１、２）。 
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資料３－１－①－１ 

一般科目担当教員表 

職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目
1 教授 青山寛 修士 ヘルマン・ブロッホ論 ドイツ語Ⅰ
2 教授 小野智明 理学博士 代数幾何学 基礎数学Ⅰ
3 教授 杉江道男 博士（工学） 応用数学 微分積分
4 教授 竹内研四郎 修士 英語教育 総合英語Ⅰ
5 教授 本多典子 修士 日本文学 国語
6 教授 和田倫明 － 哲学・倫理学 現代社会論
7 准教授 池原忠明 博士（工学） 保健体育 保健体育
8 准教授 門多嘉人 － 保健体育 保健体育
9 准教授 藏本武志 博士（理学） 中間エネルギー核理論 物理

10 准教授 河野有時 － 日本文学 国語、日本語表現
11 准教授 齋藤純一 博士（理学） 数学 解析学基礎
12 准教授 竹居賢治 博士（理学） 偏微分方程式 応用数学Ⅲ
13 准教授 田中淳 － 経済教育 政治経済、マクロ経済学
14 准教授 中屋秀樹 博士（理学） 解析的整数論 微分積分、応用解析学
15 准教授 原田洋一郎 博士（文学） 人文地理学 地理、日本の風土と文化
16 准教授 吉田健一 博士（理学） 固体物理学 応用物理、現代物理学特論
17 教授 中島田讓 － 保健体育 保健体育
18 教授 大古殿秀穂 修士 大気電気学 物理Ⅱ、応用電磁気学
19 教授 髙橋龍也 工学博士 有機合成 科学Ⅰ
20 教授 永井誠 修士 第二言語習得研究 総合英語、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ
21 准教授 乾展子 博士（英語学） 英文法、英語史 総合英語Ⅱ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ
22 助教 大古田隆 修士 米文学・英語教育 総合英語Ⅲ
23 教授 小川広 － 保健体育 保健体育Ⅱ
24 教授 川崎正美 － 英文学 コミュニケーションスキルズⅠ
25 教授 菊池邦彦 修士 歴史学 歴史、日本社会論
26 教授 久保田耕司 修士 複素解析学 基礎数学Ⅰ、数学特論Ⅰ
27 教授 杉田美登 修士 日本近世文学 国語Ⅰ・Ⅱ、日本文学概論
28 教授 髙野光男 － 国語科教育 国語Ⅰ・Ⅱ、文章表現法
29 教授 長岡成幸 修士 英語、ｱﾒﾘｶ文学 総合英語Ⅰ・Ⅲ
30 教授 深野あづさ 博士（工学） プラズマ物理 物理Ⅰ、応用物理、応用電磁気学
31 教授 保福一郎 博士（理学） 数理解析 基礎数学Ⅱ、応用数学Ⅰ・Ⅱ、情報数学
32 教授 村中宏行 － 保健体育 保健体育Ⅳ
33 教授 山内一郎 理学博士 素粒子物理学 物理Ⅱ・Ⅲ、応用物理Ⅱ、応用物理特論
34 准教授 池田宏 博士（理学） 物理有機化学 科学Ⅱ、物理化学
35 准教授 海上順代 修士 ｱﾒﾘｶ南部文学 総合英語Ⅱ・Ⅳ、英語表現
36 准教授 小坂節二 博士 ﾄﾞｲﾂ語教育 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ
37 准教授 澤田一成 博士（理学） 複素解析学 解析学基礎
38 准教授 篠原知子 博士（理学） 複素解析学 基礎数学Ⅱ、代数学特論
39 准教授 田村健治 博士（工学） 有機応用化学 化学Ⅱ、応用化学特論
40 准教授 遠山恭司 修士 応用経済学 政治経済、地域経済論
41 准教授 中西恭雄 修士 数理論理学 解析学基礎
42 准教授 古川浩洋 博士 体育科教育学 保健体育
43 準教授 山岸弘幸 博士（理学） 微分方程式論 解析学基礎、解析学特論
44 教授 田原正夫 理学博士 物理化学 化学Ⅰ
45 助教 岡島由比子 修士 英語 総合英語Ⅰ
46 助教 矢吹康浩 博士（理学） 数学 基礎数学Ⅰ  

 

（出典 管理課資料） 
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資料３－１－①－２ 

 

一般科目担当教員表（非常勤・品川キャンパス） 

 

 

氏名 学位 専門分野 授業科目

秋保　親成 博士（経済学） 経済学 現代社会論

エバンス．ガリー 学士（経済学） ＣＳⅡ

遠藤　英雄 文学修士 文学 国語Ⅲ、日本語表現法、言語コミュニケーション

荻原　康一 博士（経済学） 経済学 現代社会論

加藤（冨沢）　晴美 修士（文学） 史学 現代史

亀井　浩 工学士 経営学 企業経営（東京工学）

グリフィス．イアン．レナード 学士 ＣＳⅡ

坂本　宗司 修士（教育学） 健康・スポーツ科学 保健体育Ⅰ、体育実技Ⅰ

笹川　徹史 工学博士 制御工学 システム制御工学

サットン．Ｂ．リチャード 学士 ＣＳⅡ

重田　香澄 修士（人文学） 史学 歴史

志摩　英二 工学士 物理学 応用物理、応用物理Ⅰ、ものづくり実験実習

髙橋　優季 英米文学博士課程在籍中 言語学 ＣＳⅠ

田辺　弥生 言語学 ＣＳⅠ、英語Ⅳ、英語表現Ⅱ、実用英語Ⅱ、工業英語

双木　俊介 修士（地理学） 地理学 地理、近代社会と文学

日高　潤 博士（工学） 機械工学 CAE

平井　志郎 修士（音楽） 芸術 芸術（音楽）

平野　重雄 博士（学術） 機械工学 技術者倫理（東京工学）

松本　安民 工学修士 機械工学 工業英語

南谷　奉良 修士（文学） 言語学 英語表現Ⅰ、ＣＳⅢ、英語Ⅲ

宮島　琴美 修士（文学） 言語学 中国語Ⅱ・Ⅰ

三輪　彩子 文学 国語Ⅲ、日本語表現法

八木　史江 博士（理学） 数学 線形代数Ⅰ・Ⅱ、解析学基礎
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  一般科目担当教員表（非常勤・荒川キャンパス） 

 

氏名 学位 専門分野 授業科目

青木　亮 修士（商学） 経済学 経済学

糸川　武志 文学 国語Ⅲ

ガリーエバンス コミュニケーションスキルⅡ

及川　高 修士（文学） 民俗学 民族学

岡島　良之 言語学 総合英語Ⅴ

岡村　寿 博士（理学） 化学 化学Ⅱ

河村　治 社会科学 キャリアデザイン

レナードグリフィス コミュニケーションスキルⅡ

小島　新一 文学 国語Ⅰ

小高　晃 健康・スポーツ科学 保健体育Ⅰ

リチャードサットン コミュニケーションスキルⅡ

佐藤　光俊 学士（音楽） 芸術 音楽

中畑　邦夫 博士（哲学） 哲学 倫理学

根本　英彦 修士(英語学） 英語学 工業英語

浜口　誠至 修士 史学 史学概論

藤川　卓也 理学修士（数学） 数学 線形代数Ⅱ

松橋　慎吾 健康・スポーツ科学 保健体育Ⅲ

宮田　洋一郎 博士（理学） 数学 線形代数Ⅰ

森崎　重喜 博士（工学） 化学 化学Ⅱ

米田　雅子 史学 歴史

季　満紅 修士（文学） 文学 中国語Ⅰ  
 

 

（出典 管理課資料 抜粋） 

 

教育目標を達成するために、理数系及び外国語科目に重点的に教員を配置しているほか、ネイティ

ブの外国語教員を非常勤講師として配置している。 

 なお、高等専門学校設置基準によると、一般科目を担当する専任者の数（助手を除く。）は８学級

の場合は32名を下ってはならないが、本校においては一般科目担当の専任教員46名全員が助教以上で

あり、同基準を満たしている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

一般科目担当教員の構成は、高等専門学校設置基準を満たしつつ、教育目標である基礎力や人間性

・社会性、コミュニケーション力を持った技術者を育成するために適切に配置されている。特にネイ

ティブの外国語教員を非常勤講師に採用するなど、目的を達成するために必要な教員が適切に配置さ

れていると判断できる。 
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観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、教育目標等を達成するために必要な専門科目担当教員を各専門教育コースに配置してお

り、その数は専任教員86名、非常勤講師98名の合計184名である。それぞれの教員は専門分野に適合

した授業科目を担当している（資料３－１－②―１～３）。 

本校の教育目標を達成するために、専門科目担当教員は、修士又は博士の学位を取得した教員を中

心に配置している。また、実践的技術者教育を行うために、企業や研究所など、学校以外での職務経

験のある教員を各専門教育コースに配置している。 

高等専門学校設置基準によると、専門科目を担当する専任者の数（助手を除く。）は、各専門教育

コースを学科とみなすと57名を下ってはならないが、本校においては専門科目担当の専任教員86名全

員が助教以上であり、同基準を満たしている。さらに同基準によると、専門科目を担当する専任の教

授及び准教授の数が、全専任教員数の２分の１以上でなければならないが、本校の専門科目を担当す

る教授と准教授の合計は73名であり、同基準を満たしている。 
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資料３－１－②－１ 

専門科目担当教員表（常勤） 

機械システム工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 青木繁 工学博士 機械力学 機械力学、応用機械力学
2 教授 古川純一 工学博士 反応性気体力学 熱力学、熱力学特論 あり
3 教授 松澤和夫 博士（工学） 材料工学 基礎材料学、構造材料学
4 准教授 稲村栄次郎 博士（工学） 材料力学 材料力学Ⅱ、弾性学
5 准教授 大野学 博士（工学） 機械ｼｽﾃﾑ工学 ロボット工学、計測特論
6 准教授 栗田勝実 博士（工学） 機械物理工学 基礎電磁気学、都市セキュリティ
7 准教授 長谷川収 博士（工学） 塑性加工 機械加工学、機械要素学
8 教授 吉田政弘 博士（工学） 機械加工 機械システム設計、切削加工学
9 助教 嶋﨑守 博士（工学） 設計工学 機械システム制御、振動制御学

10 助教 伊藤幸弘 博士（工学） 機械加工学 精密加工
11 助教 工藤正樹 博士（工学） 流体工学 流体力学 あり

生産システム工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 上島光浩 博士（工学） 燃焼工学 熱力学、燃焼工学
2 教授 富永一利 修士 制御工学 生産システム工学実験実習
3 教授 廣井徹麿 博士（工学） 材料力学 材料力学、塑性学
4 教授 深津拡也 博士（工学） 精密測定 電気工学、精密測定学 あり
5 准教授 坂本誠 博士（工学） 材料力学 材料工学、非切削加工学
6 准教授 平野利幸 博士（工学） 流体機械 流体力学、粘性流体の力学
7 准教授 松本正樹 修士 工業経営学 管理システム工学Ⅰ
8 准教授 三浦慎一郎 博士（工学） 数値流体力学 プログラミング、計算機アーキテクチャ
9 助教 伊藤聡史 博士（工学） トライボロジー 設計工学Ⅰ あり

10 助教 三隅雅彦 修士 工業デザイン 生産システム設計Ⅱ

電気電子工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 進藤康人 修士 ｴﾈﾙｷﾞｰ変換工学 電力系統工学
2 教授 曹　梅芬 博士（工学） 制御工学 機器制御工学Ⅰ・Ⅱ、線形ｼｽﾃﾑ理論
3 教授 山本哲也 博士（理学） 複雑ｼｽﾃﾑ工学 電子基礎、非線形ｼｽﾃﾑ解析
4 准教授 青木立 博士（工学） メカトロニクス メカトロニクス、制御工学特論 あり
5 准教授 石崎明男 博士（工学） 電気電子工学 電子回路Ⅰ・Ⅱ
6 准教授 石橋正基 博士（工学） 電気工学 ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ、ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ応用
7 准教授 海津宏 修士 ｼｽﾃﾑ制御工学 ｼｽﾃﾑ工学
8 准教授 小林弘幸 博士（工学） ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ信号処理 ｿﾌﾄｳｪｱ設計Ⅰ・Ⅱ、信号処理論応用
9 助教 白石貴行 博士（工学） パワーエレ 回路解析 あり

10 助教 宮田尚起 博士（工学） 電気電子 電気電子工学実験実習

電子情報工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 井上徹 工学博士 電子物性 光・電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ、機能電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ
2 教授 大川典男 工学博士 大容量光通信 光・電磁波工学、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回路特論 あり
3 教授 柴崎年彦 博士（工学） 電磁界理論 通信工学・電磁波工学特論
4 教授 山口知子 理学博士 原子・分子・光の物理学 電磁気学Ⅰ・Ⅱ、レーザ物性特論
5 教授 若海弘夫 博士（工学） 光・時期計測 電子回路Ⅱ、集積回路工学 あり
6 准教授 岩田満 博士（工学） 情報工学・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾊｰﾄﾞｳｪｱ コンピュータ設計法
7 准教授 椛沢栄基 博士(理学） 電子物性 電子工学、固体電子工学
8 准教授 黒木啓之 修士 電磁界理論 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾈｯﾄﾜｰｸⅠ、ﾈｯﾄﾜｰｸ特論Ⅰ・Ⅱ
9 准教授 小早川倫広 博士（工学） 情報工学 情報工学

10 准教授 横井健 博士（工学） 情報検索 情報検索
11 准教授 福永修一 博士(工学） 機械学習・ｼｽﾃﾑ制御 機械学習・ｼｽﾃﾑ制御  
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情報通信工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 浅井秀敏 修士 気体物性、放電 電気回路
2 教授 生方俊典 博士 計算機工学 コンピュータ工学
3 教授 齋藤敏治 理学博士 宇宙線物理学 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ基礎、数値計算概論

4 教授 鈴木弘 修士 情報工学 コンピュータネットワーク
5 教授 若林良二 工学博士 アンテナ工学 光・電磁波工学、通信システム
6 准教授 尾上泰基 修士 固体物理 半導体工学
7 准教授 鈴木達夫 理学博士 半導体物理学理論 ハードウェア設計、半導体工学特論
8 准教授 高野邦彦 工学博士 光情報工学 電気磁気学、画像処理
9 准教授 山本昇志 博士（工学） センサ信号処理 ソフトウェア創造実習、ディジタル信号処理 あり

10 助教 高﨑和之 － 情報通信工学 情報通信基礎
11 准教授 高橋義典 博士（国際情報

通信学）
音響学 ディジタル信号処理

ロボット工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 奥平鎮正 工学博士 電気機器工学 電気回路、電気回路特論 あり
2 教授 根本良三 工学博士 機械要素 設計製図、設計工学特論
3 教授 源雅彦 博士 ロボティクス ロボット工学、制御工学特論 あり
4 准教授 大貫貴久 工学博士 マイクロメカニックス 材料学、材料強度物性学
5 准教授 笠原美左和 修士 制御工学 制御工学、線形システム特論
6 准教授 堀滋樹 博士（工学） メカトロニクス ロボット制御工学、ロボティクス
7 教授 田村恵万 博士（工学） 流体工学 流体工学、流体工学特論
8 准教授 鈴木拓雄 博士（工学） 個体力学 設計製図
9 准教授 宮川睦巳 博士（工学） 材料力学、機械力学 材料力学・機械力学 あり

10 助教 瀬山夏彦 博士（工学） 機械工作 機械工作法

航空宇宙工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 飯野明 － 航空宇宙工学 構造力学
2 教授 伊藤宏一 工学博士 熱流体工学 航空原動機工学、熱力学特論 あり
3 教授 山田裕一 修士 数値流体力学 数値解析学
4 准教授 石川智浩 博士（工学） 小型衛星 宇宙システム工学、人工衛星工学
5 准教授 小出輝明 博士（工学） 流体工学 流体力学Ⅱ、粘性流体の力学
6 准教授 諏訪正典 修士 材料力学 材料力学
7 准教授 中野正勝 博士（工学） 宇宙推進工学 ロケット工学、宇宙推進工学
8 助教 宇田川真介 修士 熱工学・高速熱流体 推進工学
9 教授 田中敬司 工学博士 飛行力学 飛行力学、飛行力学特論 あり

10 教授 宮野智行 博士（工学） 航空宇宙工学 航空宇宙工学通論、アビオニクス
11 助教 真志取秀人 博士（工学） 流体力学、環境ｴﾈﾙｷﾞｰ工学 流体力学Ⅰ

医療福祉工学コース
職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目 実務経験

1 教授 降矢典雄 博士（医学） 医用生体工学 電気回路Ⅱ、医用電子工学
2 教授 吉澤昌純 博士（工学） 医用超音波計測 医用超音波工学、医用超音波工学特論
3 准教授 田宮高信 博士（工学） 材料力学 材料力学ⅠⅡ、弾性学
4 准教授 冨田宏貴 博士（工学） 計測工学 計測工学、精密測定学
5 准教授 深谷直樹 博士（工学） 福祉工学 構造設計ⅡⅢ、機械要素学
6 准教授 福田恵子 博士（工学） 医用生体工学 電子回路ⅠⅢ、計測特論 あり
7 准教授 吉村拓巳 博士（工学） 生体工学 医療福祉センサ工学、センサー工学特論 あり
8 教授 三林洋介 博士（工学） 人間工学 人間工学、人間工学特論 あり
9 准教授 杉本聖一 博士（工学） 生体材料学 材料学、機能材料学

10 助教 星善光 博士（工学） 情報通信工学 認知感性工学、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回路設計
11 助教 柴田芳幸 博士（工学） 計測工学 リハビリテーション工学  

 

 

（出典 管理課資料） 
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資料３－１－②－２ 

専門科目担当教員表（非常勤・品川キャンパス） 

氏名 学位 専門分野 授業科目

相澤　友勝 理学博士 電気電子工学 工学実験実習

安斉　博 工学博士 流体工学 流れの力学、流体機械、機械システム設計製図Ⅲ

五十嵐　誠 工学士 電気電子工学 電気電子工学実験実習Ⅱ・Ⅰ

池田　茂 工学士 設計工学 機械システム設計製図Ⅰ・Ⅱ、機構学

井澤　勇 工学士 電気電子工学 電気法規

石澤　静雄 工学博士 熱力学 熱力学

石橋　崇 電気電子工学 電子情報工学実験実習

伊藤　秀明 博士（工学） システム工学 ものづくり実験実習、システム工学、機械システム制御

伊藤　良延 工学博士 計測工学 オプトエレクトロニクス

伊原　充博 工学士 情報工学 電子情報工学実験

姥貝　眞信 工学士 電気電子工学 工学実験実習

梅影　一男 機械工学 生産システム工学実験実習Ⅰ

遠藤　正樹 博士（工学） 流体力学 知能機械工学実験、流体力学、空気力学

岡村　大 設計工学 ３次元ＣＡＤ設計製図Ⅰ、３ＤＣＡＤ設計製図

カシャニ・メハダッド 博士（理学） 電気電子工学 ものづくり工学実験、電気電子工学実験実習Ⅲ・Ⅰ

加藤　喬 工学士 電気電子工学 電子工学

小坂　利宏 設計工学 設計工学Ⅱ

小林　隆 機械工学
ものづくり実験実習、生産システム工学実験実習Ⅰ、機械システ

ム実験実習Ⅰ

小林　忠良 工学士 電気電子工学 電気工学実験実習Ⅲ、電気設計製図

齋藤　徳郎 工学博士 電子工学 電子工学

嵯峨　常生 博士（工学） 材料工学 機械材料

笹川　徹史 工学博士 制御工学 システム制御工学

佐藤　康宏 工学博士 電気電子工学
高電圧大電流工学（専攻科）、電気電子工学実験実習Ⅲ、工学

実験実習、計測工学、電気電子材料、電気電子計測

塩満　栄司 博士（理学） 情報工学 工学実験実習、プログラミング基礎

塩脇　広道 機械工学 ものづくり実験実習

島村　明彦 工学士 電気電子工学 電気電子工学実験実習Ⅱ

慎　祥揆 博士（工学） 情報工学 プログラミング特論Ⅱ

関　史江 博士（工学） 材料工学 新素材、材料リサイクル

田村　知之 工学士 機械工学 工学実験実習

中川　浩徳 工学修士 電気電子工学 電気電子工学実験実習Ⅱ、工学実験実習

中茎　隆 博士（工学） 機械工学 メカトロニクス

中西　佑二 博士（工学） 加工学 基礎加工学、機械システム実験実習、精密加工、生産加工学

中原　研 工学修士 機械工学 自動車工学

南葉　宗弘 博士（工学） 情報工学 工学実験実習

西村　惟之 工学博士 材料力学 材料力学Ⅰ

西山　明彦 工学博士 電気電子工学 ものづくり実験実習

畑　茂夫 機械工学 ものづくり実験実習

濵﨑　雄太 博士前期課程在学中 電気電子工学 ものづくり実験実習

日高　潤 博士（工学） 機械工学 CAE

平野　重雄 博士（学術） 機械工学 技術者倫理（東京工学）

堀野　望 工学修士 電気電子工学 電子工学、電子物性工学

増本　秀史 博士（工学） 電気電子工学 電気電子工学実験実習Ⅰ、センサ工学

松田　勲 工学博士 電気電子工学 電子回路設計、電子情報工学実験実習Ⅰ・Ⅲ、都市通信網

松本　安民 工学修士 機械工学 工業英語

三谷　明男 工学修士 機械工学 実験計画法

八木　史江 博士（理学） 数学 線形代数Ⅰ・Ⅱ、解析学基礎

吉原　直武 博士（工学） 材料力学 材料力学Ⅲ、設計解析（ＣＡＥ）

渡辺　顯 工学博士 機械工学
基礎電子工学、人間工学特論（専攻科）、安全工学（東京工学）、
都市環境工学（東京工学）  

（出典 管理課資料 抜粋） 
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資料３－１－②－３ 

専門科目担当教員表（非常勤・荒川キャンパス） 

氏名 学位 専門分野 授業科目
浅木　恭 博士（医学） 電気電子工学 電気回路Ⅲ
安部　明雄 博士（工学） 制御工学 制御工学
飯村　憲 機械工学 工学実験Ⅱ
石澤　静雄 博士（工学） 熱力学 熱力学
板倉　嘉哉 博士（工学） 流体力学 流体力学Ⅲ
市川　茂樹 博士（工学） 材料工学 材料工学Ⅱ
井原　充博 電気電子工学 電子回路Ⅱ
内山　豊美 修士（機械工学） 機械工学 機械工学演習
内海　要三 工学博士（電気通信） 通信工学 通信工学Ⅲ
宇野　義雄 修士（電子工学） 計測工学 計測工学Ⅱ
呉　民愛 電気電子工学 ものづくり実験実習
大内　康裕 博士（工学） 電気電子工学 デジタル信号処理
大野　繁樹 機械工学 ロボット工学実習Ⅳ
大畠　覚 修士（理学） 電気電子工学 サンサ工学Ⅰ
小野木　健二 電気電子工学 工学実験実習
加藤　仁志 医学 医学概論
加藤　益明 電気電子工学 医療福祉実験実習
金子　雅直 修士（工学） 機械工学 ロボット工学実験Ⅰ
河村　治 社会科学 キャリアデザイン
草谷　太郎 博士（工学） 機械工学 設計製図Ⅰ
工藤　輝彦 博士（工学） 電気電子工学 電機磁気学演習
五ヶ谷　榮 学士（工学） 電気電子工学 電気回路Ⅰ
小松　秀二 機械工学 ものづくり実習
佐々木　秀定 博士（工学） 熱力学 熱力学
佐々木　雅人 機械工学 ものづくり実験実習
重田　征男 機械工学 材料学特論
清水　光春 博士（工学） 機械工学 機械工作法Ⅰ
下岡　聡行　 博士（工学） 機械工学 バイオメカニクス
鈴木　和夫 機械工学 ものづくり実習
高木　恒平 総合工学 宇宙利用工学
田上　慎 物理学 応用物理Ⅱ
田口　幹 博士（工学） 機械工学 ロボット制御工学
多田　允建 電気電子工学 基礎電気工学
徳光　康之 電気電子工学 通信工学Ⅱ
長島　昶 機械工学 ものづくり実習
レディアンニコデムス 電気電子工学 医用電子回路設計
西澤　正己 博士（理学） 情報学 基本プロミラミングⅠ
西村　信司 修士（工学） 機械工学 ロボット工学実習Ⅱ
野本　光輝 博士（工学） 機械工学 機械力学
橋本　美芽 博士（工学） 医学 福祉環境工学
原井　敬子 博士（理学） 数学 応用数学Ⅱ
平栗　健史 博士（情報学） 情報学 工学実験
松田　礼 博士（工学） 機械工学 機械
向山　一男 博士（理学） 数学 応用数学Ⅲ
谷貝　忠 機械工学 基礎製図
八木　一夫 博士（工学） 電気電子工学 電波法規
安田　智美 修士（工学） 情報学 情報リテラシー
吉田　喜一 学術博士 機械工学 ロボット工学
吉村　晋 博士（工学） 情報学 アルゴリズムとデータ構造Ⅱ
渡邉　裕 修士（経営工学） 経営工学 情報リテラシー  

（出典 管理課資料 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専門科目担当教員の構成は、高等専門学校設置基準を満たしつつ、各教員の専門分野や学位、職務

経験などを踏まえてバランスよく配置されている。 

 以上のことから、教育の目的を達成するために必要な専門科目担当教員を適切に配置していると判

断できる。 

 

 

観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科の

授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

本校の専攻科課程を担当する教員は、一定の資格審査基準に基づいて審査し、合格した教員のみを

配置する仕組みになっている（資料３－１－③―１）。 

 

 

資料３－１－③－１ 

専攻科担当教員 

東京都立産業技術高等専門学校専攻科担当教員の認定に関する要綱 

 

22 産技専管品第 1921 号 

制定 平成 23 年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の専攻科の授業科目を担当する教員（以下

「専攻科担当教員」という。）の資格、認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（専攻科担当教員の資格） 

第２条 専攻科担当教員の資格は、短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定に関する規則（平成

16 年独立行政法人大学評価・学位授与機構規則第 29 号）第 2 条第 1 項第 4 号に規定する資格を

有し、教育研究上の能力があると認められる者のうち、開設授業科目と密接な関連がある研究業

績を有し、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 専攻科特別研究及び専攻科ゼミナールを担当する教員については、博士または修士の学位（外

国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者。ただし、博士の学位を有す

る者は申請日現在において 5 年以内に学術論文を 2 編程度、また、修士の学位を有する者は申

請日現在において 5 年以内に学術論文を 3 編程度発表していることを原則とする。 

 (2) 講義科目を担当する教員については、申請日現在において 5 年以内に学術論文を発表している

ことを原則とする。 

 (3) その他専門分野において教育研究上優れた知識及び経験を有する者。 

（専攻科担当教員の申請） 

第３条 新たに専攻科担当教員となろうとする者は次の各号の書類を専攻科長に提出するものとす

る。 

 (1) 専攻科の授業科目を担当する教員の個人調書（様式 1） 
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(2) 担当授業科目に係る講義要目（様式 2） 

２ 既に専攻科担当教員として認定されている者は認定された年度から起算して 5 年目の 7 月末日

までに、次の各号の書類を専攻科長に提出するものとする。 

 (1) 専攻科の授業科目を担当する教員の個人調書（様式 1） 

(2) 担当授業科目に係る講義要目（様式 2） 

（専攻科担当教員資格の審査） 

第４条 校長は、専攻科長より申請があったときは、専攻科担当教員資格審査委員会（以下「委員

会」という。）を設置し、委員会に専攻科担当教員の資格審査を付託するものとする。 

２ 委員会は、次に掲げる委員により組織する。 

 (1) 校長 

 (2) 副校長 

 (3) 創造工学専攻長 

 (4) 管理部長 

 (5) その他委員長が必要と認める者 

３ 委員会には委員長を置くものとする。 

４ 委員長は、校長をもって充てる。 

５ 委員長は委員会を招集し、専攻科担当教員の認定の可否について審査を行い、その結果を校長

に報告する。 

（専攻科担当教員の認定の通知） 

第５条 校長は、前条第５項による委員会の報告に基づき、専攻科担当教員の認定の可否を決定

し、その旨を第３条により申請のあった者に通知する。 

２ 専攻科担当教員として認定されなかった者には、前項の通知に際し、理由を示すものとする。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、専攻科担当教員の資格審査に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則（平成 23 年３月 31 日 22 産技専管品第 1921 号） 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校専攻科担当教員の認定に関する要綱） 

 

 

一般科目では、より高度な知識や能力を修得させるために、修士または博士の学位を取得している

教員を中心に、それぞれの専門分野に適合した授業科目に適切に配置している（資料３－１－③―

２）。また、国際社会における自己表現力を備えた技術者を育成するために、英語を必修選択科目と

しており、高度かつ実践的な英語教育の実施にふさわしいレベルの教員を配置している（資料３－１

－③―３）。 
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資料３－１－③－２ 

専攻科一般科目担当教員表 

職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目（専攻科）
教授 杉江道男 博士（工学） 応用数学 応用代数学
准教授 河野有時 修士（文学） 日本文学 日本語表現
准教授 田中淳 経済学修士 経済教育 マクロ経済学
准教授 中屋秀樹 博士（理学） 解析的整数論 応用解析学
准教授 原田洋一郎 博士（文学） 人文地理学 日本の風土と文化
教授 永井誠 修士 第二言語習得研究 コミュニケーション英語Ⅰ
教授 菊池邦彦 修士 歴史学 日本社会論
教授 杉田美登 修士 日本近世文学 日本文学概論
教授 髙野光男 修士 国語科教育 文章表現法
准教授 海上順代 修士 ｱﾒﾘｶ南部文学 実用英語特論
准教授 篠原知子 博士（理学） 複素解析学 代数学特論
准教授 遠山恭司 修士 応用経済学 地域経済論
助教 山岸弘幸 博士（理学） 微分方程式論 解析学特論
助教 岡島由比子 修士 英語 英語表現  
 

（出典 管理課資料 抜粋） 

 

 

資料３－１－③－３ 

専攻科英語担当教員

職名 氏名 性別 学位 専門分野 コース 担当授業科目（専攻科） 備考

教授 永井　　　誠 男 修士 第二言語習得研究 一般 コミュニケーション英語Ⅰ 国連英語検定Ａ級

准教授 海上　順代 女 修士 ｱﾒﾘｶ南部文学 一般 実用英語特論 英語検定面接員

助教 岡島由似子 女 修士 イギリス文学 一般 英語表現 ＴＯＥＩＣ９９０点

非常勤講師 岡島　良之 男 修士 英語教育 一般 コミュニケーション英語Ⅱ 英語検定面接員  
 

 

（出典 管理課資料） 

 

 

 専門科目についても、教育目標の達成のため、教員の専門分野と授業科目を適合させて適切に配置

している（資料３－１－③－４）。特に重要な必修科目である「専攻科ゼミナール」と「専攻科特別

研究」の指導教員には、全て博士号を取得し、十分な教育研究実績をもつ教員を配置している（資料

３－１－③―５）。また、産業技術大学院大学への接続コースの授業科目に同大学の専任教員等を非

常勤講師として配置し、円滑な接続に配慮している。 
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資料３－１－③－４ 

専攻科専門科目担当教員表 

職名 氏名 学位 専門分野 担当授業科目

教授 齋藤敏治 理学博士 宇宙線物理学 数値計算概論、宇宙科学

教授 若林良二 工学博士 アンテナ工学 通信システム

准教授 鈴木達夫 理学博士 半導体物理学理論 半導体工学特論

准教授 高野邦彦 工学博士 光情報工学 画像処理

准教授 山本昇志 博士（工学） センサ信号処理 ディジタル信号処理特論

教授 奥平鎮正 工学博士 電気機器工学 電気回路特論

教授 根本良三 工学博士 機械要素 設計工学特論

教授 源雅彦 博士 ロボティクス 制御工学特論

准教授 大貫貴久 工学博士 マイクロメカニックス 材料強度物性学

准教授 笠原美左和 修士 制御工学 線形システム理論

准教授 堀滋樹 博士（工学） メカトロニクス ロボティクス

教授 伊藤宏一 工学博士 熱流体工学 熱力学特論

准教授 石川智浩 博士（工学） 小型衛星 人工衛星工学、宇宙工学概論

准教授 小出輝明 博士（工学） 流体工学 粘性流体の力学

准教授 中野正勝 博士（工学） 宇宙推進工学 宇宙推進工学、航空推進工学

教授 降矢典雄 博士（医学） 医用生体工学 医用電子工学

教授 吉澤昌純 博士（工学） 医用超音波計測 医用超音波工学特論

准教授 田宮高信 博士（工学） 材料力学 弾性学

准教授 冨田宏貴 博士（工学） 計測工学 精密測定学

准教授 深谷直樹 博士（工学） 福祉工学 機械要素学

准教授 福田恵子 博士（工学） 医用生体工学 計測特論

准教授 吉村拓巳 博士（工学） 生体工学 センサー工学特論

准教授 吉田健一 博士（理学） 固体物理学 現代物理学特論

助教 高橋義典 博士（国際情報通信学） 音響学 音響工学

教授 田村恵万 博士（工学） 流体工学 流体工学特論

教授 吉田喜一 学術博士 機械力学 技術史、科学技術史

助教 宮川睦巳 博士（工学） 材料力学、機械力学 応用機械力学

教授 田中敬司 工学博士 飛行力学 飛行力学特論、飛行制御

准教授 宮野智行 博士（工学） 航空宇宙工学 航空宇宙機器概論

教授 三林洋介 博士（工学） 人間工学 人間工学特論

助教 杉本聖一 博士（工学） 生体材料学 機能材料学

助教 星善光 博士（工学） 情報通信工学 ディジタル回路設計

教授 大古殿秀穂 修士 大気電気学 応用電磁気学

教授 渡辺和人 理学博士 固体物理 電子物性特論

教授 青木繁 工学博士 機械力学 応用機械力学

教授 古川純一 工学博士 反応性気体力学 リスクマネージメント、熱力学特論、先端科学技術特論、内燃機関工学

教授 松澤和夫 博士（工学） 材料工学 構造材料学

准教授 稲村栄次郎 博士（工学） 材料力学 弾性学  
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准教授 大野学 博士（工学） 機械ｼｽﾃﾑ工学 ロボティクス、計測特論

准教授 栗田勝実 博士（工学） 機械物理工学 地震工学、都市セキュリティ

准教授 長谷川収 博士（工学） 塑性加工 機械要素学

准教授 吉田政弘 博士（工学） 機械加工 切削加工学

助教 嶋﨑守 博士（工学） 設計工学 振動制御学

教授 上島光浩 博士（工学） 燃焼工学 燃焼工学、伝熱工学特論

教授 廣井徹麿 博士（工学） 材料力学 塑性学

教授 深津拡也 博士（工学） 精密測定 精密測定学

准教授 坂本誠 博士（工学） 材料力学 非切削加工学

准教授 平野利幸 博士（工学） 流体機械 流体工学特論、粘性流体の力学

准教授 三浦慎一郎 博士（工学） 数値流体力学 数値計算概論、計算機アーキテクチャ

助教 伊藤聡史 博士（工学） トライボロジー 設計工学特論

教授 岡川啓悟 博士（工学） 電気工学 電気回路特論

教授 曹　梅芬 博士（工学） 制御工学 線形システム理論

教授 山本哲也 博士（理学） 複雑ｼｽﾃﾑ工学 非線形システム解析

准教授 青木立 博士（工学） メカトロニクス 制御工学特論

准教授 石橋正基 博士（工学） 電気工学 パワーエレクトロニクス応用

准教授 小林弘幸 博士（工学） ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ信号処理 信号処理論応用

教授 井上徹 工学博士 電子物性 機能電子デバイス

教授 大川典男 工学博士 大容量光通信 ディジタル回路特論

教授 柴崎年彦 博士（工学） 電磁界理論 電磁波工学特論

教授 山口知子 理学博士 原子・分子・光の物理学レーザ物性特論

教授 若海弘夫 博士（工学） 光・時期計測 集積回路工学

准教授 岩田満 博士（工学） 情報工学・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾊｰﾄﾞｳｪｱ言語処理とオートマトン、ユーザコンピュータインタラクション

准教授 椛沢栄基 博士(理学） 電子物性 固体電子工学

准教授 黒木啓之 修士 電磁界理論 ネットワーク工学特論Ⅰ、ネットワーク工学特論Ⅱ

准教授 小早川倫広 博士（工学） 情報工学
情報システム学特論、プログラミング特論Ⅰ、データ構造、データ工学、

画像処理

准教授 横井健 博士（工学） 情報検索 自然言語処理、データマイニング

助教 福永修一 博士(工学） 機械学習・ｼｽﾃﾑ制御 人工知能特論、パターン認識

教授 深野あづさ 博士（工学） プラズマ物理 応用電磁気学

教授 保福一郎 博士（理学） 数理解析 離散数学、情報数学

教授 山内一郎 理学博士 素粒子物理学 応用物理特論

准教授 池田宏 博士（理学） 物理有機化学 物理化学

准教授 田村健治 博士（工学） 有機応用化学 応用化学特論  
 

（出典 管理課資料 抜粋） 
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資料３－１－③－５ 

専攻科ゼミナール・特別研究担当教員表 

職名 氏名 学位 専門分野

教授 齋藤敏治 理学博士 宇宙線物理学

教授 若林良二 工学博士 アンテナ工学

准教授 鈴木達夫 理学博士 半導体物理学理論

准教授 高野邦彦 工学博士 光情報工学

准教授 山本昇志 博士（工学） センサ信号処理

教授 奥平鎮正 工学博士 電気機器工学

教授 根本良三 工学博士 機械要素

教授 源雅彦 博士 ロボティクス

准教授 大貫貴久 工学博士 マイクロメカニックス

准教授 堀滋樹 博士（工学） メカトロニクス

教授 伊藤宏一 工学博士 熱流体工学

准教授 石川智浩 博士（工学） 小型衛星

准教授 小出輝明 博士（工学） 流体工学

准教授 中野正勝 博士（工学） 宇宙推進工学

教授 降矢典雄 博士（医学） 医用生体工学

教授 吉澤昌純 博士（工学） 医用超音波計測

准教授 田宮高信 博士（工学） 材料力学

准教授 冨田宏貴 博士（工学） 計測工学

准教授 深谷直樹 博士（工学） 福祉工学

准教授 福田恵子 博士（工学） 医用生体工学

准教授 吉村拓巳 博士（工学） 生体工学

助教 高橋義典 博士（国際情報通信学） 音響学

教授 田村恵万 博士（工学） 流体工学

助教 宮川睦巳 博士（工学） 材料力学、機械力学

教授 田中敬司 工学博士 飛行力学

准教授 宮野智行 博士（工学） 航空宇宙工学

教授 三林洋介 博士（工学） 人間工学

助教 杉本聖一 博士（工学） 生体材料学

助教 星善光 博士（工学） 情報通信工学

教授 青木繁 工学博士 機械力学

教授 古川純一 工学博士 反応性気体力学

教授 松澤和夫 博士（工学） 材料工学

准教授 稲村栄次郎 博士（工学） 材料力学

准教授 大野学 博士（工学） 機械ｼｽﾃﾑ工学

准教授 栗田勝実 博士（工学） 機械物理工学

准教授 長谷川収 博士（工学） 塑性加工

准教授 吉田政弘 博士（工学） 機械加工

助教 嶋﨑守 博士（工学） 設計工学

教授 上島光浩 博士（工学） 燃焼工学

教授 廣井徹麿 博士（工学） 材料力学

准教授 坂本誠 博士（工学） 材料力学

准教授 平野利幸 博士（工学） 流体機械

准教授 三浦慎一郎 博士（工学） 数値流体力学

教授 曹　梅芬 博士（工学） 制御工学

教授 山本哲也 博士（理学） 複雑ｼｽﾃﾑ工学

准教授 青木立 博士（工学） メカトロニクス

准教授 石橋正基 博士（工学） 電気工学

准教授 小林弘幸 博士（工学） ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ信号処理

教授 井上徹 工学博士 電子物性

教授 大川典男 工学博士 大容量光通信

教授 柴崎年彦 博士（工学） 電磁界理論

教授 若海弘夫 博士（工学） 光・時期計測

准教授 岩田満 博士（工学） 情報工学・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾊｰﾄﾞｳｪｱ

准教授 椛沢栄基 博士(理学） 電子物性

准教授 小早川倫広 博士（工学） 情報工学

准教授 横井健 博士（工学） 情報検索

助教 福永修一 博士(工学） 機械学習・ｼｽﾃﾑ制御

教授 保福一郎 博士（理学） 数理解析  
（出典 管理課資料 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の専攻科課程においては、一定の資格審査に合格した教員のみを、それぞれの専門分野に適合

した授業科目に適切に配置している。特に重要な必修科目には、博士の学位取得者を中心に十分な教

育研究実績をもつ教員を配置している。 

以上のことから、教育の目的を達成するために必要な専攻科の授業担当教員が適切に配置されてい

ると判断できる。 

 

観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講

じられているか。 

（観点に係る状況）  

本校の専任教員は校長を除いて132名であり、そのうち一般科目担当教員は46名、専門科目担当教

員は86名である。準学士課程における各専門教育コースでは、専任教員（10～11名）及び非常勤講師

が専門科目を担当している。専任教員を職階別にみると、教授56名、准教授60名、助教16名となって

おり、助手は置いていない。また、女性教員は全体で11名（約８％）である（資料３－１－④―１）。

全専任教員の平均年齢は約46歳であるが、コースによっては若干の偏りがある（資料３－１－④－

２）。外国人教員の採用については、今まで２名の実績があるが１名は退職している。 

 

資料３－１－④－１ 

専任教員数 

 

専任教員数（男女別） 単位：人

男 女 計 男 女 計 男 女 計

　校　 長 － － － － － － 1 0 1
　副校長（教授） － － － － － － 1 0 1
　教　 授 24 3 27 26 2 28 50 5 55
　准教授 27 2 29 28 3 31 55 5 60
　助　 教 7 1 8 8 0 8 15 1 16

計 58 6 64 62 5 67 122 11 133

※平成24年5月1日現在

品川キャンパス 荒川キャンパス 合　　計
職　　階

 
 

（出典 管理課資料） 

 

資料３－１－④－２ 

コース別教員年齢内訳表 

～２９ ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６４ 合計
一般科 0 6 16 13 10 45
機械システム工学コース 0 1 6 1 2 10
生産システム工学コース 0 2 4 4 1 11
電気電子工学コース 0 1 4 2 3 10
電子情報工学コース 0 4 4 2 3 13
情報通信工学コース 1 2 3 5 0 11
ロボット工学コース 0 3 4 3 1 11
航空宇宙工学コース 0 3 4 3 1 11
医療福祉工学コース 0 4 4 2 0 10

合計 1 26 49 35 21 132  
                                      ※平成 23 年 3 月 31 日現在 

（出典 管理課資料） 
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専任教員の採用は全て公募制を採っており、年齢、性別、国籍、経験等については特別の制限を設

けず、幅広い人材を集められるよう工夫している（資料３－１－④―３）。 

 

資料３－１－④－３ 

専任教員の採用 

 

 
 

（出典 平成 20 年 4 月 1 日付け 20 公大昔絶入第 294 号 

公立大学法人首都大学東京における高専教員採用手続きについて(通知) 抜粋） 
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専任教員の中で博士の学位を持つ教員は一般科目担当教員で20名（約44％）、専門科目担当教員で73

名（約82％）、全体で93名（約71％）である。本校では、従来から採用後の教員の学位取得を奨励・

支援しており、実際に未取得教員の多くが就職後に学位を取得している（資料３－１－④―４）。更

に、首都大学東京や産業技術大学院大学と連携し、本校の教員が学位を取得するための新たな支援制

度を検討中である。 

 

 

資料３－１－④－４ 

就職後の博士号取得教員 

 

氏名 工学コース 学位 取得年度 取得大学

長谷川　収 機械システム工学 博士（工学） 平成２３年度 首都大学東京

冨田　宏貴 医療福祉工学 博士（工学） 平成２２年度 千葉大学  
 

 

（出典 管理課資料 抜粋） 

 

 

 また、一定の期間、教育や組織運営に関する職務義務を免除して研究活動に専念するための制度

（特別研究期間制度）を実施しており、教員の研究能力の向上や組織の活性化に役立てている（資料

３－１－④－５）。 
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資料３－１－④－５ 

特別研究期間制度 
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（出典 平成 23 年 10 月 24 日付 校内通知） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の教員組織は、全体的にバランスのとれた組織となっており、教育目標を達成するために十分

機能しているといえる。また、専任教員の採用における公募制や採用後の学位取得の支援、若手教員

の研究活動の奨励等の諸制度により、教員組織の活動をより活発化するための適切な措置が講じられ

ていると判断できる。 
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観点３－２－①： 全教員の教育活動に対して，学校による定期的な評価が行われているか。また，

その結果把握された事項に対して教員組織の見直し等，適切な取組がなされてい

るか。 

（観点に係る状況）  

教員の教育活動を評価する組織として、高専教員人事委員会の下に教員評価委員会が設置されてい

る（資料３－２－①―１）。 

 

 

資料３－２－①－１ 

公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則（抜粋） 

 

 

（教員評価委員会） 

第１０条 高専教員人事委員会の部会として、教育研究の特性を踏まえた適切な教員評価を実施するため、教員評価

委員会を置く。 

２ 教員評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則 抜粋） 

 

 

 全ての専任教員は年度当初に、その年度の教育・研究・社会貢献・組織運営の４領域に関する到達

目標等を自己申告書にまとめて提出することになっている。各教員は自己申告書に基づいて教務主事

と面接を行い、目標の設定が適切であるかの確認を行う。さらに、年度末には年間の活動実績による

自己評価を行い、それに基づいて教務主事と再度面接を行う（資料３－２－①―２）。教員評価委員

会は、管理職による授業観察やコース長、室長等の意見を参考にして評価案を作成し、高専教員人事

委員会に付議する。校長は、人事委員会の審査を踏まえて評価を決定する。 
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資料３－２－①－２ 

 
（出典 平成２４年度 東京都立産業技術高等専門学校教員自己申告実施要領 抜粋） 

 

本人通知の際には、教務主事から個別に評価結果の説明をして納得性を高めるよう工夫しており、

結果を次年度の自己申告に反映させるなど、教務主事を軸に各教員の評価改善サイクルが機能するよ

う制度化されている。なお、評価については苦情申し立てが認められており、本人通知を受けた日か
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ら１か月以内に管理課長あて申し出ることができる（資料３－２－①―３）。 

 

資料３－２－①－３ 

教員評価実施要領 
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（出典 平成 24 年度東京都立産業技術高等専門学校教員評価（年度評価）実施要領 抜粋） 
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 こうした教員評価の結果は、教育組織の見直し等にも用いられており、現に平成23年度の評価結果

を踏まえて、平成24年度から２名の教員の授業担当科目を変更させた（現地閲覧資料）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教員の教育活動等を評価する組織として、高専教員人事委員会の下に教員評価委員会がある。教員

は自己申告書により目標設定や自己評価を行うとともに、同委員会（校長）による教員評価を毎年度

受ける。評価結果は本人に通知され、結果を踏まえて教育の改善を行っている。 

 以上のことから、教育活動に関する定期的な評価が行われ、その結果を踏まえて適切な取り組みが

なされていると判断できる。 

 

観点３－２－②： 教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ，適切に運用がなさ

れているか。 

（観点に係る状況）  

本校の採用と昇任については、規則に基づいて校長、副校長、各キャンパスの教務主事及び外部委

員からなる高専教員選考委員会が選考を行い、高専教員人事委員会が審査することとなっている（資

料３－２－②―１）。 

 

資料３－２－②－１ 

   人事委員会規則 

公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則 

 

平成 19 年度法人規則第 32 号 

制定 平成 20 年３月 31 日 

  

（目的） 

第１条 この規則は、公立大学法人首都大学東京人事委員会規則（平成 17 年法人規則第７号）第９

条の３の規定に基づき設置する東京都立産業技術高等専門学校（以下「高専」という。）教員人

事委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員会の職務） 

第２条 高専教員人事委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

(1) 教育研究組織の編制に関する検討 

(2) 人事の適正化に係る方針・計画に関する検討 

(3) 任命、服務及び業績評価など人事に係る基準及び手続に関する検討 

(4) 人員・人件費配分、採用・昇任など人事に係る計画に関する検討 

(5) 採用、昇任、再任、業績評価に関する審査 

(6) 異動、降任、解雇及び懲戒処分に関する審査 

(7) 業績評価に対する苦情への対応 

(8) 不利益処分（重大な懲戒処分を除く。）に係る不服申立てに関する審査 

(9) 公立大学法人首都大学東京教職員の兼業等に関する規則（平成 17 年法人規則第 23 号。以下
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「兼業等規則」という。）第９条第１項に定める特定の兼業に関する審査 

(10) 退職手当の支給制限及び返納の処分に関する審査 

（平 21 規則 26・一部改正） 

（委員会の構成） 

第３条 高専教員人事委員会は、次の各号の委員をもって構成する。 

(1) 事務局長 

(2) 校長 

(3) 副校長 

(4) 総務部長 

(5) 経営企画室長 

(6) 高専管理部長 

(7) 学外委員 

（委員長） 

第４条 高専教員人事委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、事務局長をもって充てる。 

３ 委員長は、高専教員人事委員会を招集し、主宰する。 

４ 委員長に事故等あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。 

 （運営） 

第５条 高専教員人事委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。 

２ 委員長は、検討・審査の結果をとりまとめ、その内容について、理事長に報告をする。 

３ 理事長は、報告内容について必要と認めた時は、経営審議会又は高専運営会議に付議する。 

４ 前項の付議事項のうち、教員の人事の方針に関する事項（人員、人件費及び給与制度の方針に

関する事項を除く。）については、高専運営会議の審議を経た後、経営審議会に付議する。 

５ 高専教員人事委員会は、原則として非公開とする。 

６ 高専教員人事委員会の庶務は、総務部人事課において行う。 

 （教員選考委員会） 

第６条 高専教員人事委員会の部会として、高専教員の採用等に係る選考、審査を実施することを

目的として、教員選考委員会を置く。 

（教員選考委員会の職務） 

第７条 教員選考委員会は、専門的見地から教員の採用、昇任、再任の選考及び異動、降任、解

雇、懲戒処分に係る審査を実施する。 

（教員選考委員会の構成等） 

第８条 教員選考委員会は、教員の採用、昇任、再任に係る選考を行う場合は、次の各号の委員を

もって構成する。 

 (1) 校長 

(2) 副校長 

 (3) 教務主事 

 (4) 選考等が行われる同分野の学内教員で校長が指名する者 

 (5) ＦＤ担当や産学公連携担当等の学内教員で校長が指名する者 
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 (6) 選考が行われる同分野の学外専門家で校長が指名する者 

２ 異動、降任、解雇及び懲戒処分に関する審査を行う場合は、次の各号の委員をもって構成す

る。 

(1) 校長 

(2) 副校長 

(3) 教務主事 

(4) 学内教員で校長が指名する者 ３名以内 

３ 教員選考委員会に委員長を置く。 

４ 委員長は、校長をもって充てる。 

５ 委員長は、委員会を招集し、主宰する。 

６ 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長の職務を代理する。 

７ 委員の任期は、人事案件ごとに定める。 

（平 20 規則 34・一部改正） 

（教員選考委員会の運営） 

第９条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 会議は、非公開とする。 

３ 委員長は、個別教員の選考、審査の結果を高専教員人事委員会へ報告しなければならない。 

４ 委員会の事務は、前条第１項にあっては高専品川キャンパス管理課又は同荒川キャンパス管理

課、同条第２項にあっては総務部人事課が行う。 

（教員評価委員会） 

第１０条 高専教員人事委員会の部会として、教育研究の特性を踏まえた適切な教員評価を実施す

るため、教員評価委員会を置く。 

２ 教員評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 （委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、高専教員人事委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が定める。 

   附 則（平成 20 年３月 31 日 19 法人規則第 32 号） 

この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 31 日 20 法人規則第 34 号） 

この規則は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年３月 31 日 21 法人規則第 26 号） 

この規則は、平成 22 年３月 31 日から施行する。 

 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則） 
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 昇任については、昇任選考実施要領に基づいて実施している（資料３－２－②―２）。同要領に定

める条件を満たす教員で昇任を希望する者は、選考申出書を作成し教務主事に提出する。副校長は各

キャンパスにおいて分科会を開催し、教務室長等の意見を踏まえながら一次選考（書類選考）を行っ

て分科会案を作成する。分科会案は校長が主催する教員選考委員会で調整し、一次合格者を決定する。

一次合格者については二次選考（面接）を行い、選考結果を高専教員人事委員会へ付議、決定する。 

 

資料３－２－②－２ 

昇 任 選 考 実 施 要 領 

（平成２４年４月１日付昇任） 

 

１ 目的 

  能力及び実績に基づく教員の任用を推進するとともに、部局運営体制の整備を図るため、教

授及び准教授への昇任選考を実施しますので、下記内容をよく御覧になり御応募ください。  

 

２ 対象となる教員 

それぞれ次の要件をいずれも満たす常勤の教員 

(1)教授 

① 高等専門学校設置基準（昭和 36 年文部省令第 23 号）第 11 条に定める教授の資格を有

する者 

② 学校教育法第 120 条第 1 項に定める准教授相当職以上の職を 5 年以上務めた者、又は

これに準じる経験を有する者 

(2)准教授 

① 高等専門学校設置基準（昭和 36 年文部省令第 23 号）第 12 条に定める准教授の資格を

有する者 

② 学校教育法第 120 条第 1 項に定める助教相当職以上の職を 3 年以上務めた者、又はこ

れに準じる経験を有する者 

 

３ 申込方法 

 (1)提出書類（別紙） 

① 昇任申出書 

② 教育業績一覧 

③ 研究業績一覧（「別刷」添付のこと） 

④ 社会貢献等業績一覧 

⑤ 組織運営等業績一覧 

(2)提出期限 

平成２３年１１月１１日（金）厳守 

(3)提出先 

各所属キャンパスの教務主事 

 

４ 選考手続 
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(1) 申込受付    平成２３年１０月２４日（月）～平成２３年１１月１１日（金） 

(2) 教員選考委員会 第１次選考＜書類選考等＞  平成２３年１１月下旬 

(3) 教員選考委員会 第２次選考＜面接＞     平成２３年１２月中旬 

(4) 高専人事委員会審査        平成２４年１月１２日（木）予定 

※１ 第１次選考の合否発表は、平成２３年１２月上旬に校長から本人への通知により行

う。 

※２ 第２次選考の合否発表及び高専人事委員会審査の結果は、平成２４年１月下旬に校長

から本人への通知により行う。 

 

５ １次選考（書類選考等） 

 提出された書類等により、評価領域の評価を行った上で総合評価を行う。 

※ 教員選考委員会キャンパス分科会で評価案及び１次選考合格者案を検討し、教員選考委員会

キャンパス分科会としての案を作成する。教員選考委員会でキャンパス間の調整を行った上で

評価をし、１次選考合格者を決定する。 

なお、教員選考委員会キャンパス分科会においては、選考にあたって教務室長等の意見を聴

取することができる。 

 

(1) 評価領域・要素、評価の視点、評価項目（チェックポイント） 

別紙「昇任選考の評価領域等」のとおり 

 (2)評価領域の評価 

評価項目をチェックし、Ａ～Ｅの５段階評価にて実施する。 

  〈評価の内容〉 

評 価 点 数 内  容 

Ａ ５  特に優れている 

Ｂ ４  優れている 

Ｃ ３  普通 

Ｄ ２  やや問題がある 

Ｅ １  問題がある 

(3) 総合評価 

   各評価領域のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅをそれぞれ５、４、３、２、１点とし、次に掲げる重みを

つけて総合評価の点数を算出する。 

  〈各評価領域の重み〉 

領 域 重 み 

教育 １．３ 

研究 ０．９ 

社会貢献 ０．６ 

組織運営 １．２ 

 

６ ２次選考（面接） 
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  面接により、評価領域の人物評価を行う。 

  (1) 評価領域 

   ①本校の教育理念、教育目標及び学校経営方針への理解、②組織における円滑なコミュニュ

ケーション、③学生に対して、適切な対応や指導ができる資質、とする。 

 

(2) 評価 

Ａ～Ｅの５段階評価にて実施する。 

〈評価の内容〉 

評 価 内  容 

Ａ  特に優れている 

Ｂ  優れている 

Ｃ  普通 

Ｄ  やや問題がある 

Ｅ  問題がある 

 

７ 処遇 

  昇任に伴い、「公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員の初任給、昇格及び昇給等 

に関する規程」（平成 19 年度法人規程第 63 号）に基づき昇給を行う。 

 

８ 任用時期 

  平成２４年４月１日 

 

（出典 昇任選考実施要綱 平成 24 年 4 月 1 日付昇任） 

 

 

 採用については、理事長通知に基づいて実施している（資料３－２－②―３）。専任教員の採用は

全て公募制であり、求人情報は他の大学や高専への募集要項の送付、研究者人材データベースへの登

録のほか、法人や本校のウェブサイトにも掲載している。選考は教員選考委員会において行う。委員

会は選考方針（資料３－２－②―４）を作成し、同方針に基づいて教育、研究、社会貢献、分野マッ

チングの４領域について審査する。審査結果は高専教員人事委員会に付議、決定される。 
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資料３－２－②－３ 

教員の採用 

 

 
 

（出典 平成 20 年 4 月 1 日付け 20 公大昔絶入第 294 号 

公立大学法人首都大学東京における高専教員採用手続きについて(通知) 抜粋） 
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資料３－２－②－４ 

平成２４年度公立大学法人首都大学東京 

高専教員選考方針（平成２４年４月１日付採用分） 

機械加工工学（機械システム工学）分野 

 

 

１ 選考は「教育」「研究」「社会貢献」「人物」の各領域に関する評価に基づいて、総合的に行な

う。選考は１次（書類選考）と２次（面接）の２段階で行う。 

 

２ 各評価領域について次に示す評価項目を基本としつつ、評価項目を設定する。 

 

＜１次選考＞ 

（１）教育領域の評価項目 

① 教育・研究指導実績 

② 教育用著作等の教材作成実績 

③ その他の教育（ＦＤ活動、学生支援等）に関する実績 

④ 教育計画 

（２）研究領域の評価項目 

① 生涯論文実績、主に過去５年間の研究の内容・水準 

② 主に過去５年間の研究の社会的効果 

③ 外部資金の獲得実績、知的財産権の取得等の実績 

④ 研究計画 

⑤ 外部資金の獲得実績 

（３）社会貢献領域の評価項目 

① 公共部門への貢献、学会等への貢献、生涯学習支援等、産学連携、国際貢献などの実績 

② 社会貢献に関する計画 

（４）分野マッチング領域の評価項目 

① 専門分野（授業予定科目あるいは専攻分野）においての実績 

② 専門分野の教育指導の実績（有無） 

③ 専門分野の研究指導の実績（有無） 

④ 取組の計画性 

 

＜２次選考＞ 

（１）教育研究領域の評価項目 

（２）人物領域の評価項目 

① 教育者としての資質 

② 大学の教育研究の理念に対する理解 

 

３ １次審査は、評価項目ごとに評価を行い、各項目ごとに１～５の５段階評価を行い、各項目の評点を

合計した総合点を基に行う。 

 各評価項目及び判定の際に参考とすべき指標を以下のとおり設定する。 

  

 

 ＜教育領域＞ 

判 定 指 標 

５ 

○教育研究指導に極めて高い実績を有する者 

○教育用著作等の教材作成に極めて高い実績を有する者 

○ティーチングメソッド等で高い評価を有する者 

４ 

○教育研究指導に高い水準の実績を有する者 

○教育用著作等の教材作成に高い実績を有する者 

○ティーチングメソッド等で高い評価を有する者 
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３ 

○教育研究指導に相応の実績を有する者 

○教育用著作等の教材作成に相応の工夫を実践している者 

○ティーチングメソッド等で相応の工夫を実践している者 

２ 
○通常のレベルを満たさないと判断される者 

１ 
○参考とすべき実績のない者 

 

 

 ＜研究領域＞ 

判 定 指 標 

５ 

○代表的研究業績に独創性、有用性、新規性、発展性等の観点から極めて高い研

究業績を有する者 

○著名な国際的賞の受賞実績を有する者 

○その他、国際的に評価の高い水準の研究活動や学術活動の実績を有する者 

４ 

○代表的研究業績に独創性、有用性、新規性、発展性等の観点から高い研究業績

を有する者 

○著名な学術賞、奨励賞等の受賞実績を有する者 

○その他、高い水準の研究活動や学術活動の実績を有する者 

３ 

○代表的研究業績に独創性、有用性、新規性、発展性等の観点から相応の研究業

績を有する者 

○代表的研究業績の大半が審査員つき学術雑誌等に発表されている者 

２ 
通常のレベルを満たさないと判断される者 

１ 
参考とすべき実績のない者 

 

 

 

＜社会貢献領域＞ 

判 定 指 標 

５ 
○学術団体の運営・公的審議会・産学公連携・普及啓発活動等に極めて高い実績

がある者 

４ 
○学術団体の運営・公的審議会・産学公連携・普及啓発活動等に高い実績がある

者 

３ 
○学術団体の運営・公的審議会・産学公連携・普及啓発活動等に相応の実績があ

る者 

２ 
○通常のレベルを満たさないと判断される者 

１ 
○参考とすべき実績のない者 

 

 

＜分野マッチング領域＞ 

判 定 指 標 
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５ 
○専門分野（授業予定科目あるいは専攻分野）において極めて高い教育実績、研

究実績がある者 

４ 
○専門分野（授業予定科目あるいは専攻分野）において高い教育実績、研究実績

がある者 

３ 
○専門分野（授業予定科目あるいは専攻分野）において相応の教育実績、研究実

績がある者 

２ 
○通常のレベルを満たさないと判断される者 

１ 
○参考とすべき実績のない者 

 

 

４ １次選考の各評価項目の評点に重み付けを行い、総合点の最大値が 100 点になるように定める。そ

の際、各評価領域で偏りが生じないよう以下のとおり配点を定める。 

 

  教育領域    ３５ポイント 

  研究領域    ２０ポイント 

  社会貢献領域  １５ポイント 

  分野マッチング ３０ポイント 

 

５ 教員選考委員会は、１次選考の結果に基づき、２次選考の対象者を選定することができる（２次選

考の対象者をなしとすることもできる）。 

 

６ １次選考合格者（２次選考対象者）に対する評価について、所定様式により、外部専門家の意見を

求める。 

 

７ ２次選考は、面接を行う。評価項目ごとに評価を行った上で、１次選考の結果とあわせて総合的に

判定し、人事委員会に付議する２次選考合格者を決定する。 

 

（評点例） 

評 点 水 準 

Ａ 極めて高いレベル 

Ｂ 高いレベル 

Ｃ 通常のレベル 

Ｄ 努力を要するレベル 

Ｅ 著しく劣るレベル 

 

 
（出典 平成 24 年度公立大学法人首都大学東京高専教員選考方針（平成 24 年４月１日付採用分） 

機械加工工学（機械システム工学）分野） 

 

 昇任、採用ともに教育業績の提出を義務付けており、選考を行う場合にも、他の領域に比べてウェ

イトを高く設定するなど、教育上の能力を重視した選考を行っている。また、採用の二次選考（面

接）では模擬授業の評価も行うことになっている（資料３－２－②―５）。 

 

資料３－２－②－５ 

模擬授業の評価実施資料 

●２次選考（面接）のりと 



東京都立産業技術高等専門学校 基準３ 

- 102 - 

 

【面接員】:校長 副校長 品川キャンパス教務主事 荒川キャンパス教務主事 

     該当キャンパス学生主事、該当コース長、専門分野教員 

 

 

担当ｷｬﾝﾊﾟｽ 

教務主事 

 

 

 

 

 

 

荒金校長 

 

担当ｷｬﾝﾊﾟｽ 

教務主事 

 

 

担当ｷｬﾝﾊﾟｽ 

学生主事 

 

 

担当ｷｬﾝﾊﾟｽ 

教務主事 

 

コース長 

 

 

 

 

担当ｷｬﾝﾊﾟｽ 

教務主事 

 

 

担当ｷｬﾝﾊﾟｽ 

教務主事 

 

（受験者が入室し、専門分野名、氏名を告げる。） 

 

「それでは２次選考である面接の概要を説明します。 

はじめに１５分程度の質疑応答を行いますので落ち着いて答えてください。その

後、こちらから指定するテーマについて１０分程度のプレゼンテーションをしてい

ただきます。これは、いわば模擬授業で、授業中に学生から質問を受け、それに対

してどのように対応するかを見せていただきます。よろしいですね。」 

「それでは、質疑応答に入ります。」 

 

① 教育理念、経営方針などへの理解をみる。 

「本校の使命や教育理念について説明してください。   等々」 

② 教育や教育研究に対する意欲をみる。 

「本校の低学年は高校と同学年ですが、高学年は大学１、2 年生と同じです。

先生が教える場合、どのような点に留意して授業をすすめますか。   

等々」 

③校務分掌や社会貢献に対する意欲をみる。 

  「本校では教育、研究の他に組織運営についても重要な職務となっています。担

任やクラブ顧問についてどう考えますか。 等々」   

 

「それではプレゼンテーションに移ります。プレゼンテーションは口頭で行ってい

ただきますが、ホワイトボードを用意しておりますので必要に応じてお使いくださ

い。」 

「それではテーマを申し上げます。◎◎さんは高専△年生の受け持ち科目である△

△を教えています。学生は１クラス４０名です。この△△は△△△を理解させるこ

とを目的の１つとする授業と考えて、今から授業をスタートしてください。何か質

問はありますか？それでは始めてください。」 

（プレゼンテーション実施） 

「時間になりましたので、プレゼンテーションを終えて着席してください。」 

（プレゼンテーション終了後２，３分質問等の時間をとってもよい） 

「以上で 2 次選考の面接を終了します。」 

「本日の選考結果は１２月中に文書でお知らせします。」 

「廊下の受付担当に声を掛けてから、お忘れ物のないようにお帰りください。」 

「本日はお疲れさまでした。」 

 

（出典 教員採用二次選考面接のりと） 

 

 非常勤講師の任用は、要綱に基づいて実施しており、資格については特に教育上の能力を重視して

いる（資料３－２－②―６）。 

 

資料３－２－②－６ 

東京都立産業技術高等専門学校非常勤講師の任用に関する要綱 

 

23 産技専管品第 936 号 

制定 平成 23 年 10 月 21 日 
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（目的） 

第１条 東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）に勤務する非常勤講師の適正

な任用を図るため、公立大学法人首都大学東京非常勤教職員就業規則（平成 17 年法人規則第 36

号。以下、「非常勤教職員就業規則」という。）及び公立大学法人首都大学東京非常勤教員の任

用に関する事務処理要綱に定めのない事項について定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における非常勤講師とは、非常勤教職員就業規則第２条に定める「非常勤教員」

のうち、報酬支給の有無にかかわらず、本校の非常勤講師として任用される者をいう。 

 （基準） 

第３条 本校常勤教員の普通退職、妊娠出産休暇及び休職等により、一時的な教員不足を暫定的に

補う場合に任用する。 

２ 高度な専門知識及び技術を必要とする授業科目を担当させる場合に任用する。 

（資格） 

第４条 次の各号いずれかに該当し、かつ本校における教育上の能力を有する者とする。 

(1) 高等教育機関において教育経験がある者 

(2) 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）において教育経験がある者 

(3) 高度な専門知識及び技術を必要とする授業科目については、企業経営者または相応の役職

経験のある者 

２ 前項のほか、本校における教育上の能力を有すると認められる場合は、博士課程（後期）に在

籍する者を任用することができる。  

（選任方法） 

第５条 本校各キャンパスで開催する非常勤講師選考会（以下、「選考会」という。）において、

任用の可否及び別表「東京都立産業技術高等専門学校非常勤講師給与水準等決定基準」により、

給与水準等を決定する。なお、任用予定日現在、本校での勤務実績がない者は、あらかじめ非常

勤教職員就業規則第６条第１項第１号で定める履歴書の提出を求めるものとする。 

（選考会の構成） 

第６条 選考会の構成員は、次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 副校長 

(2) 各キャンパス教務主事 

(3) 各キャンパス教務室長 

２ 前項のほか、副校長が必要と認めるときは、他の者を選考会に出席させることができる。 

 （選考会の運営） 

第７条 選考会は、本校非常勤講師を任用するときに招集する。 

２ 選考会は、原則として非公開とする。 

３ 選考会の庶務は、各キャンパス管理課庶務係が行う。 

（その他） 

第８条 本校非常勤講師の任用に関し、この要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

附 則 
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この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校非常勤講師の任用に関する要綱） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教員の採用や昇任に関しては、実施要領等に定められた基準に基づいて審査が行われ、適切に運用

されている。特に教育上の能力については他の評価領域に比べてウェイトを高く設定するなど、同能

力を重視した選考を実施している。 

 以上のことから、教員の採用や昇任については適切に行われていると判断できる。 

 

 

観点３－３－①： 学校における教育活動を展開するに必要な事務職員，技術職員等の教育支援者

等が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況）  

 本校の教育支援部門は「公立大学法人首都大学東京組織規則」に基づいて設置されており、管理部

長の下に各キャンパス管理課長を置いている。各キャンパス管理課には、庶務係、教務学生係、会計

係、調整係（品川のみ）を設置している（資料３－３―①－１、２）。 
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資料３－３－①－１ 

（教育研究組織）

（事務組織）

  組　織　図

教務主事

医療福祉工学コース

機械工学コース

高専荒川キャンパス管理課

高専品川キャンパス図書館

高専荒川キャンパス図書館

教務学生係

情報工学コース

ものづくり工学科（本科）

創造工学専攻（専攻科）

附属図書館

機械システム工学コース

生産システム工学コース

電気電子工学コース

電子情報工学コース

電気電子工学コース

校　　　長

副　校　長

情報通信工学コース

ロボット工学コース

航空宇宙工学コース

調　整　係

会　計　係

航空宇宙工学コース

情報アーキテクチャ接続コース

創造技術接続コース

教務主事

学生主事

学生主事

庶　務　係

会　計　係

教務学生係

管　理　部 高専品川キャンパス管理課 庶　務　係

 
 

 

（出典 管理課資料） 

 

資料３－３－①－２ 

公立大学法人首都大学東京組織規則（抜粋） 

 

東京都立産業技術高等専門学校管理部 

高専品川キャンパス管理課 

高等専門学校に係る次の事務をつかさどる（高専荒川キャンパス管理課に属するものを除く。）。 

(1) 校長及び副校長に関すること。 

(2) 東京都立産業技術高等専門学校運営会議に関すること。 
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 (3) 経営審議会との連絡調整に関すること。 

(4) 教務に係る企画支援及び総合的な調整に関すること。 

(5) 教育研究に係る自己点検・評価及び第三者評価に関すること。 

(6) 国際学術交流に関すること。 

(7) 研究支援に関すること。 

 (8) 科学研究費補助金等の競争的研究資金に関すること。 

(9) 所属職員の人事及び給与に関すること。 

(10) 予算、決算及び会計に関すること。 

(11) 研究費に関すること。 

(12) 高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスの総合調整に関すること。 

(13) 高専品川キャンパスの校地及び校舎の管理並びに高専品川キャンパス内の取締りに関すること。 

(14) 高専品川キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。 

(15) 高専品川キャンパスの運営に係る産業技術大学院大学管理部との調整に関すること。 

(16) 学生支援等に関すること。 

(17) 学生の学籍に関すること。 

 (18) ものづくり工学科及び創造工学専攻の教授及び研究事務に関すること。 

 (19) 入試に関すること。 

(20) 地域連携に関すること。 

 (21) 附属図書館に関すること。 

 (22) その他高等専門学校の運営に関すること。 

高専荒川キャンパス管理課 

高等専門学校のうち高専荒川キャンパスに係る次の事務をつかさどる。 

(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。 

(2) 予算、決算及び会計に関すること。 

(3) 研究費に関すること。 

(4) 高専荒川キャンパスの総合調整に関すること。 

(5) 高専荒川キャンパスの校地及び校舎の管理並びに高専荒川キャンパス内の取締りに関すること。 

(6) 高専荒川キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。 

(7) 学生支援等に関すること。 

(8) 学生の学籍に関すること。 

  (9) ものづくり工学科及び創造工学専攻の教授及び研究事務に関すること。 

  (10) 入試に関すること。 

(11) 地域連携に関すること。 

  (12) 附属図書館分館に関すること。 

  (13) その他高等専門学校のうち高専荒川キャンパスの運営に関すること。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京組織規則 抜粋） 

 

 両キャンパスの附属図書館には司書、保健室には看護師、工場等には工業高校退職教員を中心とし

た技術職員をそれぞれ配置している（資料３－３－①―３）。 
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資料３－３－①－３ 

職員の配置 

教職員数　
教職員　（平成２４年５月１日現在）

職
種
別

校
長

副
校
長

教
授

准
教
授

助
教

非
常
勤
講
師

管
理
部
長

管
理
課
長

係
長

主
任

主
事

正
規
職
員

（
主
任

）

正
規
職
員

（
主
事

）

常
勤
契
約

（
事
務

）

常
勤
契
約

（
司
書

）

常
勤
契

約

（
看
護
師

）

非
常
勤

契
約

（
事
務

）

非
常
勤

契
約

（
司
書

）

非
常
勤

契
約

（
技
術

）

人
材
派
遣

嘱
託
員

現
員

1 1 55 60 16 136 1 2 9 6 4 2 12 5 1 2 3 4 11 2 0

品

川

キ

ャ

ン

パ

ス

27 29 8 65 1 6 2 2 2 7 2 1 1 2 1 5 2 0

荒

川

キ

ャ

ン

パ

ス

28 31 8 71 1 3 4 2 0 5 3 0 1 1 3 6 0 0

事務職員等

11 1

教育職員

 
 

 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では、管理部長の下、品川、荒川の２つのキャンパスにそれぞれ管理課を設置し、庶務・会計、

教務・学生支援といった直接、間接の教育支援を実施している。また、司書や看護師、技術職員も適

切に配置されている。 

以上のことから、教育活動を展開するために必要な教育支援者が、適切に配置されていると判断で

きる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 在籍教員の学位取得の支援制度や、毎年度の教員評価が制度として整備され、十分に機能している

点は優れていると評価できる。 

 

（改善を要する点）  

 優秀な教員の顕彰など、教員組織の活発化に係る制度に未整備なところがある点については、引き

続き検討を要する。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

本校では、一般科目・専門科目ともに、本校の教育目標を達成するために適切な教員配置を行って

おり、それぞれの教員は各自の専門分野に適合した授業科目を担当している。教育目標を達成するた

めに、一般科目においては理数系及び外国語科目に重点的に教員を配置しているほか、ネイティブの

外国語教員を非常勤講師として配置している。専門科目においては、修士又は博士の学位を取得した

教員を中心に配置しているほか、企業等での職務経験のある教員を各専門教育コースに配置している。
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また、産業技術大学院大学への接続コースの授業科目には同大学の専任教員を非常勤講師として配置

し、円滑な接続に配慮している。以上のことから、一般科目・専門科目ともに適切な教員配置が行わ

れていると言える。 

 専任教員の採用には全て公募制を採っており、幅広い人材を集められるよう工夫している。本校で

は従来から採用後の教員の学位取得を奨励・支援しており、実際に未取得教員の多くが就職後に学位

を取得している。また、一定の期間研究活動に専念するための制度（特別研究期間制度）を実施して

おり、教員の研究能力の向上や組織の活性化のための適切な措置が講じられている。 

 教員の教育活動等を評価する組織として、高専教員人事委員会の下に教員評価委員会が設置されて

いる。全ての専任教員は年度当初に教育・研究・社会貢献・組織運営の４領域について目標等を自己

申告書にまとめて提出し、教務主事との面談を行い、年度末には自己評価を行うとともに、教員評価

委員会による教員評価を受ける。評価結果は本人に通知され、結果を踏まえて教育の改善を行ってい

る。 

 教員の採用と昇任については、規則に基づいて校長、副校長、各キャンパスの教務主事及び外部委

員からなる高専教員選考委員会が選考を行い、高専教員人事委員会が審査することになっており、適

切に運用されている。採用・昇任ともに教育業績の提出を義務付けており、教育能力を重視した選考

を実施している。 

 本校の教育支援部門は「公立大学法人首都大学東京組織規則」に基づいて設置されており、管理部

長の下、各キャンパスに管理課長を置いている。各キャンパス管理課には、庶務係、教務学生係、会

計係、調整係（品川キャンパスのみ）を設置し、直接・間接の教育支援を実施している。また、司書

や看護師、技術職員も適切に配置されている。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像及び入学者選抜の基本方針等の入学者受入

方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，学校の教職員に周知され

ているか。また，将来の学生を含め社会に理解されやすい形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、教育の目的に沿った入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を、準学士課程（資

料４－１－①－１、２）、専攻科課程（資料４－１－①－３、４）及び準学士課程への編入学（資料

４－１－①－５、６）に対してそれぞれ明確に定めている。 

 

資料４－１－①－１ 

準学士課程の選抜方法に関する規定 

 

東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜に関する規則（抜粋） 

 

（選抜方法） 

第２条 ものづくり工学科における入学者選抜は、推薦に基づく選抜（以下「推薦選抜」という。）及び学力検査に

基づく選抜（以下「学力選抜」という。）により行う。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜に関する規則 抜粋） 
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資料４－１－①－２ 

入学者選抜の基本方針（準学士課程） 

 

東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜実施要綱（抜粋） 

 

本校の期待する生徒の姿（アドミッションポリシー） 

 

第 １  推 薦 に 基 づ く 選 抜 

 （略） 

第１－７ 選考 

(1) 選考の基本方針 

  ア 選考は、下表の「推薦に基づく選抜の配点」により、調査書、面接及び小論文を用いて、総合的に判断して

行う。 

 

推薦に基づく選抜の配点 

満   点 

調査書 面 接 小論文 ※ 

６００ ３００ ２００ 

   ※小論文 与えられた資料に基づいて、自分の考えをまとめる。 

  （略） 

第 ２  学力検査に基づく選抜（第一次募集） 

第２－９ 選考     

(1) 選考の基本方針  

ア 選考は、別表１（２１ページ）に基づき、調査書及び学力検査を総合した成績（以下「総合成績」とい

う。）を用いて、総合的に判断して行う。 

イ 所定の書類が一部整わない者については、参考にできる資料を活用して、選考を行う。 

ウ 調査書中の各教科の学習の記録を点数化する際は、別表１（２１ページ）に定めた方法により行う。ただ

し、評定を行うことができず調査書の各教科の学習の記録に斜線の引いてある欄がある受検者については、学

力検査の得点等参考にできる資料を活用して調査書点を求める。 

また、調査書の記載内容に疑義がある場合は、高等専門学校長は当該中学校長に問い合わせ、内容を確認す

る。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜実施要綱 抜粋） 

 

資料４－１－①－３ 

選抜方法に関する規定（専攻科課程） 

 

東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜に関する規則（抜粋） 

 

（選抜方法） 

第８条 創造工学専攻（以下「専攻科」という。）における入学者選抜は、推薦に基づく選抜（以下「推薦選抜」と

いう。）及び学力検査に基づく選抜（以下「学力選抜」という。）により行う。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜に関する規則 抜粋） 

本校は次のような人の入学を歓迎する。 

 

１ 向上心を持ち、自分の決めた目標に向けて粘り強く努力できる人 

２ 数学や理科が好きな人 

３ 生徒会活動、部活動、ボランティア活動を通じて、社会に役立とうと思っている人 

４ 英語が好きで、世界を舞台に活躍したいと考えている人 

５ 技術家庭（技術分野）が好きで、将来は技術者になりたいと考えている人 
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資料４－１－①－４ 

入学者選抜の基本方針（専攻科課程） 

 

平成２５年度専攻科入学者選抜実施要綱（抜粋） 

 

第１ アドミッションポリシー 

 本校専攻科は次のような人の入学を歓迎する。 

１ 数学や工学基礎に関する基礎学力を有し、より高度な工学を学ぼうとする人 

    ２ 工学について広い視野を持ち、課題に向かって挑戦しようとする意欲のある人 

    ３ 科学技術を通して国際社会に貢献したい人 

  （略） 

第４ 推薦による選抜 

第４-３ 選抜方法 

（１）選考の基本方針 

入学者の選抜は、出身学校長から提出された推薦書、調査書及び成績証明書並びに面接 

（口頭試問を含む。）の結果を総合して行う。 

  （略） 

第５ 学力による選抜 

第５-３ 選抜方法 

（１）選考の基本方針      

入学者の選抜は、学力検査の成績、TOEIC スコアに基づく換算得点、成績証明書及 

び面接（口頭試問を含む。）の結果を総合して行う。 

 

（出典 平成 25 年度専攻科入学者選抜実施要綱 抜粋） 

 

資料４－１－①－５ 

選抜方法に関する規則 

 

東京都立産業技術高等専門学校編入学規則（抜粋） 

 

（選考方法） 

第６条 編入学志願者の選考は学力検査、面接（口頭試問を含む。）、高等学校長からの調査書、推薦書等によるも

のとし、その方法は別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校編入学規則 抜粋） 

 

資料４－１－①－６ 

入学者選抜の基本方針（編入学） 

 

平成２５年度東京都立産業技術高等専門学校編入学者選抜実施要綱（抜粋） 

第１ 産技高専アドミッションポリシー（入学者受入方針） 

産技高専は次のような人の編入学を歓迎する。 

１ 向上心を持ち、自分の決めた目標に向けて粘り強く努力できる人 

２ 数学や専門科目についての基本的な学力を有し、高度な工学を志向する人 

３ 基礎的教養を備え、積極的で協調性のある人 

４ コミュニケーション能力を身につけ、世界を舞台に活躍したい人 

５ ものづくりが得意で、実践的な技術者になりたいと考えている人 

  （略） 

第６ 選抜方法 

入学者の選抜は、高等学校長から提出された推薦書、調査書及び面接（口頭試問を含む。）の結果を総合し

て行う。 

 

（出典 平成 25 年度東京都立産業技術高等専門学校編入学者選抜実施要綱 抜粋） 
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これらの入学者受入方針は、教職員会議で全教職員に配布し説明するとともに、毎年度配布する学

校要覧にも掲載することにより、教職員への周知を行っている（資料４－１－①－７、８）。平成23

年度に行った教職員の周知状況に関するアンケート調査の結果によれば、本校の全教員の約９割、全

職員の約７割は「よく知っている」又は「ある程度知っている」と答えており、実際にほぼ周知され

ている状況である（資料４－１－①－９）。 

資料４－１－①－７ 
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（出典 平成 23 年 9 月 21 日 教職員会議資料） 
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資料４－１－①－８ 

 

 

 
（出典 平成 23 年度学校要覧 P.３,４） 

 

資料４－１－①－９ 

 

アドミッションポリシーアンケート結果（平成 23年 3月実施） 

 
（出典 教務室資料） 
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また、将来の学生を含めた社会に対しては、全教職員にも配布している学校要覧のほか、主に中学

生向けの「学校案内」（資料４－１－①－10）、学校説明会（資料４－１－①－11）等での説明、学

生募集要項（資料４－１－①－12～14）、ウェブサイト（資料４－１－①－15）などで、理解されや

すい形でわかりやすく公表している。 

 

資料４－１－①－10 

 
（出典 学校案内 2013 P.22） 

 

資料４－１－①－11 

 
 

（出典 平成 24 年度学校説明会ポスター 一部抜粋） 

 

資料４－１－①－12 

平成２４年度学生募集要項（抜粋） 

第１ 募集人員及び選抜方法 

  （略） 

３  本校の期待する生徒の姿（アドミッションポリシー）  

本校は次のような人の入学を歓迎します。 

１ 向上心を持ち、自分の決めた目標に向けて粘り強く努力できる人 

２ 数学や理科が好きな人 

３ 生徒会活動、部活動、ボランティア活動を通じて、社会に役立とうと思っている人 

４ 英語が好きで、世界を舞台に活躍したいと考えている人 

５ 技術家庭（技術分野）が好きで、将来は技術者になりたいと考えている人 

（略） 

第２ 推薦に基づく選抜 
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  （略） 

５ 選考の基本方針 

    選考は、次の表「推薦に基づく選抜の配点」により、調査書、面接及び小論文を用いて、総合的に行いま

す。 

     推薦に基づく選抜の配点  

満   点 

調査書  面 接 小論文 ※ 

６００ ３００ ２００ 

※ 小論文 

      与えられた資料に基づいて、自分の考えをまとめる。 

 

（出典 平成 24 年度学生募集要項（本科：ものづくり工学科）抜粋） 

 

資料４－１－①－13 

平成２５年度専攻科学生募集要項（抜粋） 

 

Ⅰ アドミッションポリシー 

 本校専攻科は次のような人の入学を歓迎します。 

１ 数学や工学基礎に関する基礎学力を有し、より高度な工学を学ぼうとする人 

    ２ 工学について広い視野を持ち、課題に向かって挑戦しようとする意欲のある人 

    ３ 科学技術を通して国際社会に貢献したい人 

  （略） 

Ⅳ 推薦による選抜 

  （略） 

３ 選抜方法 

入学者の選抜は、出身学校長から提出された推薦書、調査書及び成績証明書並びに面接 

（口頭試問を含む。）の結果を総合して行います。 

  （略） 

Ⅴ 学力による選抜 

  （略） 

３ 選抜方法 

   入学者の選抜は、学力検査の成績、TOEIC スコアに基づく換算得点、成績証明書 

  及び面接（口頭試問を含む。）の結果を総合して行います。 

 

（出典 平成 25 年度専攻科学生募集要項 抜粋） 

 

資料４－１－①－14 

平成２４年度編入学生募集要項（抜粋） 

 

１ 東京都立産業技術高等専門学校アドミッションポリシー（入学者受入方針） 

東京都立産業技術高等専門学校は次のような人の編入学を歓迎します。 

１ 向上心を持ち、自分の決めた目標に向けて粘り強く努力できる人 

２ 数学や専門科目についての基本的な学力を有し、高度な工学を志向する人 

３ 基礎的教養を備え、積極的で協調性のある人 

４ コミュニケーション能力を身につけ、世界を舞台に活躍したい人 

５ ものづくりが得意で、実践的な技術者になりたいと考えている人 

  （略） 

６ 選抜方法 

入学者の選抜は、高等学校長から提出された推薦書、調査書及び面接（口頭試問を含む）の結果を総合して

行います。 

 

（出典 平成 24 年度編入学生募集要項 抜粋） 
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資料４－１－①－15 

     
（URL：http://www.metro-cit.ac.jp/examination/policy.html#honka）   （出典 本校ウェブサイト） 

 

http://www.metro-cit.ac.jp/examination/policy.html#honka
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では、準学士課程、専攻科課程及び編入学それぞれに対しアドミッション・ポリシーを明確に

定め、全教職員に周知している。教職員への周知状況に関するアンケート調査結果から、実際に全教

職員にほぼ周知されていることが確認できる。また、入学案内や学生募集要項等の配布、ウェブサイ

トへの掲載等を通じて広く社会に公表している。 

 以上のことから、教育の目的に沿って入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）を明確に定め、

教職員に対して周知している。また、将来の学生を含めた社会に理解しやすい形で公表されていると

判断できる。 

 

観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程の入学者選抜は、「推薦選抜」と「学力選抜」の２種類で実施している（資料４－２－

①－１）。推薦選抜は入学者受入方針に従い、中学校長の作成する調査書による評定、小論文及び面

接により選考を行っている（資料４－２－①－２）。調査書による評定では学習活動の状況を確認し

（資料４－２－①－３）、小論文では志願者の適性・興味・関心、学習意欲等を推し量ることができ

るようテーマを設定している（資料４－２－①－４）。また、面接では入学者受入方針に従い、｢学

習への意欲｣｢工学への適性｣｢中学校での活動状況｣の３点を評価の観点に設定している（現地確認資

料）。 
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資料４－２－①－１ 

入学者選抜の概要 

 
（出典 プレス発表資料） 

 

資料４－２－①－２ 

準学士課程選抜方法（推薦） 

 

５ 選考の基本方針 

    選考は、次の表「推薦に基づく選抜の配点」により、調査書、面接及び小論文を用いて、総合的に行いま

す。 

     推薦に基づく選抜の配点  

満   点 

調査書  面 接 小論文 ※ 

６００ ３００ ２００ 

※ 小論文 

      与えられた資料に基づいて、自分の考えをまとめる。 

 

（出典 H24 学生募集要項（本科：ものづくり工学科）抜粋） 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準４ 

- 120 - 

 

資料４－２－①－３ 

準学士課程選抜（推薦）調査書 

   
（出典 平成 24 年度学生募集要項（本科：ものづくり工学科）抜粋） 
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資料４－２－①－４ 

 

東京都立産業技術高等専門学校　過去入試問題

推薦に基づく選抜小論文（平成22～24年度）

年　度 問　　　　題

平成22年度
　東京のような大都市には多くの人が生活しています。多くの人が生活することで起こる問題の例を挙げ、

どのような科学技術で解決したらよいか、600字以内で述べなさい。

平成23年度

　今後、家庭内でロボットが活躍することが予想されます。人間とロボットが一緒に生活をする時、特にロ

ボットが人間に危害を加えないよう、安全性が確保されなければなりません。そこで、人間とロボットが共存

する場合、安全面でどのようなことが問題になるか、具体的な例を挙げてその問題をどのような科学技術で

解決したらよいか、600字以内で述べなさい。

平成24年度

　これから、「ものづくり」について、考えてもらいます。

　「ものづくり」には、アイディアや企画から始まって、調査、設計、材料の用意、技術の活用、生産、販売

など、様々な活動があります。

　あなたが、何か「ものづくり」をしようとする時、注意しなければならないこと（重視することでも良い）を3

つあげて、どうしてなのか、600字以内で説明しなさい。

〔注〕注意しなければならないこと（重視することでも良い）は、作業方法でも、考え方でもかまいません。

 
（出典 管理課作成資料） 

 

学力選抜も入学者受入方針に従い、国語、数学、英語の学力検査及び調査書により選考を行ってい

る。志願者が中学生であることを鑑み、学力検査の出題は本校独自で作問を行っているが、学習指導

要領の範囲内で基礎的な知識を問う内容にしており（資料４－２－①－５）、英語では実践力を問う

ためにリスニング問題を課しているのが特徴である（資料４－２－①－６）。また、数学の得点につ

いては傾斜配点を実施している（資料４－２－①－７）。調査書による評定では推薦選抜と同様の様

式を用い、学習活動の状況を確認している（前掲資料４－２－①－３）。理科及び学力検査を実施し

ない教科の調査書評定については、総合的なバランスを考慮してそれぞれ傾斜配点を行っている（資

料４－２－①―７）。 

 

資料４－２－①－５ 

 ＜学力検査に基づく選抜＞ 

第２－７ 問題作成 

(1) 出題の基本方針                                             

ア 中学校の教育課程に基づく学習の成果としての学力を検査することを基本とし、出題の範囲は、中学校学

習指導要領に示されている内容によるものとする。 

イ 出願の内容は、各教科とも、中学校学習指導要領に示されている教科の目標及び内容に照らして基本的な

事項を選ぶとともに、一部の領域に偏ることのないようにする。 
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ウ 出題に当たっては、基礎的・基本的な内容の定着や、思考力、判断力、応用力、表現力などをみるととも

に、体験的な学習や問題解決的な学習などの成果もみることができるようにする。 

 エ 平成２１年度から実施の、教育課程の移行措置に配慮する。 

(2) 検査問題は、高専の検査問題作成委員会が作成する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜実施要綱 抜粋） 

 

資料４－２－①－６ 

 

平成 22 年度 東京都立産業技術高等専門学校 英語学力検査リスニングテスト 

 

開始時の説明 

『これから放送によるリスニングテストを行います。問題用紙の１ページを開いてください。問題は第１部と第２

部に分かれています。第１部では，対話がそれぞれ２度ずつ読まれます。その対話に続ける言葉として最も適切なも

のを選んで，記号で答えなさい。なお，放送中に問題用紙の余白にメモをとってもかまいません。では第１部を始め

ます。』 

 

第１部 

〔No.1〕 

 
〔No.2〕 

 
〔No.3〕 

 
〔No.4〕 

 
『これで第１部を終わります。』 

 

『では，第２部を始めます。第２部では，対話とその内容についての質問が，それぞれ２度ずつ読まれます。その質

問に対する最も適切な答えを選んで，記号で答えなさい。なお，放送中に問題用紙の余白にメモをとってもかまいま

せん。では，第２部を始めます。』 

 

第２部 

〔No.1〕 

 
Question:  When will they study for the English test? 

 

Mary : Hi, Ken.  Did you hear we’re having an English test on Friday? 

Ken  :  No, I didn’t.  I should study for it.  Will you help me, Mary? 

Mary : Sure.  When do you want to study? 

Ken  : How about tomorrow? 
Mary : That’s the day before the test.  OK.  Let’s study tomorrow, after school.  

Kyoko: Hi, Bob.  My sister, Mariko, came back to Japan yesterday. 

Bob  :  She went to America to study English, didn’t she, Kyoko? 

Kyoko: Yes, she stayed in New York. 

Bob  : How long was she there? 
Kyoko: (          ) 

Clerk    : Can I help you? 

Customer: I’m looking for a present for my brother. 

Clerk    : Well, how about this pen? 

Customer: Oh, it’s very beautiful.  How much is it? 

Clerk    : It’s fifty thousand yen. 

Customer: (          ) 

John  : Mother, you know I love you very much. 

Mother: Right. OK, what have you done, John? 

John  : Who says I’ve done something? 

Mother: No one.  But you always talk like that when you have done something bad. 

John  : (          ) 

Mother: Tom, do you remember tomorrow is Father’s birthday? 

Tom   : Yes, I have a present for him. 

Mother: Where shall we go for dinner? 

Tom   : Let’s go to that Sukiyaki restaurant near the station.  I love Sukiyaki. 

Mother: But he doesn’t, you know.  

Tom   : (          ) 
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〔No.2〕 

 
Question: Where did Michael first meet Nancy? 

 

〔No.3〕 

 
Question:  How many persons are there in the picture? 

 

〔No.4〕 

 
Question:  How will they come to the concert? 

 

『これで放送による問題を終ります。』 

 

                                             

 

平成 23年度 産技高専英語学力検査リスニングテスト 

 

開始時の説明 

『これから放送によるリスニングテストを行います。問題用紙の１ページを開いてください。問題は第１部と第２

部に分かれています。第１部では，対話がそれぞれ２度ずつ読まれます。その対話に続ける言葉として最も適切なも

のを選んで，記号で答えなさい。なお，放送中に問題用紙の余白にメモをとってもかまいません。では第１部を始め

ます。』 

 

第１部 

〔No.1〕 

 
〔No.2〕 

 
〔No.3〕 

 
〔No.4〕 

 
『これで第１部を終わります。』 

Michael: Hi, my name is Michael. 

Betty  : Nice to meet you, Michael.  My name is Betty. 

Michael: Nice to meet you, too, Betty.  Are you a friend of Nancy’s? 

Betty  : Yes, I am.  I was born in Australia, and I first met her in London. 
Michael: Really?  I was born in Australia, and I first met her in Canada. 

Satoshi : Look, Kumiko.  I’ve found an old picture of my family. 

Kumiko :  Oh, let me see it.  Who are these people? 

Satoshi : They are my parents. This boy is me and the baby is my sister. 

Kumiko : What about your other two brothers? 
Satoshi : They weren’t born yet. 

Mike :  Hi, Kate.  We’re having a guitar concert tomorrow afternoon at our school.  Can you come and see 

it? 

Kate :  Yes, sure, Mike.  My father likes guitar music and maybe he will come 

with me. 

Mike :  I’m glad to hear that.  But do you know you can’t come to our school by car? 

Kate :  Don’t worry.  We’ll come by bike. 
Mike :  O.K.  I’ll be waiting.  See you then. 

Keiko : What are you looking at, Jim?   

Jim    : I’m looking at some pictures.  I took them in Kyoto.  

Keiko : Kyoto?  When did you go there? 
Jim    : (         ) 

Mike : Are you going to go shopping, Kate?   

Kate  : Yes, I am.  But why do you ask?  

Mike : I have something to buy.  Can I go with you? 
Kate  : (         ) 

Keiko  : Hello, this is Keiko.  May I speak to Mary? 

John   : I’m sorry she is out. 

Keiko  : Will you tell her to call me this evening? 
John   : (           ) 

Lisa  :Did you enjoy the movie? 

John  :Yes, I did.  It was exciting.  Thank you for the video. 

Lisa   : That’s OK.  Here’s another one for you. 

John  : (           ) 



東京都立産業技術高等専門学校 基準４ 

- 124 - 

 

 

『では，第２部を始めます。第２部では，対話とその内容についての質問が，それぞれ 

２度ずつ読まれます。その質問に対する最も適切な答えを選んで，記号で答えなさい。なお，放送中に問題用紙の余

白にメモをとってもかまいません。では，第２部を始めます。』 

 

第２部 

〔No.1〕 

 
Question:  When will they go shopping? 

 

〔No.2〕 

 
Question:  Why did Yoko go to America? 

 

〔No.3〕 

 
Question: What is Kate going to do Sunday evening? 

 

〔No.4〕 

 
Question: What time does Keiko get up on Saturday? 

 

『これで放送による問題を終ります。』 

                                             

平成 24年度 産技高専英語学力検査リスニングテスト 

 

開始時の説明 

『これから放送によるリスニングテストを行います。問題用紙の１ページを開いてください。問題は第１部と第２

部に分かれています。第１部では，対話がそれぞれ２度ずつ読まれます。その対話に続ける言葉として最も適切なも

のを選んで，記号で答えなさい。なお，放送中に問題用紙の余白にメモをとってもかまいません。では第１部を始め

ます。』 

 

〔No.1〕 

 
〔No.2〕 

 
〔No.3〕 

David : How is the weather tomorrow? 

Sara   : It’s going to rain in the morning but it will stop in the afternoon.  

David : Then, let’s go shopping tomorrow afternoon. 

Sara   : That’s a good idea. 

Yoko : Tom, this is for you.  I bought it in America.  

Tom  : Thank you, Yoko.  Why did you go to America? 

Yoko : I went there to join an English class with my brother.  

Tom  : That’s good.  Did you enjoy it? 
Yoko  : Yes, I made a lot of friends there. 

Kate  : What are you going to do this Sunday, Bill? 

Bill  : I’m going to watch a soccer game with my brother.  How about you, Kate? 

Kate  : My sister will come from America.  So, we’ll have dinner together Sunday evening.  
Bill  : That sounds nice. 

Tim    : What time do you usually get up? 

Keiko : I usually get up at six, but I have to get up at five on Saturday. 

Tim    : At five?  Why? 
Keiko : Because I practice judo in the morning. 

A woman:  Excuse me.  Could you tell me the way to Tokyo Station? 

A man :  Sure, it’s easy.  Go straight along this street, and turn right at the book store. 

A woman:  Yes, and then? 

A man :  After you walk for about five minutes, you’ll see the station on your left.  

A woman:   Oh, I see.  Thank you very much. 
A man :   (          ) 

A man :  Hello, Mary.  I’m looking for Bob.  Did you see him? 

A woman:  Oh, hello, Tom.  I saw him in front of the zoo ten minutes ago. 

A man :  Oh, really?  I thought we were going to meet here at the park at 9:00. 

A woman:  Well, I think he is waiting for you at the zoo. 
  A man :   (          ) 
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〔No.4〕  

 
 

『これで第１部を終わります。』 

 

『では，第 2 部を始めます。第 2 部では，対話とその内容についての質問が，それぞれ 2 度ずつ読まれます。その

質問に対する最も適切な答えを選んで，記号で答えなさい。なお，放送中に問題用紙の余白にメモをとってもかまい

ません。では，第 2 部を始めます。』 

 

〔No.1〕 

 
〔No.2〕 

 
Question:  How long will Tom wait from now? 

 

〔No.3〕 

 
Question:  What are they talking about? 

 

〔No.4〕 

 
Question:  Where will they go next year? 

 

『これで放送による問題を終ります。』 

 

（出典 管理課資料） 

 

 

 

A woman:  Hello, this is Mariko Tanaka speaking. 

A man :  Hello, this is Tom. 

A woman:  Oh, hello, Tom.  What’s up? 

A man :  I’m sorry.  I can’t come to work today. 

A woman:   Oh, what’s the matter? 
    A man :   (          ) 

A woman:  Did you see the movie on TV last night? 

A man :  No, I didn’t.  I was doing my homework.  Did you like it? 

A woman:  Yes, it was great.  I cried. 

A man :  Oh, did you?  Why? 
  A woman:   (          ) 

A man :  How is your life in England, Mariko? 

A woman:  Oh, I’m worried about my English.  It’s difficult to speak English. 

A man :  Well, you should speak first. 

A woman:   What should I talk about? 
A man :  The weather.  It’s easy to start talking about the weather. 

A woman:  Hello, Tom.  What are you doing? 

A man :  Oh, hello, Jane.  I want to study in the library, but I think  

I came too early.  

A woman:  What time did you come here?  The library opens at 9:30. 

A man :  Oh, really?  I came here at 8:30. 

A woman:   It’s 9:10 now.  You have to wait so long.   

A woman:  Shall we go to a restaurant tonight?   

A man :  Oh, yes!  Let’s. 

A woman:  Which one do you want to go to? 

A man :  How about “Tokyo Star?” 
A woman:   “Tokyo Star.”  That’s good!  Let’s go. 

A woman:  I want to go to Canada or China this year, Bob. 

A man :  That’s a good idea, Mary, but I want to go to America. 

A woman:  But we went to America and Australia last year.  How about China? 

A man :  But we have decided to go to China next year.  Do you remember? 
A woman:  Yes, so let’s go to Canada. 
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資料４－２－①－７ 

学力選抜（準学士課程）の配点 

別表１ 学力検査に基づく選抜（第一次募集・第二次募集）の配点 

 

科  名 

学力検査 調査書 

学力検査：調査書 

満 点 

教 科 
学校指定による 

傾斜配点 

教科の評定の扱い 

学力検査 調査書点 

学力検査を 

実施する 

教科 

学力検査を 

実施しない 

教科 

ものづくり 

工 学 科 
国数英 数 １．５倍 １倍 

理 1.4倍 

他 1.2倍 
７ ： ３ ７００ ３００ 

  

（出典 東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜実施要綱 抜粋） 

 

準学士課程の推薦選抜、学力選抜ともに、選考委員会が入学者選抜実施要綱で定める配点に従って

選考し、最終的には校長が総合的に判断した上で合格者を決定している（資料４－２－①－８）。 

資料４－２－①－８ 

準学士課程選抜方法 

第１－７ 選考 

(1) 選考の基本方針 

  ア 選考は、下表の「推薦に基づく選抜の配点」により、調査書、面接及び小論文を用いて、総合的に判断して

行う。 

 

推薦に基づく選抜の配点 

満   点 

調査書 面 接 小論文 ※ 

６００ ３００ ２００ 

   ※小論文 与えられた資料に基づいて、自分の考えをまとめる。 

 

  イ  調査書における必修教科の評定（９教科）を調査書点として点数化する。 

（ア）各教科に傾斜配点を設けない。 

（イ）評定の欄に斜線の引いてある調査書の各教科の学習の記録の処理方法については、高専が適切に定める。 

ウ 面接、小論文については、高専が適切に基準を定めてそれぞれの得点として点数化する。 

エ 選考に当たっては、推薦書の〔推薦理由欄〕にも十分配慮する。    

オ 選考のための順位を定めるに当たっては、同順位が出ないように優先順位を設ける。 

(2) 選考委員会 

 ア 高専に選考委員会を置き、推薦に基づく選抜の実施、合格候補者の決定その他選抜に関する事務を行う。 

 イ 選考委員会は、校長、副校長、教務主事、学生主事、管理部長、管理課長及び校長の指定する教職員をもって

組織し、校長を選考委員長とする。 

(3) 合格者の決定 

校長は、選考委員会の資料を総合的に判断して、合格者を決定する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校入学者選抜実施要綱 抜粋） 
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専攻科課程の入学者選抜も、推薦選抜と学力選抜の２種類を実施している（資料４－２－①－９）。

推薦選抜は入学者受入方針に従い、出身学校長から提出された推薦書、調査書及び成績証明書（資料

４－２－①－10～12）並びに面接（現地確認資料）により選考を行っている。学力選抜も入学者受入

方針に従い、学力検査の成績、TOEICスコアに基づく換算得点、成績証明書（資料４－２－①－13）

及び面接（現地確認資料）により選考を行っている。 

 

資料４－２－①－９ 

入学者選抜（専攻科課程）の概要 

 
（出典 プレス発表資料） 
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資料４－２－①－10 

専攻科課程選抜方法の資料（推薦） 

（３）提出書類 １～５は全員が提出するものです。６は該当者のみ提出してください。 

１ 入学願書 

    
必ず右上に推薦と書かれた用紙を使用してください。学力と書かれた用紙

は使用できません。 

所定用紙に必要事項を記入し、３か月以内に撮影した正面上半身脱帽

(4.5cm×3.5cm)の写真を貼付してください。カラー又は白黒とします。 

２ 調査書 

   

所定用紙を使用し、出身学校長が作成し厳封したものに限ります。ま

た成績証明書の評価を評定で記入した場合は、｢評語の評定基準」に明示し

てください。 

３ 成績証明書 出身学校所定の用紙を使用し、出身学校長が作成し厳封したものに限り

ます。 

高等学校から高等専門学校に編入学した者については、出身高等学校

の成績証明書も添付してください。 

４ 推薦書 所定用紙を使用し、出身学校長が作成し厳封したものに限ります。 

５ 入学考査料 

 

１２，６００円（振込みによる納入に限ります。） 

「Ⅵ 入学考査料の振込みについて（本要項１０ページ）」を参照し、記

載の指示に従って納入してください。 

金融機関で受け取った振込金（兼手数料）受取書を入学願書の裏面に貼付

し、同封してください。 

６ 受検票送付用 

  封筒 

出願書類を郵送する場合は、受検者の郵便番号・住所・氏名を明記し、５

００円分の切手（書留郵便による郵送料相当）を貼付した返信用封筒（サ

イズ長形 3 号 120×235ｍｍ）を同封してください。 

 

（出典 平成 25 年度専攻科学生募集要項 抜粋） 
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資料４－２－①－11 

専攻科課程選抜方法（推薦） 

       
（出典 平成 25 年度専攻科学生募集要項 抜粋） 
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資料４－２－①－12 

専攻科課程選抜方法（推薦） 

       
（出典 平成 25 年度専攻科学生募集要項 抜粋） 
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資料４－２－①－13 

専攻科課程選抜方法（学力） 

 

（３）提出書類 １～４は全員が提出するものです。５は該当者のみ提出してください。 

１ 入学願書 

   
必ず右上に学力と書かれた用紙を使用してください。推薦と書かれた用

紙は使用できません。 

所定用紙に必要事項を記入し、３か月以内に撮影した正面上半身脱帽

(4.5cm×3.5cm)の写真を貼付してください。カラー又は白黒とします。 

２ 成績証明書 出身学校所定の用紙を使用し、出身学校長が作成し厳封したものに限

ります。 

ただし、出願資格（１）、（３）により出願する者はそれぞれ下記

の書類を提出してください。 

・出願資格（１）により出願する者で、高等学校から高等専門学校

に編入学した者については、出身高等学校の成績証明書も添付して

ください。 

・出願資格（３）により出願する者は、次の証明書等を併せて提出

してください。 

①専修学校が発行する修業年限２年以上で、かつ、修了に必要な総

授業時間数が 1,700 時間以上の専門課程を修了し、学校教育法第

132 条の規定により大学に編入学することができる者であることを

証明する書類 

②専修学校の専門課程の学科や履修内容が確認できる書類 

３ 入学考査料 

 

１２,６００円（振込みによる納入に限ります。） 

「Ⅵ 入学考査料の振込みについて（本要項１０ページ）」を参照し、

記載の指示に従って納入してください。 

金融機関で受け取った振込金（兼手数料）受取書を入学願書の裏面に貼

付し、同封してください。 

４ TOEIC スコア 

 

 

学力検査日を基準として、２年以内に取得した TOEIC 公開テストの公

式認定証（Official Score Certificate）または、TOEIC-IP 個人成績表

（Score Report）の原本及び写し 

・原本は確認後、返却します。 

・複数のスコアを所有している場合は、最も高い得点のものを提出して

ください。 

５ 受検票・TOEIC

スコア原本送付用封

筒 

出願書類を郵送する場合は、受検者の郵便番号・住所・氏名を明記し、

５４０円分の切手（書留郵便による郵送料相当）を貼付した返信用封筒

（サイズ角型 2 号 240×332ｍｍ）を同封してください。 

 

（出典 平成 25 年度専攻科学生募集要項 抜粋） 

 

専攻科課程の推薦選抜、学力選抜ともに、選考委員会が別に定める配点に従って選考し、最終的に

は校長が総合的に判断した上で合格者を決定している（資料４－２－①－14）。 

 

資料４－２－①－14 

専攻科課程選抜方法 

 

（３）選考委員会 

   ①本校に選考委員会を置き、推薦による選抜の合格候補者の決定その他選抜に関 

   する事務を行う。 

   ②選考委員会は、校長、副校長、教務主事、学生主事、管理部長、管理課長及び 

校長の指定する教職員をもって組織し、校長を選考委員長とする。 

 

（出典 平成 25 年度専攻科入学者選抜実施要綱 抜粋） 

 

本校の編入学は応募資格を限定しており、東京都立工業高等学校校長会の会長推薦を受けた志願者

に対する推薦選抜のみである。本選抜も入学者受入方針に従って、高等学校長から提出された推薦書、
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調査書（資料４－２－①－15）及び面接（現地確認資料）により行っている。 

選考は、選考委員会が別に定める配点に従って選考し、最終的には校長が総合的に判断した上で合

格者を決定している（資料４－２－①－16）。 

 

資料４－２－①－15 

編入学選抜方法 

 

（３）提出書類 

ア 編入学願書 所定用紙に必要事項を記入し、３ヶ月以内に撮影した正面上半身 

脱帽（３ｃｍ×４ｃｍ）の写真を貼付してください。カラー又は白黒とし

ます。 

イ 推薦書 所定用紙を使用し、在学している高等学校の校長が証明し厳封したものに

限ります。 

ウ 調査書 在学している高等学校所定の用紙を使用し、在学している高等学校の校長

が証明し厳封したものに限ります。 

エ 住民票記載事項 

  証明書 

所定用紙又は区市町村所定様式を使用し、志願者及び保護者について区市

町村長の証明を受けてください。 

（保護者に外国籍の者がいる場合は、その者については登録原票記載事項

証明書） 

オ 転居に関する 

  申立書 

基準日（東京都立工業高等学校長会長の推薦を受けた日）現在、東京都外

に住所を有している者で、入学日までに都内に転居することが確実な者

は、下記の転居を証明する書類（※）と合わせて提出してください。 

カ 入学考査料 １２，６００円 

公立大学法人首都大学東京所定の振込依頼書を使用して銀行振込で納入し

てください。（振込による納入に限ります。） 

納入後、金融機関で受け取った振込金（兼手数料）受取書を入学願書の裏

面に貼付してください。振込手続の詳細は「（４）入学考査料の納入」に

よります。 

キ 受検票送付用 

  封筒 

受検者の郵便番号・住所・氏名を明記し、３５０円切手（速達料を含む）

を貼付した返信用封筒（サイズ長形３号 120ｍｍ×235ｍｍ）を同封してく

ださい。 

 

（出典 平成 24 年度編入学生募集要項 抜粋） 

 

資料４－２－①－16 

編入学選抜方法 

 

第７ 合格者の決定 

（１）産技高専に選考委員会を置き、選抜の実施、合格候補者の決定その他選抜に関する事務を行う。 

（２）選考委員会は産技高専の校長、副校長、教務主事、学生主事、管理部長、管理課長及び校長の指定する教職

員をもって組織し、校長を選考委員長とする。 

（３）産技高専の校長は、選考委員会の資料を総合的に判断して、合格者を決定する。 

 

（出典 平成 24 年度東京都立産業技術高等専門学校編入学者選抜実施要綱 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の入学者選抜は、準学士課程、専攻科課程及び編入学のいずれにおいても、入学者受入方針を

踏まえた選考方法、面接内容、配点・出題方針等が採用されており、実際の選抜も各選考委員会で入

学者受入方針に基づいて選考した上で校長が決定している。 

 以上のことから、入学者受入方針に沿って適切な学生の受入方法が採用されており、実際の入学者

選抜が適切に実施されていると判断できる。 
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観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証するための取組が行われており，その結果を入学者選

抜の改善に役立てているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、準学士課程及び専攻科課程の入学者選抜にかかる検証を行うため、入試検討委員会を設

置している（資料４－２－②－１）。また、編入学にかかる検証については、編入学委員会が別に設

置されている（資料４－２－②－２）。 

 

資料４－２－②－１ 

東京都立産業技術高等専門学校入試検討委員会設置要綱 

 

21 産技専管荒第 66 号 

平成 21 年 4 月 1 日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第３条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等

専門学校入試検討委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) ものづくり工学科の入学者選抜に関する方針案の策定、制度の検証及び改善に関すること。 

(2) 専攻科の入学者選抜に関する方針案の策定、制度の検証及び改善に関すること。 

(3) その他、入学者選抜に関し、副校長が特に必要と認める事項に関すること。 

（構成） 

第３条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

(1) 副校長 

(2) ものづくり工学科長 

(3) 創造工学専攻長 

(4) 教務室長 

(5) 入試室長 

(6) 専攻科室長 

(7) 教務学生係長 

(8) 学生支援・入試担当係長 

２ 前項のほか、副校長が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長には、副校長を充てる。 

３ 委員長は、委員会を招集し主宰する。 

４ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が代理する。 

（任期） 

第５条 第３条に掲げる委員の任期は 1 年とする。ただし、委員交代による委員の任期は前任者の残余の期間とす

る。 

（部会） 

第６条 必要に応じ、委員会の下部組織として部会を置くことができる。 

（運営） 

第７条 委員会は、委員長が必要と認めたときに召集する。 

２ 委員会の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課学生支援・入試担当が行う。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校入試検討委員会設置要綱 抜粋） 
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資料４－２－②－２ 

東京都立産業技術高等専門学校編入学委員会設置要綱 

 

23 産技専管品第 478 号 

制定 平 成 2 3 年 6 月 2 9 日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第３条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等

専門学校編入学委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（委員会の職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 編入学プログラムの策定及び策定したプログラムの検証、改善に関すること 

(2) 編入予定学生への入学前指導に関すること 

(3) その他委員長が必要と認めること 

（委員会の構成） 

第３条 委員会の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 副校長 

(2) 教務主事 

(3) コース長 

(4) 数学担当教員 各キャンパス１名 

(5) 調整担当係長 

２ 前項のほか、副校長が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、副校長とする。 

３ 委員長は、委員会を招集し、主宰する。 

４ 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

５ 委員長が欠けたときは副委員長が、その職務を代理する。 

 （任期） 

第５条 第３条に掲げる委員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、委員交代による委員の任期は前任者の残

余期間とする。 

 （運営） 

第６条 委員会は、委員長が必要と認めたときに召集する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課調整係において行う。 

 （部会の設置） 

第８条 編入学生への支援に関する事項について所掌する部会を各キャンパスに設置する。 

 （部会の職務） 

第９条 部会は、編入学生への学習支援、学生生活支援、進路支援等に関して検証、改善を実施する。 

 （部会の構成員） 

第１０条 部会の構成員は、キャンパスごとに次の各号に掲げるものとする。 

(1) 教務主事 

(2) 学生主事 

(3) 編入学生が在籍するクラス担任 

(4) 編入学生が在籍するコース長 

(5) 編入生ＳＡ 

(6) 教務学生係長 

２ 部会の長は、教務主事とする。 

（部会の運営） 

第１１条 部会の長は、部会を招集し、主宰する。 

２ 部会の長は、部会の結果を委員会へ報告する。 

３ 部会の事務は、各キャンパスの教務学生係が行う。 

（その他） 

第１２条 委員会に関し、この要綱に定める以外の事項については、委員長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校編入学委員会設置要綱 抜粋） 
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入試検討委員会では入学後の成績及び卒業率、志願動向を分析するなどの検証を行っている。本校

では現在までのところ、検証結果から入学者選抜の改善につながった事例はないが、推薦選抜の方法

や推薦と学力の募集比率などについて、更に今後の検証結果を踏まえて検討していくこととなってい

る（資料４－２－②－３）。 

 

資料４－２－②－３ 

 

第１回入試検討委員会 議事録 

 

 

日時： 平成 24 年 6 月 25 日（月曜日） １６時半から１７時まで 

 

場所： 小会議室（ＴＶ会議） 

 

出席者： 副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、品川教務室長、入試室長、 

専攻科室長、両キャンパス教務学生係長、学生支援・入試担当係長 

 

欠席者： 荒川教務室長 

 

【議題】 

 

１ 本科推薦入試について 

 ･ 都教委に確認した上で、２５年度入試は今までどおりの実施とする。 

 ･ アドミッションポリシーに基づいた選抜や集団面接の導入など入試制度の体系を見直すため、

２６年度入試に向け検討していく。 

 ･ 今までの入試分析を踏まえ、今後の入試制度を検討する。 

 

２ 平成 25 年度専攻科入試について 

 ･ 学力の設定日について、他大学と比べ時期が早いため検討する必要がある。 

 

３ その他 

  なし 

 

〈配布資料〉 

 

資料 1 平成２５年度東京都立高等学校入学者選抜における推薦に基づく選抜の実施方針について 

資料 2 平成 25 年度専攻科入試結果一覧 

 

（出典 平成 24 年 6 月 25 日 入試検討委員会議事録） 
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 編入学委員会では入学後の成績や就学状況を検証し、改善方策の検討に着手したところである（資

料４－２－②－４）。 

 

資料４－２－②－４ 

編入学委員会での検討 

 

平成 24 年度 第 1 回 編入学委員会 議事録（抜粋） 

 

○日 時：平成 24 年 5 月 24 日（木）17:30 開会、18:10 閉会 

○場 所：ダイビル 12 階 秋葉原サテライトキャンパス会議室 

○出席者：＜品川＞田原副校長、松澤機械システム工学コース長、 

上島生産システム工学コース長、進藤電気電子工学コース長、 

大川電子情報工学コース長、高野一般科長、澤田先生、 

加藤調整担当係長、筒井主事 

     ＜荒川＞渡辺教務主事、生方情報通信工学コース長、 

根本ロボット工学コース長、山田航空宇宙工学コース長、 

吉澤医療福祉工学コース長、小野一般科長、竹居先生 

【議題】 

３ 今後の編入学プログラムのあり方について 

・田原副校長から、資料 2「編入学生の状況（平成 21～24 年度）」に基づき編入学生の状況について説明があっ

た。 

・5 名が退学しており、進路未定の学生もいるが、これらの原因について考える必要がある。評定平均等の資料を

今後提示していきたい。 

・田原副校長から、今後の編入学のあり方として、①入学前の選考過程をどうするか、②受け入れ体制、③専門の

ミスマッチをどうするか、について考えて行きたい旨説明があった。また、次回は数学について議論したいの

で、数学担当の先生方は意見をまとめて欲しい旨説明があった。 

 

（出典 平成 24 年５月 24 日 編入学委員会議事録抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程及び専攻科課程の入学者選抜については入試検討委員会で検証を行い、改善に向けた検

討を開始している。また、編入学についても同様に編入学委員会で検証を行い、改善方策の検討に着

手したところである。今後、それぞれの検証の結果を入学者選抜の改善に役立てていく。 

 

観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われる等，入学定員

と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況）  

本校の準学士課程の実入学者数は、定員320名に対して過去５年間で314名から343名の間で推移し

ている（資料４－３－①－１）。 

専攻科課程の実入学者数は、定員32名に対して平成20年度に16名と大幅に下回ったものの、平成21

年度以降は33名から40名の間で推移している（資料４－３－①－２）。 

 編入学については、欠員補充相当を目安に実施しており、特に定員を設けていない。現在までの編

入学者数の推移は資料のとおりである（資料４－３－①－３）。 

 平成20年度に専攻科課程の入学者数が大幅に下回った際には、次年度に向けて準学士課程第４、５

学年在籍学生を対象に説明会を実施するなどＰＲ活動を強化し、改善を図った。 
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資料４－３－①－１ 

準学士課程【入試状況】 

 

（本科） （　）はうち都外在住者

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

募集人員 64 64 64 64 64

志願者数 168 205 168 207 212

志願倍率 2.63 3.20 2.63 3.23 3.31

合格者数 64 64 64 64 64

入学者数 64 64 64 64 64

募集人員 256 256(40) 256(40) 256(40) 256(40)

志願者数 293 430(64) 461(115) 485(100) 538(133)

志願倍率 1.14 1.68 1.80 1.89 2.10

合格者数 277 300(56) 306(70) 293(68) 294(75)

入学者数 250 271(46) 279(62) 272(57) 253(59)

推薦入試

一般入試

 
 

（出典 平成 23 年度業務実績報告書 抜粋） 

 

資料４－３－①－２ 

専攻科課程【入試状況】 

 

（専攻科） （　）はうち都外在住者

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

募集人員 25 25 25 25 25

志願者数 3 18 23 40(4) 21(0)

志願倍率 0.12 0.72 0.92 1.60 0.84

合格者数 3 18 23 28(2) 21(0)

入学者数 3 18 23 27(2) 20(0)

募集人員 29 14 9 4 11

志願者数 15 34 34(4) 40(4) 38(4)

志願倍率 0.52 2.43 3.78 10.00 3.45

合格者数 13 19 21(2) 17(2) 26(2)

入学者数 13 18 11(1) 13(2) 13(2)

推薦入試

一般入試

 
 

（出典 平成 23 年度業務実績報告書 抜粋） 

 

資料４－３－①－３ 

【編入学者数の推移】 

 

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

入学者数 5 12 4 7  
 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程については、大幅な定員超過や定員割れは生じていない。専攻科課程については、平成

20年度に大幅な定員割れを生じたが、改善策を講じた結果、次年度以降は安定的に推移している。編

入学については定員を設けていないが、受入れた結果として収容定員を大幅に超過するような状況は

生じていない。 

 以上のことから、入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られていると判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 該当なし 
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（改善を要する点）  

 入学者選抜状況の検証は始めたばかりであり、今後は検証結果を活かして入学者選抜制度等の改善

につなげていく必要がある。 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

本校では、教育の目的に沿った入学者受入方針を、準学士課程、専攻科課程及び準学士課程への編

入学それぞれに対して明確に定め、教職員会議で全教職員に配布し説明するとともに、毎年度配布す

る学校要覧にも掲載することにより、教職員への周知を行っている。教職員への周知状況に関するア

ンケート調査結果から、実際に全教職員にほぼ周知されていることが確認できる。また、将来の学生

を含めた社会に対しては、入学案内や学生募集要項の配布、ウェブサイトへの掲載等を通じて広く公

表している。 

 準学士課程の入学者選抜は、「推薦選抜」と「学力選抜」の２種類で実施している。推薦選抜は入

学者受入方針に従い、中学校長の作成する調査書による評定、小論文及び面接により選考を行ってい

る。学力選抜も入学者受入方針に従い、国語、数学、英語の学力検査及び調査書により選考を行って

いる。 

 専攻科課程の入学者選抜も、推薦選抜と学力選抜の２種類を実施している。推薦選抜は入学者受入

方針に従い、出身学校長から提出された推薦書、調査書及び成績証明書並びに面接により選考を行っ

ている。学力選抜も入学者受入方針に従い、学力検査の成績、TOEICスコアに基づく換算得点、成績

証明書及び面接により選考を行っている。 

 本校の編入学は応募資格を限定しており、東京都立工業高等学校校長会の会長推薦を受けた志望者

に対する推薦選抜のみである。本選抜も入学者受入方針に従って、高等学校長から提出された推薦書、

調査書及び面接により行っている。 

準学士課程の推薦選抜・学力選抜、専攻科課程の推薦選抜・学力選抜及び編入学の選考それぞれに

おいて、選考委員会が別に定める配点に従って選考し、最終的には校長が総合的に判断した上で合格

者を決定している。以上のことから、入学者受入方針に沿って適切な学生の受入方法が採用されてお

り、実際の入学者選抜が適切に実施されていると言える。 

 準学士課程及び専攻科課程の入学者選抜については入試検討委員会で検証を行い、改善に向けた検

討を開始している。また、編入学についても同様に編入学委員会で検証を行い、改善方策の検討に着

手したところである。今後、それぞれの検証結果を入学者選抜の改善に役立てていく。 

 準学士課程については、大幅な定員超過や定員割れは生じていない。専攻科課程については、平成

20年度に大幅な定員割れを生じたが、改善策を講じた結果、平成21年度以降は安定的に推移している。

編入学については、欠員補充相当を目安に実施しているため定員を設けていないが、受入れた結果と

して収容定員を大幅に超過するような現状は生じていない。以上のことから、入学定員と実入学者数

との関係は適正化が図られていると判断できる。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置され，教育課程が体

系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣

旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校の準学士課程は一学科制（ものづくり工学科）を採っており、第１学年は本校のものづくり教

育全般に関する基礎基本を修得するよう、全員が同じ授業科目（ものづくり工学科目群）を履修する

（資料５－１－①－１～６）。第２学年からは８つの専門教育コースに分かれ、それぞれの専門分野

に応じた授業科目を体系的に学んでいく（資料５－１－①－７）。各専門教育コースは、到達目標と

しての「育成する人材像」を定めており、課程修了時に目標が達成できるよう、教育課程の編成方針

である「カリキュラム・ポリシー」に則ってそれぞれの専門教育課程を編成している（資料５－１－

①－８）。専門教育コースにかかわらず全員が履修するものづくり工学科目群は、第４学年で「ゼミ

ナール」が、第５学年で「卒業研究」が用意されており（資料５－１－①－９、10）、全体として教

育目標を達成できるように教育課程が編成されている。各専門教育コースでは、学生が学ぶ上で全体

的な構図を理解できるよう、主要科目の系統図を作成している（資料５－１－①－11）。 
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資料５－１－①－１ 

 

ものづくり工学科目（各コース共通）

1 2 3 4 5

情報リテラシー 1 1 13

プログラミング基礎 1 1 14

基礎電気工学 1 1 15

基礎製図 1 1 16

ものづくり実験実習 4 4 17
ゼミナール

（機械システム工学コース） 132
ゼミナール

（生産システム工学コース） 187
ゼミナール

（電気電子工学コース） 244
ゼミナール

（電子情報工学コース） 298
卒業研究

（機械システム工学コース） 146
卒業研究

（生産システム工学コース） 199
卒業研究

（電気電子工学コース） 253
卒業研究

（電子情報工学コース） 306

18 8 2 8
インターンシップ

（機械システム工学コース） 136
インターンシップ

（生産システム工学コース） 191
インターンシップ

（電気電子工学コース） 245
インターンシップ

（電子情報工学コース） 299
工業英語

（機械システム工学コース） 137
工業英語

（生産システム工学コース） 192
工業英語

（電気電子工学コース） 246
工業英語

（電子情報工学コース） 300

3 3 1

※１

2 2

8 8

共
通
必
修
科
目

選
択

2 2

1 1

選択科目開設単位数

必修科目単位数

単位
学年・単位

備考

集中

掲載

ページ

※１:品川キャンパスでは第４学年でのみ開講し、修得した
場合には必修単位として加算

授業科目

 
（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 
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資料５－１－①－２ 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

情報リテラシー 

(Information 

Literacy) 

工藤正樹、松本正樹、 

海津 宏、横井 健（以上常勤） 

１ 

 

１ 

専門科目 

前期 

２時間 
必修 

授業の概要 コンピュータを用いて、工学実験実習や卒業研究で必要となる技術情報の収

集、情報交換、報告書などの文書作成、プレゼンテーションなどを行う技法

を習得するため、コンピュータの基本操作、タイピング、ワードプロセッサ、

表計算、電子メール、インターネットでの情報検索、プレゼンテーションソ

フトなどを実習中心に学ぶ。また、インターネットアクセスに必要となるル

ールやマナーについても習得する。 

授業の進め方 情報センターの端末を使用し、実習を中心に学習する。ワープロ、表計算な

どの操作と活用方法を理解する。授業の最後には、習得したソフト操作方法

を駆使して、プレゼンテーションソフトを使用した発表会を全員が行う。 

到達目標 ① OS、ワープロ、表計算、プレゼンテーションソフトの基

本操作ができること。 

② 情報モラル理解し、適切な利用法でインターネットを取り

扱えること。 

③ 効果的なプレゼンテーションが行えること。 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 週 

導入・コンピュータの操作 

 

タッチタイピング 

ワープロ 

 

情報モラル 

 

インターネットとメール 

 

表計算とグラフ処理 

 

プレゼンテーション 

 

プレゼン準備 

プレゼン発表 

リテラシーの基本を理解し、OS 操作法、アプリケーションソ

フトの操作を理解する。 

タッチタイピングの基本を理解する。 

ワープロの操作法を理解し、タッチタイピング入力によりワ

ープロによる文章入力能力を習得する。 

個人情報管理の大切さや法令遵守の規範に基づく情報倫理を

理解する。 

ネットワークへの接続の設定、www プラウザの操作方法を理

解する。 

表計算ソフトの操作方法を知り、表計算によるシミュレーシ

ョンやグラフ作成の手法を理解する。 

効果的なプレゼンテーションを理解し、プレゼンテーション

の操作方法と効果的な利用法を理解する。 

プレゼンテーションの準備を行う。 

発表時間１人３分以上のプレゼンテーションを全員が個々に

行う。また、採点・質問等を相互に行い、さらに理解を深め

る。 

１ 

 

１ 

２ 

 

１ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

２ 

 

 

計 15 

学業成績の評価方法 実習での取り組み、レポート、プレゼンテーションにより評価を行う。プレ

ゼンテーションは学生全員が採点し、それを評価の参考とする。評価の比率

は、取り組みを含めて、出席(10％)、レポート(40％)、プレゼンテーション(50%)

とする。 

関連科目 プログラミング基礎、工学実験実習、卒業研究ほか 

教科書、副読本 教科書 ①３０時間でマスターoffice2007、実教出版 ②IT・Literacy プラク

ティス「情報科」新訂版 情報モラル編、日本文教出版 

 
 

 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス Ｐ13） 
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資料５－１－①－３ 

 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

プログラミング基礎 

(Foundation of 

Computer Programming) 

長谷川，栗田，伊藤(幸)，石

崎，黒木(常勤) 
1 

1 

専門科目 

後期 

2時間 
必修 

授業の概要 本講義ではプログラミングの基礎について学ぶ．20 世紀末に情報革命が起

き，コンピュータが社会に広く普及した．計算などの種々の処理を実行する

ことにより，コンピュータは有用な機能を提供し，人々の生活を支えてい

る．本授業では社会の中でコンピュータがどのように利用されているかにつ

いて触れる．コンピュータに実行させたい処理内容を一つ一つ記述していく

作業のことをプログラミングという．プログラミングでは専用の言語を用い

る．本講義では C 言語を用いてプログラミングの演習を行い，基礎的なプロ

グラミング技術の修得を目指す． 

授業の進め方 はじめに教員は前回の演習の評価結果についてコメントする．次に今回の学

習内容を解説する．最後に学生はプログラミング課題に取り組む．受講者に

求められるもっとも重要な行動は以下の 2 点である．教員の解説を注意深く

聴くこと，自主的にプログラミング課題に取り組み，これを完成させるこ

と． 

到達目標 1. C言語を用いた基本プログラムが読める． 

2. 規定されたアルゴリズムから基本プログラムを C言語で実装できる． 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

導入 

 

 

 

プログラミング環境 

 

変数と四則演算 

 

出力とコメント 

 

入力 

 

復習 

開発ループ 

 

繰り返し 

 

条件分岐 

 

総合プログラミング 

 

復習 

 

授業概要，コンピュータの基本構造，コンピュータと社会と

の関わりについて知り，この授業の意義について理解する．

加えて，この授業でよい評価を得るために必要な行動につい

て理解する． 

ログイン・ログアウトができ，利用アプリケーションを使用

できる． 

変数の宣言，変数への代入，四則演算を C 言語で記述でき

る． 

処理結果の出力とコメントを C 言語で記述でき，また，その

ような C言語プログラムを読める． 

処理に必要なデータの入力を C 言語で記述でき，また，その

ような C言語プログラムを読める． 

これまでの授業内容を理解する． 

プログラムの開発ループについて理解し，それに基づきプロ

グラミングできる． 

処理の繰り返しを C 言語で記述でき，また，そのような C 言

語プログラムを読める． 

条件に依存して処理を変えることを C 言語で記述でき，ま

た，そのような C言語プログラムを読める． 

これまでに学んだ技術を総合的に利用して，アルゴリズムの

規定された基本プログラムを C言語で実装できる． 

これまでの授業内容を理解する． 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

計 15 

学業成績の評価方法 定期試験，課題から評価する．その割合は 1:2． 

関連科目 第 1 学年前期に開講される「情報リテラシー」を基礎とする．第 2 学年で学ぶ

情報系科目（「情報処理 I」，「プログラミング」，「基本プログラミング I」）

の基礎となる．情報系科目は全てのコースで 2年次に開講される． 

教科書、副読本 教科書：授業担当者作成の指導書 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス Ｐ14） 
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資料５－１－①－４ 

 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

基礎電気工学 

（Basic Electrical 

Engineering） 

柴崎年彦，大川典男， 

石橋正基（以上常勤） 
1 

1 

専門科目 

後期 

2 時間 
必修 

授業の概要 電気を利用する上で必要となる，基礎知識（電気の基本原理や電気回路

に関する諸法則等）を学ぶ。 

授業の進め方 講義を中心として，理解を深めるために演習を取り入れる。 

到達目標 ① 電圧，電流，抵抗について理解すること 

② 抵抗の直並列回路での電圧，電流を計算できること 

③ 電気エネルギー（電力や熱）について理解を深め，

計算できること 

④ 電気の基本的原理を理解し，測定や利用の仕方を理

解すること 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成す

る。 

             講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

ガイダンス 

電流と電圧 

 

 

電気回路とオームの法則 

 

直列回路，並列回路の計算 

 

中間試験 

直並列回路の計算 

 

ホイートストンブリッジ 

抵抗の性質 

 

電流の作用と電力 

 

物質が原子核と電子からなること，電子の流れが電流である

こと，その電流を流すための起電力や電位・電圧について理

解すること 

基本的な電気回路について理解すること 

オームの法則を利用し，電圧・電流を計算できること 

直流の直列・並列回路での合成抵抗やオームの法則の計算が

できること 

 

直流の直並列での合成抵抗やオームの法則の計算ができる

こと 

ホイートストンブリッジの性質を理解する 

抵抗の形状による特性，温度変化による特性について理解す

ること 

電流作用の一つである発熱作用について理解すること 

電気エネルギー（電力，電力量）について理解すること 

1 

1 

 

 

2 

 

3 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

 

計 15 

学業成績の評価方法 2回の定期試験の得点と，授業への参加状況から総合的に決定する．定期試験

の点数，参加状況の比率は 7：3とする．また，成績不良者には追試を実施す

ることがある． 

関連科目 第 1 学年ものづくり実習で製作する回路の動作を理解するうえで基礎

となる科目 

第 2 学年以降で学習する回路等の基礎となる科目 

教科書、副読本 教科書「わかりやすい電気基礎」コロナ社，演習プリント 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス Ｐ15） 
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資料５－１－①－５ 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

基礎製図 

(Engineering 

Drafting） 

 

上島光浩（常勤） 

三隅雅彦（常勤） 

伊藤聡史（常勤） 

池田 茂(非常勤) 

 

１ 
１ 

専門科目 

前期 

２時間 
必修 

授業の概要 技術者として必要な、図面を作成し理解する製図技術の基礎を修得

する。  

授業の進め方 講義及び製図室での製図演習、ＣＡＤ室でのＣＡＤ演習を行う。また、理解

確認のための小テストを行う。半期、２時間１５回で実施する。 

到達目標 ① 製図用具の使い方や製図規則の基礎が理解できる。 

② 投影法、断面図示など図面作成の基礎が理解できる。 

③ 機械製図、電気製図の基礎が理解できる。 

④ ＣＡＤを利用した図面作成の基礎が理解できる。 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

ガイダンス 
製図の基本Ⅰ 
製図の基本Ⅱ 
製図の基本Ⅲ 
製図の基本Ⅳ 
ＣＡＤ製図の基本Ⅰ 
ＣＡＤ製図の基本Ⅱ 
機械製図・電気製図の基礎 

 
製図の概要と用具の使い方の理解 
文字の書き方の理解 
線の用法と基本的な図形の描き方の理解 
投影法、断面図の理解 
ＣＡＤ操作方法の理解 
ＣＡＤによる図面の作成 
機械製図・電気製図の基礎事項の理解 

１ 
１ 
１ 
２ 
３ 
１ 
２ 
４ 

計 15 

   

学業成績の評価方法 出席状況及び授業中の作業態度（３０％）、課題の提出状況、内容（４０％）、

理解確認小テスト（３０％）により評価を行う。ただし、正当な事由による欠

席については、補講を行う。 

関連科目 ものづくり実験実習 

第２学年以降の設計製図関連実技科目 

第２学年以降の主に機械工学系、総合工学系コースの設計関連座学 

教科書、副読本 教科書「機械製図」実教出版 

副読本（補助教材）「基礎製図練習ノート」実教出版 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス Ｐ16） 
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資料５－１－①－６ 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

ものづくり 

実験実習 

(Workshop Practice) 

吉田､廣井､伊藤(聡)､伊藤(幸) 

工藤､山本､進藤､白石､宮田 

大川､黒木､椛沢､深山､古橋､ 

根澤(常勤)､伊藤(周)､畑､塩脇 

小林(隆)､伊藤(秀)､カシャニ 

嵯峨､志摩､浜崎(非常勤) 

１ 
４ 

専門科目 

通年 

４時間 

必修 

 

授業の概要 ものづくりの基礎となる機械加工実習、電気電子実習、情報制御実習を体験

する。 

授業の進め方 各クラス４班に分かれ、ローテーションにより、実習を行う。１年間ですべ

ての実習を体験する。 

到達目標 ①基本的な工作機械を正しく操作し、基礎的な加工ができること。 

②基本的な測定および簡単な手仕上げができること。 

③簡単な電気・電子回路を理解し製作ができること。 

④競技用ロボットの動作を理解し、プログラムを作成できること。 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

   項    目 

（順不同） 

目      標 

（  実 習 内 容 ） 

週 

機械加工実習（２班） 

ガイダンス 

旋盤作業 

フライス作業 

 

 

ジャイロスコープのローターと軸・軸受の製作 

ジャイロスコープのフレームの製作とタップ立て 

 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

１ 

計 15 

鋳造溶接作業 

計測・手仕上げ 

ジャイロ組立て調整・競技 

砂型によるアルミ鋳造とｼﾞｬｲﾛｽｺｰﾌﾟリング製作 

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージによる測定と手仕上げ作業 

製作したジャイロを組立て調整，その後，タイムトライアルを実施 

作業総括  

電気電子実習（１班） 

ガイダンス、テスター製作 

直流電源装置製作 

動作確認実験 

 

 

テスターの製作および動作試験 

直流電源回路製作とケース加工 

製作した電源に負荷をつなぎ、動作を確認するとともにテス

ター等で特性を計測 

 

3 

3 

1 

 

 

3 

 

1 

3 

1  

計 15 

情報・制御実習（１班） 

ガイダンス、ロボットとプロ

グラムの理解 

 センサ製作 

 競技ロボット製作 

 

ロボットの基本構造を理解し，それをコントロールするプロ

グラムの理解と作成法の習得 

タッチセンサ製作技術の習得 

競技ロボットの製作技術習得と試合形式による動作確認 

 作業総括  

学業成績の評価方法 出席状況（３０％）、実習態度（７０％）から決定する。 

評価は、各分野の実習ごとの評価点の平均によって行う。正当な理由による欠

席の場合、補習を行う。 

関連科目 １年専門科目では基礎製図、基礎電気工学、プログラミング基礎 

教科書、副読本 

 

作業手順書はその都度、配布する。１冊のファイルにまとめるのがよい。配付

資料にはメモを記入すること。 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス Ｐ17） 
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資料５－１－①－７ 

機械システム工学コース（平成22年度以降入学者に適用）

2 3 4 5 2 3 4 5

プログラミング 2 2 106 ※１ 新素材 1 1 133 ※２

基礎材料学 1 1 107 ※１ 自動車工学 1 1 134 ※２

基礎加工学 1 1 108 ※１ ロボット工学 1 1 135 ※２

機械設計製図 2 2 109 ※１ センサ工学 1 1 -

工学実験実習 4 4 110 ※１ 材料リサイクル 1 1 148

応用数学Ⅰ 2 2 122 材料強度学 1 1 149

応用数学Ⅱ 1 1 123 精密加工 1 1 150

応用数学Ⅲ 1 1 138 機構学 1 1 151

応用物理 2 2 124 CAE 1 1 152

情報処理 2 2 111 流体機械 1 1 153

電気工学 1 1 112

電子工学 1 1 113

機械材料 2 2 114 振動工学Ⅱ 1 1 155

材料力学Ⅰ 2 2 115 油空圧制御 1 1 156

材料力学Ⅱ 2 2 125 メカトロニクス 1 1 157

材料力学Ⅲ 1 1 139 14 3 11

機械加工学 1 1 116

工作機械工学 1 1 117

機械システム設計 2 2 118 ※２:各コース共通科目「工業英語」を含めた中から2単位修得

流れの力学 2 2 126 ※３:必修選択科目

流体力学 1 1 140

熱力学 2 2 127

伝熱工学 1 1 141

工業力学 2 2 119

機械力学 2 2 128

振動工学Ⅰ 1 1 142

機械システム制御Ⅰ 1 1 -

機械システム制御Ⅱ 2 2 -

機械システム設計製図Ⅰ 2 2 120

機械システム設計製図Ⅱ 2 2 130

機械システム設計製図Ⅲ 2 2 144

機械システム実験実習Ⅰ 2 2 121

機械システム実験実習Ⅱ 4 4 131

機械システム実験実習Ⅲ 2 2 145

59 10 18 20 11必修科目単位数

掲載

ページ

154

選択科目開設単位数

※
３

※１:生産システム工学コースと共通

備考

コ
ー

ス
必
修
科
目

備考授業科目 単位
学年・単位 掲載

ページ 授業科目 単位

コ
ー

ス
選
択
科
目 熱エネルギー変換と環境

保全
1 1
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生産システム工学コース（平成24年度以降入学者に適用）

2 3 4 5 2 3 4 5

プログラミング 2 2 164 ※１ 新素材 1 1 188 ※２

基礎材料学 1 1 165 ※１ 自動車工学 1 1 189 ※２

基礎加工学 1 1 166 ※１ ロボット工学 1 1 190 ※２

機械設計製図 2 2 167 ※１ 実験計画法 2 2 200

工学実験実習 4 4 168 ※１ 人間工学 2 2 201

応用数学Ⅰ 3 3 178 設計解析（CAE） 1 1 202

応用数学Ⅱ 1 1 193 メカトロニクス 1 1 203

応用物理 2 2 -

情報工学 2 2 169

電気工学 2 2 170 計測工学 2 2 -

電子工学 1 1 - 管理システム工学Ⅱ 2 2 205

材料工学 1 1 171 特別演習 1 1 207

材料力学 2 2 - 16 3 13

機械力学 2 2 181

熱力学 2 2 182 ※１:機械システム工学コースと共通

流体力学 2 2 - ※２:各コース共通科目「工業英語」を含めた中から2単位修得

生産加工学 1 1 173 ※３:必修選択科目

設計工学Ⅰ 2 2 174

設計工学Ⅱ 1 1 -

管理システム工学Ⅰ 2 2 175

生産システム設計 2 2 -

インダストリアルデザイ
ンⅠ

1 1 -

インダストリアルデザイ
ンⅡ

2 2 -

システム制御工学 2 2 196

3次元CAD設計製図Ⅰ 2 2 176

3次元CAD設計製図Ⅱ 2 2 185

3次元CAD設計製図Ⅲ 2 2 197

生産システム工学実験実
習Ⅰ

4 4 177

生産システム工学実験実
習Ⅱ

4 4 186

生産システム工学実験実
習Ⅲ

2 2 198

59 10 18 20 11

備考 授業科目 単位

コ
ー

ス
選
択
科
目

必修科目単位数

学年・単位

オプトエレクトロニクス

掲載

ページ 備考

コ
ー

ス
必
修
科
目

※
３

授業科目 単位
学年・単位 掲載

ページ

選択科目開設単位数

20422
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電気電子工学コース（平成21年度以降入学者に適用）

2 3 4 5 2 3 4 5

電気回路Ⅰ 2 2 216 ※１ ※３ 都市通信網 1 1 243 ※２

電子基礎 2 2 217 ※１ 計測工学Ⅰ 1 1 254

情報処理Ⅰ 2 2 218 ※１ 計測工学Ⅱ 1 1 255

工学実験実習 4 4 219 ※１ 高電圧工学 1 1 256

応用数学Ⅰ 2 2 220 電力系統工学 2 2 257

応用数学Ⅱ 2 2 229 電気設計製図 1 1 258

応用物理Ⅰ 1 1 230 メカトロニクス 2 2 259

応用物理Ⅱ 1 1 247 コンピュータ工学Ⅱ 1 1 260

電磁気学Ⅰ 2 2 221 ネットワーク 1 1 261

電磁気学Ⅱ 1 1 231 信号処理 2 2 262

電気回路Ⅱ 2 2 222 ソフトウェア設計Ⅱ 1 1 263

回路解析 2 2 232 電気電子回路設計 2 2 264

電子回路Ⅰ 2 2 223 電気法規 1 1 265

電子回路Ⅱ 2 2 233 17 1 16

ディジタル回路Ⅰ 2 2 224

ディジタル回路Ⅱ 1 1 234 ※１:電子情報工学コースと共通

機器制御工学Ⅰ 1 1 225 ※２:各コース共通科目「工業英語」を含めた中から1単位修得

機器制御工学Ⅱ 2 2 235 ※３:必修選択科目

エネルギー変換工学Ⅰ 1 1 236

エネルギー変換工学Ⅱ 1 1 248

パワーエレクトロニクス 2 2 249

電子工学 2 2 237

電気電子材料 2 2 250

電気電子計測 1 1 226

制御工学 2 2 238

コンピュータ工学Ⅰ 1 1 239

システム工学 1 1 251

情報処理Ⅱ 1 1 227

数値計算 1 1 240

ソフトウェア設計Ⅰ 1 1 241

電気電子工学実験実習Ⅰ 4 4 228

電気電子工学実験実習Ⅱ 4 4 242

電気電子工学実験実習Ⅲ 2 2 252

59 10 17 23 9

学年・単位
備考 単位

学年・単位
備考授業科目

必修科目単位数

コ
ー

ス
必
修
科
目

コ
ー

ス
選
択
科
目

選択科目開設単位数

掲載

ページ

掲載

ページ授業科目 単位
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2 3 4 5 2 3 4 5

電気回路Ⅰ 2 2 272 ※１ ※３ 都市通信網 1 1 297 ※２

電子基礎 2 2 273 ※１ 電子回路設計 1 1 307

情報処理Ⅰ 2 2 274 ※１ 光・電子デバイス 2 2 308

工学実験実習 4 4 275 ※１ 電子応用 2 2 309

応用数学Ⅰ 2 2 276 電子制御 2 2 310

応用数学Ⅱ 2 2 285 光・電磁波工学 2 2 311

応用物理Ⅰ 1 1 286 情報通信システム 1 1 312

応用物理Ⅱ 1 1 301 信号処理 2 2 313

電気回路Ⅱ 1 1 277 情報工学 1 1 314

電子回路Ⅰ 2 2 278 データベース 2 2 315

電子回路Ⅱ 2 2 287 16 1 15

電磁気学Ⅰ 2 2 279

電磁気学Ⅱ 1 1 288

電子工学 1 1 280 ※２:各コース共通科目「工業英語」を含めた中から1単位修得

半導体工学 2 2 289 ※３:必修選択科目

情報処理Ⅱ 2 2 281

電子計測 2 2 290

通信工学 2 2 291

ネットワーク基礎 1 1 282

コンピュータネットワーク
Ⅰ

2 2 292

コンピュータネットワーク
Ⅱ

2 2 302

コンピュータハードウェア
Ⅰ

2 2 283

コンピュータハードウェア
Ⅱ

2 2 293

コンピュータ設計法 2 2 303

アセンブラ 1 1 294

プログラム設計法 2 2 304

電子情報工学実験実習Ⅰ 4 4 284

電子情報工学実験実習Ⅱ 4 4 296

電子情報工学実験実習Ⅲ 2 2 305

59 10 17 23 9

授業科目 単位
学年・単位

備考
掲載

ページ

295

掲載

ページ

コ
ー

ス
選
択
科
目

アルゴリズムとデータ構造
2 2

必修科目単位数

コ
ー

ス
必
修
科
目

選択科目開設単位数

電子情報工学コース

授業科目 単位
学年・単位

※１:電気電子工学コースと共通

備考
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2 3 4 5 2 3 4 5

電気回路Ⅰ 2 2 ソフトウェア創造実習Ⅰ 2 2 ※１

基本プログラミングⅠ 2 2 通信工学創造実習Ⅰ 2 2 ※１

情報通信基礎 2 2 ソフトウェア創造実習Ⅱ 2 2 ※２

通信工学創造実習Ⅱ 2 2 ※２

半導体工学 2 2

電磁気学Ⅰ 2 2

電気回路Ⅱ 1 1

電子回路Ⅰ 2 2 システムプログラム基礎 2 2

ディジタル回路Ⅰ 1 1 通信工学Ⅲ 2 2

基本プログラミングⅡ 2 2 映像メディア工学 1 1

応用数学Ⅰ 1 1 ハードウェア設計 1 1

応用物理Ⅰ 1 1

データベース 1 1

電気回路Ⅲ 2 2 マイクロコンピュータ 1 1

電磁気学Ⅱ 2 2 情報理論と符号化 1 1

電子回路Ⅱ 1 1 環境電磁工学 1 1

計測工学Ⅰ 1 1 光・電磁波工学 1 1

ディジタル回路Ⅱ 1 1 電波伝搬工学 1 1

コンピュータ工学Ⅰ 1 1 アンテナ工学 1 1

電波法規 1 1

29 4 4 21

ソフトウェア設計Ⅰ 1 1

※２:２科目から2単位修得

通信工学Ⅰ 2 2 ※３:必修選択科目

通信工学Ⅱ 2 2 ※４:学修単位科目

応用数学Ⅱ 1 1

応用数学Ⅲ 2 2

応用物理Ⅱ 2 2

計測工学Ⅱ 1 1

コンピュータ工学Ⅱ 2 2

ソフトウェア設計Ⅱ 1 1

ディジタル信号処理 2 2

伝送工学 2 2

電磁気学演習 1 1

応用物理実験 1 1

58 10 15 23 10

※１:２科目から2単位修得

※４

コ
ー

ス
選
択
科
目

コンピュータネットワー
クⅠ

2 2

備考

コンピュータネットワー
クⅡ

2

※
３

掲載

ページ

1

備考 授業科目 単位
学年・単位掲載

ページ

1
選択科目開設単位数

情報通信工学実験・実習
Ⅱ

情報通信工学コース

授業科目 単位
学年・単位

アルゴリズムとデータ構
造Ⅰ

必修科目単位数

コ
ー

ス
必
修
科
目

4 4

コンピュータグラフィッ
クス

2

2 2

アルゴリズムとデータ構
造Ⅱ

1

情報通信工学実験・実習
Ⅰ

4 4

1 1
ユビキタス(無線)システ
ム

1

情報通信工学実験・実習
Ⅲ

2

2
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2 3 4 5 2 3 4 5

応用数学Ⅰ 1 1 熱力学Ⅱ 1 1

応用数学Ⅱ 1 1 流体工学Ⅱ 1 1

応用数学Ⅲ 2 2 数値解析Ⅱ 1 1

応用物理Ⅰ 1 1 材料力学特論 1 1

応用物理Ⅱ 2 2 材料学特論 1 1

応用物理実験 1 1 計測工学Ⅱ 1 1

情報処理Ⅰ 1 1 センサ工学Ⅱ 1 1

情報処理Ⅱ 1 1 制御工学Ⅲ 1 1

数値解析Ⅰ 1 1 システム制御工学 2 2

設計製図Ⅰ 2 2 ディジタル信号処理 1 1

設計製図Ⅱ 3 3 アクチュエータ工学 1 1

設計製図Ⅲ 3 3

機械設計法Ⅰ 1 1

機械設計法Ⅱ 2 2 ロボット制御工学 2 2

材料学 1 1 電気機器制御工学 1 1

材料力学Ⅰ 2 2 人工知能 1 1

材料力学Ⅱ 1 1 エネルギー工学 1 1

工業力学 1 1 CAD・CAE演習 1 1

機械力学Ⅰ 1 1 応用ロボット工学 2 2

機械力学Ⅱ 1 1 特別講義 1 1

機械工作法 1 1 選択科目開設単位数 22 2 20

機構学 1 1

熱力学Ⅰ 1 1 ※:平成24年度は開講しない。

流体工学Ⅰ 1 1

過渡現象論 1 1

電気回路Ⅰ 1 1

電気回路Ⅱ 2 2

電子回路Ⅰ 1 1

電子回路Ⅱ 1 1

計測工学Ⅰ 1 1

センサ工学Ⅰ 1 1

制御工学Ⅰ 1 1 － ※

制御工学Ⅱ 1 1

メカトロニクスⅠ 1 1

メカトロニクスⅡ 1 1 － ※

メカトロニクスⅢ 1 1

ロボット工学Ⅰ 1 1

ロボット工学Ⅱ 2 2

ロボット工学実習Ⅰ 3 3

ロボット工学実習Ⅱ 2 2

ロボット工学実習Ⅲ 2 2

ロボット工学実習Ⅳ 2 2

ロボット工学実験Ⅰ 2 2

ロボット工学実験Ⅱ 2 2

ロボット工学演習 2 2

64 10 18 22 14

コ
ー

ス
必
修
科
目

必修科目単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

単位
学年・単位 掲載

ページ授業科目 備考

マイクロコンピュータ工
学

1 1

ロボット工学コース（平成22年度以降入学者に適用）

授業科目 単位
学年・単位 掲載

ページ 備考
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2 3 4 5 2 3 4 5

応用数学Ⅰ 1 1 計測工学 1 1

応用数学Ⅱ 1 1 輸送機械工学 1 1

応用数学Ⅲ 2 2 応用電子工学 1 1

応用物理Ⅰ 1 1 製作ゼミナール 1 1

応用物理Ⅱ 2 2 飛行力学 1 1

応用物理実験 1 1 航空機設計法 2 2

航空宇宙工学概論 1 1 航空原動機工学 1 1

航空宇宙工学通論 2 2 構造材料システム設計 2 2 ※

工業力学Ⅰ 1 1 宇宙システム工学 2 2

工業力学Ⅱ 1 1 宇宙利用工学 2 2

流体力学Ⅰ 2 2 宇宙機器制御工学 1 1

流体力学Ⅱ 2 2 ロケット工学 1 1

流体力学Ⅲ 1 1 機械力学 2 2

熱力学Ⅰ 2 2 伝熱工学 1 1

熱力学Ⅱ 1 1 材料力学Ⅲ 1 1

推進工学 2 2 20 1 3 16

材料力学Ⅰ 2 2

材料力学Ⅱ 1 1 ※：学修単位科目

構造力学Ⅰ 1 1

構造力学Ⅱ 1 1

材料学Ⅰ 1 1

材料学Ⅱ 1 1

機械工作法Ⅰ 1 1

機械工作法Ⅱ 1 1

電気工学 2 2

電子工学 2 2

制御工学 2 2

情報処理Ⅰ 1 1

情報処理Ⅱ 2 2

数値解析学 1 1

数値解析演習Ⅰ 1 1

数値解析演習Ⅱ 1 1

設計製図Ⅰ 2 2

設計製図Ⅱ 2 2

設計製図Ⅲ 2 2

実習 4 4

工学実験Ⅰ 2 2

工学実験Ⅱ 4 4

工学実験Ⅲ 2 2

62 10 18 22 12

備考

航空宇宙工学コース

授業科目 単位
学年・単位 掲載

ページ

掲載

ページ備考 授業科目

選択科目開設単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

単位

必修科目単位数

コ
ー

ス
必
修
科
目

学年・単位

 
 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 153 - 

 

医療福祉工学コース（平成21年度以降入学者に適用）

2 3 4 5 2 3 4 5

電気回路Ⅰ 2 2 電気回路Ⅲ 1 1

構造設計Ⅰ 2 2 材料力学Ⅱ 1 1

情報処理Ⅰ 2 2 電気磁気学Ⅲ 1 1

医療福祉工学実験実習Ⅰ 4 4 機械工学演習 1 1

電気磁気学Ⅰ 1 1 マイクロコンピュータ 1 1

電気回路Ⅱ 2 2 生産加工学 1 1

電子回路Ⅰ 1 1 医用画像工学 1 1

材料学 2 2 福祉機器設計 1 1

材料力学Ⅰ 2 2 医用超音波工学 1 1

構造設計Ⅱ 2 2 リハビリテーション工学 1 1

情報処理Ⅱ 1 1 臨床心理学 1 1

医療福祉工学実験実習Ⅱ 4 4 医療福祉材料 1 1

応用数学Ⅰ 1 1

応用物理Ⅰ 1 1

医療福祉工学概論 1 1 福祉環境工学 2 2

電気磁気学Ⅱ 1 1 医療福祉経済学 1 1

電子回路Ⅱ 1 1 16 3 13

電子回路Ⅲ 1 1

信号処理 1 1 ※:平成24年度は開講しない。

医療福祉センサ工学 1 1

計測工学 1 1

制御工学Ⅰ 1 1

環境熱力学 1 1

構造設計Ⅲ 1 1

流体力学 1 1

医療福祉工学実験実習Ⅲ 3 3

応用物理Ⅱ 2 2

応用物理実験 1 1

応用数学Ⅱ 1 1

応用数学Ⅲ 2 2

医学概論 1 1

障害者福祉論 1 1

医用電子回路設計 1 1

数値解析 1 1 － ※

制御工学Ⅱ 1 1 － ※

アクチュエータ機構学 1 1

メカトロニクス 1 1

機械力学 1 1

運動生理学 1 1

生体物性工学 1 1

生体信号処理 1 1

生体計測工学 2 2

バイオメカニクス 1 1

人間工学 1 1

認知感性工学 1 1

必修科目単位数 63 10 18 22 13

選択科目開設単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

単位授業科目 備考
掲載

ページ

1

コ
ー

ス
必
修
科
目

学年・単位掲載

ページ

コミュニケーション支援
工学

1

授業科目 単位
学年・単位

備考

 
（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 
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資料５－１－①－８ 

機械システム工学コース 

育成する人材像 

  

カリキュラム・ポリシー 

   

 

 

生産システム工学コース 
育成する人材像 

  

カリキュラム・ポリシー 

 

 

電気電子工学コース 

育成する人材像 

 
 

① 機械工学の基礎知識を有した学生 

② 生産工程を自動化できる技術を有した学生 

③ 生産と経営の管理に関する基礎知識を有した学生 

④ 設計から生産に至るものづくりの全工程における情報を 

活用できる能力を有した学生 

⑤ 独自な問題解決方法を見出すことができる創造性豊かな学生 

 

① 機械工学の基礎力を有した学生 

② 機械設計・製作に必要な能力を有した学生 

③ 機械を制御する知識を有した学生 

 

 

① 機械を知るために必要な基礎知識として、力学系を学習する。 

② 機械を創るために必要な基礎知識として、設計製図・加工・材料系を学習する。 

③ 機械を動かすために必要な基礎知識として、制御系を学習する。 

④ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

⑤ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題解決能力を養えるよう

に学習する。 

① 環境・クリーンエネルギー、エレクトロニクス、情報・制御の分野に関する基礎学力を有した学生 

② 電気、電子、情報・制御の知識や技術を駆使し実践的なものづくりができる能力を有した学生 

③ 時代のニーズや技術革新に柔軟に対応できる能力を有した学生 

④ 問題解決力やコミュニケーション能力を有した学生 

① 機械工学の基礎として、４力学に関する科目、加工・材料に関する科目、設計製図に関する科

目を学習する。 

 

② 機械を自動化するため、制御工学に関する科目を学習する。 

 

③ 生産と経営の管理に関わる品質、工程、納期に関する科目を学習する。 

 

④ 設計から製品化までのものづくりまでの全体にわたる情報（CAD/CAM/CAE/CAT 等）に関する科目

を学習する。 

 

⑤ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

 

⑥ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題解決能力を養えるよ

うに学習する。 
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カリキュラム・ポリシー 

 
 

 

電子情報工学コース 

育成する人材像 

 
 
 

カリキュラム・ポリシー 

 
 

 

 

 

情報通信工学コース 

育成する人材像 

  

カリキュラム・ポリシー 

① 低学年で実習を中心に情報処理関連の基礎知識を学習する。 

② 電気回路、電磁気学、電子工学の基礎を学習する。 

③ ネットワーク技術、およびハードウェア技術の基礎を学習する。 

④ ソフトウェア技術の基礎とネットワーク技術の関連を学習する。 

⑤ ネットワーク構築法を軸に、ハードウェア設計、ソフトウェア設計に関連する科目を学習する。 

⑥ 次世代情報ネットワークシステムの関連分野を融合するのに必要な電子情報工学系の応用科目を

学習する。 

⑦ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

⑧ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題解決能力を養えるよう

に学習する。 

 
① 電気、電子、情報・制御工学に関する基礎知識を学習する。 

② 電気電子システムの設計からものづくりまでの全体にわたる創造的技術を学習する。 

③ 電気エネルギーとその有効利用に関する技術を学習する。 

④ コンピュータ応用やシステムに関する技術を学習する。 

⑤ 情報技術を活用し、グループで問題解決する手法を学習する。 

⑥ 第２種電気主任技術者資格を認定により取得できる科目を学習する。 

⑦ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

⑧ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題 

解決能力を養えるように学習する。 

① コンピュータを道具として使うために必要な基礎知識を有した学生 

② 電子工学の基礎力を有した学生 

③ ネットワーク工学の基礎力を有した学生 

④ コンピュータソフトウェア分野における工学の基礎力を有した学生 

⑤ 情報ネットワークシステムの設計・構築に必要な応用力を有した学生 

⑥ 次世代情報ネットワークシステムと関連分野の統合知識を有した学生 

⑦ 創造力、問題解決能力を有した学生 

① 電気・電子工学の知識を有した学生 

② 情報通信技術を自由に運用できる能力を有した学生 

③ 実社会で、ねばり強い基礎力を持った上で、即戦力となる能力を有した学生 

④ 新しい技術にも対応できる能力を持った学生 

⑤ 新しい使い方や機能を発見できる能力を持った学生 
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ロボット工学コース 

育成する人材像 

 

カリキュラム・ポリシー 

 
 

 

 

航空宇宙工学コース 

育成する人材像 

 
カリキュラム・ポリシー 

 
 

 

 

① 低学年で電気・電子工学の基礎を学習する。 

② 授業で学習した理論を、実験・実習で確認し、再度理論を学習する。 

③ 高学年で情報・通信分野の専門科目を学習する。 

④ 学んだ専門科目の内容を、ソフトやハードで実現できるものづくり能力を学習する。 

⑤ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

⑥ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題解決能力を養えるよう

に学習する。 

 

① 「機械（ロボットを含むメカトロニクスの機構部）を構成するための 

技術」を習得するために必要である機械系科目の基礎力を有した学生 

② 「上記のような機械の動きを制御するための技術」を習得するために 

  必要である電気・電子・情報系科目の基礎力を有した学生 

③ 機械の設計、加工、組立、運転に必要な実践力を有した学生 

④ ものづくりを実現するのに必要なコミュニケーション能力を有した学生 

⑤ ものづくりを実現するために必要な創造力、問題解決能力を有した学生 

① ものづくりに必要な機械系の基礎科目を学習する。 

② ものづくりに必要な機械系の基礎科目の上に､電気・電子・情報系の基礎科目を学習する。 

③ 基礎科目の理解を深めるために､ロボット工学実験・実習と設計製図とを連携させてさらに理解

を深めるように学習する。 

④ 機械系応用科目、電気・電子・情報系応用科目、設計製図を通して､ものづくり実現のためによ

り実践的に学習する。 

⑤ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

⑥ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題 

解決能力を養えるように学習する。 

① 航空宇宙工学の学習を充分に理解するために必要な基礎学力を有する学生 

② 航空宇宙工学の基礎理論と現象を理解している学生 

③ 航空宇宙分野をはじめとする各種の機械、機器の開発、設計、製造などに必要な基礎知識を有する学生 

④ 創造力、応用力及び問題解決力を有する学生 

① 低学年では、機械工学などの基礎科目を学習する。 

② 低学年で学んだ工学の基礎の上に航空宇宙工学の基礎理論を学習する。 

③ 航空宇宙機を題材として、その原理に対する理解をより深める学習をする。 

④ 高学年では、それまでに学んだことを航空宇宙機に集約することにより、システム的に捉える学習をする。 

⑤ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

⑥ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題解決能力を養えるよう

に学習する。 
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医療福祉工学コース 

育成する人材像 

 
カリキュラム・ポリシー 

 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 人々が健康で安全に、安心して快適に暮らせる社会を実現させるための工学技術を有した学生 

② 医療福祉機器を開発設計、製作するために必要な電気・電子・機械・情報各工学基礎力を有し

た学生 

③ 人間と機械・機器を繋ぐ技術創造力を有した学生 

④ 教員と学生の双方向教育の実践により問題発見とその解決を繰り返し発展させていく能力を有

した学生 

① ものづくりに必要な電気電子工学系、機械工学系を主軸に情報工学系なども含めた基礎工学科目

を学習する。 

② 医用工学、福祉工学分野の種々の技術や人間中心のエンジニアリングの基礎を学習する。 

③ 実践的な医療・福祉工学技術に繋がる電子・情報・機械系の応用科目を学習する。 

④ 実験・実習を通して、実践的なものづくりの基礎的技術や応用的技術を学習する。 

⑤ ゼミナールや卒業研究を通して、創造力、プレゼンテーション力及び問題解決能力を養えるよう

に学習する。 
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資料５－１－①－９ 

   

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

ゼミナール 

(Seminar) 

生産システム工学コー

ス全教員 
４ 

２ 

専門科目 

通年 

２時間 
必修 

授業の概要 高専教育の総まとめとしての卒業研究に着手するにあたり、その予

備段階として各研究室に配属され、卒業研究への心構えを養う。  

授業の進め方 ガイダンスを行い、学生を数人ごとの希望する研究室に配属する。

指導教員から直接指導を受けながら、自分の研究テーマについて研

究を進めていく準備を行う。  

到達目標 ①研究内容、研究方法、実験方法、論文の作成方法、プレゼンテー

ションなどについて理解する。  

②卒業研究の心構えや取り組み姿勢を養う。  

学校教育目標との関係 地域産業の発展に貢献するため、課題探求能力を有し、設定した課題に向か

って果敢に挑戦できる技術者を育成する。 

講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

上島 光浩 

 

富永 一利 

 

廣井 徹麿 

 

深津 拡也 

 

坂本  誠 

 

平野 利幸 

 

松本 正樹 

 

三浦 慎一郎 

 

伊藤 聡史 

 

三隅 雅彦 

地球環境に配慮したエネルギー変換に関するゼミ 

 

制御系設計に関するゼミ 

 

金属材料の弾塑性変形と木材の有効利用に関するゼミ 

 

精密測定に関するゼミ 

 

有限要素法を用いた数値シミュレーションに関するゼミ 

 

ターボ機械の流れと性能に関するゼミ 

 

工場計画に関するゼミ 

 

数値シミュレーションの基礎と演習 

 

トライボロジーに関するゼミ 

 

インダストリアルデザインに関するゼミ 

 

 

学業成績の評価方法 研究テーマに対する取り組み、ゼミナールへの参加状況から決定する。取

り組みと参加状況の比率は８：２とする。 

関連科目 関連科目は１～４学年までに学習した内容を総合するものである．  

教科書、副読本 

 

各指導教員の指示による。 

 
 

 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス Ｐ187） 
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資料５－１－①－10 

 科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

卒業研究 

( Graduation Study) 
生産システム工学コース全教員 ５ 

８ 

専門科目 

通年 

８時間 
必修 

授業の概要 高専の 5 年間にわたる一般教育・専門教育の総仕上げとして、各研

究テーマについて調査、理論、解析、実験、考察、まとめなどを行

い、自主的研究能力や創造的開発能力などを養成する。  

授業の進め方 学生を数人ごとの研究室に配属し、指導教員から直接指導を受けな

がら、自分の研究テーマについて研究論文をまとめる。  

到達目標 ①研究内容、研究方法、実験方法、論文の作成方法、プレゼンテー 

ションなどについて習得し、卒業研究論文をまとめ発表会で成果

を発表する。  

②生産システム工学を総合的に理解体得し、創造力と問題解決能力  

を身につける。  

学校教育目標との関係 地域産業の発展に貢献するため、課題探求能力を有し、設定した課題に向か

って果敢に挑戦できる技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 週 

上島 光浩 

 

富永 一利 

 

廣井 徹麿 

 

深津 拡也 

 

坂本 誠 

 

平野 利幸 

 

松本 正樹 

 

三浦 慎一郎 

 

伊藤 聡史 

 

三隅 雅彦 

バイオマスを用いた燃焼装置の開発 

 

ロボット教材を利用した制御・情報教育に関する研究 

 

電磁溶接材の変形評価と圧縮木材によるネジ製造 

 

光センサの実用化に関する研究 

 

圧縮空気を用いた球体発射装置の試作・開発 

 

超小型ガスタービン用遠心圧縮機の要素試作と実験 

 

工場レイアウトと日程計画に関する研究 

 

並列化有限要素法による流れの数値シミュレーション 

 

摩擦・摩耗特性評価およびその試験装置の開発 

 

インダストリアルデザインに関する研究 

 

学業成績の評価方法 研究テーマに対する取り組み、論文、発表を総合的に評価する。  

 

関連科目 第４学年のゼミナールで学習した内容を理解していること。  

教科書、副読本 

 

指導教員の指示による。 

 
 

    

    

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス Ｐ199） 
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資料５－１－①－11 

高
学
年

ものづくりの基礎

１
年

機械システム工学コース

機械を動かす

メカトロ
ニクス

機械シス
テム制御

油空圧
制御

工学の基礎

応用
物理

応用
数学

電子
工学

電気
工学

情報
処理

機械を知る

材料
力学

熱力学

流体
力学

機械
力学

工業
力学

振動
工学

CAE

機械を創る

機械
加工学

機械
材料

精密
加工

新素材

機械シス
テム設計

機
械
シ
ス
テ
ム
実
験
実
習
/
工
学
実
験
実
習

機
械
シ
ス
テ
ム
設
計
製
図
/
機
械
設
計
製
図

ゼミナール

卒業研究

材料
リサイクル

ロボット
工学

自動車
工学

 
 

ゼミナール

設計系
生産システム系

機械工学系

情報系

情報
工学

高
学
年

基礎

応用
物理

応用
数学

人間

制御系

システム

ものづくりの基礎

３
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計
製
図

１
年

生産システム工学コース

生
産
シ
ス
テ
ム
工
学
実
験
実

習

計測工学

生産システ
ム設計

管理システ
ム工学

材料

熱
力学

生産
加工

機械

設計
工学

設計
解析

電気系

電気
工学

電子
工学

卒業研究

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱ
ﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

流体
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高
学
年

１
年

電気電子工学コース

電
気
電
子
工
学
実
験
実
習

ものづくりの基礎

専門基礎

環境・クリーンエネルギー

工学

エレクトロニクス 情報・制御工学

卒業研究

ゼミナール

パワーエレクトロ

ニクス

電磁

気学
電子

基礎

回路

解析

エネルギー

変換工学

電力系統

工学

情報

処理

電気

回路

電気電

子計測

ソフトウェア

設計システム

工学

機器制御

工学

電気電

子材料

信号

処理

コンピュータ

工学

制御

工学
電子

工学

数値

計算

計測

工学

ディジタル

回路

高電圧

工学

電気

設計製図

電気電子

回路設計

メカトロニクス

電子

回路

 
 

卒業研究・ゼミナール

高
学
年

ものづくり基礎
１
年

電子情報工学コース

電
子
情
報
工
学
実
験
実
習

電気回路

情報

工学

アセンブラ

プログラム

設計法

電子

回路

電磁気学

データ

ベース

通信

工学

コンピュータ

ネットワーク

光電磁波

工学

コンピュータ

設計法

コンピュータ

ハードウェア

電子

応用

半導体

工学

電子

計測

アルゴリズムと

データ構造

信号

処理

情報処理

電子

回路設計

電子

デバイス

電子工学
電子基礎

通信・コンピュータネットワーク コンピュータハードウェア・電子回路

プログラミ

ング基礎
基礎電気

工学
ものづくり

実習

情報

リテラシー
基礎製図

ネットワーク

基礎

都市

通信網

専門基礎

情報通信

システム

電子

制御

コンピュータソフトウエア
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ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
創
造
実
習

通
信
工
学
創
造
実
習

情報系 通信系電子工学系

専門基礎

高
学
年

ものづくりの基礎

１
年

情報通信工学コース

情
報
通
信
工
学
実
験
実
習

電気

回路

システムプロ

グラム基礎

コンピュータ

グラフィックス

映像メディア

工学

ハードウェア

設計

電子

回路

電磁

気学

コンピュー

タ工学

ディジタル

信号処理

電波伝

搬工学
光・電磁

波工学

アンテナ

工学

環境電

磁工学
アルゴリズムと

データ構造
コンピュータ

ネットワーク

基本プログ

ラミング

ソフトウェア

設計

ディジタル

回路 通信

工学

データ

ベース

計測工学

伝送

工学

電波

法規

情報理論と

符号化

ユビキタス

システム

半導体

工学

マイクロ

コンピュータ

情報通

信基礎

ゼミナール

卒業研究

 
 

高
学
年

１
年

電気・

電子系

電気

回路

電子

回路

情報系

メカトロ

ニクス

ロボット工学コース

ロ
ボ
ッ
ト
工
学
実
習

情報

処理

数値

解析

材料

力学
機構学

機械

力学制御

工学
センサ

工学

アクチュ

エータ工学

ディジタル

信号処理

ロボット制御

工学

ロ
ボ
ッ
ト
工
学
実
験

ロボット

工学

機械工作法

機械設計法

流体

工学熱力学

計測

工学

ロボット工学関連

工学基礎
応用

物理
応用

数学

ものづくりの基礎

設
計
製
図

工業

力学

CAD・CAE

演習

ゼミナール

卒業研究

機械系
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高
学
年

ものづくりの基礎

１
年

設
計
製
図

航空宇宙工学コース

工
学
実
験
・
実
習

総合的基礎

・発展

応用

物理

応用

数学

情報

処理

数値解

析演習

電気

工学

材料

力学

電子

工学

材料学

航空工学専門

構造材料

システム設計

飛行

力学
航空原動機

工学

航空機

設計法

宇宙工学専門

宇宙機器

制御工学

ロケット

工学
宇宙

利用工学

宇宙システム

工学

熱力学
流体

力学

制御

工学

機械

力学

工業

力学

機械

工作法

構造

力学

航空宇宙

工学概論

航空宇宙

工学通論

ゼミナール

卒業研究

工学基礎・発展

 
 

高
学
年

ものづくりの基礎

１
年

医療福祉工学コース

医
療
福
祉
工
学
実
験
実
習

電気・電子系

生体計測

ﾏｲｸﾛ

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

医療福祉

センサ工学

医用電子回路設計

機械系

メカトロ

ニクス

福祉機器設計

計測工学

専門基礎

電気

磁気学 電子

回路

情報

処理

電気

回路

医療福祉

工学関連

臨床

心理学

運動

生理学

医学

概論

生体物性工学

バイオメカニクス

材料

力学
材料学

人間工学

情報系

機械力学

アクチュエー

タ機構学

医療福祉

材料

生体信

号処理

数値

解析

卒業研究

ゼミナール

構造

設計

 
（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 
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一般科目についても、学年進行に応じて必要な知識や能力等が修得できるよう体系的に編成されて

いる（資料５－１－①－12）。一般科目も到達目標としての「育成する人材像」及び「カリキュラム

・ポリシー」を定め、一般教育課程を編成している（資料５－１－①－13）。また、一般、専門をあ

わせたそれぞれの授業科目と、ものづくり工学科の教育目標の各項目との関係及び各授業科目間の関

係については、「授業科目の流れ」としてシラバスに明示している（資料５－１－①－14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 165 - 

 

資料５－１－①－12 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

国語Ⅰ 3 3 1 都市文学論Ⅰ 1 48

国語Ⅱ 2 2 21 都市文学論Ⅱ 1 49

国語Ⅲ 2 2 34 化学特論Ⅰ 1 50

日本語表現法 1 1 42 化学特論Ⅱ 1 51

地理 2 2 2 工業化学概論Ⅰ 1 52

歴史 2 2 22 工業化学概論Ⅱ 1 53

現代社会論 2 2 23 英語表現Ⅰ 1 54

政治経済 2 2 35 実用英語Ⅰ 1 55

基礎数学Ⅰ 4 4 3

基礎数学Ⅱ 2 2 4

微分積分 4 4 24 表象文化論Ⅰ 1 － ※Ａ

線形代数Ⅰ 2 2 25 表象文化論Ⅱ 1 － ※Ａ

線形代数Ⅱ 2 2 36 人文社会特別研究 2 － ※Ａ

解析学基礎 4 4 37 都市の健康と運動 1 57 ※Ｓ

物理Ⅰ 2 2 5 現代史 1 58 ※Ｓ

物理Ⅱ 2 2 26 近代社会と文学 1 59 ※Ｓ

物理Ⅲ 1 1 38 自然地理学 1 60 ※Ｓ

化学Ⅰ 2 2 6 経営学 1 61 ※Ｓ
化学Ⅱ

(機械システム工学コース） 27 中小企業経営論 1 62 ※Ｓ
化学Ⅱ

(生産システム工学コース） 28 日本文学 1 1 63
化学Ⅱ

(電気電子工学コース） 29
化学Ⅱ

(電子情報工学コース） 30

保健体育Ⅰ 3 3 7 地誌学 2 2 65

保健体育Ⅱ 2 2 31 数学特論Ⅱ 2 2 66

保健体育Ⅲ 2 2 39 体育実技Ⅰ 1 1 67

保健体育Ⅳ 2 2 43 体育実技Ⅱ 1 1 68

総合英語Ⅰ 3 3 8 英語表現Ⅱ 1 1 69

総合英語Ⅱ 3 3 32 実用英語Ⅱ 1 1 70

総合英語Ⅲ 2 2 40 ドイツ語Ⅱ 2 2 71

総合英語Ⅳ 2 2 44 中国語Ⅱ 2 2 72

総合英語Ⅴ 1 1 47 日本文化史 2 2 73 ※Ｓ

国際経済学 2 2 74 ※Ｓ

民俗学 2 2 － ※Ａ

経営管理論 2 2 － ※Ａ

心理学 2 2 － ※Ａ

西洋文化論 1 1 41 人文地理学 2 2 － ※Ａ

ドイツ語Ⅰ 45 史学概論 2 2 － ※Ａ

中国語Ⅰ 46 経済学 2 2 － ※Ａ

芸術 1 1 10 倫理学 2 2 － ※Ａ

71 24 23 16 7 1 基礎数学演習 1 1 11

※１:どちらかを選択 微分積分演習 1 1 － ※Ａ

※２:JABEE自然科学科目 物理学演習 1 1 75 ※Ｓ

※３:JABEE人文社会科目 数学特論Ⅰ 2 2 76 ※２

※４:高校からの編入者向け 物理学特論Ⅰ 1 1 77 ※２

※Ａ:荒川キャンパスで開講 物理学特論Ⅱ 1 1 78 ※２

※Ｓ:品川キャンパスで開講 総合化学特論 1 1 79 ※２

英語特論 1 1 80 ※３

キャリアデザイン 2 2 － ※Ａ

数学演習 2 2 81 ※４

ドイツ語演習 1 1 82 ※４

東京の河川と交通 1 83 ※Ｓ

東京の自然環境 1 1 84 ※Ｓ

都市教養課題研究 1 85 ※Ａ

化学演習Ⅰ 1 1 12 ※Ｓ

化学演習Ⅱ 1 1 86 ※Ａ

化学実験 1 1 87

641

2

1

2

1

1

選
択
科
目

2

1

33

言語コミュニケー
ション

1

選択科目小計 4～14単位修得

選択科目Ｃ
（JABEEプロ
グラム科目
等）

選択科目Ｄ
（両キャン
パス学生の
合同履修の
集中講義）

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

備考 単位
掲載

ページ

56

学年・単位
備考

1

1

1

選択科目Ａ
（研究還元
型授業・目
的別授業・4
単位履修）

1

1

コミュニケーショ
ン・スキルズⅢ

1

必修科目単位数

※１2 2

必
修
科
目

コミュニケーショ
ン・スキルズⅡ

2 9

2

一般科目（各コース共通）

授業科目 単位
学年・単位

コミュニケーショ
ン・スキルズⅠ

授業科目
掲載

ページ

選択科目Ｂ
（大学の教
養課程担当
の内容・大
学編入学者
が単位互換
できる内
容）

2 2

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 
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資料５－１－①－13 

一般科目 

育成する人材像 

  
 

一般科目 

カリキュラム・ポリシー 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 

 

人間と社会および自然、各分野にわたり次の３点を目標にした学生の育成を図る。 

① 基礎学力をもち、自然科学の概念を理解し、専門分野に応用する力を有する学生 

② 社会人としての必要な教養と健全な心身を有する学生 

③ 現代社会で求められる表現力やコミュニケーション能力を有する学生 

① 数学の基礎的な概念の理解を深め、工学に関連しておこる現象を数学的に解析する能力・技

術を身につける。 

 

② 現象を探求する過程を通して物理・応用物理及び化学の基礎的な概念や原理・法則を理解

し、専門性の基礎となる科学的な見方や考え方を養う。 

 

③ 現代社会と人間についての諸問題を考察し、職業観を育てるとともに社会人としてのあり方

について考える力を養う。 

 

④ 国語や歴史及び地理、芸術などに関する文化的事象を学習することで、言語や生活、伝統、

文化についての理解を深める。 

 

⑤ 論理的な思考力と言語感覚を磨き、表現力を高めることで情報や相手の意 

向などを理解したり自分の考えなどを伝える能力の向上を図る。 

 

⑤ 外国の言語と文化について学ぶことにより、異なる文化をもつ人々と積極的にコミュニケー

ションを図る能力を養い、国際社会で活躍できる資質を育成する。 

 

⑦ 生涯にわたり自らの健康と安全を管理する能力を培うとともに、集団のな 

かで協調して行動する態度を養う。 
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資料５－１－①－14 

  

機械システム工学コース  授業科目の流れ（平成22年度以降入学者に適用）

教

育

目

標

1年 2年 3年 4年 5年

後期前期 前期後期 前期

A

　

実

践

力

化学特論Ⅰ

後期前期

精密加工

体育実技Ⅰ

前期 後期

経営学

後期

体育実技Ⅱ

流体機械

CAE

ロボット工学

新素材

化学特論Ⅰ

企業経営（東京工学）

知的財産法（東京工学）

機構学

メカトロニクス

熱エネルギー

変換と環境保全

センサ工学

材料強度学

自動車工学

総合化学
特論

化学特論Ⅱ 化学特論Ⅱ

中小企業
経営論

中小企業
経営論

材料リサイクル

振動工学Ⅱ

工業化学
概論Ⅱ

工業化学
概論Ⅱ

技術者倫理（東京工学）

数学特論I 数学特論II

東京の河川と交通

経営学

油空圧制御

自然地理学 自然地理学

循環プロセス化学（東京工学）

機能材料化学（東京工学）

安全工学（東京工学）

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅰ

物理学演習 物理学特論Ⅰ 物理学特論Ⅱ

ナノ物理学（東京工学）

（集中講義）

大都市産業集積論（東京工学）

都市環境工学（東京工学）

① ②

⑤ ⑥

③ ④
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物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ

工業力学

プログラミン
グ基礎

工学実験実習

基礎加工学

基礎電気工学

ものづくり実験実習

情報
リテラシー

機械システム

設計製図Ⅰ

機械力学

電子工学

基礎材料学

流体力学

工作機械工学

機械設計製図

機械システム制御Ⅱ

振動工学Ⅰ

情報処理

材料力学Ⅲ

伝熱工学

機械システム設計製図Ⅱ

B

　

基

礎

力

流れの力学

機械システム
制御Ⅰ

応用物理

化学演習Ⅱ

ドイツ語Ⅰ ドイツ語Ⅱ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ

実用英語Ⅱ

中国語Ⅰ

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ 総合英語Ⅴ

応用数学Ⅲ

応用数学Ⅱ

電気工学

基礎製図

熱力学

プログラミング

材料力学Ⅱ材料力学Ⅰ

基礎数学II 線形代数I 線形代数II

化　学　Ⅰ 化　学　Ⅱ

応用数学Ⅰ

化学演習Ⅰ

基礎数学I 微分積分 解析学基礎

基礎数学
演習

英語表現Ⅰ

機械システム
実験実習Ⅲ

数学演習

機械加工学

機械システム設計

機械材料

実用英語Ⅰ

日本語表現法 日本語表現法

機械システム
設計製図Ⅲ

機械システム

実験実習Ⅰ
機械システム実験実習Ⅱ

中国語Ⅱ

英語特論

ドイツ語演習

国語Ⅰ 国語Ⅱ 国語Ⅲ

実用英語Ⅰ

① ② ③ ④

⑤ ⑥
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  一般科目
 （選択科目Ｄ）

作業環境及び作業安全工学（東京工学）

保健体育Ⅰ

D

　

ｺ

ﾐ

ｭ

ﾆ

ｹ

ｰ

ｼ

ｮ

ﾝ

力

E

　

創

造

力

工業英語

都市の
健康と運動

現代史

C

　

人

間

性

・

社

会

性

都市文学論Ⅰ

都市文学論Ⅱ

国際経済学

都市の
健康と運動

近代社会
と文学

都市教養課題研究(集中講義)

インターンシップ

地理 歴史 政治経済

保健体育Ⅱ

卒業研究

現代社会論 地誌学

現代史

近代社会
と文学

保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ

日本文化史

環境適応型化学（東京工学）

東京の自然環境

一般科目
（選択科目Ａ）

東京工学科目

              ゼミナール

必修科目・
必修選択科目

選択科目

言語コミュニ
ケーション

日本文学

コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ
コミュニケーショ

ン･ｽｷﾙｽﾞⅢ

コミュニケーショ

ン･ｽｷﾙｽﾞⅢ

化学実験

都市文学論Ⅰ

都市文学論Ⅱ

芸術 芸術

西洋文化論
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大都市産業集積論（東京工学）

生産システム工学実験実習Ⅱ
生産システム

工学実験実習Ⅲ

東京の河川と交通 （集中講義）

自然地理学

中小企業
経営論

工業化学
概論Ⅱ

ナノ物理学（東京工学）

物理学演習 物理学特論Ⅰ 物理学特論Ⅱ

中小企業
経営論

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ

システム制御工学

３次元CAD設計製図Ⅱ

ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾃﾞ
ｻﾞｲﾝⅠ

設計工学Ⅱ

設計解析
（CAE)

A
　
実
践
力

体育実技Ⅰ 体育実技Ⅱ

工業化学
概論Ⅱ

総合化学
特論

経営学

管理システム工学Ⅱ

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅰ

生産システム設計

4年

後期後期

計測工学

オプトエレクトロニクス

自然地理学

化学特論Ⅱ 化学特論Ⅱ

化学特論Ⅰ 化学特論Ⅰ

ロボット工学

自動車工学

生産システム工学コース　授業科目の流れ（平成24年度以降入学者に適用）

教
育
目
標

1年 2年 3年

新素材 実験計画法

経営学

前期前期 後期 前期

数学特論I 数学特論II

後期

人間工学

メカトロニクス特別演習

5年

前期 後期 前期

都市環境工学（東京工学）

技術者倫理（東京工学）

企業経営（東京工学）

知的財産法（東京工学）

循環プロセス化学（東京工学）

機能材料化学（東京工学）

安全工学（東京工学）

①

② ③
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英語表現Ⅰ 英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ

機械力学

中国語Ⅱ

応用数学Ⅰ

国語Ⅰ 国語Ⅱ 国語Ⅲ

設計工学Ⅰ

基礎製図 機械設計製図

基礎加工学 生産加工学

基礎材料学

プログラミング

材料工学

応用物理 材料力学

情報工学

総合英語Ⅳ

物理Ⅲ

基礎数学II 線形代数I 線形代数II

微分積分 解析学基礎

基礎数学
演習

物理Ⅱ物理Ⅰ

B
　
基
礎
力

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ

ものづくり実験実習 工学実験実習 生産システム工学実験実習Ⅰ

基礎電気
工学

総合英語Ⅴ

化　学　Ⅰ 化　学　Ⅱ

化学演習Ⅰ

基礎数学I

中国語Ⅰ

実用英語Ⅰ

ドイツ語Ⅰ

化学演習Ⅱ

実用英語Ⅰ

数学演習

熱力学

電気工学

応用数学Ⅱ

３次元CAD設計製図Ⅰ

管理システム工学Ⅰ

流体力学

電子工学

情報
リテラシー

プログラミン
グ基礎

日本語表現法 日本語表現法

英語特論

ドイツ語演習

実用英語Ⅱ

ドイツ語Ⅱ

①

② ③
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コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ
コミュニケーショ

ン･ｽｷﾙｽﾞⅢ

コミュニケーショ

ン･ｽｷﾙｽﾞⅢ

化学実験

東京の自然環境

都市文学論Ⅰ 都市文学論Ⅰ

都市文学論Ⅱ 都市文学論Ⅱ

都市教養課題研究(集中講義)

一般科目
（選択科目Ａ）

必修科目・
必修選択科目

  一般科目
 （選択科目Ｄ）

東京工学科目

選択科目

近代社会
と文学

地誌学

E
　
創
造
力

ゼミナール 卒業研究

D
　
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ

ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
力

C
　
人
間
性
・
社
会
性

現代社会論

日本文化史

インターンシップ

現代史 現代史

地理

保健体育Ⅳ保健体育Ⅰ 保健体育Ⅱ 保健体育Ⅲ

環境適応型化学（東京工学）

作業環境及び作業安全工学（東京工学）

歴史

都市の
健康と運動

芸術

工業英語

政治経済

都市の
健康と運動

近代社会
と文学

芸術

西洋文化論

日本文学

国際経済学

言語コミュニ
ケーション

３次元CAD
設計製図Ⅲ
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工学実験実習 電気電子工学実験実習Ⅰ

中小企業
経営論

中小企業
経営論

④

回路解析

技術者倫理（東京工学）

企業経営（東京工学）

東京の河川と交通

電気電子回路設計

制御工学

機器制御
工学Ⅰ

電気設計製図

自然地理学

電気法規

都市通信網

エネルギー
変換工学Ⅱ

コンピュータ
工学I

数値計算 信号処理

機能材料化学（東京工学）

電気電子工学実験実習Ⅱ

5年

電力系統工学

エネルギー
変換工学Ⅰ

前期

体育実技Ⅱ

ナノ物理学（東京工学）

（集中講義）

後期

体育実技Ⅰ

機器制御工学Ⅱ

化学特論Ⅰ

化学特論Ⅱ

大都市産業集積論（東京工学）

パワーエレクトロニクス

数学特論II

物理学特論Ⅰ 物理学特論Ⅱ

後期

計測工学Ⅱ

メカトロニクス

★計測工学Ⅰ

工業化学
概論Ⅱ

電気電子工学コース　授業科目の流れ（平成21年度以降入学者に適用）

教
育
目
標

1年 2年 3年 4年

後期後期前期 前期

経営学 経営学

物理学演習

数学特論I

自然地理学

知的財産法（東京工学）

循環プロセス化学（東京工学）

総合化学
特論

後期 前期 前期

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅱ

化学特論Ⅰ

化学特論Ⅱ

ものづくり工学実験実習

A
　
実
践
力

電気電子
工学実験実習Ⅲ

安全工学（東京工学）

都市環境工学（東京工学）

システム
工学

高電圧工学

ネットワーク

コンピュータ
工学Ⅱ

① ② ③③
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ドイツ語演習

中国語Ⅰ

電子回路Ⅱ

ディジタル回路I

物理Ⅰ

電気電子
計測

情報処理Ⅱ情報処理I

電子基礎

電磁気学Ⅰ

数学演習

電気回路Ⅱ

化学演習Ⅰ 化学演習Ⅱ

総合英語Ⅱ

基礎数学
演習

英語特論

実用英語Ⅰ 実用英語Ⅰ

国語Ⅱ 国語Ⅲ 日本語表現法 日本語表現法

ドイツ語Ⅱ

英語表現Ⅰ

ドイツ語Ⅰ

英語表現Ⅱ

実用英語Ⅱ

英語表現Ⅰ

総合英語Ⅴ総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ

B
　
基
礎
力

基礎電気工学

情報
リテラシー

化　学　Ⅰ

総合英語Ⅰ

基礎数学I

国語Ⅰ

化　学　Ⅱ

微分積分 解析学基礎

中国語Ⅱ

物理Ⅱ

応用数学I

応用物理Ⅱ

応用数学II

応用物理Ⅰ物理Ⅲ

基礎製図 電気回路Ⅰ

基礎数学II 線形代数I 線形代数II

電子回路Ⅰ

電気電子材料電子工学

電磁気学Ⅱ

プログラミン
グ基礎

① ②
③

④
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★　平成24年度は開講しない

言語コミュニ
ケーション

芸術 芸術

西洋文化論

日本文学

ディジタル
回路Ⅱ

東京工学科目

保健体育Ⅲ

都市の
健康と運動

現代社会論

E
　
創
造
力

D
　
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ

ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
力

保健体育Ⅰ 保健体育Ⅱ

国際経済学

保健体育Ⅳ

作業環境及び作業安全工学（東京工学）

地理 歴史 政治経済

都市の
健康と運動

地誌学

C
　
人
間
性
・
社
会
性 近代社会

と文学

現代史 現代史 日本文化史

都市教養課題研究(集中講義)

近代社会
と文学

環境適応型化学（東京工学）

工業英語

都市文学論Ⅰ 都市文学論Ⅰ

都市文学論Ⅱ 都市文学論Ⅱ

インターンシップ

コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ
コミュニケーショ

ン･ｽｷﾙｽﾞⅢ

コミュニケーション･

ｽｷﾙｽﾞⅢ

化学実験

東京の自然環境

一般科目
（選択科目Ａ）

ゼミナール 卒業研究

ソフトウェア
設計Ⅰ

必修科目・
必修選択科目

選択科目
  一般科目
 （選択科目Ｄ）

ソフトウェア
設計Ⅱ
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都市環境工学（東京工学）

技術者倫理（東京工学）

企業経営（東京工学）

知的財産法（東京工学）

循環プロセス化学（東京工学）

機能材料化学（東京工学）

安全工学（東京工学）

電気回路Ⅱ

電子回路
設計

情報通信
システム

工学実験実習

数学特論II

データベース

コンピュータ設計法

情報処理Ⅱ プログラム設計法

アセンブラ

ネットワーク基礎

都市通信網

電子回路Ⅰ

電子工学

コンピュータハードウエアⅠ

後期 後期 前期 後期

経営学

前期

体育実技Ⅱ体育実技Ⅰ

通信工学

アルゴリズムとデータ構造

電子情報工学コース　授業科目の流れ

教
育
目
標

1年 2年 3年

後期前期前期 後期前期

4年 5年

情報工学

コンピュータネットワークⅠ

半導体工学

総合化学
特論

数学特論I

工業化学
概論Ⅰ

A
　
実
践
力

信号処理

光・電子デバイス

電子応用

電子計測 電子制御

光・電磁波工学

化学特論Ⅰ 化学特論Ⅰ

化学特論Ⅱ 化学特論Ⅱ

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅱ

工業化学
概論Ⅱ

ナノ物理学（東京工学）

物理学特論Ⅱ物理学特論Ⅰ物理学演習

コンピュータハードウエアⅡ

経営学

中小企業
経営論

中小企業
経営論

自然地理学 自然地理学

東京の河川と交通

大都市産業集積論（東京工学）

電子回路Ⅱ

電子情報工学実験実習Ⅰ 電子情報工学実験実習Ⅱ

コンピュータネットワークⅡ

（集中講義）

情報処理Ⅰ

③

① ②

⑤

④

⑥
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日本語表現法 日本語表現法

英語特論

化学演習Ⅰ 化学演習Ⅱ

線形代数II

基礎数学I 微分積分 解析学基礎

基礎数学
演習

線形代数I基礎数学II

情報リテラシー プログラミング基礎

電子基礎

応用数学Ⅰ

基礎製図

基礎電気工学 電気回路Ⅰ

総合英語Ⅴ

化　学　Ⅰ

数学演習

ドイツ語演習

ドイツ語Ⅱ

応用物理Ⅱ

実用英語Ⅱ

総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ

実用英語Ⅰ

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ

中国語Ⅱ

実用英語Ⅰ

英語表現Ⅰ

応用数学Ⅱ

応用物理Ⅰ

中国語Ⅰ

電気磁気学Ⅱ

B
　
基
礎
力

ドイツ語Ⅰ

国語Ⅰ 国語Ⅱ 国語Ⅲ

化　学　Ⅱ

物理Ⅰ

ものづくり実験実習

電気磁気学Ⅰ

物理Ⅲ物理Ⅱ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ

⑤

④

⑥

③

① ②
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インターンシップ

言語コミュニ
ケーション

都市教養課題研究(集中講義)

東京工学科目

保健体育Ⅰ 保健体育Ⅱ 保健体育Ⅲ

芸術 芸術

一般科目
（選択科目Ａ）

必修科目・
必修選択科目

選択科目
  一般科目
 （選択科目Ｄ）

保健体育Ⅳ

コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ

都市文学論Ⅱ

都市文学論Ⅰ 都市文学論Ⅰ

都市文学論Ⅱ

近代社会
と文学

現代史

都市の
健康と運動

電子情報工学実

験実習Ⅲ

コミュニケーショ

ン･ｽｷﾙｽﾞⅢ

化学実験

東京の自然環境

コミュニケーショ

ン･ｽｷﾙｽﾞⅢ

工業英語

卒業研究              ゼミナール

西洋文化論

現代社会論

歴史

近代社会
と文学

C
　
人
間
性
・
社
会
性

D
　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
力

E
　
創
造
力

地理

都市の
健康と運動

環境適応型化学（東京工学）

作業環境及び作業安全工学（東京工学）

日本文学

現代史 日本文化史

政治経済 国際経済学

地誌学
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ディジタル信号処理

マイクロ
コンピュータ

映像メディア
工学

後期

応用物理実験

コンピュータ
工学Ⅰ

システムプログラム基礎

情報理論
と符号化

データベース

コンピュータ

グラフィックス

ソフトウェア
設計Ⅰ

情報通信工学コース　授業科目の流れ

教
育
目
標

1年 2年 3年 4年 5年

後期前期前期 後期 前期 前期 後期

情報通信工学実験実習Ⅰ

後期 前期

（集中講義）

情報通信工学実験実習Ⅱ

A
　
実
践
力

コンピュータネットワークⅡ

ソフトウェア
設計Ⅱ

東京の河川と交通

情報通信工学

実験実習Ⅲ

アルゴリズムと

データ構造Ⅰ

ディジタル
回路Ⅰ

ハードウェア
設計

計測工学Ⅱ

コンピュータ工学Ⅱ

伝送工学

環境
電磁工学

ユビキタス

（無線）システム

光・電磁波
工学

電波法規

電波伝
搬工学

体育実技Ⅰ 体育実技Ⅱ

化学特論Ⅰ 化学特論Ⅱ

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅱ

総合化学
特論

アンテナ
工学

機能材料化学（東京工学）

安全工学（東京工学）

コンピュータネットワークⅠ

計測工学Ⅰ

ディジタル
回路Ⅱ

ナノ物理学（東京工学）

大都市産業集積論（東京工学）

技術者倫理（東京工学）

企業経営（東京工学）

知的財産法（東京工学）

循環プロセス化学（東京工学）

都市環境工学（東京工学）

半導体工学

通信工学Ⅱ 通信工学Ⅲ

アルゴリズムと

データ構造Ⅱ

通信工学Ⅰ

①

②
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数学特論II

日本語表現法

電気回路Ⅰ

基本プログラミングⅠ

B
　
基
礎
力

電気回路Ⅲ

実用英語Ⅱ

ドイツ語演習

情報リテラシー

基礎製図

ものづくり実験実習

電磁気学演習

電子回路Ⅰ 電子回路Ⅱ

微分積分
演習

数学演習

化　学　Ⅱ 化学実験

英語表現Ⅱ英語表現Ⅰ

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ 総合英語Ⅴ

基礎数学II 線形代数I 線形代数II

基礎数学
演習

化学演習Ⅰ 化学演習Ⅱ

中国語Ⅰ 中国語Ⅱ

化　学　Ⅰ

国語Ⅰ 国語Ⅱ 国語Ⅲ

基礎数学I 微分積分 解析学基礎

物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ 応用物理Ⅰ

プログラミング

基礎

基礎電気工学 電気回路Ⅱ

情報通信基礎

電磁気学Ⅰ 電磁気学Ⅱ

基本プログラミングⅡ

物理学特論Ⅰ 物理学特論Ⅱ

応用数学I 応用数学II

応用数学III

数学特論I

応用物理Ⅱ

実用英語Ⅰ

英語特論

ドイツ語Ⅰ ドイツ語Ⅱ

①

②
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言語コミュニ
ケーション

工業英語　　※平成25年度より4年のみ

  一般科目
 （選択科目Ｄ）

東京工学科目

※５年次の前期科目と後期科目は、入れ替える可能性あり

日本文学

ゼミナール

ソフトウェア
創造実習Ⅱ

都市文学論Ⅰ

キャリアデザイン

都市教養課題研究(集中講義)

東京の自然環境

倫理学

地誌学

都市文学論Ⅱ 表象文化論Ⅱ

通信工学
創造実習Ⅱ

D
　
ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹ

ｰ

ｼ
ｮ
ﾝ
力

E
　
創
造
力

C
　

人
間
性

・



　
社
会

性

保健体育Ⅰ 保健体育Ⅱ 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ

コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ
コミュニケーショ

ン・スキルズⅢ

心理学

芸術

地理 歴史 政治経済

ソフトウェア
創造実習Ⅰ

通信工学
創造実習Ⅰ

必修科目・
必修選択科目

選択科目

卒業研究

現代社会論 史学概論 民俗学

経済学 経営管理論

人文社会特別研究

人文地理学

西洋文化論

表象文化論Ⅰ

環境適応型化学（東京工学）

作業環境及び作業安全工学（東京工学）

インターンシップ
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ナノ物理学（東京工学）

大都市産業集積論（東京工学）

技術者倫理（東京工学）

企業経営（東京工学）

安全工学（東京工学）

都市環境工学（東京工学）

東京の河川と交通

設計製図Ⅰ 設計製図Ⅱ 設計製図Ⅲ

ロボット工学コース　授業科目の流れ（平成22年度以降入学者に適用）　　　

教
育
目
標

1年 2年 3年 4年 5年

前期 後期 前期 後期後期 前期 後期 前期 後期 前期

A
　
実
践
力

体育実技Ⅰ 体育実技Ⅱ

化学特論Ⅰ 化学特論Ⅱ

総合化学
特論

人工知能

ロボット工学実験Ⅰ ロボット工学実験Ⅱ ロボット工学演習

ロボット工学Ⅰ ロボット工学Ⅱ

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅱ

応用物理実験

知的財産法（東京工学）

循環プロセス化学（東京工学）

機能材料化学（東京工学）

（集中講義）

機械工作法 機械設計法Ⅰ 機械設計法Ⅱ

特別講義

ディジタル
信号処理

マイクロコン
ピュータ工学

電気機器
制御工学

アクチュエー
タ工学

CAD・CAE演習

応用ロボット工学

ロボット制御工学

メカトロニクスⅠ ★メカトロニクスⅡ メカトロニクスⅢ

①

②
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B
　
基
礎
力

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ 総合英語Ⅳ 総合英語Ⅴ

実用英語Ⅰ

英語特論

ドイツ語Ⅰ

物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ 応用物理Ⅰ 応用物理Ⅱ

化　学　Ⅰ 化　学　Ⅱ 化学実験

数値解析Ⅱ

材料学 材料力学Ⅰ

数学特論I 数学特論II

材料力学特論

応用数学Ⅰ 応用数学Ⅱ

応用数学Ⅲ

プログラミング

基礎
情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 数値解析Ⅰ

工業力学 機構学 機械力学Ⅰ 機械力学Ⅱ

流体工学Ⅰ 流体工学Ⅱ

材料力学Ⅱ 材料学特論

制御工学Ⅱ

制御工学Ⅲ

計測工学Ⅰ

熱力学Ⅰ 熱力学Ⅱ エネルギー工学

基礎電気
工学

電気回路Ⅰ 電気回路Ⅱ

計測工学Ⅱ

電子回路Ⅱ

基礎製図

センサ工学Ⅰ

★制御工学Ⅰ

センサ工学Ⅱ

電子回路Ⅰ

微分積分 解析学基礎

基礎数学
演習

微分積分
演習

ドイツ語Ⅱ

ドイツ語演習

中国語Ⅰ

化学演習Ⅱ

数学演習

国語Ⅰ 国語Ⅱ 国語Ⅲ

化学演習Ⅰ

中国語Ⅱ

英語表現Ⅰ

日本語表現法

実用英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

物理学特論Ⅰ 物理学特論Ⅱ

過渡現象論

ものづくり実験実習 システム制御工学

情報リテラシー

基礎数学II 線形代数I 線形代数II

基礎数学I

①

③

②
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環境適応型化学（東京工学）

作業環境及び作業安全工学（東京工学）

インターンシップ

歴史 政治・経済

西洋文化論

E
　
創
造
力

ロボット工学実習Ⅰ
ロボット

工学実習Ⅱ
ロボット

工学実習Ⅲ
ロボット

工学実習Ⅳ

ゼミナール 卒業研究

D
　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
力

コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ
コミュニケーショ
ンスキルズⅢ

人文社会特別研究

経営管理論

心理学

日本文学

C
　
人
間
性
・
社
会
性

保健体育Ⅰ 保健体育Ⅱ 保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ

芸術

必修科目・
必修選択科目

選択科目

キャリアデザイン

都市文学論Ⅰ 都市文学論Ⅱ 表象文化論Ⅱ 表象文化論Ⅰ

経済学

倫理学

工業英語　　※平成25年度より4年のみ

言語コミュニ
ケーション

  一般科目
 （選択科目Ｄ）

東京の自然環境

東京工学科目

※５年次の前期科目と後期科目は、入れ替える可能性あり

都市教養課題研究(集中講義)

★

人文地理学 地誌学

現代社会論 史学概論 民俗学

地理

③

平成24年度は開講

しない
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応用物理実験

東京の河川と交通

構造力学Ⅰ 構造力学Ⅱ

計測工学

宇宙利用工学

宇宙システム工学

ロケット工学

宇宙機器
制御工学

推進工学

航空原動機工学

応用電子工学

製作ｾﾞﾐﾅｰﾙ

工学実験Ⅲ

輸送機械工学

工学実験Ⅱ

A
　
実
践
力

機械工作法Ⅰ

実習

設計製図Ⅰ 設計製図Ⅱ 設計製図Ⅲ

情報処理Ⅰ 情報処理Ⅱ 数値解析学

（集中講義）

工業化学
概論Ⅰ

工業化学
概論Ⅱ

数値解析演習Ⅰ

工学実験Ⅰ

総合化学
特論

体育実技Ⅰ

航空宇宙工学コース　授業科目の流れ

教
育
目
標

1年 2年 3年 4年

後期

体育実技Ⅱ

化学特論Ⅰ 化学特論Ⅱ

5年

前期 後期 前期 後期 前期後期前期 後期 前期

機械工作法Ⅱ

循環プロセス化学（東京工学）

飛行力学

数値解析演習Ⅱ

機能材料化学（東京工学）

安全工学（東京工学）

都市環境工学（東京工学）

ナノ物理学（東京工学）

大都市産業集積論（東京工学）

技術者倫理（東京工学）

企業経営（東京工学）

知的財産法（東京工学）

①

②

③

⑤

④
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英語特論

流体力学Ⅰ 流体力学Ⅱ

総合英語Ⅳ

英語表現Ⅱ

総合英語Ⅴ

中国語Ⅱ

英語表現Ⅰ

ドイツ語Ⅰ ドイツ語Ⅱ

実用英語Ⅰ

電気工学

機械力学

流体力学Ⅲ

伝熱工学

電子工学

基礎数学
演習

熱力学Ⅰ 熱力学Ⅱ

材料学Ⅰ 材料学Ⅱ

材料力学Ⅲ

実用英語Ⅱ

基礎電気工学

微分積分

基礎製図
航空宇宙
工学概論

航空宇宙工学通論

化学演習Ⅰ

化学実験

化学演習Ⅱ

B
　
基
礎
力

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ

国語Ⅰ 国語Ⅱ

総合英語Ⅲ

国語Ⅲ

基礎数学II 線形代数II

物理学特論Ⅱ

化　学　Ⅰ 化　学　Ⅱ

基礎数学I

物理学特論Ⅰ

物理Ⅰ 物理Ⅱ 物理Ⅲ 応用物理Ⅰ 応用物理Ⅱ

解析学基礎

ドイツ語演習

中国語Ⅰ

数学演習
微分積分

演習

線形代数I

応用数学I 応用数学II

プログラミング基礎

ものづくり実験実習 工業力学Ⅰ

情報リテラシー

材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ

工業力学Ⅱ

応用数学III

数学特論I 数学特論II

制御工学

日本語表現法

①

②

⑤

④

③
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都市文学論Ⅰ 都市文学論Ⅱ 表象文化論Ⅱ

倫理学

地誌学

必修科目・
必修選択科目

選択科目

東京の自然環境

人文社会特別研究

言語コミュニ
ケーション

  一般科目
 （選択科目Ｄ）

工業英語　　※平成25年度より4年のみ

E
　
創
造
力

航空機設計法

ゼミナール 卒業研究

構造材料
システム設計

芸術

史学概論

コミュニケーショ

ンスキルズⅢ

地理 歴史

D
　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
力

キャリアデザイン

C
　
人
間
性
・
社
会
性

保健体育Ⅰ

経済学

コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ

現代社会論

政治・経済

保健体育Ⅲ 保健体育Ⅳ

西洋文化論

日本文学表象文化論Ⅰ

経営管理論

心理学

人文地理学

東京工学科目

インターンシップ

保健体育Ⅱ

※５年次の前期科目と後期科目は、入れ替える可能性あり

都市教養課題研究(集中講義)

民俗学

環境適応型化学（東京工学）

作業環境及び作業安全工学（東京工学）
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体育実技Ⅱ

医療福祉経済学

生体物性工学

リハビリテーション

工学

総合化学
特論

人間工学

コミュニケーション

支援工学

医療福祉材料生体信号処理

生体計測工学

医用超音波工学

（集中講義）

認知感性工学

運動生理学

医用画像工学

医療福祉工学実験実習Ⅲ

バイオメカニクス

応用物理実験

信号処理

臨床心理学

医療福祉工学実験実習Ⅰ

体育実技Ⅰ

化学特論Ⅱ

A
　
実
践
力

医療福祉工学実験実習Ⅱ

福祉環境工学

福祉機器設計

医療福祉工学コース　授業科目の流れ（平成21年度以降入学者に適用）

教
育
目
標

1年 2年 3年 4年 5年

前期 後期 前期 後期前期 後期 前期

工業化学
概論Ⅰ

後期 前期 後期

工業化学
概論Ⅱ

化学特論Ⅰ

東京の河川と交通

ナノ物理学（東京工学）

大都市産業集積論（東京工学）

技術者倫理（東京工学）

企業経営（東京工学）

知的財産法（東京工学）

循環プロセス化学（東京工学）

機能材料化学（東京工学）

安全工学（東京工学）

都市環境工学（東京工学）

①

②

③
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ﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
工学

アクチュエータ

機構学

構造設計Ⅲ

メカトロニクス

電気磁気学Ⅲ

★数値解析

機械力学

医療福祉

センサ工学

医療福祉工学

概論

環境熱力学

総合英語Ⅴ

数学特論II

実用英語Ⅰ

計測工学

生産加工学
機械工学

演習

微分積分
演習

英語表現Ⅰ

基礎数学I 微分積分

基礎数学
演習

数学特論I

電気回路Ⅲ

電子回路Ⅰ

★制御工学Ⅱ

英語特論

応用数学I 応用数学II

応用数学III

ドイツ語演習

ドイツ語Ⅱ

中国語Ⅱ

ドイツ語Ⅰ

数学演習

応用物理Ⅱ

国語Ⅱ 国語Ⅲ 日本語表現法

物理Ⅰ

基礎電気
工学

情報処理Ⅰ

電気磁気学Ⅰ

材料学

B
　
基
礎
力

化　学　Ⅱ化　学　Ⅰ

線形代数II

構造設計Ⅱ

化学演習Ⅰ

プログラミング
基礎

物理Ⅲ 応用物理Ⅰ

電気回路Ⅰ

情報
リテラシー

医用電子回路
設計

総合英語Ⅳ

中国語Ⅰ

電子回路Ⅱ

物理Ⅱ

解析学基礎

電気磁気学Ⅱ

電子回路Ⅲ

制御工学Ⅰ

化学実験

化学演習Ⅱ

国語Ⅰ

総合英語Ⅰ 総合英語Ⅱ 総合英語Ⅲ

実用英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

物理学特論Ⅰ 物理学特論Ⅱ

基礎数学II

ものづくり実験実習

情報処理Ⅱ

流体力学

基礎製図

電気回路Ⅱ

線形代数I

構造設計Ⅰ

医学概論 障害者福祉論

材料力学Ⅰ 材料力学Ⅱ

①

②

③

④
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★

コミュニケーション・スキルズⅠ コミュニケーション・スキルズⅡ

都市文学論Ⅰ 都市文学論Ⅱ 表象文化論Ⅱ 表象文化論Ⅰ

人文社会特別研究

必修科目・
必修選択科目

選択科目

工業英語　　※平成25年度より4年のみ

言語コミュニ
ケーション

東京工学科目

キャリアデザイン

コミュニケーショ
ンスキルズⅢ

ゼミナール

倫理学

史学概論

保健体育Ⅳ保健体育Ⅲ

西洋文化論

インターンシップ

心理学

環境適応型化学（東京工学）

作業環境及び作業安全工学（東京工学）

保健体育Ⅱ

経済学

地誌学

民俗学

経営管理論

人文地理学

E
　
創
造
力

地理

芸術

歴史

C
　
人
間
性
・
社
会
性

D
　
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
力

保健体育Ⅰ

現代社会論

※５年次の前期科目と後期科目は、入れ替える可能性あり

都市教養課題研究(集中講義)

日本文学

東京の自然環境

卒業研究

  一般科目
 （選択科目Ｄ）

政治・経済

平成24年度は開講

しない

④

 
 

 

 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 
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教育課程のコアとなる必修科目は、学年が進むにつれて専門科目の比重が高まっていく、いわゆる

「くさび型」で編成されている（資料５－１－①－15）。また、選択科目は一部の補充教育科目以外

は第３学年以上に配当されており、特に専門科目は原則として第４学年以上に配当している（前掲資

料５－１－①－12、前掲資料５－１－①－７）。これは、低学年段階で基礎基本をしっかり養い、高

学年では学生の成長に伴う知的関心の高まりや志向の多様性に配慮するためである。また、大都市東

京にある高専という特長を活かしたユニークな科目群として、各専門教育コース共通の自由選択科目

である「東京工学科目」を開講している（資料５－１－①－16）。 

資料５－１－①－15 

必修科目の学年別配当表 

第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 計

24 23 16 7 1 71

機械システ
ム工学

8 10 18 24 19 79

生産システ
ム工学

8 10 18 24 19 79

電気電子工
学

8 10 17 26 17 78

電子情報工
学

8 10 17 26 17 78

情報通信工
学

8 10 17 27 18 80

ロボット
工学

8 10 18 24 22 82

航空宇宙工
学

8 10 18 24 20 80

医療福祉工
学

8 10 18 24 21 81

専門科目
（必修）

一般科目（必修）

 
（出典 管理課資料） 

 

資料５－１－①－16 

東京工学科目（各コース共通）

1 2 3 4 5

技術者倫理 1 89

知的財産法 1 90

企業経営 1 91

大都市産業集積論 1 92

ナノ物理学 1 93

環境適応型化学 1 94

循環プロセス化学 1 95

機能材料化学 1 96

安全工学 1 98

都市環境工学 1 99

11

授業科目

作業環境及び作業安全
工学

1

1

1

1

単位
学年・単位

※１:東京工学科目は全コース自由選択科目

1

1

1

1

1

11

掲載

ページ

97

自由選択科目開設時数 11

※１

選
択
科
目

備考

1

 
（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の準学士課程は、教育目標を達成するために授業科目を学年ごとに適切に配置し、教育課程を

体系的に編成している。第１学年では共通科目の授業内容を工夫し、第２学年以降に一般科目及び専

門科目の必修・選択科目をバランスよく配置・編成している。また、教育目標と授業科目との関係や

授業科目間の関係も明確にした編成を行っている。 

以上のことから、教育の目的に照らして授業科目が学年ごとに適切に配置され、教育課程が体系的

に編成されており、授業の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿って、教育の目的を達成す

るために適切なものになっていると判断できる。 

 

観点５－１－②： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

本校は、実践的な技術者を育成する高等専門学校であり、学術発展の動向や社会（特に産業界）か

らの要請には積極的に応える必要があると考えている。また、学生の多様なニーズに配慮することも

重要であると考える。 

ものづくり工学科の各専門教育コースは、機械工学、電気電子工学、情報工学といった従来型の基

盤技術分野に加え、航空宇宙工学、ロボット工学、医療福祉工学といった社会ニーズを踏まえた総合

工学系の３コースを設置し、それぞれふさわしい教育課程を編成している（前掲資料５－１－①－

２）。また、電気電子工学コースは第２種電気主任技術者の、情報通信工学コースは第二級陸上特殊

無線技士及び第二級海上特殊無線技士のそれぞれ認定教育コースとなっており、当該コースの卒業生

は該当の資格試験において学科試験が免除される（資料５－１－②－１）。さらに、学外における学

修や一定の資格取得を単位認定する制度も設けている（資料５－１－②－２）。 
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資料５－１－②－１ 

第二種電気主任技術者の資格取得フロー 
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（出典 一般財団法人電気技術者試験センターウェブサイト 抜粋） 
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無線従事者関係の認定学校等一覧 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 196 - 

 

 

 
 

（出典 総務省電波利用ホームページウェブサイト 抜粋） 

 

資料５－１－②－２ 

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定規則 

 

平成 21 年度法人規則第 57 号 

制定 平成 22 年３月 31 日 
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 （目的） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則（平成 20 年度法人規則第１号。以下「学則」という。）

第 20 条第２項に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）以外の教育施設等における

学修に関し、ものづくり工学科（以下、「本科」という。）における単位の認定について必要な事項を定める。 

 （対象） 

第２条 この規則の対象となる学修は、次のとおりとする。 

 (1) 大学又は短期大学の専攻科における学修 

 (2) 高等専門学校の専攻科における学修 

 (3) 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のものにおける学修で、本校において高等専門学校教育に相当

する水準を有すると認めたもの 

 (4) 国又は公益法人等が実施する技能審査で、全国的な規模で行われ適切かつ公正である等の要件を満たすものに

おける成果に係る学修 

 (5) 本校が実施する海外における英語研修に係る学修 

２ 前項第４号に定める学修は、別表１及び別表２のとおりとする。 

３ 第１項第５号に定める学修は、別表３のとおりとする。 

（認定の申請） 

第３条 単位の認定を受けようとする者は、別に定める学外学修単位修得申請書（以下「申請書」という。）によ

り、ものづくり工学科長に申請するものとする。 

２ 前条第 1 項第１号から第３号までに定める学修については、申請書に当該大学、短期大学、高等専門学校又は専

修学校（以下、「大学等」という。）の長による単位の修得を証する書類を添付しなければならない。 

３ 前条第 1 項第４号に定める学修については、申請書に技能審査の成果を証する書類を添付しなければならない。 

４ 前条第 1 項第５号に定める学修については、申請書に語学研修の修了を証する書類を添付しなければならない。 

（申請対象期間） 

第４条 申請の対象となる学修期間は、前年度の後期期末試験の最終日の翌日から当該年度の後期期末試験の最終日

までとする。 

２ 第１学年については、前項の前年度の後期期末試験の最終日の翌日を入学日と読み替えるものとする。 

 （認定単位数） 

第５条 修得を認定する単位数は、次の各号のとおりとする。 

 (1) 第２条第１号から第３号までに定める学修については、当該大学等が認定した単位数を修得単位として認定す

る。 

 (2) 第２条第４号に定める学修については、別表１及び別表２に定める単位を修得単位数として認定する。ただ

し、技能審査による単位認定をされた者が、同時又は事後に同種の上級の技能審査における成果に係る学修及び

海外語学研修に係る学修を修めた場合は、すでに認定された修得単位数と当該の成果に係る学修の差を修得単位

として認定するものとする。 

 (3) 第２条第 1 項第５号に定める学修については、別表３に定める単位を修得単位数として認定する。ただし、海

外語学研修による単位認定された者が、同時又は事後に同種の上級の技能審査における成果に係る学修を修めた

場合は、すでに認定された修得単位数と当該の成果に係る学修の差を修得単位として認定するものとする。 

 (4) 本規則により認定する単位数は累計で最大 10 単位までとする。ただし、学則第 30 条に基づき認定された留学

による単位との合計が 30 単位を超えることができないものとする。 

 （取扱） 

第６条 修得単位は、第２条に定める学修を行った年度において、その者が在籍する学年での単位として認定するも

のとする。 

２ 別表１及び別表３の学修については一般科目の単位として、別表２の学修については専門科目の単位として認定

する。 

３ 認定された単位は、進級乙の累計修得単位数及び卒業に必要な修得単位数に含めることができる。 

（審査） 

第７条 本規則における単位修得の認定は、教務委員会の審議に基づき、ものづくり工学科長が行う。 

２ 教務委員会に関する事項は、別に定める。 

（評価） 

第８条 前条によって修得を認定された科目の評価は合格とする。 

 （委任） 

第９条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定規則） 
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インターンシップは、第４学年の選択科目（２単位）として配置しており、４割以上の学生が受講

している（資料５－１－②－３～５）。 

 

資料５－１－②－３ 

東京都立産業技術高等専門学校インターンシップ実施要綱 

21 産技専管品第 1855 号 

            制定 平成 22 年３月 31 日 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）のインターンシップの実施に関し、

必要な事項を定めたものである。 

（インターンシップの目的） 

第２条 本校ものづくり工学科（以下「本科」という。）におけるインターンシップは、学生のキャリア開発を支援

し、業務体験や課題解決をとおした実践的技術者の育成を目的とする。加えて、専攻科は、特別研究やゼミナール

と連携したインターンシップにより、総合的実践的技術者の育成を目的とする。 

（教育課程上の位置付け） 

第３条 インターンシップの開講学年と単位は、学則における教育課程のとおりとする。 

（実施時期） 

第４条 実施時期は、原則、夏季休業期間中とする。 

（実習機関及び実習機関の役割） 

第５条 実習機関は、企業、大学、研究所、団体及び官公庁等とする。 

２ 実習機関は、実習の前後、実習期間中を通じ、次の各号に掲げる事項を実施する。 

(1) 本校からの実習の申込みに対する実習場所、実習期間等の通知 

(2) 実習前の打ち合わせ及び実習期間中の学生（以下「実習生」という。）への指導・監督 

(3) 実習後の「インターンシップ証明書」の作成 

（校内体制） 

第６条 インターンシップに関する業務を実施する組織として、インターンシップ室を設置する。 

２ インターンシップ室は、本校管理課と協働して、インターンシップに関し、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 実習機関の情報収集に関すること。 

(2) 関係書類の整理・保存に関すること。 

(3) 実習生の指導・評価、保険加入に関すること。 

(4) 実習機関との連絡・訪問等に関すること。 

(5) その他インターンシップの実施に関すること。 

３ 学級担任は、インターンシップ室と協力して、学生の円滑な実習の実施にあたる。 

４ 専攻科の特別研究およびゼミナール担当教員は、インターンシップ室と協力して、実習生の指導・評価等にあた

る。 

（実習生の受講手続） 

第７条 インターンシップを履修しようとする学生は、インターンシップ室が定める期間中にインターンシップ室に

申し込む。 

２ 申込みをした学生は、事前指導、実習、事後指導に参加する。 

３ 実習生は、実習終了後、インターンシップ室に報告書を提出する。 

（報酬等） 

第８条 実習生に対しては、実習機関側で定めない限り無報酬とする。 

（実習に係る費用負担） 

第９条 実習機関までの交通費、宿泊代、昼食等の費用は、実習機関側で定めない限り、実習生の負担とする。 

２ 実習期間中の実務、作業に係る経費は実習機関の負担とする。 

（実習生の服務） 

第１０条 実習生は、本校の学生としての身分を保有する。 

２ 実習生は、実習期間中は、実習機関の指示に従い、実習に専念しなければならない。 

３ 実習生は、実習機関の信用を傷つけたり、不名誉となるような行為を行ってはならない。 

４ 実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習終了後も同様とする。 

５ 実習生が第２項から第４項の規定に反する行為を行った場合、実習を中止する。 

（実習中における事故責任等） 

第１１条 実習生は、インターンシップ参加の同意を保護者から得るとともに、傷害保険・賠償責任保険に加入する

ものとする。 

２ 保険加入に要する費用は、原則として実習生の自己負担とする。 

（成績評価及び単位認定） 

第１２条 本科は、事前・事後指導と５日（実働３０時間）以上の実習を合わせて６０単位時間以上履修した場合、
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専門科目２単位として単位を認定する。 

２ 専攻科は、事前・事後指導と１０日以上の実習を合わせて６０単位時間以上履修した場合、２単位として単位を

認定する。 

３ 単位認定は、事前・事後指導と実習を総合的に評価し、｢合・否｣により判定する。 

４ 単位認定の対象となるのは、本校で参加を許可したインターンシップに限るものとする。 

（その他） 

第１３条 本要綱に定めるもののほか、インターンシップ実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校インターンシップ実施要綱） 

 

 

資料５－１－②－４ 

 

  

表２－２ 総括表 

 品川キャンパス本科 荒川キャンパス本科 専攻科 

インターンシップの案内企業数 

受入アンケート送付数 
１５５０社 

受 入 許 諾 企 業 数 

一 般 １３０ 社 一 般 ８９ 社 一 般 １９１ 社 

大田支部 １９ 社 荒川区 ８ 社 大田支部 １８ 社 

品 川 区 ９ 社 その他 ７ 機関 品 川 区 ６ 社 

合計 １５８ 社 合計 １０４ 社 合計 ２１５ 社 

インターンシップ参加者数 

一 般  31社 41名 

大田支部 13社 30名 

品 川 区  4 社  6 名 

 

一 般   30 社  35 名 

荒川区   8 社   8 名 

その他    3 機関 6名 

 

一 般 23社 28名 

大田支部  2 社  3 名 

研究所等  4 機関 6 名 

品 川 区   1 社  1 名 

合計   48社 77名 合計   41社 49名 合計   30社 38名 

インターンシップ参加者 

合  計 
合計   １１９ 社（機関）， １６４ 名 

※ 大田支部は中小企業家同友会大田支部の略。一般は企業等。数字は延べ数。区は当該区のインターンシップ事

業。インターンシップ先には大学や研究機関も含める。 
 

 

（出典 平成 23 年度インターンシップ報告書 P.4） 
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資料５－１－②－５ 

  

Ⅰ－４． インターンシップ実績 

平成 23年度 東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス インターンシップ先一覧 

          
（件数） 

実習先 

機
械
シ
ス
テ
ム 

生
産
シ
ス
テ
ム 

電
気
電
子 

電
子
情
報 

計 実習先 

機
械
シ
ス
テ
ム 

生
産
シ
ス
テ
ム 

電
気
電
子 

電
子
情
報 

計 

１．品川区インターンシップ事業  (6) 中山ライニング工業(株) 1       1 

仲屋ブラシ工業(株)   2     2 レンゴー(株) 葛飾工場   1     1 

タマチ工業(株)   1     1 森永乳業(株)  1   1   2 

タマガワ(株)     2   2 (株)金澤製作所   1     1 

(株)東京鉸製作所 1       1 (株)ニッセー 2       2 

２．東京中小企業家同友会大田支部 

  インターンシップ事業  
(30) 

(株)ソルコム       2 2 

田中電工(株)     1   1 

(株)アバ   2     2 (株)フジクラ 佐倉事業所   1     1 

富士ソフト企画(株)       2 2 (株)エヌ・エス・ディ       2 2 

広沢電機工業(株)     1   1 キヤノン(株) 1       1 

アールシーソリューション(株)   1 1 2 4 技研電子(株)        1 1 

(独)理化学研究所 
大森素形材工学研究室 

3 2 1 2 8 日本電気計器検定所     1   1 

(株)リプス・ワークス 1   1   2 (株)関電工     1   1 

(株)京浜工業所 1       1 
京セラ 
コミュニケーションシステム(株) 

      1 1 

(株)データ・テック       1 1 ＳＭＣ(株)   1     1 

林総事(株) 1 1     2 (株)モリタ製作所       1 1 

(株)Ｒａｙ Ａｒｃ       1 1 (株)エイアンドティー       1 1 

(有)東新製作所   1     1 東京エレクトロンＦＥ(株)       1 1 

(株)ヒューマンシステム       4 4 日機装(株)       1 1 

(株)審調社       1 1 
日本たばこ産業(株)  
北関東工場 

      1 1 

３．企業         (35) 日本電設工業(株)     1   1 

出光興産(株) 千葉製油所     1   1 (株)コンピュータマインド       2 2 

シチズンセイミツ(株) 1       1 (株)金属被膜研究所     1   1 

国際ソフトウェア(株)       1 1 ４．大学         (6) 

ダイヤ精機(株) 2       2 長岡技術科学大学 2     2 4 

ナブコシステム(株)     1   1 豊橋技術科学大学 1     1 2 

京セラ(株)   1     1 合計 18  15 14  30  77  
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平成 23年度 東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス インターンシップ先一覧 

 

                (件数) 

実習先 

情
報
通
信 

ロ
ボ
ッ
ト 

航
空
宇
宙 

医
療
福
祉 

計 実習先 

情
報
通
信 

ロ
ボ
ッ
ト 

航
空
宇
宙 

医
療
福
祉 

計 

１．荒川区インターンシップ事業   (8) 東京ベルト(株) 
 

1 
  

1 

（株)マルフジ製作所 1 
   

1 石福金属興業(株) 
  

1 
 

1 

ニューコン(株) 1 
   

1 (株)資生堂 
  

1 
 

1 

精電舎電子工業(株) 1 
   

1 キャノン(株) 
  

1 
 

1 

サンケイ理化(株) 
 

1 
  

1 シチズン時計(株) 
  

1 
 

1 

(有)秀光堂 
 

1 
  

1 睦化工(株) 
  

1 
 

1 

(株)東風谷製作所 
 

1 
  

1 関東自動車工業(株) 
  

1 
 

1 

(株)和香 
 

1 
  

1 レンゴー(株) 
  

1 
 

1 

(株)東京ベル製作所 
  

1 
 

1 ザ・パック(株) 
   

1 1 

２．企業 
    

(36) 日立アロカメディカル(株) 
   

1 1 

(株)朊栄 1 
   

1 日本たばこ産業(株) 
   

1 1 

田中電工(株) 1 
   

1 三祐医科工業(株) 
   

1 1 

アベテクノシステム(株) 1 
  

1 2 リオン(株) 
   

1 1 

(株)ソルコム 1 
   

1 
株式会社ダイセル 
(旧社名：ダイセル化学工業
(株))    

1 1 

富士ソフト企画(株) 1 
   

1 京西テクノス(株) 
   

1 1 

(株)コンピュータマインド 2 
   

2 ナブコシステム(株) 
   

1 1 

コーンズテクノロジー株式会社 
(旧社名：コーンズドッドウェル
(株)） 

1 
   

1 ロシュ・ダイアグノスティックス(株) 
   

2 2 

(株)柊ソフト開発 2 
   

2 ３．研究所など 
    

(3) 

プラス電子(株) 1 
   

1 日本電気計器検定所(経産省) 1 
   

1 

中山ライニング工業(株) 
 

2 
  

2 独立行政法人 理化学研究所 
 

2 
  

2 

森永乳業(株) 
 

2 
  

2 ４．大学 
    

(3) 

(株)モリタ製作所 
 

1 
  

1 豊橋技術科学大学 
 

1 
 

2 3 

(株)三信 
 

1 
  

1 合計※ 15 14 8 13 50 

※件数は 50 であるが、一人で二箇所実習した場合があり、学生数は 49 名である。 

 

（出典 平成 23 年度インターンシップ報告書 P.5～6） 
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補充教育は、低学年での数学や化学、編入学生向けの数学でそれぞれ実施しており、学生が勉学を

続けていく上で致命的となる科目を重点的に補っている（資料５－１－②－６～10）。 

 

資料５－１－②－６ 

補充教育の実施 

 

  

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

基礎数学演習 

(Exercises in Elementary 

Mathematics) 

久保田耕司(常

勤) 
１ 

１ 

一般科目 

後期 

２時間 
選択 

授業の概要 

基礎数学 I, II の講義内容の理解を補うことを目的とし，数式の計

算，方程式・不等式の解法，２次関数や指数関数，対数関数など

の初等関数，数列およびその和，三角比，三角関数のグラフ，加

法定理などの演習を行う． 

授業の進め方 問題演習を中心に行う． 

到達目標 

① 数式の展開，因数分解などの基礎的な変形ができること． 

② 方程式・不等式の解法を修得すること 

③ 初等関数の性質を理解し，そのグラフが描けること． 

④ 三角関数の値や式の変形ができ，そのグラフが描けること． 

学校教育目標との関

係 

高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を

育成する。 

             講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

数式の計算 

 

 

方程式・不等式 

 

 

初等関数（その１） 

 

 

初等関数（その２） 

 

整式，分数式，無理式の四則計算，因数分解，複素数の計算

など基礎的な数式の計算技術を修得する． 

 

２次方程式，高次方程式，分数方程式，無理方程式，連立方

程式の解法や，２次不等式の解法技術を修得する． 

 

２次関数，分数関数，無理関数の性質を理解し，そのグラフ

について理解を深める． 

 

指数関数，対数関数，三角関数の性質とそのグラフについて

の理解を深める．三角関数の加法定理とその応用技術を修得

する． 

 

４ 

 

 

３ 

 

 

３ 

 

 

５ 

 

計

15 

学業成績の評価方

法 
授業中に行う４項目ごとの演習テストの点数により評価する． 

関連科目 

「数学」は物理，化学，専門科目を学習する上での基礎となる重要

な科目である．この科目での学習内容が，第２学年以上で学習する

「数学」の基礎となる． 

教科書，副読本 
教科書『新訂 基礎数学』（大日本図書） 

問題集『新訂基礎数学問題集』大日本図書） 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科高専品川キャンパス P.11） 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 203 - 

 

 

資料５－１－②－７ 

補充教育の実施 

   

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

微分積分演習 

(Exercises in Calculus) 

 

小野智明 (常勤) 

 

２ 
１ 

一般科目 

後期 

２時間 
選択 

授業の概要 「微分積分」の講義内容の理解を補うことを目的とし，関数の微分法・積分

法の計算練習を行なう．また，微分法・積分法の応用について理解を深める

ための問題演習を行う． 

授業の進め方 問題演習を中心に行う． 

到達目標 ① 微分・積分の公式を用いた基本的な計算ができること． 

② 曲線のグラフの概形および最大値・最小値等の問題に微分法が応用でき

ること． 

③ 図形の面積，体積等の問題に積分法が応用できること． 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する． 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 週 

   

微分の計算 

 

積分の計算 

 

 

微分の応用 

 

 

 

 

積分の応用 

 

いろいろな関数の導関数を求める計算技術を習得する． 

 

いろいろな関数の定積分，不定積分の計算技術を習得する． 

 

 

より難易度の高い微分法の計算技術を習得するとともに，関数のグ

ラフの概形をかくことや，関数の最大値・最小値問題などの微分法

の応用に関する問題演習を行う． 

 

 

より難易度の高い積分法の計算技術を習得するとともに，定積分を

利用して，面積，体積，曲線の長さ等を求める問題の演習を行う． 

3 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

計 15 

学業成績の評価方法 授業態度，出席状況，小テスト，課題の提出状況などにより評価する． 

 

関連科目 「微分積分」は物理や専門科目を学習する上での基礎となる重要な科目であ

る．この科目での学習内容が，第３学年以上で学習する数学や多くの専門科目

を理解するための基礎となる． 

教科書，副読本 教科書『新訂 微分積分 I』（大日本図書） 

問題集『新訂 微分積分 I問題集』（大日本図書） 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科高専荒川キャンパス P.79） 
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資料５－１－②－８ 

補充教育の実施 

 

  

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

化学演習Ⅰ 

(Exercises in 

Chemistry I) 

池田  宏（常勤） １ １ 

一般科目 

 集中 

３０時間 

選択 

授業の概要 各工学コースに共通して必要な化学計算を確実に実践することが

できるように問題演習を通して完全に習得させる。 

授業の進め方 講義と問題演習を中心に展開する。 

到達目標 ① 基本的な化学変化を化学反応式で表し、量的な関係が正しく求

められること。 

② モル計算、気体及び溶液に関する基本的な化学計算が正しく実

践できること。 

学校教育目標との関

係 

高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を 

育成する。 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 時間 

ガイダンス 

数式・単位・有効数字 

 

化学式と物質量 

 

化学反応式と物質の量的関係 

気体 

溶液 

 

数式の取扱、単位を含む物理量の取扱および有効

数字の取扱について理解すること 

物質を化学式で表現し、物質量に関わる計算を理解

すること 

化学変化を反応式で書き量的関係を求めること 

状態変化に伴う気体の状態量を求めること 

溶質、溶媒の量と溶液の濃度を求めること 

１ 

５ 

 

６ 

 

６ 

６ 

６ 

計 30 

   

学業成績の評価方法 平常試験（５回）６０％、提出物（宿題レポート・演習課題など）

３０％、出席状況１０％の比率で評価する。 

関連科目 第１学年・必修科目「化学Ⅰ」、第２学年・必修科目「化学Ⅱ」、 

第３・４学年・必修選択科目「化学特論Ⅰ・Ⅱ」、「工業化学概論Ⅰ・

Ⅱ」、第３学年・選択科目「化学演習Ⅱ」、「化学実験」、第４学年・

選択科目「総合化学特論」他 

教科書、副読本 教科書：「新編高専の化学（第２版）」森北出版 

副読本：「新編高専の化学問題集（第２版）」森北出版 

    「ダイナミックワイド図説化学」東京書籍 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科高専品川キャンパス P.12） 
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資料５－１－②－９ 

補充教育の実施 

  

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

化学演習Ⅱ 

(Exercises in ChemistryⅡ) 
森﨑 重喜（非常勤） ３ 

１ 

一般科目 
集中 選択 

授業の概要 1 学年・2 学年次に学んだ化学Ⅰ・化学Ⅱに関する内容について演習を通し

て復習し、基本事項について習得させる。 

授業の進め方 講義と問題演習を中心に展開する。 

到達目標 ① 基本的な化学変化を化学反応式で表し、量的な関係（特に物質量に関す

る計算）が正しく求められること。 

② 酸・塩基反応や熱化学反応式などの基本的な反応式が正しく表せ、理論

計算などが正しく実践できること。 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 時間 

ガイダンス 

数式・単位・有効数字 

 

化学式と物質量 

 

化学反応式と物質の量的関係 

 

酸・塩基反応 

 

 

熱化学 

 

酸化還元反応 

 

電池と電気分解 

 

有機化学 

 

数式の取扱、単位を含む物理量の取扱および有効数字の取

扱について理解すること 

物質量について復習をする 

 

化学変化を反応式で書き量的関係を求めること 

 

電離度や電離式を扱う 

中和反応についての量的関係について演習する 

 

熱化学反応式についての扱いを復習する 

 

酸化数と酸化還元反応 

 

電池の原理と電気分解 

 

構造式と命名法 

１ 

３ 

 

２ 

 

６ 

 

２ 

４ 

 

３ 

 

３ 

 

３ 

 

３ 

 

  夏季 

計 30 

 

学業成績の評価方法 平常試験（５回）６０％、提出物（宿題レポート・演習課題など）３０％、出

席状況１０％の比率で評価する。 

関連科目 第１学年・必修科目「化学Ⅰ」、第２学年・必修科目「化学Ⅱ」、 

第３・４学年・選択科目 A「化学特論Ⅰ・Ⅱ」、「工業化学概論Ⅰ・Ⅱ」、第３

学年・選択科目 D「化学演習Ⅱ」、「化学実験」、第４学年・選択科目 C「総合

化学特論」他 

教科書、副読本 教科書：「新編高専の化学（第２版）」森北出版 

副読本：「新編高専の化学問題集（第２版）」森北出版 

    「ダイナミックワイド図説化学」東京書籍 

     小島一光著「基礎固め 化学」 化学同人 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科高専品川キャンパス P.86） 
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資料５－１－②－10 

補充教育の実施 

  
 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

数学演習 

(Exercises in 

Mathematics) 

澤田一成(常勤) ４ 
２ 

一般科目 

通年 

２時間 
選択 

授業の概要 

工業高校から編入学してきた学生を対象とした数学演習を行う．高専本科３学年ま

での数学のうち高等学校のカリキュラムに含まれない内容と，４学年の応用数学の

内容を解説すると共に，計算演習を行う． 

授業の進め方 
講義と演習を交互に行う．毎回の講義では演習プリントに取り組み，授業時間内に

提出する．  

到達目標 

①一変数関数に関する微分積分学を理解し，計算ができること． 

②二変数関数に関する解析学の内容を理解し，計算ができること．  

③線形代数の内容を理解し，計算ができること． 

④応用数学の基本的事項を理解すること． 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 週 

一変数微分法 

 

一変数積分法 

 

 

べき級数とマクローリン展開 

二変数微分法 

二変数関数の極値，条件付き

極値 

二重積分 

一変数関数の微分の復習を行う． 

逆三角関数を理解し，微分の計算ができるようにする． 

一変数関数の積分の復習を行う． 

一変数積分の応用（広義積分，媒介変数）を理解し，計算がで

きる様にする． 

マクローリン展開を理解し，具体的な関数を展開できるようにする． 

二変数関数を理解し，偏微分の計算ができる様にする． 

二変数関数の極値の求め方及び，定義域に条件の付いた極値問

題ができるようにする． 

二重積分を理解し，計算ができるようにする． 

極座標による二重積分の計算ができるようにする． 

２ 

１ 

２ 

１ 

 

１ 

２ 

２ 

 

４ 

 

計 15 

ベクトルの演算 

 

行列・行列式 

行列の固有値・固有ベクトル・

対角化 

ベクトル解析 

微分方程式 

ラプラス変換・フーリエ変換 

確率 

２次元，３次元のベクトル演算を復習し，内積，外積，平面の方程式

等を計算できるようにする． 

行列，行列式，掃き出し法の計算ができるようにする． 

行列の固有値，固有ベクトルが導出できるようにする． 

行列の対角化を理解する． 

ベクトル解析に関する基本的な性質を理解する． 

様々な型の微分方程式が解ける様にする． 

ラプラス変換，フーリエ変換法に関する基本的な内容を理解する． 

基本的な確率の計算を理解する． 

１ 

 

１ 

１ 

 

３ 

３ 

３ 

３ 

計 15 

成績評価方法 
演習プリント提出状況(80%)・出席状況(20%)により評価する。演習プリントはすべて解

答できたもののみ提出を認める。 

関連科目 
高専本科第１～３年の数学科目（基礎数学Ⅰ，基礎数学Ⅱ，線形代数Ⅰ，線形

代数Ⅱ，微分積分，解析学基礎）と第４学年の応用数学 

教科書･副読本 教科書「入門 微分積分学」（東京教学社） 

 
（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科高専品川キャンパス P.81） 

 

本校ではまた、グローバル化への対応を目的のひとつに掲げており、英語の伝達等の基礎能力の育

成のため、「コミュニケーション・スキルズ」を開講している。特に第２学年で履修するⅡでは、１
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クラスに３名のネイティブ講師を配置して尐人数の実践的な英会話の授業を展開している（資料５－

１－②－11）。 

資料５－１－②－11 

尐人数の実践的な英会話の授業 

 科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

コミュニケーション・スキルズⅡ 

(Communication Skills Ⅱ) 

 岡島由以子（常勤） 

リチャード・サットン（非常勤）

イアン・グリフィス（非常勤） 

ガリー・エバンス（非常勤） 

 

２ 

 

２ 

一般科目 

通年 

２時間 
必修 

授業の概要 英語における口頭でのコミュニケーション能力の基礎を身に付ける。 

授業の進め方 

２時間を日本人専任教員が担当の時間とネイティブ教員担当の時間に分

ける。日本人専任担当の部分においては、英会話の様々な形式や基本表現

を学び、ネイティブ教員担当の部分においては、実践的なコミュニケーシ

ョン練習を行う. 

到達目標 

①日常英会話を理解し、自らを表現できる能力を習得する。 

②実践的なコミュニケーション能力を習得する。 

学校教育目標との関係 
産業のグローバル化に伴い、国際社会において自分の考えを表現できる 

表現力やコミュニケーション能力を備えた技術者を育成する。 

講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

・Lesson 1 [Hi, Judy  

～  Lesson 2 [Do You Like 

English?]及び文法練習 1 

・まとめと復習 1 

・Lesson 3 [ What Club 

 Are You Going to 

 Join?] ～ Lesson 5 

 [ A Typhoon Is 

Coming]及び文法練習 2 

・まとめと復習 

 リスニングとスピーキングの技能をバランスよく養う

とともに、英語のよるコミュニケーションを積極的に行

おうとする態度を育てる。 

 日常のコミュニケーションにおいてよく使われる表現

を習得し、コミュニケーション活動のシミュレーション

を数多く体験することにより実際のコミュニケーション

に備える。 

6 

 

 

1 

7 

 

 

 

 

1 

計 15 

・Lesson 6 [How Do You 

Like My Sweater?] ～ 

 Lesson 7 [ Let’s Go 

Bird-watching]及び文法練習 3 

・まとめと復習 3 

・Lesson 8 [What a  

Surprise!] ～  Lesson 10 

[What Would You Like to Do 

in the Future?]及び文法練習 4 

・まとめと復習 4 

同上 

 

6 

 

 

 

1 

7 

 

 

 

１ 

計 15 

学業成績の評価方法 口頭による実際のコミュニケーション活動、発表、小テスト、提出物、授業態度

などから総合的に評価する。 

関連科目 総合英語Ⅱ 

 

教科書、副読本 「Open Door to Oral CommunicationⅠ」（文英堂） 

プリント教材、視聴覚機器 

 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科高専品川キャンパス P.33） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では、学術の動向や社会（特に産業界）の要請、学生ニーズ等を踏まえ、総合工学系教育コー

スの設置、学外学修や資格取得への配慮、インターンシップによる単位認定、補充教育、実践的な英

語教育などを教育課程や教育内容に取り入れている。 

 以上のことから、教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展

の動向、社会からの要請等に配慮していると判断できる。 

 

観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況）  

本校は、実践的技術者の育成を教育の目的に掲げており、講義（座学）形式の授業だけでなく、演

習、実験、実習等の実践型の授業科目をバランスよく配置している（資料５－２－①－１）。ある段

階までの講義による基礎知識の理解の上に実験・実習科目を設定し、さらにそれを次の段階の知識等

の獲得につなげるよう、順次性を考慮した配置をしており、シラバスには関連科目欄を設けて関係性

を明示している（資料５－２－①－２）。講義科目についても、知識等の定着や理解を深める目的で

問題演習等を適宜に行うものが多く存在している。 

 

資料５－２－①－１ 

必修専門科目群の単位配当表 

 

  1 年 
         

講義・演習系 24 
         

実験・実習系 15 
         

           
機械システム工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

 
情報通信工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

講義・演習系 4 14 14 7 
 

講義・演習系 6 11 21 8 

実験・実習系 6 4 8 12 
 

実験・実習系 4 4 4 10 

           
生産システム工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

 
ロボット工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

講義・演習系 4 12 14 7 
 

講義・演習系 5 11 14 10 

実験・実習系 6 6 8 12 
 

実験・実習系 5 7 10 12 

           
電気電子工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

 
航空宇宙工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

講義・演習系 6 13 19 7 
 

講義・演習系 4 14 15 8 

実験・実習系 4 4 6 10 
 

実験・実習系 6 4 9 12 

           
電子情報工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

 
医療福祉工学コース 2 年 3 年 4 年 5 年 

講義・演習系 6 13 19 7 
 

講義・演習系 6 14 18 13 

実験・実習系 4 4 6 10 
 

実験・実習系 4 4 6 8 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 
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資料５－２－①－２ 

 

平成 24 年度ロボット工学コース 4 年シラバス ロボット工学Ⅰ（抜粋） 

 

 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 高専荒川キャンパス Ｐ207） 

関連科目 

第 2 学年 ロボット工学実習Ⅰ 

 第 3学年 工業力学 ロボット工学実習Ⅱ メカトロニクスⅠ 

 第 4学年 制御工学Ⅰ ロボット工学実習Ⅲ メカトロニクスⅡ 機構学 

 

学習指導法としては、英語におけるネイティブ講師による尐人数編成の授業（前掲資料５－１－②

－11）、産学連携型授業（資料５－２－①－３）、大都市東京の立地を利用したフィールド型授業

（資料５－２－①－４）、複数の指導法を組み合わせた授業（資料５－２－①－５）、グループ討議

型授業（資料５－２－①－６）、擬似体験型授業（資料５－２－①－７）、グループによる課題解決

型授業（資料５－２－①－８）などがあり、それぞれの授業科目の教育内容に適した授業を工夫して

いる。 
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資料５－２－①－３ 

学習指導法の工夫例① 

 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

中小企業経営論 

(Small Business 

Management) 

遠山 恭司（常勤） ３・４ 
１ 

一般科目 

後期 

２時間 
選択 

授業の概要 中小企業の経営・可能性について学ぶ。グループ学習やコミュニケーションなど、ア

クティブラーニング形式を多用する。 

授業の進め方 講義と演習による。演習は、産学連携・課外授業「中小企業家経営塾」の予習作業・

復習作業となる。原則、グループワークで実施する。 

到達目標 講義・演習と産学連携・課外授業「中小企業家経営塾」を通じて経営の現場、自己実

現・就業意識・社会規範を学ぶ。 

学んだことを対話や討論を通じて活用できるようにする。 

学校教育目標との関係 実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え、新しい“もの”の創造・

開発に粘り強く挑戦できる技術者を育成する。 

 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 週 

城南地域の中小企業 

中小企業経営の特徴 

中小企業の海外戦略 

ベンチャービジネス 

経営理念と社会貢献 

城南地域の中小企業の特徴を理解する 

中小企業家経営の特徴を理解する 

中小企業の海外戦略を理解する 

ベンチャービジネスの特徴を理解する 

中小企業の経営理念と社会貢献を理解する 

３ 

３ 

４ 

３ 

２ 

計１５ 

学業成績の評価方法 毎回行う事前学習・受講ノートの作成状況、授業への参加状況（課外授業：「中小企業

家経営塾」含む）を５点、レポート等の評価を５点とする。 

関連科目 文化・社会系必修科目（地理、歴史、現代社会論、政治経済） 

選択科目「経営学」「国際経済学」 

教科書、副読本 

 

品川キャンパス図書館の寄贈図書文庫「経営塾コーナー」の図書を利用する。 

 

 

 

（出典 シラバス平成２４年度ものづくり工学科 高専品川キャンパス Ｐ62） 
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資料５－２－①－４ 

学習指導法の工夫例② 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

都市教養課題研究 

（Urban Culture Workshop） 

和田倫明 

(常勤) 
４・５ 

１ 

一般科目 
集中 選択 

授業の概要  東京都および近郊の宗教施設を訪問し、都市生活と宗教とのかかわりについて、調査研究

を行う。 

授業の進め方 東京近郊の徒歩・電車・路線バスによる日帰り調査実習を５日間程度行う。ほかに解説や事

前指導のための講義を随時行う。 

到達目標 都市生活と宗教とのかかわりについて理解を深める。 

学校教育目標との関係 豊かな教養、技術者としての倫理観を身につけさせ、社会に貢献できる広い視野を

持った技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

 項    目 目      標 時間 

ガイダンス 

   

見学１ 

 

  見学２ 

 

  見学３ 

 

  見学４ 

 

  見学５ 

 

 

 

  

川越周辺の宗教施設を見学し、報告する   

  

横浜周辺の宗教施設を見学し、報告する。 

 

 都内（千代田区近辺）の宗教施設を見学し、報告する  

  

都内（港区～中央区）の宗教施設を見学し、報告する 

  

都内（豊島区～中野区）の宗教施設を見学し、報告する   

  

※見学１～５の中から、４つに参加をすること  

 

２ 

 

７ 

 

７ 

 

７ 

 

７ 

 

７ 

 

 

計３０ 

学業成績の評価方法 下調べのレポート、参加意欲・態度、まとめのレポートを総合的に評価する。 

関連科目 文化･社会系必修科目（地理・歴史・政治経済・現代社会論） 

文化･社会系選択科目（人文社会特別研究） 

教科書・副読本 その都度指示する。 

 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 高専品川キャンパス Ｐ85） 
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資料５－２－①－５ 

学習指導法の工夫例③ 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

大都市産業集積論 

(Area Study of Metropolitan 

Industrial Cluster) 

 

遠山 恭司（常勤） 
4･5 

１ 

東京工学科目 
集中 選択 

授業の概要 大都市東京の産業特性について、フィールドワークを通じて実践的な考察を行

う。また、その成果は、シンガポール・ニーアンポリテクニック学生との交流

事業に参加して発表する。それらを通じて「社会人基礎力」を涵養する。 

授業の進め方 講義と演習、ワークショップ、フィールドワークによる。班分けの後、課題設

定、フィールドワークの計画・実施、とりまとめ、プレゼンを行う。日本語で

作成した後、英語に翻訳し、英語によるプレゼンを行う。また、ニーアンポリ

テクニックと共同実施するワークショップに参加する。 

※通常の開講日程と異なるので、担当教員によく問い合わせること。 

到達目標 ①東京の産業集積と地域社会を独自の視点でまとめ、解説できる。 

②英語によるコミュニケーションを通じて国際理解を深める。 

③「一歩踏み出し、考え抜いて、チームでやり抜く」力を身につける。 

学校教育目標との関係 実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え、新しい“もの”の

創造・開発に粘り強く挑戦できる技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 時間 

共通ガイダンス 

１）ガイダンス・チーム編成・課

題設定 

２）フィールドワーク 

３）整理と討論 

 

４）とりまとめ 

５）英語への翻訳 

６）交流事業１ 

７）交流事業２ 

履修のガイダンス 

授業内容を理解し、複数名によるチームを作成し、取り組む課題

を設定する（ワークショップ）。 

東京の産業に関するフィールドワークを実施する。 

大田区・品川区の中小企業フィールドワークを実施し、収集した

情報・データを整理・討論する。 

日本語によるプレゼンテーション。 

上記の英訳とプレゼン資料の作成 

ニーアンポリテクニック交流・プレゼンテーション（英語） 

ワークショップ（工学系課題を日星混成チームで解決する２日間

のワークショップに参加する） 

１ 

２ 

 

２ 

２ 

 

１ 

２ 

４ 

１６ 

計３０ 

学業成績の評価方法 授業への参加状況５割、フィールドワーク・プレゼンテーション３割、チーム作業貢献

度２割とする。 

関連科目 文化社会系必修科目：地理、歴史、現代社会論、政治・経済 

選択科目：経営学、中小企業経営論、国際経済学 

その他：国語、英語 

教科書、副読本 とくになし 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 高専品川キャンパス Ｐ92） 
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資料５－２－①－６ 

学習指導法の工夫例④ 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

キャリアデザイン 

（Career Design） 

田中淳（常勤） 

河村治（非常勤） 
４ 

２ 

一般科目 

通年 

２時間 
選択 

授業の概要 

学生と社会人との接続性を高めるため，また，学生が技術者として社会で生き

ていくための「生き抜く力」を身につけるための授業である．学生が進路を選

択するために，「働くことを考える」「業種･業界･個別企業を知る」「自分を発

見する」「キャリアを描く」「志望理由を書く」「労働・雇用を知る」などの作

業を行い，キャリアデザインを描く．就職希望の学生だけでなく，進学希望の

学生も選択可能である． 

授業の進め方 講義と，多種多様なワークシートを書く作業，グループ討論で授業を進める． 

到達目標 
納得できる進路を描き，それに向かうドライビングフォース(推進力)を手に入

れる． 

学校教育目標との関

係 

産業のグローバル化に伴い、国際社会において自分の考えを表現できる表現力

やコミュニケーション力を備えた技術者を育成する。 

講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

オリエンテーション 

職業研究 

自分らしさと業界・企業

研究 

インターンシップ研究 

と自己理解 

 

自己ＰＲとグループディ

スカッション 

 

前期のまとめ 

１年間の目標、授業内容・評価方法を理解する 

働くことについて考える．高専生の将来の仕事を理解する． 

業界や業種を調べる．企業の風土や，社会人の活躍ぶり，会社の

理念，組織を調べる． 

インターンシップの計画をたて，志望理由を書き，企業にアクセ

スする．（実際にインターンシップをする学生と，しない学生が

いるので，作業内容は配慮する．） 

自分のやりたいこと，自分の強み，自分の価値観を知る． 

グループディスカッションの実践トレーニングを行いながら，企

業における人材開発や研修を理解し，自己ＰＲ能力を高める． 

今までの授業で考えたことを振り返る． 

 １ 

 ２ 

 ２ 

 

 ５ 

 

 

 ２ 

 ２ 

 

 １ 

計１５ 

就職活動戦略 

職業探索 

 

就活スキル 

 

キャリア理論と達成テス

ト 

意思決定 

 

まとめ 

これからの就職活動に向けて，自分の計画を立てる． 

業界や業種，個別企業を就活サイトを用いて研究する． 

企業比較を行い，グループワークで共有する． 

エントリーシートや履歴書の書き方，面接準備などの作業を行

い，就職活動のスキルを手に入れる． 

就活スキルの作業から発展させて，労働条件や賃金，キャリア理

論などを学習し，達成テストを実施する． 

ケーススタディを基に，やりがいの発見を通して，より強固な意

思決定過程を学ぶ． 

１年間に学んできたことのまとめ． 

 １ 

３ 

 

３ 

 

 ４ 

 

 ３ 

 

 １ 

計１５ 

学業成績の評価方

法 

授業中の演習が中心のため，定期試験は実施しないが，キャリア理論の知識を

問う達成テストと複数のワークシートの累積点，出席・遅刻・早退の状況で総

合的に評価する． 

関連科目 ものづくり工学科目（インターンシップ） 

文化･社会系必修科目（現代社会論，政治経済） 

文化･社会系選択科目（人文社会特別研究，経済学，経営管理論） 

教科書、副読本 教科書：特に指定しない．プリントを多く使う． 

参考書・補助教材：その都度指定する． 

 
 

 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 高専品川キャンパス Ｐ85） 
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資料５－２－①－７ 

学習指導法の工夫例⑤ 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

企業経営 

(Business Management) 
亀井 浩（非常勤） 4･5 

１ 

東京工学科目 
集中 選択 

授業の概要 エンジニアが仕事をする場でもある企業とはどういうところなのか、ゲーム

で会社の運営を行い、擬似体験を通じで企業経営を学ぶ。 

授業の進め方 企業経営に関する講義と企業経営を擬似体験するビジネスゲーム演習を通

じて理論と実践の両面から学んでいく。 

到達目標 経営者の意思決定により、経営資源（人、もの、お金）を運用して市場に製

品を提供し、売上・利益をあげるプロセス、ならびにエンジニアと企業や社

会との関わりについて理解を深める。 

学校教育目標との 

関係 

実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え、新しい“もの”

の創造・開発に粘り強く挑戦できる技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

項    目 目      標 時間 

共通ガイダンス 

 

１）企業で仕事をするとは？ 

    ～ゲーム演習～ 

 

２）企業と社会の関わり 

及びレポート作成Ⅰ 

   

３）ビジネスゲームⅠ 

～会社を作る～ 

 

４）ビジネスゲームⅡ 

～会社を運営する～ 

 

５）ビジネスゲームⅢ 

    ～儲けるとは？～ 

 

６）ビジネスゲームⅣ 

～良い会社とは？～ 

 

７）まとめとレポート作成Ⅱ 

履修ガイダンス 

 

企業という組織で仕事をするとは、どのようなことなのか理

解する。 

 

CSR（企業の社会的責任）とエンジニアの関わりを理解する。 

 

 

会社を作るにあたり、どのようなことを考える必要があるの

か理解する。 

 

会社の経営資源（人、もの、お金）を効率的に運用すること

の重要性を理解する。 

 

他社との競争のなかで、売上・利益を増やしていくにはどの

ようなことが重要なのか理解する。 

 

会社を評価する基準を学び、どのような会社が高い評価を得

られるのか理解する。 

 

これまでの振り返りとビジネスゲームのレポート作成を行

い総括する。 

２ 

 

４ 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

 

４ 

計３０ 

学業成績の評価方法 授業への参加、演習への取り組み状況（４０％）と２回のレポート作成、提出

（６０％）により評価を行う。 

関連科目 経営学 

教科書、副読本 

 

随時、レジメを配布する。 

 
 

 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 高専荒川キャンパス Ｐ95） 
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資料５－２－①－８ 

学習指導法の工夫例⑥ 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

都市環境工学 山本靖樹（非常勤） 4・5 
１ 

東京工学科目 
集中 選択 

授業の概要 都市環境とは何か、暮らしやすい都市とはどのようなものなのか。

まちづくりのプレーヤーである生活者、企業、自治体それぞれの視

点や問題点を把握し、次代の都市環境創造に向けた課題と目指すべ

き方向性、 期待される技術やアイデアについて学ぶ。 

授業の進め方 都市が直面する諸問題の具体的事例に関する講義と、都市再生を考

える計画づくりのワークショップを実施。議論と発表を通して、都

市環境について自ら考えていくことを体験する。 

到達目標 人と自然環境、産業が調和する暮らしやすい都市環境の創造に向け

た問題意識を身につけ、さらにエンジニアに期待される役割につい

て理解を深める。 

学校教育目標との 

関係 

豊かな教養、技術者としての倫理観を身につけさせ、社会に貢献で

きる広い視野を持った技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

  項    目 目      標 時間 

１）ガイダンス 

 

２）都市環境を考えるとは？ 

 

 

３）事例研究１ 

   

 

 

４）事例研究２ 

 

 

 

５）都市環境ワークショップ１ 

  〜都市コミュニティ施策〜 

 

６）都市環境ワークショップ２ 

  〜都市再生計画〜 

 

 

 

７）都市環境ワークショップ３ 

〜環境デザイン計画〜 

 

 

 

 

８）まとめとレポート作成 

 

都市環境工学の授業について説明。 

 

都市環境とは何か。そこで何が求められ、何が課

題になっているのかを理解する。 

 

都市の魅力とは何か、人が集まる都市の強みは何

か、地域の個性を育む創意工夫とはどんなものか

について、国内都市を中心に事例を研究。 

 

都市計画、環境デザイン、都市コミュニティ回復

に向けた施策など、都市が抱える諸問題と解決へ

の取り組みを国内外の事例を通して学ぶ。 

 

具体的な街を素材に、低成長時代における課題解

決型の都市デザイン施策を考える。 

 

都市環境計画の企画づくり１  

アイデアを伝える企画制作手法を学んだ上で、全

国的な課題である中心市街地再生に向けたアイ

デアを検討する。 

 

都市環境計画の企画づくり２  

南千住エリアをテーマに、暮らしやすい都市環境

を踏まえた今後の街づくりについて考える。特に

工学的アプローチを踏まえながら、次代の都市環

境デザインを提案する。 

 

都市環境デザイン計画のプレゼンテーション 

及び総評、ディスカッションを実施。 

 

２ 

 

２ 

 

 

４ 

 

 

 

４ 

 

 

 

４ 

 

 

４ 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

６ 

 

合計 

３０ 

学業成績の評価方法 ①授業への参加状況３割 ②ワークショップ及び企画レポートに対

する評価 7 割で評価する。 

関連科目  

教科書、副読本 PPCプレゼンテーションによる。 

  
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 高専荒川キャンパス Ｐ103） 
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（分析結果とその根拠理由）  

授業形態については講義による知識等を実験・実習等で実践的に活用していくように順次性を考慮

して配置しており、全体のバランスも適切である。また、教育内容に適した学習指導法が工夫されて

おり、適切な教育活動が行われている。 

 以上のことから、本校の教育の目的に照らして、授業形態のバランスが適切で、かつ教育内容に応

じた適切な学習指導法の工夫がなされていると判断できる。 

 しかし、学習指導法は各教員の個別的な工夫にとどまっており、アクティブ・ラーニング等への組

織的な対応を現在検討中である。 

 

観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、毎年度、教務室の作成方針の下、すべての科目について授業を担当する教員が作成して

いる。作成されたシラバスは、教務室長、教務主事が内容を確認し、製本して全学生及び教員に配布

するとともに、ウェブサイトへも掲載している。 

各授業科目の初回の授業では、担当教員がシラバスを活用して授業の概要や進め方、到達目標、成

績の評価方法についてのガイダンスを実施している。担当教員は、シラバスに沿った授業を行い、学

年末にはその状況について自己点検を実施している（資料５－２－②－１）。 
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資料５－２－②－１ 

 
（出典 教務室資料） 

 

シラバスには、学生が事前学習等で活用できるよう、授業の進行に合わせた目標や関連科目、教科

書等を記載している。また、平成24年度からは学修単位（授業以外の学修等を合わせて45時間の履修

時間をもって１単位とするもの。）の導入に伴って、履修単位と学修単位の説明を新たに追加すると

ともに、学修単位科目については、自学自習に関しても記載している（資料５－２－②－２）。 
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資料５－２－②－２ 

学修単位科目のシラバス 

   

学修

単位

科目 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

構造材料システム設計 

（System Design of 

Materials and Structures）  

飯野 明(常勤) ５ 
２ 

専門科目 

前期 

２時間 
選択 

授業の概要 ４学年の構造力学Ⅰ及び材料力学で学んだことを基礎として，軽量構造の典型

である薄板構造(モノコック構造及びセミモノコック構造)などについて例題か

ら学び，紙構造物の設計製作を通じて，基礎力と応用力を養う． 

授業の進め方 講義は例題を中心にして進め，理解を深めるための演習を適宜行う． 

また，紙構造物で薄板構造を模擬し，構造物の設計，製作及び製図を行い，荷

重試験により，その構造を評価する． 

到達目標 ① 薄板構造の特徴及び特性について理解する． 

②構造物の設計，製作，製図，荷重試験及び評価ができるようにする． 

学校教育目標との 

関係 

地域産業の発展に貢献するため、課題探求能力を有し、設定した課題に向かっ

て果敢に挑戦できる技術者を育成する。 

講  義  の  内  容 

項    目 目      標 時間 

ガイダンス  １ 

断面二次モーメントについての

モールの円 

断面二次モーメントの復習，断面相乗モーメントを理解する ３ 

モールの円及び断面主軸について理解する ２ 

丸棒のねじり ねじりの初等理論について復習する １ 

ひずみ変位表示式，方程式，平衡式について理解する ２ 

薄膜理論の類似則 薄膜理論の類似則について理解する ２ 

薄肉材のねじり 

紙構造物の課題 

せん断流れ，開き断面材及び閉じ断面材のねじりを理解する ３ 

製作，製図 １ 

隔壁を有する閉じ断面のねじり 

紙構造物の課題 

隔壁を有する閉じ断面材のねじりについて理解する ２ 

荷重試験 １ 

曲げによる剪断応力 

 

 

 

紙構造物の課題 

曲げによる剪断応力について復習する １ 

薄肉開き断面材について理解する ２ 

薄肉閉じ断面材のせん断応力について理解する ２ 

縦材で補強された薄肉閉じ断面材について理解する １ 

製作，製図 ２ 

非対称断面材の曲げ 

紙構造物の課題 

非対称断面はりの曲げについて理解する ２ 

荷重試験 ２ 

  計３０ 

自  学  自  習 

項    目 目      標 時間 

予習、復習 

曲げ及びせん断を受ける紙構

造物の設計，評価、報告書作

成 

演習 

自学自習時間として理解を深めるために日常行う予習復習 

個人単位で，曲げ及びせん断を受ける紙構造物の設計を行い、荷重

試験の結果を評価し、報告書を作成する 

５ 

２０ 

 

演習問題の学習時間 

 

１０ 

圧縮を受ける紙構造物の設

計，評価、報告書作成 

定期試験の準備 

個人単位で，圧縮を受ける紙構造物の設計を行い、荷重試験の結果

を評価し、報告書を作成する 

２０ 

定期試験準備のための学習時間 ５ 

  計６０ 

総合学習時間 講 義 + 自 学 自 習 計９０ 

学業成績の評価方法 筆記試験・演習問題(約 30%)，紙構造課題(約 50%)，出席状況と受講態度(約 20%)

で行う． 

関連科目 構造力学Ⅰ，材料力学Ⅰ及びⅡ，設計製図 

教科書、副読本 参考書：中島正貴｢材料力学｣ コロナ社 
    関谷壮，斉藤渥｢薄板構造力学｣ 共立出版 

    新沢順悦，藤原源吉他｢航空機の構造力学｣ 産業図書 
 

（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科高専荒川キャンパス P.298） 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 219 - 

 

これらシラバスに関しては、学年末に行う学生による授業評価アンケートで確認を行っている。４

点を最高とする評価点数で、授業の中で授業内容、評価方法（シラバス）等について説明があったか

の設問に対しては、全体平均が3.23であった。また、授業内容や評価方法はシラバス通り適切であっ

たかとの設問に対しては、全体平均が3.27となった。どちらの設問も３点以上の評価点数であり、概

ねその内容を理解し活用が図られているといえる（資料５－２－②－３）。 

 

資料５－２－②－３ 

授業評価アンケート結果 

 
 

 
 

（出典 本校ウェブサイト） 

 

一方、平成23年度に実施した学生生活実態調査におけるシラバスの利用状況をみると、「よく利用

している」「たまに利用している」と回答したのは全体の24.7％、「まったく利用しない」が40.8％

となり、シラバスの活用に向けた何らかの改善を要する結果となった（資料５－２－②－４）。 
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資料５－２－②－４ 

シラバス利用状況 

 
（出典 学生生活実態調査結果報告書(詳細版)在校生：本科編 P.28） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育課程の編成に沿って、毎年度、教務室が中心となって全授業科目についてのシラバスを作成し

ている。シラバスには、事前に行う準備学習、教育方法や内容、達成目標と評価方法の明示等、内容

が適切に整備されている。作成されたシラバスは全学生に配布され、授業等において概ね活用が図ら

れていると判断できる。 

しかしながら、学生の利用状況は低く、有効に活用されるような改善が必要である。 

 

観点５－２－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程における創造性を育む教育方法の工夫のひとつとして、一部の教育コースにおいてＰＢ

Ｌ（Project Based Learning）型授業を実施している。生産システム工学コース第５学年の「３次元

ＣＡＤ設計製図Ⅲ」では、決められたテーマを基に基本設計を行い、まとめたものをポスター及びプ

レゼンテーション形式で発表している。設計の対象を各自で調査して決定し、生じる問題点や解決策

を見出す事で創造力を養っている（資料５－２－③－１）。電気電子工学コース第４学年の「ソフト

ウェア設計Ⅰ」では、チームで議論しながら前期に作成したＣＰＵをソフトウェアでシミュレートす

るプログラムを作成している。１名がリーダーとなりプロジェクト管理を行いながら、入出力からイ

ンターフェイスデザインまで、何もないところから作成するというプロジェクト型の授業を行ってい

る（資料５－２－③－２）。ほかに、情報通信工学コース第４学年の「通信工学創造実習Ⅱ」では、

グループごとにテーマを決め、チップマイコンを用いた電子機器の製作を行っている。学生は座学で

扱われていない知識、技術を自ら学び、創意工夫をしながら積極的に取り組み、平成２３年度は高専

祭や地域の区民まつりなどで、製作物の展示、実演を行った（資料５－２－③－３）。 
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資料５－２－③－１ 

３次元ＣＡＤ設計製図Ⅲ実施状況 

  

PBL科目実施状況　（平成23年度）

コース名 生産システム工学コース

授業科目名 3次元CAD設計製図III

対象学生数 38名

実施概要

　本授業では、「福祉機器の設計」をテーマとして、その基本設計（概念設計）を行
い、まとめたものをポスターおよびプレゼンテーション形式で発表した。設計の対象
は、各自で調査して決定してもらった。学生が選んだ例として、団地階段用手引き
キャリーの設計、介護ベッド、車椅子、トイレ、入浴機器、福祉車両などである。概念
設計では、機械要素部品やアクチュエータを使用する提案に関しては、構造や動き
を理解しておくことを必須とした。
　この授業を通じて、機械設計・製図の基本知識および3次元CADを活用した機械
設計手法を学び、エンジニアリングセンスを磨くとともに、テーマにおける問題点を自
分達で探し、解決方法を見いだすことで創造力を養うことをも目的としている。授業
では毎回、最後に、ポンチ絵を入れた授業レポートを提出させた。このレポートを作
成することで、設計時に発生した問題点の解決策や、次週までに調査しておく事柄
を記録できる。そうすることで、週1回の授業でも設計作業に連続性を持たせること
ができ、学生が主体的に取り組みやすい環境づくりを目指すことができると考えた。

効果検証等

　創造力の育成では、福祉機器を使った生活に対する新しい着眼が見られ、構造や
動きからの提案ばかりでなく、人間を中心に考えた設計を行った学生が多く見られ
た。3次元CADを使用したモデリングでは、現尺でサイズを確認しながら設計を進め
ることで実際に使用する環境を想定しながら設計の再現性を高めることができた。
ポスターおよびプレゼンテーションにおいて、特にポスターでは、初めて経験である
にも関わらず、設計のアピールポイントを強く伝えようとする努力が見られた。
　全体としては、現行商品の改善提案から、まったく新しい福祉機器まで幅広い創
造設計が行えたと考える。さらに、本授業でどのような成果が得られたかを検証す
るために、この授業を受けた38名の学生に対してアンケートを実施し、創造力を養う
ための教育方法について検討した。

アンケート結果
（満足度等）※

以下に本授業で実施したアンケートの一部を示す。(アンケート対象人数：38名)
Q．問題発見から問題解決までのプロセスの把握できましたか。
　「あてはまる：10」、「ややあてはまる：23」
Q．創造設計での3D-CADの有用性ですか。
　「あてはまる：33」、「ややあてはまる：3」
Q．プレゼンテーションで設計の意図を良く伝えることはできましたか。
  「あてはまる：4」、「ややあてはまる：24」
学生は設計の一連の流れを体験することで、自分達で問題点を探し、解決策を考
え、それを形にする方法を理解できたと考える。

 
（出典 管理課資料） 
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資料５－２－③－２ 

ソフトウェア設計Ⅰ実施状況 

  

PBL科目実施状況　（平成23年度）

コース名 電気電子工学コース

授業科目名 ソフトウェア設計I

対象学生数 37

実施概要

前期に作成した CPU をソフトウェアでシミュレートするプログラムを作成する．基本
3 名での班別行動とし，1名がリーダとなり，プロジェクト管理を行う．作成する機能ご
とに機能分割を行い，各機能ごとにリーダがテスト記述者と実装記述者を決定し，そ
れぞれに活動内容を記したチケットを投げる．グループメンバの他の2名は与えられ
たチケットに基づき，それぞれテストおよび実装のプログラムを記述する．
　プロジェクトはすべて Redmine というシステム上でプロジェクト管理を行い，Git と
いうシステムでソースコードの共有を行っている．

効果検証等

　3年生まではほぼ与えられたことを仕上げることが目的であるが，この授業では入
出力からインターフェースデザインまで，何もないところから作成する．そのため，学
生の意識はかなり高くなるようである．ハードル的にはかなり高いものであるが，テ
ストファーストでコツコツと動作する部品が仕上がっていくため，達成感が持続でき
る点がよいのだと思う．

アンケート結果
（満足度等）※

　今年度は授業中(後期科目)であるため，昨年度以前の状況だが，かなりプログラ
ムに苦手意識を持っている学生が，自分で最初から設計していくことで，プログラム
に対する考え方がわかってきたという意見が出ている．

 
（出典 管理課資料） 
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資料５－２－③－３ 

通信工学創造実習Ⅱ実施状況 

  

PBL科目実施状況　（平成23年度）

コース名 情報通信工学コース

授業科目名 通信工学創造実習Ⅱ

対象学生数 ９名

実施概要

主にチップマイコンを用いた電子機器の製作を行わせた。選択学生は９名であった
ため、各３名の３グループに分けて、それぞれのテーマを決めてものづくりを行った。
各グループは、書籍、インターネットなどを参考に、発案、構想、設計、試作を行い、
可能な限り完成品に近い形での完成を目指した。製作したものは次の通りである。

①マイコン制御による電車模型の自動運転
②赤外線センサーを用いた人形の動作制御
③自転車ライトの制御

構想段階で知識・技術的に実現可能か、時間内に完成可能か、などの検討を各グ
ループごとで指導し、試作段階で生じる問題の解決に助言した。各グループ完成後
に、発表会を行い、実際のものを提示してグループ同士で意見交換し、最終レポート
を提出させた。

効果検証等

①は座学で扱われていない知識、技術を積極的に多く取り入れ、自ら関連事項を学
び、完成度の高いものづくりを行なった。放課後なども自発的に製作に取り組み、本
科目に対する熱心さが伺えた。また、この製作物は高専祭、足立区民まつりなどで
展示、実演を行い、参加者の多くが本校に興味を持つきっかけとなった。

②は赤外線センサーの出力を取り入れて制御する部分でかなり苦労しており、最終
的には１００％完成には至らなかったが、サーボモータの制御や複数のPIC間の通
信を行わせるなど、やはり座学で扱われていない知識、技術が実習を通して得られ
ている。

③は完成度は低いものの、マイコンのプログラミングに関するレベルはかなり上昇し
た。製作物のレベルとしては高くないものであったが、もう尐し時間をかけて熱心に
取り組めば、かなりのものができたものと思われる。

アンケート結果
（満足度等）※

全般的に、座学で扱われていない知識、技術を自ら学び、創意工夫するという点で
は、熱心に取り組んでいた。個人によるレベルの差はあるものの、グループのメン
バーが力を合わせてものづくりを行い、何らかの結果を出したことは評価に値すると
思われる。

製作のスケジューリングが学生だけでは見通しを立てるのが難しいようであると感じ
たため、今後はスケジューリングに関しても、教員が指標を立てることを補助するこ
とが必要であると感じた。

 
（出典 管理課資料） 
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また、別の工夫のひとつには、本校での創造力の育成の集大成である卒業研究があげられる。日々

の研究室単位での討議やコースでの中間発表などを通して、研究上の問題点を明確にさせるとともに

新たな計画を立案する力や、卒業論文の作成や発表を通じて、創造性を育んでいる。 

準学士課程のインターンシップは、学生のキャリア開発を支援し、業務体験や課題解決をとおした

実践的技術者の育成を目的として、インターンシップ実施要綱に基づき実施している（前掲資料５－

１－②－３）。各専門教育コース共通の第４学年選択科目として教育課程の中で位置づけ、事前、事

後指導と５日間（実働30時間）以上の実習を合わせて60単位時間以上履修した場合に、専門科目２単

位として単位を認定している。 

平成23年度における実績は、第４学年283人中126人が参加し、参加率は44.5％であった。受入企業

等については、受入についてのアンケートを送付した1,550社のうち、262社から受入許諾の回答があ

り、89社に学生を派遣した（前掲資料５－１－②－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

ＰＢＬ型授業や卒業研究など創造力を育成するための特徴ある教育が行われており、「創造力を有

した実践的技術者の育成」という教育理念の実現のために教育方法の工夫を図っている。また、学生

のキャリア開発支援や業務体験、課題解決をとおした実践的技術者の育成にインターンシップを活用

していると判断できる。 

 

観点５－３－①： 教育課程の編成において，一般教育の充実や特別活動の実施等，豊かな人間性

の涵養が図られるよう配慮されているか。また，教育の目的に照らして，課外活

動等において，豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況）  

教育課程の編成において、教育目標に掲げた人間性・社会性の育成を具現化するため、一般科目群

を低学年中心に配置している（資料５－３－①－１）。これは、各専門教育コースに分かれて専門分

野を深く学んでいくときの核となるだけでなく、人間形成を図り、コミュニケーション能力を育むた

めの役割を担っている。 
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資料５－３－①－１ 

一般科目 

 
（出典 平成２４年度シラバス） 
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高等専門学校設置基準で定められている90単位時間以上の特別活動については、第１学年から第３

学年まで毎週１回１単位時間のロングホームルームを設定している（資料５－３－①－２）。学級担

任や教務室、学生室の連携の下に、コース決定や海外留学生を講師とした授業（資料５－３－①－

３）、ＮＰＯ法人を活用したプログラム（資料５－３－①－４）、キャリア支援講座（資料５－３－

①－５）などを実施し、自分自身の可能性を含めた自己理解に基づき主体的に行動し、他者と協力・

協働して社会を形成することができる力を育んでいる。 
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資料５－３－①－２ 

特別活動（ロングホームルーム） 

    品川キャンパス（水曜７限） 

     荒川キャンパス（木曜７限） 
 

（出典 平成２４年度前期時間割 抜粋） 
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資料５－３－①－３ 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 229 - 

 

      
（出典 公益財団法人国際理解支援協会ウェブサイト 抜粋） 

 

 

 

資料５－３－①－４ 

ＮＰＯ法人を活用したプログラムの実施 

 

体系的なキャリア教育の構築に向けた取組みの試行について 

 

平成 23 年 10 月 11 日 

も の づ く り 工 学 科 長 
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１ 目的 

  平成 23 年度の年度計画として掲げている「学生に、入学後早い段階から、自らの将来に対する目的意識を持た

せるため、5 年間にわたるキャリア教育体系を構築する。」を実現するため、専門的外部人材を活用したキャリア

教育支援の取組みを試行として実施する。 

 

２ 内容 

特定非営利活動法人 NPO カタリバによるキャリア教育プログラムを品川キャンパス第 3 学年のホームルームに

取り入れる。 

第 3 学年の学生全員を一堂に集め、カタリバから派遣されたキャストの体験談を聞いたり、グループでの語り合

いを行う。これらを通じて、学生がこれまでの自分を振り返るとともに、これからの生き方を考える契機とする。 

 

３ 日時（予定） 

  平成 24 年 2 月 22 日（水） 14:50～17:20（7 限～9 限目） 

 

４ 場所 

  高専品川キャンパス 体育館 

 

５ 費用等 

  21 万円 

  学校として、ホームルーム（授業）で実施することから、カタリバと業務委託契約を締結する。 

 

６ 効果測定等 

  試行後は、効果を検証するとともに課題を整理し、実施時期を含め本校のキャリア教育にどのように取り入れる

か検討する。 

 

７ その他 

 (1)カタリバについて 

  特定非営利活動法人 NPO カタリバは、すべての若者たちが、将来に希望を持ち、前向きに生きていくことがで

きる社会を実現することを目的としている団体である。 

  カタリバは、高校企画事業（キャリア学習支援）、大学・専門学校企画事業、企業連携事業などに取り組んでい

る。 

  高校企画事業では、カタリバのキャストが高校に出向き、高校の授業の中でキャリア学習授業「カタリ場」を実

施する。「カタリ場」は、高校生の進路意欲を高めることを目的とした、「動機づけキャリア学習プログラム」で

ある。このプログラムは、カタリバが、学校毎に学校の特色や教員の希望、実施学年等に合せたプログラムを作成

し、授業を実施し、報告書の作成までを行うものである。 

 

 (2)東京都教育委員会の取組み 

  カタリバの高校企画事業は、東京都教育委員会が平成 19 年度から 21 年度に教育支援コーディネーター制度とし

て延べ４８３回（４８３課程）都立高校に取り入れていた。平成 19 年度から 21 年度は教育庁が一括してカタリバ

と業務委託契約を締結していたが、平成 22 年度以降は、予算を配分し、各学校がカタリバと業務委託契約を締結

して実施している。 

  教育庁の担当者によると、効果として、「親や教員としか接する機会のない生徒が外部の大人と接することで、

学校に新しい風が入る」、「社会人と直接接することで働くことや社会にでることへの実感が湧く」などがあった

とのことである。 

 

(3)品川キャンパス第３学年の取組み 

 今年度、第３学年担任の３名が都立翔陽高等学校で行われたカタリ場を見学した。実施の方法や生徒・教員の様

子を確認し、有効性について検討を行った。 

 

 

《参考》 

 カタリバを実施した都立高校（全日制・定時制・複数学年で実施している学校あり） 

・都立一橋高校 ・都立世田谷総合高校 ・都立葛西南高校 

・都立六本木高校 ・都立稔ヶ丘高校 ・都立片倉高校 

・都立新宿高校 ・都立荻窪高校 ・都立翔陽高校 

・都立墨田川高校 ・都立杉並高校 ・都立富士森高校 

・都立日本橋高校 ・都立杉並総合高校 ・都立拝島高校 

・都立大江戸高校 ・都立文京高校 ・都立調布北高校 

・都立大崎高校 ・都立板橋有徳高校 ・都立小川高校 
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・都立小山台高校 ・都立大山高校 ・都立町田高校 

・都立雪谷高校 ・都立練馬工業高校 ・都立山﨑高校 

・都立つばさ総合高校 ・都立第四商業高校 ・都立東村山高校 

・都立桜町高校 ・都立足立高校 ・都立久留米西高校 

・都立深沢高校 ・都立足立東高校 ・都立東久留米総合高校 

・都立松原高校 ・都立江北高校 ・都立永山高校 

・都立芦花高校 ・都立南葛飾高校 ・都立若葉総合高校 

・都立世田谷泉高校 ・都立葛飾総合高校 ・都立三宅高校 
カタリバパンフレットより 

 

（出典 平成 23 年 10 月 11 日 管理職会議資料） 

 

 

 

資料５－３－①－５ 

キャリア支援講座の実施 

キャリア構築のための支援（講義の開催案内）

「 進 路 を 考 え る 」

日時：23年１０月１３日（木）

会場：汐黎ホール

講師：山田典子カウンセラー
（学サポ・キャリア支援課）

「進路を考える」

何のために高専に入ったのか？

何のために働くのか、勉強するのか？

いま何がしたいのか、将来どうしたいのか？

今なにが出来るのか、何をしなければいけないのか？

社会人とは、社会人力とは？

第３学年の講義です。必ず筆記用具を持参すること

 
（出典 進路支援室資料） 

 

校外研修としては、第１学年で２泊３日のオリエンテーションを実施している。入学直後の新入生

が集団行動における協調性を養い、自己管理力の育成を図っている（資料５－３－①－６）。また、

第２～５学年は学年ごとに校外教室を実施し、特に第４学年においては宿泊を伴う研修旅行・工場見

学を実施している（資料５－３－①－７）。工場見学でものづくり技術についての理解と知見を深め

るとともに、自然の中での体験学習を通して協調性や責任感、相互扶助の気持ちを育成している。 
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資料５－３－①－６ 

新入生オリエンテーション 

２０１２年度(平成２４年度) 

オリエンテーションのしおり（抜粋） 

 

- 赤城青尐年交流の家 - 

 

組     番 氏名              

 

東京都立産業技術高等専門学校 

 
１．目 的 ： 

  ・ 団体生活と集団行動における協調性を養う。 

  ・ 自己管理能力の育成をはかり，責任をもって行動する力を身につける。 

  ・ 学生相互の親睦，相互理解を図る。 

 

２．実施日 ： 平成２４年５月７日（月）～５月９日（水） 

 

３．実施場所： 独立行政法人 国立赤城青尐年交流の家 

 〒371-0101 群馬県 勢多郡 富士見村 大字 赤城山２７ 

 ℡： ０２７－２８９－７２２４ 

 ０２７－２８９－７２２７（夜間） 

 

４．集 合 ： ５月７日（月）午前７時４５分 中央階段前 

 

５．解 散 ： 平成２４年５月９日（水）午後６時３０分 中央ホール(予定) 

 

６．朋 装 ： 移動時：学生らしい朋装 

  運動靴または登山に適したもの 

        研修中：体育着または作業着（学校指定のもの） 

            （着替え用 T シャツは，白の無地またはワンポイントのみ） 

  体育館用シューズ 

     就寝時：パジャマなど(研修中のものとは別に用意する) 

 

７．持参品 ： 持ち物の用意が出来たら□にチェックを入れて確認する。 

 

   □健康保険証のコピー(表紙と本人記載部分)  

   □常備薬     □筆記用具・ノート 

   □洗面用具(歯ブラシ等)   □着替え(下着，靴下など) 

   □体育着     □作業着 

   □就寝用衣類(パジャマなど)   □防寒着(ウィンドブレーカー) 

   □体育館用シューズ(室内履き兼用)  □グランド用シューズ 

   □雤具(カッパ)    □タオル(洗面，入浴等に使用) 

   □軍手(オリエンテーリングや野外炊飯時に使用します) 

   □水筒(オリエンテーション用飲み物)  □ナップザック 

   □ビニール袋 

   □新聞紙(野外炊飯の各班で担当の学生) 

   ＊小遣いは 3,000 円程度とする。 

   ＊棟内に入るときに上履きに履き替えるので，体育館用シューズは忘れないこと。 

   ＊宿泊室でのドライヤー・ヘアアイロンの使用は禁止されています。 

 

８．持ち込み禁止品 

   ゲーム機などの電子機器，マンガ，雑誌などオリエンテーションに関係のないもの 

   携帯電話は，オリエンテーション開始時に学校で預かり，解散時に返却します。 

 

※緊急連絡先 

都立産業技術高等専門学校 

品川キャンパス 教務学生室 ０３－３４７１－６３３１ 

当日，何かあった場合は， 

７:３０までに上記に電話連絡すること。 
 

 

（出典 平成２４年度オリエンテーションのしおり 抜粋） 
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資料５－３－①－７ 

校外研修 

平成 24 年 4 月 18 日 

 

第 3 学年機械システム工学コース保護者の皆様へ 

 

東京都立産業技術高等専門学校 

校 長   荒 金  善 裕 

 

平成 24 年度第 3 学年校外教室（機械システム工学コース）の実施について 

 

 保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、平成 24 年度第 3 学年校外教室を下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。 

 つきましては、下記をお読みいただき「参加確認書」に記入・押印のうえ、4 月 25 日（水）までに各クラス担任あ

てにご提出くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

1 目  的 コースに関連する企業及び施設等の見学を通して社会が求めている人材像を学び、高専生としての

視野を広げる。また、団体生活を通じて協調性や個々の責任感を養う。 

2 実 施 日 平成 24 年 5 月 22 日（火） 

3 参 加 者 機械システム工学コース学生及び引率教員（担任 長岡 成幸、栗田 勝実） 

4 見 学 先 (1) 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場（神奈川県横浜市金沢区幸浦 1－8－1） 

(2) ㈱IHI マリンユナイテッド 横浜工場（神奈川県横浜市磯子区新杉田町 12 番地） 

5 移動手段 貸切バス 1 台 

6 概算費用 約 3,500 円程度 

【費用内訳】 貸切バス料金、高速代、昼食代、旅行保険、諸費用等 

7 費 用 納 入 方 法 費用は行事終了後、金額確定後に学生負担金（前期分）として 6 月に納入していただきます。納入

の方法につきましては、後日あらためてお知らせいたします。 

8 参加確認 全員参加が原則の学校行事です。参加人数を正確に確認するために、下記「参加確認書」に記名・

押印のうえ、4 月 25 日（水）までにクラス担任あてにご提出ください。 

9 そ の 他 (1) 参加確認書の提出後の欠席につきましては、キャンセル料が発生いたしますことをご了承願い

ます。 

(2) 実施日直前にやむを得ない事情等により行事が中止となった場合、行事費用に対してキャンセ

ル料等のご負担をお願いする場合があります。 

【お問い合せ先】事務室 教務学生係 ℡3471-6331 

…………………………………………………キ  リ  ト  リ…………………………………………………… 

平成 24 年度第 3 学年校外教室（機械システム工学コース）「参加確認書」 

校外教室について了承し、校外教室に参加いたします。 

 

第 3 学年 学生番号       学生氏名          保護者氏名        印 

〈4 月 25 日（水）までにクラス担任あてにご提出ください〉 

 

（出典 機械システム工学コース資料） 
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学生の生活指導に関しては、学級担任及び各キャンパスの学生室が日々の指導にあたっており、定

期的に開催する学生委員会において、指導状況の共有や厚生補導に関する検討などを行っている（資

料５－３－①－８）。 

本校においては、課外活動の一環としてクラブ活動を積極的に勧めており、学生が心身ともに自己

を鍛える場として重要な役割を担っていると考えている。各クラブには教員を顧問として配置し、必

要に応じてクラブ顧問会議を開催している（資料５－３－①－９）。 

 

資料５－３－①－８ 

学生の生活指導 

平成２４年度 第２回学生指導会議 議事録（抜粋） 

日   時 平成２４年５月３０日（水） 16：00～17：30 場   所 教務学生資料室 

出席者 

（敬称略） 

久保田（１年）、田村（２年）、岩田（３年）、古川(純)（４年）、三浦（５年）、 

小川、田中（教務学生係・書記） 

村中学生主事、澤田学生室長、栗田、石橋、平野 

配布資料 

なし 

 

【議題】 

学生主事挨拶 

  ・学生のけがや事故が続いている。6 月 1 日からの前期中間試験を控え、学生にストレスがたまっていると思

われる。学生の動向に注意して欲しい。 

 

（１） 各学年報告 

1 年 

・自転車事故 1 件（対車。5 月 20 日発生）。1300 の学生が通学途中に事故を起こす。本人に怪我はかった。 

 先方の車に傷を負わせたが、生協の保険に加入しており、保険で対応する。 

・雤傘の盗難があった 

・携帯電話破損。1300 の学生が帰宅途中に友人の携帯電話を落とし、破損させた。被害学生の保護者から、学校に

加害学生の電話番号の問い合わせが入った。村中学生主事による指導により、保護者間で話し合いがもたれ、弁

償することで解決した。 

2 年 

・工場見学が終了した。コースごとに感想文を書く等事後指導を行っている。 

・2400 で授業中に携帯電話やゲーム機の使用等が見受けられ、専門の先生から注意があった。 

・HR を利用して学年行事を行う予定でいる。晴海防災センターの見学とバーベキュー等を考えている。 

 

 

（出典 平成２４年度第２回学生指導会議議事録 抜粋） 
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資料５－３－①－９ 

クラブ顧問 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育課程における一般科目群の配置や特別活動、校外研修、学校行事などにより、自己理解に基づ

き主体的に行動し、協調性や責任感、相互扶助の気持ちを持った人間を育むよう配慮されている。 

以上のことから、豊かな人間性の涵養が教育課程の編成や課外活動等において図られていると判断

できる。 
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観点５－４－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生に

周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進級認

定，卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

成績評価、単位認定や進級及び卒業認定に関しては、規則等に規定され、これらの規則等に基づき

実施されている（資料５－４－①－１）。 

 

資料５－４－①－１ 

成績評価、進級・卒業認定等の規則 

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則 

平成 23 年度法人規則第 39 号 

制定 平成 24 年 3 月 30 日 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 組織（第４条－第６条） 

第３章 教育コースの決定等（第７条） 

第４章 教育課程（第８条－第１０条） 

第５章 試験（第１１条－第１３条） 

第６章 学修の評価（第１４条－第１８条） 

第７章 課程修了の認定（第１９条－第２６条） 

第８章 卒業の認定（第２７条－第３１条） 

第９章 その他（第３２条） 

附則 

 

 第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科（以下「本科」という。）に関する事項につ

いて定めることを目的とする。 

（教育理念） 

第２条 本科は、東京都立産業技術高等専門学校学則（以下「学則」という。）第１条に定める使命を実現するため

に、科学技術の高度化、複合化、グローバル化に迅速に対応できる応用力、創造力を有した実践的技術者を育成す

ることを教育理念とする。 

（教育目標） 

第３条 本科の教育目標を、次のとおりとする。 

(1) （実践力）実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え新しい“もの”の創造・開発に粘り強く挑

戦できる技術者を育成する。 

(2) （基礎力）高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備え付けた技術者を育成する。 

(3) （人間性・社会性）豊かな教養、技術者としての倫理観を身につけさせ、社会に貢献できる広い視野を持った

技術者を育成する。 

(4) （コミュニケーション力）産業化のグローバル化に伴い、国際社会において自分の考えを表現できる表現力や
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コミュニケーション力を備えた技術者を育成する。 

(5) （創造力）地球産業の発展に貢献するため、課題探求能力を有し、設定した課題に向かって果敢に挑戦できる

技術者を育成する。 

第２章 組織 

 （コース長等の職） 

第４条 学則第５条第２項に定める教育コースにコース長を、学則第５条第４項に定める各キャンパスの一般科に一

般科長を置く。 

２ コース長及び一般科長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中の交代に伴う後任者の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 （コース長等の職責） 

第５条 コース長及び一般科長（以下「コース長等」という。）は、ものづくり工学科長の命を受け、以下の業務を

処理する。 

(1) 当該コース等の教育の計画及び実施に関する業務 

(2) 当該コース等の所属教員の教育及び研究活動の調整に関する事項 

(3) その他当該コース等の運営及び連絡調整に関する事項 

 （コース長会議） 

第６条 本科にコース長会議を置く。 

２ ものづくり工学科長は、コース長会議を招集し、その議長となる。 

３ コース長会議の構成等、必要な事項は、別に定める。 

第３章 教育コースの決定等 

（教育コースの決定及び変更の方法） 

第７条 本科学生の第２学年からの教育コースは、本人の希望及び履修科目の成績に基づき、第１学年の終りに、も

のづくり工学科長が決定する。 

２ 本科学生は、各教育コースが定める要件をみたす場合に限り、第３学年進級に際しての教育コースの変更を申請

することができる。 

３ 教育コース変更の許可は、第２項の資格要件をみたす者の中から選考により行うものとし、その選考は、教育コ

ース変更の理由、履修科目の成績及び選考試験の成績に基づき、ものづくり工学科長が行う。 

４ 第２項に規定する教育コース変更に関する要件については、別に定める。 

第４章 教育課程 

（教育課程の編成） 

第８条 教育課程は、学則別表第３に定める授業科目及び特別活動により編成するものとする。 

（単位の計算方法） 

第９条 授業科目の単位数は、30 単位時間（１単位時間は、標準 50 分とする。第５項について同じ。）の履修を１

単位として計算するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準と

し、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数

を計算することができるものとする。 

(1) 講義については、15 時間の授業をもって１単位とする。 

(2) 演習については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

(3) 実験及び実習については、45 時間の授業をもって１単位とする。 
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(4) 一の授業科目について、講義、演習、実験又は実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については、そ

の組み合わせに応じ、前３号に規定する基準を考慮してそれぞれ定める時間の授業をもって１単位とする。 

３ 前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数は、60 単位を超えないものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、卒業研究の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定

することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

５ 第８条に規定する特別活動は、90 単位時間以上実施するものとする。 

（授業の方法及び履修） 

第１０条 授業は、講義、演習、実験若しくは実習又はこれらの併用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等

以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。 

４ 文部科学大臣が定めるところにより、第１項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができ

る。 

５ 履修科目の登録方法、履修方法その他授業に関し必要な事項は、別に定める。 

第５章 試験 

 （定期試験） 

第１１条 定期試験は、各学期末に実施する。 

２ 原則として、各学期の中間に中間試験を実施するものとする。 

 （追試験） 

第１２条 病気その他やむを得ないと認められる事由により、定期試験又は中間試験（以下「試験」という。）を受

けなかった者に対しては、追試験を行うものとする。 

 （欠席及び不正行為） 

第１３条 正当な理由なく試験を欠席した者及び懲戒により試験を受験できなかった者の当該科目の試験の得点は０

点とする。 

２ 試験中に不正行為を行った者に対しては、その試験科目以降の試験期間中における受験を停止し、当該試験期間

中の全科目の試験の得点を０点とする。 

第６章 学修の評価 

（学修の評価） 

第１４条 学修の評価は、それぞれの授業科目において学期ごとに担当教員が行う。 

２ 担当教員は、試験の成績その他を総合して評価するものとする。 

３ 学年の学修の評価は、学年末の評価をもって行う。 

４ 授業科目の年間欠課時間数が授業時間数の４分の１を超えない者については、その授業科目を履修したものと認

め、その学修を 10 段階で評価する。 

５ 前項に該当しない者については、その授業科目を未履修とする。 

６ インターンシップの評価については、別に定める。 

 （評価の表記） 

第１５条 学修の評価は、必要に応じて別表１の区分による表記を行うことができる。 

（成績評価基準等の明示等） 

第１６条 授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画は、学生に対してあらかじめ明示するものとする。 
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２ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準

をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

 （単位の修得） 

第１７条 履修した授業科目の評価が 10 段階評価の６以上の者について、その科目の単位修得を認める。 

（他の高等専門学校における学修） 

第１８条 学則第 19 条によりみなすことができる単位数は、30 単位を超えないものとする。 

第７章 課程修了の認定 

 （進級要件） 

第１９条 第１学年から第４学年までの在籍者のうち、次の各号のすべてを満たした者は、原学年の課程を修了した

ものと認め、次学年へ進級させる。 

 (1) 年間欠席日数が出席すべき日数の４分の１を超えないこと。 

 (2) 原学年における必修科目（必修選択科目を含む。）を全て履修していること。 

 (3) 別表２に示す各教育コースに指定した実技科目を修得していること。 

 (4) 原学年において、別表３に示す修得すべき単位数以上を修得していること。 

 （進級乙） 

第２０条 前条第１項第１号から第３号までの各号を満たし第４号を満たさない者のうち、原学年までに別表４に定

める累計修得単位数以上を修得した者については、正規の進級に準ずるものとして、次学年へ進級させることがで

きる。 

 （原級留置） 

第２１条 前２条の規定に該当しない者は、原級留め置きとする。 

 （補講） 

第２２条 履修を認められなかった科目のうち、正当な事由による欠席と認められた科目については、補講等により

不足時間を補うことができる。 

 （単位追認試験） 

第２３条 未修得科目のある者については、その者の申請に基づき単位追認試験を原則として行う。 

２ 単位追認試験の結果、合格となった科目は、単位の修得を認め、評価を 10 段階評価の６とする。 

３ 単位追認試験の受験資格及び単位追認試験の実施については、別に定める。 

 （原級留置者の履修） 

第２４条 原級留め置きとなった者の次年度における履修については、次のように定める。 

 (1) 第１学年、第２学年及び第３学年においては、原学年の全科目を再履修させる。 

 (2) 第４学年においては、ゼミナールを除く原学年の科目のうち、評価が 10 段階評価の７以上の科目の修得を認

め、その他の科目を再履修させる。 

 （原級留置者の扱い） 

第２５条 引き続き２回原級留め置きとなった者は、学則第 27 条第３項第１号の規定により退学を命じる。ただ

し、休学又はこれに準ずる事由による原級留め置きは、回数に算入しない。 

 （進級の認定） 

第２６条 第 19 条から第 21 条までに関する事項については、進級判定会議の審議に基づき、校長が決定する。 

２ 進級判定会議に関する事項は、別に定める。 

第８章 卒業の認定 

 （卒業要件） 
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第２７条 第５学年に在籍する者で、次の各号のすべてをみたした者は卒業を認める。 

 (1) 年間欠席日数が出席すべき日数の４分の１を超えないこと。 

 (2) 必修科目（必修選択科目を含む。）を全て履修していること。 

 (3) 別表第２に示す各教育コースに指定した実技科目に合格していること。 

 (4) 修得単位の累計数が 167 単位以上、かつ一般科目 75 単位以上、専門科目 82 単位以上であること。 

 （第５学年原級留置） 

第２８条 第５学年において卒業を認められなかった者は、原級留め置きとする。 

 （第５学年原級留置者の履修） 

第２９条 第５学年において原級留め置きとなった者は、次年度において、卒業研究を除く原学年の科目のうち、評

価が 10 段階評価の７以上の科目の修得を認め、その他の科目を再履修させる。 

 （第５学年原級留置者の扱い） 

第３０条 第５学年において引き続き２回原級留め置きとなった者は、学則第 27 条第３項第１号の規定により退学

を命じる。ただし、休学又はこれに準ずる事由による原級留め置きは、回数に算入しない。 

 （卒業の認定） 

第３１条 第 27 条及び第 28 条に関する事項については、卒業判定会議の審議に基づき、校長が決定する。 

２ 卒業判定会議に関する事項は、別に定める。 

第９章 その他 

（その他） 

第３２条 この規則に定めるもののほか、ものづくり工学科に関する必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成 24 年３月 30 日 23 法人規則第 39 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 （ものづくり工学科授業科目の履修等に関する規則の廃止） 

２ この規則の制定に伴い、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科授業科目の履修等に関する規則（平成

20 年度法人規則第４号）は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

別表１（第 15 条関係） 

評 価 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 未履修 

評 語 S A B C D E 

５段階表記 5 4 3 2 1 未履修 

100 点法表記 100~95 94~85 84~65 64~60 59~0 未履修 

合 否 合 格（又は G） 不合格 未履修 

 

別表２（第 19 条・第 27 条関係） 
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教育コース名 学年 科目名 

全コース共通 

1 ものづくり実験実習 

4 ゼミナール 

5 卒業研究 

機械システム工学 

2 機械設計製図 

3・4・5 機械システム設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

2 工学実験実習 

3・4・5 機械システム実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

生産システム工学 

2 機械設計製図 

3・4・5 ３次元 CAD 設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

2 工学実験実習 

3・4・5 生産システム工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

電気電子工学 
2 工学実験実習 

3・4・5 電気電子工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

電子情報工学 
2 工学実験実習 

3・4・5 電子情報工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

情報通信工学 2・3・4 情報通信工学実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

ロボット工学 

2・3・4・5 ロボット工学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 

2・3・4 設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

3・4 ロボット工学実験Ⅰ・Ⅱ 

航空宇宙工学 

2・3・4 設計製図Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

2 実習 

3・4・5 工学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

医療福祉工学 2・3・4 医療福祉実験実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

 

別表３（第 19 条関係） 

 第１学年 

学  年 1 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 24 

必修選択  

専門科目 
必  修 8 

必修選択  

機械システム工学コース 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 23 16 5 

必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 18 22 

必修選択   2 

生産システム工学コース 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 243 - 

 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 23 16 5 

必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 18 22 

必修選択   2 

 電気電子工学コース 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 23 16 5 

必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 17 25 

必修選択   1 

 電子情報工学コース 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 23 16 5 

必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 17 25 

必修選択   1 

 情報通信工学コース 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 23 16 5 

必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 15 25 

必修選択  2 2 

 ロボット工学コース 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 23 16 5 

必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 18 24 

必修選択    

 航空宇宙工学コース 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 

一般科目 
必  修 23 16 5 

必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 18 24 

必修選択    

 医療福祉工学コース 

学  年 2 3 4 

修得すべき単位数 一般科目 必  修 23 16 5 
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必修選択   2 

専門科目 
必  修 10 18 24 

必修選択    

 

別表４（第 20 条関係） 進級乙 累計修得単位数 

  

 

学      年 

1 2 3 4 

機械システム工学コース 

28 

（一般 20、 

専門 7 以上） 

 

60 

 

94 

 

一般 70 

専門 55 

生産システム工学コース 
一般 70 

専門 55 

電気電子工学コース 
一般 70 

専門 57 

電子情報工学コース 
一般 70 

専門 57 

情報通信工学コース 
一般 70 

専門 59 

ロボット工学コース 
一般 70 

専門 57 

航空宇宙工学コース 
一般 70 

専門 57 

医療福祉工学コース 
一般 70 

専門 58 

 備考 選択科目の単位の取り扱いについて 

    選択科目の修得単位（全学年）及び学外学修で認定された単位（全学年）は、進級乙の累計修得単位数及び

卒業に必要な修得単位数に含めることができる。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則） 

学生生活ハンドブックには、これら関係規則等を明記して学生に周知するとともに、履修指導の際

に説明を行っている（資料５－４－①－２）。また、各授業科目における成績の評価方法は、シラバ

スに明記して全学生に配布するとともに、担当教員が最初の授業においてシラバスを用いて説明して

いる（資料５－４－①－３）。このことは、平成23年度に実施した学生による授業評価アンケートの
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結果からも、シラバスを通じて学生は学習の評価方法を概ね理解していると言える（資料５－４－①

－４）。平成24年度から導入した学修単位授業についても、その評価方法をシラバスに明記している

（資料５－４－①－５）。 
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資料５－４－①－２ 

2012 学生生活ハンドブック 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料５－４－①－３ 

成績の評価方法 

シラバス 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 選択・必修 

基本プログラミングⅠ 

（Elementary Programｍing Ⅰ） 

斎藤 敏治 

(常勤) 
２ 

２ 

専門科目 

通年 

２時間 
必修 

授業の概要 情報通信コースにおける情報処理の基本を２年間かけて実施する。 

C 言語の基本習得授業である｡ 

授業の進め方 各単元において講義と演習を基本とする授業展開を行う｡ 

講義は教室、演習は情報センター演習室で行う｡ 

到達目標 １．Linux でコマンド操作によりプログラムが記述でき、実行できる 

２．C 言語でアルゴリズムに沿ったプログラムが組める 

学校教育目標との関係 高度な専門知識を学ぶための基礎的学力や技能を備えた技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

ガイダンス（タイピング） 

OS,エディターの使い方 

C 言語基本的な文法 

基本データ型 

入出力文 

制御構造Ⅰ（条件分岐） 

制御構造Ⅰ演習 

制御構造Ⅱ（繰り返し） 

制御構造Ⅱ演習 

１次元配列 

２次元配列 

配列演習 

関数の意味 

関数の作り方 

関数演習 

配列と関数 

配列と関数演習 

総合演習 

 

授業の説明、タッチタイプの修得 

演習にかかわる操作方法の修得 

C 言語における記述方法の基礎 

C 言語における基本データ型の修得 

入出力文の使い方 

条件分岐による処理制御方法の修得 

条件分岐に関する演習 

繰り返しによる処理制御方法の修得 

繰り返しに関する演習 

配列の意味と使い方 

２次元配列の使い方 

配列に関する演習 

関数の意味と使い方 

関数の扱い方 

関数に関する演習 

配列の関数への引き渡し方 

配列と関数に関する演習 

総合演習 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

  計 30 

学業成績の評価方法 4 回の定期試験の得点と、各単元における演習提出状況、授業への参加状況から

決定する。演習には実技試験を実施することがある｡なお、定期試験、演習、授

業参加状況の比率は６：３：1 とする。なお、成績不良者には追試を実施するこ

とがある。 

関連科目 ３年基本プログラミングⅡ、アルゴリズムとデータ構造Ⅰ、４年のアルゴリズム

とデータ構造Ⅱの基礎となる科目 

教科書、副読本 

 

教科書「新版 明解 C 言語 入門編」（ソフト バンク） 

 

  
 

（出典 平成 24 年度シラバス（情報通信工学コース） 抜粋） 
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資料５－４－①－４ 

シラバスによる学習の評価方法の理解 

「学生による授業評価アンケート」結果（抜粋） 

 

東京都立産業技術高等専門学校 

 

平成 23 年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 

 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 抜粋） 
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資料５－４－①－５ 

学修単位授業の評価方法（学生への周知） 

 シラバス 

 
 

（出典 平成 24 年度シラバス（情報通信工学コース） 抜粋） 
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定期試験結果に関する意見申し立てについては、試験終了後１週間の意見申し立て期間を設け、試

験返却時に教員が説明を行っている。学修の評価に関する意見申し立てについては、２週間の成績修

正期間を設け、ホームルームを通じて教員から周知している（資料５－４－①－６）。また、単位追

認試験やその評価方法に関しては、「ものづくり工学科規則」及び「単位追認試験実施要領」に規定

され、それらに基づき実施されている（資料５－４－①－７）。 

 

資料５－４－①－６ 

成績表の修正（担任から周知） 

 

配布先：平成 22 年度担任 

平成 23 年 4 月 7 日 

教務室 

平成 22 年度成績表の修正について 

 

 東北・関東大震災の影響により遅れておりました平成 22 年度成績表の修正スケジュールを以

下のように致します．この件に関する対応は，昨年度の担任にお願い致します． 

 

○修正期間：4 月 20 日（水）まで．特別な事由なく，この日以降に成績表の修正は行いませ

ん． 

 

○修正方法： 

  ・科目の成績，欠時の修正 

1. 学生が授業担当者（非常勤講師の場合は連絡責任者）に直接確認に行く． 

2. 成績，欠時の修正が必要であれば，授業担当者が教務室に修正申請をする． 

3. 出席簿の修正が必要であれば，授業担当者が出席簿管理者(管理課教務学生係)に

修正申請をする． 

  ・出席，欠席，遅刻，早退，精皆勤度数の修正 

1. 学生が担任に確認を依頼する． 

2. 担任が出席簿を確認する． 

3. 修正が必要であれば，担任が出席簿管理者（管理課教務学生係）に修正申請す

る． 

 

○再配布：5 月 11 日（水）に対象者にのみ再配布いたします． 
 

（出典 教務室資料） 
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資料５－４－①－７ 

単位追認試験 

 

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則（抜粋） 

 （単位追認試験） 

第２３条 未修得科目のある者については、その者の申請に基づき単位追認試験を原則として行う。 

２ 単位追認試験の結果、合格となった科目は、単位の修得を認め、評価を 10 段階評価の６とする。 

３ 単位追認試験の受験資格及び単位追認試験の実施については、別に定める。 

 

 

2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

 
 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則及び 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 

教員はシラバスに記載された評価方法により担当科目の成績の評価を実施し、成績評価に関する資

料（試験答案、レポート・小テスト等）は、全ての授業科目についてエビデンス室（評価対策室）に

保管している（資料５－４－①－８）。 
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資料５－４－①－８ 

成績評価に関する資料の保管 

エビデンス資料作成依頼 

 

科目担当の先生方へ 

平成 24 年 2 月 7 日  

教務室・評価対策室  

 

エビデンス資料作成のお願い 

 

平素は、本校の教務事務にご協力いただきありがとうございます。 

エビデンス資料の作成におきまして、以下の点にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、エビデンスファイ

ルを教員控室のテーブルの上に置いてありますので、受領をお願いいたします。実験実習、製図等の複数教員で担当される科

目につきましては、代表の先生がお受け取り下さい。 

 

 

■エビデンスに必要な以下のファイルにつきましては、常勤の先生方は Wiki よりダウンロードしてお使いください。非常勤の先

生方は、試験期間後に設置されます、非常勤講師控室のノートＰＣのデスクトップのフォルダ「認証評価」より、コピーしてお使いく

ださい。 

 保管資料確認用シート 

 授業実施状況自己点検表 

 成績評価一覧表 

 成績総括表 

※提出書類のうち「成績総括表」は、学年データ入力後、以下の手順で印刷できます。 

・成績入力システムにログイン直後のページで、右下の「学年」をクリック。 

・当該科目のエビデンス資料欄の「作成」をクリック。 

・表示された「成績総括表」を印刷する。 

 

※ファイルは年度末までに教務室までご提出ください。 

 

なお、ご不明な点は、教務室（または、連絡員（非常勤の先生方））までお問い合わせください。 

 

以上  

 

 

（出典 教務室・評価対策室資料） 

 

これらの資料から作成された学業成績原簿、出欠状況一覧表等の判定資料を基に、各キャンパスで

開催される進級判定会議、卒業判定会議において単位認定、進級判定、卒業認定が行われている（資

料５－４－①－９、10）。 
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資料５－４－①－９ 

進級判定会議 

東京都立産業技術高等専門学校進級判定会議設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科授業科目の履修等に関する規則（平成 20 年

度法人規則第 4 号）第 19 条の２第 2 項に基づき、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科における進級

判定会議（以下「会議」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1)校長 

 (2)副校長 

 (3)ものづくり工学科長 

 (4)教務主事 

 (5)学生主事 

 (6)上記以外の全教員 

 (7)その他、校長が必要と認める者 

 （議長） 

第３条 会議に議長を置くものとし、校長をもって充てる。 

２ 議長は、会議を招集し主宰する。 

３ 議長に事故があるとき又は欠けるときは、副校長が議長の職務を代理する。 

 （議案） 

第４条 会議は、次に掲げる事項を審議とする。 

 (1)第 1 学年から第 4 学年に在籍する学生の進級に関する事項 

 (2)第 1 学年から第 4 学年に在籍する学生の進級乙に関する事項 

 (3)第 1 学年から第 4 学年に在籍する学生の原級留置に関する事項 

(4)その他、校長が必要と認める事項 

 （運営） 

第５条 会議の庶務は、教務室が行う。 

２ 会議に会議録を備え、これを保存する。 

 （その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校進級判定会議設置要綱） 
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資料５－４－①－10 

卒業判定会議 

東京都立産業技術高等専門学校卒業判定会議設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科授業科目の履修等に関する規則（平成 20 年

度法人規則第 4 号）第 25 条第 2 項に基づき、東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科における卒業判定

会議（以下「会議」という。）について必要な事項を定めることを目的とする。 

 （構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1)校長 

 (2)副校長 

 (3)ものづくり工学科長 

 (4)教務主事 

 (5)学生主事 

 (6)上記以外の全教員 

 (7)その他、校長が必要と認める者 

 （議長） 

第３条 会議に議長を置くものとし、校長をもって充てる。 

２ 議長は、会議を招集し主宰する。 

３ 議長に事故があるとき又は欠けるときは、副校長が議長の職務を代理する。 

 （議案） 

第４条 会議は、次に掲げる事項を審議とする。 

 (1)第 5 学年に在籍する学生の卒業の認定に関する事項 

 (2)第 5 学年に在籍する学生の原級留置に関する事項 

 (3)その他、校長が必要と認める事項 

 （運営） 

第５条 会議の庶務は、教務室が行う。 

２ 会議に会議録を備え、これを保存する。 

 （その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校卒業判定会議設置要綱） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

成績評価、単位認定や進級及び卒業認定に関する規定は規則等に定め、学生生活ハンドブックやシ

ラバスを通じて学生に周知されている。また、これらの規定に従って、授業担当教員により成績の評

価が行われ、進級判定会議及び卒業判定会議において単位認定、進級認定、卒業認定が適切に実施さ

れていると判断できる。 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして，準学士課程の教育との連携，及び準学士課程の教育か

らの発展等を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況）  

本校の専攻科課程は一専攻制（創造工学専攻）を採っており、準学士課程である「ものづくり工学

科」からの発展として位置づけられている（資料５－５－①－１）。準学士課程が目指す人材像であ

る「実践的技術者」から、より深く精緻な知識と技術を身に付けた「総合的実践的技術者」へと発展

させるため、準学士課程までの修得の基礎の上に、専攻科ゼミナール、専攻科インターンシップ、専

攻科特別研究を全員必修のコア科目として教育課程を設計している（資料５－５－①－２）。 
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資料５－５－①－１ 

専攻科課程 

準学士課程からの発展 

 
 

 

（出典 高専改革検討委員会報告書（平成 16 年 12 月）資料 抜粋） 
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資料５－５－①－２ 

専攻科 専門教育科目 

 
 

（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 抜粋） 

 

 

 専攻科ゼミナールと専攻科インターンシップは連携している。ゼミナールで設定された課題とは別

に、ゼミナール担当教員の指導の下、１年次前期にインターンシップの事前調査を行い、夏季休業中

を利用して２週間のインターンシップに臨む。ゼミナールの後期では、インターンシップのまとめを

行う（資料５－５－①－３、４）。専攻科特別研究では、準学士課程の卒業研究のテーマをさらに発

展させたり、専攻科インターンシップでの課題を解決していくといった、実戦に即した研究活動を進

めることになる（資料５－５－①－５）。 
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資料５－５－①－３ 

専攻科ゼミナール シラバス 

 
 

（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ49） 
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資料５－５－①－４ 

専攻科インターンシップ シラバス 

 
 

（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ48） 
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資料５－５－①－５ 

専攻科特別研究 シラバス 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ50） 
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（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程での「実践的技術者」から専攻科課程の「総合的実践的技術者」へと発展させるため、

専攻科ゼミナール、専攻科インターンシップ、専攻科特別研究を全員必修のコア科目として設定し、

総合的な実戦力の育成に配慮している。 

以上のことから、教育の目的に照らして、準学士課程の教育との連携、及び準学士課程の教育から

の発展等に考慮した教育課程になっていると判断できる。 

 

観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程が体系的に編成

されているか。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，

教育の目的を達成するために適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況）  

本校の専攻科課程の特徴は、全員必修のコア科目として専攻科ゼミナール、専攻科インターンシッ

プ、専攻科特別研究を配置し、一般科目の一部を除いて（英語４単位、数学４単位が選択必修）、そ

の他の科目が全て自由選択制になっていることである（資料５－５－②－１）。原則として専門教育

コースごとに選択科目を配置しているが、学生は、自らの興味や研究テーマなどを考慮し、キャンパ

スに係わらず、他の専門教育コースの科目も含めて自由に履修することができ、総合的実践的技術者

の育成にふさわしい教育課程になっている。 

 

資料５－５－②－１ 

専攻科カリキュラム 
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（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ６～10） 

 

必修または選択必修科目は、順次性を考慮して科目配当してあり、その他の科目は特別研究に収斂

させるため、１年次の前期・後期で多くの科目を履修し、２年次に特別研究の進捗状況に応じて補足

的に履修できるよう設計されている。 

専攻科課程では、教育目標に「学士の学位を取得できる能力」を掲げており、大学評価・学位授与

機構が定める学士の取得要件に従って授業科目の編成を行っている。学生は、指導教員の指導の下、

当該要件を満たすような履修計画をたて、計画的に履修していくことになっている。科目選択の考え

方や学位取得の概要は履修の手引きに掲載し、学生の科目選択の参考に供している（資料５－５－②

－２）。 
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資料５－５－②－２ 

科目の考え方及び学位取得の概要 
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（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ13、122～124） 
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（分析結果とその根拠理由）  

中心となる必修（選択必修）科目群の順次性のある科目配置とともに、異なる専門分野も含めた幅

広い自由選択科目群を配置しており、専攻科課程の教育上の目的である「総合的実践的技術者の育

成」にふさわしい教育課程となっている。 

以上のことから、教育の目的に照らして授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成され

ており、授業の内容が全体として教育課程の編成の趣旨に沿って、教育の目的を達成するために適切

なものになっていると判断できる。 

 

観点５－５－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において，学生の多様なニーズ，学術の発

展の動向，社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況）  

本校は、実践的技術者を育成することを目的としており、学術発展の動向や社会（特に産業界）か

らの要請に配慮することは重要であると考えている。また、学生の多様なニーズにも適切に応じるこ

とも重要である。それは専攻科課程でも同様であり、他の高等教育機関での単位を認定する規定の整

備（資料５－５－③－１）、インターンシップの必修化、選択必修による英語力の向上（５－５－③

－２～５）などのほか、東京工業大学や電気通信大学の先端研究者によるオムニバス授業を展開して

いる（５－５－③－６、７）。 

 

資料５－５－③－１ 

学外学修単位認定規則 

 

 

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定規則 

 

平成 21 年度法人規則第 57 号 

制定 平成 22 年３月 31 日 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則（平成 20 年度法人規則第１号。以下「学

則」という。）第 20 条第２項に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」とい

う。）以外の教育施設等における学修に関し、ものづくり工学科（以下、「本科」という。）に

おける単位の認定について必要な事項を定める。 

 （対象） 

第２条 この規則の対象となる学修は、次のとおりとする。 

 (1) 大学又は短期大学の専攻科における学修 

 (2) 高等専門学校の専攻科における学修 

 (3) 専修学校の専門課程のうち修業年限が二年以上のものにおける学修で、本校において高等専

門学校教育に相当する水準を有すると認めたもの 

 (4) 国又は公益法人等が実施する技能審査で、全国的な規模で行われ適切かつ公正である等の要

件を満たすものにおける成果に係る学修 
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 (5) 本校が実施する海外における英語研修に係る学修 

２ 前項第４号に定める学修は、別表１及び別表２のとおりとする。 

３ 第１項第５号に定める学修は、別表３のとおりとする。 

 （平 22 規則 28・一部改正） 

（認定の申請） 

第３条 単位の認定を受けようとする者は、別に定める学外学修単位修得申請書（以下「申請書」

という。）により、ものづくり工学科長に申請するものとする。 

２ 前条第 1 項第１号から第３号までに定める学修については、申請書に当該大学、短期大学、高

等専門学校又は専修学校（以下、「大学等」という。）の長による単位の修得を証する書類を添

付しなければならない。 

３ 前条第 1 項第４号に定める学修については、申請書に技能審査の成果を証する書類を添付しな

ければならない。 

４ 前条第 1 項第５号に定める学修については、申請書に語学研修の修了を証する書類を添付しな

ければならない。 

 （平 22 規則 28・一部改正） 

（申請対象期間） 

第４条 申請の対象となる学修期間は、前年度の後期期末試験の最終日の翌日から当該年度の後期

期末試験の最終日までとする。 

２ 第１学年については、前項の前年度の後期期末試験の最終日の翌日を入学日と読み替えるもの

とする。 

 （認定単位数） 

第５条 修得を認定する単位数は、次の各号のとおりとする。 

 (1) 第２条第１号から第３号までに定める学修については、当該大学等が認定した単位数を修得

単位として認定する。 

 (2) 第２条第４号に定める学修については、別表１及び別表２に定める単位を修得単位数として

認定する。ただし、技能審査による単位認定をされた者が、同時又は事後に同種の上級の技能審

査における成果に係る学修及び海外語学研修に係る学修を修めた場合は、すでに認定された修得

単位数と当該の成果に係る学修の差を修得単位として認定するものとする。 

 (3) 第２条第 1 項第５号に定める学修については、別表３に定める単位を修得単位数として認定

する。ただし、海外語学研修による単位認定された者が、同時又は事後に同種の上級の技能審査

における成果に係る学修を修めた場合は、すでに認定された修得単位数と当該の成果に係る学修

の差を修得単位として認定するものとする。 

 (4) 本規則により認定する単位数は累計で最大 10 単位までとする。ただし、学則第 30 条に基づ

き認定された留学による単位との合計が 30 単位を超えることができないものとする。 

 （平 22 規則 28・一部改正） 

 （取扱） 

第６条 修得単位は、第２条に定める学修を行った年度において、その者が在籍する学年での単位

として認定するものとする。 

２ 別表１及び別表３の学修については一般科目の単位として、別表２の学修については専門科目

の単位として認定する。 
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３ 認定された単位は、進級乙の累計修得単位数及び卒業に必要な修得単位数に含めることができ

る。 

 （平 22 規則 28・一部改正） 

（審査） 

第７条 本規則における単位修得の認定は、教務委員会の審議に基づき、ものづくり工学科長が行

う。 

２ 教務委員会に関する事項は、別に定める。 

（評価） 

第８条 前条によって修得を認定された科目の評価は合格とする。 

 （委任） 

第９条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成 22 年３月 31 日 21法人規則第 57号） 

 この規則は、平成 22 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 23 年３月 31 日 22法人規則第 28号） 

 この規則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

 

別表１ （第２条、第５条、第６条関係）（平 22 規則 28・一部改正） 

資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

実用英語技能検定 

１級・準１級 ４ 

工業英語検定及び海

外語学研修と 

同種の資格 

２級 ３ 

準２級 ２ 

ＴＯＥＩＣ 

760 点以上 ４ 

530 点～759 点 ３ 

390 点～529 点 ２ 

 

別表２ （第２条、第５条、第６条関係）（平 22 規則 28・一部改正） 

資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

工業英語検定 

１級 ４ 実用英語技能検定、

TOEIC、海外語学研修

と同種の資格 

２級 ３ 

３級 ２ 

ディジタル技術検定 

１級 ３ 

同種の資格 ２級 ２ 

３級 １ 

ラジオ・音響技能検定 
１級 ２ 

同種の資格 
２級 １ 

情報処理技術者 

ITストラテジスト 

４ 同種の資格 
ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 
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ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

IT ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ 

ｼｽﾃﾑ監査技術者 

応用情報技術者 ３ 

基本情報技術者 ２ 

ITパスポート １ 

情報検定 

情報ｼ ｽ ﾃ ﾑ試験（３科

目） 
２ 

情報ｼｽﾃﾑ試験（２科

目） 
１ 

パソコン検定 
１級 ２ 

２級 １ 

資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

Linux 技術認定 

１０１ １ 

同種の資格 １０２ １ 

２０１ １ 

シスコ技術者認定 

ＣＣＮＡ ３ 

同種の資格 ＣＣＥＮＴ 
２ 

ＩＣＮＤ２ 

総合無線通信士 

第１級 ６ 

同種の資格 

第２級 ４ 

第３級 ２ 

陸上無線技術士 
第１級 ４ 

第２級 ２ 

陸上特殊無線技士 
第１級 ２ 

同種の資格 
第２級 １ 

航空無線通信士  ２ 

航空特殊無線技士  １ 

電気通信主任技術者 
伝送交換 ４ 

同種の資格 
線路 ２ 

３次元ＣＡＤ利用技術者 
１級・準１級 ２ 

同種の資格 
２級 １ 

ＣＡＤ利用技術者 
１級 ２ 

同種の資格 
２級 １ 
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機械設計技術者 ３級 ２  

技術士 
第一次試験 

（技術士補） 
４  

ボイラー技士 ２級 １  

冷凍機械責任者 ３種 １  

公害防止管理者  １  

危険物取扱者 乙種 １  

エネルギー管理士  ２  

 

 

資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

工事担任者 

ＡＩ第１種 ３ 

同種の資格 

ＡＩ第２種 ２ 

ＡＩ第３種 １ 

ＤＤ第１種 ３ 

ＤＤ第２種 ２ 

ＤＤ第３種 １ 

ＡＩ・ＤＤ総合種 ３ 

ＣＧ検定 

マルチメディア検定 

エキスパート 
２ 

同種の資格 

ＣＧエンジニア検定 

エキスパート 

マルチメディア検定 

ベーシック 
１ 

ＣＧエンジニア検定 

ベーシック 

ＭＥ技術実力検定 第２種 ６  

福祉住環境コーディネー

ター 

１級 ４ 

同種の資格 ２級 ２ 

３級 １ 

電気主任技術者 
第２種 ６ 

同種の資格 
第３種 ３ 

電気工事士 
第１種 ２ 

同種の資格 
第２種 １ 

 

別表３ （第２条、第５条、第６条関係）（平 22 規則 28・追加） 
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研修の名称 単位数 備考 

海外語学研修 

（ただし、本校が実施するものに限る） 
１ 

実用英語技能検定、TOEIC、 

工業英語検定と同種の資格 

 

 

 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定単位認定規則 平成 22 年 3 月 31 日

制定） 
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資料５－５－③－２ 

実用英語特論 シラバス 

 
 

（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ14） 
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資料５－５－③－３ 

英語表現 シラバス 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ15） 
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資料５－５－③－４ 

コミュニケーション英語Ⅰ 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ16） 
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資料５－５－③－５ 

コミュニケーション英語Ⅱ シラバス 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ17） 
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資料５－５－③－６ 

先端科学技術特論 シラバス 

 
 

（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ46） 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 283 - 

 

資料５－５－③－７ 

情報システム学特論 シラバス 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ47） 
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（分析結果とその根拠理由）  

他の機関での学修の単位認定、インターンシップ、英語力向上、先端研究者によるオムニバス授業

の実施等により、教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展の

動向、社会からの要請等に配慮していると判断できる。 

 

 

観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが適

切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況）  

実験・実習科目としては、専攻科ゼミナール、専攻科インターンシップ及び専攻科特別研究がある

（前掲資料５－５－①－３～５）。その他の科目は講義中心のものから演習中心のものまで、各授業

科目の教育内容に応じてそれぞれ工夫がこらされている。多くの科目が講義の節目に演習を行ってお

り、知識の定着や能力の育成を図っている。また、演習にはディベートやプレゼンテーション、フィ

ールドワークなどを取り入れている事例もある（資料５－６－①－１～３）。 
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資料５－６－①－１ 

文章表現法 シラバス 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ18） 
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資料５－６－①－２ 

医療超音波工学特論 シラバス 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ81） 
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資料５－６－①－３ 

インダストリアルデザイン特論Ⅰ シラバス 

 
（出典 履修の手引き 専攻科 2012 年 4 月 Ｐ120） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科課程のコアとなる必修科目が実験・実習科目となっており、それ以外の科目も講義中心から

演習中心まで、各授業科目の教育内容に合わせた指導法を工夫している。 

 以上のことから、教育の目的に照らして、授業形態のバランスが適切であり、それぞれの教育内容

に応じた適切な学習指導法の工夫がなされていると判断できる。 

 

観点５－６－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示等，内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程のシラバスは、毎年度、専攻科室の作成方針の下、すべての科目について授業を担当す

る教員が作成している。作成されたシラバスは、専攻科室長、創造工学専攻長が内容を確認した上で

「専攻科履修の手引き」として製本し、全学生及び教員に配布している（資料５－６－②－１）。 
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資料５－６－②－１ 

シラバス 

 「専攻科履修の手引」（抜粋） 

 
 

 

（出典 「専攻科履修の手引」 抜粋） 
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各授業科目の初回の授業では、担当教員がシラバスを活用して授業の概要や進め方、到達目標、成

績の評価方法についてのガイダンスを実施している。担当教員はシラバスに沿った授業を行い、学年

末にはその状況について自己点検を実施している（資料５－６－②－２）。 

 

資料５－６－②－２ 

 
（出典 教務室資料） 
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シラバスには、学生が事前学習等で活用できるよう、授業の進行に合わせた目標や関連科目、教科

書等を記載している（資料５－６－②－３）。 

資料５－６－②－３ 

シラバス 

 
（出典 「専攻科履修の手引」 抜粋） 
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これらシラバスに関しては、学年末に行う学生による授業評価アンケートで確認を行っている。４

点を最高とする評価点数で、授業の中で授業内容、評価方法等について説明があったかの設問及び授

業内容や評価方法はシラバスどおり適切であったかとの設問に対しては、全体平均が3.39であった。

どちらの設問も３点以上の評価点数であり、概ねその内容を理解し活用が図られているといえる（資

料５－６－②－４）。 

 

資料５－６－②－４ 

シラバス 

 学生による授業評価アンケート（抜粋） 

 

東京都立産業技術高等専門学校 

 

平成 23 年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 

 

質問 ５．授業の中で授業内容、評価方法等(シラバス)についての説明があった 

質問 ６．授業内容や評価方法はシラバス通りに適切であった 

 

 

図 4．専攻科学生と本科学生の評価点数の平均値の比較 

 

 
 

 

（出典 平成 23 年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 抜粋） 

 

平成23年度に実施した学生生活実態調査における履修の手引きの利用状況をみても、「よく利用し

ている」「たまに利用している」と回答したのは全体の50.7％、「まったく利用しない」が7.7％と

なり、何らかの形で活用が図られていることがわかる（資料５－６－②－５）。 
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資料５－６－②－５ 

シラバス（履修の手引き）の利用状況 

 学生生活実態調査報告書（専攻科）（抜粋） 

 

5-1．「履修の手引き」利用状況（Q19）

●「履修の手引き」の利用率は50.7％と約半数。

●学年別では、2年生で利用率は44.8％と合計に比べやや低くなる。

 

＊利用している計 ＊利用していない計

50.7 49.2

N

よく

利用している

たまに

利用している

あまり

利用していない

まったく

利用していない
無回答 ＊利用している計 ＊利用していない計

専攻科　合計　　　　　　　 65 9.2 41.5 41.5 7.7 - 50.7 49.2

【学年】　　　　　　　　　

 1年　　　　　　　　　　  36 11.1 44.4 33.3 11.1 - 55.5 44.4

 2年　　　　　　　　　　  29 6.9 37.9 51.7 3.4 - 44.8 55.1

【コース】　　　　　　　　

 機械工学ｺｰｽ　　　　　　  36 8.3 38.9 44.4 8.3 - 47.2 52.7

 電気電子ｺｰｽ　　　　　　  18 5.6 50.0 33.3 11.1 - 55.6 44.4

 情報工学ｺｰｽ　　　　　　  6 16.7 33.3 50.0 - - 50.0 50.0

 航空宇宙工学ｺｰｽ　　　　  5 20.0 40.0 40.0 - - 60.0 40.0

【ｷｬﾝﾊﾟｽ別】　　　　　　　

 品川ｷｬﾝﾊﾟｽ　　　　　　　 40 10.0 42.5 42.5 5.0 - 52.5 47.5

 荒川ｷｬﾝﾊﾟｽ　　　　　　　 25 8.0 40.0 40.0 12.0 - 48.0 52.0

【「学校全般」総合満足度】

 満足計　　　　　　　　　 42 9.5 45.2 38.1 7.1 - 54.7 45.2

 どちらとも＋不満計　　　 23 8.7 34.8 47.8 8.7 - 43.5 56.5

【今後習得したい知識教養】

 習得欲：高(反応個数3～5) 40 7.5 47.5 37.5 7.5 - 55.0 45.0

 習得欲：低(反応個数1～2) 24 8.3 33.3 50.0 8.3 - 41.6 58.3

【「履修の手引き」　　　　

　　　　　　　総合満足度】

 満足計　　　　　　　　　 26 19.2 42.3 38.5 - - 61.5 38.5

 どちらとも＋不満計　　　 38 2.6 39.5 44.7 13.2 - 42.1 57.9

本科　合計《参考値》 1,519 2.8 21.9 33.3 40.8 1.2 24.7 74.1

※本科は「シラバス」で聴取

よく

利用している

たまに

利用している

あまり

利用していない

まったく

利用していない

無回答

9.2 41.5 41.5 7.7 -

0.0

0.0

合計より10ポイント
以上高い

合計より5ポイント

以上高い

凡例

9.2 41.5 41.5 7.7 -

0% 25% 50% 75% 100%

よく

利用している

たまに

利用している

あまり

利用していない

まったく

利用していない

無回答

 

 

 

（出典 学生生活実態調査報告書（専攻科） 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育課程の編成に沿って、毎年度、専攻科室が中心となって全授業科目についてのシラバスを作成

している。シラバスには、事前に行う準備学習、教育方法や内容、達成目標と評価方法の明示等、内

容が適切に整備されている。作成されたシラバス（履修の手引き）は全学生に配布され、アンケート

等の結果から、授業等において活用が図られていると判断できる。 
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観点５－６－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また，インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況）  

専攻科課程における創造性を育む教育方法の工夫のひとつとして、専攻科特別研究を実施している。

指導教員の下で研究、実験に関する指導を受け、研究を通して自ら課題を発見し、解決していくこと

で創造力を養っている（５－６－③－１、２）。 

 

 

資料５－６－③－１ 

専攻科特別研究 

 

 
 

 

（出典 平成 24 年度専攻科「履修の手引き」 抜粋） 
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資料５－６－③－２ 

専攻科特別研究 
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掲載論文 

 
（出典 専攻科室資料） 

 

また、別の工夫のひとつには、専攻科ゼミナールがあげられる。専攻科特別研究と異なる指導教員

の下で、創造性を育んでいる。 

専攻科インターンシップは全学生必修科目となっており、インターンシップ実施要綱に基づき実施

している（資料５－６－③－３）。準学士課程の就業体験を主とした目的とは異なり、より技術的、

工学的体験を通して企業における研究、開発及び製造現場におけるものづくりを知り、それらの体験

を基に、その後の勉学を通じて創造力を育んでいくことを目的としている。 

 

資料５－６－③－３ 

インターンシップ 

東京都立産業技術高等専門学校インターンシップ実施要綱 

 

21 産技専管品第 1855 号 

            制定 平成 22 年３月 31 日 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）のインターンシップの実施に関し、

必要な事項を定めたものである。 

（インターンシップの目的） 

第２条 本校ものづくり工学科（以下「本科」という。）におけるインターンシップは、学生のキャリア開発を支援

し、業務体験や課題解決をとおした実践的技術者の育成を目的とする。加えて、専攻科は、特別研究やゼミナール

と連携したインターンシップにより、総合的実践的技術者の育成を目的とする。 

（教育課程上の位置付け） 

第３条 インターンシップの開講学年と単位は、学則における教育課程のとおりとする。 

（実施時期） 
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第４条 実施時期は、原則、夏季休業期間中とする。 

（実習機関及び実習機関の役割） 

第５条 実習機関は、企業、大学、研究所、団体及び官公庁等とする。 

２ 実習機関は、実習の前後、実習期間中を通じ、次の各号に掲げる事項を実施する。 

(1) 本校からの実習の申込みに対する実習場所、実習期間等の通知 

(2) 実習前の打ち合わせ及び実習期間中の学生（以下「実習生」という。）への指導・ 

監督 

(3) 実習後の「インターンシップ証明書」の作成 

（校内体制） 

第６条 インターンシップに関する業務を実施する組織として、インターンシップ室を設置する。 

２ インターンシップ室は、本校管理課と協働して、インターンシップに関し、次の各号 

に掲げる業務を行う。 

(1) 実習機関の情報収集に関すること。 

(2) 関係書類の整理・保存に関すること。 

(3) 実習生の指導・評価、保険加入に関すること。 

(4) 実習機関との連絡・訪問等に関すること。 

(5) その他インターンシップの実施に関すること。 

３ 学級担任は、インターンシップ室と協力して、学生の円滑な実習の実施にあたる。 

４ 専攻科の特別研究およびゼミナール担当教員は、インターンシップ室と協力して、実 

習生の指導・評価等にあたる。 

（実習生の受講手続） 

第７条 インターンシップを履修しようとする学生は、インターンシップ室が定める期間中にインターンシップ室に

申し込む。 

２ 申込みをした学生は、事前指導、実習、事後指導に参加する。 

３ 実習生は、実習終了後、インターンシップ室に報告書を提出する。 

（報酬等） 

第８条 実習生に対しては、実習機関側で定めない限り無報酬とする。 

（実習に係る費用負担） 

第９条 実習機関までの交通費、宿泊代、昼食等の費用は、実習機関側で定めない限り、実習生の負担とする。 

２ 実習期間中の実務、作業に係る経費は実習機関の負担とする。 

（実習生の服務） 

第１０条 実習生は、本校の学生としての身分を保有する。 

２ 実習生は、実習期間中は、実習機関の指示に従い、実習に専念しなければならない。 

３ 実習生は、実習機関の信用を傷つけたり、不名誉となるような行為を行ってはならない。 

４ 実習生は、実習上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、実習終了後も同様とする。 

５ 実習生が第２項から第４項の規定に反する行為を行った場合、実習を中止する。 

（実習中における事故責任等） 

第１１条 実習生は、インターンシップ参加の同意を保護者から得るとともに、傷害保険・賠償責任保険に加入する

ものとする。 
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２ 保険加入に要する費用は、原則として実習生の自己負担とする。 

（成績評価及び単位認定） 

第１２条 本科は、事前・事後指導と５日（実働３０時間）以上の実習を合わせて６０単位時間以上履修した場合、

専門科目２単位として単位を認定する。 

２ 専攻科は、事前・事後指導と１０日以上の実習を合わせて６０単位時間以上履修した場合、２単位として単位を

認定する。 

３ 単位認定は、事前・事後指導と実習を総合的に評価し、｢合・否｣により判定する。 

４ 単位認定の対象となるのは、本校で参加を許可したインターンシップに限るものとする。 

（その他） 

第１３条 本要綱に定めるもののほか、インターンシップ実施に関し、必要な事項は別に定める。 

附 則（平成 22 年３月 31 日 21 産技専管品第 1855 号） 

この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校インターンシップ実施要綱） 

 

平成23年度は、１年次に在籍する学生全員が参加した。受入企業等については、受入についてのア

ンケートを送付した1,550社のうち、215社から受入許諾の回答があり、30社に学生を派遣した（資料

５－６－③－４）。 

 

資料５－６－③－４ 

インターンシップ 

 

 品川キャンパス本科 荒川キャンパス本科 専攻科 

インターンシップの案内企業数 

受入アンケート送付数 
１５５０社 

受 入 許 諾 企 業 数 

一 般 １３０ 社 一 般 ８９ 社 一 般 １９１ 社 

大田支部 １９ 社 荒川区 ８ 社 大田支部 １８ 社 

品 川 区 ９ 社 その他 ７ 機関 品 川 区 ６ 社 

合計 １５８ 社 合計 １０４ 社 合計 ２１５ 社 

インターンシップ参加者数 

一 般  31 社 41 名 

大田支部 13 社 30 名 

品 川 区  4 社  6 名 

 

一 般   30 社  35 名 

荒川区   8 社   8 名 

その他    3 機関 6 名 

 

一 般 23 社 28 名 

大田支部  2 社  3 名 

研究所等  4 機関 6 名 

品 川 区   1 社  1 名 

合計   48 社 77 名 合計   41 社 49 名 合計   30 社 38 名 

インターンシップ参加者 

合  計 
合計   １１９ 社（機関）， １６４ 名 

 

 

（出典 インターンシップ室資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

専攻科特別研究や専攻科ゼミナールなど創造力を育成するための特徴ある教育が行われており、

「総合的実践的技術者の育成」という教育理念の実現のために教育方法の工夫を図っている。また、

専攻科インターンシップは全員必修としている。 

以上のことから、創造性を育む教育方法の工夫やインターンシップの活用が図られていると判断で

きる。 

 

観点５－７－①： 教育の目的に照らして，教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

教養教育については、一般科目の選択科目群での一般教養的なものから、専門共通基礎科目（選

択）の「技術史」、「リスクマネージメント」、「科学技術史」、「都市セキュリティ」といった専

門教養的なものまで、幅広く展開している（資料５－７－①－１）。 

 

資料５－７－①－１ 

教養教育 
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（出典 平成 24 年度専攻科「履修の手引き」 抜粋） 

 

 

研究指導については、指導教員制をとっている（資料５－７－①－２）。学生は各人異なる研究テ

ーマを与えられ、指導教員の下で２年間継続して研究を行う。研究テーマは専攻科入学時に指導教員

が学生と相談の上決定する。指導教員一人あたりの学生数は１、２年次あわせて１～２名程度である。

１年次の学年末に中間発表を行い、他の教員からの助言や指導も受け、その内容を以後の研究に活か

している（資料５－７－①－３）。２年次に論文の提出と研究審査会を行い、指導教員（主査）は副

査となる教員の意見を聞きながら成績評価を行う（資料５－７－①－４）。 
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資料５－７－①－２ 

研究指導 

 指導教員制 

 
 

 

（出典 平成 24 年度専攻科「履修の手引き」 抜粋） 
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資料５－７－①－３ 

研究指導 

9:30～　座長　青木

学生番号 氏名 テーマ 指導教員

単発放電における加工反力の測定
-ホプキンソン棒法を用いた実験装置の製作－

吉田　政弘

含水加工油を用いた高電圧重畳放電加工法に
関する研究

吉田　政弘

不足膨張噴流における平板の圧力と温度について 稲村　栄次郎

応力の時間的変化を伴う構造物の軽量化法 稲村　栄次郎

吸着ブレーキを適用したイモムシ型ロボットに
関する研究

大野　学

AZ31マグネシウム板とA5052アルミニウム板の
電磁力圧接

松澤　和夫

乱流予混合火炎における火炎の流れと相互作用 古川　純一

13:00～　座長　古川

学生番号 氏名 テーマ 指導教員

小型高速ファンの性能予測について 平野　利幸

開口端より放出される衝撃波背後の流れ場に
関する研究

稲村　栄次郎

C2スワンバンドの発光分光法による火炎温度の診断 古川　純一

高濃度マイクロバブルを用いた工業洗浄に関する研究 栗田　勝実

小型ポンプの性能に関する研究 平野　利幸

リバースエンジニアリングの有効活用に関する研究 深津　拡也

振動を利用した溶接残留応力の低減 青木　繁

平成23年度専攻科機械工学分野特別研究中間発表プログラム

平成24年2月25日（土曜日）

会場　情報センター講義室

発表１０分　質問１０分

学生氏名省略

学生氏名省略

 
 

（出典 専攻科資料） 
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資料５－７－①－４ 

研究指導 

 

学生氏名

省略

学生氏名

省略

学生氏名

省略

学生氏名

省略

 
 

（出典 専攻科資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

一般科目から専門共通基礎科目までの教養教育の幅広い展開や、指導教員制に基づいた尐人数の研
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究指導などにより、教養教育、研究指導ともに、専攻科課程にふさわしい内容と方法で適切に行われ

ていると判断できる。 

 

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知さ

れているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況）  

成績評価、単位認定や修了認定に関しては、規則等に規定され、これらの規則等に基づき実施され

ている（資料５－８－①－１）。 

 

資料５－８－①－１ 

成績評価、修了認定等に関する規則 

東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則 

平成 23 年度法人規則第 40 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 組織（第４条） 

 第３章 履修（第５条－第７条） 

 第４章 試験（第８条・第９条） 

 第５章 評価（第１０条） 

 第６章 単位（第１１条－第１３条） 

 第７章 修了の認定（第１４条） 

 第８章 その他（第１５条） 

 附則 

 第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校専攻科（以下「専攻科」という。）に関する事項について定め

ることを目的とする。 

（教育理念） 

第２条 専攻科は、より深く精緻な知識と技術を教授し、専門分野における研究を指導することにより、総合的実践

的技術者を育成することを教育理念とする。 

（教育目標） 

第３条 専攻科の教育目標を、次のとおりとする。 

(1) （基礎力）学士の学位を修得できる能力を有し、より高度な専門知識を学ぶために必要な基礎学力を備えた技

術者を育成する。 

(2) （実践力）自ら課題を設定し、解決することができる技術者を育成する。 

(3) （自己表現力）国際社会における自己表現力を備えた技術者を育成する。 

 第２章 組織 

 （専攻科会議） 
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第４条 専攻科に専攻科会議を置く。 

２ 創造工学専攻長は、専攻科会議を招集し、その議長となる。 

３ 専攻科会議の構成等、必要な事項は、別に定める。 

 第３章 履修 

 （授業） 

第５条 １単位時間は標準 50 分とし、単位制とする。 

２ 授業は、講義、演習、実験及び実習のいずれか又は併用により行う。 

３ 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、

授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の各号の基準により単位

数を計算するものとする。 

 (1) 講義については、15 時間の授業をもって１単位とする。 

 (2) 演習については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

 (3) 実験及び実習については、45 時間の授業をもって１単位とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、専攻科特別研究および専攻科ゼミナールの授業科目については、その学修の成果を評

価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、その学修等を考慮して、単位数を定めることがで

きる。 

 （履修方法） 

第６条 学生は授業科目の履修にあたり、年度当初に別に定める「履修届」を所定の期日までに専攻科室に提出しな

ければならない。 

 （指導） 

第７条 学生は指導教員から、授業科目の履修、専攻科ゼミナール、専攻科特別研究及び専攻科インターンシップに

関する指導を受けるものとする。 

 第４章 試験 

 （試験） 

第８条 専攻科の試験は、定期試験及び追試験とする。 

２ 定期試験は、各学期末に実施し、その時間割は試験開始日の１週間前に公示するものとする。 

３ 追試験は、病気その他やむを得ない事由により、定期試験を受験できなかった者のうち別に定める「専攻科追試

験受験願」を、所定の期日までに専攻科室に提出し、その許可を得た者に対し実施するものとする。 

 （不正行為） 

第９条 定期試験における不正行為については、当該試験期間中の全科目の成績を０点とする。 

 第５章 評価 

 （成績の評価） 

第１０条 学業成績（以下「成績」という。）の評価は、出席時数が標準授業時数の４分の３以上の科目について行

う。 

２ 前項に該当しない科目については、未履修とする。 

３ 成績は、授業科目ごとに第８条に規定する試験の成績、その他を総合して評価するものとする。 

４ 評点及び評語は、次による。 

評 点 100～80 79～70 69～60 59～0 

評 語 A B C D 
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合 否 合 格 不合格 

５ 専攻科特別研究、専攻科ゼミナール、専攻科インターンシップは、「合・否」で評価する。 

 第６章 単位 

 （単位の認定） 

第１１条 前条の規定に基づき、評点 60 点以上又は評語Ａ、Ｂ、Ｃに評価された授業科目については当該科目を修得

したものとし、単位を認定する。 

２ 専攻科特別研究、専攻科ゼミナール、専攻科インターンシップについては、「合」の評価によりその単位を修得

したことを認定する。 

 （他の大学等で修得した単位の認定） 

第１２条 大学及び大学院、認定専攻科（短期大学・高等専門学校専攻科、大学専攻科）で修得した単位は、12 単位

を超えない範囲で専攻科における授業科目の履修とみなし、単位の修得を認定することができる。 

 （修了に必要な単位） 

第１３条 専攻科の修了に必要な単位は、64 単位以上（うち、一般科目 10 単位以上、専門科目 54 単位以上）とす

る。 

 第７章 修了の認定 

（修了の認定） 

第１４条 修了の認定に関する事項については、修了判定会議の審議に基づき、校長が決定する。 

２ 修了判定会議に関する事項は、別に定める。 

 第８章 その他 

（その他） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、専攻科に関する必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成 24 年 3 月 30 日 23 法人規則第 40 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 （専攻科授業科目の履修に関する規則の廃止） 

２ この規則の制定に伴い、東京都立産業技術高等専門学校専攻科授業科目の履修に関する規則（平成 20 年度法人

規則第５号）は、廃止する。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則） 

 

 

学生生活ハンドブック及び履修の手引きにこれらの規則等を明記して学生に周知するとともに、履

修指導の際に説明を行っている（資料５－８－①－２）。また、各授業科目における成績の評価方法

は、履修の手引きに明記し全学生に配布するとともに、担当教員が最初の授業において履修の手引き

を用いて説明している（資料５－８－①－３）。このことは、平成23年度に実施した学生による授業

評価アンケートの結果からも、履修の手引きを通じて学生は学習の評価方法を概ね理解していると言

える（資料５－８－①－４）。 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 308 - 

 

 

資料５－８－①－２ 

成績評価、修了認定に関する規則（学生への周知） 

 2012学生生活ハンドブック 目次 
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履修の手引き 専攻科 2012年 目次 

 
（出典 2012 学生生活ハンドブック及び履修の手引き専攻科 2012 年 目次） 
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資料５－８－①－３ 

成績の評価方法 

 
 

（出典 平成 24 年度履修の手引き 抜粋） 
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資料５－８－①－４ 

履修の手引き（シラバス）による学生への周知 

 学生による授業評価アンケート（抜粋） 

 

東京都立産業技術高等専門学校 

 

平成 23 年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 

 

質問 ５．授業の中で授業内容、評価方法等(シラバス)についての説明があった 

質問 ６．授業内容や評価方法はシラバス通りに適切であった 

 

 

図 4．専攻科学生と本科学生の評価点数の平均値の比較 

 

 

 

 

（出典 平成 23 年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 抜粋） 

 

 

定期試験結果に関する意見申し立てについては、試験終了後１週間の意見申し立て期間を設け、試

験返却時に教員が説明を行っている。 

教員は履修の手引きに記載された評価方法により担当科目の成績の評価を実施し、成績評価に関す

る資料（試験答案、レポート・小テスト等）は、全ての授業科目についてエビデンス室（評価対策

室）に保管している（資料５－８－①－５）。 

 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準５ 

- 312 - 

 

資料５－８－①－５ 

成績評価に関する資料の保管 

エビデンス資料作成依頼 

 

科目担当の先生方へ 

平成 24年 2月 7 日  

教務室・評価対策室  

 

エビデンス資料作成のお願い 

 

平素は、本校の教務事務にご協力いただきありがとうございます。 

エビデンス資料の作成におきまして、以下の点にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、エビデンスファイ

ルを教員控室のテーブルの上に置いてありますので、受領をお願いいたします。実験実習、製図等の複数教員で担当される科

目につきましては、代表の先生がお受け取り下さい。 

 

 

■エビデンスに必要な以下のファイルにつきましては、常勤の先生方は Wiki よりダウンロードしてお使いください。非常勤の先

生方は、試験期間後に設置されます、非常勤講師控室のノートＰＣのデスクトップのフォルダ「認証評価」より、コピーしてお使いく

ださい。 

 保管資料確認用シート 

 授業実施状況自己点検表 

 成績評価一覧表 

 成績総括表 

※提出書類のうち「成績総括表」は、学年データ入力後、以下の手順で印刷できます。 

・成績入力システムにログイン直後のページで、右下の「学年」をクリック。 

・当該科目のエビデンス資料欄の「作成」をクリック。 

・表示された「成績総括表」を印刷する。 

 

※ファイルは年度末までに教務室までご提出ください。 

 

なお、ご不明な点は、教務室（または、連絡員（非常勤の先生方））までお問い合わせください。 

 

以上  

 

 

（出典 教務室・評価対策室資料） 
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これらの資料から作成された学業成績原簿、出欠状況一覧表等の判定資料を基に、修了判定会議に

おいて単位認定、修了認定が行われている（資料５－８－①－６）。 

 

資料５－８－①－６ 

修了判定会議 

東京都立産業技術高等専門学校修了判定会議設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校専攻科における修了判定会議（以下「会議」という。）につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

 （構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1)校長 

 (2)副校長 

 (3)創造工学専攻長 

 (4)教務主事 

 (5)学生主事 

 (6)上記以外の専攻科授業科目担当教員 

 (7)その他、校長が必要と認める者 

 （議長） 

第３条 会議に議長を置くものとし、校長をもって充てる。 

２ 議長は、会議を招集し主宰する。 

３ 議長に事故があるとき又は欠けるときは、副校長が議長の職務を代理する。 

 （議案） 

第４条 会議は、次に掲げる事項を審議とする。 

 (1)専攻科に在籍する学生の修了の認定に関する事項 

 (2)その他、校長が必要と認める事項 

 （運営） 

第５条 会議の庶務は、専攻科室が行う。 

２ 会議に会議録を備え、これを保存する。 

 （その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校修了判定会議設置要綱） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

成績評価、単位認定や修了認定に関する規定は、規則等に定め、学生生活ハンドブックや履修の手

引きを通じて学生に周知されている。また、これらの規定に従って、授業科目担当教員により成績の

評価が行われ、修了判定会議において単位認定、修了認定が適切に実施されていると判断できる。 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 該当なし 

 

（改善を要する点）  

 準学士課程のシラバスは学生の利用度が低いため、学生のニーズなども確認しながら利用されるシ

ラバスに改善が必要である。専攻科課程のシラバスは学修単位科目について予習や復習の指示を明示

する様式になっていないため、これも改善が必要である。また、学習指導法については、各教員の個

別的な工夫にとどまっており、組織的な対応が必要である。 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

＜準学士課程＞ 

本校の準学士課程は、教育目標を達成するために授業科目を学年ごとに適切に配置し、教育課程を

体系的に編成している。第１学年では共通科目の授業内容を工夫し、第２学年以降に一般科目及び専

門科目の必修・選択科目をバランスよく配置・編成している。また、教育目標と授業科目との関係や

授業間の関係も明確にした編成を行っている。 

 本校では、総合工学系教育コースの設置、学外学修や資格取得への配慮、インターンシップによる

単位認定、補充教育、実践的な英語教育などを教育課程の教育内容に取り入れ、学術の動向や社会

（特に産業界）の要請、学生ニーズ等に配慮している。 

 授業形態については講義による知識等を実験・実習等で実践的に活用していくように順次性を考慮

して配置しており、全体のバランスも適切である。また、教育内容に適した学習指導法が工夫されて

おり、適切な教育活動が行われている。しかし、学習指導法は各教員の個別的な工夫にとどまってお

り、アクティブ・ラーニング等への組織的な対応を現在検討中である。 

 シラバスについては、教育課程の編成に沿って、毎年度、教務室が中心となって全授業科目につい

て作成している。シラバスには、事前に行う準備学習、教育方法や内容、達成目標と評価方法の明示

等、内容が適切に整備されている。作成されたシラバスは全学生に配布され、授業等において概ね活

用が図られていると判断できるが、学生の利用状況は低く、有効に活用されるような改善が必要であ

る。 

 本校では、ＰＢＬ型授業や卒業研究など創造力を育成するための特徴ある教育が行われており、

「創造力を有した実践的技術者の育成」という教育理念の実現のために教育方法の工夫を図っている。

また、学生のキャリア開発支援や業務体験、課題解決を通じた実践的技術者の育成にインターンシッ

プを活用している。 

 教育課程の編成においては、一般科目群の配置や特別活動、校外研修、学校行事などにより、自己

理解に基づき主体的に行動し、協調性や責任感、相互扶助の気持ちを持った人間を育むよう配慮され

ている。 

 成績評価、単位認定や進級及び卒業認定に関する規定は規則等に定め、学生生活ハンドブックやシ

ラバスを通じて学生に周知されている。また、これらの規定に従って、授業科目担当教員により成績

の評価が行われ、進級判定会議及び卒業判定会議において単位認定、進級認定、卒業認定が適切に実

施されている。 
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＜専攻科課程＞ 

 専攻科課程では、準学士課程の「実践的技術者」から「総合的実践的技術者」へと発展させるため、

準学士課程までに修得した基礎の上に、専攻科ゼミナール、専攻科インターンシップ、専攻科特別研

究を全員必修とし、総合的な実践力の育成に配慮している。また、中心となる必修（選択必修）科目

群の順次性のある科目配置とともに、異なる専門分野も含めた幅広い自由選択科目群を配置するなど、

教育上の目的にふさわしいものとなっている。 

 また、他の機関での学修の単位認定、インターンシップ、英語力向上、先端研究者によるオムニバ

ス授業の実施等により、学生の多様なニーズ、学術の発展の動向、社会からの要請等に配慮している。

専攻科課程のコアとなる必修科目は実験・実習科目となっており、それ以外の科目も教育内容に合わ

せた指導法を工夫していることから、授業形態のバランスが適切であると言える。 

 シラバスは、教育課程の編成に沿って、毎年度専攻科室が中心となって作成している。シラバスに

は、授業の方法や内容、達成目標、評価方法等が適切に整備されており、全学生に配布される。また、

アンケート等の結果から、授業において活用が図られていると判断できる。 

 創造力を育成するための特徴ある教育は、専攻科特別研究、専攻科ゼミナールなどで行われており、

「総合的実践的技術者の育成」という教育理念の実現のために教育方法の工夫を図ることに加えて、

専攻科インターンシップを全員必修としている。また、一般科目から専門共通基礎科目までの教養教

育の幅広い展開や、指導教員制に基づいた尐人数の研究指導等により、教養教育、研究指導ともに専

攻科課程にふさわしい内容と方法で適切に行われている。 

 成績評価、単位認定や修了認定に関しては、規則等に定め、学生生活ハンドブックや履修の手引を

通じて学生に周知されている。また、これらの規定に従って、授業担当教員により成績の評価が行わ

れ、修了判定会議において単位認定、修了認定が適切に実施されている。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その教育の目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒

業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成しようとする人材像等につい

て，その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程では、一般科目の必修科目数が計71単位であり、卒業要件である75単位以上のうちの大

部分が必修となっている（資料６－１－①－１）。専門科目は専門教育コースごとに若干の差がある

ものの、78～82単位が必修（選択必修を含む。）となっており、これも卒業要件である82単位以上の

大部分が必修となっている（資料６－１－①－２）。一般科目の選択科目群は一部の補充教育科目を

除いて第３学年以上に配置され、いずれも大学の教養課程相当の授業を提供し、さらに教養を深めら

れるように工夫されている。専門科目の選択科目群は第４学年以上（特に第５学年）に配置され、主

に卒業研究課題に関係の深い分野の科目を各自が選択し、研究内容を深められるよう工夫がされてい

る（資料６－１－①－３）。 

 

資料６－１－①－１ 

1 2 3 4 5

71 24 23 16 7 1必修科目単位数

一般科目（各コース共通）

単位
学年・単位

 
（出典 管理課作成資料） 

 

 

資料６－１－①－２ 

必修科目単位数（各専門教育コース別）

1 2 3 4 5

79 8 10 18 24 19

79 8 10 18 24 19

78 8 10 17 26 17

78 8 10 17 26 17

80 8 10 17 27 18

82 8 10 18 24 22

80 8 10 18 24 20

81 8 10 18 24 21

航空宇宙工学コース

医療福祉工学コース

電子情報工学コース

学年・単位
コース名 単位

生産システム工学コース

電気電子工学コース

情報通信工学コース

ロボット工学コース

機械システム工学コース

 
（出典 管理課作成資料） 
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資料６－１－①－３ 

    

一般科目 専門科目（機械システム工学コース・平成22年度以降入学者に適用）

1 2 3 4 5 2 3 4 5

都市文学論Ⅰ 1 センサ工学 1 1

都市文学論Ⅱ 1 材料リサイクル 1 1

化学特論Ⅰ 1 材料強度学 1 1

化学特論Ⅱ 1 精密加工 1 1

工業化学概論Ⅰ 1 機構学 1 1

工業化学概論Ⅱ 1 CAE 1 1

英語表現Ⅰ 1 流体機械 1 1

実用英語Ⅰ 1

振動工学Ⅱ 1 1

表象文化論Ⅰ 1 ※Ａ 油空圧制御 1 1

表象文化論Ⅱ 1 ※Ａ メカトロニクス 1 1

人文社会特別研究 2 ※Ａ 11 3 11

都市の健康と運動 1 ※Ｓ

現代史 1 ※Ｓ 専門科目（生産システム工学コース・平成24年度以降入学者に適用）

近代社会と文学 1 ※Ｓ

自然地理学 1 ※Ｓ 2 3 4 5

経営学 1 ※Ｓ 実験計画法 2 2

中小企業経営論 1 ※Ｓ 人間工学 2 2

日本文学 1 1 設計解析（CAE） 1 1

メカトロニクス 1 1

地誌学 2 2

数学特論Ⅱ 2 2 計測工学 2 2

体育実技Ⅰ 1 1 管理システム工学Ⅱ 2 2

体育実技Ⅱ 1 1 特別演習 1 1

英語表現Ⅱ 1 1 26 7 13

実用英語Ⅱ 1 1

ドイツ語Ⅱ 2 2 専門科目（電気電子工学コース・平成21年度以降入学者に適用）

中国語Ⅱ 2 2

日本文化史 2 2 ※Ｓ 2 3 4 5

国際経済学 2 2 ※Ｓ 計測工学Ⅰ 1 1

民俗学 2 2 ※Ａ 計測工学Ⅱ 1 1

経営管理論 2 2 ※Ａ 高電圧工学 1 1

心理学 2 2 ※Ａ 電力系統工学 2 2

人文地理学 2 2 ※Ａ 電気設計製図 1 1

史学概論 2 2 ※Ａ メカトロニクス 2 2

経済学 2 2 ※Ａ コンピュータ工学Ⅱ 1 1

倫理学 2 2 ※Ａ ネットワーク 1 1

基礎数学演習 1 1 信号処理 2 2

微分積分演習 1 1 ※Ａ ソフトウェア設計Ⅱ 1 1

物理学演習 1 1 ※Ｓ 電気電子回路設計 2 2

数学特論Ⅰ 2 2 ※２ 電気法規 1 1

物理学特論Ⅰ 1 1 ※２ 16 0 16

物理学特論Ⅱ 1 1 ※２

総合化学特論 1 1 ※２ 専門科目（電子情報工学コース）

英語特論 1 1 ※３

キャリアデザイン 2 2 ※Ａ 2 3 4 5

数学演習 2 2 ※４ 電子回路設計 1 1

ドイツ語演習 1 1 ※４ 光・電子デバイス 2 2

東京の河川と交通 1 ※Ｓ 電子応用 2 2

東京の自然環境 1 1 ※Ｓ 電子制御 2 2

都市教養課題研究 1 ※Ａ 光・電磁波工学 2 2

化学演習Ⅰ 1 1 ※Ｓ 情報通信システム 1 1

化学演習Ⅱ 1 1 ※Ａ 信号処理 2 2

化学実験 1 1 情報工学 1 1

データベース 2 2

31 1 15

※２:JABEE自然科学科目 ※４:高校からの編入者向け
※３:JABEE人文社会科目 ※Ａ:荒川キャンパスで開講

※Ｓ:品川キャンパスで開講

備考

授業科目 単位 備考

授業科目

授業科目 単位 備考

選択科目開設単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

選択科目開設単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

選択科目開設単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

オプトエレクトロニクス 2 2

1

選択科目開設単位数

選択科目小計 4～14単位修得

授業科目 単位 備考

コ
ー

ス
選
択
科
目 熱エネルギー変換と環境

保全
1

単位

1

選択科目Ｃ
（JABEEプロ
グラム科目
等）

選択科目Ｄ
（両キャン
パス学生の
合同履修の
集中講義）

1

1

選択科目Ｂ
（大学の教
養課程担当
の内容・大
学編入学者
が単位互換
できる内
容）

言語コミュニケー
ション

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

コミュニケーショ
ン・スキルズⅢ

1 1

学年・単位
備考

選
択
科
目

選択科目Ａ
（研究還元
型授業・目
的別授業・4
単位履修）

1

1

1

1

授業科目 単位
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専門科目（情報通信工学コース） 専門科目（航空宇宙工学コース）

2 3 4 5 2 3 4 5

半導体工学 2 2 計測工学 1 1

輸送機械工学 1 1

応用電子工学 1 1

システムプログラム基礎 2 2 製作ゼミナール 1 1

通信工学Ⅲ 2 2 飛行力学 1 1

映像メディア工学 1 1 航空機設計法 2 2

航空原動機工学 1 1

構造材料システム設計 2 2 ※

ハードウェア設計 1 1 宇宙システム工学 2 2

宇宙利用工学 2 2

宇宙機器制御工学 1 1

データベース 1 1 ロケット工学 1 1

マイクロコンピュータ 1 1 機械力学 2 2

情報理論と符号化 1 1 伝熱工学 1 1

環境電磁工学 1 1 材料力学Ⅲ 1 1

光・電磁波工学 1 1 20 1 3 16

電波伝搬工学 1 1

アンテナ工学 1 1 専門科目（医療福祉工学コース・平成21年度以降入学者に適用）

電波法規 1 1

36 0 1 20 2 3 4 5

※４:学修単位科目 電気回路Ⅲ 1 1

材料力学Ⅱ 1 1

専門科目（ロボット工学コース・平成22年度以降入学者に適用） 電気磁気学Ⅲ 1 1

機械工学演習 1 1

2 3 4 5 マイクロコンピュータ 1 1

熱力学Ⅱ 1 1 生産加工学 1 1

流体工学Ⅱ 1 1 医用画像工学 1 1

数値解析Ⅱ 1 1 福祉機器設計 1 1

材料力学特論 1 1 医用超音波工学 1 1

材料学特論 1 1 リハビリテーション工学 1 1

計測工学Ⅱ 1 1 臨床心理学 1 1

センサ工学Ⅱ 1 1 医療福祉材料 1 1

制御工学Ⅲ 1 1

システム制御工学 2 2

ディジタル信号処理 1 1 福祉環境工学 2 2

アクチュエータ工学 1 1 医療福祉経済学 1 1

16 3 13

ロボット制御工学 2 2

電気機器制御工学 1 1

人工知能 1 1

エネルギー工学 1 1

CAD・CAE演習 1 1

応用ロボット工学 2 2

特別講義 1 1

選択科目開設単位数 22 2 20

備考授業科目 単位

1

選択科目開設単位数

選択科目開設単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

コミュニケーション支援
工学

1

授業科目
選択科目開設単位数

コ
ー

ス
選
択
科
目

マイクロコンピュータ工
学

1 1

コ
ー

ス
選
択
科
目

授業科目

2 2 ※４

1 1

2 2

コ
ー

ス
選
択
科
目

コンピュータネットワー
クⅡ

ユビキタス(無線)システ
ム

コンピュータグラフィッ
クス

単位 備考

授業科目 単位 備考

単位 備考

 
（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 抜粋） 

 

 

したがって、カリキュラムに設定された科目を系統的に修得することにより、卒業要件を満たし教

育目標が達成できるようになっており、その把握及び評価は、卒業判定会議で卒業要件を確認するこ

とにより行っている（資料６－１－①－４、現地確認資料）。 
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資料６－１－①－４ 

 （卒業要件） 

第２７条 第５学年に在籍する者で、次の各号のすべてをみたした者は卒業を認める。 

 (1) 年間欠席日数が出席すべき日数の４分の１を超えないこと。 

 (2) 必修科目（必修選択科目を含む。）を全て履修していること。 

 (3) 別表第２に示す各教育コースに指定した実技科目に合格していること。 

 (4) 修得単位の累計数が 167 単位以上、かつ一般科目 75 単位以上、専門科目 82 単位以上であること。 

 （第５学年原級留置） 

第２８条 第５学年において卒業を認められなかった者は、原級留め置きとする。 

（卒業の認定） 

第３１条 第 27 条及び第 28 条に関する事項については、卒業判定会議の審議に基づき、校長が決定する。 

２ 卒業判定会議に関する事項は、別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科規則 抜粋） 

 

専攻科課程では、教育目標に掲げる基礎力（学士の学位を取得できる能力）を実際に学士の学位を

取得したかによって、実戦力（課題解決能力）と国際社会における自己表現力を必修（選択必修を含

む。）科目の修得状況によって判断し、その把握及び評価は、修了判定会議で行う（資料６－１－①

－５、現地確認資料）。 

 

資料６－１－①－５ 

 （修了に必要な単位） 

第１３条 専攻科の修了に必要な単位は、64 単位以上（うち、一般科目 10 単位以上、専門科目 54 単位以上）とす

る。 

 第７章 修了の認定 

（修了の認定） 

第１４条 修了の認定に関する事項については、修了判定会議の審議に基づき、校長が決定する。 

２ 修了判定会議に関する事項は、別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校専攻科規則 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程では、必修科目と、高学年での若干の選択科目（いずれも大学レベルのもの）を修得す

ることによって教育目標が達成されるように、教育課程を工夫している。したがって、卒業要件を満

たすかどうかにより目標の達成を確認している。また、専攻科課程では、学士の取得及び必修科目の

修得で教育目標の達成を確認している。いずれも達成状況の把握を卒業判定会議や修了判定会議で組

織的に行っている。 

以上のことから、教育の目的に沿った形で、学生の達成状況を把握・評価するための適切な取組が

行われていると判断できる。 

ただし、卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力ごとの達成を学校として厳密に把握する方

法は現在まだ確立しておらず、今後の検討課題となっている。 

 

観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力につい

て，学校としてその達成状況を評価した結果から判断して，教育の成果や効果が

上がっているか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程における教育目標等の達成状況は、進級・卒業の要件に従い、個々の学生の単位修得状
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況等について進級判定会議や卒業判定会議で確認することで把握している（前掲資料６－１－①－４、

現地確認資料）。また、進級率、卒業率は全体で94.1％であり、退学率は全体で2.7％となっている

（資料６－１－②－１）。 

 

資料６－１－②－１ 

    

平成23年度学籍異動状況

(単位：人）

退学率(%)
進級・

卒業率(%)

１年 172 2 1 5 2.9% 164 95.3%

2年 162 6 2 4 2.5% 150 92.6%

3年 161 3 0 5 3.1% 153 95.0%

4年 138 4 0 5 3.6% 129 93.5%

5年 170 3 0 3 1.8% 164 96.5%

１年 171 0 2 1 0.6% 168 98.2%

2年 179 7 3 9 5.0% 160 89.4%

3年 170 4 2 8 4.7% 156 91.8%

4年 145 5 0 2 1.4% 138 95.2%

5年 133 7 0 2 1.5% 124 93.2%

1,601 41 10 44 2.7% 1,506 94.1%

荒
川
キ
ャ

ン
パ
ス

全　体

退学 進級・卒業

年度当初 原級留置 転学

品
川
キ
ャ

ン
パ
ス

 
 

（出典 管理課資料） 
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 卒業生の約６割は就職、約４割が進学である。本校では、実践的技術者の育成を教育の目的に掲げ

ており、教育成果を測るものとして求人倍率や就職率を重要な指標と考えている。近年における求人

倍率や就職率をみても、十分に社会的な要請に応えている（資料６－１－②－２）。 

 

資料６－１－②－２ 

 

  

希望者数 求人数 求人倍率 就職者数 就職率 希望者数 進学者数 進学率

288 172 1,131 6.6 170 98.8% 112 108 96.4% 10

33 16 253 15.8 16 100.0% 14 14 100.0% 3

280 153 1,079 7.1 152 99.3% 118 121 102.5% 7

32 23 231 10.0 22 95.7% 8 7 87.5% 3

◆全卒業（修了）者に対する進路状況の比率（平成24年３月卒業・修了）

（％） （％） （％） （％）

288 100.0 170 59.0 108 37.5 10 3.5

33 100.0 16 48.5 14 42.4 3 9.1

◆学士取得状況　平成24年度（平成24年３月修了者）・平成23年度（平成23年3月修了者）

（％）

24 33 33 100.0

23 32 32 100.0

創造工学専攻

修了者総数

ものづくり工学科

創造工学専攻

ものづくり工学科

創造工学専攻

年度 区　　分

創造工学専攻

◆進路状況　平成24年度（平成24年３月卒業・修了者）・平成23年度（平成23年3月卒業・修了者）

24

区　　分年度

23

学位取得者数

その他

ものづくり工学科

創造工学専攻

その他

卒業
（修了）者

総数

就　職 進　学

区　　分
卒業（修了）者総数 就　職 進　学

 
（出典 管理課資料） 

 

 専攻科課程における教育目標等の達成状況は、修了の要件に従い、個々の学生の単位修得状況等に

ついて修了判定会議で確認することで把握している（前掲資料６－１－①－５、現地確認資料）。準

学士課程と同様に求人倍率や就職率を重視しているとともに、教育目標にある学士相当の学力を保証

するため、学士取得状況も重視している（前掲資料６－１－②－２）。 

 

 なお、英語教育ではTOEICテストを既に実施しているが、卒業（修了）時の達成レベルについては

現在検討中である。また、卒業研究・専攻科特別研究の評価指標の整備など、教育目標ごとの達成度

の把握方法については、学校として検討を始めた段階である。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程、専攻科課程ともに、単位取得状況、求人倍率、就職率、学士取得状況等から判断して、

教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 ただし、教育目標ごとの達成度の把握といった点での成果・効果の確認が十分ではない。 
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

卒業（修了）後の進路状況をみると、平成24年３月に卒業（修了）した就職希望者が就職した割合

は、準学士課程で98.8％、専攻科課程で100.0％、進学希望者が進学した割合は、準学士課程で

96.4％、専攻科課程で100.0％となった。いずれも高い割合を示しており、本校の教育の成果が上が

っているといえる。なお、全卒業（修了）生に対する就職者は、準学士課程が59.0％、専攻科課程が

48.5％、進学者は、準学士課程が37.5％、専攻科課程が42.4％、その他は、準学士課程が3.5％、専

攻科課程が9.1％であった（前掲資料６－１－②－２）。 

準学士課程の就職先を産業別にみると、製造業と情報通信業で全体の７割を占め、職業別にみても、

製造技術者（開発除く）、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、その他の技術者で全体

の９割以上を占めている（資料６－１－③－１）。また、進学先の内訳をみると、ほとんどが国公立

の理工系へ進んでいる（資料６－１－③－２）。専攻科課程の進路先をみても、就職先のほとんどを

製造業が占め、進学先も国立大学大学院の理工系が主となっている（資料６－１－③－３）。 
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資料６－１－③－１ 

  
（出典 管理課作成資料） 
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資料６－１－③－２ 

     

平成24年度大学編入学状況

長岡技術科学大学 工学部 16

豊橋技術科学大学 工学部 5

秋田大学 工学資源学部 1

山形大学 工学部 1

福島大学 共生システム理工学類 1

東京農工大学 工学部 2

電気通信大学 情報理工学部 1

千葉大学 工学部 5

山梨大学 工学部 1

新潟大学 理学部 1

島根大学 総合理工学部 2

九州工業大学 工学部 1

佐賀大学 理工学部 1

琉球大学 工学部 2

40

首都大学東京 システムデザイン学部 4

首都大学東京 都市教養学部 6

　　小　　　計　　　　　大学　　　 10

日本大学 理工学部 8

東京電機大学 工学部 2

東京電機大学 未来科学部 1

東海大学 工学部 1

工学院大学 情報学部 1

東京工芸大学 工学部 1

神奈川大学 工学部 1

大阪電気通信大学 医療福祉工学部 1

明治大学 理工学部 1

環太平洋大学 体育学部 1

18

68

人数設置 大学名 学部名

　　合　　　計　　　　　大学

　　小　　　計　　　　　大学　　　

公立

　　小　　　計　　　　　大学　　　　　　

私立

国立

 
 

（出典 管理課資料） 
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資料６－１－③－３ 

平成24年度専攻科就職状況

人数

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

ジェイアール東日本ビルテック㈱

合計

日立アプライアンス㈱

八千代電設工業㈱

ニューロング精密工業㈱

㈱タマディック

山本設備機構㈱

アタカ大機㈱

権田金属工業㈱

東芝プラントシステム㈱

ハネウェルジャパン㈱

日野自動車㈱

㈱エイアンドティー

中外製薬工業㈱

日本電子㈱

企業名

ＩＨＩ運搬機械㈱

ロシュ・ダイアグリステイックス㈱

  

長岡技術科学大学大学院 工学研究科 1

豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 0

東京工業大学大学院 総合理工学研究科 1

北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 1

北陸先端科学技術大学院大学 大学情報科学研究科 1

山形大学大学院 機械工学科 1

信州大学大学院 機械システム工学専攻 1

九州大学大学院 統合新領域学府 1

電気通信大学大学院 情報システム学研究科 0

茨城大学大学院 知能システム工学専攻 1

8

　　小　　　計　　　　　大学院　　　（研究科）　　　 0

法政大学大学院 工学研究科 1

千葉工業大学大学院 デザイン科学専攻 1

明治大学大学院 理工学研究科 1

日本大学大学院 理工学研究科 1

4

12

研究科等名 人数

　　合　　　計　　　　　大学院　　（研究所）

　　小　　　計　　　　　大学院　　（研究科）

公立

　　小　　　計　　　　　大学院　　　（研究科）　　　

私立

平成24年度大学院への進学状況

国立

設置 大学院名

 
 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程、専攻科課程ともに就職、進学の状況は良好であり、いずれも100％近い高い水準を維

持している。就職先、進学先の状況からも、本校が掲げる教育理念に沿った、実践的技術者や総合的

実践的技術者の育成という教育の成果や効果に適合している。 

以上のことから、就職や進学といった進路状況等から、教育の成果や効果が上がっていると判断で

きる。 

 

観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、卒業する時点での様々な達成度についてのアンケートを卒業間近の５年生に対して行っ

ている。アンケートは、準学士課程の教育目標を達成できているかを聞く形式とし、設問１～２は
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「実践力」、設問３～５は「基礎力」、設問６～８は「人間性・社会性」、設問９～10は「コミュニ

ケーション力」、設問11～13は「創造力」に対応している（資料６－１－④－１）。 

「実践力」については、それぞれの設問に７～９割の学生が「かなりできる」「できる」と回答し

ている。 

「基礎力」については、一般科目で約７割の学生が「かなりできる」「できる」と回答し、専門科

目で８割以上の学生が「かなりできる」「できる」と回答している。 

「人間性・社会性」については、概ね７割以上の学生が「かなりできる」「できる」と回答してい

る。 

「コミュニケーション力」については、自分の考えや意見を先生や友達に伝えることができるかど

うかでは、約８割の学生が「かなりできる」「できる」と回答しているが、英語でのコミュニケーシ

ョンでは逆に「あまりできない」「できない」と回答する学生が８割以上に達している。 

「創造力」については、新しいアイディアの創出では約６割、課題の把握では約８割の学生が「か

なりできる」「できる」と回答している。また、他人と協調した問題への対処では７割以上の学生が

「かなりできる」「できる」と回答している。 

全体を通しての回答の割合は、７割が「できる」、３割が「できない」と回答していることから、

学習の達成度は概ね良好であり，本校の教育が良い結果を生んでいることが伺える。 

 

資料６－１－④－１ 

卒業生する時点での様々な達成度についてのアンケート結果（抜粋） 

 

2 各設問に対する分析 

 以下に，各設問に対する分析を述べる．ただし，グラフは品川・荒川全体を示すものとし，各キャンパ

スの割合（数）に関しては＜資料２＞に示す． 

 

2.1「実験を行ったりデータを取ったりすることができ

る」 

 実験を行ったりその実験データを取ることができるか

を聞いた設問１では，今回のアンケートの中で最も多

い約 9 割の学生が「かなりできる」「できる」と回答

している．また「かなりできる」と回答した数が比較

的多い．この結果は本校の実験実習の多さが起因して

いると考えられる．この傾向は，品川・荒川で同一で

ある． 

 

 

 

2.2 「実験装置・部品や回路・プログラムを作るこ

とができる」 

実際に装置を構成したり，旋盤で部品を作ったり，

電気・電子回路の製作や数値計算やソフトウェア制

作のためのプログラムを作ることができるかを聞い

た設問２では，約 7 割の学生が「かなりできる」

「できる」と回答している．これについても，本校

の実践的教育の結果であると思われる．ただし，品

川に「あまりできない」「できない」と答えている

学生が荒川に比べて多い． 

 

 

図１：設問１の結果

83

128

12 3

かなりできる

できる

あまりできない

できない

 

図２：設問２の結果

44

117

52

13

かなりできる

できる

あまりできない

できない

 

図４：設問４の結果
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4
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できる
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2.3 「一般教養科目で、基本的な知識を身に付けて

いる」 

 数学や物理，化学だけに限らず，国語や英語，社会な

どの一般教養科目についての知識を身に付けているか

どうかを聞いた設問３では，約 7 割の学生が「かなり

できる」「できる」と回答している．一般教養科目に

ついても，良い教育ができている結果と言える．ただ

し，荒川に「あまりできない」「できない」と回答し

ている学生が品川に比べて多い． 

 

 

2.4 「専門科目で、基本的な知識・技能を身に付け

ている」 

 専門科目全般の基本的な知識を身に付けているかどうかを聞いた設問４では，約 85%の学生が「かなり

できる」「できる」と回答している．これはアンケート中２番目に多い割合であり，本校の専門科目の

教育が良いことを表している．またこの割合は，品川・荒川で特に差異はなかった． 

 

 

 

 

 

 

2.5 「自ら進んで学習をすることができる」 

 中学校での勉強と比較して能動的に学習をしなければ

ならない本校の教育において，自ら進んで学習できる

かどうかを聞いた設問５では，約 6 割の学生が「かな

りできる」「できる」と回答している．その反面，他

の設問に比べて約 4 割と多くの学生が「あまりできな

い」「できない」と回答している．このため，「校内

塾」などを活用し，能動的に学習ができる指導・環境

を整備する必要がある． 

 

 

 

2.6 「学校の学習以外の知識・教養を身に付けている」 

 資格やクラブなどの課外活動などで身に付けた知識・教養があるかどうかを聞いた設問６では，約 7 割

の学生が「かなりできる」「できる」と回答している．また荒川と比較して品川の学生にできると回答

している割合が多い．これは，資格を奨励しているコースの存在及びロボット・プログラム関連のクラ

ブの活躍の多さに起因していると考えられる． 

 

 

 

2.7 「友達に勉強を教えるなど、困っている人を助けることができる」 

 人間性及び社会性があるか，またコミュニケーション力があるかどうかを聞いた設問７では，約 75%の

学生が「かなりできる」「できる」と回答している．本校の学生は比較的このようなことができないと

思われているが，自己評価としては高い数値になっている． 

 

 

 

2.8 「社会のルールを守ることができる」 

 一般的な社会性を聞いた設問８では，約 85%の学生が「かなりできる」「できる」と回答している．本

校には比較的真面目な学生多いことが，その要因があると思われるが，技術者としての倫理観を持って

いる学生が多い，という結果が得られた．しかし， 14%の学生が「あまりできていない」「できていな

図３：設問３の結果

28
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56
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できる

あまりできない

できない

 

図５：設問５の結果
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い」と回答しているので，この後の学生指導及び，授

業中での倫理教育によって，この割合を尐なくする必

要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 「自分の考えや意見を先生や友達に伝えることが

できる」 

 コミュニケーション力の基本であり，またプレゼンテ

ーション力などがあるかどうかを聞いた設問９では，

約 8 割の学生が「かなりできる」「できる」と回答し

ている．この要素も設問７同様，比較的このようなこ

とが苦手な学生が多いと考えていたが，自己評価とし

ては高い数値となっている． 

 

 

 

2.10 「英語でコミュニケーションを取ることができ

る」 

 産業のグローバル化に伴い英語によるコミュニケーシ

ョン力が必要と考えて教育目標として設定している設

問１０では，「あまりできない」「できない」と回答

する学生が約 85%に達している．特に「できない」と

回答している学生が６割を超えている．また品川と比

較して荒川の学生が「できない」と回答している．こ

の結果より，本校の英語教育の見直しが必要であると

考えられる． 

 

 

 

2.11 「研究や勉強などで、新しいアイディアを自分で

作り出すことができる」 

 「創造力」があるかを聞いた設問１１では，約 6 割の

学生しか「かなりできる」「できる」と回答しなかっ

た．アイディアを自分で生み出すというのは一般的に

難しいことであるため，この傾向が出たのかもしれな

いが，「創造力」についても，もう尐し創造性のある

研究・授業などを取り入れ，自分でアイディアを作り

出せる学生を増やす必要があると思われる． 

 

 

 

2.12 「研究や勉強などで、現在何が課題・問題になっているのかを把握することができる」 

 創造したアイディアや研究・勉強においての問題把握能力を聞いた設問１２では，約 8 割の学生が「か

なりできる」「できる」と回答している．その中でも 2 割の学生が「かなりできる」と回答している．

特に実験実習や研究においてこの能力が磨かれてこのような高い数値になっていると思われる．品川に

図６：設問６の結果

56
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図７：設問７の結果
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図８：設問８の結果
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8
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図９：設問９の結果
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図１０：設問１０の結果
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図１１：設問１１の結果
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比べて，荒川の学生に「あまりできない」「できな

い」と回答した学生が比較的多い． 

 

 

 

 

 

 

2.13 「課題・問題を自分で分析・解決することがで

きる」 

 把握した問題や実際に設定された課題を自らの力で解

決できるかどうかを聞いた設問１３では，約 75%の学

生が「かなりできる」「できる」と回答している．前

の設問のように把握できるものの，その解決には尐々

自信がないようなので，この要素についても尐々の底

上げが必要であると思われる．また品川に比べて，荒

川に「あまりできない」「できない」と回答する学生

が比較的多い． 

 

 

 

2.14 「他人と協調して、問題に対処することができ

る」 

 近年社会でも求められ，また本校でもグループワーク

なども導入して教育が行われているチームで協調して

問題に対処できるかどうかを聞いた設問１４では，8

割強の学生が「かなりできる」「できる」と回答して

いる．特に「かなりできる」と回答している学生が他

の設問と比較して多くなっている．これは，実験実習

などでチームを組んで行っていることから，このよう

な教育が進んでいる他，設問９のコミュニケーション

力と同様の傾向があることから，この両者はほぼ同じ

ものと捉えられたと考えられる． 
 

表１：各キャンパス及び両キャンパスにおける各項目のチェック率 

キャンパス かなりできる できる あまりできない できない 

品川 
19.8% 53.3% 18.9% 8.0% 

できる：73.1% できない：26.9% 

荒川 
21.3% 48.5% 20.5% 9.7% 

できる：69.8% できない：30.2% 

全体 
20.3% 51.6% 19.5% 8.6% 

できる：71.9% できる：28.1% 

 

また両キャンパスを合わせた表１の結果では，7 割が「できる」，3 割が「できない」と評価し

ている．この結果より，学校全体の設問全体の達成度は概ね良好であり，本校の教育が良い結果を

生んでいることが伺える．ただし，3 割の部分に関しては達成度が低いと感じているので，この部

分の底上げが必要であると考える． 

 
（出典 卒業生アンケートまとめ 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育目標に対する学生による達成度評価では、全体を通して７割が「できる」と回答していること

図１２：設問１２の結果
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図１３：設問１３の結果
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図１４：設問１４の結果
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から概ね良好であり、教育の成果や効果が表れていると言える。教育目標のそれぞれの項目ごとの状

況を見ても「できる」とした回答が多く、教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 ただし、「英語によるコミュニケーション力」については、８割以上の学生が達成できていないと

回答している。この面については早急な対応が必要である。 

 

観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先等の関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に付け

た学力や資質・能力や，卒業（修了）後の成果等に関する意見を聴取する等の取

組を実施しているか。また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっ

ているか。 

（観点に係る状況）  

卒業（修了）生からの意見を聴取する取組については、平成22年度に、本校の前身校である東京都

立工業高等専門学校（以下「工業高専」）及び東京都立航空工業高等専門学校（以下「航空高専」）

の卒業生を対象にアンケート調査を実施している（資料６－１－⑤－１）。在学中に学んだことの中

で役に立ったことについての設問に、工業高専では、創意工夫や情報収集力が役立ったと思う卒業生

が多いのに対し、航空高専では、専門知識やデータ処理能力が役立ったと回答する卒業生が多くみら

れた。本校の卒業生は平成23年度が初めてとなるため、アンケート結果は参考として捉え今後の教育

活動に活かして行きたい。 

 

 

資料６－１－⑤－１ 

    

卒業生を対象とした調査（OB・OG アンケート）の結果について  
 

１  はじめに  

東京都立産業技術高等専門学校では、本校の教育水準の向上や教育内容の充実と改善

を目的として、本校の前身校である東京都立工業高等専門学校（以下「工業高専」とい

う。）及び東京都立航空工業高等専門学校（以下「航空高専」という。）の卒業生の方へ

のアンケート調査を実施しました。  

 

 アンケート対象の卒業年度 

工業高専卒業生  対象卒業年度  

平成 11､13､15､17､18､19､20､21 
航空高専卒業生  

 

２  調査方法及びアンケート内容  

(1) 調査方法  

 

 

 

 

 

同窓会の鮫洲会（工業高専同窓会）、大空会（航空高専同窓会）にご協力をいた

だき、アンケート対象の卒業生の方（工業高専 1,214 名、航空高専 1,153 名）

にアンケート用紙を郵送し回答をお願いしました。  
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 (7) 本校で学んで役立ったこと  

 表 3 は、本校で学んだことの中で「非常に役に立った」、「役に立った」と回答した項

目を集計し、工業高専（現品川キャンパス）と航空高専（現荒川キャンパス）に分けて

示したものです。工業高専では、創意工夫や情報収集力が役に立ったと思う卒業生が多

いのに対し、航空高専では、専門知識やデータ処理能力が役に立ったと回答する卒業生

が多く見られました。また (6)でも述べましたが、リーダーとしての資質の部分では両キ

ャンパスとも比較的低い値を示しています。  

 

表 3 本校で学んで役立ったこと  

 

品川 項目 荒川

48 工学や技術に関する専門知識 79
58 データ処理能力 64
24 問題解決能力 49
70 情報収集力 45
71 創意工夫 48
62 プレゼンテーション能力 33
68 英語力 7
67 一般常識 13
41 コミュニケーション能力 43
54 仕事ののみこみ 44
32 リーダーとしての資質 15
57 チャレンジ精神 42
58 行動力 47
51 協調性 52
40 勤勉さ 50
48 責任感 45

(%) 

 
 

（出典 本校ウェブサイト） 

 

 

 進路先等の関係者からの意見を聴取する取組については、平成21年度に、本校に求人のあった企業

を対象にアンケート調査を実施している（資料６－１－⑤－２）。「本校の卒業生は御社の期待に応

えている（あるいは将来応えうる）か」との設問には、半数以上が「期待通り」と回答している。ま

た、本校の卒業生に対する印象については、専門知識、勤勉さ及び責任感については比較的高い評価

を受けながらも、リーダーとしての資質及び英語を含むコミュニケーション能力については低めの評

価となった。こちらのアンケートも厳密に言えば本校の卒業生ではないが、前身校の良い部分を継承

し、課題とする点に前向きに取り組んでいかなければならない。 
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資料６－１－⑤－２ 

都立高専卒業者に係る企業アンケートの結果報告（抜粋） 

     

3.4.2 期待に応えているか（将来応えうるか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体としては、「期待通り」が半数以上を占め、その他の回答は「期待以上」、「おお

むね期待以上」である。特に大企業においては、「期待以上」、「おおむね期待以上」と

回答した企業が半数以上を占めた。 

「やや期待外れ」、「期待以下」と回答した企業は皆無であったため、本校の卒業生は

全般的に企業の期待に応えていると判断できる。  
 

   

3.7 項目毎の結果 
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※レーダ・チャートについて 

 各質問項目のポイントは、 

「非常に思う」の回答数×４+「思う」の回答数×３+「どちらでもない」

×２+「思わない」の回答数×１+「まったく思わない」の回答数×０  

で算出した。 

       

 全体では、「工学や技術に関する専門知識がある」、「勤勉である」、「責任感がある」

のポイントが高く、「プレゼンテーション能力が高い」、「英語力が高い」、「リーダーと

しての資質がある」が低かった。 

 大企業では、「勤勉である」、「協調性がある」のポイントが高かったため、本校卒業

生の勤務態度に好印象を持っているものと思われる。 

 中小企業では、「責任感がある」が高く、「リーダーとしての資質がある」が低い。こ

れは、企業の中枢として位置付けたいものと思われる。  
（出典 本校ウェブサイト） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

平成21年度に企業アンケート、平成22年度には卒業生アンケートを実施しており、卒業（修了）生

や進路先等の関係者から在学時に身に付けた学力や資質・能力、成果等に関する意見を聴取する取組

を行っている。アンケート結果は概ね高評価であり、一定の教育効果は認められるが、評価の対象は

前身校の卒業生であることから、今後も継続して意見を聴取する取組を実施するとともに、その成果

や効果を検証していく必要がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  
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 該当なし 

 

（改善を要する点）  

 卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力ごとの達成を学校として厳密に把握する方法は現在

まだ確立しておらず、今後改善に向けた取組が必要な事項である。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

準学士課程では、必修科目と高学年での選択科目を修得することによって、教育目標が達成される

ように教育課程を工夫している。従って、卒業要件を満たすかどうかにより目標の達成を確認してい

る。また、専攻科課程では、学士の取得及び必修科目の修得で教育目標の達成を確認している。いず

れも達成状況の把握を卒業判定会議や修了判定会議で組織的に行っており、教育の目的に沿った形で、

学生の達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われていると判断できる。ただし、卒業（修

了）時に身に付ける学力や資質・能力ごとの達成を学校として厳密に把握する方法は現在確立されて

おらず、今後の検討課題となっている。 

 教育の成果や効果に関しては、準学士課程、専攻科課程ともに単位取得状況、求人倍率、就職率、

学士取得状況等から、上がっていると判断している。ただし、教育目標ごとの達成度の把握といった

点での成果・効果の確認は十分ではない。 

 準学士課程、専攻科ともに就職、進学の状況は良好であり、いずれも100％に近い高水準を維持し

ている。就職先、進学先の状況からも、本校が掲げる教育理念に沿った、実践的技術者や総合的実践

的技術者の育成という教育の目的に適合しており、教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 本校では、卒業する時点での様々な達成度についてのアンケートを卒業間近の５年生に対して行っ

ている。教育目標に対する学生による達成度評価では、全体を通して７割が「できる」と回答してお

り、また教育目標のそれぞれの項目ごとの状況をみても「できる」とした回答が多く、教育の成果や

効果が上がっていると言える。ただし、「英語によるコミュニケーション力」については、８割以上

の学生が達成できていないと回答していることに関しては早急な対応が必要である。 

 卒業（修了）生や進路先等の関係者から在学時に身に付けた学力や資質・能力、成果等に関する意

見を聴取する取組については、平成21年度に企業アンケート、平成22年度には卒業生アンケートを実

施した。アンケート結果は概ね高評価であり、一定の教育成果は認められるが、評価の対象は前身校

の卒業生であることから、今後も継続して意見を聴取する取組を実施するとともに、その成果や効果

を検証していく必要がある。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

準学士課程では、まず新入生に対し、入学式の翌日に新入生ガイダンスを実施している。新入生ガ

イダンスでは、事前に配布したシラバスや学生生活ハンドブックの活用法を説明した上で、教育課程、

成績評価、進級・卒業基準などに関する説明を行っている（資料７－１－①－１）。 

 

 

資料７－１－①－１ 

 

 

 

第1学年教務ガイダンス
～卒業への道のり～

平成２３年４月７日

教務室

 

卒業するためには

一般科目

専門科目
１年 ２年 ３年 ４年 ５年

167単位

 
 

 

 

 

卒業に必要な単位数

167単位

一般科目
75単位

専門科目
82単位必修 必修

選択科目
学外学修

 

選択科目（一般・専門・東京工学）

学年 選択(平常授業) 集中選択

１年
化学演習Ⅰ
基礎数学演習

２年

３年
物理学演習
選択科目Ａ群

化学実験
東京の自然環境

４年
数学特論Ⅰ

選択科目Ａ群など
インターンシップ

東京工学

５年
選択科目Ｂ群
コース選択科目

東京工学
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学外学修単位

単位数 一般単位 専門単位

１
電気工事士第２種

CAD利用技術者２級など

２
英検準２級
TOEIC 390～

電気工事士第１種
基本情報技術者など

３
英検２級

TOEIC 530～
電気主任技術者第３種
技術士第１次試験など

４
英検準１級・１級

TOEIC 760～
工業英語検定１級

陸上無線通信士１級など

６
電気主任技術者第２種

など

※英語は最大４単位 ※累計で最大１０単位

 

進級できない条件

・欠席日数が１／４以上
・必修科目が未履修＝欠時数が１／４以上
・実技科目（実験実習・製図）が未修得
・進級乙の累計修得単位数に満たない

１年 ２年 ３年 ４年

修得すべき ３２ ６５ １０１ １３４

進級乙ライン ２８ ６０ ９４
一般７０
専門５７

※機械系の場合

 
 

 

 

 

単位追認試験

・未修得科目⇒願い出により単位追認
チャンスは、次年度２回のみ！

・１年選択（化学演習・基礎数学演習）
及び集中科目は追認試験の対象外

・追認できなかった場合⇒卒業まで未修得
は残ったまま

 

教務室は、新入生のみなさんが
無事、卒業できるよう
サポートいたします！

 
 

（出典 教務室資料） 

 

第２学年以上は、合同ホームルームにおいてガイダンスを実施している（資料７－１－①－２）。

また、履修上の規則改正等がある場合には、ホームルームで学生への周知徹底を行っている（資料７

－１－①－３）。  

 

資料７－１－①－２ 

 

2012/6/27

第２学年教務ガイダンス
～卒業への道のり～

平成２３年１１月９日

教務室

 

卒業するためには

一般科目

専門科目
１年 ２年 ３年 ４年 ５年

167単位
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卒業に必要な単位数

167単位

一般科目
75単位

専門科目
82単位必修 必修

選択科目
学外学修

 

選択科目（一般・専門・東京工学）

学年 選択(平常授業) 集中選択

１年
化学演習Ⅰ
基礎数学演習

２年

３年
物理学演習
選択科目Ａ群

化学実験
東京の自然環境

４年
数学特論Ⅰ

選択科目Ａ群など
インターンシップ

東京工学

５年
選択科目Ｂ群
コース選択科目

東京工学

 
 

 

 

選択科目の注意点

•履修申請後、受講科目の途中放棄は原則
として認めない。

•履修放棄した場合は、未履修のＥ評価と
なり、ＧＰＡ（Grade Point Average)の
計算において不利となる。

 

学外学修単位

単位数 一般単位 専門単位

１
電気工事士第２種

CAD利用技術者２級など

２
英検準２級
TOEIC 390～

電気工事士第１種
基本情報技術者など

３
英検２級

TOEIC 530～
電気主任技術者第３種
技術士第１次試験など

４
英検準１級・１級

TOEIC 760～
工業英語検定１級

陸上無線通信士１級など

６
電気主任技術者第２種

など

※英語は最大４単位 ※累計で最大１０単位

 
 

 

 

 

進級できない条件

・欠席日数が１／４以上
・必修科目が未履修＝欠時数が１／４以上
・実技科目（実験実習・製図）が未修得
・進級乙の累計修得単位数に満たない

１年 ２年 ３年 ４年

修得すべき ３２ ６５ １０１ １３４

進級乙ライン ２８ ６０ ９４
一般７０
専門５７

※機械系の場合

 

単位追認試験

・未修得科目⇒願い出により単位追認
チャンスは、次年度２回のみ！

・１年選択（化学演習Ⅰ・基礎数学演習）
及び集中科目は追認試験の対象外

・追認できなかった場合⇒卒業まで未修得
は残ったまま
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コース変更

■第３学年進級時のコース変更

・希望コースに欠員
・成績上位者
・希望コースの実施する選考に合格

学年成績確定後に選考実施
荒川キャンパスへの変更は別途

  
（出典 教務室資料） 

 

資料７－１－①－３ 

公欠基準改正の周知 

 

担任のみなさまへ 

平成 22 年 8 月 6 日 

品川キャンパス教務室 

「公欠に関する基準」の掲示のお願い 

 

 平素は、教務室運営にご協力いただきまして、ありがとうございます。 

 8 月 4 日の品川キャンパス教務委員会におきまして、「公欠に関する基準」の制定についてのご報

告をいたしました。つきましては、この基準を学生に周知するため、別紙を教室に掲示いただき、

ホームルーム等でご紹介いただきたく、お願い申し上げます。 

 

 主な追加変更点は、 

①台風などによる気象警報が、学生の居住地区に発令された場合 

→既に２３区に警報が発令された場合の休校措置は規定されていましたが、都外学生が増えたこ

とや、警報発令が区市町村ごとになったことに対応できるようになりました。 

②交通機関の障害等により登校経路が遮断された場合 

→交通機関の遅延について、ある程度規模の大きいものについては、教務室で調査の上、出席簿

の修正を行っていますが、これも含め明文化しました。（遅延調査は、当面の間、継続しますの

で、その場合は一括処理いたします。） 

 

なお、「公欠願」は、クラブ大会関連、進路関連、保健室関連につきましては、今までの通りの

方法でご提出下さい。また、上記①②のケースにつきましては、事後申請になると思われますが、

教務室に「公欠願」の用紙（裏面参照）を取りにくるようご指導下さい。 

 

以上、学生への周知を含めまして、よろしくお願いいたします。 

 

（出典 教務室資料） 
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専攻科についても、新入生及び在学生に対し、入学式の翌日に履修ガイダンスを行っている。専攻

科ガイダンスでは、学習を進める上での各種の説明、注意を行うとともに、大学評価・学位授与機構

による学位の取得について説明をしている（資料７－１－①－４）。 

 

資料７－１－①－４ 

専攻科ガイダンス資料 

   

 

2012 年度 専攻科 行事日程 

2012 年 

4 月 5 日（木） ガイダンス（品川 合同講義室（中央棟 4 階） 10:00） 

4 月 12 日（木）  健康診断 （品川 専攻科 A（西棟 5 階） 8:30 集合） 

4 月 20 日（金）  前期履修登録締め切り 17:00   ※締め切り以降の申請は受け付けない 

 

8 月 10 日（金）   学位授与ガイダンス，後期履修ガイダンス（品川 合同講義室 10:00） 

 

夏季休業期間 インターンシップ（1 年生）       ※ 

 

10 月  1 日（月） 後期講義開始 

10 月 11 日（水） 後期履修登録締め切り 17:00   ※締め切り以降の申請は受け付けない 

 

2013 年 

1 月 15 日（火）  特別研究論文・レジュメ提出（2 年生）※各キャンパス,コースの注意を厳守の

こと 

1 月 19 日（土）  特別研究審査会（2 年生） 

2 月 18 日（月）  特別研究中間発表会レジュメ提出 ※各キャンパス,コースの注意を厳守のこと 

 

2 月 23 日（土）  特別研究中間発表会（1 年生） 

 

3 月 21 日（木） 修了式（ティアラ江東） 
 

 

（出典 専攻科室資料） 
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準学士課程では、学生の自主的学習について相談・助言を行う体制として、学級担任制度がある

（資料７－１－①－５、６）。学級担任は、ホームルーム（資料７－１－①－７）、個人面談、保護

者会（資料７－１－①－８）などを通じて学生の学習活動について細かく指導や相談・助言を行って

いる。各授業科目の内容等に関する相談・助言体制としてはオフィスアワーがある（資料７－１－①

－９、10）。各教員は対応できる時間を明示し、学生は学習の相談や助言を受けることができる。 

 

資料７－１－①－５ 

学級担任制度 

東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（抜粋） 

 

（学級担任等の職） 

第１１条 本校のものづくり工学科の各学級に学級担任を置き、教員をもって充てる。 

２ 本校のものづくり工学科の各学年に学年主任を置く。 

３ 学級担任及び学年主任の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中の交代に伴う後

任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（学級担任等の職責） 

第１７条 学級担任は、以下の業務を処理する。 

(1) 当該学級の学生の教育指導及び生活指導に関する事項 

(2) 当該学級の教務に関する事項 

(3) 当該学級の特別活動に関する事項 

(4) その他当該学級の運営に関する事項 

２ 学年主任は、校長補佐及びコース長等と連絡調整のうえ、学年の運営に関する業務を処理する

とともに、担当する学年の学級担任及び他の学年主任との連絡調整にあたるものとする。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 

 

資料７－１－①－６ 

平成 24 年度学級担任一覧 

  
（出典 2012 学生生活ハンドブック P.40） 
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資料７－１－①－７ 

ホームルーム年間計画 

  

行事関係 学年及びクラスＨＲ計画 備考

1 4月5日 (木) 始業 担任挨拶、ＨＲ諸連絡、配布物、各種委員選出

2 4月11日 （水） ＨＲ連絡－研修の服装、翌日の健康診断について

3 4月18日 （水） 教職員会議 ５月校外教室保護者案内文配布、

4 4月25日 （水） 校外教室保護者承諾書回収、見学先企業について

5 5月2日 （水） 校外教室の見学先事前学習の奨励

6 5月9日 （水） 校外教室しおり配布、日程の確認など、個人面談１

7 5月16日 （水） 学生総会 校外教室の時程及び注意事項の確認

8 5月23日 （水） 教職員会議 校外教室の感想文作成、中間試験に向けて

9 5月30日 （水） 前期中間試験の諸注意

10 6月7日 （木） 前期中間試験

11 6月13日 （水） 個人面談２

12 6月20日 （水） 教職員会議 保護者会連絡報告事項整理、個人面談３

13 6月27日 （水） 各種大会激励会（７限） ＨＲ連絡、ホール行事

14 7月4日 （水） 演劇鑑賞 一人芝居「決断　命のビザ」

15 7月11日 （水） 所属コース紹介１

16 7月18日 （水） 教職員会議 講習会「ネット犯罪について」、期末試験に向けて

17 8月2日 （木） 前期末試験 諸連絡

18 8月8日 （水） ＨＲ連絡ー夏季休業中の諸注意他

19 10月3日 （水） 各種大会報告会（７限） ＨＲ連絡、ホール行事

20 10月10日 （水） 前期末成績の概要と指導

21 10月17日 （水） 教職員会議 保護者会連絡報告事項整理

22 10月24日 （水） ４年用選択科目ガイダンス（一般教務委員）

23 10月31日 （水） 所属コース紹介２

24 11月7日 （水） 学生室行事：講習会

25 11月14日 （水） 学生総会 諸連絡

26 11月28日 （水） 後期中間試験・防災訓練 諸連絡、防災訓練

27 12月5日 （水） ４年用選択科目について

28 12月12日 （水） 後期中間試験の成績と注意点

29 12月19日 （水） 教職員会議 英語検定諸連絡と冬季休業中の過ごし方

30 1月16日 （水） 教職員会議 新年の抱負、決意

31 1月23日 （水） 入試関係日程確認、所属コース紹介３

32 1月30日 （水） 後期末試験対策ー不得意科目への対策

33 2月13日 （水） 学年末試験に向けての激励と注意

34 2月22日 （金） 後期末試験（1年～4年） ＨＲ諸連絡

35 2月27日 （水） 最終ＨＲ、１年間の反省、総括

36 3月18日 （月） 終業 成績・進級関係連絡、今後の予定連絡

１月３１日（木）～２月６日（水）

後期試験週間[５，専]

２月１３日（水）検査会場作り

２月１５日（金）学力入試

２月１８日（月）～２２日（金）

後期末試験

３月１日（金）授業終了[１-４]

備考

７月２４日（火）補講日［４，５年］

７月２５日（水）補講日[１～５年]

７月２７日（金）～８月２日（木）

前期末試験[１-４]

前期試験週間[５，専]

１０月１１日（木）～１７日（水）

公開授業週間

１０月１９日（金）体育祭

１０月２０日（土）保護者会[全]

１０月２６日（金）産技祭準備

１０月２７日（土）、２８日（日）

産技祭

１１月５日（月）～７日（水）

校外教室[４]

１１月２１日（水）教職員会議

１１月１２日（水）～２８日（水）

後期中間試験

１２月２５日（火）英語検定[１-４]

１月９日（水）月曜授業

１月２５日（金）検査会場作り

１月２７日（日）推薦入試

５月２日（水）クラブ勧誘会

５月７日（月）～９日（水）

第１学年オリエンテーション

５月１５日（火）校外教室[２]

５月２２日（火）校外教室[３]

６月１日（月）～７日（木）

前期中間試験[１-４]

６月１８日（月）～２２日（金）

公開授業週間

６月２１日（木）クラブ合宿検診

６月２３日（土）保護者会［全］

平成24年度　ＨＲ計画表

日　程

３年全クラス（担任:長岡、三隅、山本、岩田）

４月５日第1学年ガイダンス

４月１２日健康診断［全］

４月２1日（土）保護者会　[１年]

４月２５日（水）第1学年合同HR

 
（出典 学生室資料） 
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資料７－１－①－８ 

保護者会開催通知 

   

平成２４年 ５月３０日 

第１学年～第５学年保護者 各位 

東京都立産業技術高等専門学校 

校長 荒 金  善 裕 

 

保護者会の開催について 

 

 立夏の候、皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、下記のとおり保護者会を開催致しますので、ご出席くださいますようお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１ 日  時  平成２４年６月２３日（土）１０時３０分～ 

※９時３０分～１０時３０分は後援会総会が中央ホールで開催されます。 

終了後、保護者会の全体会となります。 

 

２ 受  付  中央棟２階 中央ホール前 

９時００分～１０時３０分（後援会総会受付と同時に行います。） 

 

３ 時  程  Ⅰ．全体会 １０時３０分～１１時  中央ホール（中央棟２階） 

(1) 校長あいさつ 

(2) 教務主事あいさつ 

                  (3) 学生主事あいさつ 

                  (4) その他 

Ⅱ．担任懇談会 １１時～  各教室 

 

 

○受付時刻以降においでの方は、西棟２階教務・学生室までお申し出ください。 

○当日は、学生相談室担当教員がおりますので、お気軽にご相談ください。 

○自動車でのご来校はご遠慮願います。 

 

出欠を下記の用紙により６月２０日（水）までに学生を通じて各担任にご回答ください。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ キリトリセン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

保護者会（平成２４年６月２３日（土））に 

    出 席   欠 席   いたします。 

  （上記いずれかを○で囲んでください） 

 

 

学生番号                学生氏名                     

 

                    保護者氏名                  印 
 

 

（出典 管理課資料） 
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資料７－１－①－９ 

       

昼
休
み

5 6 7 8
放
課
後

昼
休
み

5 6 7 8
放
課
後

昼
休
み

5 6 7
放
課
後

昼
休
み

5 6 7 8
放
課
後

昼
休
み

5 6 7 8
放
課
後

小　川 ○ ○ ○
川　崎 ○ ○ ○ ○ ○
久保田 ○ ○ ○ ○
杉　田 ○ ○ ○ ○ ○
高　野 ○ ○ ○
長　岡 ○ ○ ○ ○
深　野 ○ ○ ○ ○ ○
保　福 ○ ○ ○
村　中 ○ ○ ○
山　内 ○ ○ ○ ○
池　田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
海　上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
小　坂 ○ ○
澤　田 ○ ○ ○
篠　原 ○ ○ ○ ○ ○ ○
田　村 ○ ○ ○ ○ ○ ○
遠  山 ○ ○ ○ ○ ○ ○
中西泰 ○ ○ ○
古川浩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
山　岸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

青木繁 ○ ○

伊藤周 ○ ○ ○
古川純 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
松　澤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
稲　村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大　野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
栗　田 ○ ○ ○
長谷川 ○ ○
吉　田 ○ ○ ○ ○
嶋　崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

朝比奈 ○ ○ ○ ○

上　島 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
富　永 ○ ○ ○
廣　井 ○ ○ ○
深　津 ○ ○ ○ ○
坂　本 ○ ○
平　野 ○ ○ ○ ○
松　本 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三浦慎 ○ ○ ○ ○
伊藤聡 ○ ○ ○
三　隅 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡　川 ○ ○ ○ ○

進　藤 ○ ○ ○ ○
曹 ○ ○

邊　見 ○ ○
山　本 ○ ○ ○ ○ ○ ○
渡　辺 ○ ○ ○
青木立 ○ ○ ○ ○ ○ ○
石　崎 ○ ○ ○ ○ ○
石　橋 ○
海　津 ○ ○ ○ ○ ○
小　林 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

井　上 ○ ○ ○ ○

大　川 ○ ○
柴　崎 ○ ○
山　口 ○ ○ ○ ○ ○ ○
若　海 ○ ○
岩　田 ○ ○ ○ ○ ○
椛　沢 ○ ○
黒　木 ○ ○ ○
小早川 ○ ○
横　井 ○ ○
福　永 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
村　上 ○ ○ ○ ○ ○

平成23年度後期　オフィスアワー

月 火 水 木 金

　オフィスアワーとは、教員が研究室などで個別に、
　　　　１）授業や研究上の質問や相談を受ける
　　　　２）学生生活上の相談を受ける
という学生サポートの制度です。在学生であれば、誰でも利用することができます。表の○印
が付いた時間帯が、各教員のオフィスアワーとなりますので、相談がある時は、研究室を訪
問して下さい。研究室が不在の時は、ドアなどに行き先が掲示されていると思いますので、そ
ちらを訪ねて下さい。
　また、相談の内容によっては、進路支援室、学生相談室、教務・学生室、教務学生係など
にも相談することができます。

 
（出典 教務室資料） 
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資料７－１－①－10 

平成２３年度後期　　 教科質問日時一覧表 H23.11.28

教務室

曜日 質問場所・室名等

研究室 研究室以外の室

階 室番号 階 室名・室番号

河　野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A430 2 学生室　A201.2

本　多 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A431

菊　池 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A407

田中淳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A436

原　田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A406 2 教務室　A232

和　田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A413

小　野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A435 2 インターンシップ室 A208

斎藤純 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A412

杉　江 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A432

竹　居 ○ ○ ○ × × × × 4 A433

中　屋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A434

向　山 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 4 A428

大古殿 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 A305

藏　本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 A304

吉田健 ○ ○ ○ ○ 3 A303

高橋龍 ○ ○ ○ ○ ○ 3 A307 2 学生室　A201.2

池　原 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 2 C202 1 体育館管理室　C102.1

門　多 ○ ○ ○ ○ × × × × 　 × ○ ○ ○ 2 C203 1 体育館管理室　C102.1

中島田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 C201 1 体育館管理室　C102.1

2 学生室　A201.2

青　山 ○ ○ ○ ○ ○ 4 A414

乾 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A411 5 進学指導室  A519

大古田 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A408 2 教務室　A232

永　井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A409

竹　内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A410

浅　井 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A708

生　方 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A730

尾　上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A709 8 電子材料実験室　A803

2 就職支援室　A208

齋藤敏 7 A727 7 ソフトウエア工学実験室　A702.1 

鈴木達 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A729 8 計算気工学準備室　A817.3

鈴木弘 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A726 7 情報工学準備室２　A717.2　

高　崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A710 8 ICT実験室　A817

高　野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A704 8 光・衛星通信実験室　A822.1

山　本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A705 7 ソフトウエア工学実験室　A702.1

高橋義 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A725 2 学生室　A201.2

若　林 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A706 8 高周波工学準備室　A820.2

2 就職支援室　A208

時間 昼 7 8 放 昼 7 8 放 昼 7 8 放 昼 7 8 放 昼 7 8 放 階 室番号 階 室名・番号

曜日 研究室 研究室以外の室

○印が通常の質問時間帯です。無印でも在室時は質問を受けます。
ただし、場合により対応できないこともあります。

×印は不在です。

下表で放課後とは16:35以降17:00頃までです。

月

教員名
昼
休
み

7 8
放
課
後

火 水 木

7 8
放
課
後

産
技
高
専

　
　
コ
ー

ス
教
科

金

昼
休
み

7 8
放
課
後

昼
休
み

7 8
放
課
後

昼
休
み

昼
休
み

7 8
放
課
後

数学

国語

社会

T

水 木 金

理科

体育

月

外国語

火
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平成２３年度後期　　 教科質問日時一覧表 H23.11.28

教務室

曜日 質問場所・室名等

研究室 研究室以外の室

階 室番号 階 室名・室番号

大　貫 × ○ ○ ○ × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ 6 A605 2 インターンシップ室 A206

奥　平 ○ ○ ○ ○ ○ 7 A722 8 電気機器実験室　A810

笠　原 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A723 8 学生室A201.2

鈴木拓 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A625 1 機械工作準備室　A117.2

田　村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 　 　 　 6 A624 1 流体工学実験室　B110.1

根　本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A628 1 精密加工準備室　B118-4

堀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 6 A611 2 就職支援室 A208　機械制御実験室 A601

松　田 ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A606 2 学生指導室　A201.2

源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A610

宮　川 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × 6 A608 2 就職支援室　A208，教務室　A232

吉田喜 ○ ○ ○ ○ 6 A609 1 機械力学実験室　B112.1

飯　野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A419 1 構造力学実験室　B116.1

石　川 × × × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ 5 A506 5 衛星システム工学実験室　A501.2

伊　藤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A623 1 熱工学実験室　B109.1

宇田川 × × × × × × × × ○ × × ○ × × × × × × × × 5 A505 2 航空原動機実験室　B108.1

小　出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A417 1 空気力学実験室　B102.1

諏　訪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 A504 2 教務室　A232

田中敬 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A426 1 推進工学準備室 B103.2

中　野 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × 5 A509

真志取 × × × ○ × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 5 A510

宮　野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 A507 2 インターンシップ室　A208

山　田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 A418 5 ＣＡＤ室　A516

三　林 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × × ○     ○ ○ ○ ○ 6 A626 2 教務室A232、人間工学実験室A812.3

杉　本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × 6 A604 2 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ室A208、材料工学実験室A102

田　宮 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A603 2 教務室A232、材料力学実験室B113

冨　田 × × × × ○ × × ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A627 1 就職支援室A206、計測工学実験室B115.1　

深　谷 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 A620 6 ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ実験室A619.1

福　田 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A707 8 電子応用第3実験室A806.1

降　矢 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A711 5 進学支援室ⅡA519、電子応用第2実験室

吉　澤 × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A724 8 電子応用第1実験室A805.1

吉村拓 × × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 A712 4 センサ工学実験室A420.2

星 × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × ○ ○ ○ 6 A622 4 生体信号処理実験室A420.1

時間 昼 7 8 放 昼 7 8 放 昼 7 8 放 昼 7 8 放 昼 7 8 放 階 室番号 階 室名・番号

曜日 研究室 研究室以外の室

産
技
高
専
コ
ー

ス

月 火

放
課
後

教員名
放
課
後

昼
休
み

7 8
昼
休
み

○印が通常の質問時間帯です。無印でも在室時は質問を受けます。
ただし、場合により対応できないこともあります。

×印は不在です。

下表で放課後とは16:35以降17:00頃までです。

水 木 金

7 8
昼
休
み

7 8
放
課
後

昼
休
み

7 8
放
課
後

昼
休
み

7

R

Ａ

W

8
放
課
後

金月 火 水 木

 
（出典 教務室資料） 

 

 

また本校では、上級学生が下級学生の学習相談や助言を行う仕組みとして、スチューデント・アシ

スタント（ＳＡ）制度を導入している（資料７－１－①－11）。本制度は現在、主要科目（数学・物

理・化学）の成績に自信のない学生を対象とした「校内塾ＳＡ」（資料７－１－①－12）、開放した

端末室での自主的学習を行う学生を対象とした「情報センターＳＡ」（資料７－１－①－13）、編入

学生の自主的学習の支援を目的とした「編入学生ＳＡ」（資料７－１－①－14）の３種類があり、そ

れぞれ対象となる下級学生の学習活動の相談・助言を同じ学生同士の立場から行っている。 
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資料７－１－①－11 

スチューデント・アシスタント（ＳＡ）制度 

東京都立産業技術高等専門学校スチューデント・アシスタント制度に関する要綱 

 

21産技専管品第 1845 号 

制定  平成 22 年３月 31 日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）の教育内容の充実

を図るため、本校の本科及び専攻科に在学する学生を教職員の補助として学校の業務に従事させ

るスチューデント・アシスタント（以下「SA」という。）制度に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

  （資格） 

第２条 SA となることができるのは、本校の本科生及び専攻科生とする。 

（従事期間の上限） 

第３条 SA の従事期間は１年を上限とする。 

（勤務時間の上限） 

第４条 SA の週当たりの勤務時間は 10時間を限度とする。 

（謝金） 

第５条 SA には、予算の範囲内において、法人が定める基準により謝金を支給する。 

（利用の承認） 

第６条 SA 制度の利用にあたっては、校長の承認を得なければならない。 

（指針の作成） 

第７条 校長は、SA 制度の運用について別に指針を定めるものとする。  

（業務内容等） 

第８条 本要綱及び前条に定める指針の範囲内で、業務の内容ごとに資格、選考方法、従事期間、

勤務時間等を個別に定める。 

 （事務局） 

第９条 本制度に関する事務局は、教育企画改善室が所管する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本制度の運営に関する事項は、別に定める。 

附 則（平成 22 年３月 31 日 21産技専管品第 1845 号） 

この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校スチューデント・アシスタント制度に関する要綱） 
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資料７－１－①－12 

   

東京都立産業技術高等専門学校 校長殿 

H24 年度 SA 制度利用（校内塾開校）実施計画書 

計画責任者 校内塾 WG（品川） 山 本  哲 也 印 

下記のとおり、スチューデント・アシスタント制度を利用し、校内塾の開校を計画しましたので、

承認くださいますよう、お願いいたします。 

記 

1. 目的 

 本校(品川キャンパス)の低学年（第１学年および第２学年）の学生で，数学・物理・化学に苦手

意識のある学生を対象とした，SA 学生による学習の補助を行う．受講学生に対して，過去に学ん

だことについての理解度の向上と定着を図る． 

２．業務内容 

  数学・物理・化学に苦手意識のある学生を対象とした，SA 学生による学習の補助を行う．そ

の際の学生の指導をするために SA を雇用し、円滑に運営できるよう実施する。 

３．採用期間 

 平成 24 年 5 月１4 日（月）～平成 25 年３月２９日（金）まで 

４．対象及び人数 

 原則 本科４、５年生、専攻科 1年生 25 名程度 

５．勤務時間・勤務時間帯及び勤務場所 

5.1 校内塾開催回数 

   １年間で計３回を考える． 

5.2 開催時期  

原則，定期試験から次の定期試験 1 週間前までの間の８日間程度．よって 1 年間で計３回

の校内塾開校となる． 

5.3 受講生数 

各クラス７名×８（クラス）＝５６名． 

5.4 勤務場所及び勤務時間 

勤務場所：品川キャンパス４階 第１・２ゼミ室 （学年毎 28 名を 4～5 名の SA により

学習を行う）． 

勤務時間：1 日につき 2 時間以内（16：00～19：00 までの間の 2 時間）、一週につき週１

０時間を限度とする。 

６．予算 

  ４５５，０００円   

内訳 ４５５(時間)×1,000(単価) =455，000 

７．実施体制 

 責 任 者：校内塾 WG（品川）品川キャンパス電気電子工学コース 教授 山本哲也 

 S A 担当：一般科目    教 授 久保田耕司(教育企画改善室) 

  機械システム工学コース 准教授 大野学（教育企画改善室） 

      機械システム工学コース 准教授 稲村栄次郎(教務室) 

 教科窓口：久保田耕司（数学） 深野あづさ（物理） 田村健治（化学） 

 事務担当：管理課教務学生係 神蔵 梢 

 
 

（出典 管理課資料） 
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資料７－１－①－13 

    

H24 年度 SA 制度(端末室)利用実施計画書 

 

平成 24 年 5 月 9 日 

東京都立産業技術高等専門学校長 殿 

 

申請者氏名  岩田 満            

 

 下記のとおり、スチューデント・アシスタント制度の利用を計画しましたので、承認願

います。 

記 

 

１ 利用するＳＡ制度の内容 

① 目的 

学生の情報関係の学習環境を整えるため、放課後に端末室を開放する。ＳＡ学生が、

下級学生の情報機器の使用の管理と演習のアドバイスを行う。ＳＡ学生が将来、指

導者になるためのトレーニングの機会を与える。 

② 業務内容 

端末室を学生に開放する。その際の管理と学生の指導をするためにＳＡとして本科

５年生および専攻科生を雇用し、円滑に運営できるよう実施する。 

③ 採用期間 

平成２４年５月１４日（月）～平成２５年３月２９日（金） 

④ 対象及び人数 

本科４、５年生 、専攻科生 ２１名 （１日１名） 

⑤ 勤務時間及び勤務場所 

   勤務時間：定期試験期間とその１週間前を除く、月～木曜日 

16：40～18：40（月・火・木曜日）、15：50～17：50（水曜日） 

        1 日につき 2 時間以内、1 週につき 8 時間を限度とする 

勤務場所：品川キャンパス 3 階 端末室 

⑥ 予算 

   １６２，０００円 

   積算根拠 2 時間×1 人×1,000 円×81 日 

２ ＳＡ制度利用の必要性 

   学生の情報関係の学習環境を整えるため、情報センターＳＡ制度を利用するものであ

る。本科５年生及び専攻科生をＳＡとして採用し、一般学生の情報機器の使用の管理と

演習のアドバイスを行わせる。 

３ 実施体制 

責任者：品川キャンパス電子情報工学コース 准教授 岩田 満 

ＳＡ担当：品川キャンパス電気電子工学コース 助教 白石 貴之 

事務担当：管理課 教務学生係 神蔵 梢 

（責任者、ＳＡ担当が輪番制でＳＡを指導する） 
 

（出典 管理課資料） 
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資料７－１－①－14 

スチューデント・アシスタント制度利用実施計画書 

   

スチューデント・アシスタント制度利用実施計画書 

平成 24 年 4 月 1 日 

東京都立産業技術高等専門学校長 殿 

申請者氏名   教務学生係 神蔵 梢            

 

 下記のとおり、スチューデント・アシスタント制度の利用を計画しましたので、承認願いま

す。 

記 

 

１ 利用するＳＡ制度の内容 

① 業務内容 

   平成 24 年度編入学生及び平成 23 年度編入学生のうち原級留置者への学習・学生生活 

  の支援 

   

② 採用期間 

   平成 24 年 4 月 5 日から平成 25 年 3 月 29 日まで 

 

③ 対象及び人数 

   専攻科 1 年生 5 名（品川キャンパス 4 名、荒川キャンパス 1 名） 

   

④ 勤務時間、勤務時間数及び勤務場所 

   具体的な勤務時間はＳＡと協議して決定する。ただし、長期休業期間以外は、1 日につ

き 2 時間以内、1 週につき 6 時間を限度とする（長期休業期間中は、原則として 1 日につ

き 3 時間以内、1 週につき 10 時間を限度とする）。 年間で 180 時間を限度とする。 

   勤務場所は、編入生及び編入生ＳＡの所属するキャンパスとする（具体的な部屋につい

ては、ＳＡと協議して決定する）。  

 

⑤ 予算 

   900,000 円 

積算根拠  180 時間×＠1,000 円×5 人＝900,000 円   

 

２ ＳＡ制度利用の必要性 

  都立工業高等学校から本科４年次へ編入する学生の支援を強化するため、編入生ＳＡ制度

を利用するものである。専攻科生をＳＡとして採用し、高専生としてのこれまでの経験を活

かし、編入生の学習の向上や学生生活の早期適応への助言や支援を教職員とともに行わせる。  

 

３ 実施体制 

・責 任 者：ものづくり工学科長 富永 一利教授 

・ＳＡ担当：教務学生係 神蔵 梢 

・実施体制：責任者のもとに、創造工学専攻長、教務室長、コース長、編入生担任、教務学

生係が連携し、連絡調整を図りながら実施していく。 
 

（出典 管理課資料） 
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オフィスアワー、校内塾及び端末室開放については平成23年度に実施した学生生活実態調査で認知

度や利用状況の調査を行った（資料７－１－①－15）。 

 

資料７－１－①－15 

制度・施策（オフィスアワー、校内塾、端末室開放）の認知・利用状況 

10-1．「制度・施策」認知・利用状況（Q33）

(N=1519)
※利用あり＋

内容認知計

※利用あり＋

認知計

A 校内塾 72.5 91.4

B 直校便 68.3 84.8

C 海外語学研修 68.2 90.1

D 学生相談室 56.7 87.8

E スクールカウンセラー 56.2 87.8

F オフィスアワー 22.8 38.7

G 端末室開放 64.1 78.1

●「端末室開放」の利用率が最も高く、40.6％。認知率は78.1％。次いで「校内塾」の利用率が24.3％と高くなっている。

認知率は9割を超える。
ほとんどの制度・施策の認知率は7割程度以上となっているものの、「オフィスアワー」の認知率は38.7％に留まる。
利用率も1.5％と最も低い水準。

24.3
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3.0

1.5

40.6

48.2

59.0
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54.2

53.2

21.3
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18.9

16.5

21.9

31.1

31.6

15.9

14.0

7.1

13.4

8.3

10.6

10.5

59.7

20.3

1.5

1.8

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

利用した

ことがある

内容については

知っているが、…

名前は知っている／

聞いたことはある

知らない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
（出典 学生生活実態調査報告書（詳細版）在校生：本科編 P.37） 

 

専攻科課程においては、特別研究を指導する教員による「指導教員制」を取っている。指導教員は

研究指導だけでなく、他の専攻科担当教員と連携し、履修に関すること、学習に関することなどの相

談や助言を行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

ガイダンスについては、準学士課程、専攻科課程ともに、新入生、在学生それぞれに適切に実施さ

れている。また、学習活動への相談・助言は、準学士課程では学級担任制、専攻科課程では指導教員
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制によりきめ細かく行われている。更にオフィスアワーやスチューデント・アシスタント（ＳＡ）制

度も整備されている。ＳＡ制度は利用率、満足度とも高くなっているが、オフィスアワーの認知度が

低く今後の課題である。 

 以上のことから、学習を進める上でのガイダンスが整備され、適切に実施されており、自主的学習

を進める上での相談・助言体制も整備され、概ね機能していると判断できる。 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境及び厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生

活環境等が整備され，効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、自主的学習環境として図書館、端末室、各種実験実習施設がある。 

本校の図書館は、品川キャンパス図書館及び荒川キャンパス図書館で構成されている（資料７－１

－②－１、２）。図書館の利用については利用細則（資料７－１－②－３）が定められ、利用案内

（LIBRARY GUIDE）（資料７－１－②－４）の配布やウェブサイトでの情報提供（資料７－１－②－

５）、新入生への司書による利用ガイダンスの実施（資料７－１－②－６）などにより利用の促進を

図っている。開館時間は原則として品川キャンパスが８時30分から19時まで、荒川キャンパスが９時

から18時までだが、定期試験期間中などは開館時間を延長している。 

 

資料７－１－②－１ 

図書館 

東京都立産業技術高等専門学校附属図書館管理規則 

 

平成 20 年度法人規則第 18 号 

制定 平成 20 年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この規則は、東京都立産業技術高等専門学校学則（平成 20 年度法人規則第１号）第 10 条

の規定に基づき、東京都立産業技術高等専門学校附属図書館（以下「図書館」という。）における

管理運営に関する基本的事項について定めることを目的とする。 

（図書館の責務） 

第２条 図書館は、学生及び教職員の学習、教育、調査及び研究に資するため、図書、逐次刊行

物、視聴覚資料その他を収集及び管理し、利用に供することをその責務とする。 

（図書館の構成） 

第３条 図書館は、高専品川キャンパス図書館及び高専荒川キャンパス図書館で構成する。 

（図書館長の任務）  

第４条 図書館長（公立大学法人首都大学東京組織規則（平成 17 年法人規則第３号）第 13 条に規

定する附属図書館長。以下同じ。）は、図書館の業務を掌理する。 

（資料の財産管理） 

第５条 資料の財産管理に関する事項は、理事長が別に定める。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、図書館長が別に定

める。 

附 則（平成 20年４月１日 20法人規則第 18号） 

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館管理規則） 
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資料７－１－②－２ 

図書館 

 
 

（出典 2012 学生生活ハンドブック P.133） 

 

資料７－１－②－３ 

図書館の利用 

東京都立産業技術高等専門学校附属図書館利用細則 

 

22 産技専管品第 1922 号 

制定 平成 23 年４月１日 

 

 第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校附属図書館（以下「図書館」という。）の利

用について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（図書館資料の定義） 

第２条 この細則において図書館資料とは、図書、逐次刊行物、視聴覚資料、その他学習・教育・
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調査及び研究に必要な資料をいう。 

（図書館資料の利用区分） 

第３条 図書館資料の利用は、閲覧及び館外貸出に区分する。 

 （開館時間） 

第４条 図書館の開館時間は次のとおりとする。臨時に開館時間を変更する場合はその都度定め

る。 

 (1) 高専品川キャンパス ８時３０分から１９時まで 

 (2) 高専荒川キャンパス ９時から１８時まで 

（休館日） 

第５条 次に定める日を休館日とする。なお臨時休館日ならびに長期休業中の休館日はその都度定

める。 

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日 

(2) 図書の点検又は整理に必要な期間 

（施設） 

第６条 利用者が使用できる図書館内の施設は次のとおりとする。 

(1) 閲覧室 

(2) 書庫（高専荒川キャンパス） 

(3) 特別閲覧室（高専荒川キャンパス） 

２ 前項第２号及び第３号に定める場所の使用方法については、別に定める。 

 第２章 利用者 

（利用者の範囲） 

第７条 図書館を利用することができる者は、次のとおりとする。 

(1) 本校本科の学生 

(2) 本校専攻科の学生 

(3) 本校の教員（非常勤講師も含む） 

(4) 本校の職員（非常勤職員も含む） 

(5) 本校の名誉教授 

(6) 産業技術大学院大学大学院学生 

(7) 産業技術大学院大学教員 

(8) 産業技術大学院大学職員 

(9) 他大学の図書館長から紹介状により依頼のあった者 

(10) その他図書館長が許可した者 

２ 学外者の利用に関し必要な事項は、別に定める。 

（貸出券） 

第８条 前条第１項第９号の利用者を除き、前条に定める利用者に対しては、共通利用カードを交

付する。 

２ 共通利用カードは他人に貸与してはならない。貸与したことによって生じた事故の責任は、共

通利用カードの名義人が負うものとする。 

（有効期間） 
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第９条 共通利用カードの有効期間は次のとおりとする。 

(1) 第７条第１項第１号、第２号、第６号の利用者：在籍期間 

(2) 第７条第１項第３号、第４号、第５号、第７号、第８号の利用者：在職期間 

(3) 第７条第１項第１０号の利用者：図書館長が許可した期間 

２ 前項の有効期間は、図書館長が特に必要と認めた場合は更新することができる。 

（提示義務） 

第１０条 図書館を利用しようとする者は、共通利用カードを常に携帯し、図書館職員の求めに応

じて提示しなければならない。 

 （届出） 

第１１条 利用者が共通利用カードを紛失した場合は、速やかに紛失届により附属図書館長（以下

「図書館長」という。）に届け出なければならない。 

２ 紛失した共通利用カードは、前項の届け出により失効する。 

 （図書館利用上の注意） 

第１２条 図書館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 図書館資料、器具その他の設備を汚損及び破損しないこと。 

(2) 飲食をしないこと。 

(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。 

(4) 館内の秩序を乱さないこと。 

第３章 閲覧 

（閲覧） 

第１３条 利用者は、閲覧室の図書館資料を自由に閲覧することができる。 

（閲覧上の注意） 

第１４条 閲覧室の図書館資料を閲覧する者は、次の各号を守らなければならない。 

(1) 第６条に定める場所で閲覧すること。 

(2) 閲覧を終了した図書館資料は、書架に正しく戻すこと。 

(3) その他、図書館職員の指示に従うこと。 

第４章 館外貸出 

 （館外貸出手続） 

第１５条 図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、該当図書館資料に共通利用カードを添え

て図書館受付に申し出るものとする。 

２ 第７条に定める利用者のうち、第１項第９号の利用者は、資料の貸出しを受けることができな

い。 

 （館外貸出冊数及び期間） 

第１６条 同時に館外貸出を受けることができる図書館資料の冊数及び期間は、次のとおりとす

る。 

(1) 第７条第１項の利用者 １０冊 ２週間 

(2) 第７条第２項から第８項の利用者 １５冊 ４週間 

２ 前項の定めのほか、長期休業中はさらに長期の貸出をする。 

３ 卒業研究のために使用する場合には、このほか５冊４週間の貸出を受けることができる。 
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４ 前項の定めにかかわらず、図書館長が必要と認めた場合は館外貸出について特別の取扱いをす

ることができる。 

（館外貸出禁止資料） 

第１７条 次の図書館資料は館内閲覧のみとし、貸出をしない。ただし、他の利用者の不便をきた

さない範囲で貸出を認めることがある。 

(1) 参考図書のうち特に図書館で定めたもの 

(2) 新聞原紙 

(3) 雑誌の最新号 

(4) その他、特に指定されたもの 

（転貸の禁止） 

第１８条 館外貸出を受けた図書館資料は、他人に貸与してはならない。 

（館外貸出図書館資料の返却） 

第１９条 館外貸出を受けた者は、貸出期間が満了したとき又は次の各号のいずれかに該当すると

きは、直ちに当該図書館資料を返却しなければならない。 

(1) 学生が卒業、退学等により学籍を失った時又は休学するとき、もしくは停学に処せられたと

き。 

(2) 教職員が転出、退職、または休職するとき、もしくは停職に処せられたとき。 

(3) その他、貸出中の図書館資料について、図書館長は必要な場合には随時返却を求め点検するこ

とができる。 

（館外貸出の予約） 

第２０条 館外貸出を受けようとする図書館資料が既に貸出中の場合、当該図書館資料返却後の館

外貸出を予約することができる。 

（督促） 

第２１条 貸出期間が満了しても返却しない者には督促を行う。 

２ 貸出期間満了後、１年間が経過しても返却されない場合には、紛失とみなし第２６条の規定を

準用することができる。 

第５章 文献複写 

（複写） 

第２２条 利用者は、教育研究のため必要があるときは、図書館内で図書館資料の複写を行うこと

ができる。 

２ 複写を行うときは、所要事項を記入した申込書を提出し、承認を得なければならない。 

（複写における著作権に関する責任） 

第２３条 複写により当該資料に関し著作権法上問題が生じた場合は、すべて申込者がその責任を

負うものとする。 

 第６章 その他の提供役務 

 （図書館等相互利用） 

第２４条 図書館は、利用者が他の図書館等の所蔵する資料の利用（以下「相互利用」という。）

を希望するときは、その資料の利用又は複写の依頼を行う。 

２ 相互利用に係る費用については、利用者が負担する。 
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３ 利用者は、他の図書館等を利用する場合、当該図書館等が定める事項を遵守しなければならな

い。 

４ 図書館と他の図書館等との相互利用に関する協定等により、図書館の利用に関し別に定めがあ

る場合、当該協定等に定めるところによるものとする。 

５ 本学以外の図書館等から、資料の利用について依頼があったときは、学内の利用に支障のない

範囲でこれに応ずることができる。 

６ 前項により他の図書館等の依頼に応じた場合、文献複写等に係る料金は、別表のとおりとす

る。 

 第７章 罰則 

 （延滞の罰則） 

第２５条 利用者が、資料の返却を６０日間にわたって延滞したときは、新たな資料の貸出ができ

ないこととする。当該資料返却時にこの措置を解除する。 

（弁償） 

第２６条 利用者が図書館資料を紛失又は著しく汚損した場合は、同一物または相当の代替物で弁

償しなければならない。 

２ 前項の同一資料及び同様資料とは、それぞれ次の各号に掲げるもので、汚損のないものとす

る。 

(1) 同一資料 版・装丁とも同一のもの 

(2) 同様資料 同一資料でないことが著しく資料的価値を損なう場合を除き、次に定めるもの 

 ア 異版、改訂版、増補版 

 イ 当該資料が絶版等のため入手不可能な場合に限り、図書館長が指定するもの 

３ 弁償の責任は、当該資料の貸出を受けるとき使用した共通利用カードの名義人が第一義的に負

う。 

４ 利用者が図書館の施設、設備に損害を与えた場合には、その損害を弁償しなければならない。 

 （利用禁止） 

第２７条 前条の規定に違反した者には、一定期間入館、図書館利用の停止を命ずることがある。 

 第８章 その他 

 （その他） 

第２８条 この細則に定めるほか、図書館の利用に関し必要な事項は別に定める。 

   附 則（平成 23 年３月 31 日 22 産技専管品第 1922 号） 

１ この細則は、平成 23 年４月１日から施行する。 

２ 高専荒川キャンパスについては、複写機を導入するまでの間は、第２２条の適用を除外する。 

別表（第２４条第６項関係） 

種別 単価 通信運搬費 

文献複写 \45 実費 

現物貸借  実費 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館利用細則） 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準７ 

- 359 - 

 

資料７－１－②－４ 

附属図書館利用案内 
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（出典 附属図書館利用案内 LIBRARY GUIDE） 
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資料７－１－②－５ 

ウェブサイトでの情報提供（図書館） 
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（URL：http://www.metro-cit.ac.jp/library/index.html） 

（出典 本校ウェブサイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metro-cit.ac.jp/library/index.html
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資料７－１－②－６ 

新入生への司書による利用ガイダンス 

 

 

品川キャンパス図書館

オリエンテーション

2012

 

本日の流れ

① 図書館の全体説明

② 館内ツアー

③ 本さがし

 
 

 

 

ようこそ

高専附属図書館へ！！

熱烈歓迎
 

高専附属図書館

• 品川キャンパス
図書館

• 荒川キャンパス
図書館

Zoom-in !!

 
 

 

 

ここには

約 の

本があります。

 

読書の平均速度 1分に平均600字～800字

1冊の文字数は、
700字×250ページ＝17万5000字

1ページ約700字、
250ページある本なら・・・

1冊読み終わるのに3.6時間～4.8時間

 
 

（出典 管理課資料） 

 

品川キャンパス図書館は併設する産業技術大学院大学と施設を共用しており、荒川キャンパス図書

館も含め、同一のシステムで運営されている。従って、本校の学生が同大学所蔵の図書資料等を利用

することが可能になっており、しかも貸出や返却が各自のキャンパス図書館のカウンターにてワンス
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トップでできるようになっている。また、他機関との相互貸借（ＩＬＬ）、電子ジャーナル等の閲覧、

ノートパソコンの貸出などのサービスで学生の自学自習を支援している（資料７－１－②－７）。 

 

資料７－１－②－７ 

図書館の活用 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック P.135-136） 
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 端末室は、パソコンを利用できる自主的学習スペースとして日時を決めて開放している。開放時間

内は学生なら誰でも利用でき、開放の際には、専攻科学生等による情報センターＳＡが低学年の学生

の利用において適切に相談・助言できる体制になっている（前掲資料７－１－①－13）。  

 また、各種実験実習施設については、授業などで利用している場合を除き、管理者に使用許可を得

た上で利用することが可能となっている（資料７－１－②－８）。 

 

 

資料７－１－②－８ 

実験実習施設の活用 

 
（出典 2012 学生生活ハンドブック P.147） 
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厚生施設としては、両キャンパスにそれぞれ学生食堂が、品川キャンパスには売店がある（資料７

－１－②－９）。図書館及び学生食堂の利用状況や満足度等は、平成23年度に実施した学生実態調査

によると概ね良好な結果になっている（資料７－１－②－10）。 

 

資料７－１－②－９ 

学生食堂、売店 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック P.145-146） 
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資料７－１－②－10 

14-2．「学生食堂」項目別満足度／不満理由（Q72・Q73・Q73SQ1）

(N=1519)
＊満足計 ＊不満計 加重平均値

A．味 58.4 13.0 0.68

B．ボリューム 45.5 24.7 0.30

C．価格 35.2 33.0 0.00

D．メニューの多さ 36.7 26.7 0.14

E．広さ 44.1 19.8 0.36

F．席数 40.8 24.3 0.25

G．清潔さ 35.5 23.6 0.18

総合満足度 47.3 13.5 0.49

■不満理由 ※意見数でカウント

●「学生食堂」の総合満足度は、47.3％。

●項目別に満足度をみると、「味」が58.4％と最も高くなっている。次いで「ボリューム」（45.5％）「広さ」（44.1％）が続くものの、
5割に満たない評価となっている。

●最も満足度が低かった項目は、「価格」（35.2％）で不満と答えた人が33.0％存在する。

その他では「清潔さ」「メニューの多さ」も不満層が目立ち、改善の余地があると考えられる。

●不満理由をみると、「価格が高い・安くしてほしい」が最も多く挙げられている。

26.3

19.1

14.0

14.5

18.4

16.1

15.0

18.7

32.1

26.4

21.1

22.1

25.7

24.7

20.5

28.6

24.8

26.1

28.0

32.8

32.4

31.1

37.3

35.4

7.2

14.0

17.1

15.7

11.9

15.7

14.0

8.0

5.8

10.7

15.9

11.0

7.9

8.6

9.5

5.5

3.8

3.8

3.8

3.8

3.7

3.8

3.6

3.9

満足(+2) やや満足(+1) どちらともいえない(±0) やや不満(-1) 不満(-2) 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【やや不満】（N=122、意見数=152） 【不満】（N=74、意見数=119）

● 価格が高い・安くしてほしい 57件 ● 狭い・席が少ない 8件 ● 価格が高い・安くしてほしい 37件 ● 狭い・席が少ない 4件

● 量が少ない 21件 ● 遅い 7件 ● おいしくない 19件 ● 遅い 3件

● メニューが少ない 13件 ● コストパフォーマンスがよくない 2件 ● 汚い 14件 ● 量が多い 3件

● 汚い 10件 ● 女子には量が多い 2件 ● 量が少ない 10件 ● その他 20件

● おいしくない 10件 ● その他 22件 ● メニューが少ない 9件

 
 

（出典 学生生活実態調査報告書（詳細版）在校生：本科編 P.53） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準７ 

- 376 - 

 

コミュニケーションスペースとしては、屋外の広場として品川キャンパスに「いこいの広場」、荒

川キャンパスに「多目的広場」を整備している。また、各キャンパスとも屋内に交流スペースをそれ

ぞれ設置している（資料７－１－②－11）。 

 

資料７－１－②－11 

コミュニケーションスペース 

 
品川キャンパス 

 
いこいの広場                    交流スペース 

荒川キャンパス 

 
学生広場                  交流スペース 

 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

自主的学習スペースとして図書館を設置して各種サービスの充実に努めており、また端末室、各種

実験実習施設を一定の条件の下で開放している。厚生施設としては学生食堂があり、図書館と並んで

利用状況や満足度も良好である。 

 以上のことから、自主的学習環境及び厚生施設、コミュニケーションスペース等のキャンパス生活

環境等が整備され、効果的に利用されていると判断できる。 
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観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。また，資格試験や

検定試験の受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、平成23年度に「学生生活実態調査」を実施しており、学生のニーズの把握・分析を行っ

ている（資料７－１－③－１）。調査結果は報告書にまとめられ、教職員に配布し結果の周知を行っ

た。 

 

資料７－１－③－１ 

学生生活実態調査 

平成 23 年度学生生活実態調査結果報告書（抜粋） 
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（出典 平成 23年度学生生活実態調査結果報告書 抜粋） 

 

資格試験や検定試験については、TOEIC 及び GTEC 検定を学校として実施しており、準学士課程の第

１学年から第４学年まで学年に応じたレベルで全員が受験するよう推奨している（資料７－１－③－

２）。電気電子工学コースにおける第２種電気主任技術者と、情報通信工学コースにおける第二級陸

上特殊無線技士及び第二級海上特殊無線技士は、それぞれの課程を修了することで学科試験の免除等

が得られる。その他の資格試験については一覧を学生に示しており、関心のある学生は資格試験担当

者に連絡をとり指導を受けている（資料７－１－③－３）。一部の資格については、試験対策を念頭

に置いた選択科目を開講しているものがあり（資料７－１－③－４）、更に学生の要望により課外講

習を実施することもある。また、学外学修単位として各種資格を認定しており（資料７－１－③－

５）、多くの学生が自分の専門分野の資格を取得している（資料７－１－③－６）。 
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資料７－１－③－２ 

   

平成２４年 ５月１６日 

第１～４学年保護者各位 

東京都立産業技術高等専門学校 

校  長  荒 金 善 裕 

 

英語検定試験（GTEC,TOEIC）の実施について 

 

保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、本校では産業のグローバル化に対応した教育プログラムにより、国際社会で活躍できる人材を

育てることを教育目標の一つとしております。将来、エンジニアとして世界に羽ばたくためには英語習

得は不可欠な要素となります。このような理由から、第１～２学年では英語学習への動機づけと実力を

客観的に判断する材料として、また第３～４学年では、さらに実用的な英語運用能力の向上のための指

針として、第１～４学年の全学生を対象とした英語検定試験（GTEC※１,TOEIC※２）を下記のように

実施いたします。 

つきましては保護者の皆様には、英語検定試験にかかる費用負担についてご理解いただきたく、よろ

しくお願い申し上げます。 

 

 ※１ GTEC ・・・・ベネッセコーポレーションが主催する英語運用能力試験。全国で年間６５０校が実

施、３７万人以上の中高生が受験。 

 ※２ TOEIC・・・・国際コミュニケーション英語能力テスト。世界６０カ国以上で実施、のべ 500 万人

が受験。 

 

 

記 

１ 目 的 

  「ものづくりエキスパート」として、国際的に通用するエンジニアとなるために必要な英語力の 

習得を目指す。 

 

２ 実施予定日と費用  

学 年 テスト名 
実施予定日 

（高専品川キャンパス） 

実施予定日 

（高専荒川キャンパス） 
費用（予定） 

１ GTEC  Core 

１２月２５日（火） １２月２１日（金） 

２，８００円 

２ GTEC  Basic ２，８００円 

３ TOEIC  Bridge ２，１００円 

４ TOEIC ２，９９０円 

 

３ 費用納入方法 

  受験後、学生負担金として納入いただきます。詳細は後日あらためてお知らせいたします。 
 

 

（出典 管理課資料） 
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資料７－１－③－３ 

資格試験の学生への提示 

平成 24 年度資格試験一覧表（産業技術高専用） 
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（出典 教務室作成 平成 24 年度資格試験一覧表（産業技術高専用）） 
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資料７－１－③－４ 

 

   
 

科目名 担当教員 学年 単位 開講時数 必修･選択 

特別演習 

(Special Seminar) 

生産システム工学コース 

全教員（常勤） 
５ 

１ 

専門科目 

前期 

２時間 
選択 

授業の概要 機械設計技術者３級の資格試験を念頭において各種演習を行う。 

授業の進め方 これまで学んできた機械設計に関する基礎知識を復習し、演習を繰り返すこ
とにより、理解を深める。 

到達目標 機械設計技術者３級の資格試験合格を目指し、機械工学の基礎である機構
学、機械要素設計、機械力学、制御工学、工業材料、材料力学、流体・熱工
学、工作法、機械製図の基礎的知識を確固たるものにする。 

学校教育目標との関係 実践的技術教育を通じて、工学的知識・技術の基本を備え、新しい“もの”
の創造・開発に粘り強く挑戦できる技術者を育成する。 

             講  義  の  内  容 

項    目 目      標 週 

ガイダンス 

 

機構学 

機械要素設計 

機械力学 

制御工学 

工業材料 

材料力学 

流体工学 

熱工学 

工作法 

機械製図 

 

演習の目的を理解させる。 

 

 

 

 

 

 

各分野の復習および演習 

１ 

 

 

 

 

 

 

１４ 

 

 

 

 

計 15 

   

学業成績の評価方法 演習レポートと定期考査の成績、授業への参加状況によって評価する。 

関連科目 基礎材料学、基礎加工学、機械設計製図、材料工学、材料力学、機械力学、熱

力学、流体力学、生産加工学、設計工学Ⅰ・Ⅱ、３次元 CAD 設計製図Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ 

教科書、副読本 必要に応じプリント等を配布する。 

副読本「機械設計技術者のための基礎知識」機械設計技術者試験研究会編、 

日本理工出版会 

 
（出典 シラバス平成 24 年度ものづくり工学科 品川キャンパス P.207） 
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資料７－１－③－５ 

資格の単位認定 

東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定規則（抜粋） 

 

別表１ （第２条、第５条、第６条関係）（平 22 規則 28・一部改正） 

資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

実用英語技能検定 

１級・準１級 ４ 

工業英語検定及び海

外語学研修と 

同種の資格 

２級 ３ 

準２級 ２ 

ＴＯＥＩＣ 

760 点以上 ４ 

530 点～759 点 ３ 

390 点～529 点 ２ 

 

別表２ （第２条、第５条、第６条関係）（平 22 規則 28・一部改正） 

資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

工業英語検定 

１級 ４ 実用英語技能検定、

TOEIC、海外語学研

修と同種の資格 

２級 ３ 

３級 ２ 

ディジタル技術検定 

１級 ３ 

同種の資格 ２級 ２ 

３級 １ 

ラジオ・音響技能検定 
１級 ２ 

同種の資格 
２級 １ 

情報処理技術者 

IT ストラテジスト 

４ 

同種の資格 

ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

ｴﾝﾍﾞﾃﾞｯﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 

IT ｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ 

ｼｽﾃﾑ監査技術者 

応用情報技術者 ３ 

基本情報技術者 ２ 

IT パスポート １ 

情報検定 

情報ｼ ｽ ﾃ ﾑ試験（３科

目） 
２ 

情報ｼｽﾃﾑ試験（２科

目） 
１ 
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パソコン検定 
１級 ２ 

２級 １ 

資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

Linux 技術認定 

１０１ １ 

同種の資格 １０２ １ 

２０１ １ 

シスコ技術者認定 

ＣＣＮＡ ３ 

同種の資格 ＣＣＥＮＴ 
２ 

ＩＣＮＤ２ 

総合無線通信士 

第１級 ６ 

同種の資格 

第２級 ４ 

第３級 ２ 

陸上無線技術士 
第１級 ４ 

第２級 ２ 

陸上特殊無線技士 
第１級 ２ 

同種の資格 
第２級 １ 

航空無線通信士  ２ 

航空特殊無線技士  １ 

電気通信主任技術者 
伝送交換 ４ 

同種の資格 
線路 ２ 

３次元ＣＡＤ利用技術者 
１級・準１級 ２ 

同種の資格 
２級 １ 

ＣＡＤ利用技術者 
１級 ２ 

同種の資格 
２級 １ 

機械設計技術者 ３級 ２  

技術士 
第一次試験 

（技術士補） 
４  

ボイラー技士 ２級 １  

冷凍機械責任者 ３種 １  

公害防止管理者  １  

危険物取扱者 乙種 １  

エネルギー管理士  ２  
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資格試験の名称 等級・種別 単位数 備考 

工事担任者 

ＡＩ第１種 ３ 

同種の資格 

ＡＩ第２種 ２ 

ＡＩ第３種 １ 

ＤＤ第１種 ３ 

ＤＤ第２種 ２ 

ＤＤ第３種 １ 

ＡＩ・ＤＤ総合種 ３ 

ＣＧ検定 

マルチメディア検定 

エキスパート 
２ 

同種の資格 

ＣＧエンジニア検定 

エキスパート 

マルチメディア検定 

ベーシック 
１ 

ＣＧエンジニア検定 

ベーシック 

ＭＥ技術実力検定 第２種 ６  

福祉住環境コーディネー

ター 

１級 ４ 

同種の資格 ２級 ２ 

３級 １ 

電気主任技術者 
第２種 ６ 

同種の資格 
第３種 ３ 

電気工事士 
第１種 ２ 

同種の資格 
第２種 １ 

 

別表３ （第２条、第５条、第６条関係）（平 22 規則 28・追加） 

研修の名称 単位数 備考 

海外語学研修 

（ただし、本校が実施するものに限る） 
１ 

実用英語技能検定、TOEIC、 

工業英語検定と同種の資格 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校ものづくり工学科学外学修単位認定規則 抜粋） 
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資料７－１－③－６ 

 
（出典 教務室資料） 
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 外国留学については、平成21年度から２週間程度の短期ではあるが海外語学研修を開始し、学生に

異文化を体験する機会を提供している（資料７－１－③－７）。平成23年度には、本校の国際化推進

の一環としてシンガポールのニーアン・ポリテクニックと協定を結び、今後学生間の交流を進める予

定である（資料７－１－③－８）。また、個別の留学希望については、その手続き等を要綱で定め、

学生生活ハンドブック等により学生に周知を図っている（資料７－１－③－９）。 

 

資料７－１－③－７ 

海外語学研修 
保護者、学生向け海外英語研修説明会通知（抜粋） 

 

海外英語研修の概要について 

 

 渡航先  オーストラリア(ブリスベン) 

   クイーンズランド州の州都、オーストラリア第 3 の都市、人口約 150 万人。イギリ 

ス系が多いが、種々の民族が定着しています。 

   クイーンズランド博物館（オーストラリア最大）には、200 万点を超える収蔵品があ 

り、映像や音響を巧みに使って、分かり易く紹介しています。 

 

 期間  8 月 29 日（月）～9 月 11 日（日）教員２名が同行致します。 

   現地で困ったことがあっても、即応できる態勢を整えています。 

 

 内容  Sarina Russo Schools Australia(1979 年から続く語学学校)で英語を学習します。 

多国籍からなる少人数(14 名ほど)クラスで、英語力に合わせて 6 段階のクラスに分けて授業を実施します。

校内には 200 台の PC があり、7：30～19：30 まで利用できます。 

英語学習ばかりでなく、異文化体験、ホストファミリーとの交流、英語圏の文化の学習など多角的に学習

し、コミュニケーション能力を向上させます。高専らしい研修とするため、現地の企業見学や、調査活動など

も織り交ぜて実施します。 

 

 滞在形態  ホームステイ 1 家庭 1 学生 

  1 家庭に日本人学生が複数滞在すると、どうしても日本語を話してしまうのでこのような形としました。ホス

トファミリーの家族構成にも配慮して、女子学生にも安心な家庭を紹介します。 

 

 実施人数  両キャンパス合計 15 名以上（30 名以内） 

   実施人数に達しないときは中止といたします。応募者多数の場合は、上級生を優先します。 

 

 費用  28 万円(概算) (3 食付)  その他保険代金などがかかります。 

 

 事前・事後の指導 

   パスポートの取得手続き、ホームステイをする上での注意事項、現地に行ってから必要な英語などに関する事

前指導を丁寧に行います。事後指導では本研修の総まとめを行います。 

（出典 平成２３年４月７日付け保護者、学生向け海外英語研修説明会通知 抜粋） 



東京都立産業技術高等専門学校 基準７ 

- 388 - 

 

 

資料７－１－③－８ 

シンガポール ニーアン・ポリテクニックとの協定 

協定書 

 

（出典 ニーアン・ポリテクニックとの協定書） 
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資料７－１－③－９ 

留学に関する学生への周知 

東京都立産業技術高等専門学校留学に関する要綱（学生生活ハンドブック掲載） 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

学習支援に関する学生のニーズは、平成23年度に実施した学生生活実態調査により把握している。

TOEIC等の英語検定試験は学校として全員受験を打ち出しており、学生もほぼ全員が受験している状

況である。また、その他の資格試験等についても受験の推奨、課外講習の実施、学外学修単位の認定

などを通じて積極的に支援をしている。外国留学についても、短期の海外語学研修を実施して学生の

ニーズを満たすとともに、海外の教育機関との協定や留学に関する手続きなど支援環境の整備に努め

ている。 

 以上のことから、学習支援に関する学生のニーズが適切に把握され、資格試験や検定試験の受講、

外国留学のための支援体制が整備され、機能していると判断できる。 

 

 

観点７－１－④： 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制が整備されているか。ま

た，必要に応じて学習支援が行われているか。 

（観点に係る状況）  

編入学生については、合格内定者を対象に入学前ガイダンスを行い、高専の教育課程や入学までに

準備すべき学習事項を説明している（資料７－１－④－１、２）。ガイダンス後は、生徒一人ひとり

の学習の進捗状況を確認しつつ、入学前の数学と専門科目の補講を実施している。編入学後は、担任

が学習状況や学生生活の適応状況などを把握し、学力が不足する科目については担当教員等がサポー

トしている（資料７－１－④－３）。更に、スチューデント・アシスタント（ＳＡ）制度を活用し、

本校の専攻科学生が編入学生へのサポートを行っている（観点７－１－④－４）。 
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資料７－１－④－１ 

編入学生の入学前ガイダンス案内 

    

23 産技専管品第 1033 号 

平成 23 年 11 月 9 日 

 

平成 24 年度編入学試験合格者の皆さま 

 

東京都立産業技術高等専門学校 

校長 荒 金  善 裕 

 

 

編入学生入学前ガイダンス開催のお知らせ 

 

 

 この度は、本校への編入学試験合格おめでとうございます。 

 早速ではございますが、編入学生入学前ガイダンスを下記のとおり開催いたしますので、ご

参加くださいますようお願い申し上げます。 

このガイダンスは、編入学後の学習をよりスムーズにつなげるために編入学前に行っていた

だく自宅学習や補講の計画を立てるために開催するものです。皆さんがこれまでどのような内

容の学習をしてきたかを確認し、一人ひとりの状況にあった計画を立てていきたいと考えてお

ります。 

 

  

記 

 

 

１ 日 時  平成 23 年 12 月 8 日（木）16:00～17:00 

 

２ 場 所  都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ３階 大会議室 

 

３ 内 容  入学準備について 

       数学の編入学前学習について 

       専門科目の編入学前学習について 

       質疑応答 

 

 

担 当 

東京都立産業技術高等専門学校  

教務主事 渡辺 ・ 事務 津田 

電話 03-3471-6331 Fax 03-3471-6338 
 

（出典 管理課資料） 
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資料７－１－④－２ 

編入学生の入学前ガイダンス資料 

編入学生入学前ガイダンス（抜粋） 

 

１ 時程（予定） 

1６:00～1６:10  参加者紹介・入学準備について（渡辺教授） 

1６:10～1６:25  先輩編入学生との懇談 

1６:25～1６:35  数学の編入学前学習について（澤田准教授） 

1６:35～1６:50  専門科目の編入学前学習について（各コース長） 

1６:50～1７:00  質疑応答 

            

２ 出席者 

 

３ 配布資料 

  ・学生生活ハンドブック２０１１版 

  ・平成２３年度シラバス 
 

（出典 管理課資料） 
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資料７－１－④－３ 

編入学後の支援体制 

編入生への支援体制

支援

支援

指示

連携

連携

相談
報告

担任

支援

支援

連携

連携

編入生

編入生ＳＡ

編入生担当
教員

ＳＡ担当
教職員

教務室 学生室

学生相談室

指示
支援

編入生への支援には、上の図の担当の他にも、校長、副校長を始め、教科担当やゼミ
の教員、進路支援室、保健室など学校全体で連携しながら取り組んでいきます。

ＳＡには、教職員の連携の輪に入っていただき、編入生への支援を行っていただきま
す。

 

（出典 編入生ＳＡの手引き 抜粋） 
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資料７－１－④－４ 

編入学生へのサポート 

編入生ＳＡの手引き（抜粋） 

 

業務内容

１ 編入生の授業（講義・実験実習・ゼミ）の予習・復習の手助け

２ 専門分野に関連する校内施設の用途や活用方法の助言

３ 学生生活に関する助言

４ その他、編入生担当教員から依頼された事項

編入生は、本科の各コースの4年次に入学します。ＳＡには、まず編入生の学習支援
と学生生活への助言をお願いします。

１ 編入生はほとんどの授業で予習・復習が必要となっています。これは、高専の授業
に慣れていないということと、3年生までの学習内容が違うためです。ＳＡは、これ
まで学習していきた体験を生かし、編入生の予習や復習を進める手助けをしてくださ
い。

２ ＳＡは、自身の専攻分野に関連した実験や実習を行う施設設備について、その施設
設備がどこにあり、どのように使うのかをアドバイスしてください。

３ 特に入学当初の編入生にとって、高専で過ごす時間は戸惑いの連続です。ＳＡは、
空き時間の使い方、昼食時間の過ごし方、課外活動への参加など学校生活を送る上で
のアドバイスをしてください。

４ 編入生には、編入生を担当する先生（編入生担当教員）がつきます。編入生担当教
員は、それぞれの編入生の状況を把握し、それぞれにあった対応を行っていきます。
その際、ＳＡの力が必要と判断する事柄があった場合、編入生担当教員がＳＡに対応
を依頼します。

ポイント

4年生と言えども編入生は全てが初体験

3年間高専生として過ごしてきた学生40人の中に新入生として入っていくには勇気と
根性が必要です。高専生には慣れていることであっても、編入生にとっては全てが初め
てのことです。

早くクラスに溶け込もう、友達を作ろう、勉強に追い付こうと入学当初の編入生は必
死です。

ＳＡには、自身が入学した当初のことを思い出していただくとともに、高専生として
歩んできた途を振り返り、先輩として大きな気持でアドバイスをしてください。
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担当してはいけない業務

１ 成績評価に関する業務

２ 秘書的業務

３ 教務に関する相談対応

４ 心身の健康や対人関係に関する相談対応

本来、教職員が担当すべき事項は、ＳＡに担当させてはいけないこととしています。

１ 成績評価は、教員の業務です。ＳＡは、編入生の成績評価に携わることはできませ
ん。

２ 教職員の補助であっても、教職員の個人的な業務や事務的な作業をＳＡに行わせて
はいけないこととしています。

３ 編入生の授業選択の仕方や研究指導、進路指導は教員の業務です。ＳＡは、編入生
への初歩的な質問への対応に留めて、教員に相談することを勧めてください。

４ 編入生の心や体に関する悩み、友人や家族など人間関係に関する悩みが寄せられた
場合、担任や学生相談室に相談することを勧めてください。

ＳＡに担当させてはいけない業務を明示することで、「ＳＡは教職員の補助なんだか
ら何をさせてもよい」という解釈や誤認のないようにしています。

ポイント

編入生ＳＡは学生である

ＳＡの本務は、あくまでも学業です。

ＳＡには、教職員の補助として学校の業務へ携わっていただきます。

ＳＡは、キャリア形成支援のプロでもカウンセリングのプロでもありません。

ですので、編入生が持つ全ての不安や悩みの解消に対応しようと気負いすぎないでく
ださい。

編入生は、ＳＡとコミュニケーションを進めるうちに、個人的な話をすることが増え
てくると思われます。時には、愚痴をこぼすこともあるでしょう。ＳＡには、その話が、
単に誰かに聞いてもらえるだけでよい話なのか、重い悩みからくる話なのか判断しきれ
ない場合があります。「編入生大丈夫かな？」と思ったらすぐに、ＳＡ担当教職員に相
談してください。

 

（出典 編入生ＳＡの手引き 抜粋） 
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障害（発達障害を含む。）のある学生については、特別な支援を必要とする度合に応じて個別に支

援チームを編成し、学生個人の状況に応じたきめ細かい支援を行えるようにしている（観点７－１－

④－５）。 

また、本校の専攻科学生や４、５年生が、ＳＡとして低学年の学生の学習サポートを行う「校内塾」

を実施し、成績不振の学生に対する支援も行っている（資料７－１－④－６）。 

なお、本校では現在のところ、特別な支援が必要な留学生及び社会人の受入実績はない。 

 

 

資料７－１－④－５ 

 

20 産技専品管第 971 号 

              平成 20 年 11 月 12 日 

 

東京都立産業技術高等専門学校重度障害学生支援チーム設置に関する要綱 

 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校重度障害学生の教育課程に関する特 

 例要綱（平成 20 年 11 月 7 日付 20 産技専品管第 881 号）第３条に基づき、重度障害学生支援チーム（以下｢支援

チーム｣という。）の設置について定めるものとする。 

第２条 校長は、重度障害をもつ学生が学修活動及び学生生活を円滑に行えるよう、必   要に応じて、支援チー

ムを設置するものとする。 

第３条 支援チームは、次に掲げる事項を調査・検討し、必要に応じて関係部署との調整  を図りながら、具体的

な支援内容を策定する。 

  (1) 学修活動を行う上で生じる諸問題に関すること 

 (2) 学生生活を送る上で生じる諸問題に関すること 

第４条 支援チームは、当該学生が所属するキャンパスの次に掲げる者をもって構成する。 

 (1) 学生主事 

  (2) 教務主任または教務担当 

 (3) 学生指導主任または学生指導担当 

 (4) 当該学生所属コース代表 

  (5) 一般科目代表 

  (6) 学級担任 

  (7) 教務学生係長 

 (8) 会計係長 

 (9) 看護師 

 (10) その他校長が必要と認める者 

第５条 支援チームにチームリーダーを置き、構成員の中から校長が指名する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校重度障害学生支援チーム設置に関する要綱） 
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資料７－１－④－６ 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック P.94-95） 
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（分析結果とその根拠理由）  

編入学生に対する入学前及び入学後の補講及びスチューデント・アシスタント制度を活用した学習

支援、障害のある学生への学習支援体制、成績不振学生向けの校内塾の実施など、特別な支援が必要

な学生に対して学習支援が行われている。 

以上のことから、特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制が整備され、必要に応じて

支援が行われていると判断できる。 

 

観点７－１－⑤： 学生の部活動，サークル活動，自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整

備され，適切な責任体制の下に機能しているか。 

（観点に係る状況） 

学生の自治会活動は、学生準則に「学生会」として規定され、この規定に基づいて品川、荒川それ

ぞれのキャンパスに学生会が組織されている（資料７－１－⑤－１～６）。また、部活動等は、学生

会の下でそれぞれ規約等に基づき運営されている。学生の諸活動に対する指導・支援は学生主事が責

任者となり、学生室が所掌している（資料７－１－⑤－７）。 

 

資料７－１－⑤－１ 

学生会 

東京都立産業技術高等専門学校学生準則（抜粋） 

 

第９章 学生会 

 （学生会） 

第１８条 学校に本校学生をもって構成する学生会を置く。 

 （学生会の目的） 

第１９条 学生会は、学生の自主的な活動をとおして豊かな人間を形成することを目的とする。 

 （学生会の目標） 

第２０条 学生会は、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努める。 

 (1) 健全な趣味と豊かな教養を身につけ、個性の伸長をはかる。 

 (2) 余暇を活用し、心身の鍛練をはかる。 

 (3) 集団活動に積極的に参加し、自主性を育てるとともに生活の規律を体得する。 

 (4) 学校生活において、自治能力を養うとともに将来良き社会人となるための資質の向上をはか

る。 

 （学生会の活動） 

第２１条 学生会活動を行うにあたっては、法令及び学校の諸規則に違反してはならない。 

 （学生会の運営） 

第２２条 学生会は、会員の総意に基づいて運営され、またいかなる場合においても個人の思想及

び良心の自由を尊重しなければならない。 

 （学生会の事業計画、予算及び決算） 

第２３条 学生会は、毎年度の事業計画、予算及び決算について、学校の承認を受けなければなら

ない。 
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 （クラブ活動への所属） 

第２４条 学生は、原則としていずれかのクラブ等に所属することが望ましい。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学生準則 抜粋） 

 

 

資料７－１－⑤－２ 

学生会 

 

 

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料７－１－⑤－３ 

学生会（高専品川キャンパス） 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料７－１－⑤－４ 

学生会組織（高専品川キャンパス） 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

 

 

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料７－１－⑤－５ 

学生会（高専荒川キャンパス） 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 

資料７－１－⑤－６ 

学生会組織（高専荒川キャンパス） 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

 

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料７－１－⑤－７ 

学生室 

 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（抜粋） 

 

８ 学生室 

(1) 学生の指導及び支援に係る企画立案及び実施に関すること 

(2) 学生生活上の環境整備に関すること 

(3) 学生会、後援会に関すること 

(4) 学生の課外活動に関すること 

(5) その他、学生の指導及び支援に関すること 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 

 

 本校の教員は、全員がいずれかの部活動等の顧問を担当している（資料７－１－⑤－８）。クラブ

顧問の業務は、活動における日々の指導、合宿や学外試合への引率、大会の企画・運営など多岐にわ

たっている。また、顧問業務の調整等を行うため、定例的にクラブ顧問会議を開催している（資料７

－１－⑤－９）。 
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資料７－１－⑤－８ 

クラブ顧問 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 

 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準７ 

- 417 - 

 

資料７－１－⑤－９ 

クラブ顧問会議開催のお知らせ 

 

>From: 松澤和夫 

> Sent: Thursday, January 13, 2011 8:58 AM 

> To:            

> Subject: クラブ顧問会議開催のお知らせ 

>  

> クラブ顧問各位 

>  

> いつもクラブ活動のご指導にご尽力いただき 

> 御礼申し上げます。 

>  

> さて、下記のとおり 

> クラブ顧問会議を開催いたします。 

>  

> 10 分程度の予定でございますので、 

> 全顧問の御出席をお願い致します。 

>  

> 【開催日時/場所】 

> 1/19(水)教職員会議の後、合同講義室にて 

>  

> 【議題】 

> 1)平成 23 年度クラブ顧問の選出について 

> 2)後援会クラブ補助金等の精算について(お願い) 

> 3)その他 

>  

> --- 

> 学生主事 辺見信夫 

（出典 学生室資料） 

 

学生会や部活動等は、基本的には学生会費等の自主財源で行われているが、学校からは大会参加費

や会場への旅費、外部指導者への謝金、備品費の一部などを資金的に支援している（資料７－１－⑤

－10～12）。 

資料７－１－⑤－10 

平成２４年度校内予算（抜粋） （単位：千円）

予算事項名 予算額 備　　　　考

クラブ等振興費 3,627 物品購入費、指導員謝金等

クラブ大会等経費 8,891 大会参加費、参加学生の旅費の補助等

計 12,518
 

 

（出典 管理課資料） 

 

資料７－１－⑤－11 

 

東京都立産業技術高等専門学校学生大会参加旅費等支給要綱 

22 産技専管品第 1924 号 

制定 平成 23 年４月１日 
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（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）に在学する学生に対し、教育活動

の一環として校長の命を受けて参加する大会に係る経費の支給について、必要な事項を定める。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ 

る。 

(1) 本科生 ものづくり工学科に在学する学生をいう。 

 (2) 大会 次に掲げるものをいう。 

  ア 関東高等学校体育大会及び関東信越地区高等専門学校体育大会（関東規模） 

  イ 関東高等専門学校体育連盟が主催する体育大会 

  ウ 全国高等学校総合体育大会及び全国高等専門学校体育大会（全国規模） 

  エ 全国、関東又は東京都高等学校体育連盟及び高等専門学校体育協会が、主催、共催又は後援する世界規

模、全国規模又は関東規模の体育大会 

  オ 本校にあるクラブ、コンテスト及び同好会の活動内容に合致し、世界規模、全国規模又は関東規模で開催

される、高等専門学校の本科生に相当する学齢の者が参加対象の文化大会 

（本科生に対する支給の対象） 

第３条 教員が引率する大会に参加する選手及び選手に準じる役割をもって参加登録された本科生については、それ

ぞれ 1 種目につき年度内 1 回を限度として大会参加旅費（以下、「旅費」という。）及び大会参加料（以下、「参

加料」という。）を支給する。 

 ただし、大会の会場が東京 23 区内の場合には、旅費は支給しないものとする。 

２ 本科生が選手として参加する関東高等専門学校体育連盟が主催する体育大会については、１種目につき年度内３

回を限度に参加料を支給する。 

（支給） 

第４条 この要綱により旅費または参加料の支給を受けようとする場合は、原則として、引率教員が、支給を受ける

日の３週間前までに大会要項等の必要書類を、当該学生が所属するキャンパスの管理課事務担当者に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第３条第１項係る費用の支給は、原則として公立大学法人首都大学東京会計管理課からの口座振込とし、参加料

は大会要項等により指定された振込先口座、旅費は取扱旅行会社等の指定口座または学生の指定口座への振り込み

により支給する。 

（旅費の支給基準） 

第５条 旅費については、次の各号を支給する。 

(1) 競技会場までの往復に必要な交通費 

ア 鉄道賃のうち乗車運賃及び急行料金 

イ 船賃のうち旅客運賃 

ウ 航空賃 

エ 車賃 

(2) 宿泊料 

(3) 予防注射料、査証手数料、空港旅客サービス施設使用料及び入出国税（会場が海外の場合のみ） 

２ 支給額は、原則として公立大学法人首都大学東京教職員の旅費規則（平成 17 年法人規則第 34 号）を準用し、次

の各号に基づき算出した額とする。ただし、合理的な理由があると認める場合には、支給額を調整し決定できるも

のとする。 

(1) 支給基準は、助教相当とする。 

(2) 交通費については、学生割引・往復割引・団体割引を適用し得る場合は、割引後の金額とする。 

 (3) 校長が宿泊を必要としないと認める全国大会は４日、関東信越大会は３日の範囲内で交通費を支給する。 

(4) 宿泊料の額は大会要項に定める金額とし、世界大会にあっては７泊分、全国大会にあっては３夜分、関東大

会にあっては２夜分の範囲内で支給する。  

（参加料の支給基準） 

第６条 大会要項に定める参加料を支給する。ただし、合理的な理由があると認める場合には、支給額を調整し決定

できるものとする。 

（完了報告等） 

第７条 引率教員は、大会終了後速やかに校長に対し完了報告を行うとともに、領収書等必要な書類を管理課事務担

当者へ提出しなければならない。 

（補足） 

第８条 この要綱の施行に関する事項は、校長が別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学生大会参加旅費等支給要綱） 
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資料７－１－⑤－12 

 

東京都立産業技術高等専門学校のクラブ活動部外指導員に関する謝礼支出基準 
 

（目的） 

第 1 条 この基準は、東京都立産業技術高等専門学校のクラブ活動の部外指導員の謝礼の支出に関し、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（支出の対象） 

第 2 条 クラブ顧問教員がクラブ活動の技能、技術に通じていない、又はクラブ活動指導の効果を高めるために特に必要とする

場合には、そのクラブ活動に従事した部外指導員に対し、謝礼を支出する。 

（基準単価） 

第 3 条 謝礼の単価は、別表による額のとおりとする。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校のクラブ活動部外指導員に関する謝礼支出基準） 

 

施設面については、品川キャンパスでは北棟（学生会館）に委員会室や学生会会議室、文化部の部

室を、体育棟及び体育館に運動部の部室をそれぞれ整備している（資料７－１－⑤－13）。荒川キャ

ンパスでは本館２階食堂脇に学生会室及び文化部の部室を、体育館２階および１階に運動部の部室を

それぞれ整備している（資料７－１－⑤－14）。 

また、課外における学生のものづくり活動を支援するため、平成22年４月に「未来工房」を開設し

た。専任教員である未来工房長の責任の下、学生の斬新なアイデアに富むプロジェクトに対して様々

な支援を行っている（資料７－１－⑤－15）。 

 

資料７－１－⑤－13 

課外活動に対する施設面の整備 

 

品川キャンパス 

北棟 

 
体育棟 



東京都立産業技術高等専門学校 基準７ 

- 420 - 

 

    
 

 

 

 

 

体育館 

    
（出典 出典 2012 学生生活ハンドブック P.184,190-191） 
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資料７－１－⑤－14 

課外活動に対する施設面の整備 

 

荒川キャンパス 

食堂脇 
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体育館 

    
（出典 出典 2012 学生生活ハンドブック P.194,203） 
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資料７－１－⑤－１５ 

未来工房 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生の課外活動については、学生主事を責任者として学生室が所掌しており、また、全ての教員が

いずれかの部活動等の顧問として指導・助言を行っている。顧問間の連絡調整は定例的に開催される

クラブ顧問会議で行われている。資金面での支援や、施設面の整備もそれぞれ行われており、実際に
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機能している。また、平成22年度から課外における学生のものづくり活動を支援するため「未来工

房」を設置した。 

 以上のことから、学生の課外活動に対する支援体制が整備され、適切な責任体制の下に機能してい

ると判断できる。 

 

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況）  

学生の生活指導については、組織的には学生主事を責任者として学生室が所掌している（前掲資料

７－１－⑤－７）。日常的な個々の学生への指導は学級担任が行うが、担任同士の意見交換や情報共

有を図るために学年ごとに担任会が開かれる。また、指導に関する諸事項や学生の表彰、学生への懲

戒などを審議するため、各キャンパスに学生主事が主宰する学生委員会が設置されている（資料７－

２－①－１）。 

 

資料７－２－①－１ 

学生委員会 

 東京都立産業技術高等専門学校学生委員会設置要綱 

 

23 産技専管品第 1575 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22

産技専管品第 62 号）第３条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）

に設置する東京都立産業技術高等専門学校学生委員会（以下「委員会」という。）に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 委員会は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパス（以下「各キャンパス」とい

う。）にそれぞれ設置するものとする。 

 （委員会の職務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 学生の表彰及び懲戒に関すること 

 (2) 学生の厚生補導に関する重要事項の検討 

 (3) その他、学生主事が必要と認めること 

 （委員会の構成） 

第４条 委員会の構成員は、各キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 学生主事 

 (2) 学生室長 

 (3) 各学年の学級担任の代表 各１名 

 (4) 教務学生係長 
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２ 前項のほか、学生主事が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

 （委員長等） 

第５条 委員会に委員長を置き、学生主事を充てる。 

２ 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。 

３ 委員長が欠けたときは副委員長が、その職務を代理する。 

 （任期） 

第６条 第４条に掲げる委員の任期は１年とし、再任は妨げない。ただし、委員交代による委員の

任期は前任者の残余期間とする。 

 （運営） 

第７条 委員長は、委員会を招集し、主宰する。 

２ 委員会は、定期的に行うものとする。ただし、委員長が必要と認めるときはこの限りではな

い。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、学生室において行う。 

 （その他） 

第９条 委員会に関し、この要綱に定める以外の事項については、委員長が定める。 

 

   附 則（平成 24 年３月 30 日 23 産技専管品第 1575 号） 

 この要綱は、平成 24 年 4月 1日から施行する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学生委員会設置要綱） 

 

相談面での体制として、学生相談室や保健室を設置している。学生相談室には学生相談の担当教員

が交代で待機しており、誰でも相談可能となっている（資料７－２－①－２）。保健室には常勤の看

護師が配置されており、応急手当や健康管理のほか、健康相談や精神面でのサポートを行っている

（資料７－２－①－３）。また、学校医の体制も整備されている（資料７－２－①－４）。 
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資料７－２－①－２ 

学生相談室 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料７－２－①－３ 

保健室 

 

 

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 

資料７－２－①－４ 

学校医 

東京都立産業技術高等専門学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、学校保健法（昭和 33 年法律第 56 号）により設置する東京都立産業技術高等

専門学校（以下「都立高専」という。）の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」

という。）の委嘱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （委嘱） 

第２条 学校医等は、次の各号により公立大学法人首都大学東京理事長が委嘱する。 
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 一 学校医（内科） 医師の免状を有する者 各キャンパス１名 

 二 学校医（眼科） 医師の免状を有する者 各キャンパス１名 

 三 学校医（耳鼻咽喉科） 医師の免状を有する者 各キャンパス１名 

 四 学校歯科医 歯科医師の免状を有する者 各キャンパス１名 

 五 学校薬剤師 薬剤師の免状を有する者 各キャンパス１名 

２ 前項第二号及び第三号に掲げる学校医については、特別の事情があるときは委嘱を行わない。 

 （職務） 

第３条 学校医等の職務は、学校保健法施行規則（昭和 33 年文部省令第 18 号）に定める職務とす

る。 

 （委嘱期間） 

第４条 学校医等の委嘱期間は、１年とする。 

 （職務態様） 

第５条 学校医等は、月に１回程度、委嘱を受けたキャンパス等で執務する。 

２ 執務日及び執務場所については、都立高専校長（以下「校長」という。）が定める。ただし必

要のある場合には校長の求めに応じて協力する。 

３ 学校医等は、電話又はファックス及び電子メール等による都立高専からの相談等に対応する。 

４ 学校医等は、その職務に従事したときは、その状況の概要を別紙１「学校医執務記録簿」、別

紙２「学校歯科医執務記録簿」及び別紙３「学校薬剤師執務記録簿」等に記入して校長に提出す

る。 

 （費用） 

第６条 学校医等の委嘱に対する費用は、別表のとおりとする。 

 （支払方法） 

第７条 学校医等の履行に係る代金は、毎月１回、学校医等から提出される執務記録簿及び請求書

に基づき支払う。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する要綱） 

 

過大なストレスや深刻な悩みになどに起因する精神的な問題については、各キャンパスに専門のス

クール・カウンセラーを配置し、学生の相談に個別に対応している（資料７－２－①－５）。 学生

相談の件数は資料のとおりである（資料７－２－①－６）。 

 

資料７－２－①－５ 

スクール・カウンセラー 

東京都立産業技術高等専門学校のカウンセラーの委嘱に関する要綱  

 （目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「都立高専」という。）が設

置するカウンセラーの委嘱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  
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 （委嘱） 

第２条 カウンセラーは、次により公立大学法人首都大学東京理事長が委嘱する。  

 臨床心理に関し高度に専門的な知識及び経験を有する者  各キャンパス１名 

 （職務） 

第３条 カウンセラーは、その高度に専門的な知識及び経験に基づき、都立高専の学生、

保護者及び教職員の相談に応じ、援助及び助言を行うことを職務とする。  

 （委嘱期間） 

第４条 カウンセラーの委嘱期間は、一の年度とする。 

 （職務態様） 

第５条 カウンセラーは、校長の、委嘱を受けたキャンパス等で執務する。  

２ 執務日及び執務場所については、校長が定める。ただし必要のある場合には校長の求

めに応じて協力する。 

３ カウンセラーは、その職務に従事したときは、その状況の概要を日誌等に記入する。  

 （費用） 

第６条 カウンセラーの委嘱に対する費用は、別表のとおりとする。  

 （支払方法） 

第７条 カウンセラーの履行に係る代金は、毎月１回、カウンセラーから提出される請求

書により支給する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、校長が別に

定める。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校のカウンセラーの委嘱に関する要綱） 
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資料７－２－①－６ 

 

 

（出典 平成 23 年度学校要覧 P.７０） 

 

セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントに関しては、法人組織として防止委員会

が設置され、本校には同委員会の分会が置かれている（資料７－２－①－７）。また、相談員がそれ

ぞれのキャンパスに配置されており、セクシャル・ハラスメント等に関する相談に対応している。学

生に対しても、学生生活ハンドブックに記載し、指導している（資料７－２－①－８）。 

 

資料７－２－①－７ 

セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント防止委員会 

公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント防止委

員会規程（抜粋） 

 

（目的） 

第１条 公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）のセクシュアル・ハラスメント及び

アカデミック・ハラスメント（以下「セクシュアル・ハラスメント等」という。）の防止及びそ

の対策のため、公立大学法人首都大学東京運営委員会規則（平成 17 年法人規則第５号）第２条第

１項に定める運営委員会として、公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びア

カデミック・ハラスメント防止委員会（以下「防止委員会」という。）を置く。 

(平 17 規程 93・一部改正) 

（委員会の職務） 

第２条 防止委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。 

(1) 前条に規定する目的を達成するための基本方針（案）を作成し、理事長に報告すること。 

(2) 上記基本方針を実施するための対応策を作成し、理事長に報告すること。 

(3) セクシュアル・ハラスメント等の事案の解決に関すること。 
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(4) セクシュアル・ハラスメント等の防止に関する情報収集、研修及び啓発活動に関すること。 

(5) 第 10 条に定めるキャンパス部会との連絡・調整に関すること。 

(6) その他セクシュアル・ハラスメント等の防止及び対策に関すること。 

 

（分会） 

第７条の２ 首都大学東京及び産業技術大学院大学並びに東京都立産業技術高等専門学校の各々に

係る第２条第３号から第６号の職務を遂行するため、首都大学東京及び産業技術大学院大学並び

に東京都立産業技術高等専門学校にそれぞれ分会（以下、「分会」という。）を置く。 

２ 分会は、次の各号の委員をもって構成する。 

(3) 東京都立産業技術高等専門学校分会 

ア 副校長 

イ 東京都立産業技術高等専門学校管理部長 

ウ 総務部長 

エ 学生サポートセンター学生相談支援担当部長 

３ 分会には分会長を置く。分会長は、首都大学東京分会においては副学長、産業技術大学院大学

においては産業技術研究科長、東京都立産業技術高等専門学校分会においては副校長とする。 

 

（相談員） 

第９条 分会は、セクシュアル・ハラスメント等に関する相談への対応のため、セクシュアル・ハ

ラスメント等相談員（以下「相談員」という。）を置く。 

２ 相談員に関する細則については、委員長が別に定める。 

(平 21 規程 9・一部改正) 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ及びｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委員会規程 抜粋） 
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資料７－２－①－８ 

ハラスメントに関する学生への周知 

2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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経済面での支援については、国の就学支援金や日本学生支援機構、東京都育英資金をはじめとした

育英奨学事業の紹介や受給手続きを行うほか、入学料や授業料の減額・免除制度を整備し（資料７－

２－①－９、10）、ウェブサイトや学生生活ハンドブックに掲載して学生や保護者に情報を提供して

いる（資料７－２－①－11）。また、公立大学法人首都大学東京が独自に運営する奨学金制度もある

（資料７－２－①－12、13）。各種奨学金や減額・免除制度の受給実績は資料のとおりである（資料

７－２－①－14）。 

 

資料７－２－①－９ 

入学料の減額・免除制度 

東京都立産業技術高等専門学校の入学料減免取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、公立大学法人首都大学東京の授業料その他の料金を定める規則(以下「規則」と

いう。)第１８条の規定に基づき、東京都立産業技術高等専門学校の入学料減額及び免除（以

下「入学料減免」という。）に関する事務処理の必要な事項について定めることを目的とす

る。 

（入学料減免の対象及び額） 

第２条 規則第１８条の入学料の納付が極めて困難と認められる者（入学料減免の対象）及び入学料

減免の額は、次のとおりとする。 

 入学料の納付が極めて困難と認められる者 入学料減免の額 

①  生活保護受給世帯 全額免除 

②  生活保護受給世帯と同程度の世帯 全額免除 

③  生活保護受給世帯に準ずる世帯 １／２減額 

④  その他理事長が特に必要と認める者 全額免除又は１／２減額 

（手続及び決定） 

第３条 入学料減免の申請は、保護者が入学料減免申請書に別記１に定める必要書類を添えて、校長

に提出する。 

２ 入学料減免の申請の受付は、入学料の納付期限以内とする。 

３ 校長は、入学料減免の申請があったときは、前条の表①から③までについて、可否、種類を決

定し、申請者に通知する。 

４ 校長は、減額の許可若しくは不許可又は免除の不許可となった者については、通知に入学料の

納付期限を付するものとする。 

５ 校長は、前条の表②及び③の決定に当たっては、別記２及び別表１、２の認定方法による比較

計算を行う。 

（入学料減免の取消し等） 

第４条 校長は、入学料減免の許可を受けた者が、虚偽の申請、その他不正の手段により入学料減免

を受けた場合は、その許可を取り消すものとする。 

（事務処理） 

第５条 東京都立産業技術高等専門学校において、校長が入学料減免の決定をしたときは、速やか

に、入学料減免の報告を総務部会計管理課あて行うものとする。 
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附  則 

この要綱による、事務の取扱いは、平成２０年４月１日から適用する。 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の入学料減免取扱要綱） 

 

資料７－２－①－１０ 

授業料の減額・免除制度 

東京都立産業技術高等専門学校授業料減免取扱要綱 

 

22 産技専管荒第１２３号 

平成 22 年５月 31 日               

（目的） 

第１条 この要綱は、公立大学法人首都大学東京の授業料その他の料金を定める規則（平成 17 年法

人規則第 43 号）第９条に基づき、料金の納付が極めて困難な者に対する東京都立産業技術高等専

門学校（以下｢本校｣という。）の授業料減額及び免除（以下「授業料減免」という。）に関して

必要な事項について定める。 

（授業料減免の対象） 

第２条 授業料減免の対象は、本校に在学する学生のうち、原則として次のいずれかに該当する者

（以下｢本人｣という。）とする。 

(1) 保護者等（本人に保護者（本人に対して親権を行うものであって、原則として父母、父母のい

ずれかがいない場合は父又は母のいずれか一方、親権を行う者のないときは未成年後見人）がい

る場合は保護者、保護者がいない場合は本人（本人が主として他の者の収入により生計を維持し

ている場合にあっては、当該他の者）をいう。以下同じ。）の授業料減免申請月の属する年度の

規定による区市町村民税所得割額が非課税又は区市町村民税所得割額（保護者等が二人いるとき

は、その全員の区市町村民税所得割額を合算した額）が 51,300 円未満の世帯に属する者 

(2) 前号に掲げるもののほか、家計状況の急激な変化等、校長が特に必要と認める者 

 （24 産技専管品第 159 号・一部改正） 

（授業料減免の期間） 

第３条 授業料減免の始期は、原則として授業料減免申請書を受理した月の属する授業料納付期の

次の期からとする。ただし、６月申請の始期のみ、授業料納付の第１期分からとする。期間はい

ずれも当該年度を超えない範囲とする。 

（授業料減免の額） 

第４条 授業料減免の額は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給

に関する法律（平成 22 年法律第 18 号）第６条に規定する就学支援金支給額を除く額について、

別表１に示すところによる。 

（24 産技専管品第 159 号・別表改正） 

（申請手続） 

第５条 授業料減免を申請する者は、授業料減免申請書に別表２に定める書類を添えて校長に提出
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する。 

（24 産技専管品第 159 号・別表改正） 

（授業料減免の決定） 

第６条 校長は授業料減免申請書等を受理したときは、その内容等により、授業料減免の可否につ

いて審査する。 

２ 校長は前項の審査の結果及び決定事項について、申請者に通知する。 

 

（授業料減免の取消等） 

第７条 校長は授業料減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、

その減免を停止若しくは取り消すことができる。 

(1) 減免申請の内容に重大な誤りがあったとき 

(2) 本人から辞退の申し出があったとき 

(3) 授業料減免を必要としなくなったとき 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 （平成 22 年５月 31 日 22 産技専管荒第１２３号） 

１ この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

２ 施行日現在において就学支援金の支給対象とならない学生については、在学中に限り平成 23 年

度末までの間、第２条及び第４条にかかわらず従前の例による。 

附 則 （平成 24 年５月２日 24 産技専管品第１５９号） 

 この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の入学料減免取扱要綱） 
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資料７－２－①－１１ 

授業料の減免等の学生、保護者への情報提供 

2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

 

 

 

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料７－２－①－１２ 

法人運営の奨学金制度 

再チャレンジ応援奨学金パンフレット（抜粋） 
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（出典 公立大学法人首都大学東京再チャレンジ応援奨学金パンフレット 抜粋） 
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資料７－２－①－１３ 

法人運営の奨学金制度 

高度産業人材育成奨学金パンフレットパンフレット（抜粋） 
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（出典 公立大学法人首都大学東京高度産業人材育成奨学金パンフレット 抜粋） 
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資料７－２－①－１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 管理課作成資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

生活指導については、学生主事を責任者として学級担任、学生室、学生委員会などが連携して行っ

ている。学生相談や学校保健は、学生相談室、保健室、学校医、スクール・カウンセラーによる体制

が整備されており、相談状況をみても実際に機能している。各種ハラスメントの防止や相談の体制も

整備されている。経済面の支援では、各種奨学金等の紹介、受給手続きのほか、学校（法人）として

授業料等の減額・免除制度や奨学金制度を設けており、実際に利用されている。 

 以上のことから、学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され、機能して

いると判断できる。 

 

観点７－２－②： 特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる

状況にあるか。また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況）  

障害（発達障害を含む。）のある学生の生活支援等は、学習支援と同じ「支援チーム」があわせて

行っている（前掲資料７－１－④－５）。現在のところ、生活上の特別な支援を必要とするものはな

いが、今後そうした状況が生じた場合には、学習支援と同様に個別に支援チームを編成して対応する

ことになっている。 

授業料減免・奨学金・就学支援金実績（平成２３年度）

１　授業料減免

（単位：人・千円）

免除 減額 合計

人数 138 35 173

金額 26,568 3,374 29,942

人数 2 0 2

金額 350 0 350

人数 140 35 175

金額 26,918 3,374 30,292

２　奨学金受給状況

126

29

155

３　就学支援金

（単位：人・千円）

人数 995

金額 135,119

日本学生支援機構

その他

合計

（単位：人）

経済困窮

災害

合計
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なお、本校では現在のところ、特別な支援が必要な留学生の受入れは行っていない。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

現時点では生活上の特別な支援を必要とするケースはないが、今後そうした状況が生じた場合には、

個別に支援チームを編成して対応することになっている。 

以上のことから、特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状

況にあると判断できる。 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

（観点に係る状況）  

本校には学生寮がない。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

該当なし 

 

観点７－２－④： 就職や進学等の進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

本校の準学士課程における就職や進学等の進路指導は、進路支援室と学級担任、卒業研究（ゼミナ

ール）指導教員が連携して行っている。進路支援室はそれぞれのキャンパスに設置されており、企業

への求人依頼、求人票の取りまとめ、大学等の募集情報の整理、各種説明会の開催、就職・進学情報

資料の学生への提供などを行っている（資料７－２－④－１）。 
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資料７－２－④－１ 

進路支援 

2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 
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（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準７ 

- 447 - 

 

 ガイダンスは、特に進路指導が必要な時期の第４学年において開催している。また保護者向けには、

保護者会等において学生主事等から詳しい説明が行われている（資料７－２－④－２）。 

 

資料７－２－④－２ 

   

保護者会
進路関係の報告
現状の把握と準備

１２月１７日（土）

３学年・４学年
学生主事：中島田

 

２３年度１１月末の進路状況

本科卒業生 ： ３０２名 （荒川Ｃ：１３３名、品川Ｃ：１６９）

就職希望者 １７２名 ５７％ （荒川Ｃ：８１名・６１％、品川Ｃ：９１名・５４％）

進学希望者 １０５名 ３５％ （荒川Ｃ：３８名・２９％、品川Ｃ：６７名・４０％）

その他 ２５名 ８％ （荒川Ｃ：１４名・１０％、品川Ｃ：１１名・ ６％）

【その他は公務員・自由応募・専門学校・縁故・学科外大学】

◎ 就職状況・内定者 ： １５７名 ９１％ （１１月３０日現在）

荒川Ｃ ７３名 ９０％、 品川Ｃ ８７名 ９６％

◎ 進学状況・合格者 ： ９３名 ８９％ （１１月３０日現在）

荒川Ｃ ３８名 １００％、 品川Ｃ ６０名 ９０％

 

荒川キャンパスの進路状況

就 職 進 学
学生数 推薦斡旋 公務員 自己開発 編入学 各種学校 その他

希望 内定 希望 内定 希望 内定 希望 合格 希望 合格

情報通信 ２５ １３ １２ ０ ０ ０ ０ １１ １１ ０ ０ １

ロボット ３３ １９ １５ １ ０ １ ０ １０ １０ ０ ０ ２

航空宇宙 ３７ ２６ ２４ １ ０ ０ ０ ７ ７ ０ ０ ３

医療福祉 ３８ ２３ ２２ ０ ０ ２ １ １０ １０ ３ ０ ０

計 １３３ ８１ ７3 ２ ０ ３ １ ３８ ３８ ３ ０ ６

90.1%                                    100%

専攻科 １５ 6 ５ ０ ０ ０ ０ ７ ５ ０ ０ 2

83.3%                                       71.4%

 

キャリア構築のための進路支援の状況

１０月１３日：３年生 講義 「進路を考える」
首都大・学生キャリア支援室・山田カウンセラー

１０月２６日：４年生・専攻科 講義 「自己理解のために」
首都大・学生キャリア支援室・山田カウンセラー

１１月 ７日：４年生・専攻科・３年自由

講演 「就活直前セミナ・企業の立場から」
矢崎総業㈱・総務人事室 三谷哲也 採用担当部長

１１月１８日：４年生・専攻科・３年自由

講演 「就業の楽しさ、中小企業のものづくり」
アベテクノシステム㈱ 吉原幸次 専務取締役

１２月 ６日：４年生 講義 「面接準備と自己ＰＲ」
首都大・学生キャリア支援室・山田カウンセラー

１月１８日：４年生 講義 「グループ面接の実際と模擬面接」
首都大・学生キャリア支援室・山田カウンセラー

☆12月、１月には進路支援室主催の進路ガイダンスが開催されます。
☆１２月には長岡技科大：７日・農工大：９日・豊橋技科大：12日・東工大：１４日
担当者が来校し編入学説明会が開催されました。

 

就職活動の方法は

学校推薦による方法 自由応募による方法

１）推薦を依頼された企業に対し、 １）希望する企業の採用試験を調

希望者を募り、学内で推薦者を べて、個人で受験すること。

選考し、応募する場合のこと。 ２）一般受験と呼ばれ、高専、大学

２）過去の実績に応じて多くの企業 過年度卒、再就職者等の大勢

から推薦枠を頂いています。 の受験者がいる場合が多い。

３）学校推薦は有利ですが、絶対に ３）企業、公務員、進学などの複

合格するわけではありません。 合した受験が可能で、内定の

４）推薦者がその企業から内々定を 辞退はできます。

得た場合は、内定を辞退する事 ４）学校の支援（公欠など）は受け

は出来ません。 られません。

５）５年への進級が確定したらＯＫ ５）１２月１日解禁日

 

就職？進学？

0%

20%

40%

60%

80%

２１年度 ２２年度 ２３年

就職希望

進学希望

その他

大学の就職率が悪化 ・・・・・・・・ほんとかな・・・・・・・工学系はほぼ１００％
高専からの就職が有利 ・・・・・・ほんとに・・・・・・・・高専は厳しくなりつつある

報道では 中身が
大学生の内定率は 文系、短大が 問われる

６５％程度 入っている

 

 
 

（出典 平成 23年 12 月 17 日 保護者会資料 抜粋） 

 

 就職の指導内容は、就職活動プロセスとスケジュール、就職情報の収集方法、就職先の選択、応募

書類の書き方、就職試験（適性、学力、面接等）対策などである。実際の活動開始にあたっては、十

分な指導を行ったのち、学生からの「就職斡旋願」の提出により、就職指導室のスタッフおよび担任

によって指導を開始する。また、学生は第４学年からゼミナールで各教員の研究室に配属されるが、

配属先の指導教員による進路指導も行われている。進路支援室の教員並びに国語科の教員は、全学的
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に応募書類の書き方の指導を放課後に行っている（資料７－２－④－３）。また、法人の学生サポー

トセンターのキャリア・カウンセラーによる面接指導も行っている（資料７－２－④－４）。専攻科

進学や大学編入については、担任が中心となって進学希望先の情報収集の指導を行っている。学力検

査への対応は、試験分野により、それぞれの担当教員が一般科目・専門科目を問わず、個別に指導・

助言を行っている。また、最近では、多くの大学の教員が来校し、進学説明会を実施している（資料

７－２－④－５）。 
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資料７－２－④－３ 

進路支援 応募書類の書き方指導 

就職のための文章講座テキスト（抜粋） 
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（出典 就職のための文章講座テキスト 抜粋） 
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資料７－２－④－４ 

進路支援 

今年度の学生サポートセンターによる高専への支援事業について【カウンセリング実績】

〔高専品川キャンパス〕 〔高専荒川キャンパス〕

５日間　延べ１７名 ６日間　延べ３１名

日時 コース等 相談内容 日付 コース 相談内容

1 6月10日 専攻科 面接 1 6月22日 情報通信 自己分析

2 電子情報 面接 2 情報通信 面接

3 生産システム 面接 3 情報通信 面接

4 生産システム 面接 4 6月29日 ロボット 面接

5 6月17日 専攻科 面接 5 ロボット 面接

6 電気電子 面接 6 情報通信 面接

7 電気電子 面接 7 ロボット 面接

8 生産システム 面接 8 ロボット 面接

9 電子情報 面接 9 ロボット 面接

10 電子情報 面接 10 航空宇宙 公務員

11 生産システム 面接 11 7月1日 情報通信 ＥＳ

12 6月24日 電気電子 面接 12 7月6日 医療福祉 公務員

13 生産システム 面接 13 　 医療福祉 面接

14 電気電子 面接 14 情報通信 面接

15 7月1日 生産システム 履歴書 15 医療福祉 面接

16 生産システム 履歴書 16 7月13日 ロボット Ｇ面接対策

17 2月22日 専攻科 自己分析 17 ロボット Ｇ面接対策

18 ロボット Ｇ面接対策

19 ロボット 全般

20 ロボット Ｇ面接対策

21 航空宇宙 Ｇ面接対策

22 航空宇宙 Ｇ面接対策

23 航空宇宙 Ｇ面接対策

24 航空宇宙 Ｇ面接対策

25 航空宇宙 公務員

26 7月27日 医療福祉 面接対策

27 医療福祉 面接対策

28 医療福祉 面接対策

29 ロボット 面接対策

30 ロボット 面接対策

31 ロボット 面接対策  

 

（出典 管理課資料） 

 

 

資料７－２－④－５ 

進路支援 

 進学説明会 

学校説明会開催のお知らせ 

 

長岡技術科学大学（中川先生・電子系） 

日時：2 月 20 日（月） 16：45～ 

場所：3 階 第 5 講義室 
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東京農工大学（朝重氏） 

日時：2 月 27 日（月） 11：45～ 

場所：3 階 第 5 講義室 

 

対象者：大学進学を考えている学生 

（出典 進路支援室資料） 

 

 専攻科課程では、進路支援室と専攻科担当教員、特別研究指導教員とが連携し、進路指導を行って

いる。また、産業技術大学院大学をはじめ、他大学の教員による進学説明会も実施している（資料７

－２－④－６）。 

 

資料７－２－④－６ 

進路支援 

 進学説明会 

産業技術大学院大学説明会について 

 

１ 日時 

  平成 24 年 2 月 27 日（月）  15 時～16 時 

 

２ 場所 

  高専品川キャンパス 5 階 遠隔講義室 

  高専荒川キャンパス 5 階 専攻科第 3 講義室 

 

３ 内容 

 （１）産業技術大学院大学の説明 

 産業技術研究科長 川田 誠一教授 

 （２）産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻の説明  

情報アーキテクチャ専攻長 酒森 潔教授  

（３）産業技術大学院大学 創造技術専攻の説明 

創造技術専攻長 福田 哲夫教授 

 （４）特別推薦入試のスキーム説明 

創造工学専攻長 齋藤 敏治教授 

 （５）質疑応答 

 

４ 対象 

 （１）専攻科 1 年生 

 （２）本科 5 年生 

 （３）本科 4 年生 

 

（出典 進路支援室資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

進路指導については、準学士課程は進路支援室と学級担任、卒業研究（ゼミナール）指導教員が、

専攻科課程では進路支援室と専攻科担当教員、特別研究指導教員が、それぞれ連携して行っている。

ガイダンスや応募書類の書き方、面接指導、説明会の実施などの必要な指導を実施して、実際の就職

や進学の実績につなげている。 

以上のことから、進路指導を行う体制が整備され、機能していると判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 学生による学生支援の仕組みとして、平成22年度からスチューデント・アシスタント制度を整備し、

編入学生や成績不振者、端末室での自習者への支援を開始したことは、優れた取組として評価できる。 

 

（改善を要する点） 

 障害のある学生への支援は、現状では個別の事例に対する支援チーム方式で対応しているが、今後

は対象となる学生の増加も予想されるため、制度の再構築が必要である。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

本校では、学習を進める上でのガイダンスが新入生、在学生それぞれに適切に実施されている。ま

た、学習活動への相談・助言は、準学士課程では学級担任制、専攻科課程では指導教員制によりきめ

細かく行われている。更にオフィスアワーやスチューデント・アシスタント（ＳＡ）制度も整備され

ている。ＳＡ制度は利用率、満足度ともに高くなっているが、オフィスアワーの認知度が低く今後の

課題である。 

 本校では、自主的学習スペースとして図書館を設置して各種サービスの充実に努めており、また端

末室、各種実験実習施設を一定の条件の下で開放している。厚生施設としては学生食堂があり、図書

館と並んで利用状況や満足度も良好である。コミュニケーションスペースとしては、各キャンパスと

も屋内外に交流スペースを設置している。 

 学生支援に関する学生のニーズは、平成23年度に実施した学生生活実態調査により把握している。

TOEIC等の英語検定試験はほぼ全員が受験しており、その他の資格試験等についても受験の推奨、課

外講習の実施、学外学修単位の認定などを通じて積極的に支援している。海外留学についても、短期

の海外語学研修を実施して学生のニーズを満たすとともに、海外の教育機関との協定や留学に関する

手続きなど支援環境の整備に努めている。 

 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制としては、編入学生に対するＳＡ制度を活用

した学習支援、障害（発達障害を含む。）のある学生への学習支援体制、成績不振学生向けの校内塾

の実施などが整備されており、必要に応じて行っている。 

 学生の課外活動については、学生主事を責任者として学生室が所掌しており、また、全ての教員が

いずれかの部活動等の顧問として指導・助言を行っている。資金面での支援や、施設面の整備もそれ

ぞれ行われており、実際に機能している。また、平成22年度から課外における学生のものづくり活動

を支援するために「未来工房」を設置した。 

 学生の生活指導については、学生主事を責任者として学級担任、学生室、学生委員会等が連携して
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行っている。学生相談や学校保健は、学生相談室、保健室、学校医、スクールカウンセラーによる体

制が整備されており、相談状況をみても実際に機能している。経済面の支援では、各種奨学金等の紹

介、受給手続きのほか、学校（法人）としての授業料の減額・免除制度等を設けており、実際に利用

されている。 

 障害（発達障害を含む。）のある学生の生活支援等は、学習支援と同じ「支援チーム」が併せて行

っている。現在のところ、生活上の特別な支援を必要とするケースはないが、今後そうした状況が生

じた場合には個別に支援チームを編成して対応することになっている。 

 進路指導については、準学士課程は進路支援室と学級担任、卒業研究（ゼミナール）指導教員が、

専攻科課程では進路支援室と専攻科担当教員、特別研究指導教員が、それぞれ連携して行っている。

ガイダンスや面接指導等の必要な指導を実施し、実際の就職や進学の実績につなげている。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい

施設・設備が整備され，適切な安全管理の下に有効に活用されているか。また，

施設・設備のバリアフリー化や環境面への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況）  

本校は、品川キャンパス37,134.15㎡、荒川キャンパス48,370.10㎡の校地を有し、高等専門学校設

置基準に定める学生１人当たり10㎡（各キャンパス学生定員832人）を十分満たしている。品川キャ

ンパスの建物は校舎、体育棟、プール棟、体育館の４棟で延べ床面積は計34,139.54㎡、荒川キャン

パスの建物は本館、実験実習館、体育館、展示館の４棟で延べ床面積は計30,819.55㎡ある（資料８

－１－①－１）。品川キャンパス内には同一法人の産業技術大学院大学が所在しているが、同大学の

専有部分（2,757㎡）を除いても、十分に高等専門学校設置基準を満たしている。 

 

資料８－１－①－１ 

土地建物 

公立大学法人首都大学東京定款（抜粋） 

別表（第 26 条関係） 

１ 土地 

（５） 東京都立工業高等専門学校 

名  称 所   在 地  積 評 価 額 

都立工業高等専門学校

敷地 
東京都品川区東大井一丁目237番 29,392.04㎡ 23,441,347,920円 

都立工業高等専門学校

敷地 （体育館） 
 同所 248番１ 7,742.11㎡ 6,642,730,380円 

計 37,134.15㎡ 30,084,078,300円 

 

（６） 東京都立産業技術高等専門学校 

名  称 所   在 地  積 評 価 額 

都立産業技術高等専門

学校（高専荒川キャン

パス）敷地 

東京都荒川区南千住八丁目１番４

８ 
48,370.10㎡ 13,156,667,200円 

 

２ 建物 

（５） 東京都立工業高等専門学校 

名  称 所   在 延べ床面積 評 価 額 

校舎 東京都品川区東大井一丁目237番地 29,904.70㎡ 7,274,840,310円 

体育棟  同 上 516.69㎡ 99,153,690円 

プール棟 東京都品川区東大井一丁目248番地 1,197.60㎡  110,062,438円 

体育館  同 上 2,520.55㎡  93,400,472円 

計 34,139.54㎡ 7,577,456,910円 
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（６） 東京都立航空工業高等専門学校 

名  称 所   在 延べ床面積 評 価 額 

本館 東京都荒川区南千住八丁目１番地48 21,325.83㎡ 3,357,109,108円 

実験実習館  同 上 4,986.66㎡ 851,308,071円 

体育館  同 上 3,271.79㎡  469,067,110円 

展示館  同 上 1,235.27㎡  188,849,184円 

計 30,819.55㎡ 4,866,333,473円 

 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京定款 抜粋） 

 

両キャンパスとも、校長室、教員室（研究室）、会議室、事務室、普通教室、演習室、実験実習室、

図書館、保健室、情報施設、語学学習施設、実習工場、体育館、講堂、課外活動施設、厚生施設など、

教育研究活動や教育課程の実現に必要な諸施設を備えている（資料８－１－①－２、３）。また、各

施設には利用する教職員や学生の数に応じて必要な種類及び数の機器等が配備されている（現地確認

資料）。 
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資料８－１－①－２ 

教育研究活動や教育課程の実現に必要な諸施設（高専品川キャンパス） 

 

（出典 平成２３年度学校要覧 p91） 
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資料８－１－①－３ 

教育研究活動や教育課程の実現に必要な諸施設（高専荒川キャンパス） 

 

（出典 平成２３年度学校要覧 p93） 
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施設利用については、個別の施設の稼動率について網羅的に調査した資料はないが、施設利用の予

約システムの導入や授業内容に応じた教室移動などにより、効率的かつ効果的な利用に努めている

（資料８－１－①－４、５）。また、平成23年度に実施した学生生活実態調査では授業外での主要施

設の利用状況を調査しているが、その結果からも一定の授業時間外の利用が認められる（資料８－１

－①－６）。 

 

資料８－１－①－４ 

施設利用 

 施設予約システム 予約状況の確認画面 

 

 

 

（出典 施設予約システム 画面画像） 
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資料８－１－①－５ 

施設利用 

教室移動して授業を行っている科目の教室
月 日 曜日 時間 クラス 科目 教室 学生番号

１～２限 1300 芸術 東棟　４階 音楽室　教室番号455 -

１～２限 2100 物理Ⅱ 中央棟４階　 物理実験室　教室番号４３１ -

１～２限 4400 都市通信網 東棟　５階 専攻科講義室B　教室番号５０３ -

１～２限 5400 日本文化史 西棟　６階 多目的PBL教室　教室番号６１１ -

西棟　１階 精密計測システム室　教室番号１０５ ３１０１～３１０９

西棟　１階 電気電子工学実験室　教室番号１１１ ３１１０～３１１８

西棟　５階 材料熱処理室　教室番号５１０ ３１１９～３１２７

北棟　１階 総合工場　教室番号１７９ ３１２８～３１３６

３～４限 1200 情報リテラシー 西棟　３階 端末室　教室番号３０９ -

３～４限 1400 芸術 東棟 ４階 音楽室　教室番号455 -

３～４限 3400 保健体育Ⅲ 柔道場 -

３～４限 5300 ソフトウェア設計Ⅲ 東棟　５階 情報システム実験室　教室番号５６０ -

５～６限 2100 機械設計製図 西棟　６階 第一製図室　教室番号６０９ -

５～６限 2200 物理Ⅱ 中央棟４階　 物理実験室　教室番号４３１ -

５～６限 3300 保健体育Ⅲ 柔道場 -

５～６限 5200 生産システム設計Ⅱ 西棟　６階 多目的PBL教室　教室番号６１１ -

東棟　７階 ソフト工学実験室　教室番号７５２ ５４０１～５４０９

東棟　７階 コンピューター応用実験室　教室番号７５０ ５４１０～５４１７

東棟　７階 通信工学実験室　教室番号７６６ ５４１８～５４２６

東棟　７階 ソフト工学実験室　教室番号７５２ ５４２７～５４３４

東棟　７階 情報処理実験室　教室番号７５３ ５４３５～５４４３

７～８限 3400 情報処理Ⅱ 西棟　３階 マルチメディア室　教室番号３１１ -

機械システム実験実習Ⅰ

５～８限 5400 電子情報工学実験実習Ⅲ

6月 18日 月曜日

１～４限 3100

 
 

 

（出典 公開授業週間見学者用配布資料 抜粋） 
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資料８－１－①－６ 

授業外での主要施設の利用状況 

 学生生活実態調査報告書（抜粋） 

本科 

12-1．「設備・施設」利用状況（Q36）

●設備・施設の利用状況をみると、「学生食堂」（75.8％）「教室」（74.1％）「図書館」（73.8％）で、7割を超える利用率となっている。

「情報センター」では知らない人が14.7％存在する。

 

 

(N=1519)
※利用

している計

※利用して

いない＋

知らない計

A 教室 74.1 25.3

B 実験設備 24.2 75.0

C 図書館 73.8 25.5

D 情報センター 16.4 83.1

E 工場 18.0 81.3

F 未来工房 9.6 89.8

G ホール 14.9 84.3

H 体育館 30.3 69.0

I 運動場 25.6 73.8

J 学生食堂 75.8 23.5

47.0

8.5

23.1

3.6

6.5

5.7

4.2

12.3

11.1

41.2

27.1

15.7

50.7

12.8

11.5

3.9

10.7

18.0

14.5

34.6

18.1

41.0

18.8

40.1

33.6

23.6

36.1

30.0

31.7

15.1

5.9

31.1

5.4

28.4

44.5

56.9

44.4

36.5

39.4

6.9

1.3

2.9

1.3

14.7

3.2

9.3

3.8

2.5

2.7

1.5

0.6

0.8

0.7

0.5

0.7

0.6

0.9

0.7

0.6

0.7

よく利用

している

ときどき利用

している

ほとんど利用

していない

まったく利用

していない

その設備・施設が

あることを知らない

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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 専攻科 

9-1．「設備・施設」利用状況（Q27）

●設備・施設の利用状況をみると、「図書館」（76.9％）「学生食堂」（70.8％）で、7割を超える利用率となっている。以下「専攻科学生研究室」

（66.2％）
「専攻科実習室」（63.1％）などが6割台。
一方、「ホール」「運動場」「体育館」「情報センター」などの利用率は1割に満たない水準。

 

 

(N=65)
※利用

している計

※利用して

いない＋

知らない計

A 専攻科実習室 63.1 36.9

B 専攻科学生研究室 66.2 32.3

C 実験設備 55.4 43.1

D 図書館 76.9 21.5

E 情報センター 9.2 89.2

F 工場 38.5 60.0

G ホール 6.2 92.3

H 体育館 9.2 89.2

I 運動場 9.2 89.2

J 学生食堂 70.8 27.7

43.1

47.7

32.3

35.4

6.2

18.5

1.5

3.1

1.5

46.2

20.0

18.5

23.1

41.5

3.1

20.0

4.6

6.2

7.7

24.6

18.5

16.9

29.2

20.0

40.0

23.1

40.0

33.8

38.5

26.2

13.8

7.7

9.2

-

33.8

33.8

49.2

52.3

47.7

1.5

4.6

7.7

4.6

1.5

15.4

3.1

3.1

3.1

3.1

-

-

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

よく利用

している

ときどき利用

している

ほとんど利用

していない

まったく利用

していない

その設備・施設が

あることを知らない

無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%  

 

 

（出典 学生生活実態調査報告書 抜粋） 

 

施設・設備は、各キャンパスの管理課（会計係）に施設担当を置き、管理課長の下で適切に管理し

ている。また、実際の維持管理業務は専門の業者に委託している（資料８－１－①－７）。安全管理

については、主要施設の利用に関する規定を定め、利用上の注意事項等を学生生活ハンドブックに掲

載して注意を促している（資料８－１－①－８）。また、キャンパスごとに安全衛生委員会を設置し、

総括安全衛生管理者の下、キャンパス施設内の安全管理の体制を整備している（資料８－１－①－

９）。 
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資料８－１－①－７ 

施設・設備に関する業務委託 

施設・設備に関する業務委託一覧

品川キャンパス

番号 業務委託名

1 高専品川キャンパス・産技大品川シーサイドキャンパスの警備管理業務・設備等管理業務委託

2 高専品川キャンパス・産技大品川シーサイドキャンパスの清掃・環境整備建物管理業務委託

3 高専品川キャンパス・産技大品川シーサイドキャンパスの電力供給契約（単価契約）

4 平成24年度放送設備保守点検委託

5 平成24年度害虫駆除業務委託契約

6 平成24年度エレベーター設備点検保守委託

7 平成24年度高専品川キャンパスプール屋根開閉装置の保守点検委託

8 平成24年度電動舞台装置等保守点検委託

9 平成24年度貯水槽等清掃委託

10 平成24年度産技大SC・高専品川C飲料水等水質検査業務委託契約

11 平成24年度中央監視装置保守点検委託

12 平成24年度 植栽管理委託

13 平成24年度電動ダムウェーター設備保守点検委託

14 平成24年度電話交換設備保守委託

15 平成24年度特殊空調設備点検保守等業務委託

16 平成24年度産業廃棄物収集運搬処理委託（単価契約）

17 平成24年度一般廃棄物等収集運搬処理委託（単価契約）

18 平成24年度ﾌﾟｰﾙろ過設備保守点検委託

19 平成24年度避雷設備点検業務委託

20 平成24年度ばい煙測定委託

21 平成24年度クレーン点検委託

荒川キャンパス

番号 業務委託名

1 東京都立産業技術高等専門学校(荒川キャンパス)建物管理委託

2 東京都立産業技術高等専門学校(荒川キャンパス)校舎清掃委託

3 東京都立産業技術高等専門学校(荒川キャンパス)校地・外構清掃委託

4 飲料水等水質検査委託

5 東京都立産業技術高等専門学校(荒川キャンパス)廃棄物及び資源ごみ収集・運搬委託(単価契約)

6 東京都立産業技術高等専門学校(荒川キャンパス)廃棄物処分委託(単価契約)

7 ホイストクレーン点検委託

8 災害対策用ろ水器の保守点検委託(平成９年度設置分)
 

 

（出典 管理課資料） 
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資料８－１－①－８ 

施設安全管理の学生への注意喚起 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

 高専品川キャンパス 

 

 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準８ 

- 465 - 

 

 

 高専荒川キャンパス 

 

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 

 

資料８－１－①－９ 

キャンパス施設内の安全管理の体制 

公立大学法人首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校（高専品川キャンパス）安全衛生委員会設置要綱 

制定 平成２０年４月１日 

（目的） 

第１条 東京都立産業技術高等専門学校（高専品川キャンパス）に勤務する教職員の安全衛生及び健康管理に関わる

事項を調査審議することを目的として、高専品川キャンパス安全衛生委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（会議の職務） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議することを職務とする。 

 (1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項 

 (2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項 

 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関する事項 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、教職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項 

（委員会の構成） 
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第３条 会議は、次の各号の委員をもって構成する。 

(1) 総括安全衛生管理者 １名 

(2) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 ２名 

(3) 労働安全又は衛生について経験を有する者 ３名以上 

(4) 産業医 １名 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、総括安全衛生管理者とし、高専品川キャンパス管理課長を持って充てる。 

３ 委員長は、委員会を招集し主宰する。 

４ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 任期中の委員が退任した場合、新任委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第６条 委員会は、委員長が必要と認めたときに召集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 委員会の庶務は、管理課庶務係において行う。 

４ 委員会の職務、構成、その他必要な事項については、別に定める。 

（委員以外からの意見の聴取） 

第７条 委員長は、必要があると認めたときは、議事に関係のある教員又は職員の出席を求めることができる。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 20 年 7 月 4 日 20 産技専品管第 438 号） 

 この要綱は、平成２０年７月４日から施行する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校（高専品川キャンパス）安全衛生委員会設置要綱） 

 

 

バリアフリー化については、エレベーター（障害者用を含む。）、スロープの設置、階段等への手

すりの設置、障害者用トイレの整備などが行われている。 

教育研究にふさわしい環境の整備については、施設改修マスタープランを策定し、計画的に改修等

を行っている（現地確認資料）。また、２キャンパス間の教育研究活動を円滑かつ効果的に実施する

ための遠隔会議（講義）システムや、学生への情報伝達を適切に行うためのデジタルサイネージシス

テムを導入した（資料８－１－①－10、11）。さらにエコキャンパス・グリーンキャンパス推進基本

計画を策定し、環境・省エネについても配慮している（資料８－１－①－12）。 
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資料８－１－①－１０ 

遠隔会議（講義）システム設備 

産技高専テレビ会議システムについて（概要）

１　接続（図）

高専品川キャンパス 高専荒川キャンパス

２階 小会議室 ２階 小会議室

３階 大会議室 ２階 大会議室

４階 合同講義室 ９階 会議室

ICTモデル教室 ICTモデル教室
（６階 多目的PBL教室） （７階 第１講義室）

遠隔講義教室 遠隔講義教室
（３階 情報センター講義室） （３階 第５講義室）

専攻科教室 専攻科教室
（５階 遠隔講義室） （５階 専攻科第３講義室）

２　テレビ会議システムの仕様

(1) 映像解像度
1920×1080 (1080p) /30fps フルHD（ハイビジョン）

(2) 多地点接続
システム設置のどの会議室、教室間でも遠隔会議の実施が可能。
自局を含め最大４拠点の接続が可能。（HD分割画面会議）

(3) 首都大学東京の各キャンパスとの接続
H21年度に首都大で導入したものと同機種を設置。将来的には遠隔会議の実施が可能。

イメージ

首都大学東京
南大沢キャンパス
日野キャンパス
荒川キャンパス

回線

SINET4

既
存
校
内
L
A
N

既
存
校
内
L
A
N

学
術
情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク

（
国

立

情

報

学

研

究

所

が

構

築

、
運

用

）

 

 

（出典 管理職会議資料 抜粋） 
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資料８－１－①－１１ 

学生への情報伝達設備 

 

（出典 管理職会議資料 抜粋） 
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資料８－１－①－１２ 

環境・省エネへの配慮 

エコキャンパス・グリーンキャンパス推進基本計画（抜粋） 

＜東京都立産業技術高等専門学校＞ 

１ はじめに 

    地球温暖化問題をはじめ、環境問題に対する社会的関心が高まっている現在、本校としても、こうした課題に

積極的に取り組み、具体的な目に見える成果をあげ、社会的責任を果たしていく必要がある。 

 この基本計画は、環境問題に対する本校の基本的な方針を示し、今後、具体的対策を検討、実施する中で、

法令による削減義務を達成することはもちろん、学校として可能な限り、環境問題の改善に貢献していくこと

を目指し、策定するものである。 

２ 計画期間 

平成２４年度から２６年度までの３か年 

（条例上の計画期間※1 を一つの区切りと考え、条例上の第一計画期間のうち次年度以降の残りの期間（年

度）とする） 

  ※１ 条例上の削減計画期間は以下のとおり。（対象は南大沢キャンパスのみ） 

【第一計画期間】平成２２～２６年度（年平均８％の温室効果ガス削減義務） 

 【第二計画期間】平成２７～３１年度（年平均１７％の温室効果ガス削減義務） 

※２ 本基本計画策定後は、速やかに、実施計画である２４年度の年度計画の策定に着手する。 

※３ 平成２７年度以降については、今後の計画進捗状況を見極めながら、２５年度に改めて基本計画を策定

する。 

※４ 省エネ法により、両期間を通じて法人全体に年１％の使用エネルギー削減義務が課され 

ている。 

３ 計画策定に当たっての基本的な考え方 

○  法令の削減目標を達成しつつ、さらに可能な範囲での取組を推進する。 

○  本校に求められている社会的責任を十分に踏まえ、計画的かつ自発的に環境に配慮した行動を積極的に進

める。 

○  法人が策定した基本方針（公立大学法人首都大学東京環境保護方針）を具体化する形で策定する。 

 その際、基本方針の５つの柱について、施策を効果的、有機的に進めるため、本校の環境マネジメントが

十分に機能するよう特に留意する。 

                       環境負荷軽減 

環境マネジメント     ⇔      環境教育 

                （ＰＤＣＡサイクル） 環境研究 

                      地域社会貢献 

４ 関連主体  

      教職員、学生 

５ 計画内容（概要については別表を参照のこと） 

 

（出典 エコキャンパス・グリーンキャンパス推進基本計画 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

品川、荒川各キャンパスとも十分な校地と施設・設備を有し、それぞれ教育研究活動にふさわしい

整備と利用がなされている。また、総括安全衛生管理者の下、安全管理の体制も整備され、安全に利

用できる環境が確保されている。バリアフリー化や環境面での配慮についても一定の整備が行われて

いる。 

 以上のことから、教育研究組織の運営や教育課程の実現にふさわしい施設・設備が整備、有効利用

され、安全管理、バリアフリー化、環境面への配慮がなされていると判断できる。 

 

 

観点８－１－②： 教育内容，方法や学生のニーズを満たすＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理

の下に適切に整備され，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、品川キャンパス、荒川キャンパスそれぞれに教育用計算機設備、情報ネットワーク設備

及び視聴覚設備を有し、教育研究に利用されている（資料８－１－②－１～３）。情報センターの計

算機は全てネットワークに接続され、学内のみならず、外部との通信も可能である。また、校内のほ

とんどの部屋に情報コンセントや無線ＬＡＮ機器が設置され、教職員、学生は随時インターネットを

利用することができる。施設の利用については各キャンパスで規程及び学生心得を作成し、学生生活

ハンドブックに掲載して周知を図っている（資料８－１－②－４）。端末室は上級学生が下級学生の

学習相談や助言を行う「スチューデント・アシスタント」の管理の下、日時を決めて自主学習用に開

放している（資料８－１－②－５）。 
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資料８－１－②－１ 

ＩＣＴ環境 

 ネットワーク構成図（高専品川キャンパス） 

インターネット

品川ケーブルテレビ
ネットワーク

品川学内ＬＡＮ網

SINET

キャンパス間ネットワーク
VPN網

凡例

ファイアウォール サーバ

ルータ

クライアントPC

スイッチ

ネットワーク網

品川図書館

ファイアウォール

サーバスイッチ

端末接続用L2スイッチ

ルータＶＰＮルータ

≪仮想サーバ ESX 2≫

・AD/DNS 2 ／ FILEサーバ

・学生用メール
・PROXY

・NFSサーバ

・LDAP3

・webcith

≪仮想サーバ ESX 1≫

・AD/DNS 1

・LDAP 1
・POP・内部メールDNS

・外部メールDNS
・web

ディスクアレイ装置 DX60
ETERNUS

スイッチ

PROXY/NTPサー

バ
≪MACサーバ郡 3台≫

・MAC netbootサーバ1

・MAC netbootサーバ2
・MAC ファイルサーバ(Wiki)
(redmine)

≪VIDサーバ郡 6台≫

・VID管理サーバ(vCener

/瞬快サーバWSUS/DHCP)
・VID IO Windows 1

・VID IO Windows 2

・VID IO Linux 1

・VID IO Linux 2

・VID IO Linux 3

専攻科サーバ ee電気電子
コースサーバ

7F

5F

3F

2F

1F

L2スイッチ

L2スイッチ ×2

マルチメディア

プログラム相談室

CAI室

CAD室

端末室

L2スイッチ ×3

ルータ

基幹L3スイッチ ×2

L2スイッチ ×2

L2スイッチ ×2

L2スイッチ

L2スイッチ

L2スイッチ ×3

L2スイッチ ×3

L2スイッチ ×3

ストレージ装置

プリンタ

品川DMZ

図書館ネットワーク網

高
専
荒
川
キ
ャ
ン
パ
ス

 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校 校務支援システム設計サポート業務委託最終報告書 抜粋） 
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資料８－１－②－２ 

ＩＣＴ環境 

 ネットワーク構成図（高専荒川キャンパス） 

インターネット

荒川学内ＬＡＮ網

SINET

キャンパス間ネットワーク
VPN網

荒川図書館

ルータ ＶＰＮルータ

USEN
ネットワーク

ファイアウォール

基幹L3スイッチ ×2

サーバスイッチ

≪仮想サーバ ESX 2≫

・AD/DNS 2 ／ FILEサーバ

・学生用メール
・PROXY

・NFSサーバ

・LDAP3

≪仮想サーバ ESX 1≫

・AD/DNS 1

・LDAP 1
・POP・内部メールDNS

・外部メールDNS

・web

スイッチ

ルータ

PROXY/NTPサー

バ≪MACサーバ郡 3台≫

・MAC netbootサーバ1

・MAC netbootサーバ2
・MAC ファイルサーバ

≪VIDサーバ郡 6台≫

・VID管理サーバ(vCener

/瞬快サーバWSUS/DHCP)
・VID IO Windows 1

・VID IO Windows 2

・VID IO Linux 1

・VID IO Linux 2

・VID IO Linux 3

Net Academyサー

バ
Webclassサーバ

ディスクアレイ装置 DX60
ETERNUS

図書館ネットワーク網

基幹LANセンタースイッチ

1F 総合情報センター端末室

L2スイッチ ×3

クライアント × 48台
中間モニタ × 23台

プリンタ× 2台

7F プログラム演習室

L2スイッチ ×3

クライアント × 48台
中間モニタ × 23台

プリンタ× 2台

7F 情報工学実験室

L2スイッチ

クライアント × 10台

プリンタ× 1台

5F CAI教室

L2スイッチ ×3

6F 情報演習室

L2スイッチ

5F 情報演習室

L2スイッチ

3F EPS室

L2スイッチ

2F 図書館

クライアント × 25台
(組み込み機器演習用端末)

プリンタ× 1台

クライアント × 47台
中間モニタ × 23台

プリンタ× 2台

クライアント × 18台

プリンタ× 1台

クライアント × 8台

プリンタ× 1台

高
専
品
川
キ
ャ
ン
パ
ス

凡例

ファイアウォール サーバ

ルータ

クライアントPC

スイッチ

ネットワーク網

ストレージ装置

プリンタ

 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校 校務支援システム設計サポート業務委託最終報告書 抜粋） 
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資料８－１－②－３ 

ＩＣＴ環境 

 情報センター 

  

（出典 平成２３年度学校要覧 p66） 
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資料８－１－②－４ 

ＩＣＴ施設利用の周知 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

    

    

 

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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資料８－１－②－５ 

ＩＣＴ施設利用（自主学習）の周知 

 2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

    

     

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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また、ＩＣＴ活用教育の推進のため「ＩＣＴモデル教室」を各キャンパスに１か所ずつ整備し、平

成23年度から運用を開始した。本教室には、学生ひとり当たり１台のタブレット端末や電子黒板、書

画カメラなどの機器を常備し、それらのICT機器を活用した授業が展開されている（資料８－１－②

－６）。 

 

 

資料８－１－②－６ 

ＩＣＴモデル教室 

 高専品川キャンパス操作マニュアル（抜粋） 

 

 高専荒川キャンパス操作マニュアル（抜粋） 
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教室用タブレット型 PC を活用した授業（３･４年一般選択「経営学」品川キャンパス） 

 
ＩＣＴ活用計画（抜粋） 

１ ICT モデル教室の活用 

(1) ICT モデル教室の整備 

  平成２２年度末に品川、荒川両キャンパスに各１教室「ICT モデル教室」を整備する。 

（ICT モデル教室の概要） 

 ア 教室 

 ・高精細度テレビ会議システムにより両キャンパスを結んだ遠隔授業が可能 

 ・スクリーンのほか、可動式のプラズマディスプレイも複数設置し、動画を含めた多様な情報を

教材として提示した授業が可能 
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 ・一部のディスプレイはタッチパネル機能を有し、電子黒板としての利用が可能 

 ・教室に書画カメラを配置し、実験の細かな手元作業等をディスプレイに拡大して表示が可能 

 ・グループ学習から発表（プレゼンテーション）までの流れに応じて自由に動かせる机・イスを

配置 

 イ 教室用タブレット型 PC 

 ・教室で使用するタブレット型 PC を教室収容人数分用意 

・教室の学生全員が無線 LAN を利用しタブレット型 PC で通信を行うことが可能 

 ・リアルタイムコメントやクリッカー機能を利用し授業途中での理解度測定や対話型授業が可能 

 (2) ICT モデル教室の活用 

多様な形式の授業を可能にする柔軟性の高い ICT モデル教室でさまざまな実験的授業を実施

し、課題点等を見つけながら普通教室での展開や情報端末の授業での利用の可能性を探ることと

する。 

（教員研修） 

  ICT モデル教室での授業が行えるよう、教室に設置した機器の使用に関する教員向けの研修を

実施する。 

 

（出典 遠隔会議システム操作マニュアル及びＩＣＴ活用計画 抜粋） 

 

 

本校のＩＣＴ化の推進や情報セキュリティ対策の検討、情報関係共用施設の管理運営などを一元的

に行うため「情報化推進センター」を設置している（資料８－１－②－７）。また、情報機器やネッ

トワークの管理は専門業者に委託している。業者が派遣するシステムエンジニアが学校に常駐し、ヘ

ルプデスクとして個別のトラブルや相談に応じるとともに、システム監視を行っている（資料８－１

－②－８）。セキュリティシステムとしては、学内では利用無制限のウイルスチェックソフトが運用

されており、外部ネットワークとの入口ではウイルスチェックが常時行われている。 

本校を設置運営する公立大学法人では、情報セキュリティに関する規則及び基本方針を定めている

（資料８－１－②－９、10）。これを受けて、本校では情報セキュリティに関する対策基準を整備し

ている（資料８－１－②－11）。 
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資料８－１－②－７ 

情報化推進センターの設置 

 情報化推進センター設置概要案 

 

（目的） 

 本校の業務全般における情報化を総合的に推進するため（「ICT 活用計画」の推進組織） 

（組織・人員） 

 センター長を置く。センター長は校長補佐とする。 

 各キャンパス教員若干名をセンター員として充てる。管理課からセンター担当職員を充てる。 

（経費） 

 H24 は、旧メディア教育支援室及び情報センター経費を充てるとともに、ICT 活用計画の推進に

必要な経費を別途措置する。 

（施設・設備） 

 旧情報センター管理施設を中心に、別表に管理範囲を明記する。 

（業務） 

 情報化の推進に関する企画、立案 

 情報化の推進に関する事業の実施 

 ICT 活用環境及び情報セキュリティ環境の整備 

 センター所管施設、設備等の管理及び運営 

（統制） 

 センター長は、各事業年度の開始までに（ICT 活用計画に基づいて）年間事業計画を策定し、総

合調整会議に諮る。 

 センター長は、定期（四半期ごと）又は臨時に業務の状況を総合調整会議に報告する。 

 点検及び評価は、毎年度の自己点検・評価による。 

 総合調整会議は、センター所掌業務のうち、特に重要な案件を指定することができる。 

 センター長は、指定された重要案件を処理する場合には、事前に総合調整会議に諮らなければな

らない。 

（H24 主要業務） 

 ・学生用情報端末導入の検討 

 ・教育の ICT 化の推進（ICT 研修、教材等 DB 化、電子ポートフォリオ、電子シラバス etc…）→

教育改革推進会議（？）の仕切り。教育企画改善室、教務室と要連携 

 ・校務支援システムの開発・導入準備 

 ・情報セキュリティ環境の整備（ポリシーの下位規程類の整備） 

 ・管理業務委託の検証 

 

 

（出典 管理課資料） 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準８ 

- 480 - 

 

資料８－１－②－８ 

情報機器・ネットワークの管理委託 

 東京都立産業技術高等専門学校情報センターシステム等運用管理業務委託仕様書（抜粋） 
別紙２　業務内容

カテゴリ 備考
運用マネジメント 1 運用管理計画 1 計画策定 1 リース、保守事業者等との調整

2 運用管理実施計画の提案、協議 本校と協議の上、策定
3 運用管理実施計画の改善提案

2 サービスレベル管理 1 サービスレベル目標値設定 1 サービスレベル目標値の設定 本校の示す目標値（案）を基準とする
2 サービスレベル実績管理 1 サービスレベル達成状況の報告 毎月１回報告

2 本校関係者との定例会 四半期に１回を目途に開催
3 サービスレベル改善提案 1 サービスレベル項目、目標値の見直し、システム構成等の改善提案 定例会開催期を目途に実施

2 改善の実施 内容により経費は別途協議
3 重大障害対応 1 重大障害統制 1 重大障害時の臨時報告、対策提案、調整

2 復旧対応策・正式対処策の検討、作業統制、実施
2 電気設備点検等の停電対応 1 電気設備点検による全館停電に伴う機器のシャットダウン等の対応と復旧対応 電気設備点検は年１回実施

4 常駐時間外対応 1 緊急連絡窓口 1 常駐時間外の緊急連絡の窓口
2 緊急対応 1 緊急障害の原因の一次切り分け、関係者への通報 本校が緊急障害と判断したもの

2 緊急障害の対応
5 作業管理 1 作業環境管理 1 常駐作業用機材（クライアントPC）等の準備、設定、管理

2 常駐作業用事務消耗品等の準備、管理
2 作業支援 1 常駐作業の支援

システム運用管理 1 システム管理 1 ハードウェア管理 1 ハードウェア構成情報（構成図等）のドキュメント修正
2 ハードウェア変更履歴情報のドキュメント修正
3 ハードウェア情報のドキュメント管理

2 ソフトウェア管理 1 ソフトウェア構成情報のドキュメント修正
2 ソフトウェア環境設定情報のドキュメント修正
3 ソフトウェア変更履歴情報のドキュメント修正
4 ソフトウェア情報のドキュメント管理

3 ネットワーク管理 1 ネットワーク全体の構成管理
2 ネットワークアドレス管理
3 ネットワーク情報の管理

① ネットワーク構成情報（構成図等）のドキュメント修正
② ネットワーク環境設定情報のドキュメント修正
③ ネットワーク情報のドキュメント修正

4 TCP／IPのポート管理
4 稼働管理 1 稼働スケジュール（月次・日次等）の管理

2 稼働状況の監視
3 手順書の整備を含む運用ドキュメントの管理

5 セキュリティ管理 1 セキュリティ情報の入手等、セキュリティ改善対応
2 FireWallのログ定期解析、報告（１回／月）
3 Webサーバコンテンツの改ざん監視、目視確認、通報
4 ウイルスチェックの実行、ウイルス検知・通報
5 ウイルスの駆除
6 ウイルスパターンファイルの更新・確認
7 対象システムに関するセキュリティ情報の収集、提供
8 Microsoft製品に関するセキュリティ情報の収集、提供

6 データ管理 1 バックアップの取得、データ管理及び世代管理
2 システム監視 1 使用状況監視 1 CPU使用状況の監視、分析、チューニング提案

2 メモリ使用状況の監視、分析、チューニング提案
3 ディスク使用状況の監視、分析、チューニング提案

2 サーバ／ネットワーク監視 1 サーバ／ネットワークの監視
3 システムメッセージ監視 1 ハードウェアの異常メッセージ監視

2 ソフトウェアの異常メッセージ監視
4 ログファイル監視 1 ソフトウェア個別ログファイルの監視

3 インターネットサーバ管理 1 インターネットサーバメンテナンス 1 FireWallサーバの設定変更
2 Mailサーバ設定変更（利用者登録、メーリングリスト設定）
3 PROXYサーバの設定変更
4 DNSサーバの設定変更（登録サーバ増減時の設定変更）
5 公開Webサーバメンテナンス

2 インターネット稼働状況分析 1 Mail稼働状況の分析、報告
2 Web稼働状況の分析、報告
3 ポート使用率の分析、報告

4 メンテナンス管理 1 ソフトウェアメンテナンス管理 1 障害修正・レベルアップ版ソフトの適用検討、適用テスト、実施計画の立案及び提案
2 ソフトウェアメンテナンスの実施 内容により経費は別途協議

2 データベースメンテナンス 1 データベースのメンテナンス
5 ユーザー管理 1 ユーザー管理 1 ユーザーアカウント登録／削除処理 リース業者と作業分担

2 パスワード管理
3 端末登録処理
4 利用者管理（システムごとの利用者登録、ID/Passwd再発行／ディスク制限値変更）

6 障害対応 1 トラブル切り分け 1 障害発生時の一次窓口
2 原因の一次切り分け、関係者への通報

2 トラブル修復 1 トラブル箇所の原因調査・修復
2 施設、設備の原因調査・修復
3 ハードウェアの原因調査・修復
4 ソフトウェアの原因調査・修復
5 ネットワークの原因調査・修復

3 修復後リカバリ 1 トラブル箇所修復後のリカバリ
2 ソフトウェア環境（環境ファイル等）のリカバリ

4 障害情報管理 1 障害対応管理票の作成、管理、分析、報告
2 障害対応の進捗状況管理、連絡
3 障害対応状況の分析、報告

7 ヘルプサポート 1 利用者（本校教職員）支援 1 システム、ネットワーク等の利用支援
2 問い合わせ全般の一次窓口
3 質問、要望、相談への対応
4 ウイルスパターンファイルの更新・確認

2 テレビ会議支援 1 テレビ会議の接続支援
2 テレビ会議システム利用支援（PC資料提示の支援等）
3 消耗品（ハンドマイク、リモコンの電池等）の交換

3 タブレットPC利用会議支援 1 タブレットPC利用支援（校内無線LAN接続支援等）
2 タブレットPC設定支援 内容により経費は別途協議
3 会議資料の電子化支援

4 デジタルサイネージシステム運用支援 1 端末操作支援
2 表示スケジュール等の登録支援

5 ICTモデル教室機器利用支援 1 機器の接続及び操作の支援
2 教室据置きタブレットPCの管理
3 消耗品（ハンドマイク、リモコンの電池等）の交換

6 問い合わせ情報管理 1 問い合わせ管理票の作成、管理、分析、報告
2 FAQの作成、管理

8 消耗品管理 1 消耗品管理 1 消耗品（プリンタトナー等）の交換
2 消耗品の在庫管理、報告

作業内容作業区分 作業項目

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校情報センターシステム等運用管理業務委託仕様書 抜粋） 
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資料８－１－②－９ 

法人の情報セキュリティ 

公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ規程 

平成 22 年法人規程第 7 号  

制定  平成 23 年 2 月 21 日 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）の情報セキュリティを

確保するとともに、法人が管理する情報資産の保護及び円滑な利用を促進するため、必要な事項を

定める。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 情報システム コンピュータ、情報端末、通信回線等により、電子情報を処理するシステムを

いう。 

(2) 情報資産  次に掲げるものをいう。 

ア コンピュータネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体（以

下「情報システム等」という。） 

イ 情報システム等で取り扱う電磁的な情報 

ウ 情報システム等の仕様書及びネットワーク図等の情報システム関連文書 

(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 

なお、機密性とは、情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる

状態を確保することを、完全性とは、情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保す

ることを、可用性とは、情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断される

ことなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 

 （情報セキュリティ対策） 

第３条 理事長は、情報セキュリティ対策実施体制を整備し、情報資産を災害、不正、犯罪等の脅

威から保護するとともに、情報システム等の安定的かつ効率的な運用及び高度な安全性の確保に

努めなければならない。 

２ 理事長は、情報セキュリティ対策の基本となる情報セキュリティ基本方針を定め、情報セキュ

リティ対策における法人全体の統制を図る。 

３ 前項に定める情報セキュリティ基本方針の制定改廃に関する事項は、経営審議会の議を経て理

事長が定める。 

 

   附 則（平成 23 年 2 月 21 日  22 法人規程第 7 号） 

この規程は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ規程） 
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資料８－１－②－10 

法人の情報セキュリティ 
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（出典 公立大学法人首都大学東京情報セキュリティ基本方針） 

 

資料８－１－②－11 

情報セキュリティ対策基準 

東京都立産業技術高等専門学校 情報セキュリティ対策基準 

23 産技専管品第 1579 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

１． 目的 

東京都立産業技術高等専門学校 情報セキュリティ対策基準（以下、「本基準」という。）は、公

立大学法人首都大学東京情報セキュリティ基本方針（以下、「基本方針」という。）に基づき、東

京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）における情報セキュリティを確保するた

めに必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２． 用語の定義 

本基準における用語の定義については、公立大学法人首都大学東京 情報セキュリティ規程（以

下、「セキュリティ規程」という。）に定める定義と同様とし、セキュリティ規程に定められてい

ない用語、もしくは定義を補足した用語については、以下の通りとする。 

(1) 情報システム コンピュータ、情報端末、通信回線等により、電子情報を処理するシステム

をいう。 

(2) サーバ等の機器 情報システムを構成するサーバ及びネットワーク機器をいう。 
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(3) パソコン等 学内ネットワークに接続して、情報システムが提供する機能やデータを利用す

るためのパソコン、タブレット型端末、スマートフォン等をいう。 

(4) 教員等 本校に所属する教員、非常勤教員、学生等をいう。 

(5) 利用者 本校の情報システムを利用する教員等、関係業者、来校者をいう。 

 

３． 対象範囲 

本基準の対象範囲は、基本方針で定める対象範囲のうち、本校が保有する情報資産及び本校に関

係する者すべてとする。 

 

４． 本校の情報セキュリティに対する侵害の阻止 

情報セキュリティ責任者は、外部又は内部からの不正アクセスが検出された場合、情報セキュリ

ティ担当部局が定める緊急措置手順に従い、関連する通信の遮断又は該当する情報機器の切り離し

等、関係者に対して対応を指示する。 

不正アクセスが継続する場合には、当該情報機器又はそれを接続するネットワークについて、定

常的な利用の停止などの抑止措置をとることができる。 

 

５． 本校の情報セキュリティを損ねる加害行為の抑止 

学校の内外を問わず、あらゆる研究・教育機関、企業、組織団体、個人等の情報資産を侵害しては

ならない。また、本基準の他、情報セキュリティに関連する法令及び法人が定める規程等を遵守し

なければならない。 

 

６． 組織及び体制 

本校全体の情報セキュリティを統括管理するために、情報セキュリティ責任者、部局統括情報セ

キュリティ責任者を置く。 

情報セキュリティ責任者は校長をもって充てる。部局統括情報セキュリティ責任者は、副校長と

する。 

情報セキュリティ責任者は、品川、荒川の各キャンパスにキャンパス情報セキュリティ責任者を

置く。キャンパス情報セキュリティ責任者は、各キャンパスの教務主事を充てる。 

キャンパス情報セキュリティ責任者の責任のもとに、情報セキュリティ管理者を置き、必要に応

じてシステム管理者を置くものとする。情報セキュリティ管理者には、情報化推進センター長を充

て、システム管理者には情報システムを所管する教員を充てるものとする。 

情報セキュリティ担当部局は管理部に設置し、各キャンパスの管理課が担当する。情報セキュリ

ティ担当部局の管理者として、部局情報セキュリティ責任者を置き、管理部長を充てる。本校全体

の情報セキュリティに関する事項は情報セキュリティ担当部局が起案し、部局情報セキュリティ責

任者、各キャンパス情報セキュリティ責任者、及び部局統括情報セキュリティ責任者の承認を経

て、情報セキュリティ責任者が決定する。また情報セキュリティ担当部局は、本校におけるネット

ワークを管理する。 

 

７． 権限と責任 
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(1) 情報セキュリティ責任者 

情報セキュリティ責任者は、本校におけるすべての情報セキュリティに関する総括的な権限

と責任を有し、本校の情報セキュリティの維持及び強化に努めなければならない。 

(2) 部局統括情報セキュリティ責任者 

部局統括情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ責任者を補佐し、本校の情報資産が

適正かつ安全に運用されるように、情報セキュリティの維持並びに情報セキュリティ対策の強

化を具体的に推進しなければならない。 

(3) キャンパス情報セキュリティ責任者 

キャンパス情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ責任者、及び部局統括情報セキュ

リティ責任者と協力し、本校の情報資産が適正かつ安全に運用されるように、各キャンパスに

おける情報セキュリティの維持及び情報セキュリティ対策の強化を企画し、実施しなければな

らない。 

(4) 情報セキュリティ管理者 

情報セキュリティ管理者は、キャンパス情報セキュリティ責任者と連携し、本校全体で取り

組む情報セキュリティ対策を企画し、実施しなければならない。 

(5) システム管理者 

システム管理者は、キャンパス情報セキュリティ責任者を補佐し、担当する情報システムに

おける情報セキュリティの維持・強化に必要とされる物理的、人的、技術的な対策を実施しな

ければならない。 

(6) 部局情報セキュリティ責任者 

部局情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ責任者、及び部局統括情報セキュリティ

責任者、及びキャンパス情報セキュリティ責任者と協力し、本基準及び情報セキュリティ実施

手順（以下、「実施手順」という。）の維持及び情報セキュリティ対策を推進しなければなら

ない。 

(7) 情報セキュリティ担当部局 

情報セキュリティ担当部局は、部局情報セキュリティ責任者のもと、本基準及び実施手順の

維持及び情報セキュリティ対策の推進に努めなければならない。また情報セキュリティ担当部

局は、本校におけるネットワークの情報セキュリティの維持・強化に必要とされる物理的、人

的、技術的な対策を実施しなければならない。 

 

８． 情報の分類に応じた管理 

すべての情報は、非公開情報・公開情報といった情報の重要度による分類に応じ、それぞれ定め

られた情報セキュリティ保護対策を講じなければならない。 

 

９． 情報セキュリティ対策の実施 

４、５及び８に掲げた基準を満たすため、物理的、人的、技術的な情報セキュリティ対策の実施手

順を定め、運用しなければならない。また、本基準のすべての対象者（人材の国際化に伴い、国や

地域による情報セキュリティに対する意識の違い、及び機密情報の定義や取扱い方法に違いがある

ことを考慮する）に、それぞれに応じた教育、研修、啓発等を行い、情報セキュリティの重要性を
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理解させなければならない。 

 

１０．違反者への措置 

本基準及び実施手順に違反した者に対しては、情報セキュリティ責任者は、権限を有する意思決

定機関に処分の勧告を行うことができる。 

 

１１． 例外事項 

本校の情報セキュリティに対し脅威が発生し、又は発生する恐れがあるとき、情報セキュリティ責

任者、部局統括情報セキュリティ責任者、キャンパス情報セキュリティ責任者、及び部局情報セキ

ュリティ責任者が、その影響及び被害を最小化するために実施した措置に対し、本基準及び実施手

順に掲げる遵守義務を免除することがある。 

情報セキュリティ責任者は、脅威に対する影響及び被害を最小化するためにやむを得ないと判断し

たとき、必要な改善措置がなされるまで本基準及び実施手順について時限的例外措置を設けること

ができる。 

 

１２． 評価と更新 

(1) 情報セキュリティ自己点検 

情報セキュリティ責任者は、キャンパス情報セキュリティ責任者、及び部局情報セキュリテ

ィ責任者に対して、本校における情報資産の運用状況についての情報セキュリティ自己点検の

実施を指示しなければならない。 

(2) 情報セキュリティの診断・監査 

情報セキュリティ責任者は、部局統括情報セキュリティ責任者、キャンパス情報セキュリテ

ィ責任者、部局情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ担当部局から情報セキュリティ

に関する情報の収集、並びに情報資産の運用状況に対する情報セキュリティ診断及び情報セキ

ュリティ監査の実施を指示しなければならない。 

(3) 本基準の評価及び更新 

情報セキュリティ責任者は、上記報告に基づき本基準の実効性を尐なくとも年 1 回評価し、

必要と判断した場合はよりセキュリティレベルの高い、かつ、遵守可能な対策基準に更新しな

ければならない。 

(4) 情報セキュリティ計画の作成 

情報セキュリティ責任者は、評価の結果を踏まえ、次年度の情報セキュリティ計画の作成を

行わなければならない。 

(5) 報告義務 

情報セキュリティ責任者は、最高情報セキュリティ責任者に評価の結果を報告しなければな

らない。 

 

付録 用語の定義 

（公立大学法人首都大学東京 情報セキュリティ規程による。） 

(1) 情報システム 
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コンピュータ、情報端末、通信回線等により、電子情報を処理するシステムをいう。 

(2) 情報資産 

次に掲げるものをいう。 

ア コンピュータネットワーク(コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器

（ハードウェア及びソフトウェア）をいう。)、情報システム及びこれらに関する設備、電

磁的記録媒体（以下「情報システム等」という。） 

イ 情報システム等で取り扱う電磁的な情報 

ウ 情報システム等の仕様書及びネットワーク図等の情報システム関連文書 

(3) 情報セキュリティ 

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。 

なお、機密性とは、情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態

を確保することを、完全性とは、情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保すること

を、可用性とは、情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、

情報にアクセスできる状態を確保することをいう。 

 

   附 則（平成 24 年３月 30 日 23 産技専管品第 1579 号） 

 この基準は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校 情報セキュリティ対策基準） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では各キャンパスに情報機器やネットワークが整備されており、有効に活用されている。また、

ＩＣＴ活用教育の推進のため「ＩＣＴモデル教室」を整備し、新しい形態の授業の展開を図っている。

管理するための体制としては、情報化推進センターの設置、専門業者による常駐サポートの導入、セ

キュリティポリシーをはじめとした規程等、適切に整備されている。 

 以上のことから、教育内容、方法や学生ニーズを満たすICT環境が十分なセキュリティ管理の下に

適切に整備され、有効に活用されていると判断できる。 

 

 

観点８－２－①： 図書，学術雑誌，視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集，

整理されており，有効に活用されているか。 

（観点に係る状況）  

本校は準学士課程がものづくり工学科、専攻科課程が創造工学専攻となっており、全てが工学系の

教育課程である。従って、図書資料等の蔵書構成の半数近くが自然科学、工学、産業関連のものとな

っている。一方で、豊かな教養や広い視野を身に付けるという学校の目的から、その他の分野の図書

資料もバランス良く収集している（資料８－２－①－１）。また、国際的なコミュニケーション力の

育成のため、多読用の英文書籍をレベルに合わせて体系的に収集している（資料８－２－①－２）。

品川、荒川両キャンパス図書館合わせて12万冊を超える図書資料を所蔵しており、品川キャンパスに

併設している産業技術大学院大学の蔵書も含めて約13万７千冊を、所属キャンパスに関係なく自由に
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利用できる環境が整備されている（資料８－２－①－３）。さらに、他大学の図書館と連携した資料

の相互貸借制度（ＩＬＬ）や自然科学・工学系の電子ジャーナル等を導入して利用できる資料の充実

を図っている（資料８－２－①－４）。 

 

 

資料８－２－①－１ 

図書資料の収集 

図書館蔵書数 

蔵書数（平成２４年５月１日現在）
（冊）

分 類 品川キャンパス 荒川キャンパス
総 記 4108 4028
哲 学 1376 1807
歴 史 3807 4641
社会 科学 5028 4405
自然 科学 8931 8600
工 学 18002 17085
産 業 674 719
芸 術 3062 2749
語 学 2243 2183
文 学 13167 9023
そ の 他 4172 3512
合 計 64570 58752  

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館作成） 
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資料８－２－①－２ 

多読用英文書籍の収集 

英語多読図書リスト（抜粋） 

書名 著者名 出版者 巻冊次(PTBL)
121 A time to kill Grisham John Pearson Education level 5
122 A tale of two cities Dickens Charles Pearson Education level 5
123 The pelican brief Grisham John Pearson Education level 5
124 The mayor of Casterbridge Hardy Thomas Pearson Education level 5
125 The hound of the Baskervilles Doyle Arthur Conan Pearson Education level 5
126 The grapes of wrath Steinbeck John Pearson Education level 5
127 The firm Grisham John Pearson Education level 5
128 The talented Mr. Ripley Highsmith Patricia Pearson Education level 5
129 The brethren Grisham John Pearson Education level 5
130 Taste and other tales Dahl Roald Pearson Education level 5
131 Tales from Shakespeare Lamb Charles Pearson Education level 5
132 Sons and lovers Lawrence D. H. Pearson Education level 5
133 Misery King Stephen Pearson Education level 6
134 Man from the South and other stories Caldon Michael Pearson Education Level 6
135 Madame Bovary Flaubert Gustave Pearson Education level 6
136 Les Miserables Hugo Victor Pearson Education level 6
137 Great expectations Dickens Charles Pearson Education level 6
138 East of Eden Steinbeck John Pearson Education level 6
139 Crime and punishment Dostoyevsky Fyodor M. Pearson Education level 6
140 Business @ the speed of thought Gates Bill Pearson Education level 6
141 Brave new world Huxley Aldous Pearson Education level 6
142 Anna Karenina Tolstoy Leo Pearson Education level 6
143 The testament Grisham John Pearson Education level 6
144 The remains of the day Ishiguro Kazuo Pearson Education level 6
145 The moonstone Collins Wilkie Pearson Education level 6
146 The double helix Watson James Dewey Pearson Education level 6
147 The chamber Grisham John Pearson Education level 6
148 The beach Garland Alex Pearson Education level 6
149 Snow falling on cedars Guterson David Pearson Education level 6
150 Schindler's list Taylor Nancy Pearson Education level 6
151 Saving Private Ryan Collins Max Allan Pearson Education level 6
152 Oliver Twist Dickens Charles Pearson Education level 6
153 At the beach Bladon Rachel Oxford University Press level 1
154 Animals in the air Quinn Robert Oxford University Press level 3
155 Dead man's money Escott John Oxford University Press Crime & mystery ; starter
156 Pocahontas Vicary Tim Oxford University Press True stories ; stage 1
157 The magic barber Milne John Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
158 Around the world in eighty days Verne Jules Macmillan Heinemann ELT 1. starter level
159 Photo finish Sweetnam Polly Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
160 Blue fins Axten Sarah Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
161 In the frame Sweetnam Polly Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
162 The lost ship Colbourn Stephen Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
163 Lucky number Milne John Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
164 Sara says no! Whitney Norman Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
165 Shooting stars Sweetnam Polly Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
166 The well Harris Clare Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
167 Ski race Jupp Eleanor Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
168 The adventures of Tom Sawyer Twain Mark Macmillan Heinemann ELT 2. beginner level
169 The adventures of Huckleberry Finn Cornish F. H. Macmillan Heinemann ELT 2. beginner level
170 Jane Eyre Bronte Charlotte Macmillan Heinemann ELT 2. beginner level
171 The last of the Mohicans Cooper James Fenimore Macmillan Heineman ELT 2. beginner level
172 Little women Collins Anne Macmillan Heinemann ELT 2. beginner level
173 The man in the iron mask Escott John Macmillan Heinemann ELT 2. beginner level
174 A tale of two cities Dickens Charles Macmillan Heinemann ELT 2, beginner level
175 Schools Northcott Richard Oxford University Press level 1
176 Life in rainforests Palin Cheryl Oxford University Press level 3
177 Festivals around the world Northcott Richard Oxford University Press level 3
178 Your five senses Quinn Robert Oxford University Press level 3
179 Super structures Undrill Fiona Oxford University Press level 3
180 Free time around the world Penn Julie Oxford University Press level 3
181 Wonderful water Palin Cheryl Oxford University Press level 3
182 Earth Northcott Richard Oxford University Press level 2
183 Alissa Moore C.J. Macmillan Heinemann ELT
184 L.A. detective Prowse Philip Macmillan Heinemann ELT 1, starter level
185 The umbrella Harris Clare MH  

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館資料 抜粋） 
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資料８－２－①－３ 

図書資料の利用 

 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館 利用案内 抜粋） 
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資料８－２－①－４ 

図書資料の充実 

2012 学生生活ハンドブック（抜粋） 

   



東京都立産業技術高等専門学校 基準８ 

- 492 - 

 

  

（出典 2012 学生生活ハンドブック 抜粋） 
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収集に当たっては選書基準を定め、本校図書館にふさわしい図書資料等を系統的に収集する仕組み

になっている（資料８－２－①－５）。選書は基本的に司書が行っているが、教職員や学生によるリ

クエスト制度もあり、学生によるブックハンティングを実施するなど、利用者のニーズにも配慮して

いる（前掲資料８－２－①－４、資料８－２－①－６）。最終的な受入決定は附属図書館長の委任を

受けた管理課長が選書基準に基づいて行っているが、判断の難しいものについては図書館運営委員会

による審議を経て決定することになっている（資料８－２－①－７）。また、専門分野の教員による

蔵書チェックを行い、分野別の蔵書構成が適切かどうかを確認している（資料８－２－①－８）。 

 

資料８－２－①－５ 

選書基準 

東京都立産業技術高等専門学校附属図書館選書基準 

23 産技専管品第 1578 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

（目的） 

第１条 この基準は、東京都立産業技術高等専門学校附属図書館（以下「図書館」という。）における資料の選書に

関する事項を定めることを目的とする。 

（方針） 

第２条 図書館は、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）における学習、教育及び研究を支え、

人間形成に資する存在であることに鑑み、多様な資料を広く体系的に収集し、長期的展望に立った適正な蔵書構成

の実現を図る。 

（対象） 

第３条 前条に定める方針に基づき、次の各号に当たる内容の資料を選書して収集する。 

(1) 本校のカリキュラムにおいて、基礎的な学力を身につけるための資料 

(2) 本校のカリキュラムにおいて、専門的な学力を身につけるための資料 

(3) 資格・検定等に関する資料 

(4) 就職・進学などの進路に関する資料 

(5) 学生の就学年齢に適した、教養のための資料 

(6) 教職員の教育研究活動に資する資料 

(7) その他、高等専門学校図書館として収蔵すべき資料 

（対象除外） 

第４条 以下の各号に例示する資料は、原則として収集しない。但し、図書館運営委員会において特に認められたも

のは、この限りではない。 

(1) 著しく趣味的、娯楽的なもの 

(2) 宗教・企業等の特定の団体や特定の政治的立場の宣伝行為および批判のためのもの 

(3) 客観性に乏しく学術性が希薄なもの 

(4) 内容的にすでに資料的価値を失っているもの 

（複本） 

第５条 原則として各キャンパス図書館内では重複収集は行わない。但し、以下の各号に当たるものは、この限りで

はない。 
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(1) 授業に密接に関連する図書等で複本の利用要求がありかつ利用頻度が高い図書 

(2) 頻繁に利用されている図書で紛失や汚破損等のため実質的に利用できない図書 

（視聴覚資料、電子メディア等） 

第６条 各種メディアで提供される資料は、出版・流通の動向や長期保存性等の特性に十分注意を払う。視聴覚資料

は特に著作権法に注意して収集する。機器等を必要とする資料で禁帯出にあたる場合は、利用環境との整合性に留

意する。電子ジャーナルや電子ブック等については、利用条件・財政的負担・将来にわたる利用の可能性等を十分

検討して収集する。 

（分担収集） 

第７条 高専品川キャンパス図書館及び高専荒川キャンパス図書館の間では、特に高額資料、電子ジャーナル等、叢

書･全集の収集について、連絡･調整する。 

（修正・変更） 

第８条 この基準の修正・変更については、図書館運営委員会において検討し、附属図書館長が決定する。 

附 則（平成 24 年３月 30 日 23 産技専管品第 1578 号） 

この基準は、平成 24 年４月１日から施行する。 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館選書基準） 

 

資料８－２－①－６ 

ブックハンティング 

 図書委員会資料（抜粋） 

図書委員のみなさんへ 

ブックハンティングについて 

平成 24 年 1 月 17 日 

産技高専品川キャンパス図書館 

 

１ 日時：平成 23 年 1 月 26 日（木） 

  昼食を済ませて、午後 1 時に図書館へ集合してください。 

  全員で学校を出発しますので、集合時間を 厳守 してください。 

 

２ 場所：有隣堂書店 伊勢佐木町本店 書籍館 

       

 〒231-8623  

 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町 1-4-1  

 最寄駅：関内 (JR 根岸線・市営地下鉄). 

 TEL：045-261-1231 

 FAX：045-261-1248  

 営業時間 10：00～20：00 

 

３ 終了予定時間：17：00（現地解散） 

 

４ 引率：図書館司書 市東   緊急連絡先：03-3471-6331（高専品川キャンパス代表番号） 
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５ 交通費 

青物横丁―横浜（乗換）―関内間の往復 800 円 を図書委員会が管理している予算から出す予定です。会計

担当から受け取ってください。 

 

６ 図書選定基準 

 １） 高専図書館の蔵書として備えておきたい図書を図書委員の立場で選んでください。 

 ２） 選定対象部門は、技術工学・自然科学を中心に、全分野です。 

    読み物ばかりではなく、工学系の学術関係書籍を尐なくとも 1 冊は選定してください。 

３） 雑誌，漫画，ゲームブック等は、除きます。 

 

７ 購入後のお願い 

 購入後、選定者に最初に貸出しますので、前年と同様に、それぞれ選んだ本のうち、工学系の図書とそれ以外の図

書１冊、最低 2 冊以上について簡単な紹介文を書いてください。締切日を設定する予定です。準備が出来次第、新着

図書コーナーに展示します。 

（出典 図書委員会資料 抜粋） 

 

資料８－２－①－７ 

選書の扱い 

 図書館運営委員会資料（抜粋） 

 

３ 選書の扱い 

基本的には、選書基準に基づいて選書し、選書リストを簡易処理方式で司書が起案する。起案後

は各キャンパスの附属図書館運営担当教員と協議の上、決定を行う。なお、決定権は、館長（委員

長）より各キャンパスの管理課長に委任する。購入した分を委員会で事後報告することは行わな

い。 

選書基準のみでの選書が難しい場合は、それを理由に臨時の委員会を開催することができる。 

 

 

（出典 図書館運営委員会資料「図書館運営委員会の進め方について」 抜粋） 

 

資料８－２－①－８ 

蔵書構成の確認 

 附属図書館作成資料 

 

平成 20 年度に実施された、情報系図書の選別・除籍について 

 

経緯 
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2008 年夏 9 月から 10 月にかけてデータ抽出し、約 2000 冊を棚から一次置き場（電動）へ移動。 

対象  ：007.6、547.4～547.49、548 及び 3 類の PC の項 （電動含む） 

 抽出条件：古い（10 年以上経過） 

貸出回数減（3 年間ゼロ） 

その状態で司書が現物確認し、一部棚戻し。 

 

2008 年 12 月 情報系の教員（小林先生・横井先生）に見ていただき、一部棚戻し。 

両先生の除籍 OK が出た資料でリストを作成。 

 

2009 年 1 月 

作成された除籍対象資料リストを図書館担当教員（岡川先生）に送信、各コース長へ回していただ

く。教員には一次置き場の現物を随時見ていただき、異議のあった資料は棚戻し。 

 

2009 年 2 月末 

最終承認を図書館担当教員（岡川先生）から得る。 

 

2009 年 3 月 30 日 1800 余件の除籍を起案し、波田課長の決定を得る。（文書番号 20 産技専品

管第 1438 号） 

 

2009 年 3 月 31 日 システムから一括除籍処理を行う。 

除籍資料については何回かに分けて処理を施しリサイクル棚に置いたのち、廃棄。 

 

（出典 附属図書館作成資料「平成 20年度に実施された、情報系図書の選別・除籍について」） 

 

 図書館の入館者数や貸出数は年度により増減はあるものの、概ね横ばいで推移している（資料８－

２－①－９）。また、学内の他の施設に比べても図書館の満足度は非常に高くなっており、個人の利

用状況も、年に数回程度まで含めると、ほぼ９割の学生が利用している（資料８－２－①－10～13）。 

 

資料８－２－①－９ 

図書館利用状況 

附属図書館　利用統計

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

入館者数（人） 27,017 30,417 29,769 28,485

貸出冊数（冊） 10,133 12,174 10,771 9286

入館者数（人） 21,591 20,742 21,409 30,474

貸出冊数（冊） 6,740 6,086 4,864 5,131

品　川

荒　川

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校附属図書館資料） 
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資料８－２－①－10 

図書館満足度 

 学生生活実態調査報告書（本科）（抜粋） 

12-3．「設備・施設」満足度（Q37）

●「設備・施設」の満足度をみると、「図書館」の満足度が最も高く69.6％。次いで、「学生食堂」（59.2％）「教室」（58.0％）「実験設備」（55.2％）などで
5割を超える評価となっている。

 

(N=1519) ＊満足計 ＊不満計 加重平均値

A 教室 58.0 16.5 0.63

B 実験設備 55.2 7.4 0.69

C 図書館 69.6 8.6 0.94

D 情報センター 30.4 7.1 0.33

E 工場 41.9 8.6 0.49

F 未来工房 20.1 9.2 0.16

G ホール 35.0 7.4 0.40

H 体育館 47.3 10.3 0.53

I 運動場 41.7 11.5 0.43

J 学生食堂 59.2 14.4 0.69

26.9

23.5

35.4

13.0

18.6

10.3

15.3

20.3

17.6

29.1

31.1

31.7

34.2

17.4

23.2

9.9

19.7

26.9

24.0

30.1

25.0

36.3

21.1

61.2

48.7

69.5

56.7

41.9

46.0

25.7

10.1

4.3

5.2

3.4

5.1

4.0

3.9

5.4

6.1

9.2

6.3

3.2

3.4

3.8

3.5

5.2

3.5

4.9

5.5

5.3

0.6

1.0

0.7

1.3

0.9

1.2

0.9

0.6

0.9

0.7

満足(+2) やや満足(+1) どちらとも

いえない(±0)

やや不満(-1) 不満(-2) 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%  

 

（出典 学生生活実態調査報告書（本科） 抜粋） 
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資料８－２－①－11 

図書館利用頻度 

 学生生活実態調査報告書（本科）（抜粋） 

13-1．「付属図書館」利用頻度（Q39）

●「付属図書館」の利用頻度では、「月に数回程度」が51.1％とボリュームゾーンとなっている。「週に２～３回以上」のヘビー層は15.4％。

●性別でみると、女性で利用頻度は高めの傾向となっている。

 

※利用あり計

86.7

N

週に２～３回以上 月に数回程度 年に数回程度
ガイダンスや授業以外では

利用したことはない
無回答 ※利用あり計

本科　合計　　　　　　　　 1,519 15.4 51.1 20.2 10.9 2.4 86.7

【学年】　　　　　　　　　

 1年　　　　　　　　　　  336 11.6 51.5 13.7 21.1 2.1 76.8

 2年　　　　　　　　　　  327 16.8 46.2 23.2 13.1 0.6 86.2

 3年　　　　　　　　　　  316 14.6 49.7 26.9 6.3 2.5 91.1

 4年　　　　　　　　　　  271 19.2 52.8 18.5 5.9 3.7 90.4

 5年　　　　　　　　　　  269 15.6 56.5 18.6 5.9 3.3 90.7

【コース】（2年以上）　　 

 機械ｼｽﾃﾑ工学ｺｰｽ　　　　  153 10.5 55.6 24.8 8.5 0.7 90.8

 生産ｼｽﾃﾑ工学ｺｰｽ　　　　  128 18.0 36.7 31.3 11.7 2.3 85.9

 電気電子工学ｺｰｽ　　　　  158 15.2 57.6 15.8 7.0 4.4 88.6

 電子情報工学ｺｰｽ　　　　  158 14.6 51.9 25.3 7.6 0.6 91.8

 情報通信工学ｺｰｽ　　　　  133 9.8 48.1 31.6 7.5 3.0 89.5

 ﾛﾎﾞｯﾄ工学ｺｰｽ　　　　　　 152 19.7 44.7 25.0 7.9 2.6 89.5

 航空宇宙工学ｺｰｽ　　　　  147 21.8 54.4 12.2 10.2 1.4 88.4

 医療福祉工学ｺｰｽ　　　　  154 22.1 55.8 13.0 4.5 4.5 90.9

【ｷｬﾝﾊﾟｽ別】　　　　　　　

 品川ｷｬﾝﾊﾟｽ　　　　　　　 764 13.9 52.4 21.6 9.9 2.2 87.8

 荒川ｷｬﾝﾊﾟｽ　　　　　　　 755 17.0 49.8 18.8 11.9 2.5 85.6

【性別】　　　　　　　　　

 男性　　　　　　　　　　 1,413 15.5 50.1 20.6 11.3 2.5 86.2

 女性　　　　　　　　　　 91 15.4 64.8 13.2 6.6 - 93.4

【学校全般総合満足度】　　

 満足　　　　　　　　　　 236 18.6 47.5 17.8 12.7 3.4 83.9

 やや満足　　　　　　　　 577 14.0 54.8 20.8 8.8 1.6 89.6

 どちらともいえない　　　 536 15.3 49.4 20.0 13.1 2.2 84.7

 やや不満　　　　　　　　 89 20.2 52.8 16.9 7.9 2.2 89.9

 不満　　　　　　　　　　 63 14.3 42.9 30.2 9.5 3.2 87.3

 ＊満足計　　　　　　　　 813 15.4 52.6 19.9 10.0 2.1 87.9

 ＊不満計　　　　　　　　 152 17.8 48.7 22.4 8.6 2.6 88.8

【今後習得したい知識教養】

 習得欲：高(反応個数6～8) 525 19.4 51.0 16.4 10.3 2.9 86.9

 習得欲：中(反応個数3～5) 606 14.4 53.1 21.6 8.9 2.0 89.1

 習得欲：低(反応個数1～2) 293 11.3 48.8 25.3 14.0 0.7 85.3

【卒業後の進路】　　　　　

 就職　　　　　　　　　　 631 14.7 52.8 20.0 10.3 2.2 87.5

 進学　　　　　　　　　　 535 18.1 52.1 21.1 7.1 1.5 91.4

 決まっていない　　　　　 329 13.1 47.1 19.1 19.1 1.5 79.3

専攻科　合計《参考値》　　 65 21.5 60.0 12.3 6.2 - 93.8

0.0

0.0

合計より10ポイント

以上高い

合計より5ポイント
以上高い

凡例

15.4 51.1 20.2 10.9 2.4

0% 25% 50% 75% 100%

週に２～３回以上 月に数回程度 年に数回程度 ガイダンスや授業以外では
利用したことはない

無回答

 

 

（出典 学生生活実態調査報告書（本科） 抜粋） 
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資料８－２－①－12 

図書館満足度 

 学生生活実態調査報告書（専攻科）（抜粋） 

9-3．「設備・施設」満足度（Q28）

●「設備・施設」の満足度をみると、「図書館」の満足度が最も高く70.8％。次いで「専攻科学生研究室」（53.8％）「専攻科実習室」（52.3％）が5割台で続く。
以下「実験設備」（49.2％）「学生食堂」（43.1％）など。

 

(N=65) ＊満足計 ＊不満計 加重平均値

A 専攻科実習室 52.3 10.8 0.75

B 専攻科学生研究室 53.8 6.2 0.80

C 実験設備 49.2 9.2 0.58

D 図書館 70.8 9.2 0.86

E 情報センター 10.8 3.1 0.13

F 工場 40.0 1.5 0.59

G ホール 16.9 4.6 0.19

H 体育館 27.7 3.1 0.34

I 運動場 26.2 3.1 0.36

J 学生食堂 43.1 24.6 0.28

36.9

32.3

20.0

24.6

7.7

21.5

7.7

12.3

13.8

15.4

15.4

21.5

29.2

46.2

3.1

18.5

9.2

15.4

12.3

27.7

36.9

38.5

40.0

18.5

84.6

56.9

76.9

67.7

69.2

30.8

7.7

4.6

6.2

7.7

-

-

3.1

-

1.5

18.5

3.1

1.5

3.1

1.5

3.1

1.5

1.5

3.1

1.5

6.2

-

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

満足(+2) やや満足(+1) どちらとも

いえない(±0)

やや不満(-1) 不満(-2) 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%  

 

（出典 学生生活実態調査報告書（専攻科） 抜粋） 
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資料８－２－①－13 

図書館利用頻度 

 学生生活実態調査報告書（専攻科）（抜粋） 

10-1．「付属図書館」利用頻度（Q30）

●「付属図書館」の利用率は93.8％。

利用頻度をみると、「月に数回程度」が60.0％とボリュームゾーンとなっている。「週に２～３回以上」のヘビー層は21.5％。

●学年別では2年生の利用率が高めの傾向となっているが、ヘビー層は1年生の方が多くなっている。

 

※利用あり計

93.8

N

週に２～３回以上 月に数回程度 年に数回程度
ガイダンスや授業以外では

利用したことはない
無回答 ※利用あり計

専攻科　合計　　　　　　　 65 21.5 60.0 12.3 6.2 - 93.8

【学年】　　　　　　　　　

 1年　　　　　　　　　　  36 30.6 55.6 5.6 8.3 - 91.7

 2年　　　　　　　　　　  29 10.3 65.5 20.7 3.4 - 96.6

【コース】　　　　　　　　

 機械工学ｺｰｽ　　　　　　  36 11.1 61.1 19.4 8.3 - 91.7

 電気電子ｺｰｽ　　　　　　  18 16.7 72.2 5.6 5.6 - 94.4

 情報工学ｺｰｽ　　　　　　  6 50.0 50.0 - - - 100.0

 航空宇宙工学ｺｰｽ　　　　  5 80.0 20.0 - - - 100.0

【ｷｬﾝﾊﾟｽ別】　　　　　　　

 品川ｷｬﾝﾊﾟｽ　　　　　　　 40 22.5 62.5 10.0 5.0 - 95.0

 荒川ｷｬﾝﾊﾟｽ　　　　　　　 25 20.0 56.0 16.0 8.0 - 92.0

【「学校全般」総合満足度】

 満足計　　　　　　　　　 42 19.0 54.8 19.0 7.1 - 92.9

 どちらとも＋不満計　　　 23 26.1 69.6 - 4.3 - 95.7

【今後習得したい知識教養】

 習得欲：高(反応個数3～5) 40 17.5 67.5 10.0 5.0 - 95.0

 習得欲：低(反応個数1～2) 24 25.0 50.0 16.7 8.3 - 91.7

本科　合計《参考値》 1,519 15.4 51.1 20.2 10.9 2.4 86.7

0.0

0.0

合計より10ポイント
以上高い

合計より5ポイント
以上高い

凡例

21.5 60.0 12.3 6.2 -

0% 25% 50% 75% 100%

週に２～３回以上 月に数回程度 年に数回程度 ガイダンスや授業以外では

利用したことはない

無回答

 

 

（出典 学生生活実態調査報告書（専攻科） 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

図書資料等の収集に当たっては選書基準を定め、専門科目の教員による蔵書チェックを定期的に行

うなど、本校にふさわしい資料を系統的に収集・整理している。また、入館者数、貸出数、個人の利

用状況、学生の満足度などを見ても、十分に活用されている様子が伺える。 

 以上のことから、図書等の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理され、有効に活用されてい

ると判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 「ＩＣＴモデル教室」を各キャンパスに１か所ずつ整備し、学生ひとり当たり１台のタブレット端

末や電子黒板、書画カメラなどの機器を常備してＩＣＴを活用したモデル授業の展開を図っているこ

とは、優れた点として評価できる。 
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 また、２つの旧高専の統合や法人化により、大学院の所蔵図書も含め約13万７千冊に及ぶ図書資料

を自由に活用できる環境が整備されていることも優れた点として評価できる。 

 

（改善を要する点）  

各施設を網羅した稼働状況の把握が十分ではなく、施設の効率的な利用を図る点からも調査が必要

である。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

品川、荒川各キャンパスとも十分な校地と施設・設備を有し、それぞれ教育研究活動にふさわしい

整備と利用がなされている。また、総括安全衛生管理者の下、安全管理の体制も整備され、安全に利

用できる環境が確保されている。バリアフリー化や環境面での配慮についても一定の整備が行われて

いる。 

 本校では各キャンパスに情報機器や無線ＬＡＮを含めたネットワークが整備されており、有効に活

用されている。また、ICT活用教育の推進のため「ICTモデル教室」を整備し、新しい形態の授業の展

開を図っている。管理体制としては、情報化推進センターの設置、専門業者による常駐サポートの導

入、セキュリティポリシーをはじめとした規程等、適切に整備されている。 

 図書資料の収集に当たっては、選書基準を定め、専門分野の教員による蔵書チェックを行うなど、

本校にふさわしい資料を系統的に収集・整理している。また、入館者数、貸出数、個人の利用状況、

学生の満足度などを見ても、十分に活用されている様子が伺える。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育活動に関するデータや資料の収集・蓄積については、大きく教務系資料、教育改善系資

料、基幹調査系資料に分けてシステム化されている。 

 教務系資料のうち、学生の成績評価や出欠表など進級や卒業判定に必要な資料は、各授業担当教員

（非常勤を含む。）がそれぞれ成績管理システム（通称：web-cit）に入力することにより電子的に

収集され、準学士課程については教務室が、専攻科課程については専攻科室が一元的に管理している

（資料９－１－①－１）。定期テストの答案や各授業科目のシラバスは、教務室で収集・蓄積を行っ

ている（資料９－１－①－２）。 

 

資料９－１－①－１ 

資料・データ等の収集体制 

 

4．成績の提出について 

 

教務室では、成績管理の効率化を図るため、平成 22 年度より、全ての教員の皆様に、成績の教務データベースへの

入力をお願いしております。入力方法につきましては、「10. 教務データベースについて」の成績入力方法を参照し

てください。 

 

1．成績は 10、9、8、7、6、5、4、3、2 および 1 の評価で入力して下さい。合格・不合格の評価は以下の通りです。 

 合   格 不 合 格 

第 1～5 学年 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2．欠席時数が 1/4 を越えて未履修となった場合は、下記表の対応表に従って評価欄に対応する記号を入力して下さ

い。 

 未 履 修 科 目 

第 1～5 学年 E 

   なお、未履修（E）となる欠席時数は、次の通りです。 

    1 単位科目  8 以上（履修上限  7） 

    2 単位科目 16 以上（履修上限 15） 

    3 単位科目 23 以上（履修上限 22） 

    4 単位科目 31 以上（履修上限 30） 

  ※ 欠席時数が履修上限の半分程度になった場合、一度担任へご連絡下さい。（出席簿の入力画面に欠時数の累

計が表示されますので、参考にして下さい。） 

3．欠席時数の総計期間（ただし、定期試験期間を除く） 

    前期中間 4 月始業日より  前期中間試験の前日まで 

    前  期 4 月始業日より  前期授業終了日まで 

    後期中間 4 月始業日より  後期中間試験の前日まで 

    後  期 4 月始業日より  後期授業終了日まで 

    学  年 4 月始業日より  後期授業終了日まで  

4．前期中間および後期中間成績で、中間試験を実施しない科目は成績を入力しなくても結構です。ただし、その場

合にも、付録の成績を入力しない場合を参考に、その旨を教務データベースに入力してください。 

5．成績の評価を訂正する場合は、印鑑持参の上、教務室までお願い致します。 

6．成績の入力期限は、行事日程表に記載してあります。入力期限は厳守して下さい。 

 

（出典 平成 24 年度教務ハンドブック P.３,４） 
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資料９－１－①－２ 

資料・データ等の収集体制 

6．評価資料（エビデンス）作成について 

 

認証評価を受けるために、授業の成績評価の根拠となる資料（答案、レポート等）を 5 年間保管することになって

おります。つきましては、シラバスで評価の対象とした答案、課題、レポート等は、学生に返却する前にコピーをと

り、保存いただくようお願いいたします。まとめた評価資料（エビデンス）は年度末までに教務室までご提出くださ

い。 

 

1. 評価資料（エビデンス）の保存方法 

(ア) 問題用紙と答案用紙は別にします。 

(イ) 保存時は、A4 でファイリング（B4 を、保存時に A4 に縮小コピーでも可）します。 

(ウ) 問題用紙 1 部、正答 1 部、答案のコピー全学生分 1 部ずつを保存します。課題等ついては、評価の比重が

多い場合には、保存をする必要があります。 

(エ) 実験実習、製図等の複数教員で担当される科目につきましては、代表の先生がまとめてください。 

 

2. 評価資料（エビデンス）のまとめ方 

以下の資料に必要事項を記入し、一緒にファイリングしてください。 

(ア) 保管資料確認用シート 

(イ) 授業実施状況自己点検表 

(ウ) 成績評価一覧表 

(エ) 成績総括表 

 

※ 上記の電子ファイルは、常勤の先生方は Wiki よりダウンロードしてお使いください。非常勤の先生方は、試

験期間後に設置されます、非常勤講師控室のノートＰＣのデスクトップのフォルダ「認証評価」より、コピーし

てお使いください。 

 

※ 提出書類のうち「成績総括表」は、学年データ入力後、以下の手順で印刷できます。 

① 成績入力システムにログイン直後のページで、右下の「学年」をクリック。 

② 当該科目のエビデンス資料欄の「作成」をクリック。 

③ 表示された「成績総括表」を印刷する。 

 

（出典 平成 24 年度教務ハンドブック P.４,５） 

 

 学生による授業評価アンケートや卒業研究アンケート、卒業する時点での様々な達成度についての

アンケート、教員による相互評価アンケートなど教育改善系資料は、教育企画改善室が収集及び蓄積

をしている。 

 基幹調査系資料については、学校の基幹的な調査である学校基本調査関係資料や学生実態調査の結

果などを総合調整会議事務局（管理課）が収集・蓄積している（資料９－１－①－３）。 
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資料９－１－①－３ 

    

表　教育活動に係るデータ、資料の管理

収集担当部署 蓄積場所

シラバス（準学士課程） 教務室 エビデンス室

成績総括表（準学士課程） 教務室 エビデンス室

授業実施状況自己点検表（準学士課程） 教務室 エビデンス室

成績評価一覧表（準学士課程） 教務室 エビデンス室

定期試験の問題・模範解答・採点済み答案
（準学士課程）

教務室 エビデンス室

進級・卒業判定資料（準学士課程） 教務室 エビデンス室

シラバス（専攻科課程） 教務室 エビデンス室

成績総括表（専攻科課程） 教務室 エビデンス室

授業実施状況自己点検表（専攻科課程） 教務室 エビデンス室

成績評価一覧表（専攻科課程） 教務室 エビデンス室

定期試験の問題・模範解答・採点済み答案
（専攻科課程）

教務室 エビデンス室

修了判定資料（専攻科課程） 教務室 エビデンス室

学生による授業評価アンケート 教育企画改善室 教育企画改善室

卒業研究アンケート 教育企画改善室 教育企画改善室

教員による相互評価アンケート 教育企画改善室 教育企画改善室

学校基本調査 総合調整会議 管理課

学生実態調査 総合調整会議 管理課

企業アンケート 総合調整会議 管理課

卒業生アンケート 総合調整会議 管理課

自己点検票（附属資料含む） 総合調整会議 管理課

教
務
系

教

育

改

善

系

教育活動に関するデータ、資料

基
幹
調
査
系

 
（出典 管理課資料） 

 

 こうして収集された各種データや資料は、必要に応じて各教員や各専門教育コース、関係部門等に

フィードバックされ、自己点検の際の分析資料となる。自己点検の結果は「自己点検票」としてまと

められ、附属資料とともに管理課に集められる（資料９－１－①－４）。収集された自己点検結果は

総合調整会議において評価され、自己点検・評価書としてとりまとめの上、運営協力者会議で外部評

価されるシステムとなっている。 

 

資料９－１－①－４ 

平成２３年度自己点検票の作成について（依頼） 

平成２３年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領に基づき、自己点検・評価を実施いたしま

す。 

各組織においては、平成２３年度における活動状況等について自己点検を行い、下記のとおり自己点検票を作成い

ただきますようお願いいたします。 

記 

１ 目的 

東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領に基づき、平成２３年度における各組織の活動状況等に

ついて自ら点検を実施するとともに、学校全体の自己評価を行うための基礎資料とする。 

２ 作成方法 

「東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領」に基づき作成 

※別紙「自己点検票作成にあたっての注意点」、記入例（その１）（その２）参照 

３ 提出物 
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（１）別記様式「平成２３年度 自己点検票」 

※様式は、学内専用 Wiki サーバ（教職員向け）＞管理課からのお知らせ 調整係 に掲載しています。 

（２）根拠となる資料・データ 

※「活動の実績・状況等」の記載内容の根拠となる資料・データを、可能な限り電子データで提出してくだ

さい。 

４ 提出期限 

平成２４年２月２９日（水） 

５ 提出先 

高専品川キャンパス管理課調整係 

 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育活動に関するデータや資料は、教務室、教育企画改善室及び管理課が収集しており、それぞれ

の室及び課に蓄積している。 

 収集・蓄積した資料・データ等は、専門教育コースや各部門等が行う自己点検の際に分析資料とし

て活用され、それらを集約して学校としての自己点検・評価をするシステムが確立されている。 

 以上から、教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積され、評価を適切に実施できる

体制が整備されていると判断できる。 

 

観点９－１－②： 学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行われており，それらの結果をも

とに教育の状況に関する自己点検・評価が，学校として策定した基準に基づいて，

適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校では、自己点検・評価の方法について、平成22年度の試行及び検証を経て平成23年度に大幅に

変更した（資料９－１－②－１）。評価方法自体の変更に加え、それまでは管理職など構成員の一部

のみで行っていた点検・評価作業を、新しく実施要綱（資料９－１－②－２）を定めて全構成員参加

型として整備し、より多くの構成員の意見が反映されるよう工夫した。また、実施年度ごとに制定す

る実施要領で各組織が行う自己点検の項目及び視点、学校全体で行う自己評価の項目及び視点を明示

し（資料９－１－②－３）、一定の基準に基づいた点検・評価制度を構築した。 

 

資料９－１－②－１ 

運営協力者各位 

 

「平成 22 年度自己点検・評価」に対する 

外部評価を実施するに当たって 

 

 平成 22 年度自己点検・評価は、昨年度に運営協力者会議にていただいた御意見を参考に、内容を一新いたしまし

た。 

 昨年度は、まず一年間の到達目標を掲げ、その達成度を４段階で評価するというものでしたが、到達目標が定量的

ではないため達成度評価が妥当なのか評価しにくい、そもそも掲げられた目標自体が妥当なものなのかわからない、

といった御意見をいただきました。 

 教育機関の活動は、企業活動における売上高や利益といったような定量的な目標値を定めにくい分野が多い上、実

施した施策の効果が現れるまでに比較的長い時間を要したり、現れた効果の要因が複合的で分析が困難だったりと、

単純な達成度評価にはなじみにくいのも事実です。 

 また、学校教育法では、自己点検・評価の実施を学校に義務付けるとともに、７年以内に一度の「第三者評価（機

関別認証評価）」の受審も義務付けられています。毎年の自己点検・評価の結果の積み重ねが第三者評価につながっ

ていくような制度設計が理想です。 

 さらに、自己点検・評価はそれ自体が目的ではありません。あくまでも学校運営を改善していくためのツールなの
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で、戦略的な学校運営に資するように自己分析し、自己評価していくことが求められます。 

 そこで今回の自己点検・評価では、裏面のような考え方と構成で作成した試作品を運営協力者の皆様にお示しし、

いただいた御意見を踏まえて本格実施を目指していくことにいたしました。 

 運営協力者の皆様におかれましては、上記の趣旨をお汲み取りいただき、ぜひとも忌憚のない御意見を賜りたいと

存じます。 

 

（出典 平成 23 年 11 月 18 日 運営協力者会議送付資料） 

 

 

資料９－１－②－２ 

東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要綱 

23 産技専管品第 1332 号 

制定  平成２４年 １月３１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校学則第２条及び学校教育法第 123 条において準用する同法第

109 条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）が行う自己点検・評価について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 （自己点検・評価の基本方針） 

第２条 本校の自己点検・評価は以下に示す評価の基本方針に基づき実施する。 

(1) 本校の目的及び使命達成に向け、授業をはじめとする教育活動、研究活動、組織及び運営ならびに施設及び設

備の状況について確認する。 

(2) 本校の活動状況を明らかにする。 

(3) 本校の管理運営の改善・向上に資する。 

(4) 社会への説明責任を果たす。 

(5) 教育研究の質の向上に資する。 

(6) 本校が策定した計画において、計画を継続させる必要性、組織のあり方その他その組織及び計画の全般にわた

る検討に資する。 

（自己点検・評価の実施） 

第３条 自己点検・評価は、原則として１年間を単位として、別に定める自己点検・評価実施要領により実施する。 

（自己点検・評価の対象） 

第４条 自己点検・評価の対象は、以下に定める組織とし、別に定める。 

(1) 公立大学法人首都大学東京組織規則（以下、「組織規則」という。）第３条の３に規定する本校の教育研究組

織 

(2) 組織規則第５条及び第６条に規定する本校の事務組織及び係 

(3) 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則第６条及び第 10 条に規定する委員会 

(4) 公立大学法人首都大学東京運営委員会規則第２条に規定する委員会のうち本校を単位として設置する委員会 

(5) 東京都立産業技術高等専門学校学則第５条第２項に規定する教育コース及び第５条第４項に規定する各キャン

パスの一般科 

(6) 公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント防止委員会規程第

10 条に規定するキャンパス部会 

(7) 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（以下、「校務運営基本要綱」とい

う。）第３条に規定する委員会 

(8) 校務運営基本要綱第４条に規定する校務執行単位 

(9) 校務運営基本要綱第５条に規定する共同利用施設 

(10) 労働安全衛生法第 19 条に規定する委員会 

(11) 消防法第８条の２の５に規定する組織 

（自己点検・評価項目等） 

第５条 自己点検・評価は、別に定める自己点検・評価項目について実施する。 

（自己点検・評価の方法） 

第６条 自己点検・評価は、以下の各項目について実施する。 

(1) 各組織における自己点検 

各組織は、自己点検・評価項目に係る点検を行う。 

(2) 学校全体における自己評価 

前号で取りまとめた点検結果に基づき、学校全体における評価を行う。 

２ 自己点検・評価の方法に関して必要な事項は、別に定める。 

（外部からの意見聴取） 

第７条 自己点検・評価の結果について客観性及び妥当性を検証するため、外部から意見を聴取するものとする。 
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（自己点検・評価結果の活用等） 

第８条 自己点検・評価の結果は、本校の運営に活用する。 

２ 自己点検・評価の結果及び関係資料は、認証評価等に活用するとともに、各組織の教育研究等の改善に資する。 

（自己点検・評価結果の公表） 

第９条 自己点検・評価の結果は、刊行物、ウェブサイトへの公開等を通じて広く社会へ公表する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、自己点検・評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則（平成 24 年１月 31 日 23 産技専管品第 1332 号） 

この要綱は、平成 24 年 1 月 31 日から施行する。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要綱） 

 

 

資料９－１－②－３ 

平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領（抜粋） 

４ 自己点検・評価の項目等 

（１）自己点検の項目等 

自己点検は、各組織の活動の実績、現状等について、以下に掲げる点検の視点に沿って行う。 

ア 目的適合性の視点 

学校の目的（使命・理念・将来像・目標・方針等）に照らして活動内容は適切だったか。 

イ インプットの視点 

活動を行う上での資源配分は適切だったか。 

ウ プロセスの視点 

活動プロセスは適切だったか。 

エ アウトプットの視点 

十分な活動の効果（成果）を得られたか。 

オ 学生及び学外関係者からの視点 

学生生活実態調査結果からみて活動内容は適切だったか。 

（２）自己評価の項目等 

自己評価は、本校全体の教育活動、研究活動、組織及び運営ならびに施設及び設備の状況等の各項目につい

て、別表２に定める自己評価項目（以下、「評価項目」という。）に沿って行う。 

 

（出典 平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 抜粋） 
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 自己点検は教員組織、職員組織、教職協働型の組織など、全ての組織や委員会等を網羅する形で行

われており、教職員の意見は自己点検作業のプロセスで直接反映されるようになっている（資料９－

１－②－４、５）。 

 

資料９－１－②－４ 

   平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領（抜粋） 

３ 自己点検・評価の対象 

自己点検・評価は、実施要綱第４条に規定する組織（以下、「各組織」という。）を対象とし、別表１に定める。 

  

別表１

組織名

ものづくり工学科 組織名

創造工学専攻 教務委員会（品川・荒川）

附属図書館 学生（指導）委員会（品川・荒川）

入試検討委員会

研究費委員会

オープンカレッジ企画運営委員会

組織名 図書館運営委員会

東京都立産業技術高等専門学校管理部 将来検討委員会

高専品川キャンパス管理課 専攻科入試実行委員会

庶務係 編入学委員会

調整係

会計係

教務学生係

高専荒川キャンパス管理課

庶務係 組織名

会計係 教育企画改善室

教務学生係 評価対策室

教務室（品川・荒川）

専攻科室

入試室

組織名 広報室

教員選考委員会 研究推進室

教員評価委員会 学生室（品川・荒川）

学生相談室（品川・荒川）

進路支援室（品川・荒川）

インターンシップ室

組織名 メディア教育支援室

東京都立産業技術高等専門学校広報会議 地域交流室（品川・荒川）

国際交流室

組織名

機械システム工学コース

生産システム工学コース 組織名

電気電子工学コース 情報センター

電子情報工学コース 工場（品川・荒川）

情報通信工学コース 未来工房（品川・荒川）

ロボット工学コース 科学技術展示館

航空宇宙工学コース 汐黎ホール

医療福祉工学コース

一般科（品川・荒川） １０　労働安全衛生法に規定する委員会

組織名

組織名

１１　消防法に規定する組織

組織名

自衛消防組織（品川・荒川）

４　公立大学法人首都大学東京運営委員会規則
　に規定する委員会

１　公立大学法人首都大学東京組織規則に規定
　する教育研究組織

７　東京都立産業技術高等専門学校の校務の運
　営及び分掌に関する基本要綱に規定する委員
　会

２　公立大学法人首都大学東京組織規則に規定
　する事務組織及び係

８　東京都立産業技術高等専門学校の校務の運
　営及び分掌に関する基本要綱に規定する校務
　執行単位

３　公立大学法人首都大学東京高等専門学校教
　員人事委員会規則に規定する委員会

東京都立産業技術高等専門学校分会高専荒川
キャンパス部会

５　東京都立産業技術高等専門学校学則に規定
　する教育コース等 ９　東京都立産業技術高等専門学校の校務の運

　営及び分掌に関する基本要綱に規定する共同
　利用施設

６　公立大学法人首都大学東京セクシュア・ハ
　ラスメント及びアカデミック・ハラスメント
　防止委員会規程に規定するキャンパス部会

公立大学法人首都大学東京東京都立産業技術高等
専門学校（高専品川キャンパス）安全衛生委員会

公立大学法人首都大学東京東京都立産業技術高等
専門学校（高専荒川キャンパス）安全衛生委員会

東京都立産業技術高等専門学校分会高専品川
キャンパス部会

 
 

（出典 平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 抜粋） 
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資料９－１－②－５ 

   平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領（抜粋） 

５ 自己点検・評価の方法 

（１）各組織における自己点検 

各組織の長は、以下の手順で点検を実施し、別記様式の自己点検票により報告を行う。 

ア 平成２３年度に行った活動の内容を、根拠となる資料・データを基に、「活動の実績、現状等」としてと

りまとめる。 

イ 活動の実績、現状等（上記５（１）ア）について、点検の視点（上記４（１）ア～オ）に沿って点検を行

い、「点検結果」としてとりまとめる。 

ウ 点検結果を振り返り、優れた取組・特色ある取組・改善が必要な取組・課題となっていること・考えられ

る改善策・要望等を「点検結果についての考察」としてとりまとめる。 

 

（出典 平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 抜粋） 

 

 学生からの意見の聴取は、平成21年度から授業評価アンケート（資料９－１－②―６）、平成22年

度から卒業研究アンケート（資料９－１－②－７）、平成23年度から卒業する時点での様々な達成度

についてのアンケート（資料９－１－②－８）をそれぞれ実施している。これらの集計結果は各教員

や関係組織等に開示され、自己点検・評価作業に反映することになっている。また、平成23年度には

初めて「学生生活実態調査」（資料９－１－②－９）を実施し、全学生及びその保護者の意見や状況

の把握を行った。その集計結果に対する点検の実施を自己点検項目の中に明示することで特段の反映

を図っている（前掲資料９－１－②－３）。 

 

 

資料９－１－②－６ 

      

平成 23 年度「学生による授業評価アンケート」の結果について 

 

１．はじめに 

東京都立産業技術高等専門学校では、平成 21 年度より「学生による授業評価アンケート」を始め、今年

で 3 回目となります。アンケートの内容・評価方法については、平成 21 年度の結果報告の反省点をふまえて平

成 22 年度実施よりアンケート内容に若干の修正を加えています。本報告では平成 23 年度の報告に加え、平

成 22 年度と平成 23 年度の各質問項目に対するアンケート結果の比較についても報告します。 

 

２．アンケートの実施概要及び内容 

（１） アンケートの実施概要 

 

 

 

 

 

 

◎実施の趣旨：各教員の授業方法のスキルアップを目指す FD の一環として実施 

◎調査対象 ：本校教員の開講している本科及び専攻科の全授業（非常勤も含む） 

◎実施形態 ：学期の最後の授業時に学生にアンケートを実施 

◎回収率  ：ほぼ１００％に近い回収率 

 
 

（出典 本校ウェブサイト） 
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資料９－１－②－７ 

１．はじめに 

教育企画改善室では，卒業研究における実態調査及び今後の卒業研究の方向性を模索する目的として，平成 21

年度には予備調査を，平成 22 年度より第１回目の「卒業研究に関するアンケート調査」を実施している．本報告書

は，平成 23 年度に実施した「卒業研究に関するアンケート調査」の結果をまとめたものである．以下，アンケート

の形態・内容及びその結果について記す． 

 

２．アンケート調査の形態 

（1）対象学生 

   本科 5 学年生 

（2）有効回答学生数 

   機械システム工学コース ４３名   生産システム工学コース ３１名 

   電子電気工学コース   ４１名   電子情報工学コース   ３２名 

   情報通信工学コース   ２４名   ロボット工学コース   １９名 

   航空宇宙工学コース   １７名   医療福祉工学コース   ２０名 

（3）調査形態 

  各キャンパスのコース単位で実施した．その際，卒業研究の指導教員が直接にアンケート調査を行うことは避け

るよう配慮した。 

（4）調査時期 

  原則，卒業研究発表が終了した時点を目安としてアンケート調査を実施。荒川キャンパスは担任および担当者を

通じ、各自に配布し卒業研究発表日に回収。品川キャンパスは終業式の登校日にクラス単位で実施。 

 

（出典 「学生の卒業研究に関するアンケート調査」実施報告書 抜粋） 

 

資料９－１－②－８ 

平成 24 年 3 月 

教育企画改善室 

卒業生アンケート（達成度アンケート）まとめ 

1 概況 

 本年度初めて，「卒業生アンケート」と称し，「今までの学校生活を通じて、卒業する今の時点での学生の様々な

達成度について調査」を卒業間近の５年生に行った．有効回答数は全体で 228 名（品川 147 名，荒川 81 名）であ

る．アンケート内容は添付の＜資料１＞の通りである．またアンケートでは「普通」や「中間」を示す項目を廃し，

できるかできないかを明確にしてもらった． 

本アンケートは，本科の教育目標を達成できているかどうかを聞く形式とし，設問１～２は「実践力」，設問３～５

は「基礎力」，設問６～８は「人間性・社会性」，設問９～１０は「コミュニケーション力」，設問１１～１３は

「創造力」に対応している． 

 

（出典 卒業生アンケート（達成度アンケート）まとめ） 
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資料９－１－②－９ 

    
（出典 本校ウェブサイト） 

 

 

 就職先企業等への意見聴取ついては平成21年度に企業アンケート（資料９－１－②－10）を、卒業

生・修了生の意見聴取については平成22年度に卒業生アンケート（資料９－１－②－11）をそれぞれ

実施している。また、外部有識者の意見は、平成22年度に設置された運営協力者会議による自己点検

・評価結果についての外部評価によって意見を聴取している（資料９－１－②－12）。 

 聴取したこれらの意見をもとに、各組織及び校長は、定められたプロセスに従って自己点検及び自

己評価を行い、最終的に自己点検・評価結果をまとめている。 
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資料９－１－②－10 

 
（出典 本校ウェブサイト） 

 

資料９－１－②－11 

  

卒業生を対象とした調査（OB・OG アンケート）の結果について  
 

１  はじめに  

東京都立産業技術高等専門学校では、本校の教育水準の向上や教育内容の充実と改善

を目的として、本校の前身校である東京都立工業高等専門学校（以下「工業高専」とい

う。）及び東京都立航空工業高等専門学校（以下「航空高専」という。）の卒業生の方へ

のアンケート調査を実施しました。  

 

 アンケート対象の卒業年度 

工業高専卒業生  対象卒業年度  

平成 11､13､15､17､18､19､20､21 
航空高専卒業生  

 

２  調査方法及びアンケート内容  

(1) 調査方法  

 

 

 

 

 

同窓会の鮫洲会（工業高専同窓会）、大空会（航空高専同窓会）にご協力をいた

だき、アンケート対象の卒業生の方（工業高専 1,214 名、航空高専 1,153 名）

にアンケート用紙を郵送し回答をお願いしました。  

 
（出典 本校ウェブサイト） 
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資料９－１－②－12 

平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領（抜粋） 

５ 自己点検・評価の方法 

（１）各組織における自己点検 

各組織の長は、以下の手順で点検を実施し、別記様式の自己点検票により報告を行う。 

ア 平成２３年度に行った活動の内容を、根拠となる資料・データを基に、「活動の実績、現状等」としてと

りまとめる。 

イ 活動の実績、現状等（上記５（１）ア）について、点検の視点（上記４（１）ア～オ）に沿って点検を行

い、「点検結果」としてとりまとめる。 

ウ 点検結果を振り返り、優れた取組・特色ある取組・改善が必要な取組・課題となっていること・考えられ

る改善策・要望等を「点検結果についての考察」としてとりまとめる。 

（２）学校全体における自己評価 

校長は、以下の手順で評価を行い、自己点検・評価結果を作成する。 

ア 評価項目の各小項目について、各組織における自己点検の結果に基づき、本校全体の状況を「取組の概

要」としてとりまとめる。 

イ 取組の概要（上記５（２）ア）について、評価項目の小項目毎に設定した評価の視点に沿って分析を行

う。分析に当たっては、必要に応じて関係者に追加資料を求めることができるものとする。 

ウ 分析の結果について、各組織へ通知を行うとともに、必要に応じて関係者にヒアリングを行う。 

エ ヒアリングの結果に基づき、最終的な分析を行う。 

オ 評価項目の中項目ごとに各小項目の分析の中から、機関としての「特色ある取組」、機関としての「改善

を要する取組」の抽出を行い、抽出する点がない場合は「該当なし」として、「分析を踏まえた自己評価」

にとりまとめる。 

カ 評価項目の大項目ごとに自己評価を整理し、特色ある取組の中から更に展開を図るものや改善すべき取組

の改善策等を、「今後の展開」としてとりまとめる。 

６ 外部からの意見聴取 

自己点検・評価結果について、客観性及び妥当性を検証するため、運営協力者会議において外部からの意見を聴取

するものとする。 

７ 自己点検・評価書の公表 

 自己点検・評価結果、運営協力者会議における外部からの意見等は、自己点検・評価書にとりまとめ刊行物、ウェ

ブサイト等を通じて公表する。 

 

（出典 平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 抜粋） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

近年の様々な取組み及び自己点検・評価制度の再構築により、学校の構成員や学外関係者の意見聴

取の機会は格段に増えている。また、その結果をもとに、要綱、要領による基準に基づいた自己点検

・評価を実施し、自己点検・評価書にまとめている。 

 以上のことから、学校の構成員、学外関係者の意見の聴取を行っており、教育の状況に関する自己

点検・評価を適切に行っていると判断できる。 
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観点９－１－③： 各種の評価の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられるような組織として

のシステムが整備され，教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じら

れているか。 

（観点に係る状況）  

教員が行う教育活動の質的向上、改善については、校務分掌組織のひとつである「教育企画改善

室」が担当している（資料９－１－③－１）。同室では、学生による授業評価を実施しており、その

結果を分析して各教員や教育組織にフィードバックするとともに（資料９－１－③－２）、学校とし

ての改善に向けた取組みの企画及び実施をしている（資料９－１－③－３）。そうした取組みの結果、

学生による授業評価は２年連続で向上している（資料９－１－③－４）。 

 

 

資料９－１－③－１ 

東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（抜粋） 

 

第５章 分掌事務 

 （室の分掌事務） 

第１８条 室の分掌事務は、次のとおりとする。 

２ 教育企画改善室 

(1) ファカルティ・ディベロップメントに関すること 

(2) その他、教育活動に係る企画立案及び改善策の検討に関すること 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 
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資料９－１－③－２ 

授業評価アンケート 教員へのフィードバック事例 

 
 

（出典 教育企画改善室資料） 
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資料９－１－③－３ 

    

平成23年度FD活動実施状況

◎学内活動

内容 実施日 参加者数

新任研修（教員）の実施
全体　平成23年4月1日(金)・7日(木)

個別　平成23年4月～5月中旬　ほか

外部　平成23年8月29日(月)～31日(水)
5名

第1回目　平成23年6月20日(月)～24日(金)

第2回目　平成23年10月17日(月)～21日(金)

ティーチング・ポートフォリオ開発ワークショップ

の開催
平成23年 9月3日(土)～5日(月)（2泊3日） 11名

平成23年12月5日(月)

　第1部 15：30～16：00 60名

　第2部 16：10～17：50 30名

◎各種研修会への参加

開催日 主催等 参加者数

平成23年8月23日(火)～24日(水)(1泊2日)
四国地区大学教職員能力開発ネットワーク(SPOD)/愛媛

大学教育・学生支援機構教育企画室
1名

平成23年10月6日（木） 首都大学東京FD委員会 3名

平成23年10月8日（土） 法政大学教育開発支援機構FD推進センター 1名

平成23年11月11日(金)～13日(日)
教職員能力開発拠点(愛媛大学教育・学生支援機構教育企画

室)主催/日本高等教育開発協会(JAED)共催
1名

平成24年2月29日（水） 神奈川工科大学 1名

教員の授業を教員同士で見学をし、授業に関するアンケートを実施して公開した先生の授業力アップを目指す。

　第1回目については自由に教員間の授業を見学する形態

　第2回目については公開する先生の授業を限定して見学する形態

ティーチング・ポートフォリオの実践的なワークショップを実施し、ティーチング・ポートフォリオのメンター（指導者）を育成する。

「授業に活用するファシリテーションを体験する」－学生の主体性を引き出すコミュニケーションの実践－

　　講師：大石加奈子先生（沼津高専教養科准教授）

　　　第1部　講演会

　　　第2部　ファシリテーション・スキルの実践（第1部での講演内容を基にグループ毎のワークショップを実施）

No.

2

3

4

1

概　　　　　要

教員間授業公開の実施

講演会及びワークショップの開催

全体研修　第1日目（合同研修）法人組織/高専における教育、研究及び教員評価制度

　　　　　　　第2日目（キャンパス別研修）事務関係/教務・学生指導関係

個別研修　①授業について(2週間)②ホームルーム活動(2週間)③高専での研究(1週間)

管理職による教科指導

　①第1回授業参観(4月末)②教科指導(～5月末)③第2回授業参観(10月末)④教科指導(～11月末)

外部研修　(独法)国立高等専門学校機構主催「新任教員研修会」の受講

4

5

研修会名等

平成23年度首都大学東京FDセミナー

「大学らしい知にこだわったアクティブ・ラーニング－ちょっとした工夫で可能な学生の能動的な学び－」

法政大学第９回FDシンポジウム

 「本当に必要なFD活動とは―実質化のための支援・教育評価―」

 「ファカルティ・ディベロッパー養成研修」

シンポジウム　「大学の授業を改善する」

SPODフォーラム2011

No.

1

2

3

 
 

（出典 平成 23 年度業務実績報告書附属資料） 
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資料９－１－③－４ 

  

５．過去 3年間の本科授業評価比較 

本章では品川キャンパス及び荒川キャンパスの過去 3 年間の各質問に対する本科授業評価点の

平均の推移を調べる．第 1 章で述べた様に，アンケートの質問内容が 2009 年度のものと，

2010-2011 年度のものとは異なっているため，3 年間の厳密な比較を行うことはできない．しか

し，取り上げているデータが各質問全体の平均値の比較であるため，学校の授業力を計る目安と

しては有向であると考える．図 4 が過去 3 年間の本校の本科授業評価アンケート結果における各

質問の評価点の平均点推移を表したものである．図 4 を参照すれば解るように，年度が増す毎に

各キャンパスそれぞれ着実に授業評価の平均点を伸ばしていることが解る． 

 

 

図 4．過去 3 年間の授業評価点の平均点の推移 

 

2.85

2.95

3.05

3.15

2009年度 2010年度 2011年度

品川キャンパス

荒川キャンパス

 
 

（出典 2011 年度版「学生による授業評価アンケート」報告 抜粋） 

 

 準学士課程における各専門教育コース及び一般科では、所属教員によるコース（科）会議が定例的

に開催されており、フィードバックされた様々な評価結果をもとに各コース等における教育の質の向

上、改善にむけた取組みを行っている（資料９－１－③－５）。また、各コースや一般科間での意見

交換や相互調整、学校全体の評価結果を踏まえた機関としての指示事項の伝達などはコース長会議で

行われている（資料９－１－③－６）。専攻科課程では、同様のことを専攻科会議で行っている。こ

うした仕組みを通じて、教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じられている。 

 

資料９－１－③－５ 

学生生活実態調査に対する各コースの意見（生産システム工学コース） 

 

（平成 24 年第 1 回コース長会議資料） 

平成 24 年 4 月 26 日 

生産システム工学コース 

 

学生生活実態調査結果報告書に対する意見および新カリキュラムに関する検討について 

 

(2)4-1.「今後習得したい知識・能力（Q5）」 

「エンジニアとしての基礎能力」が 70.3％と最も高く、「資格・検定等の合格に向けた知識・技術」が 50.0％と

続いている。機械 4 力学の充実を目指した 24 年度実施の科目変更はこの期待に応えている。資格取得の支援とし

て、機械設計技術者試験については、5 年選択科目の特別演習において受験対策を行っているが、放課後や長期休業

中における補講を行う等 3、4 年生に対する取り組みを検討中である。また、CAD 検定については、2～5 学年の CAD

設計製図の授業内容が試験対策となっており、CAD 検定の受験を学生に勧めている。 

 

（出典 平成 24 年４月 26 日 コース長会議資料 抜粋） 
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資料９－１－③－６ 

東京都立産業技術高等専門学校 第１回コース長会議 会議録（抜粋） 

 

日 時  平成２４年４月２６日（木）16:30～18:00 

会 場  高専荒川キャンパス 大会議室 

出席者 ・ものづくり工学科長（議長）富永一利 

・創造工学専攻長 渡辺和人 

・学生主事（品川）村中宏行、（荒川）中島田讓 

・各コース長、一般科長 

（品川）松澤和夫、上島光浩、進藤康人、大川典男、高野光男 

（荒川）生方俊典、根本良三、山田裕一、吉澤昌純、小野智明 

・教務室長（品川）小林弘幸、（荒川）髙橋龍也 

・調整係長 加藤匡治 

・オブザーバーなし、欠席なし 

会議庶務（調整係）御影 

 

【議題】 

１ 学生生活実態調査に対する各コースの意見について 

 （資料３及び追加資料を基に該当コース長から説明） 

 （意見等） 

 ・カリキュラム改訂にいいタイミングでのアンケートだったのではないか。 

 ・工場の満足度のキャンパス間の差について議論する必要があるのではないか。 

 ・アンケート経費の問題もあるが、継続して実施してほしい。 

《了承事項》 

 ・荒川キャンパスの工場の体制については、荒川キャンパスコース長会議で検討する。 

 

（出典 平成 24 年４月 26 日 コース長会議議事録 抜粋） 

 

 なお、平成24年度から新たに「教育改革推進会議」を設置した（資料９－１－③－７）。これは学

校の全管理職を構成員とし、学校全体としての教育活動の質的向上、改善を図るための基本方針等の

検討を目的として設置したものであり、平成23年度からの新たな自己点検・評価制度のもとでの結果

を踏まえ、今後幅広く検討していく予定である。 

 

資料９－１－③－７ 

   東京都立産業技術高等専門学校教育改革推進会議設置要綱 

 

23 産技専管品第 1576 号 

制定 平成 24 年３月 30 日 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（22 産技専管品第 62

号）第２条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下「本校」という。）に設置する東京都立産業技術高等

専門学校教育改革推進会議（以下「会議」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 教育活動に関する基本方針案の策定 

 (2) 教育実施体制の改善策の検討 

 (3) ものづくり工学科及び創造工学専攻における教育課程改革の基本方針案の策定 

 (4) 教育力の組織的な向上策の検討 

 (5) その他、本校の教育改革の推進に関し、校長が必要と認めること 

 （構成員） 

第３条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 校長 

 (2) 副校長 

 (3) 管理部長 

 (4) ものづくり工学科長 
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 (5) 創造工学専攻長 

 (6) 学生主事 

 (7) 管理課長 

２ 前項のほか、校長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

 （運営） 

第４条 校長は、会議を招集し、主宰する。 

２ 校長が欠けたときは副校長が、その職務を代理する。 

３ 会議は、校長が必要と認めたときに召集する。 

 （庶務） 

第５条 会議の庶務は、管理部高専品川キャンパス管理課調整係において行う。 

 （その他） 

第６条 会議に関し、この要綱に定める以外の事項については、校長が定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校教育改革推進会議設置要綱） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育企画改善室、コース（科）会議、コース長会議、専攻科会議といった諸機関が、それぞれの役

割の中で各種評価の結果をもとに教育の質の向上に取り組み、改善に結び付けている。また、こうし

た従来からの取組みと新しい自己点検・評価制度を学校として統合していく仕組みとして平成24年度

に教育改革推進会議を設置し、組織としての全体システムが整備された。 

 以上のことから、各種の評価結果を教育の質の向上、改善に結び付けられるような組織としてのシ

ステムが整備され、具体的かつ継続的な方策が講じられていると判断できる。 

 

 

観点９－１－④： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を，学校として把握しているか。 

（観点に係る状況）  

学生による授業評価の結果は、教育企画改善室による集計を経て非常勤講師を含めた全ての授業担

当教員にフィードバックされている（前掲資料９－１－③－２）。 

 本校の常勤教員は、自己申告制度により毎年度の初めに「当初申告」を提出することが義務付けら

れている。当初申告では前年度の学生による授業評価の結果が参考資料とされ、管理職との面談を通

じて必要に応じて改善目標が設定される。年度末には当初申告時に設定した目標の達成状況について

自己評価を行い、自己申告書を提出することになっている（資料９－１－④－１）。こうした一連の

仕組みにより、個々の教員の改善活動状況を学校として把握しており、具体的な改善の事例がある

（現地確認資料）。なお、管理職は提出された自己申告書を参考に個々の教員の業績評価を行うため、

最終的には教育上の評価に反映される仕組みとなっている（資料９－１－④－２）。 

 

 

 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準９ 

- 521 - 

 

資料９－１－④－１ 
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（出典 平成 24 年度東京都立産業技術高等専門学校教員自己申告実施要領） 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準９ 

- 526 - 

 

資料９－１－④－２ 

平成２４年度東京都立産業技術高等専門学校教員評価（年度評価）実施要領（抜粋） 

 

７ 評価手続 

自己申告書等を参考にし、次の手続により評価を実施する。 

（１）東京都立産業技術高等専門学校教員評価委員会運営要綱に規定するキャンパス分科会で、評定案を検討し、キ

ャンパス分科会としての案を作成する。 

（２）教員評価委員会で、キャンパス間の調整を行い、評定案を検討し、教員評価委員会としての案を作成する。 

（３） 校長が、教員評価委員会としての案を踏まえ、評定案を決定する。 

（４） 高専教員人事委員会（以下、「人事委員会」という。）で、校長の評定案を審査する。 

（５） 校長が、人事委員会の審査を踏まえ、評価を決定する。 

 

（出典 平成 24 年度東京都立産業技術高等専門学校教員評価（年度評価）実施要領 抜粋） 

 

 また、平成23年度からはワークショップの開催等により「ティーチング・ポートフォリオ」の普及

に向けた取組みを本格的に開始しており、一部の教員については既に作成している（資料９－１－④

－３）。こうした取組みも改善活動の推進や把握に活かされ始めている。 

 

資料９－１－④－３ 

ティーチング・ポートフォリオの作成 
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（出典 教育企画改善室資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

学生による授業評価の結果は非常勤講師を含む各教員にフィードバックされ、常勤教員については

自己申告制度を通じて実際の改善活動が行われ、把握されている。また新たにティーチング・ポート

フォリオの普及を進めており、改善活動の推進や把握に活かされ始めている。 

 以上のことから、教員が評価結果に基づいて、それぞれの質の向上をはかるとともに継続的改善を

行い、その活動状況を学校として把握していると判断できる。 

 

 

観点９－１－⑤： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

（観点に係る状況）  

専門分野における教員の研究活動の成果が教育の質の改善に寄与している例としては、卒業研究や

専攻科特別研究の指導教員が、自らが実践している企業や他の研究機関と連携した技術開発や共同研

究に学生を参画させて、実践的な場でのより高度な能力の育成を図っているものがある（資料９－１

－⑤－１）。また、本校の教員が首都大学東京や産業技術大学院大学の教員と共同研究を行い、その

研究に専攻科の学生を参加させる仕組みも導入している（資料９－１－⑤－２）。 
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資料９－１－⑤－１ 

教員の共同研究に学生が参画した事例 
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掲載論文 

 
（出典 専攻科室資料） 

 

資料９－１－⑤－２ 

「大学・高専連携事業基金」事業（共同研究）実施要領（抜粋） 

 

１ 目的 

「大学・高専連携事業基金」（平成 23 年度より設置）を活用し、「2 大学 1 高専それぞれのブランド力の強

化に資する事業の推進」及び「2 大学 1 高専の一体的な取組の推進」を目的として、2 大学 1 高専が連携して実

施する最先端研究を推進するため、大学・高専連携会議設置要綱に基づく連携施策を実施する。 

 

２ 配分期間 

最長で 3 年間（1 年計画、2 年計画の申請も可能） 

ただし、次年度以降も継続する事業（研究）については、成果等により減額又は取り消す場合もある。 

 

３ 申請 

(１) 申請方法 

『大学・高専連携事業基金』事業計画書（様式１）（以下「事業計画書」という。）に必要事項記入※の上、

大学・高専連携会議事務局（経営企画室企画財務課）（以下「事務局」という。）へ提出して下さい。 

（※ 記入にあたっては、事業計画書記入要領（様式１別紙）を参照の上、記入事項に丌備のないようにし

て下さい。） 

(２) 申請条件 

① 高専が、首都大及び産技大、あるいは首都大、産技大いずれかと連携して実施する事業（共同研究）であ

ること。高専教員のみで実施する事業は認められません。 

② 研究代表者が申請すること。ただし、研究代表者は高専に所属する教員に限ります。 

③ 研究グループには、高専専攻科及び各大学院に所属する学生に限り、参加を認めるものとします。ただ

し、学生を参加させる場合には、必ず事業計画書に研究分担者として明示して下さい。事業計画書に記載が

ない場合、雇用契約が伴う場合は原則として認められません。 

④ 一人の教員が研究代表者として応募できる研究課題数は１課題とします。 

⑤ 研究代表者となった教員が、他の研究課題に研究分担者として応募することは可能ですが、多数の研究計

画に参画することにより、研究代表者又は研究分担者としての責任が果たせなくなることがないようにして

下さい。 

 

（出典 「大学・高専連携事業基金」事業（共同研究）実施要領 抜粋） 
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教育方法等の研究成果については、学校が配分する研究費の枠組みの中に「教育改善研究費」や

「教育課題研究」という分野を設定して奨励していることもあり（資料９－１－⑤－３）、そうした

研究費を活用して得た研究成果を、授業等の教育活動の中で実践している例がある（資料９－１－⑤

－４～６）。 

 

 

資料９－１－⑤－３ 

 

平成２４年度 東京都立産業技術高等専門学校の一般財源研究費の配分について 

  

平成２４年度

○特定課題研究費【変更なし】

高専の設置目的や教育目標などの達成のため、特定の研究課題を定めて、公募により、専任教員個

人又はグループに対して競争的・傾斜的に配分する研究費とする。

（約２，８００万円 ※２３年度同額）

平成２４年度の研究課題は、平成２３年度と同様の以下の３課題とする。

(1) 重点課題研究・・・東京工学を含む、本校として積極的に進める課題に関する研究

(2) スタートアップ研究・・・本校着任１～３年目の教員が、教育・研究をスタートさせるめの

新規性・独創性に富む研究

(3) 教育課題研究・・・本校の教育課題を解決するためのプロジェクト型教育研究

○管理費・予備費【変更なし】
管理費は、研究活動を円滑に実施するための光熱水費、事務経費等とし、教育改善研究費、特定

課題研究費とは別に、研究費の執行管理を行う予算執行単位に配分する。また、全学電子ジャーナル
経費（１００万円）を計上し、契約所管部署に配分する。

（約５００万円 ※２３年度同額）

○教育改善研究費【変更なし】
高専の教育改善を目的とする教材やカリキュラム等の開発、教育水準や教育技術の向上のために必
要な学会、研究会、研修会等への参加など、各コース等における教育の目標を達成するために措置す
る研究費とする。（約２，４００万円 ※２３年度同額）

 
（出典 平成 23 年 12 月 13 日 研究費委員会資料） 
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資料９－１－⑤－４ 

教育活動での実践例① 

  

平成２３年度教育改善研究費実績報告書

研究課題 高専・大学における言語表現力育成のための教材開発

教員名又は研究代表者 所属 職名

高野光男 一般科目 教授

研究分担者 所属 職名

　本研究の目標は、高専・大学の学生が興味・関心をもって取り組め、言語表現力を向上
させる教材開発にあり、その特色は、高校と高専・大学等を通じた系統性を考慮している
点がある。本年度は、会議・議論における司会（ファシリテーション）、論理的な意見の
述べ方等の教材開発を行ったが、具体的には４・５年生の選択科目「都市文学論」の授業
形態を一変し、司会進行を含めた学生による発表形式とした。学生は以前と比較して格段
と授業に対する興味関心を向上させ、授業公開後の教員の評価も高かった。

その他（OPCへの貢献、雑誌論文発表、図書、学会発表等）

【ＯＰＣへの貢献】
「中学生のための小論文講座」開講　9/17・18　10/1・2の４日間（計12時間）
【雑誌論文発表、図書、学会発表等】
①〈教室〉の中の村上春樹（共著）、ひつじ書房、2011.8、pp267－289。
②高校漢字の総練習　四訂版（共著）、三省堂、2012.1。
③文学が教育にできること－「読むことの秘鑰」（共著）、教育出版、2012.3、
　pp230－255。
④国語教育における「歴史社会学派」の継承と克服についての一考察、
『月刊国語教育研究』、No.472、日本国語教育学会、2011.8。

（単独研究）

研究実績の概要

　近年、高等専門学校準学士課程高学年や専攻科、あるいは大学の教養課程において、科
目の名称はさまざまだが、一般教養科目の中に、言語表現力育成のための科目が積極的に
設けられるようになった。学生の言語表現力の低下が危惧され、科目として重視される一
方で、高専・大学では「学習指導要領」にあたる育成すべき能力の基準が定められておら
ず、授業内容や使用テキストは授業者の関心に応じた恣意的な状況にあり、それは言語表
現力の系統性の面でも多くの問題を含んでいる。
　いっぽう、高等学校においては科目としての「国語表現」が設置されて以来十数年が経
過し、研究と実践の両面において実績の蓄積がみられる。高専準学士課程（高学年）・専
攻科・大学の学生の言語表現力育成は、高校における取り組みの上に立って構想されるべ
きであり、それゆえ高校と大学との連携、その系統性を視野に入れた言語表現力育成を検
討することが急務となっている。
　本研究では、高等学校における表現教育の実績を踏まえ、またその連続性・系統性を考
慮しながら、会議・議論における司会（ファシリテーション）、論理的な意見の述べ方等
の教材開発を行った。

教育への効果

 
（出典 平成 23 年度教育改善研究費実績報告書 抜粋） 
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資料９－１－⑤－５ 

教育活動での実践例② 

所属 職

遠山　恭司

所属

平成23年度特定課題研究費実績報告書

研究代表者 所属 電気電子工学コース 職 准教授 氏名 石崎　明男

職 氏名

所属 一般科 職

氏名

研究課題名

（和文）エンジニアリング・デザインと人間中心設計による
　　　　実践的教育法の開発

（英文）Development of Practical Educational Methods based on Engineering

               Design Centered Learning and Human Centered Design Approach

研究種目 教育課題研究

研究分担者

准教授 氏名

 研究実績の概要

　本研究では、ものづくりをベースとした社会問題解決とそのための動機付けを本校の教育課程にビル
トインさせるべく、エンジニアリングデザインを中心に据えた学習プログラム（EDCL:Engineering
Design Centered Learning）の体系化を目的とする。具体的には、アメリカの大学での取り組みを現地
調査し、その成果によってEDCLの全体の流れ、教員の役割、学習効果・成果の管理、学生の参加の仕組
み、学校当局のサポート体制、教育課程についていくつかの提言を行うことである。
　われわれは上記の目的にしたがって、夏期休業期間を利用して、スタンフォード大学d.schoolおよび
ノースウェスタン大学Segal Design Instituteに対する施設見学および教育体系に関するインタビュー
を実施した。特に後者における関係者インタビューは、大学2年生と工学部教授、デザイン教育セン
ターのディレクターなど多岐におよび、体系的な調査を行うことができた。その結果、学生の工学教育
への導入と学習意欲の喚起、教育スタッフによる努力と学内運営体制の困難さ、外部資源を有効に活用
した教育プログラムの設計と実施体制の整備など、具体的かつ実践的な事実と課題の整理を行うことが
できた。
　その結果については、学内で管理職、コース長、各室長を対象に視察報告会を企画し、校長、副校
長、教務主事、教務室長などを中心に研究代表者・研究分担者がそれぞれ報告を行った。報告の後、参
加者全員で1時間にわたるディスカッションを行い、本校におけるエンジニアリング・デザインの導入
とその課題について意見交換した。
　また、一部の授業ではエンジニアリング・デザインの導入を試行し、教員対象の研修会も提案した。 研究発表（論文、著書、講演等）

報告会
・日時：10月25日16:45より
・場所：産業技術高専・小会議室
・参加者：校長、副校長、教務主事、教務室長、広報室長、メディア室長、本研究者
・石崎明男「教育のリ・デザインの現場」
・遠山恭司「スタンフォード大学視察からの示唆」

 その他（教育活動・OPCへの貢献、特許等）

1. 授業やHRでの創造性教育の試行
　a. 品川区ビジネス創造コンテストへの参加（科目：政治経済）
　　 3年機械システム工学学生2名が「未来賞」受賞
　b. 東京都科学技術週間イベントテーマ募集への応募（科目：中小企業経営論）
　   3・4年混成チームが大賞・佳作受賞
　   大賞「未来のギアを回せ！Tokyo ふしぎサイ(祭)エンス」(H24年度より公式採用)
　c. ディジタル回路の設計製作（科目：電子回路設計）
　d. 高専祭参加に当たってのアイディア出し（HR）
2. 教職員向け研修会の企画・提案・運営
  a. 大石加奈子氏(沼津高専)によるエンジニアリング・ファシリテーション研修の開催
  b. ワークショップの開催（全7回の参加者は延べ136名、参加者は品川キャンパス常勤
     教員、非常勤講師、職員、荒川キャンパス教員）

 
（出典 平成 23 年度特定課題研究費実績報告書 抜粋） 
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資料９－１－⑤－６ 

  
 

    
 

（出典 特定課題研究費校内報告会資料抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

研究成果である著作物等の授業での使用や技術開発、共同研究への学生の参画、教育方法等の研究

成果の授業等への実践などにより、授業等の改善状況が具体的な事例を通じて確認できる。 

 以上のことから、教員の研究活動が教育の質の改善に寄与していると判断できる。 

 

観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが，適切な方法で実施され，組織として教

育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。 

（観点に係る状況）  
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ファカルティ・ディベロップメントは、校務分掌組織としての「教育企画改善室」で企画・実施さ

れている（資料９－２－①－１）。教育企画改善室を所管する校長補佐（教務主事）が管理職として

校長の指示の下、統括している（資料９－２－①－２）。 

 

資料９－２－①－１ 

東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（抜粋） 

 

 （室の分掌事務） 

第１８条 室の分掌事務は、次のとおりとする。 

２ 教育企画改善室 

(1) ファカルティ・ディベロップメントに関すること 

(2) その他、教育活動に係る企画立案及び改善策の検討に関すること 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 

 

資料９－２－①－２ 

  

校　　　長

入試検討委員会

教職員会議

専攻科室

入　試　室

広　報　室

研究推進室校長補佐（５名で分任）

専攻科会議

　校務執行体制

教務室（品川）

教育企画改善室高専運営会議

管理職会議

教育改革推進会議

コース長会議

副　　校　　長

OPC企画運営委員会

図書館運営委員会

〈工　　場〉

教務室（荒川）

学生室（品川、荒川）

進路支援室（品川、荒川）

国際化推進センター

情報化推進センター

総合調整会議

教務委員会

学生委員会

編入学委員会

インターンシップ室

〈工　　場〉

学生相談室（品川、荒川）

〈科学技術展示館〉

〈汐黎ホール〉

〈就職支援室〉

〈進学支援室〉

〈未来工房〉

地域交流室（品川、荒川）

 
（出典 管理課資料） 
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 平成２３年度のファカルティ・ディベロップメント活動の内容・方法及び実施状況は以下のとおり

である。 

（１）研修会、講演会、ワークショップ等の開催 

  年１回のティーチング・ポートフォリオ普及のための宿泊型ワークショップ（資料９－２－①－

３）、授業ファシリテーションの講演会及びワークショップ（資料９－２－①－４）を開催した。 

 

 

資料９－２－①－３ 

ティーチング・ポートフォリオ ワークショップ実施要項 

 

主   催：東京都立産業技術高等専門学校 

目   的：ティーチング・ポートフォリオの実践的なワークショップを実施し、ティーチング・ポートフォリオの

メンター（指導者）を育成する。 

日   時：平成２３年９月３日（土）午後 1 時～９月５日（日）午後 5 時（予定） （２泊３日） 

別添「スケジュール表」参照 

開催場所 ：セミナーハウス 「クロス・ウェーブ船橋」（JR 船橋駅徒歩約 10 分） 

http://www.orix.co.jp/x-wave/funabashi/ 

※上記 URL に詳しい地図がのっております。ご参照下さい。 

受  付：９月３日（土）１２：３０ 

（出典 教育企画改善室資料） 

 

 

資料９－２－①－４ 

平成 23 年 11 月 25 日 

教員各位 

教務主事・学生相談室長・教育企画改善室長 

 

前略，先の 11 月 16 日(水)の教職員会議にて発表された 12 月 5 日（月）の FD 研修の件で，2 つの研修会の時程が

重なっておりましたが，下記の様に開催時刻を変更して行うことになりました．ご了承ください．なお，ファシリテ

ーションに関する簡単な研修内容についての紹介を付け加えさせていただきました． 

 

12 月 5 日(月)の研修時程 

・１４：３０～１５：３０ 

  場所：合同講義室 

  演題：「ストレス理論とその対処法について」 

  講師：大澤昇先生（本校スクールカウンセラー） 

  主幹：学生相談室 

  内容：教職員会議で配布された資料 22 ページ参照．多くの方々の参加をお願いいたします． 

 

・１５：３０～１６：００  

  場所：中央ホール 

  演題：「授業に活用するファシリテーションを体験する 

      －学生の主体性を引き出すコミュニケーションの実践－」（第１部） 

  講師：大石加奈子先生（沼津高専教養科准教授） 

  主幹：管理職 

  内容：下記※1 参照． 

  注意：参考資料（講演者の論文「高専の学生さんに生きる力と幸せな笑顔を 新しいコミュニケーションの技術

を紹介」）を電子メールにて添付させていただきます． 

   

・１６：１０～１７：５０ 

  場所：中央ホール 

    演題：「授業に活用するファシリテーションを体験する 

      －学生の主体性を引き出すコミュニケーションの実践－」（第２部） 

  講師：大石加奈子先生（沼津高専教養科准教授） 

http://www.orix.co.jp/x-wave/funabashi/
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  主幹：教育企画改善室 

 

  内容：下記※2 参照 

  注意：出席者についてですが，研修は全てワークショップ形式で行いますので参加可能な人数に限りがございま

す．申し訳ありませんが，今回の研修においては，参加対象者を原則准教授，助教とさせていただきま

す．事前でのグループ分けの作業がありますので参加希望者は、12 月 1 日（木）までに，管理課中條ま

でご連絡ください．（とても興味があり参加したいという教授の方もどうぞお申し出ください） 

以 上 

 

※１ 従来，高等教育機関で行われてきた講義型教育は，教える者から学ぶ者への一方向の指示命令型であり，確か

にこれまでの時代背景には合っていました．けれども今日の時代背景を考え，学習者が協働作業を通して自立意識を

確立していける教育が必要となりました．チーム全員参加で最大の成果を出す力，話し合いによる効果的な問題解決

をする力，一人ひとりが目標に向けて自立的に行動できる力を養うことが必要になったのです．そのことから，高等

教育機関は，創成教育（PBL 教育，問題解決学習，デザイン教育）を取り入れるようになりました．とはいえ，教

える側が有意義なテーマを与えても，学習者同士で自主的に話し合いを進められない，話し合いが対立して進まな

い，意見が出てもまとまらない，いつまでたっても結論が出せない，積極的に参加しない，など難航することが多い

と聞きます．その理由は，学習を円滑にするためのコミュニケーション・スキルを修得していないことにあります． 

 ファシリテーション・スキルとは，協働による問題解決，アイディア創造，合意形成などの知的創造活動を，促進

していくコミュニケーション・スキルです．それを身につけることにより，学習の場の積極的参加度を高められ，学

習者同士に知的な相互作用が生じ，一人ではできない新しい「問題解決」を楽しく進めていくことができます．第 1

部では，大石先生に，ファシリテーション・スキル全体についての概略を掻い摘んで解説していただきます． 

（http://oishikanako.com/workshop を改変） 

※２ 第 1 部での講演内容を基に，グループを作成してミニ・ワークを実施します．ファシリテーション・スキルの

実践版です． 

（出典 教育企画改善室資料） 
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（２）教員間の授業公開 

  年２回行われている地域や保護者向けの公開授業週間に合わせて、各専門教育コース及び一般科

で公開する授業を決めて相互参観を行っている（資料９－２－①－５）。 

 

資料９－２－①－５ 

 

教育企画改善室 

平成 24 年 3 月 8 日 

H23 年 度 教 員 間 授 業 公 開 (後 期) 実 施 報 告 

１．はじめに 

本報告は，平成 23 年度 10 月 17 日（月）～10 月 21 日（金）の公開授業週間に，FD の一環として「教員間の授業

公開」を行った実施報告です．実施の仕方としては昨年度とは若干変更し，公開する先生は，公開可能な授業を選定

し，事前準備として公開用の授業に関する「授業公開用資料」を作成していただき，見学される先生方はこの資料を

見て授業見学を行いました．この資料は別冊として教育企画改善室でまとめ，先生方が自由に閲覧できる方向で検討

中です．見学された先生方には，「授業公開見学用紙（教員用）」をご提出頂きました．この資料を基に，10 月 26

日（水），授業公開をされた先生方を交えて「授業公開懇談会」を開催いたしました．公開をされた先生方，本当に

ご苦労様でした． 

公開された先生方におかれましては，授業見学者からのアンケート結果とコメント集，及び教育企画改善室（品

川）委員からのコメントを入れさせて頂いた「集計表」をお渡しいたしました． 

本報告は，授業見学をされた先生方のアンケート資料を基に作成したものです．先生方の今後の授業展開の一助と

なれば幸いです． 

 

２．授業を公開された教員 

  一般教養科･･･高野先生，篠原先生   機械システム工学コース･･･吉田先生 

生産システム工学コース･･･廣井先生  電気電子工学コース･･･石崎先生 

    電子情報工学コース･･･山口先生 

 

３．アンケート内容 

[質問内容] 

１．教員の話や指示は分かりやすかったか． 

２．この授業は学びを促進していたか． 

３．学生が積極的に授業に参加していたか． 

４．教材・教具はふさわしいものであったか． 

５．黒板の使い方は適切であったか． 

a) 極めて良       b) 良      c) 普通   d) やや悪い  e) わからない 

 

４．アンケート集計結果（全体）（回答数 27 枚） 

 

項目番号 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ 

１ 5 16 3 1 2 

２ 7 15 4 1  

３ 3 18 4 2  

４ 2 19 3 2 1 

５ 1 15 4 1 6 

 18 83 18 7 9 

 

 （略） 

６．まとめ 

 アンケート集計結果を参照すればわかるように，公開された先生方の授業は，おおむね好評でした．特に今回公開

して下さった先生の内，２名の先生においては協調学習を取り入れた授業内容であったことは注目に値します．能動

学習が騒がれている今日，高専の授業形態の中にもこの様な協調学習の形態を一部でも取り入れる必要があるのかと

思います．協調学習を見学された先生方のアンケートを拝読すると，共通して言えることが 

 ・学生が積極的に参加している． 

・学生の自己学習，積極性，チームワーク等の能力がアップできる． 

・自分の考えに理由を付けて人に伝える能力を養える． 
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であり，授業評価としては極めて好評でした．ただ，疑問点として共通して言えることが， 

 ・実施した結果，今後の学生の学習効果にどの様な成果が期待できるのか． 

ということです．この質問に対する結論は，そう簡単に出せるものではなく，協調学習を積極的に導入している大学

の話を聞いても，そう簡単に明確な結論を出すことは難しいと考えます．ただ，学生にとって，授業に積極的に参加

する「能動学習」は紛れもなく「良いこと」であり，本校においてもどの様な能動学習を取り入れていくべきかとい

う課題が浮かび上がってきます．しかし，講義中心の先生方においても，演習問題を多く取り入れ，学生の能動学習

を促している先生方も多いです．今回，公開された先生方の授業でも，そのような授業形態をとられている先生方が

多かったです．そこで，今回，見学した先生方のコメントをまとめる形で，「講義＋演習」という形態を取られてい

る先生の「授業づくり」のモデルケースを作成しました．今後の授業展開の参考にしていただければ幸いです． 

 
（出典 平成 24 年３月８日 教員公開授業懇談会資料） 
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（３）外部の研修会等への参加 

  愛媛大学を中心とした団体主催の研修会（資料９－２－①－６）、首都大学東京主催のＦＤセミ

ナー（資料９－２－①－７）へ教員を派遣した。 

 

 

資料９－２－①－６ 

 
 

（出典 教育企画改善室資料） 
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資料９－２－①－７ 

 
 

（出典 教育企画改善室資料） 

 

（４）新任研修の実施 

これらとは別に新任研修プログラムを体系的に整備し、新任の常勤教員全員に受講を義務付けて

いる（資料９－２－①－８）。 

資料９－２－①－８ 

  

平成23年度FD活動実施状況

◎学内活動

内容 実施日 参加者数

新任研修（教員）の実施
全体　平成23年4月1日(金)・7日(木)

個別　平成23年4月～5月中旬　ほか

外部　平成23年8月29日(月)～31日(水)

5名

No.

1

概　　　　　要

全体研修　第1日目（合同研修）法人組織/高専における教育、研究及び教員評価制度

　　　　　　　第2日目（キャンパス別研修）事務関係/教務・学生指導関係

個別研修　①授業について(2週間)②ホームルーム活動(2週間)③高専での研究(1週間)

管理職による教科指導

　①第1回授業参観(4月末)②教科指導(～5月末)③第2回授業参観(10月末)④教科指導(～11月末)

外部研修　(独法)国立高等専門学校機構主催「新任教員研修会」の受講
 

（出典 平成 23 年度業務実績報告書附属資料 抜粋） 
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 こうした取組みにより、次のような具体的な改善事例があり（資料９－２－①－９）、学生による

授業評価の結果も年々上昇している（資料９－２－①－10）。 

 

資料９－２－①－９ 

ＦＤによる改善事例 

   
     （出典 本校教員作成ティーチング・ポートフォリオ 抜粋） 
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資料９－２－①－10 

     

（3）過去 3 年間のアンケート結果の推移 

図 3 は過去 3 年間の各質問に対する評価点数の平均値の推移を表しています。先に述べた様に、アンケー

トの質問内容が平成 21 年度のものと、平成 22 年度・23 年度のものとは異なっているため、3 年間の厳密な

比較を行うことはできませんが、取り上げているデータが各質問全体の平均値であるため、学校の授業力を計る

目安としては有効であると考えられます。図 3 からは、毎年着実に平均値を伸ばしていることがわかります。 

 

 

図 3．過去 3 年間の評価点数の平均値の推移（本科） 
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（出典 本校ウェブサイト） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校のファカルティ・ディベロップメントは、責任者（校長補佐）の下で教育企画改善室により企

画・実施されている。具体的には研修会、講演会、ワークショップ等の開催、教員による授業公開、

外部の研修会等への参加、体系的な新任研修などを行っており、改善事例や学生による授業評価の結

果からも、改善効果が認められる。 

 以上のことから、ファカルティ・ディベロップメントが適切な方法で実施され、組織として教育の

質の向上や授業の改善に結びついていると判断できる。 
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観点９－２－②： 教育支援者等に対して，研修等，その資質の向上を図るための取組が適切に行

われているか。 

（観点に係る状況）  

本校は公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）が設置している高等専門学校であり、

本校に勤務している職員の研修等は、主として当該法人により企画・実施されている（資料９－２－

②－１）。 

 

 

資料９－２－②－１ 

公立大学法人首都大学東京組織規則（抜粋） 

 

第５章 分掌事務 

（分掌事務） 

第３４条 事務組織の分掌事務は、次のとおりとする。 

   （略） 

総務部 

 総務課 

 法人における以下の事務（他の部署に属するものを除く。）をつかさどる。 

  (1) 規程の制定、改廃及び審査に関すること。 

  (2) 法規の調査及び解釈に関すること。 

  (3) 印章に関すること。 

(4) 文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

(5) 役員及び事務組織に所属する職員の人事制度に関すること。 

  (6) 役員及び事務組織に所属する職員の人事、服務及び研修等に関すること。 

  (7) 労働組合及び過半数代表者に関すること。 

  (8) 事務組織に係る組織及び人員に関すること。 

(9) 法人の事務改革に関すること。 

  (10) 法人の情報基盤整備に関すること。 

(11) 安全管理及び衛生管理に関すること。 

(12) 電算システムの開発及び運用並びに運用支援及び総合調整に関すること。 

(13) 部内他の課に属さないこと。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京組織規則 抜粋） 
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 法人は平成21年３月に「人材育成プログラム」を策定して職員の戦略的活用を目指す育成計画とし

て位置付け、「法人職員の人材像」とそれへ至る道筋を示している（資料９－２－②－２～４）。そ

して本プログラムに基づいて毎年度の「職員研修実施計画」を策定・実施している（資料９－２－②

－５～７）。 

 

資料９－２－②－２ 

      
（出典 平成 24 年度公立大学法人首都大学東京職員研修実施計画～人材育成プログラム準拠～P.32） 
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資料９－２－②－３ 

       
 

（出典 平成 24 年度公立大学法人首都大学東京職員研修実施計画～人材育成プログラム準拠～P.33） 
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資料９－２－②－４ 

     

 

（出典 平成 24 年度公立大学法人首都大学東京職員研修実施計画～人材育成プログラム準拠～P.34） 
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９－２－②－５ 

 

  （出典 平成 24 年度公立大学法人首都大学東京職員研修実施計画～人材育成プログラム準拠～P.３） 
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９－２－②－６ 

  
 

  （出典 平成 24 年度公立大学法人首都大学東京職員研修実施計画～人材育成プログラム準拠～P.４） 
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９－２－②－７ 

平成 23 年度研修受講状況 

  

1 法 悉 - 4月14日
平成23年度新任研修②（正規職員）≪宿泊研修≫
の実施について（通知）

1

7 法 希 4月13日 4月18日 財務会計システム操作説明会（研修ではない） 1

31 法 希 4月28日 5月10日
スキルアップ研修「異文化コミュニケーションを考え
る」

1

35 法 希 5月9日 5月10日
スキルアップ研修「異文化コミュニケーションを考え
る」研修受講者の決定について（通知）

1

86 法 悉 7月14日 -
職層縦断・組織横断型研修（たて・よこ研修）の実
施

1

106 法 希 8月12日 9月12日 広報セミナー参加者推薦 1

123 法 悉 8月26日 9月15日
平成２３年度新任後期研修（常勤契約職員）の実
施

1

170 法 悉 11月7日 12月20日 法人職員研修「汚職等非行防止研修」の実施 1

189 法 悉 12月5日 12月12日
法人職員基礎知識理解度測定フォロー研修の実施
及び研修申込

1

195 法 悉 12月9日 12月20日 法人職員研修「汚職等非行防止研修」の実施 1

206 法 希 1月10日 1月27日
法人職員タイムリー研修「支援で拓く未来の研究
力」研修生の推薦

1

2 法 希 - 4月8日
公立大学法人首都大学東京職員研修に係る研修
受講者の決定について

2

5 法 悉 4月12日 4月14日
平成23年度新任研修②（正規職員）≪宿泊研修≫
の案内について（通知）

2

14 法 悉 4月19日 4月22日
チューター（新人職員育成担当者）の選任について
（通知）

2

48 法 悉 - 5月26日
公立大学法人首都大学東京ＦＤ・ＳＤセミナー受講
者の決定

2

116 法 希 8月19日 8月26日 SDサマープログラム（希望制）受講者の決定 2

124 法 悉 8月30日 9月28日 第１回チューター連絡会の実施 2

215 法 希 1月30日 2月10日 法・講演会「「IT調達の心構え」 2

216 法 希 2月2日 2月15日
法人職員研修「東京都派遣研修報告会・自主勉強
会成果報告会」

3

38 法 悉 5月11日 5月26日 平成23年度首都大学東京ＦＤ・ＳＤセミナー 5

94 法 悉 7月29日 8月26日
公立大学法人首都大学東京職員研修SDサマープ
ログラム

5

111 法 悉 8月17日 9月8日
平成２３年度新任後期研修（正規職員主事）及び主
任研修

6

46 法 悉 5月18日 - 法人職員研修（６月分）の実施及び研修生の推薦 7

230 0

51

受講
者計

個別受講数

区分 受信日 開催日 研修名

 
 

  （出典 管理課資料） 

 

 

 新任職員にはOff-ＪＴによる悉皆研修のほか、ＯＪＴの一環としてチューター制度が設けられてお

り、マンツーマン体制によるきめ細かな新人教育を実施するとともに、組織全体で新人を育成してい

く体制が整備されている（資料９－２－②－８）。 
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９－２－②－８ 

  
 

  （出典 平成 24 年度公立大学法人首都大学東京職員研修実施計画～人材育成プログラム準拠～P.25） 
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 また、学校としても本校配属職員に対し、法人職員による自主的な勉強会（資料９－２－②－９）

や外部機関が行う研修等（資料９－２－②－10）への参加を推奨しており、職員の資質の向上に努め

ている。 

 

９－２－②－９ 

自己研修（自主研修支援）実施要綱 

２２公大首総総第２８３号 

                                       制定 平成２２年 ９月 １日 

        

（目的） 

第１条 この要綱は、公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）に勤務する職員 

（以下「職員」という。）の自己研修として、職員が勤務時間外において職務と関連して行う自主研修を支援するた

めに必要な事項を定め、もって職員の職務の能率及び質の向上に資する知識及び能力の習得を促進するとともに、職

員の主体的な能力伸長に対する意欲の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱による支援（以下「支援」という。）の対象とする自主研修は、次の各号のいずれにも該当する研

修をいう。 

(1) 職員が、職務に関連したテーマを設定し、勤務時間外に自主的に企画する研修であること。 

(2) 職員区分を問わず、複数の職員で構成したグループで行う研修であること。 

(3) 自主研修の目的が、職員としての知識及び能力の向上並びに法人の職務全般に係る能率及び質の向上に資する

ものであること。 

(4) 自主研修の目的が適切かつ明確であり、自己啓発に対する高い意欲を有すること。 

（支援内容） 

第３条 総務部総務課長（以下「総務課長」という。）は、自主研修の企画・実施に関して、必要に応じ、研修場所

の提供、情報の提供、助言などの支援を行う。 

（登録） 

第４条 本支援に申請しようとするグループの代表者は、あらかじめ、自主研修登録申出書（別記様式第１号）を総

務課長に提出し、承認をうけること。 

（報告） 

第５条 グループの代表者は、自主研修終了後、自主研修実施報告書（別記様式第２号）を総務課長に提出するこ

と。 

 ２ グループの代表者は、年度を越え同一の自主研修を継続して実施する場合であっても、各年度末には報告する

こと。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。 

 

  （出典 自己研修（自主研修支援）実施要綱） 

 

９－２－②－10 

外部機関が実施する研修会の募集 

平成 24 年 5 月 23 日 

学生相談室からのお知らせ 
学生相談室 

 
 
独立行政法人日本学生支援機構主催の教職員のための学生支援研修会が下記日程で開催されま

す。 

学校でまとめて申し込みをいたします。参加ご希望の教員は、6 月 8 日(金)までに管理課教務学生

係までお申し出ください。 

なお、研修会への応募人数が多数の場合には、推薦しても参加できないこともありますので、ご

了承ください。 

   

   

１ 学生相談・メンタルヘルス研修会          学校からの推薦 2 名（定員 100名） 



東京都立産業技術高等専門学校 基準９ 

- 554 - 

 

   

【日時】   平成 24 年 8月 29 日（水）～31 日（金）  

         3 日間全て参加することが参加条件となります。 

  【開催場所】 独立行政法人日本学生支援機構 東京国際交流館プラザ平成 

         りんかい線 東京テレポート駅 徒歩 15 分 

 

２ 障害学生支援研修会（理解・実践プログラム）    学校からの推薦 2 名（定員 100名） 

   

【日時】   平成 24 年 9月 18 日（火）・19 日（水）  

         両日参加することが参加条件となります。 

  【開催場所】 独立行政法人国立大学財務・経営センター  学術総合センター 

         ＪＲ総武線幕張駅、ＪＲ京葉線海浜幕張駅、京成千葉線形成幕張駅 徒歩 15 分          

 

※ 研修への参加は出張扱いとなります。 
 

  （出典 平成 24 年５月 23 日 教職員会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校における職員組織構成員の資質の向上は、法人組織の責任の下に基本方針を定め、法人におい

て計画的かつ体系的に実施されている。また、学校も外部機関が行う研修等への参加の推奨などを通

じて職員の資質の向上に努めている。 

 以上のことから、教育支援者等に対して、資質の向上を図るための取組が適切に行われていると判

断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 本校では、個々の教員の教育活動について継続的に改善していく方策として、ティーチング・ポー

トフォリオの普及を推進しており、宿泊型ワークショップを実施してメンター育成に努めている点は、

優れた取組として評価できる。 

 また、公立大学法人のグループ機関としての特性を活かした、計画的かつ多様な教育支援者等の資

質向上の取組（スタッフ・ディベロップメント）も優れた点として評価できる。 

 

（改善を要する点）  

 学校全体としての教育活動の質的向上、改善のための基本方針等の検討を目的とした「教育改革推

進会議」を平成24年度に設置したが、今後は同会議を実質的に機能させて教育活動の改善へ結び付け

ていくことが必要である。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

教育活動に関するデータや資料は、教務室、教育企画改善室及び管理課が収集しており、それぞれ

の室及び課に蓄積している。収集・蓄積したデータ等は、専門教育コースや各部門等が行う自己点検

の際に分析資料として活用され、それらを集約し学校として自己点検・評価をするシステムが確立さ

れている。 

 学校の構成員や学外関係者の意見聴取の機会は、近年の様々な取組及び自己点検・評価制度の再構
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築により格段に増えている。また、その結果をもとに、要綱、要領による基準に基づいた自己点検・

評価を実施し、自己点検・評価書にまとめている。 

 学生による授業評価の結果は各教員にフィードバックされ、常勤教員については自己申告制度を通

じて実際の改善活動が行われ、把握されている。また、新たにティーチング・ポートフォリオの普及

を進めており、改善活動の推進や把握に活かされ始めている。 

 教員の研究活動は、指導教員が行う企業や他の研究機関と連携した技術開発や共同研究への学生の

参加、教育方法等の研究成果の授業等への実践などにより教育の質の改善に寄与している。 

 本校のファカルティ・ディベロップメントは、責任者（校長補佐）の下で教育企画改善室により企

画・実施されている。具体的には研修会、講演会、ワークショップ等の開催、教員による授業公開、

外部の研修会等への参加、体系的な新任研修などを行っており、改善事例や学生による授業評価の結

果からも、改善効果が認められる。 

 本校における職員組織構成員の資質の向上は、法人組織の責任の下に基本方針を定め、法人におい

て計画的かつ体系的に実施されている。また、学校も外部機関が行う研修等への参加の推奨などを通

じて職員の資質の向上を図るための取組が適切に行われている。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況）  

土地、建物、構築物その他の固定資産の主たるものは、東京都から現物出資又は無償譲渡を受けて

おり、土地面積の総計は85,504.25㎡、建物８棟の総延床面積は64,959.09㎡、構築物91点、工具器具

備品等237点となっている（資料10－１－①－１～３）。なお、高専荒川キャンパスの土地にはグラ

ウンドの地下に東京都の水道施設があるため、東京都水道局の区分地上権が設定されている（資料10

－１－①－４）。 

 

資料 10－１－①－１ 

土地建物 

公立大学法人首都大学東京定款（抜粋） 

別表（第 26 条関係） 

１ 土地 

（５） 東京都立工業高等専門学校 

名  称 所   在 地  積 評 価 額 

都立工業高等専門学校

敷地 
東京都品川区東大井一丁目237番 29,392.04㎡ 23,441,347,920円 

都立工業高等専門学校

敷地 （体育館） 
 同所 248番１ 7,742.11㎡ 6,642,730,380円 

計 37,134.15㎡ 30,084,078,300円 

 

（６） 東京都立産業技術高等専門学校 

名  称 所   在 地  積 評 価 額 

都立産業技術高等専門

学校（高専荒川キャン

パス）敷地 

東京都荒川区南千住八丁目１番４

８ 
48,370.10㎡ 13,156,667,200円 

 

２ 建物 

（５） 東京都立工業高等専門学校 

名  称 所   在 延べ床面積 評 価 額 

校舎 東京都品川区東大井一丁目237番地 29,904.70㎡ 7,274,840,310円 

体育棟  同 上 516.69㎡ 99,153,690円 

プール棟 東京都品川区東大井一丁目248番地 1,197.60㎡  110,062,438円 

体育館  同 上 2,520.55㎡  93,400,472円 

計 34,139.54㎡ 7,577,456,910円 

 

（６） 東京都立航空工業高等専門学校 

名  称 所   在 延べ床面積 評 価 額 
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本館 東京都荒川区南千住八丁目１番地48 21,325.83㎡ 3,357,109,108円 

実験実習館  同 上 4,986.66㎡ 851,308,071円 

体育館  同 上 3,271.79㎡  469,067,110円 

展示館  同 上 1,235.27㎡  188,849,184円 

計 30,819.55㎡ 4,866,333,473円 

 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京定款 抜粋） 
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資料 10－１－①－２ 

固定資産（高専品川キャンパス） 

物品名称（短） （分類） 耐用年数 財源短名称 取得日付 取得価額
高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ敷地(校舎) 土地 0 現物出資 20080401 ¥23,441,347,920

高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ敷地(体育) 土地 0 現物出資 20080401 ¥6,642,730,380
校舎 校舎 38 現物出資 20080401 ¥5,945,319,698
電気設備 建物付属設備 6 現物出資 20080401 ¥397,878,903
空調設備 建物付属設備 6 現物出資 20080401 ¥584,985,815
給排水衛生設備 建物付属設備 6 現物出資 20080401 ¥346,655,894
体育館１ 校舎 12 現物出資 20080401 ¥18,168,670
電気設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥2,025,783
給排水衛生設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥1,721,916
体育館２ 校舎 12 現物出資 20080401 ¥14,837,102
電気設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥2,880,092
給排水衛生設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥180,395
体育館３ 校舎 27 現物出資 20080401 ¥46,727,186
電気設備 建物付属設備 8 現物出資 20080401 ¥4,681,764
給排水衛生設備 建物付属設備 8 現物出資 20080401 ¥2,177,564
プール棟 校舎 20 現物出資 20080401 ¥105,551,138
電気設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥2,636,551
給排水衛生設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥1,874,749
体育棟 校舎 39 現物出資 20080401 ¥85,098,090
電気設備 建物付属設備 7 現物出資 20080401 ¥8,956,566
空調設備 建物付属設備 7 現物出資 20080401 ¥1,030,269
給排水衛生設備 建物付属設備 7 現物出資 20080401 ¥4,068,765
顕微鏡 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥23,560,622
3次元測定機ﾃﾞｰﾀ処理装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥3,483,900
顕微鏡 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥3,262,500
ロボット 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥2,657,813
不規則振動発生計測装置 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥1,491,438
チャージアンプ 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥1,365,875
空気圧制御実習装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,285,797
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥1,266,172
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥1,058,980
気液相変化実験装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,016,199
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥959,289
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥959,289
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥959,289
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥959,289
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥959,289
耐火庫 工具器具備品 11 承継等 20080401 ¥938,495
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥857,626
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥857,626
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥857,626
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥857,626
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥857,626
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥857,626
3次元測定機ﾃﾞｰﾀ処理装置 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥803,600
プリント基板加工機 工具器具備品 5 承継等 20080401 ¥698,829
プリント基板加工機 工具器具備品 5 承継等 20080401 ¥698,829
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥807,842
ドラフトチャンバー 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥807,842  
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自動制御装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥736,155
電力測定器 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥689,063
デジタルオシロスコープ 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥683,375
丁合機 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥575,750
ロボット制御装置 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥918,750
工業高専屋外照明設備ﾃﾆｽ 構築物 11 承継等 20080401 ¥4,201,191
工業高専受変電設備 構築物 11 承継等 20080401 ¥4,626,050
工業高等専門学校西門 構築物 35 承継等 20080401 ¥1,859,844
工業高等専門学校東門 構築物 35 承継等 20080401 ¥1,572,525
工業高等専門学校北門 構築物 35 承継等 20080401 ¥1,572,525
工業高等専門学校門 構築物 37 承継等 20080401 ¥3,290,287
工業高等専門学校フェンス 構築物 22 承継等 20080401 ¥2,370,225
工業高等専門学校防球網 構築物 7 承継等 20080401 ¥56,202,629
工業高専グランド散水栓 構築物 22 承継等 20080401 ¥11,292,675
工業高専植栽散水栓 構築物 22 承継等 20080401 ¥2,641,950
工業高専助走路 構築物 22 承継等 20080401 ¥2,721,108
工業高専ｻｯｶｰ練習板 構築物 22 承継等 20080401 ¥1,569,891
工業高専外灯 構築物 2 承継等 20080401 ¥510,538
工業高専門 構築物 37 承継等 20080401 ¥2,015,580
工業高専掲示板 構築物 37 承継等 20080401 ¥2,321,283
工業高専総合案内サイン 構築物 37 承継等 20080401 ¥7,699,322
工業高専テニスコート 構築物 24 承継等 20080401 ¥15,479,530
舗床　駐車場西 構築物 5 承継等 20080401 ¥810,088
舗床　駐輪場 構築物 5 承継等 20080401 ¥911,937
植込み 構築物 10 承継等 20080401 ¥13,732,123
舗床　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 構築物 5 承継等 20080401 ¥5,223,732
案内板 構築物 35 承継等 20080401 ¥2,037,102
校名板 構築物 35 承継等 20080401 ¥1,091,226
管きょ　排水管 構築物 20 承継等 20080401 ¥3,187,810
擁壁 構築物 40 承継等 20080401 ¥7,997,347
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装 構築物 22 承継等 20080401 ¥50,964,017
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 構築物 7 承継等 20080401 ¥1,847,352
芝舗装 構築物 12 承継等 20080401 ¥1,341,485
砂場820×2950 構築物 22 承継等 20080401 ¥503,936
浸透管 構築物 22 承継等 20080401 ¥3,767,634
浸透U字溝 構築物 22 承継等 20080401 ¥7,251,077
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 構築物 7 承継等 20080401 ¥4,809,681
境石・縁石 構築物 42 承継等 20080401 ¥3,102,822
小形重力式ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 構築物 22 承継等 20080401 ¥7,925,880
排水設備 構築物 22 承継等 20080401 ¥2,640,438
ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ 構築物 22 承継等 20080401 ¥1,030,717
門扉 構築物 38 承継等 20080401 ¥536,972
芝 構築物 13 承継等 20080401 ¥1,230,138
排水工事 構築物 11 承継等 20080401 ¥922,506
練習板 構築物 11 承継等 20080401 ¥530,127
パーソナルコンピュータ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,332,051
データ収録解析装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,035,563
振動発生装置 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥877,625
顕微鏡 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥694,601  
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トラバーサ 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥606,375
デジタルオシロスコープ 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥539,648
無隔膜衝撃波管演算ｼｽﾃﾑ 工具器具備品 5 運営費交付金 20080911 ¥1,197,000
サーバー 工具器具備品 5 運営費交付金 20081215 ¥565,950
スクリューコンプレッサー 工具器具備品 3 無償取得 20081128 ¥1,569,750
ＣＣＤレーザー変位計一式 工具器具備品 5 運営費交付金 20090127 ¥1,575,000
コピー機 工具器具備品 5 運営費交付金 20090213 ¥645,000
ＴＶ会議システム 工具器具備品 10 運営費交付金 20090210 ¥548,625
ＴＶ会議システム 工具器具備品 10 その他 20090210 ¥548,625
空調機 工具器具備品 15 運営費交付金 20090225 ¥651,000
ファクトリーライン 工具器具備品 15 運営費交付金 20090312 ¥1,890,000
旋盤 工具器具備品 2 運営費交付金 20090317 ¥2,762,550
旋盤 工具器具備品 2 運営費交付金 20090317 ¥2,762,550
旋盤 工具器具備品 2 運営費交付金 20090317 ¥2,762,550
旋盤 工具器具備品 2 運営費交付金 20090317 ¥2,762,550
旋盤 工具器具備品 2 運営費交付金 20090317 ¥2,762,550
旋盤 工具器具備品 2 運営費交付金 20090317 ¥2,762,550
モデリングマシン 工具器具備品 2 運営費交付金 20090327 ¥2,762,550
ITV設備 工具器具備品 15 運営費交付金 20090319 ¥4,515,000
ITVカメラ 工具器具備品 15 運営費交付金 20090319 ¥1,659,000
売店改修 建物付属設備 47 運営費交付金 20090327 ¥1,428,625
売店改修電気設備 建物付属設備 15 運営費交付金 20090327 ¥2,164,003
出入口設置 建物付属設備 47 運営費交付金 20090324 ¥1,029,000
CADシステム 工具器具備品 60 運営費交付金 20080401 ¥63,520,321
カラー印刷機 工具器具備品 5 無償取得 20090629 ¥2,100,000
レーザー流速計システム 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20091030 ¥30,607,500
タテ型フライス盤 工具器具備品 2 運営費交付金 20091030 ¥997,500
Ｘ線回折装置 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20091106 ¥33,810,000
スペクトラムアナライザ 工具器具備品 5 運営費交付金 20091116 ¥1,161,930
サーバー 工具器具備品 5 運営費交付金 20091222 ¥690,900
加熱装置 工具器具備品 5 運営費交付金 20100224 ¥2,352,000
チャンネルプロパアンプ 工具器具備品 10 運営費交付金 20100315 ¥1,470,000
光ケーブル外 工具器具備品 10 運営費交付金 20100319 ¥2,934,750
暗室 工具器具備品 10 運営費交付金 20100305 ¥518,700
プロジェクター 工具器具備品 5 その他 20100312 ¥1,018,500
高速演算制御装置 工具器具備品 5 運営費交付金 20100317 ¥2,996,805
倒立金属顕微鏡 工具器具備品 8 運営費交付金 20100319 ¥2,992,500
表面粗さ測定機 工具器具備品 5 運営費交付金 20100323 ¥1,701,000
真空蒸着装置 工具器具備品 5 運営費交付金 20100326 ¥1,331,925
電源装置 工具器具備品 5 運営費交付金 20100329 ¥3,042,900
電源装置 工具器具備品 5 運営費交付金 20100329 ¥3,042,900
電源装置 工具器具備品 5 運営費交付金 20100329 ¥3,084,900
抵抗測定器 工具器具備品 5 運営費交付金 20100329 ¥7,297,815
マイクロ波実験装置 工具器具備品 5 運営費交付金 20100329 ¥9,367,785
周波数分析器 工具器具備品 5 運営費交付金 20100329 ¥3,333,750
ＣＡＥシステム 工具器具備品 60 運営費交付金 20090401 ¥51,436,314
RF信号発生器 工具器具備品 5 運営費交付金 20100824 ¥688,380
フィードバックステージコントローラ 工具器具備品 5 運営費交付金 20100930 ¥630,000
図書館放送装置外5点 工具器具備品 6 運営費交付金 20101004 ¥577,500  

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準10 

- 562 - 

 

 

物品名称（短） （分類） 耐用年数 財源短名称 取得日付 取得価額
フィードバックステージ 工具器具備品 5 寄附金 20101022 ¥598,920
自動定盤修正装置 工具器具備品 5 寄附金 20110121 ¥756,000
レーザービームプロファイラー 工具器具備品 5 運営費交付金 20110324 ¥535,710
有線ＬＡＮ地震計一式 工具器具備品 2 受託研究等 20110330 ¥538,650
産技高専電子計算機システム一式 工具器具備品 59 運営費交付金 20100501 ¥162,611,653
都立産技高専（高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ）
CADCAMシステム

工具器具備品 60 運営費交付金 20100401 ¥28,861,906

高精細度テレビ会議システム装置（高
専品川Ｃ２階小会議室）

工具器具備品 10 運営費交付金 20110331 ¥2,570,144

高精細度テレビ会議システム装置（高
専品川Ｃ３階大会議室）

工具器具備品 10 運営費交付金 20110331 ¥4,198,809

高精細度テレビ会議システム装置（高
専品川Ｃ３階情報ｾﾝﾀｰ講義室）

工具器具備品 10 運営費交付金 20110331 ¥3,670,718

高精細度テレビ会議システム装置（高
専品川Ｃ４階合同講義室）

工具器具備品 10 運営費交付金 20110331 ¥3,686,620

高精細度テレビ会議システム装置（高
専品川Ｃ５階専攻科遠隔講義室）

工具器具備品 10 運営費交付金 20110331 ¥3,623,442

高精細度テレビ会議システム装置（高
専品川Ｃ６階多目的ＰＢＬ教室）

工具器具備品 10 運営費交付金 20110331 ¥5,921,151

デジタルサイネージシステム（高専品
川キャンパス）

工具器具備品 6 運営費交付金 20110331 ¥4,452,000

3輪台車 工具器具備品 8 運営費交付金 20110621 ¥821,100
オシロスコープ 工具器具備品 5 運営費交付金 20110623 ¥516,915
オシロスコープ 工具器具備品 5 運営費交付金 20110623 ¥516,915
ポテンシオスタット 工具器具備品 5 運営費交付金 20110728 ¥599,760
モデリングテーブル 工具器具備品 15 運営費交付金 20110901 ¥1,032,129
圧力コントローラ 工具器具備品 3 運営費交付金 20111118 ¥574,665
バイポーラ電源 工具器具備品 5 運営費交付金 20111118 ¥659,400
3D画像デジタルマイクロスコープシス
テム

工具器具備品 8 運営費交付金(特 20111215 ¥6,195,000

ハイパワーシステムソースメータ 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20111216 ¥1,030,995
AC/DC電源流＋ナノボルトメータ 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20111216 ¥1,606,500
デジタル・フォスファ・オシロスコープ 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20111226 ¥1,495,200
超音波加工機 工具器具備品 2 運営費交付金(特 20120213 ¥2,378,250
超音波はんだごて 工具器具備品 3 運営費交付金(特 20120213 ¥816,900
Ⅹ線応力測定装置 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20120221 ¥7,980,000
FFTアナライザ 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20120229 ¥1,740,900
デジタル微小硬度計 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20120306 ¥1,260,000
パワーアナライザ 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20120321 ¥1,345,470
モータ制御学習装置 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20120330 ¥2,362,500
卓上型ＭＧ実験装置 工具器具備品 5 運営費交付金(特 20120330 ¥1,197,000
中央監視装置改修工事 建物付属設備 18 施設費 20120316 ¥4,987,500
プールろ過設備更新工事 建物付属設備 15 施設費 20120316 ¥10,368,750  

 

 

（出典 管理課資料 抜粋） 
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資料 10－１－①－３ 

固定資産（高専荒川キャンパス） 

物品名称（短） （分類） 耐用年数 財源短名称 取得日付 取得価額
本館 建物 32 現物出資 20080401 ¥3,167,614,868
電気設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥56,763,819
空調設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥89,074,764
給排水衛生設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥31,611,534
昇降機設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥12,044,123
体育館 建物 32 現物出資 20080401 ¥456,328,270
電気設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥4,074,966
空調設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥6,394,525
給排水衛生設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥2,269,349
実験・実習館 建物 32 現物出資 20080401 ¥805,815,701
電気設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥14,552,382
空調設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥22,835,801
給排水衛生設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥8,104,187
展示館 建物 21 現物出資 20080401 ¥186,426,384
電気設備 建物付属設備 12 現物出資 20080401 ¥2,422,800
正門 構築物 29 承継等 20080401 ¥2,926,270
モニュメント（A） 構築物 29 承継等 20080401 ¥1,208,201
モニュメント（B) 構築物 29 承継等 20080401 ¥1,208,201
モニュメント（C) 構築物 29 承継等 20080401 ¥1,208,201
モニュメント（D) 構築物 29 承継等 20080401 ¥1,274,161
モニュメント 構築物 29 承継等 20080401 ¥11,255,767
ゴミ置き場 構築物 44 承継等 20080401 ¥2,247,452
焼却炉置き場 構築物 19 承継等 20080401 ¥3,951,248
中庭池 構築物 4 承継等 20080401 ¥2,267,603
実験用池 構築物 34 承継等 20080401 ¥1,235,633
学生広場 構築物 4 承継等 20080401 ¥11,136,253
東門 構築物 33 承継等 20080401 ¥2,787,959
南門 構築物 33 承継等 20080401 ¥3,407,391
通用門 構築物 33 承継等 20080401 ¥2,379,289
テニス練習板 構築物 18 承継等 20080401 ¥1,373,510
階段ベンチ（A) 構築物 28 承継等 20080401 ¥9,639,235
階段ベンチ（B） 構築物 28 承継等 20080401 ¥10,367,625
バックネット 構築物 3 承継等 20080401 ¥2,424,591
パーゴラ 構築物 28 承継等 20080401 ¥3,979,981
シェルター付ベンチ(A) 構築物 33 承継等 20080401 ¥2,202,238
シェルター付ベンチ(B) 構築物 33 承継等 20080401 ¥2,202,238
時計塔 構築物 33 承継等 20080401 ¥2,641,269
テニスコート 構築物 18 承継等 20080401 ¥23,084,432
防球網 構築物 3 承継等 20080401 ¥6,830,594
防球フェンス(A) 構築物 18 承継等 20080401 ¥7,103,975
防球フェンス(B) 構築物 18 承継等 20080401 ¥6,827,625
フェンス 構築物 18 承継等 20080401 ¥7,354,151
校名サイン 構築物 33 承継等 20080401 ¥4,000,092
アスレチックベンチ(A) 構築物 33 承継等 20080401 ¥1,259,786
アスレチックベンチ(B) 構築物 33 承継等 20080401 ¥1,166,089
鉄棒 構築物 18 承継等 20080401 ¥980,394
水槽 構築物 18 承継等 20080401 ¥1,795,060
散水設備30年構築物 構築物 18 承継等 20080401 ¥9,380,780
舗床 構築物 3 承継等 20080401 ¥58,526,548
下水35年 構築物 3 承継等 20080401 ¥3,656,600
管渠 構築物 18 承継等 20080401 ¥7,124,061
砂場30年 構築物 18 承継等 20080401 ¥659,635
鉄棒 構築物 18 承継等 20080401 ¥681,000
ベンチ 構築物 18 承継等 20080401 ¥1,956,673  
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景石ベンチセット 構築物 38 承継等 20080401 ¥1,147,352
足洗い 構築物 18 承継等 20080401 ¥887,236
ワイルドフラワー播種 構築物 8 承継等 20080401 ¥790,061
芝生 構築物 8 承継等 20080401 ¥1,516,725
ケヤキ 構築物 8 承継等 20080401 ¥760,293
ケヤキ 構築物 8 承継等 20080401 ¥760,293
ケヤキ 構築物 8 承継等 20080401 ¥760,293
ケヤキ 構築物 8 承継等 20080401 ¥760,293
ケヤキ 構築物 8 承継等 20080401 ¥760,293
動作解析システム 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥8,554,000
ワイヤー放電加工機 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥7,471,297
材料試験機 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥5,346,250
眼球運動測定装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥4,626,563
三次元スキャナー装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥4,359,250
インピーダンス測定器 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥3,343,051
切断機 工具器具備品 12 承継等 20080401 ¥1,588,125
ジャイロスコープ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥2,738,925
電話交換機 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥2,559,511
ロボット制御実習装置 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥2,591,805
Ｘ線回折装置 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥2,494,800
産業用ロボット 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥2,485,591
制御装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥2,327,675
スペクトラムアナライザ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥2,385,250
光通信実験装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥2,319,450
ネットワークアナライザ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥2,344,125
マルチテレメータシステム 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥2,196,634
超音波実験装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,978,524
構造物試験機用制御装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,890,000
レーザー加工機 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥2,113,929
レーザー加工機 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥2,113,929
プリント基板加工機 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥1,715,766
物性評価システム 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥1,745,625
電気化学測定システム 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,733,760
生理実験装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,641,938
宇宙熱環境実験装置 工具器具備品 12 承継等 20080401 ¥1,578,500
生体計測装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,522,571
生理実験装置 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥1,470,000
デジタルオシロスコープ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,504,353
トレッドミル 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,400,700
真空排気装置 工具器具備品 12 承継等 20080401 ¥2,025,333
解析装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,375,220
極低温小型冷凍機 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥1,667,276
オシロスコープ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥1,246,252
制御装置 工具器具備品 12 承継等 20080401 ¥731,500
スリーディー加工機 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥941,719
データ収録解析装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥896,980
熱分析装置 工具器具備品 12 承継等 20080401 ¥825,000
デジタルオシロスコープ 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥874,528
マイクロ波送受信測定器 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥873,906
画像表示装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥871,850
顕微鏡 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥826,875
冷却ＣＣＤ装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥831,675
ﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥812,630
データ収録解析装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥806,050  

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準10 

- 565 - 

 

 

物品名称（短） （分類） 耐用年数 財源短名称 取得日付 取得価額
データ収録解析装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥806,050
電子線解析装置 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥784,000
無停電電源装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥740,250
ﾌｧﾝｸｼｮﾝｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥740,250
画像表示装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥715,575
血流計 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥715,575
中央処理装置 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥689,063
人工太陽照明灯 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥685,300
真空実験器 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥666,853
センサ 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥652,050
電源装置 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥664,402
ロボット 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥608,917
ロボット 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥608,915
ロボット 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥608,915
ロボット 工具器具備品 6 承継等 20080401 ¥608,915
空冷式ターボ分子ポンプ 工具器具備品 2 承継等 20080401 ¥581,875
ロボット 工具器具備品 5 承継等 20080401 ¥560,678
ロボット 工具器具備品 5 承継等 20080401 ¥560,678
アンテナ 工具器具備品 8 承継等 20080401 ¥606,690
ＤＣモータ制御実験装置 工具器具備品 3 承継等 20080401 ¥518,175
ＰＣベース測定器 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥1,625,925
周波数分析器 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥1,149,120
絵画 美術品・収蔵品 0 承継等 20080401 ¥950,000
実験用水槽 工具器具備品 4 承継等 20080401 ¥1,517,775
模擬操縦装置 工具器具備品 7 承継等 20080401 ¥643,388
絵画 美術品・収蔵品 0 承継等 20080401 ¥300,000
高速度モノクロカメラ 工具器具備品 2 無償取得 20080606 ¥540,750
背圧調整装置 工具器具備品 2 無償取得 20080729 ¥897,330
スクリーン 工具器具備品 5 運営費交付金20080912 ¥1,144,500
圧力校正器 工具器具備品 5 運営費交付金20080901 ¥777,000
無線送受信機 工具器具備品 2 無償取得 20081014 ¥630,000
視覚刺激提示システム 工具器具備品 5 運営費交付金20081028 ¥1,123,500
プロジェクター 工具器具備品 5 運営費交付金20090223 ¥598,500
複合分子ポンプ 工具器具備品 5 運営費交付金20090227 ¥1,099,140
ＴＶ会議システム 工具器具備品 10 運営費交付金20090210 ¥548,625
ＴＶ会議システム 工具器具備品 10 その他 20090210 ¥548,625
立形フライス盤 工具器具備品 2 運営費交付金20090305 ¥7,927,500
ガスレンジ 工具器具備品 6 運営費交付金20090327 ¥607,141
冷凍冷蔵庫 工具器具備品 6 運営費交付金20090327 ¥724,395
CADシステム 工具器具備品 59 運営費交付金20080601 ¥60,271,086
電気炉 工具器具備品 6 運営費交付金20090601 ¥1,465,800
色彩輝度計 工具器具備品 5 運営費交付金20090714 ¥735,000
デジタルオシロスコープ 工具器具備品 5 運営費交付金20090721 ¥1,071,000
固定酸化物燃料電池評価装 工具器具備品 5 運営費交付金20090828 ¥1,199,940
衝撃波管無隔膜型駆動部 工具器具備品 3 無償取得 20090909 ¥997,500
スペクトラムアナライザ 工具器具備品 5 運営費交付金20091110 ¥1,724,730
分析走査型電子顕微鏡 工具器具備品 8 運営費交付金(特20091130 ¥24,937,500
フーリエ変換赤外分光光度計 工具器具備品 5 運営費交付金20100129 ¥4,221,000
放送設備更新工事 建物付属設備 15 運営費交付金20100222 ¥2,999,850
キュービクル換気扇取替工事 建物付属設備 15 運営費交付金20100323 ¥1,913,100
テニスコート人工芝張替工事 構築物 30 運営費交付金20100325 ¥12,285,000
三次元ばね式除振台 工具器具備品 5 運営費交付金20100210 ¥598,500
立形フライス盤 工具器具備品 2 運営費交付金20100326 ¥7,927,500
防犯カメラ 工具器具備品 10 運営費交付金20100326 ¥601,650  
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床置型万能材料試験機 工具器具備品 5 運営費交付金(特20100329 ¥21,840,000
マルチプロジェクタ 工具器具備品 5 運営費交付金20100329 ¥697,565
マルチプロジェクタ 工具器具備品 5 運営費交付金20100329 ¥697,565
マルチプロジェクタ 工具器具備品 5 運営費交付金20100329 ¥697,565
食器洗浄機 工具器具備品 6 運営費交付金20100309 ¥2,524,200
NC円テーブル 工具器具備品 2 無償取得 20091021 ¥2,205,000
卓上型カーボンナノチューブ合成装置 工具器具備品 5 運営費交付金20101028 ¥2,539,740
オシロスコープ 工具器具備品 5 運営費交付金20110223 ¥730,800
半田レーザー加工装置 工具器具備品 5 運営費交付金20110311 ¥1,327,200
高精細度テレビ会議システム装置 工具器具備品 10 運営費交付金20110331 ¥2,271,821
高精細度テレビ会議システム装置 工具器具備品 10 運営費交付金20110331 ¥4,175,807
高精細度テレビ会議システム装置 工具器具備品 10 運営費交付金20110331 ¥3,701,043
高精細度テレビ会議システム装置 工具器具備品 10 運営費交付金20110331 ¥2,654,463
高精細度テレビ会議システム装置 工具器具備品 10 運営費交付金20110331 ¥6,000,218
高精細度テレビ会議システム装置 工具器具備品 10 運営費交付金20110331 ¥1,856,377
X線回折装置 工具器具備品 5 運営費交付金(特20110228 ¥29,198,400
アンテナ・電磁波特性測定システム 工具器具備品 5 運営費交付金20110328 ¥24,150,000
天体観測小屋 構築物 22 運営費交付金20110224 ¥2,129,400
映像音響設備 工具器具備品 5 運営費交付金20110331 ¥1,914,780
円形ステージ防水補修工事 建物付属設備 47 運営費交付金20110330 ¥1,562,565
通路滑り止め舗装 構築物 15 運営費交付金20110325 ¥1,091,450
高速画像表示ボード 工具器具備品 10 運営費交付金20110325 ¥997,500
デジタルサイネージシステム（高専荒川キャンパス）工具器具備品 6 運営費交付金20110331 ¥4,452,000
円形ステージ防水補修工事 建物付属設備 18 運営費交付金20110330 ¥1,289,648
中央監視設備工事 建物付属設備 18 施設費 20110323 ¥30,360,724
中央監視設備工事（フリーアクセス化） 建物付属設備 18 施設費 20110323 ¥1,916,276
空調設備改修工事（A棟 空調） 建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥87,063,235
空調設備改修工事（A棟 自動制御） 建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥18,684,080
空調設備改修工事（A棟 配管設備工事）建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥60,291,132
空調設備改修工事（B棟 空調） 建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥1,489,501
空調設備改修工事（B棟 自動制御） 建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥561,074
空調設備改修工事（B棟 配管設備工事）建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥1,812,461
空調設備改修工事（C棟 空調） 建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥2,477,554
空調設備改修工事（C棟 自動制御） 建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥429,090
空調設備改修工事（C棟 配管設備工事）建物付属設備 15 施設費 20110323 ¥1,376,464
土地　東京都立産業技術高等専門学校高専荒川キャンパス土地 0 現物出資 20110401 ¥13,156,667,200
無線LANシステム設置工事 建物付属設備 15 運営費交付金20110804 ¥546,000
UGS更新工事 建物付属設備 15 運営費交付金20110815 ¥560,783
都立産技高専（荒川キャンパス）テレビ受信設備改修工事建物付属設備 15 施設費 20110729 ¥2,970,765
風洞用六分力天秤 工具器具備品 5 運営費交付金(特20120202 ¥21,506,940
エンジン用テストプロペラ 工具器具備品 5 運営費交付金20120319 ¥554,085
材料万能試験機 工具器具備品 5 運営費交付金(特20120314 ¥8,490,000
卓上マッフル炉 工具器具備品 5 運営費交付金20120323 ¥1,350,300
ファンクションジェネレータ 工具器具備品 3 無償取得 20111216 ¥596,190
四重極質量分析計 工具器具備品 2 無償取得 20120331 ¥21,506,940
真空排気装置 工具器具備品 5 寄附金 20120131 ¥635,250
空調設備改修工事 A棟 建物付属設備 15 施設費 20120315 ¥610,624,939
空調設備改修工事 B棟 建物付属設備 15 施設費 20120315 ¥125,639,132
空調設備改修工事 C棟 建物付属設備 15 施設費 20120315 ¥8,700,834  

 

 

（出典 管理課資料 抜粋） 
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区分地上権 

登記簿謄本（抜粋） 

 

 

（出典 登記簿謄本 抜粋） 
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 また、それぞれの資産額は平成22年度末で、土地30,084,078千円、建物10,747,843千円、構築物

332,090千円、その他（工具器具備品、図書、美術品・収蔵品、建設仮勘定、無形固定資産）858,455

千円である。工具器具備品の中には法人への移管時に既に老朽化が進んで資産価値を失ったまま引き

継いだものも存在しており、更新等の手当てを順次行っているところである。工具器具備品勘定の取

得価格ベースでは、347,316千円（平成20年度）、583,618千円（平成21年度）、893,510千円（平成

22年度）となっている。公立大学法人特有の会計処理のために計上される、実質的な負債ではない勘

定科目（資産見返負債、運営費交付金債務）を除いた実質的な負債部分は、平成22年度末で627,312

千円となっている（資料10－１－①－５）。 

 

資料 10－１－①－５ 

資産額 

貸借対照表（高専セグメント） （単位：千円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度

42,697,893 42,296,158 42,033,811
Ⅰ　固定資産 42,687,070 42,272,060 42,022,466

１　有形固定資産 42,687,040 42,272,030 42,022,436
土地 30,084,078 30,084,078 30,084,078
建物 12,457,127 12,466,445 12,677,888
（建物償却累計額） -838,539 -1,383,388 -1,930,045
構築物 479,198 491,483 492,574
（構築物償却累計額） -53,427 -106,889 -160,484
工具器具備品 347,316 583,618 893,510
（工具器具備品償却累計額） -78,466 -189,792 -358,499
図書 288,503 293,725 299,579
美術品・収蔵品 1,250 1,250 1,250
建設仮勘定 0 31,500 22,585

２　無形固定資産 30 30 30
その他の固定資産 30 30 30

Ⅱ　流動資産 10,822 24,099 11,344
現金および預金 9,749 22,830 9,805
未収入金 1,073 1,258 1,539
仮払金 0 11 0

-48,845 -1,192,656 -2,342,163
Ⅰ　固定負債 1,028,207 904,141 834,838

資産見返負債 950,675 819,969 668,051
長期未払金 77,532 84,172 166,787

Ⅱ　流動負債 -1,077,052 -2,096,796 -3,177,001
運営費交付金債務 -1,257,613 -2,404,929 -3,637,526
預り補助金等 0 934 7,633
寄附金債務 2,476 4,544 7,200
前受受託研究費 0 0 270
未払金 165,103 295,225 434,964
未払費用 2,373 1,619 1,523
預り金 9,575 6,727 8,822
その他の流動負債 1,034 -916 113

42,746,738 43,488,814 44,375,974
Ⅰ　資本金 42,527,869 42,527,869 42,527,869

地方公共団体出資金 42,527,869 42,527,869 42,527,869
Ⅱ　資本剰余金 -837,191 -1,381,188 -1,926,291

資本剰余金 1,280 1,280 1,280
損益外償却累計額 -838,471 -1,382,468 -1,927,571

Ⅲ　利益剰余金 1,056,060 2,342,133 3,774,396
当期未処分利益 1,056,060 2,342,133 3,774,396

※　端数処理のため、一部に計数の不一致がある。

純資産の部

負債の部

資産の部

 

（出典 会計管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  
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資産については、資産台帳や貸借対照表の状況から、その内容、資産価値ともに全体として教育研

究活動を安定して遂行できるものを十分有していると認められる。高専荒川キャンパスのグラウンド

の地下にある水道施設については、教育研究活動を遂行する上で特段の支障を生じていない。 

 老朽化した工具器具備品の更新については、貸借対照表上の資産価格が毎年度着実に増加している

ことから、一定の効果が上がっていると分析できる。また、負債勘定は資産勘定と比較して少額に収

まっている。 

 以上のことから、学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有し、また、債務

が過大ではないと判断できる。 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育研究活動を遂行するための収入の大部分は、設置者である東京都からの運営費交付金収

入により賄われている。運営費交付金は、経常的な運営の財源にあてるための標準運営費交付金と、

特定の期間に限定される事業や退職金などの年度の事情により経費が変動する事業の財源にあてるた

めの特定運営費交付金に大別され、そのうち標準運営費交付金については、第二期中期目標期間（平

成23年度～平成28年度）、毎年1.0％ずつ削減する効率化係数が設定されている（資料10－１－②－

１、２）。 

 

資料 10－１－②－１ 

効率化係数 

 

公立大学法人首都大学東京運営費交付金交付要綱 

 

 

１６大管総第１３２８号 

平成１７年３月２３日 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、公立大学法人首都大学東京運営費交付金（以下「交付金」という。）の交付

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、交付金とは、標準運営費交付金及び特定運営費交付金をいう。 

 （交付対象経費） 

第３条 交付金の交付対象経費は、公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）が、地方

独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）に基づき、法人が行う事業の

財源に充てるための経費とする。 

２ 標準運営費交付金の交付対象経費は、通常の法人運営事業の財源に充てるための経費とする。 
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３ 特定運営費交付金の交付対象経費は、特定の期間に限定される事業、あるいは法人職員の退職

手当等年度の事情により経費が変動する事業等、前項に規定する事業以外の事業の財源に充てるた

めの経費とする。 

 （交付の申請） 

第４条 交付金の交付の申請は、交付申請書（別記第１号様式）によるものとする。 

 （交付決定通知） 

第５条 交付金の交付決定の通知は、交付金交付決定通知書（別記第２号様式）によるものとし、

変更交付決定の通知は、交付金交付決定変更書（別記第３号様式）によるものとする。 

 （交付金の交付） 

第６条 東京都会計事務規則（昭和３９年規則第８８号。）第８４条第１項第３号の規定に基づ

き、この交付金は、前金払をするものとする。 

２ 交付時期は、原則として４月、７月、１０月及び１月とする。 

３ 法人は、交付決定通知受領後、請求書（別記第４号様式）により前項四半期ごとに交付金の請

求をするものとする。 

       附 則 

    この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京運営費交付金交付要綱） 

 

資料 10－１－②－２ 

効率化係数 

平成 24 年度計画の策定及び予算見積り方針について（抜粋） 

 

平成 23 年 9 月 22 日 

理 事 長 

 

平成 24 年度計画の策定及び予算見積り並びに組織・人員に関する方針について 

 

公立大学法人首都大学東京 

理事長   髙 橋  宏 

 

１ 法人を取り巻く環境の変化と対応 

  

 一方、国と地方の財政状況が年々悪化する中、運営費交付金という都税収入の一部を財務基盤に

している法人の経営もその余波を受けることは想像に難くない。現に、平成24年度より標準運営費

交付金に効率化係数が掛けられ、平成28年度まで年1％の割合で減じられていくことが既に決まって

いる。 

 

（出典 平成 24年度計画の策定及び予算見積り並びに組織・人員に関する方針について 抜粋） 
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なお、平成20年度の公立大学法人首都大学東京への移管から平成22年度まで（第一期中期目標期

間）は、高等専門学校の運営費相当部分への効率化係数の適用はなかったが、平成22年度に旧２高専

（工業高等専門学校、航空工業高等専門学校）の再編統合による学級減を考慮して一定の減額が行わ

れた（資料10－１－②－３）。 

 

 

資料 10－１－②－３ 

効率化係数 

運営費交付金収入の推移（H20～H22） （単位：千円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度

標準運営費交付金収入 2,194,659 2,194,659 2,142,835

特定運営費交付金収入 329,186 290,575 328,834

計 2,523,845 2,485,234 2,471,669  

 

 

（出典 管理課資料） 

 

 

授業料（相当）収入を安定的に確保するためには、学生定員の確保とともに、授業料減免制度の運

用が重要な鍵となるが、本校の減免制度では就学機会の確保を最優先に「減免枠」を設けず、一定の

条件以下の生活困窮学生に対して必要な援助を行っており、それに要する費用を特定運営費交付金と

して東京都が実質的に負担するシステムを採っている。また、平成22年度から制度化された国による

就学支援金制度とも相俟って、国、東京都及び学生からの授業料相当額の総収入が安定的に確保でき

る体制を構築し、現に確保されている。ただし、上述のとおり再編統合による学生定員の減少があり、

平成20年度から平成22年度まではその影響が生じている。 

入学料及び検定料は、入学者及び入学志願者の動向（入学定員充足率、入試倍率）に左右されるが、

近年は両指標とも堅調に推移しており、収入も確保されている（資料10－１－②－４）。 
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資料 10－１－②－４ 

自己収入 

自己収入（授業料・入学金・検定料）の推移
（単位：千円）

平成20年度 平成21年度 平成22年度
決算額 決算額 決算額

402,378 390,239 387,659

16,750 19,711 18,908

（入学定員充足率） (1.05) (1.07) (1.05)

8,731 8,794 9,765

（志願倍率） (1.98) (1.96) (2.16)

427,859 418,744 416,332

※　入学定員充足率、志願倍率は、準学士課程（編入学を除く。）のみ

（入学定員充足率）＝（入学者数）／（入学定員）
（志願倍率）＝（志願者数）／（入学定員）

合　　計

授　業　料

入　学　金

検　定　料

事    項

 

 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

運営費交付金収入は、再編統合による影響を除くと安定的に推移しているが、第二期中期目標期間

中（平成23年度～平成28年度）の効率化係数の設定により段階的に減額されることとなっており、業

務の効率的な運用とともに、他の収入の確保が課題となっている。 

授業料、入学料及び入学考査料については、制度的な担保や入試倍率の堅調な動向等により、安定

的に確保されている。 

以上のことから、学校の目的に沿った教育研究活動を安定的に遂行するための経常的収入が、現在

までのところは継続的に確保されているものの、将来的にも安定化させるために新たな収入確保策を

講じる必要があると判断する。 

 

観点10－１－③： 学校の目的を達成するために，外部の財務資源の活用策を策定し，実行してい

るか。 

（観点に係る状況）  

科学研究費補助金等の公的な競争的資金、受託研究、産学共同研究、特定研究寄附金、受託事業、

一般寄附金のそれぞれについて、獲得のための制度的な整備が行われた法人への移管後（平成20年度

以降）における件数及び獲得額の推移は以下のとおりである（資料10－１－③－１）。 

外部の財務資源が収入全体に占める割合は平成22年度末で１％程度であるが、現在までのところ、

機関としての収入確保のための方策や活用策は特段講じていない。 
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資料 10－１－③－１ 

外部の財務資源 

外部資金獲得額の推移
（単位：千円）

項　目

１　受託研究等収益 5件 3,115 10件 8,778 9件 5,181

（産学共同研究） 3件 2,580 4件 2,477 5件 2,380
（受託研究） 2件 535 6件 6,301 4件 2,801

２　受託事業等収益 1件 700 3件 1,874 4件 2,074

３　寄附金収益 13件 9,129 7件 2,468 8件 5,830

Ⅰ　合計（１＋２＋３） 19件 12,944 20件 13,120 21件 13,085

４　科学研究費補助金 6件 23,245 6件 22,568 9件 17,148

Ⅱ　外部資金　合計（Ⅰ＋４） 25件 36,189 26件 35,688 30件 30,233

業務収益 3,025,499 2,855,339 2,800,378

業務収益に占める外部資金の
割合（％）

1.2% 1.2% 1.1%

※高専分セグメント情報による
※科研費間接経費の間接経費は雑益に計上

平成20年度 平成21年度 平成22年度

 

 

（出典 管理課資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 外部の財務資源の獲得は平成20年度以降、年度による若干の増減はありながらも堅調に推移してい

る。収入全体に占める割合は僅少であるが、教育研究を進める上で貴重な収入源となっている。しか

し、今後は運営費交付金収入の減少も予定され、それ以外の収入の確保が課題となっており、外部の

財務資源の確保や活用についても機関として計画的に取り組む必要がある。 

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の収支に係る計画は、公立大学法人首都大学東京会計規則第10条に基づき、法人理事長が経営

審議会の議を経て作成、決定することになっている（資料10－２－①－１）。 
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資料 10－２－①－１ 

収支計画 

公立大学法人首都大学東京会計規則（抜粋） 

 

（予算の編成） 

第１０条 理事長は、あらかじめ経営審議会の議を経て予算編成方針を策定し、それに基づき予算

案を作成する。 

２ 理事長は、作成した予算案について経営審議会による議を経て、予算を決定する。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京会計規則 抜粋） 

 

 理事長は毎年度の予算編成に当たり、予算編成方針を各機関に示し（資料10－２－①－２）、本校

では、それを受けて校長による学校としての予算編成方針を示している（資料10－２－①－３）。校

内の各部門は、当該方針に基づいて次年度の事業計画案を作成し、期限までに管理課に提出する。管

理課では、当該方針による規定及び次年度の収入見積もりの範囲内で学校全体の予算案を作成し、管

理職会議の審議・決定を経て法人の経営企画室に提出する（資料10－２－①－４）。法人では、本校

及び所管する他の２教育機関を含めた法人全体の予算案を作成し、経営審議会の議を経て最終的には

理事長により決定されることになる。 

 

資料 10－２－①－２ 

予算編成方針 

 理事長予算編成方針 

平 成 2 3 年 9 月 22 日 

理 事 長 

 

平成 24 年度計画の策定及び予算見積り並びに組織・人員に関する方針について 

 

公立大学法人首都大学東京 

理事長   髙 橋  宏 

 

１ 法人を取り巻く環境の変化と対応 

  

 過日発生した東日本大震災は、多くの人の命と日常を奪い去り、我が国の置かれた状況を一変させた。原発事故は

未だ終息せず、巨額の復興費用と社会保障の問題、それにともなう財政悪化、国際競争力の減退と産業の空洞化な

ど、我が国の抱える課題が浮き彫りにされ、閉塞感が日本を覆っている。 

また、世界に視野を広げれば、グローバル化に伴う経済危機の同時的発生、地球環境問題や食糧・エネルギー問題

など人類全体で取り組むべき深刻な問題が生じている。 

こうした日本の危機、あるいは世界の危機とも言える状況に直面する中で、我が法人は、東京都が設立した公立大

学法人として、知の創造と人材育成の両面で、このような状況にどのように対応し、何が貢献できるのかが問われて

いる。 
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 一方、国と地方の財政状況が年々悪化する中、運営費交付金という都税収入の一部を財務基盤にしている法人の経

営もその余波を受けることは想像に難くない。現に、平成24年度より標準運営費交付金に効率化係数が掛けられ、平

成28年度まで年1％の割合で減じられていくことが既に決まっている。 

また、大学・高専を取り巻く環境は厳しさを増しており、少子高齢社会の進展の中で、学生を獲得するための高等

教育機関の競争はさらに激化していく状況にある。大学を例に挙げれば、一部の有力大学に人気が集中する一方で、

定員割れを起こす大学が増えるなど大学の淘汰や二極化がより鮮明になってきている。 

 

そのような厳しい状況の中で、我が法人が使命を果たし、これまでにも増して魅力ある大学・高専として大きく飛

躍するためには、法人自らが自己改革のために策定した第二期中期計画を着実に推進していくとともに、将来を見据

えた選択と集中により強みを伸ばすことで教育力・研究力を強化していくことが不可欠である。 

 その実現のためには、経費全般について聖域なき見直しを実施することで、より強固な財政基盤を構築し、安定し

た経営を確立することがまず必要である。さらにその上で、メリハリの利いた事業運営を行い、投資すべきところに

集中的に投資することで強みを伸ばし、より一層、産学公連携の強化や様々な教育研究成果の還元を推進し、社会へ

の貢献を果たしていかなければならない。 

 

 来年度の年度計画の策定、そして予算見積りに当たっては、前述の法人を取り巻く厳しい環境を十分認識した上

で、実効性ある年度計画とその実施が可能となる予算見積り並びに組織・人員体制とすべく、下記個別方針により対

応されたい。 

 

 なお、第二期中期計画の主要事項の具体化や将来を見据えた選択と集中については、理事会及び各大学・高専にお

いて検討を進めているところであることから、その検討状況を踏まえたものとされたい。 

 

２ 平成24年度計画の策定方針 

 

 平成 24 年度年度計画の策定にあたっては、以上の法人を取り巻く厳しい環境を十分に踏まえつつ、第二期中期計

画事業を強力に推進していくために、実効性ある計画を策定するものとする。 

 第二期中期計画事業を着実に実現していくためには、事業を具体にどう事業展開していくかを明確にする必要があ

る。可能な限り早期に事業実施を行うことを目指しつつ、取組を加速していくことが重要である。 

さらに、中期計画に記載した個々の事項が、関連する他の事項とトータルで相乗効果をあげられるよう、法人内の

各教育研究組織及び事務組織の連携を密に行うとともに、計画策定、事業実施、評価、改善というＰＤＣＡサイクル

を機能させ、事業のレベルアップを常に図っていくことが、計画策定においても、計画の実現においても重要であ

る。 

 

 このような状況を踏まえ、平成24年度計画の策定を行う際には、各教育研究組織及び事務組織において、自らの所

管事業を検証し、足元を見つめ直した上で、中期計画期間初年度の状況を踏まえ、残り５年間の各年度で具体的に何

を行うべきかを展望し、平成24年度に実施すべき事項について計画を立案する。 

 計画の立案にあたっては、予算及び組織・定数と連動させ、実効性を担保した年度計画書としたうえで、別に定め

る期日までに提出されたい。 
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３ 平成24年度予算の見積方針 

 

 平成24年度予算の見積りにあたっては、法人を取り巻く厳しい環境を十分に踏まえ「最小限の経費で最大限の効果

をあげる」予算編成を実施していくものとする。 

法人にとって第二期中期計画の二年目に当たる平成24年度は、第一期中期計画期間で確立した教育研究体制と経営

体制を「礎」とし、法人のブランド力向上、目に見える形での教育研究及び社会貢献の成果の発信など、更なるステ

ップアップをしていくことが重要である。 

一方で、平成24年度から効率化係数により標準運営費交付金が毎年度1％ずつ削減されるなど、法人を取り巻く財

務状況がさらに厳しさを増す中、経営改革を一層加速していくことが必要である。 

 

このような状況を踏まえ、平成24年度予算見積りに当たり、各予算管理者は来年度の年度計画及び組織・人員との

整合を図りつつ、自らの所管事業について、中期的な展開を視野に入れて検証し、その結果を踏まえ、下記の基本方

針に基づき予算見積書を作成して別に定める期日までに提出されたい。 

 

 

記 

 

１ 健全財政の維持を前提としながら、第二期中期計画の確実な実施を視野に入れた戦略的な事業展開を行うため、

収入予算と支出予算のガイドラインを定める。 

（１）新規事業、あるいは既存事業からの拡充事業等を実施する場合には、恒久的な支出 

削減、収入確保措置により安定的な財源を確保することを原則とする。 

（２）収入予算の見積りに関しては、いわゆる業務収益に該当するもののうち入学考査料収入、オープンユニバーシ

ティ、オープンインスティテュート及びオープンカレッジ等の公開講座受講料等収入、受託研究・受託事業・寄

附金等外部資金収入の各収入については、過年度の収入分析を行い、増収対策を検討した上で、確実な収入額を

見積もること。 

なお、公開講座受講料等収入及び外部資金収入については、別掲にて見積りの着眼点を記載した。 

 また、東日本大震災に伴う入学考査料、入学料、授業料の減免については、引き続 

き、在学生、入学希望者が、被災のために学修機会を失うことのないよう十分な配慮をしていかなければなら

ない一方で、その減免額及び対象範囲については、必要性・妥当性を十分に検証すること。 

（３）支出予算に関しては、第二期中期計画期間内においても、効率化係数により、毎年度1％ずつ標準運営費交付

金が削減されることを踏まえ、事業の根本にまで遡った見直しと費用対効果の検証を行い、教育研究経費を除く

経常的な経費について23年度見込みに対して1％以上削減することを目標とする。 

 

 

２ 教職員組織・定数及び現員の管理については、事務事業の見直しなど業務執行方法の改善を進めることで人件費

や事業費の一層の縮減を図ること。 

あわせて、業務を着実に遂行する観点から、引き続き人材育成の強化に努めること。 

 

３ 法人では21年度より、ＩＣＴ技術を利用した教育研究の高度化を重要課題として認識しており、ＩＣＴ環境整
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備、情報処理体制の強化、現行情報システムの見直し・改善の３点を柱とする方向で事務事業改革の取り組みに着

手している。 

  上記事務事業改革の実効を上げるため、一層のスクラップ・アンド・ビルドの徹底を図るとともに、新たなＩＣ

Ｔ環境の構築等に当たっては、後年度の負担を含めた費用対効果を明らかにすること。 

 

４ オープンユニバーシティ、オープンインスティテュート及びオープンカレッジなどの収支の均衡を図りながら運

営すべき事業については、開講率の向上や受講者数の増加等により規模の拡大に努めるなど、増収を図ること。 

 

５ 外部資金収入等に関しては、国・企業などからの受託研究、寄附金、補助金等の獲得に努めるとともに、東京都

との連携事業について、都市科学連携機構等を活用するなど、各大学・高専の特色を発揮した取組みを充実するこ

とにより増収を図ること。 

 

６ 効率化係数のかからない標準運営費交付金を財源とする事業については、事業の円滑な実施に向け所要額の確保

に努めること。 

 

７ 老朽施設の更新については、施設整備計画を踏まえつつ、事業実施のあり方を不断に見直しながら、施設費補助

金の確保に努めること。 

また、備品の更新に係る経費については、研究・教育活動の質の維持・向上、費用対効果を十分に踏まえた上

で、適正に見積ること。 

 

８ 各大学・高専のセグメントごとに、それぞれの収支均衡を意識して予算を見積ること。 

 

 

（出典 平成 24 年度計画の策定及び予算見積り並びに組織・人員に関する方針について） 

 

資料 10－２－①－３ 

学校予算編成方針 

平成２４年度高専予算見積りについて（依頼） 

 

２３産技専管品第 ８５９号  

平成２３年  ９月２９日  

 

 各校長補佐、管理課長 

 ものづくり工学科長 

 専攻科長       殿 

 学 校 長      

（印章省略）      

 

平成２４年度高専予算見積りについて（依頼） 
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 平成２４年度予算の見積方針について、別添（抜粋）のとおり、法人理事長から示されました。 

この方針に基づき、平成２４年度高専予算見積方針等を下記のとおり定めたので、よろしくお願

いします。 

 

記 

 

法人理事長方針に基づく、高専予算見積方針を次に示すので、この方針に基づいて平成２４年度

予算を見積ること。 

 

１ 全体方針 

東京都からの運営費交付金が２４年度から毎年度１％削減されるなど、限られた収入予算の中

で、第二期中期計画における課題や取組を確実に遂行し、さらに新たな展開を図れる予算、体制

とするため、予算配分・手続きの見直しをさらに進め、最適な予算配分を実現し、合わせて執行

体制の整備も促す。 

 

２ 予算見積り方針 

（１） 経費の分類 

   各予算を次の区分に分類する。 

  ① Ａ 経常経費 

     プロジェクト経費以外の、学校運営に必要不可欠な経費 

     Ａ－１ 義務的経費（例：人件費、長期継続契約に係る経費、法令で定める事業の実施

経費（健康診断等）、学校が加盟する団体の会費、等） 

     Ａ－２ 基幹的経費（実験実習・授業に係る経費、建物設備に係る経費、光熱水費、

等） 

     Ａ－３ その他の経費（上記以外の経常経費） 

 

  ② Ｂ プロジェクト経費 

     Ｂ－１ 平成２４年度年度計画に基づく新規事業費 

     Ｂ－２ 高専内における新規事業費 

  ③ Ｃ 予備費 

     Ｃ－１ 全体予算に係る予備的経費 

     Ｃ－２ 予算詳細に係る予備的経費 

 

（２） 見積り方針及び方法 

  ① コース経費（両キャンパス本科の全コース及び専攻科） 

   ・平成 23年度予算額の範囲内とする。 

   ・本科については、各キャンパス内でコース間の調整を行う。 
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② 室経費（校務執行単位の全室及び図書館） 

   ・平成 23年度予算額の範囲内とする。 

要求にあたっては、平成 24年度年間活動計画を作成し提出する。 

   ・平成 24 年度の年度計画に基づき、新たに室が執行する事業については、該当の室に別途、

予算を措置する。 

   

③ 管理経費（管理課各係及び保健室） 

 ・一般管理費、建物維持管理費は、１％以上の削減を目標とする。 

   ・要求にあたっては、平成 22 年度及び 23 年度の執行実績をもとに要求する。 

   ・プロジェクト経費は教学と調整の上、所管係が要求する。 

 

  ④ その他事業費 

   ・上記①～③以外の新規経費については、担当の校長補佐が要求する。 

 

  ⑤ アルバイト経費 

   ・室が作成する年間活動計画の中に含めて要求する。 

   ・キャンパス毎に集約した上で、別途調整する。 

 

３ 担 当 

  品川キャンパス管理課会計係 竹林、高見 

   荒川キャンパス管理課会計係 海野、新谷 
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（出典 平成２４年度高専予算見積りについて（依頼）） 
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資料 10－２－①－４ 

予算案の提出 

 
 

（出典 企画財務課資料） 
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 決定された収支予算のうち、本校該当部分については経営企画室を通じて学校に通知され、本校の

教職員に周知される（資料10－２－①－５）。また、その概要を学校要覧（資料10－２－①－６）や

ウェブサイト（資料10－２－①－７）に掲載して学生や保護者を含め、広く社会に公表している。 

 

 

資料 10－２－①－５ 

予算の教職員への周知 

 管理課会計係長から教職員あて電子メール（抜粋） 

 

 教職員 各位 

 

 メールで失礼します。 

 先日の室予算説明会の席上で、高専全体予算に関する情報を知りたいとの 

ご要望がありましたので、管理職会議で報告しました資料をお送りします。 

 また、合わせて室予算の総括表もお送りします。 

 ご参考にしていただければ幸いです。 

 よろしくお願いします。   

**************************************** 

公立大学法人首都大学東京 

東京都立産業技術高等専門学校 

高専品川キャンパス管理課 

会計係長  

 

 

（出典 平成 24年 3 月 27 日管理課会計係長から教職員あて電子メール 抜粋） 
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資料 10－２－①－６ 

予算の公表 

学校要覧での公表 

 

（出典 平成２３年度学校要覧 p86） 
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資料１０－２－①－７ 

予算の公表 

 

 
 

（URL：http://www.metro-cit.ac.jp/lecture/yosan.html） 

（出典 本校ウェブサイト） 

http://www.metro-cit.ac.jp/lecture/yosan.html
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（分析結果とその根拠理由）  

収支に係る計画（予算）は、明確な予算編成過程により作成、審議、決定されている。また、決定

された予算は教職員全員に周知され、概要は印刷物やウェブサイトを通じて広く社会に公表している。 

 以上のことから、学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画

等が策定され、関係者に明示されていると判断する。 

 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況）  

公立大学法人首都大学東京に移管された平成20年度以降の３か年における損益計算書（資料10－２

－②－１）によると、各年度とも業務損益は黒字となっている。 
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資料 10－２－②－１ 

損益計算書 

開示すべきセグメント情報　高専分　H20年度末～H22年度末
（単位：千円）

H20年度末 H21年度末 H22年度末
業務費用
　業務費 2,377,621           2,547,906            2,351,331           
　　教育経費 258,948             445,264              347,121             
　　研究費 82,862              87,744               86,430               
　　教育研究支援費 31,129              47,495               72,028               
　　受託研究費等 3,005                8,778                 5,240                 
　　受託事業費等 666                  1,640                 1,522                 
　　役員人件費 17,501              17,004               16,687               
　　教員人件費 1,623,518           1,617,431            1,484,758           
　　職員人件費 359,989             322,544              337,542             
　一般管理費 364,263             249,998              309,667             
　財務費用 2,335                3,097                 5,000                 
　雑損 -                     -                      31                    

2,744,220           2,801,002            2,666,031           
業務収益
　運営費交付金収益 2,466,531           2,279,715            2,163,111           
　授業料収益 402,378             390,239              387,659             
　入学金収益 16,750              19,711               18,908               
　検定料収益 8,731                8,794                 9,765                 
　オープンユニバー
シティ収益 273                  421                   445                   
　オープンインスティ
テュート収益 -                     -                      -                      
　受託研究等収益 3,115                8,778                 5,181                 
　受託事業等収益 700                  1,874                 2,074                 
　寄附金収益 9,129                2,468                 5,830                 
　施設費収益 109,023             -                      42,315               
　補助金等収益 -                     1,931                 5,174                 
　資産見返負債戻入 109,023             131,795              151,917             
　財務収益 -                     -                      -                      
　雑益 8,864                9,608                 7,994                 

3,025,499           2,855,339            2,800,378           
業務損益 281,279             54,337               134,346             

帰属資産 39,663,361         39,271,649          37,661,416          

　　土地 27,647,267         27,647,267          26,494,129          
　　建物 11,039,187         10,530,225          9,987,839           
　　構築物 633,617             373,825              309,648             
　　その他 343,288             720,330              869,799             

 H20年度末  H21年度末  H22年度末
損益外減価償却相当額 803,023             543,997              545,103             
引当外退職給付増加見積額 85,651              △ 4,394 △ 28,105
引当外賞与増加見積額 -                     753 △ 2,518

年度

小　　計

小　　計

区　　分

 

（出典 会計管理課資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

法人移管後の過去３か年における業務損益は各年度すべて黒字となっている。 

 以上のことから、収支の状況において、過大な支出超過にはなっていないと判断できる。 

 

 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む）

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況）  

運営費交付金及びその他の自己財源については、毎年度示される理事長の方針（前掲資料10－２－

①－２）に基づいて学校は予算案を作成、経営審議会の議を経て理事長が決定し、それぞれ教育費、

研究費、教育研究支援費、一般管理費、建物維持管理費、外部資金研究費等として配分される（資料

10－２－③－１）。方針では、標準運営費交付金の計画的な減額措置により資源確保が厳しい中、教

育研究活動について一定額が配分されるよう配慮されている。 
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資料 10－２－③－１ 

資源配分 

 平成２４年度 高専セグメント 一般財源収支状況 

○支出

企画 総務 高専 高専品川 高専荒川

支出予算　計 3,409,647 228,827 2,580,573 9,459 373,951 216,837

3,391,766 228,827 2,580,573 367,104 215,262
教育費 208,847 130,342 78,505

実験実習経費・教務経費(単価分) 79,800 44,319 35,481
実験実習経費・教務経費(固定費) 53,072 36,841 16,231
厚生補導経費(単価分) 30,670 18,198 12,472
就職支援関係経費（単価分） 1,823 1,213 610
入試経費 7,509 6,597 912
公開講座等経費 5,047 3,866 1,181
高専学生負担金関係費 30,926 19,308 11,618

教育研究支援費 185,884 111,827 2,114 58,754 13,189
図書館運営費 5,079 2,750 2,329
標本館等運営費 240 240
システム関係費 178,447 111,827 2,114 54,945 9,561
その他教育研究支援費 2,118 1,059 1,059

一般管理費 48,512 20,123 17,375 11,014
一般事務費 23,182 7,107 10,694 5,381
人材派遣経費

諸会費 959 464 495
庁有車関係費 89 89
一般広報費 906 906
労働安全衛生関係費 3,459 1,874 791 794
人事・給与関係費 3,631 3,631
会計処理経費 6,052 6,052
その他一般管理費 10,234 1,459 4,431 4,344

建物維持管理費 199,750 63 88,959 110,728
光熱水費 94,802 41,480 53,322
補修・修繕経費 7,033 2,608 4,425
警備・清掃経費 46,243 18,272 27,971
設備保守運転監視経費 43,357 21,549 21,808
廃棄物処理経費 3,707 2,309 1,398
電話料金 1,169 63 716 390
その他建物維持管理費 3,439 2,025 1,414

人件費 1,757,500 1,753,915 1,759 1,826
常勤役員人件費 17,066 17,066
常勤教員人件費 1,302,653 1,302,653
非常勤教員人件費 116,490 116,490
常勤職員人件費 264,871 264,871
非常勤職員人件費 52,835 52,835
アルバイト人件費 3,585 1,759 1,826

研究費 57,000 57,000
研究費 57,000 57,000

改革推進費 64,589 64,589
改革推進費 64,589 64,589

企画政策費 5,326 5,326
ものづくり人材のすそ野の開拓 5,326 5,326
複線型人材育成関係費（法人・首都大セグメント）

教育機器更新費 60,000 60,000
教育機器更新費 60,000 60,000

特定経費 79,589 79,589
退職手当 79,589 79,589
老朽化備品の更新

施設整備費 724,769 724,769
施設整備費 724,769 724,769

外部資金財源　計 17,881 9,459 6,847 1,575
受託研究費等 4,700 4,700

産学共同研究費 2,355 2,355
受託研究費 561 561
提案公募型研究費 1,784 1,784

受託事業費等 3,275 2,700 575
都以外からの連携事業費 3,275 2,700 575

寄附金財源費 4,759 4,759
特定研究寄附金財源費 4,759 4,759

補助金財源費 1,000 1,000
補助金財源費 1,000 1,000

その他外部資金財源費 4,147 4,147
間接経費 4,147 4,147

（24年度収支差）

一般財源　計

予算科目・事業名
24査定

Ａ

 

（出典 管理課資料） 
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 また、学校の目的と関連づけられた法人の中期目標を達成するために年度計画を毎年度策定するが、

その実現に必要な経費を予算編成プロセスの中で理事長が決定し、改革推進費として重点的に配分さ

れている（資料10－２－③－２）。 

 

資料 10－２－③－２ 

資源配分 

 改革推進費 

平成２４年度　改革推進費の配分計画 （単位：千円）

重点事項 予算額 関係する年度計画事項

広報活動の強化 13,503

○平成23年度に策定した本校の広報戦略の計画的な実行に向けて校内の広報体制を

強化し、中期的な広報プログラムを策定する。

○重要な広報媒体であるウェブサイトの再構築を実施する。

○産技高専ブランドを構築するため、カレッジ・アイデンティティ（CI）の確立に向けた活動

を開始する。

ＦＤ活動の推進 1,336
○平成23年度に策定した教育力向上プログラムに基づき、組織的に教員の教育改善を

図るため、ワークショップ・研修会の開催や外部研修会への参加等の取組を実施する。

国際化の推進 500
○国際化推進プログラムに基づき、海外提携校との交流事業を開始するとともに、校内推

進体制を強化する。

キャリア教育の導入 524
○体系的なキャリア教育への取組の一環として、学生に自らの将来に対する目的意識を

持たせるため、専門的な外部人材を活用し、自己啓発支援を実施する。

産業界との連携 4,048
○産業界のニーズを把握し教育課程・教育内容に反映させるため、企業アンケートを実

施し、分析を行う。

外部評価の実施 610
○平成23年度の外部評価試行を踏まえて改善点を整理し、本格的な外部評価を実施す

ることで、継続的な改善を図る。

産学公の連携推進 368
○企業ニーズの把握や連携の方策を検討するため、地元自治体等との連携体制を構築

する。

教育内容の充実 43,700

○平成23年度に開発した、ICTを活用したモデル授業を試行するとともに、検証を行う。ま

た、教材・授業資料のデータベース化及び共有化の検討を進めICT活用促進を図る。ま

た、教員の校務負担を減らし、事務の効率化を図るため、校務支援システム（仮称）の設

計に着手し、導入準備を行う。

計 64,589
 

 

（出典 管理課資料） 

 

 老朽化等により必要となる施設整備経費については、別に東京都による施設整備費補助金が措置さ

れており、必要な整備が行われている（資料10－２－③－３）。 
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資料 10－２－③－３ 

施設整備費補助金 

施設整備費内訳
（単位：千円）

予算額 予算額 予算額 予算額

合計金額 36,107 合計金額 335,996 合計金額 1,076,172 合計金額 724,769

個別空調更新
工事

荒川 36,107
空調設備改修
工事

荒川 235,574
プールろ過器
改修工事

品川 13,365
空調設備改修
工事（設計）

品川 44,562

中央監視設備
更新工事（設
計・工事）

荒川 100,422
中央監視装置
改修工事

品川 5,713
電話交換設備
更新工事（設
計）

品川 3,703

空調設備改修
工事（その２）

荒川 1,035,023
空調設備改修
工事（その３）

荒川 225,214

地上デジタル
放送受信工事

荒川 9,681
外壁等改修工
事（その１）

荒川 451,290

外壁等改修工
事（設計）

荒川 12,390

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

工事名 工事名 工事名 工事名

 

 

 

（出典 管理課会計係資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

予算編成プロセスの中で、経常的な教育研究活動や学校の目的達成のための重点施策、施設整備な

どに適切な資源配分が行われるようにシステム化されており、現に必要な配分が行われている。 

 以上のことから、学校の目的を達成するため、教育研究活動に対し、適切な資源配分がなされてい

ると判断できる。 

 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校を設置する公立大学法人首都大学東京の財務諸表については、定款第８条の規定に基づき、東

京都公報に公告されている（資料10－３－①－１、２）。また、同法人のウェブサイトでも公表され

ている（資料10－３－①－３）。 
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資料 10－３－①－１ 

法人財務諸表の公表 

公立大学法人首都大学東京定款（抜粋） 

 

 （公告） 

第８条 法人の公告は、東京都公報に掲載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で東京

都公報に掲載することができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその掲載に代えること

ができる。 

 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京定款 抜粋） 

 

 

資料 10－３－①－２ 

法人財務諸表の公表 

東京都公報（抜粋） 

 

 

（URL：http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/file/koho/id/2194/f/7922/15014-03.pdf） 

（出典 平成 23年 10 月 18日 東京都公報 抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/file/koho/id/2194/f/7922/15014-01.pdf
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資料 10－３－①－３ 

法人財務諸表の公表 

公立大学法人首都大学東京ウェブサイト（抜粋） 

 

 

 

（URL：http://www.houjin-tmu.ac.jp/about/finance/h22.html ） 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京ウェブサイト 抜粋） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校を設置する法人の財務諸表は、東京都公報による公告とウェブサイトにより、広く社会一般に

公表されている。 

 以上のことから、学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されていると判断できる。 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況）  

本校を設置する公立大学法人は、地方独立行政法人法により設立されたものであり、法の規定によ

り作成した財務諸表について監事及び会計監査人による監査を受けなければならない（資料10－３－

http://www.houjin-tmu.ac.jp/about/finance/h22.html
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②－１）。監事監査については、監事監査規則（資料10－３－②－２）により監査の計画、実施、報

告等が詳細に定められている。 

資料 10－３－②－１ 

法の規定による会計監査 

地方独立行政法人法（抜粋） 

 

 （会計監査人の監査）  

第三十五条  地方独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない

地方独立行政法人を除く。）は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報

告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。  

 

 

（出典 地方独立行政法人法 抜粋） 

 

資料 10－３－②－２ 

監事監査 

公立大学法人首都大学東京監事監査規則 

 

平成 17 年法人規則第 45 号 

制定  平成 17 年 4 月 1 日 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号。以下「法」という。）第 13

条第４項に規定する、監事が行う公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）の業務の

監査（以下「監査」という。）に関し必要な事項を定める。 

（監査の目的） 

第２条 監査は、法人の業務について適正かつ効率的な運営に資することを目的とする。 

（監事の基本的姿勢） 

第３条 監事は、公正な立場で適切に監査を実施することにより、法人の業務の適正かつ効率的な

運営を確保するよう努めなければならない。 

２ 監事は、監査機能の充実・強化を図るため、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛けなけれ

ばならない。 

３ 監事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（監査の対象） 

第４条 監査は、法人の業務及び会計の執行状況について行う。 

（監査事項) 

第５条 前条に規定する監査の対象は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 業務方法書、規程等の整備状況及び実施状況に関する事項 
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(2) 中期計画、年度計画、予算、収支計画及び資金計画の実施状況に関する事項 

(3) 組織運営及び人事管理の適法性及び妥当性に関する事項 

(4) 決算報告書及び財務諸表の真実性及び妥当性に関する事項 

(5) 資産の取得、管理及び処分の適法性及び妥当性に関する事項 

(6) 債権の管理の適法性及び妥当性に関する事項 

(7) 役職員の給与、諸手当等の適法性及び妥当性に関する事項 

(8) 業務能率化の状況に関する事項 

(9) その他法人の業務及び会計の執行状況の監査に関し必要な事項 

（監査の種類） 

第６条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。 

２ 前項の定期監査のうち、業務監査は第 10 条に定める監査計画に基づき毎事業年度に１回、会計

監査は事業年度決算時に行う。 

３ 第１項の臨時監査は、特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。 

（監事の業務支援） 

第７条 監事は、業務監査及び会計監査にあたっては、経営企画室企画財務課の事務職員に、その

業務の支援を求めることができる。 

２ 監事の業務の支援を行う職員は、監査の実施にあたって知ることのできた秘密を漏らしてはな

らない。 

（平 20 規則 57・一部改正） 

（会計監査人との連携) 

第８条 監事は、会計監査人と密接な連携を保ち、情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう

に努めなければならない。 

２ 監事は、必要に応じ、会計監査人と会合をもち、報告を受け、意見交換を行うものとする。 

３ 監事は、会計監査人から会計業務に関して不正な行為又は法令、諸規程等に違反する重大な事

実がある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、助言又は勧告等の必要な措置を講ずる

ものとする。 

（事故又は異例の事態の監事への報告） 

第９条 役員又は職員は、業務上の事故又は異例の事態が発生したとき又は法人に著しい損害が発

生するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければな

らない。 

２ 監事は、前項の報告を受けた時は、その調査を行い、必要な場合には助言又は勧告を行うこと

ができる。 

 

第２章 監査計画 

（監査計画） 

第１０条 監事は、毎事業年度の初めに監査の実施に関する計画（以下「監査計画」という。）を

作成するものとする。ただし、必要に応じて行う臨時監査については、この限りではない。 

２ 監事は、監査計画を作成し、若しくは変更したとき又は臨時監査の必要を認めるときは、速や

かに理事長に通知しなければならない。 
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（監査計画の内容） 

第１１条 前条第１項に規定する監査計画の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 監査の基本方針 

(2) 監査の重点項目 

(3) 監査の対象部局等 

(4) 監査の実施期間 

(5) 監査の方法 

(6) 監査従事者 

 

第３章 監査の実施 

（監査の実施) 

第１２条 監事は、監査計画に基づき監査を実施する。 

（監査の方法) 

第１３条 監査は、書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行う。 

（重要な会議への出席) 

第１４条 監事は、経営審議会、教育研究審議会その他の重要な会議に出席し、意見を述べること

ができる。 

２ 前項の会議に出席しない場合には、監事は、役員又は職員から審議事項についての説明を受

け、関係資料を閲覧することができる。 

（役員等への質問） 

第１５条 監事は、監査を行うため必要がある場合は、役員及び教職員に対して、業務運営に関し

質問を行い、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 役員及び教職員は、監事及び監査に関する業務の支援に従事する職員に協力しなければならな

い。 

（文書の閲覧) 

第１６条 監事は、法人の業務運営に関する重要な文書を閲覧することができる。 

 

第４章 監査結果報告書等 

（監査結果報告書) 

第１７条 監事は、監査終了後遅滞なく監査結果報告書を作成し、理事長に提出するものとする。 

２ 前項に規定する監査結果報告書の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 監査結果の概要 

(2) 是正又は改善を要する事項 

(3) その他必要と認める事項 

（監査後の措置) 

第１８条 理事長は、監査結果報告書に是正又は改善を要する事項がある場合は速やかに是正又は

改善の措置を講じなければならない。 

２ 監事は、理事長に対して監査結果報告書に記載した事項の措置状況等について文書又は口頭に

よる報告を求めることができる。 
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（理事長への意見の提出) 

第１９条 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長に意見を提出するこ

とができる。 

（東京都知事への意見の提出) 

第２０条 監事は、法第 13 条第５項の規定により、監査の結果に基づき東京都知事に意見を提出す

る場合には、あらかじめ理事長にその旨を通知するものとする。 

 

第５章 雑則 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

附 則（平成 17 年４月１日 17 法人規則第 45 号） 

この規則は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 31 日 20 法人規則第 57 号） 

この規則は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京監事監査規則） 

 

 また、内部会計監査規程（資料10－３－②－３）に基づき、理事長が命じた監査員による自己監査

及び各予算執行単位（本校ではキャンパスごと）での点検員による自己点検が実施されている。 

 

資料 10－３－②－３ 

自己監査 

公立大学法人首都大学東京内部会計監査規程 

 

                       平成 17 年度法人規程第 91 号 

                                 制定   平成 18 年 3 月 17 日 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 自己監査（第３条－第１０条） 

第３章 自己点検（第１１条－第１５条） 

第４章 その他（第１６条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人首都大学東京会計規則（以下「会規」という。）第 53 条の規定

に基づき、公立大学法人首都大学東京（以下「本法人」という。）における会計に関する内部監
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査（以下「内部会計監査」という。）に関し必要な事項を定め、本法人の予算執行及び会計処理

の適正を期することを目的とする。 

（定義） 

第２条 内部会計監査は、自己監査及び自己点検からなるものとする。 

２ 自己監査（以下「監査」という。）とは、理事長が予算執行事務及び会計事務全般について、

本法人の職員のうちから監査を行う職員（以下「監査員」という。）を命じて各予算執行単位

（以下「執行単位」という。）を監査させることをいう。 

３ 自己点検とは、各執行単位の経理事務管理者等が現金及び預金の管理を主な対象として、自ら

処理した会計事務について、定期的に検証することをいう。 

 

 第２章 自己監査    

 （監査の通知） 

第３条 理事長は、監査を実施しようとするときは、あらかじめ、当該執行単位の予算管 

理者及び経理事務管理者に対し、期日、監査員の職名及び氏名その他必要な事項を通知 

するものとする。 

２ 理事長は、監査の適正さを担保するため、本法人の職員のうちから監査に立ち会う職員（以下

「立会人」という。）を指定し、あわせて通知するものとする。 

（監査の対象期間） 

第４条 監査は、監査当日現在において、前回の監査以降のものについて行うものとする。 

（監査の事項） 

第５条 監査は、次の各号に掲げる事項について実施するものとする。 

(1) 会計に関する規則等の適用に関する事項 

(2) 予算決算に関する事項 

(3) 収入支出に関する事項 

(4) 債権に関する事項 

(5) 物品に関する事項 

(6) 不動産に関する事項 

(7) 契約に関する事項 

(8) 旅費に関する事項 

(9) 帳簿及び証拠書類に関する事項 

(10) その他理事長が必要と認める事項 

（監査の立会い） 

第６条  監査を受ける各執行単位の関係職員は、当該監査に立ち会わなければならない。 

 （監査員の責務） 

第７条  監査員は、公正かつ厳正に監査に当たらなければならない。 

２ 監査員は、監査に当たり関係職員に説明を求め、必要に応じ、調書等の提出を求めることがで

きる。 

 （監査済の表示） 

第８条  監査員は、監査終了後、監査年月日、監査終了の旨及びその職氏名を関係帳簿の 
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最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記のう

え、これに押印しなければならない。 

（監査の報告） 

第９条 監査員は、監査が終了したときは、速やかに、その結果を理事長に報告しなければならな

い。 

 （是正改善の措置） 

第１０条 理事長は、監査の結果、予算執行事務及び会計事務に関し是正改善の必要があると認め

たときは、当該執行単位の経理事務管理者に対し適切な措置を講ずるよう指示するものとする。 

 

第３章 自己点検 

 （自己点検） 

第１１条 自己点検（以下「点検」という。）は、各執行単位の点検員が四半期に一度実施する。

ただし、同一の四半期内に監査を実施する場合には、当該監査の実施をもって、点検の実施に替

えることができる。 

２ 前項の点検員とは、次の者をいう。 

 

点検事務 点検員 

小口現金及び資金前渡受者の事務 各経理事務管理者 

出納責任者の事務 経理責任者 

現金出納者の事務 各経理事務管理者 

給与事務を取扱う者の事務 給与事務の取扱いを行う課の課長 

 

（点検項目） 

第１２条 点検項目は、必須点検項目及び任意点検項目とする。 

(1) 必須点検項目 

経理事務管理者が受けた小口現金及び前渡金にかかる支出関係書類の確認及び現金出納簿の

証拠書類に基づく記帳確認を行うとともに、現金出納簿の残高欄と現金及び預金通帳の残額の

照合を行う。 

(2) 任意点検項目 

出納責任者、現金出納者、給与事務を取扱う者の会計事務についても、随時点検する。 

（点検の対象期間） 

第１３条 点検は、前回の点検日以降から、今回の点検日前日までとする。 

（点検の方法） 

第１４条 点検は、第 12 条に掲げる事務について、帳票、証拠書類、諸帳簿その他会計事務に関連

ある書類の確認及び説明の聴取、現品等について点検することにより行う。 

２ 点検員は、前項の点検を行うほか、事実確認を行う必要があると認めるときは、関係人への照

会等を行う。 

３ 点検員は、別に定める「自己点検マニュアル」を活用して点検し、点検記録を作成する。 

（点検の報告） 
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第１５条 点検員は、特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその事項の経過に意見を

付して、経営企画室長及び総務部長に報告しなければならないものとし、報告を受けた経営企画

室長及び総務部長は協議の上、適切な処置を行うように指示するものとする。 

 （平 20 規程 46･一部改正） 

 

第４章 その他 

（雑則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、内部会計監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則（平成 18 年３月 17 日 17 法人規程第 91 号） 

 この規程は、平成 18 年３月 17 日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 31 日 20 法人規程第 46 号） 

 この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京内部会計監査規程） 

 

 

 監事及び会計監査人による監査の結果は、法人のウェブサイト（前掲資料10－３－①－３）により

公表され（資料10－３－②－４、５）、内部会計監査の結果は規程に従って処理され、必要に応じて

適切な措置を講ずるよう指示される（資料10－３－②－６）。 
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資料 10－３－②－４ 

監査結果 

 

（出典 監査報告書） 
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資料 10－３－②－５ 

監査結果 

 

（出典 独立監査人の監査報告書） 
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資料 10－３－②－６ 

内部会計監査の結果 

 

（出典 平成 23年度法人自己監査結果報告） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校を含む公立大学法人は、監事監査、会計監査人監査、自己監査、自己点検をそれぞれ法令等に

基づいて実施しており、監査結果の報告もそれぞれなされている。 

 以上のことから、財務に対して、会計監査等が適正に行われていると判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 該当なし 

 

（改善を要する点）  

 東京都からの運営費交付金が効率化係数により毎年度減額されていく中で、業務の効率化による支

出の抑制だけでなく、外部の財務資源の積極的な確保や活用について、機関として計画的に取り組ん

でいく必要がある。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

学校の資産については、資産台帳や貸借対照表の状況から、その内容、資産価値ともに全体として

教育研究活動を安定して遂行できるものを十分に有していると認められる。老朽化した工具器具備品

の更新については、貸借対照表上の資産価格が毎年度着実に増加していることから、一定の効果が上

がっていると分析できる。また、負債勘定は資産勘定と比較して少額におさまっている。 

 本校の教育研究活動を遂行するための収入の大部分は、設置者である東京都からの運営費交付金収

入により賄われている。運営費交付金収入は、旧２高専の再編統合による影響を除くと安定的に推移

しているが、第二期中期目標期間中（平成23年度～平成28年度）の効率化係数の設定により段階的に

減額されることとなっており、業務の効率的な運用とともに、他の収入の確保が課題である。授業料、

入学料及び入学考査料については、制度的な担保や入試倍率の堅調な動向等により、安定的に確保さ

れている。 

 外部の財務資源の獲得は堅調に推移している。収入全体に占める割合は僅少であるが、教育研究を

進める上で貴重な収入源となっている。しかし今後は運営費交付金収入の減少も予定されているため、

それ以外の収入の確保が課題であり、外部の財務資源の確保や活用についても計画的に取り組む必要

がある。 

 本校の収支に係る計画は、法人の会計規則に基づき作成、審議、決定される。決定された予算は教

職員全員に周知され、概要は印刷物やウェブサイトを通じて広く社会に公表している。また、法人移

管後の過去３年間における業務損益は各年度全て黒字となっており、過大な支出超過にはなっていな

い。また、本校を設置する法人の財務諸表は、東京都公報による公告及びウェブサイトにより、広く

社会一般に公表されている。 

 運営費交付金及びその他の自己財源については、予算編成プロセスの中で経常的な教育研究活動や

学校の目的達成のための重点施策、施設設備などに適切な配分が行われるようにシステム化されてお

り、現に適切な資源配分がなされている。 

 本校を含む公立大学法人は、監事監査、会計監査人監査、自己監査、自己点検をそれぞれ法令等に

基づいて適正に実施しており、監査結果の報告もそれぞれなされている。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育等の諸活動を行うにあたっては、校長のほか、副校長、附属図書館長、ものづくり工学

科長、創造工学専攻長、教務主事及び学生主事を意思決定権者（教育管理職）としており、その役割

を明確に規定している（資料11－１－①－１）。また、各意思決定権者の所掌にかかる重要な事項に

ついて審議・検討を行うため、各種の会議や委員会を設置している（資料11－１－①－２～９）。各

種の会議や委員会は管理職会議を頂点に連携している（資料11－１－①－10）。 

 

資料 11－１－①－１ 

公立大学法人首都大学東京組織規則（抜粋） 

 

（校長の職責） 

第２２条の２ 校長は、理事長の命を受け、校務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。 

（副校長の職責） 

第２７条の２ 副校長は、校長を補佐する。 

（ものづくり工学科長及び創造工学専攻長の職責） 

第２９条の４ ものづくり工学科長及び創造工学専攻長は、校長の命を受け、それぞれものづくり工学科及び創造工

学専攻の運営に係る事務をつかさどる。 

（教務主事及び学生主事の職責） 

第２９条の５ 教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他の教務に関することを掌理する。 

２ 学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関することを掌理する。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京組織規則 抜粋） 

 

 

資料 11－１－①－２ 

東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（抜粋） 

 

第２章 組織 

（会議） 

第２条 本校の運営における重要事項を審議するため、管理職会議を置く。 

２ 本校における円滑な校務の運営に必要な検討及び調整等を行うため、総合調整会議を置く。 

３ 本校の教学に関する重要事項で、校長が特に必要と認めた事案についての意見聴取等を行うため、教職員会議を

置く。 

４ 本校の教育改革を推進するため、教育改革推進会議を置く。 

５ 本校の諸活動について、学校外から広く意見を聴取し、産業界のニーズに合っているか等を定期的に検証すると

ともに、学校運営に活かしていくため、運営協力者会議を置く。 

６ 各会議に関し必要な事項は、別に定める。 

（委員会） 

第３条 本校における校長、副校長、教務主事、学生主事、ものづくり工学科長、創造工学専攻長及び附属図書館長

の意思決定を補佐するとともに、個別の事項を検討又は審査するため、次の各号のとおり委員会を置く。 

(1) 教務委員会 

(2) 学生委員会 

(3) 入試検討委員会 

(4) 編入学委員会 

(5) オープンカレッジ企画運営委員会 

(6) 図書館運営委員会 
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（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 

 

 

資料 11－１－①－３ 

東京都立産業技術高等専門学校管理職会議設置要綱（抜粋） 

 

（構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

(1) 校長 

(2) 副校長 

(3) 管理部長 

(4) ものづくり工学科長 

(5) 創造工学専攻長 

(6) 附属図書館長 

(7) 教務主事 

(8) 学生主事 

(9) 管理課長 

２ 前項のほか、校長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

（議案等） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を議案とする。 

 (1) 校長が決定すべき事項のうち、本校の運営において重要な事項の審議 

(2) 校長以外の者が決定すべき事項のうち、本校の運営において重要な事項の報告 

(3) 本校の運営に係る事項の連絡 

(4) その他、校長が必要と認めること 

２ 会議は、定期的に行うものとする。ただし、校長が必要と認めるときは、この限りでない。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校管理職会議設置要綱 抜粋） 

 

 

資料 11－１－①－４ 

東京都立産業技術高等専門学校総合調整会議設置要綱（抜粋） 

 

（所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 主要課題への対応策の検討に関すること 

 (2) 各種計画案の検討及び計画間の調整に関すること 

 (3) 各種計画又は主要事業の進行管理、実施調整及び評価案の策定に関すること 

 (4) 経営資源の配分調整に関すること 

 (5) 広報広聴活動の全体調整に関すること 

 (6) 各種調査資料の収集、分析に関すること 

 (7) 学校運営上の情報の共有に関すること 

 (8) その他、副校長が必要と認めること 

 （構成員） 

第３条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 副校長 

 (2) 管理部長 

 (3) ものづくり工学科長 

 (4) 創造工学専攻長 

 (5) 附属図書館長 

 (6) 校長補佐 

 (7) 管理課長 

２ 前項のほか、副校長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校総合調整会議設置要綱 抜粋） 
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資料 11－１－①－５ 

東京都立産業技術高等専門学校教務委員会設置要綱（抜粋） 

 

 （委員会の職務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 教育計画の実施に関する調整 

 (2) 教務に関する重要事項の検討 

 (3) その他、教務主事が必要と認めること 

 （委員会の構成） 

第４条 委員会の構成員は、各キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 教務主事 

 (2) 教務室長 

 (3) 各教育コース及び一般科の代表 各１名 

 (4) 教務学生係長 

２ 前項のほか、教務主事が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校教務委員会設置要綱 抜粋） 

 

資料 11－１－①－６ 

東京都立産業技術高等専門学校学生委員会設置要綱（抜粋） 

 

  （委員会の職務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 学生の表彰及び懲戒に関すること 

 (2) 学生の厚生補導に関する重要事項の検討 

 (3) その他、学生主事が必要と認めること 

 （委員会の構成） 

第４条 委員会の構成員は、各キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 学生主事 

 (2) 学生室長 

 (3) 各学年の学級担任の代表 各１名 

 (4) 教務学生係長 

２ 前項のほか、学生主事が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学生委員会設置要綱 抜粋） 

 

資料 11－１－①－７ 

東京都立産業技術高等専門学校図書館運営委員会設置要綱（抜粋） 

 

（委員会の職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を職務とする。 

 (1) 附属図書館長の権限に属する事項の審議 

(2) 附属図書館の運営に関する重要事項のうち、校長の諮問を受けたものの検討 

(3) 資料の収集、購入、管理、運用及び処分に関すること 

(4) その他、附属図書館長が必要と認めること 

（委員会の構成） 

第３条 委員会の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 附属図書館長 

(2) 管理課長 

(3) 教務学生係長 

(4) 附属図書館運営担当教員 各キャンパス１名 

(5) 附属図書館司書 各キャンパス１名 

２ 前項のほか、附属図書館長が必要と認めるときは、他の者を委員会に出席させることができる。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校図書館運営委員会設置要綱 抜粋） 
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資料 11－１－①－８ 

東京都立産業技術高等専門学校コース長会議設置要綱（抜粋） 

 

（構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

 (1) ものづくり工学科長 

(2) 創造工学専攻長 

 (3) 学生主事 

(4) 各コース長 

(5) 一般科長 

(6) 教務室長 

(7) 調整係長 

２ 前項のほか、ものづくり工学科長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

（議案等） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を議案とする。 

 (1) ものづくり工学科長の権限に属する事項の審議 

(2) ものづくり工学科の運営に関する重要事項のうち、校長の諮問を受けたものの検討 

(3) その他、ものづくり工学科長が必要と認めること 

２ 会議は、定期的に行うものとする。ただし、ものづくり工学科長が必要と認めるときは、この限りでない。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校コース長会議設置要綱 抜粋） 

 

 

資料 11－１－①－９ 

東京都立産業技術高等専門学校専攻科会議設置要綱（抜粋） 

 

（構成員） 

第２条 会議の構成員は、高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスにおける次の各号に掲げる者とする。 

(1) 創造工学専攻長 

(2) ものづくり工学科長 

 (3) 学生主事 

(4) 創造工学専攻の授業科目を担当する教員   

ものづくり工学科各コース及び各キャンパス一般科から各１名 

(5) 専攻科室長 

(6) 調整担当係長 

２ 前項のほか、創造工学専攻長が必要と認めるときは、他の者を会議に出席させることができる。 

（議案等） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を議案とする。 

 (1) 創造工学専攻長の権限に属する事項の審議 

(2) 創造工学専攻の運営に関する重要事項のうち、校長の諮問を受けたものの検討 

(3) その他、創造工学専攻長が必要と認めること 

２ 会議は、定期的に行うものとする。ただし、創造工学専攻長が必要と認めるときはこの限りではない。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校専攻科会議設置要綱 抜粋） 
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資料 11－１－①－10 

決定事項等を関係管理職を通じて伝達・指示
要検討事項を関係管理職を通じて諮問

年２回

（会議庶務：調整係）

月１回（会議庶務：庶務係） 提案・報告

提案・報告

意見聴取・反映 提案・報告

提案・報告

月１回（会議庶務：調整係）

提案 指示 提案・指示 提案・指示 　　月１回（会議庶務：調整係） 月１回（会議庶務：調整係）

月１回

（会議庶務：教務室）

　　　意見聴取・反映

（担当職員）

　意見

　集約

平成24年4月

伝達

指示

意見

集約

　　伝達

　　指示

提案・報告

　　　　　　　　　　　指示

校 長

副 校 長
ものづくり

工学科長

【コース長会議】
○ ものづくり工学科長の権限

に属する事項の審議

○ ものづくり工学科の運営に

関する重要事項のうち、校長

の諮問を受けたものの検討

※ 本科教学の審議・検討機関

（構成員）

創造工学専攻長、学生主事

各コース長、一般科長、教務室長

調整係長

（オブザーバー：校長、副校長）

【総合調整会議】（新設）
○ 主要課題の検討、主要事業の進行管理・実施調整

○ 各種計画案や評価案の検討・調整

※ 学校運営に関する実質的な調整機関
（構成員）

管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、附属図書館長

校長補佐、管理課長

※必要に応じて「（専門）部会」を設置する。

創造工学

専 攻 長

【専攻科会議】
○ 創造工学専攻長の権限

に属する事項の審議

○ 創造工学専攻の運営に

関する重要事項のうち、校長

の諮問を受けたものの検討

※ 専攻科教学の審議・検討機関

（構成員）

ものづくり工学科長、学生主事

各コース・一般科代表、専攻科室長

調整担当係長

（オブザーバー：校長、副校長）

【教育改革推進会議】（新設）
○ 教育活動に関する基本方針、改善策の検討

○ 教育力の組織的な向上策の検討

※ （広義の）FD活動全般に関する検討機関
（構成員）

校長、副校長、管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長

学生主事、管理課長

【認証評価対策委員会】（新設・時限）
○ 機関別認証評価の受審準備
※ 設置期間：H24.4.1～H25.3.31

（構成員）

校長、副校長、管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、附属図書館長

教務主事、学生主事、管理課長

【管理職会議】
○ 校長決定事案のうち、重要事項の審議

○ 校長以外の決定事案のうち、重要事項の報告

※ 機関の重要事項のに関する審議決定機関

（構成員）
副校長、管理部長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長

附属図書館長、教務主事、学生主事、管理課長

【運営協力者会議】

【教職員会議】

○校長が示す事項

の検討

○自己点検・評価に

対する外部評価

○ 教学に関する重要

事項で、校長が特に

必要と認めた事案に

ついての意見聴取

○ 教学又は管理運営

上の重要事項で、全

教職員への周知徹底

が必要なものの伝達

（構成員）

全教職員

各校務執行単位

教育企画改善室・教務室

専攻科室・入試室・広報室

研究推進室・学生室

学生相談室・進路支援室

インターンシップ室・地域交流室

管
理
課
各
係

ものづくり工学科

各コース

一般科
創造工学専攻

附属図書館長

（副校長）

【図
書
館
運
営
委
員
会
】

附
属
図
書
館

平成２４年度 東京都立産業技術高等専門学校の運営体制の概要

校 長

情
報
化
推
進
セ
ン
タ
ー

国
際
化
推
進
セ
ン
タ
ー

 
（出典 平成 24 年４月 18 日 教職員会議資料） 

 

 本校は公立大学法人首都大学東京の設置する高等専門学校であり、本法人は地方独立行政法人法第

71条第１項ただし書の規定により経営と教学の分離方式を採用している（資料11－１－①－11）。本

校の事務組織は、事務局長の統括の下に東京都立産業技術高等専門学校管理部として設置され、部長

及び課長を意思決定権者（事務系管理職）としており、その役割を明確に規定している（資料11－１

－①－12）。当該規定の中で、部長は「副校長との連携の下」、課長は「副校長の指示に基づき、も

のづくり工学科長…との連携の下」所管の事務をつかさどることとなっており、学校としての意思決

定については、校長のリーダーシップの下に統合される仕組みとなっている。また、前述した各種の

会議や委員会には、そのレベルに応じて事務組織の職員を構成員に含めており、それぞれの意思決定

に当たり教育研究組織と事務組織との連携がとれるような仕組みになっている（前掲資料11－１－①

－２～９）。 

 

資料 11－１－①－11 

地方独立行政法人法（抜粋） 

 

（理事長の任命の特例等） 

第 71 条 公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。ただし、定款で定

めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部又は一部について、学長を理事長と別に任命するもの

とすることができる。 

（出典 地方独立行政法人法 抜粋） 
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資料 11－１－①－12 

公立大学法人首都大学東京組織規則（抜粋） 

 

（事務組織） 

第５条 法人に次のとおり事務組織を置く。 

   部相当           課相当 

   経営企画室         企画財務課 

   総務部           総務課 

                 人事課 

                 会計管理課 

                 施設課 

   産学公連携センター      － 

   学生サポートセンター    学生課 

                 健康支援センター 

                 キャリア支援課 

   首都大学東京管理部     学長室 

教務課 

                 入試課 

                 国際センター事務室 

                 オープンユニバーシティ事務室 

                 図書情報センター事務室 

                 文系管理課 

                 文系学務課 

                 理系管理課 

理系学務課 

   日野キャンパス管理部    管理課 

学務課 

   荒川キャンパス管理部    管理課 

学務課 

   産業技術大学院大学管理部  管理課 

東京都立産業技術高等専門学校管理部   高専品川キャンパス管理課 

                    高専荒川キャンパス管理課 

（部長等の職責） 

第２６条 経営企画室長、総務部長、産学公連携センター長、首都大学東京管理部長、副オープンユニバーシティ

長、日野キャンパス管理部長、荒川キャンパス管理部長、産業技術大学院大学管理部長、東京都立産業技術高等専

門学校管理部長及び担当部長（学生サポートセンターに置かれる場合を除く。）は、事務局長の命を受け、室、部

及びセンターの事務又は担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。 

２ 学生サポートセンター事務部長、副センター長及び担当部長（学生サポートセンターに置かれる場合）は、学生

サポートセンター長の命を受け、学生サポートセンターの事務又は担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督す

る。 

３ 第１項において首都大学東京管理部長、副オープンユニバーシティ長、日野キャンパス管理部長、荒川キャンパ

ス管理部長及び産業技術大学院大学管理部長は、関係する部局長との連携の下、所管の事務をつかさどり所属職員

を指揮監督する。 

４ 第１項において東京都立産業技術高等専門学校管理部長は、副校長との連携の下、所管の事務をつかさどり所属

職員を指揮監督する。 

（課長等の職責） 

第３０条 課長（課長相当及び担当課長の職を含む。以下同じ。）は、所属部長の命を受け、課の所管する事務又は

担任の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。 

２ 前項において、首都大学東京管理部教務課長、同部入試課長、同部国際センター事務室事務長、同部オープンユ

ニバーシティ事務室事務長、同部図書情報センター事務室事務長、同部文系学務課長、同部理系学務課長、日野キ

ャンパス管理部学務課長、荒川キャンパス管理部学務課長及び産業技術大学院大学管理部管理課長は、所属部長の

命を受け、関連する部局長の指示に基づき、所管の事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。 

３ 第１項において、高専品川キャンパス管理課長及び高専荒川キャンパス管理課長は、副校長の指示に基づき、も

のづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事及び学生主事との連携の下、所管の事務をつかさどり所属職員を指

揮監督する。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京組織規則 抜粋） 
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 それぞれのレベルにおける意思決定の対象事案は事案決定規則で明確に定められており、意思決定

を行う際の審議及び協議についても同様に定められている（資料11－１－①－13）。 

 具体的な意思決定は文書によることを原則としており、企画・立案（起案文書の作成）から審議・

協議を経て意思決定に至るプロセスは文書管理規程により規定されている（資料11－１－①－14）。 

 

資料 11－１－①－13 

公立大学法人首都大学東京事案決定規則（抜粋） 

 

（事案決定の原則） 

第３条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、理事長、事務局長、学長、校長、学生サポートセンター

長、部長、部局長又は課長が行うものとする。 

（校長の決定対象事案） 

第６条の２ 校長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 高等専門学校の教育研究組織に関すること。 

(2) 教学についての規則に関すること。 

(3) 教員の任免に係る申出に関すること。 

(4) 副校長、附属図書館長、教務主事、学生主事、ものづくり工学科長及び創造工学専攻長の出張及び服務に関

すること。 

（管理部長の決定対象事案） 

第１０条 管理部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。 

 (1) 管理部長が指揮監督する組織の事業に関すること。 

(2) 所属の課長の出張及び服務に関すること。 

 (3) キャンパス内の事務の調整に関すること。 

(4) 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。 

（ものづくり工学科長の決定対象事案） 

第１２条の２ ものづくり工学科長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。 

 ものづくり工学科の運営に関して校長が別に定める事項に関すること。 

（創造工学専攻長の決定対象事案） 

第１２条の３ 創造工学専攻科長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。 

 創造工学専攻科の運営に関して校長が別に定める事項に関すること。 

（教務主事の決定対象事案） 

第１２条の４ 教務主事の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。 

(1) ものづくり工学科及び創造工学専攻科の教育計画その他教務に関すること。 

(2) ものづくり工学科及び創造工学専攻科所属教員の出張及び服務に関すること。 

（学生主事の決定対象事案） 

第１２条の５ 学生主事の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。 

 ものづくり工学科及び創造工学専攻の学生の厚生補導に関すること。 

（課長の決定対象事案） 

第１３条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。 

 (1) 課長が指揮監督する組織の事業に関すること。 

(2) 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張及び服務に関すること。 

(3) 予定価格が 500 万円未満の契約の締結及び変更等に関すること。 

(4) 文書の管理に関すること。 

(5) 情報公開並びに個人情報の開示及び訂正に関すること（特に重要又は重要なものを除く。）。 

(6) 諸証明に関すること。 

（事案の決定権の委譲） 

第１５条 理事長は、第４条の規定により自己の決定の対象と定めた事案（以下「理事長決定対象事案」という。）

のうち特定のものについては、決定の方針を示して、事務局長、学長又は校長に決定させることができる。 

２ 首都大学東京学長は、第６条の規定により自己の決定の対象と定めた事案（以下「首都大学東京学長決定対象事

案」という。）のうち特定のものについては、決定の方針を示して、副学長に決定させることができる。 

３ 校長は、第６条の２の規定により自己の決定の対象と定めた事案（以下「校長決定対象事案」という。）のうち

特定のものについては、決定の方針を示して、副校長に決定させることができる。 

４ 次の表の左欄に掲げる者は、自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想される

ものについては、決定の基準を示して、同表右欄に掲げるものに決定させることができる。 

事務局長 
事務局長があらかじめ指定する部長（学生サポートセンター事務部長

を除く。）又は学生サポートセンター長 
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学 長 学長があらかじめ指定する副学長又は部局長 

校 長 
副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長又は校長があらかじめ

指定する教務主事若しくは学生主事 

学生サポートセンター長 学生サポートセンター事務部長 

部 長 部長があらかじめ指定する課長 

部局長 部局長があらかじめ指定する管理部長、学務課長、系長又は専攻長 

（審議） 

第１９条 事案の決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案については、同表右欄に掲げる者に審議を行わせるものと

する。 

理事長が決定する事案 学長、校長又は事務局長 

事務局長が決定する事案 学生サポートセンター長又は主管に係る部長 

学長が決定する事案 副学長及び主管に係る部局長 

校長が決定する事案 副校長 

学生サポートセンター長が決定する事案 学生サポートセンター事務部長 

部長が決定する事案 主管に係る課長 

部局長が決定する事案 管理部長、学務課長又は系長 

課長が決定する事案 主管に係る係長及び担当係長 

ものづくり工学科長が決定する事案 ものづくり工学科長が指定する教員 

創造工学専攻長が決定する事案 創造工学専攻長が指定する教員 

教務主事が決定する事案 教務主事が指定する教員 

学生主事が決定する事案 学生主事が指定する教員 

２ 事案の決定権者は、事案の決定に当たり、理事長が定める者に審査を行わせるものとする。 

 （協議） 

第２０条 事案の決定権者は、次の表の左欄に掲げる事案であって、当該事案を主管する事務局長、学長、校長、学

生サポートセンター長、部長、部局長、課長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事の主

管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、前条第１項の規定により審議を行う者をしてその影

響を受ける同表右欄に掲げる事務局長、学長、校長、学生サポートセンター長、部長、部局長、課長、ものづくり

工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。 

理事長が決定する事案 事務局長、学長又は校長 

事務局長が決定する事案 学生サポートセンター長又は部長 

学長が決定する事案 
部長、副学長及び部局長（当該事案により受ける直接の影響が所管部

署全般に及ぶ場合は、事務局長） 

校長が決定する事案 

部長、副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は

学生主事（当該事案により受ける直接の影響が所管部署全般に及ぶ場

合は、事務局長） 

学生サポートセンター長が決定する

事案 
部 長 

部長が決定する事案 
課長（当該事案により受ける直接の影響が所管部署全般に及ぶ場合

は、部長） 

部局長が決定する事案 

管理部長、課長、系長又は部局長補佐（部局長補佐を置かないとき

は、教授。当該事案により受ける直接の影響が所管部署全般に及ぶ場

合は、部長又は部局長。） 

課長が決定する事案 課 長 

教務主事が決定する事案 課長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 

学生主事が決定する事案 課長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 

ものづくり工学科長が決定する事案 課長、創造工学専攻長、教務主事又は学生主事 

創造工学専攻長が決定する事案 課長、ものづくり工学科長、教務主事又は学生主事 

２ 事案の決定権者は、法人の他の規程により協議が必要とされる事案については、当該事案の決定に対する関与を

行なわせなければならない。 

（事案の決定に対する協議権の委譲） 

第２１条 次の表の左欄に掲げる者は、反復継続が予想される事案の決定に対する協議を、その基準を示して同表右

欄に掲げる者に行わせることができる。 

事務局長 事務局長があらかじめ指定する部長又は学生サポートセンター長 

学 長 学長があらかじめ指定する副学長又は部局長 

学生サポートセンター長 学生サポートセンター事務部長 
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部 長 部長があらかじめ指定する課長 

部局長 
管理部長、学務課長、系長又は部局長補佐（部局長補佐を置かないときは、

教授） 

校 長 副校長、ものづくり工学科長、創造工学専攻長又は校長があらかじめ指定す

る教務主事若しくは学生主事 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京事案決定規則 抜粋） 

 

資料 11－１－①－14 

公立大学法人首都大学東京文書管理規程（抜粋） 

 

（事案の決定の方式）  

第３条 事案の決定は、第19条第１項の起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により行う。  

２ 前項の規定にかかわらず、秘密の取扱い若しくは緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については、

起案文書によらないで事案の決定をすることができる。ただし、秘密の取扱い又は緊急の取扱いを要する事案の決

定については、当該決定後にこの規程に規定する決定の手続を行わなければならない。 

（起案の方法）  

第１９条 起案は、次項及び第 21 条に規定する場合並びに別に定めのある場合を除き、起案をする者（以下「起案

者」という。）が、起案用紙（別記第４号様式）に事案の内容その他所要事項を記載し、その起案者欄に署名し、

又は押印することにより行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、第 13 条及び第 14 条までの規定により処理した文書に基づいて起案をする場合で、事

案の内容が軽易であるときは、当該文書の余白を利用して起案を行うことができる。 

（起案文書の作成）  

第２０条 起案文書には、用語及び用字ともに平易かつ明確に記録し、又は記載するものとする。 

２ 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を明らかにする資料を添えるものとする。 ３ 起案

文書には、事案の性質により、「至急」、「公告」、「令規集収録」、「印章省略」等の注意事項を起案用紙の回

付・施行上の注意欄に、「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を起案用紙の文書の取扱い欄に表示するものとする。 

（決定関与の方式） 

第２５条 事案の決定に当たり、審議、審査又は協議（以下「決定関与」という。）を必要とする場合は、当該事案

の決定関与をする者（以下「決定関与者」という。）に当該事案に係る起案文書を回付して、決定関与者の署名若し

くは押印を求める方式（以下「文書回付方式」という。）により行うものとする。 

２ 起案文書の回付に当たっては、審議は協議に先立って行い、審査は審査を行う者の上司が決定又は決定関与を行

う前に行うものとする。ただし、理事長が決定する事案における事務局長の審議は理事長の決定の直前に、学長又

は校長が決定する事案における副学長（産技大にあっては研究科長）又は副校長の審議は学長又は校長の決定の直

前に、学部長が決定する事案における系長の審議は学部長の決定の直前に、事務局長が決定する事案における部長

又は事務部長の審議は事務局長の決定の直前に行うものとする。 

３ 起案文書は、必要な決定関与その他の事案決定に対する関与の機会が失われないよう、必要な時間的余裕をもっ

て回付するものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、文書回付方式によることが適当でないときは、当該事案の決定関与者を招集して開

催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式（以下「会議方式」という。）により決

定関与を行うことができる。 

５ 会議方式により決定関与を行った上で事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記載した文

書を作成し、当該事案に係る起案文書に添付するものとする。 

（審査） 

第２６条 次の表の左欄に掲げる事案に係る起案文書の審査については、同表右欄に掲げる者が行うものとする。 

理事長が決定する事案（別に理事長が定めるところに

より、あらかじめ範囲を定めて、事務局長に理事長の

決定権が委譲された事案を含む。） 

文書主任及び主管に係る文書取扱主任 

事務局長が決定する事案 文書主任及び主管に係る文書取扱主任 

学長又は校長が決定する事案 文書主任及び主管に係る文書取扱主任 

部長が決定する事案 主管に係る文書取扱主任（文書主任を置く課にあって

は、文書主任） 

部局長が決定する事案 主管に係る文書取扱主任（文書主任を置く課にあって

は、文書主任） 

課長が決定する事案 文書取扱主任（文書主任を置く課にあっては、文書主

任） 

令規集に集録する規則等の制定・改廃に関する事案 文書主任及び主管に係る文書取扱主任 

公告を行う事案 文書主任及び主管に係る文書取扱主任 
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２ 前項の規定により、文書主任又は文書取扱主任の審査の対象とされた事案に係る起案文書について至急に審査を

行う必要がある場合において当該事案について審査を行う者が不在であるときは、課長が文書事務をつかさどる次

席又は係員のうちからあらかじめ指定する者が審査を行うものとする。 

３ 前２項の規定により審査を行う者は、自己の審査の対象とされた事案に係る起案文書の審査について自己の指揮

監督する職員のうちから指定した者に審査の補助を行わせることができる。 

（回付） 

第２７条 起案文書の回付は、流れ方式による。 

２ 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書その他重要な

起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回りをすることができる。 

（起案文書の回付に係る事案の検討） 

第２８条 決定関与者は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、決定案について異議があると

きは、その旨を速やかに起案者に連絡するものとする。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京文書管理規程 抜粋） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の管理運営上の意思決定をする際の権限と責任の分担は、各決定権者の指揮命令関係、連携関

係も含め規則等により明確に定められており、管理運営上の各種の会議や委員会の役割や相互の関係

も明確になっている。意思決定プロセスも明確にルール化されており、特に各種会議や委員会は、校

長が主宰し学内の全ての意思決定権者が構成員となっている管理職会議を頂点に連携して運営され、

校長が全体を把握しリーダーシップをとれる体制となっている。 

 以上のことから、学校の目的を達成するために、校長等の役割が明確になっており、校長のリーダ

ーシップの下で、効果的な意思決定が行える態勢となっていると判断できる。 

 

 

観点11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動しているか。また，危機管理に係る体制が整備されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の管理運営については、設置する法人の管理運営上の諸規則等と、学校として制定した諸規則

等により行われている（資料11－１－②－１）。これらは毎年度の整備状況を反映させた形で規則集、

規程集及び要綱・細則・基準集としてまとめられている（資料11－１－②－２～４）。 

 

 

資料 11－１－②－１ 

公立大学法人首都大学東京の規則等の制定改廃に関する規則（抜粋） 

 

（種類） 

第２条 法人の規則等の種類は、業務方法書、規則、規程、要綱、細則及び基準（以下「規則等」という。）とす

る。 

（制定事項） 

第３条 業務方法書は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 22 条の規定に基づき、東京都が設立す

る公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（平成 16 年東京都規則第 74 号）に規定する事項につ

いて定めるものとする。 

２ 規則は、法令、定款、他の規則等に基づき、法人の運営及び教育研究の基本となる事項について定めるものとす

る。 

３ 規程は、規則等に基づき、法人の運営上必要な事務的な重要事項について定めるものとする。 

４ 要綱は、規則及び規程に準ずるもので、特定の事項について定めたものをいう。 

５ 細則は、規則又は規程に規定する事項を実施するための細目を定めたものをいう。 
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６ 基準は、規則又は規程に規定する特定の事項について、その内容を判断するための基準を定めたものをいう。 

（制定改廃手続） 

第４条 業務方法書は、経営審議会の議を経て理事長が定めるものとする。 

２ 規則（教学についての規則を除く。）は、経営審議会の議又は経営審議会及び教育研究審議会の議を経て理事長

が定めるものとする。 

３ 大学の教学についての規則は、教育研究審議会の議を経て学長が定めるものとする。 

４ 高等専門学校の教学の規則は、校長が定めるものとする。 

５ 規程は、理事長が定めるものとする。 

６ 要綱、細則及び基準は、学長、校長、事務局長又は部局長等が自らの職務の範囲内で必要に応じて定めるものと

する。 

７ 第１項から第３項の規定にかかわらず、規則等の一部を改正する場合で次の各号のいずれかに該当する場合、理

事長又は学長は、経営審議会及び教育研究審議会における議を省略して定めることができる。 

 (1) 法令等の改正により形式的な改正が必要となる場合 

 (2) 組織の改正により名称等の改正が必要となる場合 

 (3) 用字、用語及び送り仮名の改正が必要となる場合 

 (4) その他軽微かつ形式的な改正の場合 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京の規則等の制定改廃に関する規則 抜粋） 

 

 

資料 11－１－②－２ 

※名称は略称である。 

公立大学法人首都大学東京規則集（上巻） 目 次（抜粋） 

 

第 1 章 定款・業務方法書 

（公）定 款                                           3 

（公）業務方法書                                  16 

第 2 章 法人組織運営  

（公）役員規則（平 17 規則 2）                         19 

（公）組織規則（平 17 規則 3）                         20 

（公）事案決定規則（平 17 規則 4）                       42 

（公）高等専門学校教員人事委員会規則（平 19 規則 32）              63 

（専）運営会議規則（平 19 規則 29）                                             74 

（専）附属図書館管理規則（平 20 規則 18）                                       90 

第 3 章 人事・任用 

（公）高等専門学校副校長等任命規則（平 19 規則 39）                             99 

（公）高等専門学校教員の任期に関する規則（平 19 規則 41）                      109 

（公）職員の任期に関する規則（平 17 規則 136）                                 112 

（公）教職員の任命等に関する規則（平 17 規則 15）                              114 

（公）高等専門学校教員の任命等に関する規則（平 19 規則 43）                    119 

（公）高等専門学校名誉教授規則（平 20 規則 46）                                123 

（公）客員教員規則（平 17 規則 17）                                            126 

（公）客員研究員規則（平 17 規則 18）                                          128 

第 4 章 就業・労務  

（公）役員報酬規則（平 17 規則 19）                                            133 

（公）役員退職手当規則（平 17 規則 20）                                        136 

（公）教職員就業規則（平 17 規則 21)                                           139 

（公）非常勤教職員就業規則（平 17 規則 36）                                    155 

（公）教員の就業に関する規則（平 17 規則 139）                                 166 

（公）教職員出向規則（平 17 規則 22）                                          168 

（公）学長、副学長及び校長の教授等兼務に関する規則（平 21 規則 3）             170 

（公）教職員の兼業等に関する規則（平 17 規則 23）                              171 

（公）教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平 17 規則 24）              176 

（公）非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平 17 規則 37）        194 

（公）教職員の１月以内の期間の変形労働時間制に関する規則（平 17 規則 144）     210 

（公）教職員育児・介護休業規則（平 17 規則 38）                                212 

（公）高等専門学校教員給与規則（平 19 規則 49）                                254 

（公）職員給与規則（平 18 規則 61）                                            271 
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（公）非常勤教職員給与規則（平 17 規則 39）                                    292 

（公）退職手当規則（平 17 規則 33）                                            305 

（公）教職員の旅費規則（平 17 規則 34）                                        320 

（公）通勤手当規則（平 17 規則 40）                                            339 

（公）公務災害補償規則（平 17 規則 35）                                        349 

（公）非常勤教職員労働者災害補償規則（平 17 規則 42）                          351 

（公）教職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則（平 17 規則 145）       355 

（公）高等専門学校教員の降任及び解雇手続に関する規則（平 19 規則 57）          375 

（公）職員の降任及び解雇手続に関する規則（平 17 規則 142）                     377 

（公）非常勤教職員の解雇に関する規則（平 17 規則 146）                         379 

（公）教員の懲戒手続に関する規則（平 17 規則 141）                             382 

（公）職員の懲戒手続に関する規則（平 17 規則 143）                             391 

（公）非常勤教職員の懲戒手続に関する規則（平 17 規則 147）                     400 

第 5 章 財務・会計  

（公）授業料その他の料金を定める規則（平 17 規則 43）                          413 

（公）会計規則（平 17 規則 44）                                                422 

（公）監事監査規則（平 17 規則 45）                                            430 

（公）研究費取扱規則（平 17 規則 46）                                          434 

（専）研究費の不正使用防止に関する規則（平 19 規則 67）                        444 

（公）知的財産取扱規則（平 17 規則 47）                                        447 

（公）独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ災害共済金徴収規則（平 19 規則 25）         455 

第 6 章 庶務  

（公）規則等の制定改廃に関する規則（平 17 規則 1）                              

（公）公益通報者保護規則（平 22 規則 51）                                      459 

（専）研究活動の不正行為等の防止に関する規則（平 20 規則 63）                  468 

 

公立大学法人首都大学東京規則集（下巻） 目 次（抜粋） 

第 7 章 首都大学東京 

第８章 産業技術大学院大学  

第９章 東京都立産業技術高等専門学校 

第１節 学則 

（専）学則（平 20 規則 1）                                                     341 

第２節 学位・履修  

（専）ものづくり工業科授業科目の履修等に関する規則（平 20 規則 4）             369 

（専）専攻科授業科目の履修等に関する規則（平 20 規則 5）                       377 

（専）ものづくり工学科学外学修単位認定規則（平 21 規則 57）                    380 

（専）専攻科学外学修単位認定規則（平 21 規則 58）                              385 

第３節 入学・学籍  

（専）入学者選抜に関する規則（平 20 規則 7）                                   389 

（専）編入学規則（平 20 規則 8）                                               391 

（専）転入学規則（平 20 規則 9）                                              392 

第４節 学生  

（専）学生準則（平 20 規則 10）                                               395 

（専）学生表彰規則（平 20 規則 11）                                           400 

（専）学生懲戒規則（平 20 規則 12）                                           402 

【凡例】 

（公）‥‥公立大学法人首都大学東京 

（首）‥‥首都大学東京 

（産）‥‥産業技術大学院大学 

（専）‥‥東京都立産業技術高等専門学校 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京規則集 目次） 
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第 1 章 法人組織運営 

（公）ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ及びｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委員会規程（平 17 規程 2）             7 

（専）広報会議規程（平 19 規程 50）                                              96 

（専）研究安全倫理委員会規程（平 19 規程 51）                                    98 

第 2 章 人事・就業 

（公）職員等表彰規程（平 17 規程 21）                                           117 

（公）倫理規程（平 17 規程 60）                                                 119 

（公）教職員の兼業等に関する規程（平 18 規程 27）                               125 

（公）管理職等の範囲に関する規程（平 17 規程 70）                               131 

（公）職員の職名に関する規程（平 21 規程 44）                                   133 

（公）役員規程（平 17 規程 74）                                                 134 

（公）教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平 17 規程 61）               136 

（公）非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平 17 規程 68）         156 

（公）教職員育児・介護休業規程（平 17 規程 72）                                 173 

（公）教職員の結核休養に関する規程（平 17 規程 121）                            183 

（公）教職員の出勤記録及び出勤簿整理等に関する規程（平 17 規程 73）             202 

（公）高等専門学校教員給与規程（平 19 規程 55）                                 220 

（公）職員給与規程（平 18 規程 32）                                             226 

（公）非常勤教職員給与規程（平 17 規程 69）                                     235 

（公）退職手当規程（平 17 規程 65）                                             241 

（公）旅費規程（平 17 規程 66）                                                 265 

（公）通勤手当規程（平 17 規程 63）                                             285 

（公）公務災害補償規程（平 17 規程 67）                                         290 

（公）高等専門学校教員の初任給、昇格及び昇給等に関する 規程（平 19 規程 63）    311 

（公）職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程（平 18 規程 33）                 323 

（公）高等専門学校教員の業績給規程（平 19 規程 66）                             345 

（公）職員の賞与に関する規程（平 18 規程 34）                                   358 

（公）高等専門学校教員の評価に関する規程（平 19 規程 69）                       376 

（公）職員の人事考課に関する規程（平 18 規程 25）                               379 

（公）ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ等の事案の解決に関する規程（平 17 規程 87）                 384 

第 3 章 財務・会計 

（公）経理規程（平 17 規程 22）                                                 391 

（公）予算管理規程（平 17 規程 23）                                             398 

（公）資金管理規程（平 17 規程 24）                                             402 

（公）授業料その他の料金を定める規程（平 20 規程 40）                           404 

（専）授業料の納付方法及び還付に関する規程（平 21 規程 47）                     410 

（公）固定資産管理規程（平 17 規程 25）                                         412 

（公）契約事務規程（平 17 規程 26）                                             420 

（公）長期継続契約規程（平 17 規程 85）                                         432 

（公）土地・建物貸付事務取扱規程（平 17 規程 27）                               433 

（公）一般財源研究費規程（平 17 規程 28）                                       436 

（公）受託研究取扱規程（平 17 規程 29）                                         443 

（公）提案公募型研究取扱規程（平 17 規程 31）                                   446 

（公）共同研究取扱規程（平 17 規程 33）                                         449 

（公）一般寄附金取扱規程（平 17 規程 78）                                       453 

（公）寄附講座に係る寄附金取扱規程（平 17 規程 79）                             457 

（公）特定研究寄附金取扱規程（平 17 規程 80）                                   461 

（専）研究費の不正使用に係る調査手続等に関する取扱規程（平 19 規程 107）        474 

（公）内部会計監査規程（平 17 規程 91）                                         479 

（専）学生負担金規程（平 19 規程 104）                                          483 

第 4 章 庶務  

（公）文書管理規程（平 17 規程 34）                                             487 

（公）印章規程（平 17 規程 35）                                                 513 

（公）印刷物取扱規程（平 19 規程 87）                                           528 

（公）シンボルマーク等の取扱いに関する規程（平 17 規程 36）                     534 

（公）後援名義等の使用許可に関する規程（平 17 規程 37）                         540 

（公）理事長が行う情報公開事務に関する規程（平 17 規程 38）                     545 

（公）理事長が保有する個人情報の保護に関する規程（平 17 規程 39）               548 

（公）個人情報の適正な管理に関する規程（平 19 規程 91）                         551 
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（公）安全衛生管理規程（平 17 規程 40）                                         554 

（公）公式ホームページ運営管理規程（平 18 規程 14）                             594 

（専）ホームページ運営管理規程（平 21 規程 43）                                 601 

第 5 章 その他  

（公）遺伝子組換え実験安全管理規程（平 17 規程 48）                             605 

（公）利益相反規程（平 19 規程 102）                                            620 

（公）公益通報に係る調査手続等に関する規程（平 22 規程 17）                     623 

（専）研究活動の不正行為等に係る調査手続等に関する取扱規程（平 21 規程 46）     639 

【凡例】 

（公）‥‥公立大学法人首都大学東京 

（首）‥‥首都大学東京 

（産）‥‥産業技術大学院大学 

（専）‥‥東京都立産業技術高等専門学校 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京規程集 目次） 
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資料 11－１－②－４ 

  

最終更新：201007

＜上巻＞
第１編　公立大学法人首都大学東京
第２編　首都大学東京
　第１章　首都大学東京　共通編

＜下巻＞
第２編　首都大学東京
　第２章　南大沢キャンパス編
　第３章　日野キャンパス編
　第４章　荒川キャンパス編

第３編　産業技術大学院大学

第４編　東京都立産業技術高等専門学校

項番 名称（タイトル）
制定年月日

（または最終改正日）
法人外への
公開の可否

提出部署 更新時期

1 専 人事・服務 採用 東京都立産業技術高等専門学校教員選考委員会キャンパス分科会運営要綱 平成20年11月25日 4- 1 高専（品川） 201007

2 専 人事・服務 教員評価 東京都立産業技術高等専門学校教員評価委員会運営要綱 平成20年6月10日 4- 3 高専（品川） 201007

3 専 人事・服務 名誉教授 公立大学法人首都大学東京高等専門学校名誉教授称号に関する要綱 平成22年4月1日 4- 5 高専（品川） 201007

4 専 財務会計・契約 契約
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス随意契約業者選定委員会要
綱

平成20年4月1日 4- 7 高専（品川） 201007

5 専 財務会計・契約 契約
東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス随意契約業者選定委員会要
綱

平成20年4月1日 4- 11 高専（荒川） 201007

6 専 財務会計・契約 契約 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス製品種類指定取扱要綱 平成20年4月1日 4- 15 高専（品川） 201007

7 専 財務会計・契約 契約 東京都立産業技術高等専門学校荒川キャンパス製品種類指定取扱要綱 平成20年4月1日 4- 17 高専（荒川） 201007

8 専 財務会計・契約 謝金
東京都立産業技術高等専門学校のクラブ活動部外指導員に関する謝礼支出基
準

平成20年4月1日 4- 19 高専（品川） 201007

9 専 庶務関係 校務運営 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 平成22年4月1日 4- 21 高専（品川） 201007

10 専 庶務関係 会議 東京都立産業技術高等専門学校管理職会議設置要綱 平成22年4月1日 4- 27 高専（品川） 201007

11 専 庶務関係 紀要編集 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要に関する要綱 平成22年3月31日 4- 29 高専（品川） 201007

12 専 庶務関係 紀要編集 東京都立産業技術高等専門学校研究紀要執筆基準 平成22年3月31日 4- 31 高専（品川） 201007

13 専 防災・危険物 安全衛生
公立大学法人首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校（高専品川キャン
パス）安全衛生委員会設置要綱

平成20年7月4日 4- 35 高専（品川） 201007

14 専 防災・危険物 安全衛生
公立大学法人首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校（高専荒川キャン
パス）安全衛生委員会設置要綱

平成20年4月1日 4- 37 高専（品川） 201007

15 専 防災・危険物 警備 東京都立産業技術高等専門学校防犯カメラ取扱要綱 平成22年4月1日 4- 39 高専（品川） 201007

16 専 施設・整備関係 施設貸付 東京都立産業技術高等専門学校体育施設開放事業実施要綱 平成20年4月1日 4- 43 高専（品川） 201007

17 専 広報・広聴 広報 東京都立産業技術高等専門学校ホームページ運営要綱 平成22年4月1日 4- 47 高専（品川） 201007

18 専 広報・広聴 広報 東京都立産業技術高等専門学校ホームページ委員会設置要綱 平成22年4月1日 4- 49 高専（品川） 201007

19 専 広報・広聴 広報
東京都立産業技術高等専門学校における研究室ページ作成等に関するガイドラ
イン

平成22年4月1日 4- 51 高専（品川） 201007

20 専 公開講座 オープンカレッジ 東京都立産業技術高等専門学校オープンカレッジ事業実施要綱 平成22年4月1日 4- 53 高専（品川） 201007

21 専 企画 「産技高専の将来」検討委員会設置要綱 平成22年7月21日 4- 57 高専（品川） 201007

22 専 企画 未来工房 東京都立産業技術高等専門学校未来工房プロジェクトに関する要綱 平成22年4月1日 4- 59 高専（品川） 201007

23 専 企画 未来工房 東京都立産業技術高等専門学校未来工房の運営に関する要綱 平成22年4月1日 4- 61 高専（品川） 201007

24 専 教務・学生 表彰 東京都立産業技術高等専門学校学生表彰に関する基準 平成22年4月1日 4- 63 高専（品川） 201007

25 専 教務・学生 懲戒 東京都立産業技術高等専門学校学生の懲戒に関する基準 平成22年4月1日 4- 65 高専（品川） 201007

26 専 教務・学生 学籍 東京都立産業技術高等専門学校公欠に関する基準 平成22年7月22日 4- 67 高専（品川） 201007

27 専 教務・学生 減免 東京都立産業技術高等専門学校の入学料減免取扱要綱 平成20年4月1日 4- 69 高専（品川） 201007

28 専 教務・学生 減免 東京都立産業技術高等専門学校授業料減免取扱要綱 平成22年5月31日 4- 71 高専（荒川） 201007

29 専 教務・学生 減免
平成２２年度東京都立産業技術高等専門学校における本科２、３年生に対する
授業料免除の特例措置について

平成22年5月31日 4- 75 高専（荒川） 201007

30 専 教務・学生 施設管理 汐黎ホール使用に関する要項 平成22年4月1日 4- 77 高専（荒川） 201007

31 専 教務・学生 施設管理 汐黎ホール使用に関する細目 平成22年4月1日 4- 81 高専（荒川） 201007

32 専 教務・学生 インターンシップ 東京都立産業技術高等専門学校インターンシップ実施要綱 平成22年4月1日 4- 83 高専（品川） 201007

33 専 教務・学生 履修 東京都立産業技術高等専門学校重度障害学生の教育課程に関する特例要綱 平成20年11月7日 4- 85 高専（品川） 201007

34 専 教務・学生 履修 東京都立産業技術高等専門学校重度障害学生支援チーム設置に関する要綱 平成20年11月12日 4- 87 高専（品川） 201007

35 専 教務・学生 スチューデントアシスタント 東京都立産業技術高等専門学校スチューデント・アシスタント制度に関する要綱 平成22年4月1日 4- 89 高専（品川） 201007

36 専 教務・学生 教務全般 ものづくり教育検討委員会運営要綱 平成21年4月1日 4- 91 高専（品川） 201007

区分（公・首・産・専） 業務区分 ページ

公立大学法人首都大学東京　要綱・通知集　目次
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37 専 教務・学生 教務全般 東京都立産業技術高等専門学校コース長会議設置要綱 平成22年4月1日 4- 93 高専（品川） 201007

38 専 教務・学生 教務全般 東京都立産業技術高等専門学校専攻科会議設置要綱 平成22年4月1日 4- 95 高専（品川） 201007

39 専 教務・学生 教務全般 東京都立産業技術高等専門学校校務調整会議設置要綱 平成22年4月1日 4- 97 高専（品川） 201007

40 専 教務・学生 教務全般 東京都立産業技術高等専門学校教職員会議設置要綱 平成22年4月1日 4- 99 高専（品川） 201007

41 専 教務・学生 協定・覚書
東京都立産業技術高等専門学校と品川区立小中一貫校八潮学園とのものづくり
教育推進事業に関する実施協定

平成20年4月1日 4- 101 高専（品川） 201007

42 専 教務・学生 協定・覚書 ものづくり教育推進事業に関する覚書 平成21年6月1日 4- 103 高専（品川） 201007

43 専 教務・学生 協定・覚書
東京都立産業技術高等専門学校および財団法人大田区産業振興協会の連携・
協力に関する協定書

平成21年6月10日 4- 105 高専（品川） 201007

44 専 入試 委員会 東京都立産業技術高等専門学校専攻科入試実行委員会設置要綱 平成22年4月1日 4- 107 高専（品川） 201007

45 専 入試 委員会 東京都立産業技術高等専門学校入試検討委員会設置要綱 平成21年4月1日 4- 109 高専（荒川） 201007

46 専 入試 委員会 東京都立産業技術高等専門学校専攻科検査問題作成チーム設置要綱 平成22年4月1日 法人外秘 4- 111 高専（品川） 201007

47 専 保健 カウンセラー 東京都立産業技術高等専門学校のカウンセラーの委嘱に関する要綱 平成20年4月1日 4- 113 高専（品川） 201007

48 専 保健 学校医
東京都立産業技術高等専門学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委
嘱に関する要綱

平成20年4月1日 4- 117 高専（品川） 201007

49 専 図書館 図書館運営 東京都立産業技術高等専門学校図書館運営委員会設置要綱 平成22年5月1日 4- 123 高専（品川） 201007

 
 

（出典 公立大学法人首都大学東京 要綱・通知集目次 抜粋） 

 

 校務分掌組織については「校務の運営及び分掌に関する基本要綱」により定められており、それぞ

れの役割も明確に規定されている（資料11－１－②－５）。本校は、品川と荒川にキャンパスが２つ

離れて存在するが、一体的な運営が必要な校務分野については校務分掌組織も一本化しており、遠隔

会議システムなどを利用して実際に一体的な運営を図っている（資料11－１－②－６、７）。 

 

資料 11－１－②－５ 

 

東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（抜粋） 

 

第５章 分掌事務 

 （室の分掌事務） 

第１８条 室の分掌事務は、次のとおりとする。 

２ 教育企画改善室 

(1) ファカルティ・ディベロップメントに関すること 

(2) その他、教育活動に係る企画立案及び改善策の検討に関すること 

３ 教務室 

(1) 年間行事計画の立案及び実施に関すること 

(2) 授業時間割の編成及び授業科目の履修に関すること 

(3) 学生の入退学、休学及び学籍に関すること 

(4) 定期試験及び単位追認試験等に関すること 

(5) 編入学試験の実施に関すること 

(6) その他、教務一般に関すること 

４ 専攻科室 

(1) 専攻科の教育活動に係る企画立案及び実施に関すること 

(2) 専攻科学生の入退学、休学及び学籍に関すること 

(3) 専攻科の授業科目の履修及び試験に関すること 

(4) 学位認定審査に関すること 

(5) その他、専攻科に関すること 

５ 入試室 

(1) 入学者選抜制度の企画立案に関すること 

(2) ものづくり工学科の入学者選抜の実施に関すること 

(3) 専攻科の入学者選抜の実施に関すること 

(4) その他、入学者選抜に関すること 

６ 広報室 

(1) 入試に関する広報活動の企画立案及び実施に関すること 

(2) 学校説明会、体験入学等入試広報関係行事の企画及び実施に関すること 
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(3) その他、入試広報に関すること 

７ 研究推進室 

(1) 研究活動の活性化、水準の向上及び環境整備に関すること 

(2) 研究情報の収集、整備及び公表に関すること 

(3) 国内外の研究機関等との共同研究及び相互交流に関すること 

(4) 産学連携研究の推進及び知的財産権の調査、啓発に関すること 

(5) その他、教員の研究活動に関すること 

８ 学生室 

(1) 学生の指導及び支援に係る企画立案及び実施に関すること 

(2) 学生生活上の環境整備に関すること 

(3) 学生会、後援会に関すること 

(4) 学生の課外活動に関すること 

(5) その他、学生の指導及び支援に関すること 

９ 学生相談室 

(1) 学生の相談に関すること 

１０ 進路支援室 

(1) 学生の進学及び就職に係る支援策の企画及び実施に関すること 

(2) 学生の進学及び就職先の確保に関すること 

(3) 学生の進学及び就職活動に係る指導、助言、相談等に関すること 

(4) キャリア形成支援関係の調査及び検討に関すること 

(5) その他、学生の進路に関すること 

１１ インターンシップ室 

(1) ものづくり工学科インターンシップの企画及び実施に関すること 

(2) 創造工学専攻インターンシップの企画及び実施に関すること 

(3) その他、インターンシップに関すること 

１２ 地域交流室 

(1) オープンカレッジの企画及び運営に関すること 

(2) 地域の自治体、住民、企業、団体等との交流活動に関すること 

(3) 地域と連携した教育活動の推進に関すること 

(4) その他、地域交流に関すること 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱 抜粋） 
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資料 11－１－②－６ 

  

校　　　長

入試検討委員会

教職員会議

専攻科室

入　試　室

広　報　室

研究推進室校長補佐（５名で分任）

専攻科会議

　校務執行体制

教務室（品川）

教育企画改善室高専運営会議

管理職会議

教育改革推進会議

コース長会議

副　　校　　長

OPC企画運営委員会

図書館運営委員会

〈工　　場〉

教務室（荒川）

学生室（品川、荒川）

進路支援室（品川、荒川）

国際化推進センター

情報化推進センター

総合調整会議

教務委員会

学生委員会

編入学委員会

インターンシップ室

〈工　　場〉

学生相談室（品川、荒川）

〈科学技術展示館〉

〈汐黎ホール〉

〈就職支援室〉

〈進学支援室〉

〈未来工房〉

地域交流室（品川、荒川）

 
（出典 管理課資料） 

 

資料 11－１－②－７ 

遠隔会議システムを利用した会議 

 

平成２４年度 第１回 管理職会議 議事録 

 

○ 日 時：平成２４年４月１０日（火）１４：３０開会、１５：３０閉会 

○ 場 所：東京都立産業技術高等専門学校【テレビ会議システム利用】 

高専品川キャンパス 小会議室 ←→ 高専荒川キャンパス 小会議室 

○ 出席者：＜品川＞荒金校長、田原副校長、富永教務主事、村中学生主事、深山管理部長、柴田管理課長、深澤庶

務係長、石田主事 

＜荒川＞渡辺教務主事、中島田学生主事、師岡管理課長、三澤庶務係長、永井主事 

○ 進 行：荒金校長 

○ 欠 席：なし 

 

（出典 平成 24 年４月 10 日 管理職会議議事録 抜粋） 
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事務組織については組織規則に管理部の分掌事務が規定されており（資料11－１－②－８）、それ

に基づいて課内各係の職員が事務分掌表に従ってそれぞれの業務を行っている。また、センター及び

各校務執行単位には、関連業務を行っている職員を「担当職員」として関与させる体制をとっており、

それぞれの校務分野において職員が会議等への参加や事業の企画立案、実施等を通じて教員と連携・

協働するようになっている（資料11－１－②－９）。 

 

資料 11－１－②－８ 

公立大学法人首都大学東京組織規則（抜粋） 

 

（分掌事務） 

第３４条 事務組織の分掌事務は、次のとおりとする。 

  （略） 

東京都立産業技術高等専門学校管理部 

高専品川キャンパス管理課 

高等専門学校に係る次の事務をつかさどる（高専荒川キャンパス管理課に属するものを除く。）。 

(1) 校長及び副校長に関すること。 

(2) 東京都立産業技術高等専門学校運営会議に関すること。 

 (3) 経営審議会との連絡調整に関すること。 

(4) 教務に係る企画支援及び総合的な調整に関すること。 

(5) 教育研究に係る自己点検・評価及び第三者評価に関すること。 

(6) 国際学術交流に関すること。 

(7) 研究支援に関すること。 

 (8) 科学研究費補助金等の競争的研究資金に関すること。 

(9) 所属職員の人事及び給与に関すること。 

(10) 予算、決算及び会計に関すること。 

(11) 研究費に関すること。 

(12) 高専品川キャンパス及び高専荒川キャンパスの総合調整に関すること。 

(13) 高専品川キャンパスの校地及び校舎の管理並びに高専品川キャンパス内の取締りに関すること。 

(14) 高専品川キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。 

(15) 高専品川キャンパスの運営に係る産業技術大学院大学管理部との調整に関すること。 

(16) 学生支援等に関すること。 

(17) 学生の学籍に関すること。 

 (18) ものづくり工学科及び創造工学専攻の教授及び研究事務に関すること。 

 (19) 入試に関すること。 

(20) 地域連携に関すること。 

 (21) 附属図書館に関すること。 

 (22) その他高等専門学校の運営に関すること。 

高専荒川キャンパス管理課 

高等専門学校のうち高専荒川キャンパスに係る次の事務をつかさどる。 

(1) 所属職員の人事及び給与に関すること。 

(2) 予算、決算及び会計に関すること。 

(3) 研究費に関すること。 

(4) 高専荒川キャンパスの総合調整に関すること。 

(5) 高専荒川キャンパスの校地及び校舎の管理並びに高専荒川キャンパス内の取締りに関すること。 

(6) 高専荒川キャンパスの安全管理及び衛生管理に関すること。 

(7) 学生支援等に関すること。 

(8) 学生の学籍に関すること。 

  (9) ものづくり工学科及び創造工学専攻の教授及び研究事務に関すること。 

  (10) 入試に関すること。 

(11) 地域連携に関すること。 

  (12) 附属図書館分館に関すること。 

  (13) その他高等専門学校のうち高専荒川キャンパスの運営に関すること。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京組織規則 抜粋） 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準11 

- 624 - 

 

 

資料 11－１－②－９ 

  

久保田耕司 石崎明男 大野　学

原田洋一郎
石川智浩

大貫貴久 竹居賢治

品川 小林　弘幸 －
稲村栄次郎 池田　宏 横井　健

大沢 神蔵

荒川 髙橋　龍也 －
堀　滋樹
杉本聖一

諏訪正典 冨田宏貴
松日楽 葉室

古川純一
小早川倫広

若海弘夫 菊池邦彦

田中敬司 中野正勝 宮川睦巳

深野あづさ
池田　宏

長谷川収 伊藤聡史
戸邉

浅井秀敏 堀　滋樹 吉村拓巳
葉室

長岡成幸
田村健治

青木　立
三隅雅彦

黒木啓之
伊藤幸弘

戸邉

青山　寛
大古田隆

田宮高信
矢吹康浩

高野邦彦
葉室

三浦慎一郎 嶋崎　守

生方俊典 山田裕一 池原忠明

品川 澤田　一成 －
栗田勝実 石橋正基 平野利幸

大沢 二谷

荒川 三林　洋介 －
河野有時
真志取秀人

笠原美左和 髙橋義典
松日楽 葉室

品川 小川　　広 －
杉田美登 山口知子

荒川 和田　倫明 －
本多典子 乾　展子

海津　宏
工藤正樹

篠原知子 椛沢栄基

中西泰雄 川崎正美 山岸弘幸

福田恵子
尾上泰基

源　雅彦
宮川睦巳

田中　淳

吉田健一
乾　展子

鈴木　弘
田中敬司

深谷直樹

古川純一
福永修一

遠山恭司 伊藤聡史
田中

中屋秀樹
鈴木拓雄

宇田川真介 高崎和之
深井

品川 井上　　徹 －
山内一郎
古川浩洋

小坂節二
宮田尚起

松本正樹

荒川 山本　昇志 －
伊藤宏一
竹居賢治

大貫貴久
吉田健一

小出輝明
柴田芳幸

遠山恭司
福永修一

曹　梅芬
岡島由以子

海上順代
戸邉

吉村拓巳
宮川睦巳

永井　誠
瀬山夏彦

鈴木達夫
齊藤

岩田　満 白石貴行
石田

鈴木達夫 星　善光 高崎和之
永井

田村　恵万 廣井　徹麿

加藤ゆ 筒井

中山

中山

齊藤

齊藤

田中

－

田中

御影

田中

齊藤

中山

筒井

中山

石田

久保田

情報化推進センター

研究推進室

インターンシップ室

進路支援室

荒川

室　長

センター長

山本　哲也

保福　一郎

吉澤　昌純

宮野　智行

齋藤　敏治 －

品川 深津　拡也 －

大古殿秀穂

若林　良二 坂本　　誠

齋藤　純一 吉田　政弘

担当職員

平成24年度　校務執行単位　構成員表

室・センター名 室員・センター員

教育企画改善室

教　務　室

副室長

河野　有時 御影 中條

国際化推進センター 田原　正夫 －

青木　　繁専攻科室

入　試　室

広　報　室

地域交流室

学　生　室

学生相談室

 
（出典 管理課資料） 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準11 

- 625 - 

 

 危機管理体制については、従来から事故等発生時の連絡体制、災害時の職員参集体制、防火管理委

員会の設置（資料11－１－②－10）、自衛消防隊（資料11－１－②－11）などが整備され、防災訓練

の実施（資料11－１－②－12）等を通じて実効性が図られていた。 

資料 11－１－②－10 

公立大学法人首都大学東京 

東京都立産業技術高等専門学校 高専品川キャンパス 

産業技術大学院大学 品川シーサイドキャンパス 

消防計画 

※（防火管理委員会） 

第５条 防火管理業務の適正な運営を図るため、本校管理課に防火管理委員会を置く。 

２ 防火管理委員会の構成は、別表２のとおりとする。 

３ 管理権原者は、事前に会議の構成メンバーを指定するものとする。 

４ 会議は、５月と２月に行い、次の場合は、臨時に開催する。 

(1) 社会的反響の大きい火災、地震等による被害発生時 

(2) 防火管理者などからの報告、提案により管理権原者が会議を開催する必要があると認めた時 

５ 会議の主な審議事項 

(1) 消防計画の変更に関すること。 

(2) 避難施設、消防用設備等・特殊消防用設備等などの点検・維持管理に関すること。 

(3) 自衛消防隊の組織及び装備等に関すること。 

(4) 自衛消防訓練の実施細部に関すること。 

(5) 工事等をする際の火災予防対策に関すること。 

(6) 火災予防上必要な教育に関すること。 

(7) その他 

※別表２  

防火管理委員会構成表 

 

 
役 職 名 備 考 

委 員 長 
産業技術高等専門学校・ 

産業技術大学院大学管理部長 
自衛消防隊副本部長 

副 委 員 長 
産業技術高等専門学校 

高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ管理課長 
自衛消防隊長・防火管理者 

副 委 員 長 産業技術大学院大学管理課長 産業技術大学院大学地区隊長 

委 員 

産業技術大学院大学 

庶務・会計係長 
 

産業技術高等専門学校 

高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ教務主事 
西・北棟地区隊長 

産業技術高等専門学校 

高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ学生主事 

東・中央・付属棟・ 

体育館プール棟地区隊長 

産業技術高等専門学校 

高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ管理課庶務係長 
 

産業技術高等専門学校 高専 

品川ｷｬﾝﾊﾟｽ管理課調整係長 
 

産業技術高等専門学校 高専 

品川ｷｬﾝﾊﾟｽ管理課教務学生係長 
 

産業技術高等専門学校 

高専品川ｷｬﾝﾊﾟｽ管理課会計係長 
 

産業技術大学院大学 

教務学生入試係長 
 

産業技術大学院大学 

ＯＰＩ企画運営係長 
 

※１ 共同防火管理対象物に該当する場合 

※２ 法第８条の２の５の規定する防火対象物に該当する場合 

※３ 防災管理対象物に該当する場合 

 

（出典  公立大学法人首都大学東京  東京都立産業技術高等専門学校  高専品川キャンパス  産業技術大学院大学  品川シーサイドキャンパス  消防計画 ） 
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資料 11－１－②－11 

平成２３年度自衛消防隊本部メンバー構成及び各班任務

○自衛消防隊本部メンバー・任務

自衛消防隊本部長 高専校長 荒金　善裕 任務

自衛消防隊本部長代理 産技大学長 石島　辰太郎 自衛消防隊本部を

自衛消防隊副本部長 管理部長 箕輪　泰夫 設置し、指揮、命令、

自衛消防隊長　（防火管理者） 高専管理課長 柴田　京子 監督等を行う。

通報連絡班 初期消火班 避難誘導班 安全防護班 応急救護班

班長　　深澤祐三子 班長　加藤　匡治 班長　　高野　光男 班長　　竹林　浩康 班長　津田　弥穂

庶務係 調整係 一般科目 会計係 教務学生係

本部にて、各地区隊 本部にて、各地区隊 本部にて、各地区隊 本部にて、各地区隊 本部にて、各地区隊

通報連絡への指揮、 初期消火班への指揮 避難誘導班への指揮 安全防護班への指揮 応急救護班への指揮

監督、地区間調整 、監督、地区間調整 、監督、地区間調整 、監督、地区間調整 、監督、地区間調整

○自衛消防隊地区隊任務

通報連絡班 初期消火班 避難誘導班 安全防護班 応急救護班

東・西・北・中央・体育 東・西・北・中央・体育 東・西・北・中央・体育 東・西・北・中央・体育 東・西・北・中央・体育

棟・体育館・プール棟 棟・体育館・プール棟 棟・体育館・プール棟 棟・体育館・プール棟 棟・体育館・プール棟

自衛消防組織の通報 自衛消防組織の初期 自衛消防組織の避難 自衛消防組織の安全 自衛消防組織の応急

連絡班 消火班 誘導班 防護班 救護班

１　被害状況の情報 1　出火階に直行し、 １　出火階及び上層 １　火災発生地区へ １　応急救護所設置

　収集 　屋内消火栓等によ 　部に直行し、校庭、 　ター、防火戸、防火 ２　緊急用品の確保

２　消防機関へ通報 　る消火作業に従事 　広域避難場所への 　ダンパー等を閉鎖 ３　負傷者の応急措

　及び通報の確認 ２　通報連絡班への 　避難誘導に当たる ２　非常電源の確保、 　置

３　館内への非常放 　状況連絡 ２　非常口の開放及 　ボイラー等危険物 ４　重傷者の輸送等

　送及び指示命令の ３　消防隊との連携 　び開放の確認 　施設の供給運転停 　について、医療救護

　伝達 　及び補佐 ３　非難上障害となる 　止 　所に連絡をとるよう

４　関係者への連絡 ４　行方不明学生の 　物品の除去 ３　エレベーターの非常 　に、通報連絡班へ

　（緊急連絡一覧表 　捜索、逃げ遅れた ４　学生の点呼、統制 　時措置 　依頼

　による） 　者の誘導及び負傷 ５　未避難者、要救助 ４　ロープ等による警 ４　救護隊との連携、

　者の救助 　者の確認及び本部 　戒区域の設定 　情報提供

　への報告

６　行方不明学生の

　捜索を本部へ依頼  
（出典 管理課資料） 

 

 

資料 11－１－②－12 

平成２３年度避難訓練実施計画 

 

１ 実施日時  平成２３年１２月６日（火）後期中間試験終了後 10:10～10:50 

 

２ 参加対象  高専学生（１～４年生）・全教職員及び産技大職員 

 

３ 訓練目的 

① 全学生及び教職員が校舎から安全に避難できるよう、避難誘導が適切に行えること。 

② 災害発生時に各自が冷静に行動できること。 

③ 火災発生時において、通報・連絡（対消防署及び学校内）が適切に行えること。 

④ AED の扱いを訓練すること。（自衛消防隊応急救護班他） 

⑤ 地震発生時において身の安全確保、出火防止が適切に行えること。 
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４ 訓練概要 

訓  練 内   容 

避 難 訓 練 校舎からの安全・迅速な避難（産技大職員を含む教職員） 

 10 時 12 分 校内放送で一斉避難指示、避難場所はグラウンド（雤天時は中央ホ

ール）を指示し、誘導を行う。 

 10 時 25 分 グラウンド集合、点呼・報告を行う 

通 報 訓 練 正確な通報（高専・産技大管理課職員） 

10 時 12 分 北棟 2 階生協食堂より火災発生の想定で 119 番通報 

講    評 講評及び講話 

10 時 35 分～50 分 消防官による講評及び地震に関する講話 

応急救護訓練 火災発生時の迅速な応急救護活動（４０分程度） 

 避難訓練解散後、応急救護班員及び新任教職員は中央ホールで応急救護及び AED

の扱いについて訓練する。 

起震車による震

度体験 

地震発生時の身体防護訓練 

 希望者は１４時３０分より中央階段下で品川区防災課の起震車による震度を体験

及び身体防護、出火防止の訓練を行う。 

 

（出典 平成 23 年 11 月 16 日 教職員会議資料） 

 

 

平成23年３月11日の東日本大震災の発生を受け、本校では更に震災マニュアルを作成し、震災時の

危機管理体制を整備した（資料11－１－②－13）。その後、危機管理規則の制定（資料11－１－②－

14）、危機管理基本マニュアルの作成（資料11－１－②－15）など、法人全体としての危機管理体制

が順次整備されている。 

 

資料 11－１－②－13 

高専品川キャンパス情報連絡体制図 

※震度 5 弱以上又は大規模な交通障 

害が発生する地震が発生した場合 

火災発生時は消防計画上の自衛消防隊組織編成による任務も兼務する

文書又は口頭

※施設に関することは
高専災害対策本部で

決定する。

（テレビ会議システ
ム、電話）

※（教）は教員が主導で行う

※本部・班に属していない者は各班の
フォロー

首都大学東京支援部

（新宿都庁）

℡03‐5388‐2288

（調整係長）

法人総務課（南大沢）

℡042‐677-1345

（総務係長）

経営企画室（新宿都庁）

℡03‐5320‐7081

（企画財務課長）

高専荒川Ｃ

災害対策本部

℡03‐3801‐0145
（メンバー）管理課長・庶務係長・教務主

事・学生主事

広報・情報班（班長 調整係長）安全防護班（班長 会計係長）

避難誘導・応急救護班（班長 教務学生係長）

連絡

調整

報告

指示 報告

品川区防災まちづくり事業部防災課

計画係

℡03-5742－6695要請

報告報告

報告

指示

指示 指示

高専品川キャンパス

災害対策本部

（高専小会議室）（内）２２３３

産技大

災害対策本部

℡
（メンバー）

連絡

調整

（メンバー）

校長（内）2112 （本部長）

副校長（内）2113 ①

管理部長（内）8800 ②

管理課長（内）2130・2114 ③

教務主事（内）2217 ④

学生主事（内）2218 ⑤

（両主事不在の場合は教務室長，学

生室長が代理として参加する。その

場合は本部長は代行しない）

庶務係長（内）2119 ⑥

調整係長（内）2131 ⑦

会計係長（内）2125 ⑧

教務学生係長（内）2122 ⑨

防災担当者（内）2117

※数字は（本部長代行順位）

役割
①校内外の状況把握・整理・管理

②避難等の対策決定

（気象条件、施設の被害状況等を考慮）

③初動対応指示

（教職員・学生の安否確認，負傷者の応急救

護，出火確認等）

④下校対策決定

（交通機関、市街状況等確認指示）

⑤帰宅困難教職員・学生の宿泊の決定

⑥一時避難場所開設の決定

（品川区の要請）

⑦帰宅困難者受入の決定

⑧法人への報告

⑨帰宅困難学生、一時避難場所、帰宅困難者

受入の運営方針決定

（メンバー）
会計係長（内）2125

施設担当（内）2129

会計係員（人材派遣

を除く）（内）2127

（役割）

①エレベーターの非常時措置

②危険物施設の安全確保

（出火危険場所の確認，薬品流

出の確認，ガス漏れの確認等）

③施設被害状況確認・報告

④施設被害対応

⑤施設管理会社との連絡

⑥一時避難場所，帰宅困難者受入場

所の設営

災害時における学校施設の

使用に関する協定

（メンバー）
教務学生係長（内）
2122

教務室長（内）2220

学生室長（内）2221

教務学生係員（総合

工場・図書館等を除

く）（内）2120

教務学生室担当教員

（内）2222，2223

教員

（役割）

①学生の避難誘導（教）

（校内放送，メガホン等による呼びか

け）

②学生の安否確認（教）

（点呼，校内残留者確認）

③負傷者の救護活動

④下校指示（教）

⑤一時避難場所，帰宅困難者受入場

所の設営

⑥地域住民避難者及び帰宅困難者へ

の対応

（メンバー）

調整係長（内）2131

調整担当係長（内）
2137

調整係員（内）2133

（役割）

①情報収集、集約、分析

（交通機関、市街の状況等）

②通信手段の確保

③「ＮＴＴ伝言ダイヤル」等安否確認方

法の周知

④ホームページに災害対応等を掲載

⑤プレス発表資料作成

⑥法人広報との調整

⑦文科省等への対応

連絡調整班（班長 庶務係長）

（メンバー）
庶務係長（内）2119

庶務係員（内）2115～
2118

（役割）
①災害対策本部事務局

②法人・産技大・高専荒川・品川区との

連絡調整

③備蓄品の管理・配給等

④炊出し指揮

⑤重要書類の安全（散逸や水損等）を

図る。避難時は持ち出し。

指示

報告

 
 

高専品川キャンパス職員向け 震災マニュアル 
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地震発生 

 

１【初期行動】   

○机の下等に隠れ身の安全を確保する。 

○ガスの元栓閉鎖、コンセントを抜く。 

○倒れそうな物には近付かない。 

○窓やドアを開け脱出口を確保する。 

 

揺れが収まったら 

 

２【班の確認】 

・災害対策本部長…校長 

・連絡調整班…庶務係 

・広報・情報班…調整係 

・安全防護班…会計係 

・避難誘導・応急救護班…教務学生係及び教員 

※別添「高専品川キャンパス情報連絡体制図」参照 

 

３【避難指示までに】 

○連絡調整班（庶務）は、災害対策本部を立ち上げる。 

○広報・情報班（調整）は、交通機関、市街状況の情報収集を行う。 

○安全防護班（会計）は、エレベータの非常時措置、危険物施設の安全確保を行う。 

○避難誘導・応急救護班（教務学生）は、避難誘導及び安否確認のための準備、負傷者の 

救護活動を行う。 

※各自ヘルメット及び懐中電灯を用意。 

※火災が発生した場合は配布済みの「平成２３年度自衛消防隊本部メンバー構成及び各班任務」表により初期消火活

動を行う。 

 

避難 

 

４【避難指示】 

○災害対策本部指示により避難 

○避難誘導・応急救護班（教務学生）は、各教室の避難経路を確認し学生の避難させる。 

○学生の避難完了後、教職員の避難を行う。 

５【避難後】 

○学生の点呼（教員） 

○教職員の点呼（教務学生）（職員名列表） 

○施設に戻れるかどうかの被害状況確認（会計） 

上記終了後、 

学生の誘導（教員） 

 

避難終了 

 

６【各班の任務】 

「連絡調整班」（庶務係） 

・法人・産技大・高専荒川・品川区との連絡調整 

・備蓄品の管理・配給等 

・炊出し指揮 

・重要書類の安全を図る 

 

「広報・情報班」（調整係） 

・通信手段の確保 

・「ＮＴＴ伝言ダイヤル」等安否確認方法の周知 

・ホームページに災害対策等を掲載 

・プレス発表資料作成 

・法人広報との調整 

・文科省等への対応 

 

【東京都立産業技術高等専門学校】 

（住所）東京都品川区東大井 1－10－40 

（電話）０３－３４７１－６３３１ 

（FAX）０３－３４７１－６３３８ 
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「安全防護班」（会計係） 

・施設被害状況確認、報告 

・施設被害対応 

・施設管理会社との連絡 

・一時避難場所、帰宅困難者受入場所の設営 

 

「避難誘導・応急救護班」（教務学生係） 

・負傷者の救護活動 

・一時避難場所、帰宅困難者受入場所の設営 

・地域住民避難者及び帰宅困難者への対応 

 

（出典 平成 23 年７月 13 日 教職員会議資料） 

 

 

資料 11－１－②－14 

公立大学法人首都大学東京危機管理規則 

平成23年度法人規則第60号 

制定 平成24年３月23日 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 危機管理に関する措置等（第３条－第５条） 

第３章 法人対策本部（第６条－第８条） 

第４章 雑則（第９条） 

附則 

第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この規則は、公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）における危機に迅速かつ的確に対処する

ため、法人の危機管理体制その他の基本事項を定め、もって学生及び教職員等の安全を図るとともに、社会的な責

任を果たすことを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 危機 自然災害、火災、感染症等の発生その他の事件又は事故により、法人における教育研究活動の遂行、学

生及び教職員の安全、財産、名誉若しくは組織の存続に関し重大な被害又は支障が生じ、又は生じるおそれがあ

る緊急の事象をいう。 

(2) 危機管理 法人における危機の発生を未然に防止するための事前対策及び危機の発生時における被害を最小限

に抑えるための組織的な取組をいう。 

(3) 部局等 公立大学法人首都大学東京組織規則（平成17 年度法人規則第３号。以下「組織規則」という。）第３

条、第３条の２、第３条の３及び第５条に掲げる組織をいう。 

(4) 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。 

(5) 教職員 組織規則第３章に掲げる教職員をいう。 

第２章 危機管理に関する措置等 

（理事長等の責務） 

第３条 理事長は、法人における危機管理を統括し、法人全体の危機管理体制の充実を図る。 

２ 副理事長及び理事は、理事長を補佐し、危機管理を推進する。 

３ 部局等の長は、当該部局等における危機管理を統括し、当該部局等の危機管理体制の充実を図る。 

４ 教職員は、危機管理意識をもって、その職務にあたる。 

（危機管理体制の充実のための措置等） 

第４条 理事長、副理事長、理事及び部局等の長は、危機管理に関するマニュアル等資料の作成・配付及び訓練の実

施等により、平常時における危機管理体制の充実を図るものとする。 

２ 理事長、副理事長、理事及び部局等の長は、危機管理にあたり、学生、教職員等に対し、必要な情報提供を行う

ものとする。 

（危機に関する報告等） 

第５条 教職員は、危機の発生、又は発生するおそれがあることを発見した場合は、直ちに部局等の長に報告しなけ

ればならない。 

２ 部局等の長は、前項の報告を受け、又は自ら危機を察知したときは、その状況を確認の上、必要な措置を講じな

ければならない。 

第３章 法人対策本部 

（法人対策本部の設置） 
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第６条 理事長は、法人として組織的かつ集中的に危機への対処が必要であると判断するときは、速やかに当該事態

に係る法人対策本部を設置するものとする。 

２ 法人対策本部の構成は、次のとおりとする。 

(1) 本部長は理事長をもって充て、法人対策本部の業務を統括する。 

(2) 副本部長は、事務局長をもって充て、本部長を補佐する。 

(3) 本部員は、本部長が指名する部局等の長及び職員をもって充てる。 

３ 法人対策本部は、危機への対処の終了をもって解散する。 

（法人対策本部の権限等） 

第７条 法人対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速かつ的確に危機に対処しなければならない。 

２ 法人対策本部は、学生、教職員等に対し、危機に対処するために必要な指示を行うことができる。 

３ 法人対策本部は、危機に対処するために緊急性の高い場合に限り、法人の規則等により定められた手続きを省略

することができる。 

４ 前項の場合、法人対策本部は、危機の対処の終了後に、経営審議会等に報告しなければならない。 

（理事長の不在等に備えた対応） 

第８条 理事長は、自らの不在等の事態に備えて、あらかじめ当該職務を代行する者を指名するものとする 

第４章 雑 則 

（雑 則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則（平成 24 年３月 23 日 23 法人規則第 60 号） 

この規則は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京危機管理規則） 

 

 

資料 11－１－②－15 

危機管理基本マニュアル（抜粋） 

目 次 

●危機管理基本マニュアル策定にあたって・・・・・・・・・・・・・・１ 

１ 危機管理に関する基本事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

（１）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（２）定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

（３）対象とする危機の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

２ 参集体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

（１）法人対策本部の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（２）法人対策本部の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（３）参集体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

・震度と参集体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（４）参集場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（５）参集手段・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（６）参集経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（７）参集時の持ち物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（８）参集の免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

・災害時参集者名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

・【様式１】状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･１６ 

３ 組織体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

（１）－①情報収集・発信・役割分担（組織体制）・・・・・・・・･１９ 

（１）－②法人対策本部（経営企画室）の体制・・・・・・・・・・２０ 

（１）－③総務部の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

（１）－④役割分担（各キャンパス）・・・・・・・・・・・・・・･２７ 

（２）教学事項の意思決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

（３）－①学生の安否確認体制・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

（３）－②学生の安否確認項目・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

（３）－③学生の安否確認担当組織・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

・【様式２】学生 安否確認一覧表・・・・・・・・・・・・・・･３４ 

（４）－①教職員の安否確認体制・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

（４）－②教職員の安否確認項目・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

・【様式３】教員 安否確認一覧表・・・・・・・・・・・・・・･３７ 

・【様式４】職員 安否確認一覧表・・・・・・・・・・・・・・･３８ 
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（５）－①施設・設備・機器類の状況確認体制・・・・・・・・・・３９ 

（５）－②施設・設備・機器類の状況確認項目・・・・・・・・・・４０ 

・【様式５】施設・設備・機器類の被害状況報告票・・・・・・・･４１ 

（６）－①避難所開設の体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

（６）－②避難所開設の確認項目・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

・【様式６】避難所受付名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・･４５ 

（７）緊急時広報対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

４ 訓練・備蓄品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

（１）危機管理訓練（防災訓練等）・・・・・・・・・・・・・・・･５１ 

（２）備蓄品（食糧・水）の数量・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

（３）備蓄品（食糧・水）の更新・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

（４）その他の備蓄品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

（５）備蓄場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

（６）備蓄品の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

（７）各事務室に備えておくべき物品・・・・・・・・・・・・・・５１ 

・災害用備蓄品一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

５ 資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

・公立大学法人首都大学東京危機管理規則・・・・・・・・・・・５７ 

・公立大学法人首都大学東京 緊急連絡網・・・・・・・・・・・６０ 

・各キャンパス非常電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

・衛星電話簡易操作マニュアル 

・災害用伝言ダイヤル（１７１）の基本的操作方法 

・AED ハンドブック 

（出典 公立大学法人首都大学東京 危機管理基本マニュアル目次） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

管理運営に関する諸規程は法人規則等の形で整備されている。また、校務分掌組織や事務組織の役

割も規則等により適切かつ明確に規定され、２キャンパス体制の下、それぞれ連携・協働しながら活

動している。危機管理体制も基本的な部分は整備されている。 

 以上のことから、管理運営の諸規程が整備され、校務分掌組織及び事務組織も適切に役割を分担し

ながら、概ね効果的に活動しており、危機管理に係る体制も概ね整備されていると判断できる。 

 

 

観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総

合的な状況に対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

（観点に係る状況）  

本校では平成22年度の活動に対する自己点検・評価を試行的に実施し、平成23年度に自己点検・評

価実施要綱（資料11－２－①－１）及び実施要領（資料11－２－①－２）を定めて本格的な自己点検

・評価を開始した。 
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資料 11－２－①－１ 

東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要綱 

 

23 産技専管品第 1332 号 

制定  平成２４年 １月３１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都立産業技術高等専門学校学則第２条及び学校教育法第 123 条において準用する同法第

109 条に基づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）が行う自己点検・評価について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 （自己点検・評価の基本方針） 

第２条 本校の自己点検・評価は以下に示す評価の基本方針に基づき実施する。 

(1) 本校の目的及び使命達成に向け、授業をはじめとする教育活動、研究活動、組織及び運営ならびに施設及び設

備の状況について確認する。 

(2) 本校の活動状況を明らかにする。 

(3) 本校の管理運営の改善・向上に資する。 

(4) 社会への説明責任を果たす。 

(5) 教育研究の質の向上に資する。 

(6) 本校が策定した計画において、計画を継続させる必要性、組織のあり方その他その組織及び計画の全般にわた

る検討に資する。 

（自己点検・評価の実施） 

第３条 自己点検・評価は、原則として１年間を単位として、別に定める自己点検・評価実施要領により実施する。 

（自己点検・評価の対象） 

第４条 自己点検・評価の対象は、以下に定める組織とし、別に定める。 

(1) 公立大学法人首都大学東京組織規則（以下、「組織規則」という。）第３条の３に規定する本校の教育研究組

織 

(2) 組織規則第５条及び第６条に規定する本校の事務組織及び係 

(3) 公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員人事委員会規則第６条及び第 10 条に規定する委員会 

(4) 公立大学法人首都大学東京運営委員会規則第２条に規定する委員会のうち本校を単位として設置する委員会 

(5) 東京都立産業技術高等専門学校学則第５条第２項に規定する教育コース及び第５条第４項に規定する各キャン

パスの一般科 

(6) 公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント防止委員会規程第

10 条に規定するキャンパス部会 

(7) 東京都立産業技術高等専門学校の校務の運営及び分掌に関する基本要綱（以下、「校務運営基本要綱」とい

う。）第３条に規定する委員会 

(8) 校務運営基本要綱第４条に規定する校務執行単位 

(9) 校務運営基本要綱第５条に規定する共同利用施設 

(10) 労働安全衛生法第 19 条に規定する委員会 

(11) 消防法第８条の２の５に規定する組織 

（自己点検・評価項目等） 

第５条 自己点検・評価は、別に定める自己点検・評価項目について実施する。 

（自己点検・評価の方法） 

第６条 自己点検・評価は、以下の各項目について実施する。 

(1) 各組織における自己点検 

各組織は、自己点検・評価項目に係る点検を行う。 

(2) 学校全体における自己評価 

前号で取りまとめた点検結果に基づき、学校全体における評価を行う。 

２ 自己点検・評価の方法に関して必要な事項は、別に定める。 

（外部からの意見聴取） 

第７条 自己点検・評価の結果について客観性及び妥当性を検証するため、外部から意見を聴取するものとする。 

（自己点検・評価結果の活用等） 

第８条 自己点検・評価の結果は、本校の運営に活用する。 

２ 自己点検・評価の結果及び関係資料は、認証評価等に活用するとともに、各組織の教育研究等の改善に資する。 

（自己点検・評価結果の公表） 

第９条 自己点検・評価の結果は、刊行物、ウェブサイトへの公開等を通じて広く社会へ公表する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、自己点検・評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要綱） 
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資料 11－２－①－２ 

平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 

 

23 産技専管品第 1333 号 

            平成２４年 １月３１日 

 

１ 目的 

この要領は、東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要綱（以下、「実施要綱」という。）第３条に基

づき、東京都立産業技術高等専門学校（以下、「本校」という。）が自己点検・評価を実施するために必要な事項を

定め、その円滑な実施を図ることを目的とする。 

２ 自己点検・評価の実施 

自己点検・評価は、実施要綱第２条に規定する自己点検・評価の基本方針に基づき、平成２３年度における本校の

活動状況及び管理運営状況について行う。 

３ 自己点検・評価の対象 

自己点検・評価は、実施要綱第４条に規定する組織（以下、「各組織」という。）を対象とし、別表１に定める。 

４ 自己点検・評価の項目等 

（１）自己点検の項目等 

自己点検は、各組織の活動の実績、現状等について、以下に掲げる点検の視点に沿って行う。 

ア 目的適合性の視点 

学校の目的（使命・理念・将来像・目標・方針等）に照らして活動内容は適切だったか。 

イ インプットの視点 

活動を行う上での資源配分は適切だったか。 

ウ プロセスの視点 

活動プロセスは適切だったか。 

エ アウトプットの視点 

十分な活動の効果（成果）を得られたか。 

オ 学生及び学外関係者からの視点 

学生生活実態調査結果からみて活動内容は適切だったか。 

（２）自己評価の項目等 

自己評価は、本校全体の教育活動、研究活動、組織及び運営ならびに施設及び設備の状況等の各項目について、

別表２に定める自己評価項目（以下、「評価項目」という。）に沿って行う。 

５ 自己点検・評価の方法 

（１）各組織における自己点検 

各組織の長は、以下の手順で点検を実施し、別記様式の自己点検票により報告を行う。 

ア 平成２３年度に行った活動の内容を、根拠となる資料・データを基に、「活動の実績、現状等」としてと

りまとめる。 

イ 活動の実績、現状等（上記５（１）ア）について、点検の視点（上記４（１）ア～オ）に沿って点検を行

い、「点検結果」としてとりまとめる。 

ウ 点検結果を振り返り、優れた取組・特色ある取組・改善が必要な取組・課題となっていること・考えられ

る改善策・要望等を「点検結果についての考察」としてとりまとめる。 

（２）学校全体における自己評価 

校長は、以下の手順で評価を行い、自己点検・評価結果を作成する。 

ア 評価項目の各小項目について、各組織における自己点検の結果に基づき、本校全体の状況を「取組の概

要」としてとりまとめる。 

イ 取組の概要（上記５（２）ア）について、評価項目の小項目毎に設定した評価の視点に沿って分析を行

う。分析に当たっては、必要に応じて関係者に追加資料を求めることができるものとする。 

ウ 分析の結果について、各組織へ通知を行うとともに、必要に応じて関係者にヒアリングを行う。 

エ ヒアリングの結果に基づき、最終的な分析を行う。 

オ 評価項目の中項目ごとに各小項目の分析の中から、機関としての「特色ある取組」、機関としての「改善

を要する取組」の抽出を行い、抽出する点がない場合は「該当なし」として、「分析を踏まえた自己評価」

にとりまとめる。 

カ 評価項目の大項目ごとに自己評価を整理し、特色ある取組の中から更に展開を図るものや改善すべき取組

の改善策等を、「今後の展開」としてとりまとめる。 

６ 外部からの意見聴取 

自己点検・評価結果について、客観性及び妥当性を検証するため、運営協力者会議において外部からの意見を聴取

するものとする。 

７ 自己点検・評価書の公表 
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 自己点検・評価結果、運営協力者会議における外部からの意見等は、自己点検・評価書にとりまとめ刊行物、ウェ

ブサイト等を通じて公表する。 

８ 実施に関する事務 

実施に関する総括的事務は、高専品川キャンパス管理課調整係において行う。 

９ 実施スケジュール 

１月３１日 自己点検・評価実施要領通知・各組織における自己点検依頼 

２月２９日 自己点検票 提出期限 

３月～   学校全体における評価実施・自己点検・評価結果（素案）作成 

５月    自己点検・評価結果（案）審議 

７月    運営協力者会議開催 

８月    自己点検・評価書作成・公表 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領） 

 

 

 同要綱第２条の基本方針及び第４条の対象に定められているとおり、自己点検・評価は本校の活動

の全てに対して網羅的に実施されている（資料11－２－①－３）。各組織は実施要領に定められた自

己点検の項目（視点）に従って自己点検票（資料11－２－①－４）に取りまとめ、校長は取りまとめ

られた自己点検結果を自己評価項目（資料11－２－①－５）に従って評価する。実際の自己点検・評

価案の作成は総合調整会議（資料11－２－①－６）の下に設置された評価・調査部会（資料11－２－

①－７）で行われ、総合調整会議による検討を経て校長が決定する。 

 同要綱第９条により、自己点検・評価の結果は広く社会に公表することになっているが、最初の公

表を平成24年８月に予定しており、現時点では未だ公表していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準11 

- 635 - 

 

資料 11－２－①－３ 

自己点検・評価の対象 

  

別表１

組織名

ものづくり工学科 組織名

創造工学専攻 教務委員会（品川・荒川）

附属図書館 学生（指導）委員会（品川・荒川）

入試検討委員会

研究費委員会

オープンカレッジ企画運営委員会

組織名 図書館運営委員会

東京都立産業技術高等専門学校管理部 将来検討委員会

高専品川キャンパス管理課 専攻科入試実行委員会

庶務係 編入学委員会

調整係

会計係

教務学生係

高専荒川キャンパス管理課

庶務係 組織名

会計係 教育企画改善室

教務学生係 評価対策室

教務室（品川・荒川）

専攻科室

入試室

組織名 広報室

教員選考委員会 研究推進室

教員評価委員会 学生室（品川・荒川）

学生相談室（品川・荒川）

進路支援室（品川・荒川）

インターンシップ室

組織名 メディア教育支援室

東京都立産業技術高等専門学校広報会議 地域交流室（品川・荒川）

国際交流室

組織名

機械システム工学コース

生産システム工学コース 組織名

電気電子工学コース 情報センター

電子情報工学コース 工場（品川・荒川）

情報通信工学コース 未来工房（品川・荒川）

ロボット工学コース 科学技術展示館

航空宇宙工学コース 汐黎ホール

医療福祉工学コース

一般科（品川・荒川） １０　労働安全衛生法に規定する委員会

組織名

組織名

１１　消防法に規定する組織

組織名

自衛消防組織（品川・荒川）

４　公立大学法人首都大学東京運営委員会規則
　に規定する委員会

１　公立大学法人首都大学東京組織規則に規定
　する教育研究組織

７　東京都立産業技術高等専門学校の校務の運
　営及び分掌に関する基本要綱に規定する委員
　会

２　公立大学法人首都大学東京組織規則に規定
　する事務組織及び係

８　東京都立産業技術高等専門学校の校務の運
　営及び分掌に関する基本要綱に規定する校務
　執行単位

３　公立大学法人首都大学東京高等専門学校教
　員人事委員会規則に規定する委員会

東京都立産業技術高等専門学校分会高専荒川
キャンパス部会

５　東京都立産業技術高等専門学校学則に規定
　する教育コース等 ９　東京都立産業技術高等専門学校の校務の運

　営及び分掌に関する基本要綱に規定する共同
　利用施設

６　公立大学法人首都大学東京セクシュア・ハ
　ラスメント及びアカデミック・ハラスメント
　防止委員会規程に規定するキャンパス部会

公立大学法人首都大学東京東京都立産業技術高等
専門学校（高専品川キャンパス）安全衛生委員会

公立大学法人首都大学東京東京都立産業技術高等
専門学校（高専荒川キャンパス）安全衛生委員会

東京都立産業技術高等専門学校分会高専品川
キャンパス部会

 
 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 別表） 
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資料 11－２－①－４ 

 

点検結果

内線

組織名

活動の実績、現状等

記入者氏名

点検結果についての考察

平成23年度　自己点検票

（点検結果を振り返り、優れた取組・特色ある取組・改善が必要な取組・課題となっていること・考えられ
る改善策・要望等を自由に記載してください。）

≪分析の視点≫

●学校の目的（使命・理念・将来像・目標・方針等）に照らして活動内容は適切だったか。＜目的適

合性の視点＞
●活動を行う上での資源配分は適切だったか。＜インプットの視点＞
●活動プロセスは適切だったか。＜プロセスの視点＞

●十分な活動の効果（成果）を得られたか。＜アウトプットの視点＞
●学生実態調査結果からみて活動内容は適切だったか。＜学生及び学外関係者からの視点＞

 
（出典 東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 別記様式） 
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資料 11－２－①－５ 
別表２ 自己評価項目 
大

項

目 

中項目 小項目 分析の視点 

学
校
の
目
的
等 

目的の明確化 使命・教育理念・教育目標 

学校の個性や特色に応じて、目的（使命，基本方針，達成目標の３要素）が明確に定められているか。 

達成目標（学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力）、養成しようとする人材像等が明確に

定められ、その達成状況の検証は可能であるか。 

目的（学校・本科・専攻科）が学則、規則等の適切な形式により定められているか。  

目的の周知 教職員・学生・社会への周知 

周知を図る取組を実施しているか。 

教職員及び学生が実際に知っているか。 

社会一般（例：中学生や中学校、就職先企業や進学先、地域等）に対し公表しているか。  

学
生
の
受
入 

アドミッション・ポリシー 
推薦選抜・学力選抜・編入学

（本科・専攻科） 

教育の目的に沿って、求める学生像及び入学者選抜の基本方針等が明確に定められているか。 

周知を図る取組を実施しているか。 

教職員及び学生が実際に知っているか。 

社会に理解されやすい形で公表されているか。 

選抜方法と実施方法 

選抜方法と実施方法 

（本科・専攻科） 

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った入学者選抜方法が採用されているか。  

入学者選抜が適切に実施されているか。 

選抜方法の検証と改善 

（本科・専攻科） 

入学した学生が、入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿っているかをどのように検証しているか。  

検証結果をどのように役立てているか。 

学生定員 入学定員と実入学者の適正化 入学定員に対し実入学者は適正となっているか。 

教
育
内
容
等 

教育課程 

カリキュラムの編成 

（各コース） 

学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力のそれぞれの項目に対応して、授業科目が学年ごとに適

切に配置され、体系的な教育課程に編成されているか。 

学生が卒業時に身に付ける学力、資質・能力のそれぞれの項目に対応した授業内容となっているか。 

教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生のニーズ、学術の発展の動向，社会からの要請等

にどのように配慮しているか。 

外国語の伝達と読解の基礎能力育成にどのように取り組んでいるか。 

本科・専攻科間の連携 教育の目的に照らして、本科との連続性、本科からの発展性に考慮した教育課程となっているか。 

人間性の涵養 

一般科目、専門科目で行われる環境教育・倫理教育等が、どのような人間性を涵養しようとしているの

か。 

特別活動やホームルーム等の活動が、どのような人間性を涵養しようとしているのか。  

専攻科の教養教育・研究指導 教育の目的を達成する上で、専攻科課程としてどのような教養教育を実施しているか。  

授業形態・学習指導法 

授業形態・学習指導法 
講義・演習・実験・実習等の授業形態のバランスが、教育の目的に対応して適切となっているか。  

教育内容に応じて適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

シラバス 

事前に行う準備学習・教育方法や内容・達成目標と評価方法・単位の計算方法の明示等、適切に整備さ

れているか。 

教員や学生にどのように活用されているのかを把握しているか。 

創造性を育む教育方法 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。 

インターンシップ インターンシップの活用が図られているか。 

成績評価 
成績判定・単位認定 

進級・卒業（修了）認定 

規定等が整備されているか。 

厳格性や一貫性を確保しつつ、規定等に従い適切に実施されているか。 

規定等が学生に周知され、実際に知っている状況を把握しているか。  

授業以外の学修と合わせて 45 時間を 1 単位とすることを学生に周知し、それを踏まえて評価を行ってい

るか。 

成績評価に関する学生からの意見申し立ての機会があるか。 

追試、再試についても、規定等が整備され、学生に周知されたうえで適切に実施されているか。  

教育の成果 

達成状況の把握・評価と取組 

学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力、養成しようとする人材像等について、その達成状

況をどのような方法で把握・評価しているのか。 

達成状況を把握・評価するためにどのように取り組んでいるか。 

達成状況からみる教育の成果 
教育の目的に照らして、達成状況の把握方法に対応して、教育の成果や効果が上がっているか。 

外国語能力の育成に関して、達成状況の把握ができているか。 

就職・進学実績からみる教育の

成果 

卒業（修了）後の進路状況からみて、教育の成果や効果が上がっているか。  

就職先（産業別・職業別）や進路先（教育機関別・専門分野別）について、学生が卒業（修了）時に身に

付ける学力や資質・能力、養成しようとする人材像等が活かされる状況であるか。 

学生が行う学習達成度評価から

みる教育の成果 

学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力、養成しようとする人材像等について、その学習達

成度評価を学生自身が行っているか。 

学習達成度評価の結果からみて、教育の成果や効果が上がっているか。 

卒業生・企業アンケートからみる

教育の成果や効果 

学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力を実際に身に付けているかについて、卒業（修了）

生や進路先の関係者から意見を聴取する取組を実施しているか。 

卒業（修了）生や進路先の関係者の意見からみて、教育の成果や効果が上がっているか。  

教育改善システム 

資料・データ等の収集体制 教育活動に関する基礎的なデータや資料の収集体制が整備され、蓄積されているか。  

自己点検・評価の方法 

教育の状況について各種評価を実施する体制が整備されているか。 

教職員、学生及び学外関係者（保護者・卒業（修了）生・就職進学先関係者）の意見を聴取する方法、内

容、実施状況を把握しているか。 

聴取した意見が、自己点検・評価にどのように反映されているか。  

学校として策定した基準に基づいて点検（分析）・評価を行っているか。 

教育改善システムの整備 
評価結果を改善に結びつけられるようなシステムが整備されているか。  

評価結果を踏まえて改善に結びつける運用がなされているか。 

教員の教育への反映 
個々の教員は、評価結果に基づいて継続的改善を実施しているか。 

具体的改善の事例を学校として把握しているか。 

研究活動の教育への反映 教員の研究活動（専門分野の研究・教育方法の研究）が教育内容・方法の改善に活かされているか。 

ＦＤ体制 
ＦＤの実施内容・方法、実施状況を把握しているか。 

実施されたＦＤが教育の質の向上や授業の改善に結びついているか。 

学
生
支
援 

学習支援体制 

学習支援体制 

学習ガイダンスが整備され、適切に実施されているか。 

相談・助言体制が整備され、機能しているか。 

（編入学生・障害のある学生）有効な支援体制が整備されているか。 

キャンパス生活環境 自主的学習環境、厚生施設等が整備され、効果的に利用されているか。  

学生ニーズの把握 学習支援に関する学生ニーズを汲み上げる体制が整備され、ニーズを把握しているか。 

資格試験・検定試験への支援

体制 
資格試験・検定試験への支援体制が整備され、機能しているか。 

課外活動支援体制 
課外活動への支援体制が整備されているか。 

支援体制による支援活動が、適切な責任体制の下に行われているか。  

学生生活支援体制 学生生活支援体制 
学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言体制が整備され、機能しているか。  

（障害のある学生）必要に応じて、支援体制による支援活動、行われる状況にあるか。  
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進路指導体制 進路指導を行う体制が整備され、機能しているか。 

地
域
連
携
・
研
究
活
動 

地域連携 

地域連携体制・活動状況 
目的に沿って具体的方針が策定され、計画的に実施されているか。 

目的に対応して、活動の成果が上がっているか。 

ＯＰＣ実施体制・活動状況 

目的に沿って具体的方針が策定され、計画的に実施されているか。 

参加者・利用者アンケートなどから判断して、目的に対応して、活動の成果が上がっているか。  

活動の成果を検証し、改善を図るためのシステムが整備されているか。  

改善のためのシステムが機能している具体的事例を把握しているか。 

研究活動 

研究体制 
研究の目的を達成するための研究体制が整備されているか。 

研究の目的に対応して機能しているか。 

支援体制 
研究の目的を達成するための支援体制が整備されているか。 

研究の目的に対応して機能しているか。 

研究成果 研究の目的に沿った活動の成果が上げられているか。 

研究活動の改善体制 研究活動の実態・実績、問題点を把握し、改善に結びつけられるようなシステムが整備されているか。 

管
理
運
営 

教育実施体制 

学科・専攻科の構成 
学科・専攻科の教育目的に適合しているか。 

適切性の見直し等の検討がされているか。 

全学的なセンター等の構成 
センターの構成、目的、内容が学校の教育目的に適合しているか。 

全学的な利用に供しているとともに、利用状況を把握しているか。 

検討・運営体制 検討・運営体制が規則等により整備されているか。 

教員間の連携 
一般科目、専門科目の教員間の連携が図られているか。 

科目間の連携が図られているか。 

教員への支援体制 
学級担任を担当する教員への支援体制が整備されているか。 

課外活動を担当する教員への支援体制が整備されているか。 

管理運営体制 

管理運営体制 

教育の諸活動における意思決定プロセスにおいて、校長、各主事、各種委員会等の役割が明確になっ

ているか。 

意思決定プロセス、体制間の連携、責任体制は、校長がリーダーシップをとり、効果的な意思決定が行え

る体制となっているか。 

各種委員会・事務組織・危機管

理体制 

適切に役割を分担しているか。 

効果的に活動しているか。 

諸規程の整備 管理運営に関する諸規定が整備されているか。 

自己点検・評価 

自己点検・評価体制と公表状況 
学校として策定した基準に基づいて総合的な自己点検・評価が行われているか。  

評価結果が公表されているか。 

自己点検・評価結果の外部評

価 
評価結果について、外部有識者による検証が実施されているか。 

管理運営の改善システムの整

備 

評価結果が対象組織や個人にフィードバックされているか。 

評価結果を管理運営上の改善に結びつけられるようなシステムが整備されているか。  

評価結果を踏まえて管理運営上の改善に結びつける運営がなされているか。  

外部評価 

第三者評価の管理運営への反

映 

管理運営面に関する意思決定プロセスにおいて、外部評価の意見や第三者評価の意見が、有効に反映

できるようなシステムが整備されているか。 

外部評価の管理運営への反映 外部教育資源、研究的資源を活用しているか。 

教育情報の公表 
教育研究活動の状況や活動の成果を、わかりやすい表現やアクセスしやすい手段で社会に発信してい

るか。 

財務 

財務基盤 

教育研究活動を安定して遂行できるよう校地、校舎等の資産を保有しているか。  

債務が過大ではないか。 

教育研究活動を安定して遂行するための経常的な収入が確保されているか。 

外部の財務資源の活用策を策定し実行しているか。 

収支に係る方針、計画などの策定状況を把握しているか。 

収支計画 

予算配分方針・基準、予算配分額等が関係者に明示されているか。 

過大な支出超過となっていないか。 

予算配分の状況は適正か。 

重点配分経費の配分基準などの策定状況を把握しているか。 

財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

財務監査 財務に対して、会計監査が適正に行われているか。 

施設・設備 

施設・設備の整備 
学校の目的、教育研究組織、教育課程に対応して整備されているか。 

適切な安全管理の下に有効に活用されているか。 

図書館の整備状況 
教育課程、コース、学年区分に応じて、必要な図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の資料が系統的に

収集、整理されているか。 

教員 

教員の配置 

教育の目的に対応した教員配置となっているか。 

教員の専門、資格等と担当授業科目が適合しているか。 

教員組織の活動を活発化させるために適切な措置を行っているか。  

教員評価 
教員の教育活動に対して学校長あるいはその委任を受けた者による定期的な評価を行っているか。 

評価結果を教員配置の適切化等に活用しているか。 

採用・昇任基準と運用 

教員（非常勤を含む）の採用や昇格等に関する基準（教育能力や研究業績等）や規定が明確に定めら

れているか。 

基準や規定が適切に運用されているか。 

事務職員及び技術職員 

事務職員・技術職員等の配置 事務職員、技術職員の組織・人数・内容が、教育活動に必要な配置となっているか。  

ＳＤ体制 
事務職員・技術職員に対する研修の実施方針・内容・方法・実施状況、職員の資質向上の取組等を把

握しているか。 

国
際
化
推
進 

国際化推進体制 
推進体制・活動状況 目的に沿って具体的方針が策定され、計画的に実施されているか。 

評価・改善システム 活動の成果を検証し、改善を図るためのシステムが整備されているか。  

国際化推進プログラム 
学生に関する国際化 達成目標に向けた計画が策定され、計画的に実施されているか。  

教員に関する国際化 達成目標に向けた計画が策定され、計画的に実施されているか。  

情
報
化
推
進 

ＩＣＴ化推進体制 

推進体制・活動状況 目的に沿って具体的方針が策定され、計画的に実施されているか。 

ＩＣＴ環境 ＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理の下に整備されているか。 

評価・改善システム 活動の成果を検証し、改善を図るためのシステムが整備されているか。  

ＩＣＴ活用計画 

ＩＣＴを活用した情報提示 達成目標に向けた計画が策定され、計画的に実施されているか。  

ＩＣＴを活用した教育 達成目標に向けた計画が策定され、計画的に実施されているか。  

校務におけるＩＣＴの活用 達成目標に向けた計画が策定され、計画的に実施されているか。  

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 別表） 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準11 

- 639 - 

 

資料 11－２－①－６ 

東京都立産業技術高等専門学校総合調整会議設置要綱（抜粋） 

 

（所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 主要課題への対応策の検討に関すること 

 (2) 各種計画案の検討及び計画間の調整に関すること 

 (3) 各種計画又は主要事業の進行管理、実施調整及び評価案の策定に関すること 

 (4) 経営資源の配分調整に関すること 

 (5) 広報広聴活動の全体調整に関すること 

 (6) 各種調査資料の収集、分析に関すること 

 (7) 学校運営上の情報の共有に関すること 

 (8) その他、副校長が必要と認めること 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校総合調整会議設置要綱 抜粋） 

 

資料 11－２－①－７ 

平成２４年４月２４日 

総合調整会議資料 

総合調整会議 部会等の設置について 

 

 以下のとおり、総合調整会議の下に部会を設置する。 

 

１ 評価・調査部会 

（１）職務 自己点検・評価及び外部評価に関する事項の検討 

学校経営上の基幹調査に関する事項の検討 

（２）構成員 渡辺筆頭校長補佐（部会長）、富永校長補佐、村中校長補佐、 

中島田校長補佐、柴田課長 

（３）部会庶務 調整係 

  平成２４年度については、企業調査に関する事項の検討を含む。 

 

（出典 平成 24 年４月 24 日 総合調整会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では、平成22年度活動分に対する試行を経て、平成23年度活動分から自己点検・評価を本格的

に始めた。本自己点検・評価は、学校として要綱等により点検・評価の基準を定め、全ての学内組織

に対し網羅的に実施している。現段階では、各部署における自己点検票の取りまとめ、自己評価結果

案の作成までを終えており、これから外部有識者による検証を経て公表していく計画である。 

 以上のことから、自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて学校の活動の総合的な状況

に対して行われてはいるものの、結果の公表はまだ十分ではないと判断する。 

 

観点11－２－②： 自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施されているか。 

（観点に係る状況）  

平成18年４月の旧都立工業高専及び旧都立航空高専の統合による本校の開校、平成20年４月の法人

移管を経て、本校では第１回目の学校教育法上の自己点検・評価を平成21年度の活動に対して行い

（資料11－２－②－１）、その結果を外部有識者で構成する「運営協力者会議」で検証した（資料11

－２－②－２）。その際、自己点検・評価結果の内容については概ね妥当であるとの意見を得られた

が、方法については再検討を要するとの意見があった（資料11－２－②－３）。 
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資料 11－２－②－１ 

平成２１年度  自己点検・評価書  目  次  

 

1 概要  

  1.1 使命・教育理念及び教育目標  ------------------------  1  

  1.2 沿革・組織及び教職員  ------------------------------  4  

  1.3 教育の概要  ----------------------------------------  5  

  1.4 本校の期待する生徒の姿  ----------------------------  6  

  1.5 ものづくり工学科（本科）の教育課程の特色  ---------- 7  

  1.6 創造工学専攻（専攻科）の教育課程の特色  ------------11  

 

2 入試   

  2.1 入試に関する取組みと結果  --------------------------13  

  2.2 評価  ---------------------------------------------- 15  

 

3 教育  

  3.1 教育に関する取組みと成果  --------------------------17  

  3.2 評価  ---------------------------------------------- 20  

   

4 学生支援  

  4.1 学生支援に関する取組みと成果  ----------------------22  

  4.2 評価  -------------------------- --------------------24  

 

5 進路  

  5.1 進路に関する取組みと結果  --------------------------25  

  5.2 評価  ---------------------------------------------- 26  

 

6 研究   

  6.1 研究に関する取組みと成果  --------------------------28  

  6.2 評価  ---------------------------------------------- 30  

 

7 社会貢献  

  7.1 社会貢献の取組みと成果  ---------------------------- 31  

  7.2 評価  ---------------------------------------------- 34  

   

8 学校経営の成果と課題  ------------------------------------ 35  

 

（出典 平成 21 年度自己点検・評価書目次） 

 

 

資料 11－２－②－２ 

東京都立産業技術高等専門学校 第１回運営協力者会議 議事次第（抜粋） 

 

５ 議事 

       議題１：自己点検・評価について 

           （1）運営協力者事前評価の報告 

（2）協力者評価について本校の回答 

（3）その他 

議題２：インターンシップのあり方について 

         （1）議題提案理由説明 

         （2）本校のインターンシップについて 

         （3）運営協力者意見交換 

         （4）その他 

 

（出典 平成 22 年 11 月 12 日 運営協力者会議資料） 
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資料 11－２－②－３ 

７ 自己点検・評価全般に関する意見 

・全校で自己点検に取組まれていること、高く評価する。 

今後とも PDCA がうまく回転するよう、評価項目など、評価ノウハウの充実に努めていただきたい。 

→ 評価体制について、今後検討していく。 

 

・全体的な印象として、取組み事項の作業報告になっており、改革・改善実現のための仮説を立て、検証評価し

て、次年度の活動に反映するという点が弱いように思った。 

 学校の「あるべき姿」「目指す状態」が明確になり、それを実現するための方策として取組み事項があるべきと

思うが、「あるべき姿」「目指す状態」の明確化が不十分なのではないかと思った。 

・取組みにかかった費用・手間を比べた、費用対効果の分析・検討も必要ではないかと思った。 

全般的に「概ね妥当である」となっているのは、「評価」を行うにあたり必要と考えられる『当初どの様な

「目標」を立てていたのかを示す「成果指標」』が示されていないため、①評価対象となっている成果が当初

から目指していたものなのか否か、②その数値（結果）が満足いくものかどうか、③「評価できる」と「十分

評価できる」の境界をどこに設けているのか、について妥当性の判断が困難に感じられたためである。 

実際は期初に明示されていたのかもしれないが、「評価書」とするためには上記の当初計画を是非入れて欲し

い。 

→ 評価書の内容や評価軸等を含め、御意見を参考に検討していきたい。 

 

 

（出典 平成 21 年度自己点検・評価書 評価シート回答編 抜粋） 

 

 

これを受けて、本校では平成22年度活動分に対する自己点検・評価について実施方法を改善して

「試行」を行い、主にその実施方法について運営協力者会議での検証を行った（資料11－２－②－４、

５）。その結果、改善後の実施方法について概ね賛同をえられたため、平成23年度活動分の自己点検

・評価よりこの方法を全面的に採用し、実施しているところである。 

 

 

資料 11－２－②－４ 

東京都立産業技術高等専門学校 第３回運営協力者会議 議事次第（抜粋） 

 

４ 議事 

  議題１：平成２２年度自己点検・評価書について 

（１）自己点検・評価書の説明 

 （２）質疑応答、議論 

    （３）まとめ 

議題２：産業界から見た技術者像について 

    （１）議題提案理由 

    （２）議論 

    （３）まとめ 

 

（出典 平成 23 年 12 月 7 日 運営協力者会議資料） 
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資料 11－２－②－５ 

「平成 22 年度自己点検・評価」に対する外部評価 

自己点検・評価の方法に関する主な意見（抜粋） 

Ⅰ 自己点検・評価の方法に関する御意見（必須記入） 

・将来像を描き、そことのギャップ、あるべき姿、アクションに落とし込む手法は素晴らしいと考え

る。 

・将来像が今の時代や生徒、親、企業の要望とマッチングできているか、客観的なレビューが必要と

考える。 

・基本的な考え方には賛成。ただし、目標とする１０年後の姿が本当に正しいかどうか、環境変化と

ともに修正が必要な部分があるかどうかを点検・評価する仕組みを併せ持つことが必要であると思

う。 

・全体として、分析・評価は概ね妥当だと感じるが、分析・評価結果を受けた行動計画（何時まで

に、何をする）が無いのは何故か？必要だと思う。 

・行動計画が示されていない事に「PDCA が十分に機能していない」「スピードが遅い」という現

在の活動の問題点が現れているのではないか？ 

・１０年後の目標達成度だけではなく、途中経過を確認するための、２～３年ごとの短期の達成目標

値を作成し、点検・評価して、フィードバックしていく仕組みも必要である。 

・最近の企業の採用試験の傾向を見ていると、「伸びる学生」「特色ある学生」の発見に、能力的に

は「主体性のある思考力」と「高い説明能力」のある学生の発見に重点があるようだ。それらの学生

の育成には、PBL 等の実践教育において「仮説→実証（実験）→主張」という科学的思考法とチー

ムワークによって発見する「自己特性の把握」がポイントのように思われる。評価ポイントに一層そ

の辺りを留意してはどうか。 

・強み、弱みを分析して、今後の展開に活かしていくことは、知的資産経営に類似した取組であり、

学校運営についても大いに参考になると思う。 

・今回の自己評価では、改善を要する点が強調されているように見受けられる。強みは何か、これを

伸ばしていく手段は何か、なども加えるとよいのではないか。 

 

（出典 平成 23 年 12 月 7 日 運営協力者会議資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

ここ数年は、本校で実施する自己点検・評価の方法をめぐる検証及び改善が中心だったが、実際に

外部有識者を構成員とする運営協力者会議で毎年度の自己点検・評価結果を検証してもらい、改善に

役立てている。 

 以上のことから、自己点検・評価の結果について、外部有識者等による検証が実施されていると判

断できる。 

 

 

観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況）  

本校の新しい自己点検・評価システムでは、まず学内の各組織において自己点検結果を振り返り、

「点検結果についての考察」として取りまとめ、それを受けて学校全体の自己評価を取りまとめる際

には、機関としての「特色ある取組」、「改善を要する取組」及び「今後の展開」を記述することに

なっている（資料11－２－③－１）。 
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資料 11－２－③－１ 

平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領（抜粋） 

 

５ 自己点検・評価の方法 

（１）各組織における自己点検 

各組織の長は、以下の手順で点検を実施し、別記様式の自己点検票により報告を行う。 

ア 平成２３年度に行った活動の内容を、根拠となる資料・データを基に、「活動の実績、現状等」としてと

りまとめる。 

イ 活動の実績、現状等（上記５（１）ア）について、点検の視点（上記４（１）ア～オ）に沿って点検を行

い、「点検結果」としてとりまとめる。 

ウ 点検結果を振り返り、優れた取組・特色ある取組・改善が必要な取組・課題となっていること・考えられ

る改善策・要望等を「点検結果についての考察」としてとりまとめる。 

（２）学校全体における自己評価 

校長は、以下の手順で評価を行い、自己点検・評価結果を作成する。 

ア 評価項目の各小項目について、各組織における自己点検の結果に基づき、本校全体の状況を「取組の概

要」としてとりまとめる。 

イ 取組の概要（上記５（２）ア）について、評価項目の小項目毎に設定した評価の視点に沿って分析を行

う。分析に当たっては、必要に応じて関係者に追加資料を求めることができるものとする。 

ウ 分析の結果について、各組織へ通知を行うとともに、必要に応じて関係者にヒアリングを行う。 

エ ヒアリングの結果に基づき、最終的な分析を行う。 

オ 評価項目の中項目ごとに各小項目の分析の中から、機関としての「特色ある取組」、機関としての「改善

を要する取組」の抽出を行い、抽出する点がない場合は「該当なし」として、「分析を踏まえた自己評価」

にとりまとめる。 

カ 評価項目の大項目ごとに自己評価を整理し、特色ある取組の中から更に展開を図るものや改善すべき取組

の改善策等を、「今後の展開」としてとりまとめる。 

 

（出典 平成 23 年度東京都立産業技術高等専門学校自己点検・評価実施要領 抜粋） 

 

 自己点検・評価の結果は総合調整会議で検討されることとなっており、当該会議では各種計画の企

画・立案や進行管理も所掌しているため、評価結果を各種計画に反映させ、改善が図れる仕組みとな

っている（資料11－２－③－２）。 

 

資料 11－２－③－２ 

東京都立産業技術高等専門学校総合調整会議設置要綱（抜粋） 

 

（所掌事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 主要課題への対応策の検討に関すること 

 (2) 各種計画案の検討及び計画間の調整に関すること 

 (3) 各種計画又は主要事業の進行管理、実施調整及び評価案の策定に関すること 

 (4) 経営資源の配分調整に関すること 

 (5) 広報広聴活動の全体調整に関すること 

 (6) 各種調査資料の収集、分析に関すること 

 (7) 学校運営上の情報の共有に関すること 

 (8) その他、副校長が必要と認めること 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校総合調整会議設置要綱 抜粋） 

 

平成22年度の活動に対する自己点検・評価で、広報印刷物について管理運営上の改善事項としたの

を受け、その一つである「学校要覧」の改善を総合調整会議で検討・改善した事例がある（資料11－

２－③－３～５）。 
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資料 11－２－③－３ 

「平成 22 年度自己点検・評価」個別項目の内容に対する御意見一覧表（抜粋） 

１ 広報活動の強化 

・「必要な情報」が十分発信できていると認められるのか、確認が必要だと思う。 

・「何を」「どのように」提供するのかという視点で考えると、「どのように」の部分しか分析されておら

ず、「何を」の十分性の分析が抜けているのではないか。「何を」の十分性の分析の方が、「どのように」よ

り重要だと思う。 

・現在は、どこの学校、企業、自治体でもホームページを活用した公表が主流である。学生間では SNS など

も多く活用されており、情報セキュリティなどの取扱いも含めて、将来の広報方法を検討しておく必要があ

る。 

・従来の路線は、良く頑張っていると思う。特に各種イベントでの成果を新聞に掲載されることは、学生のモ

チベーションにも繋がる。卒業生の活躍ぶりを披露することも大事だと思う。 

・今後の課題を含めて正しく現状を分析していると思う。 

・必要な情報をタイムリーに提供することが大切だと思う。 

 

 

（出典 平成 23 年 12 月 7 日 運営協力者会議資料） 

 

 

資料 11－２－③－４ 

平成 24 年度 第１回 総合調整会議 次第 

日時： 平成２４年４月２４日（火）１４：３０～ 

場所： 高専品川キャンパス 小会議室 

  高専荒川キャンパス 小会議室 

議長あいさつ、構成員紹介 …資料１ 

【検討事項】 

１ 会議運営方法について …資料２ 

２ 部会等の設置について …資料３ 

３ 年度計画の実施体制について …資料４ 

【調整事項】 

１ 校務支援システムの開発及び業務プロセス改善について …資料５ 

【報告・連絡事項】 

１ 国際化推進センターの平成 24 年度取組事項について …資料６ 

２ 情報化推進センターの平成 24 年度取組事項について …資料７ 

３ 学校要覧の改訂について …資料８ 

４ ホームページの改訂について …資料９ 

【その他】 

 

（出典 平成 24 年 4 月 24 日 総合調整会議資料） 
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資料 11－２－③－５ 

平成 24 年度学校要覧構成 

 
※英語表記は使命や教育理念、教育目標など、学校経営に関わるものにのみ表記する。 

 
  …新規作成ページ 

 

  
平成２４年度版 

 

 
ページ   備考 

 
表紙     

 
表紙裏 校章・校歌、目次 校歌は歌詞のみ 

 
1 校長挨拶、高専とは   

 
2～3 産技高専の特色、近年のトピックス（学校の取り組み、学生の活躍）   

 

4～5 

使命 「使命」は英文あり 

 
本科教育理念・教育目標 

英文あり 

 
専攻科教育理念・教育目標 

 
アドミッションポリシー   

 

本科 

6 
ものづくり工学科の特色 

・カリキュラム表は削除 

・コース名は英語表記を記載 

 
7 一般科目（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
8 機械システム（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
9 生産システム（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
10 電気電子（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
11 電子情報（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
12 情報通信（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
13 ロボット（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
14 航空宇宙（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

 
15 医療福祉（育成する人材像、カリキュラムポリシー、特色） 

専攻科 

16～17 
創造工学専攻の特色、各コースの特色 見開き２ページ 

 

 
18 キャンパスライフ 

見開き２ページ 

 
19 クラブ・同好会 23 年活動結果 

 

活動紹介 

20～21 

国際化の推進   

 
情報化の推進   

 
地域交流   

 
学生支援（インターンシップ）・学生相談   

 
運営協力者会議と自己点検・評価に対する外部評価   

 
22 

施設 

図書館   

 
科学技術展示館   

デ
ー
タ
ブ
ッ
ク 

23 データブック 表紙、目次   

24 学生の状況（定員及び現員、入学志願状況、学生の住所分布）   

（進路状況） 

25～27 

本科（卒業生の進路、求人・内定状況、コース別の主な進学先） 
  

過去 5 年の編入学状況、専攻科（進路、就職先、進学先） 

28～31 

歴代校長   

コース別教員一覧（常勤・非常勤） 
・「主な担当科目」は削除 

・非常勤講師は各コースに振り分ける 

32 組織図   

33 
校務執行体制   

教職員数   

34～35 教育研究活動（項目別の件数と総額）   

開放事業、 

施設データ 

36～39 

オープンカレッジ   

体育施設開放事業   

科学技術展示館 H24 一般公開予定日   

学生相談室の相談件数   

図書館の蔵書数   

情報化、国際化推進に関する資料   

40 施設の概要・学校配置図（品川）   

41 施設の概要・学校配置図（荒川）   

42 沿革   

 
裏表紙裏 発行年月、編集・発行、登録番号   

 
裏表紙 両キャンパス学校案内図、住所、HP の URL   

 

（出典 平成 24 年４月 24 日 総合調整会議資料） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校の自己点検・評価制度は平成23年度活動分から本格実施が行われ、併せて評価結果を改善に結

び付けるために総合調整会議を設置するなど、計画、実施（進行管理）、評価、改善が有効に行われ

る仕組みを整備した。平成22年度の試行的自己点検・評価の結果は当該会議の運営の中で、現に改善

に結び付けられている。 

 以上のことから、評価結果がフィードバックされ、目的達成のための改善に結び付けられるような

システムが整備され、有効に運営されていると判断できる。 
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観点11－３－①： 外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されてい

るか。 

（観点に係る状況）  

本校では、外部有識者等の意見を学校の管理運営に反映させる仕組みとして、運営協力者会議を設

置している。当該会議では、本校の自己点検・評価の結果の検証を行うとともに、本校の運営に関す

る校長の諮問に対して提言することを職務としている（資料11－３－①－１）。当該会議は、企業の

経営者や管理者、行政関係者、教育関係の有識者等で構成されている（資料11－３－①－２）。いま

までの会議の場では、インターンシップの運営や国際化に関する事項について意見聴取を行っており

（資料11－３－①－３）、インターンシップの運営については、意見を踏まえて運営方法の改善を図

った（資料11－３－①－４）。 

 

 

資料 11－３－①－１ 

東京都立産業技術高等専門学校運営協力者会議設置要綱（抜粋） 

 

（会議の職務） 

第３条 会議の職務は、次の各号に掲げる事項とする。 

 (1) 校長から提起する課題に関する提言 

(2) 本校の諸活動に対する評価 

(3) その他、校長が必要と認める事項 

 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校運営協力者会議設置要綱 抜粋） 

 

 

資料 11－３－①－２ 

運営協力者会議構成員名簿  

  氏 名 所属等 

座長 内田 由美子 株式会社京浜工業所  代表取締役社長 

  太田 邦博 タマチ工業株式会社  代表取締役社長 

  松田 正雄 松田金型工業株式会社  代表取締役社長 

  鈴木 一哉 サンリツオートメイション株式会社  代表取締役社長 

副座長 村西 明 
富士通株式会社 ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾞﾙｰﾌﾟ事業企画本部 

ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長代理兼ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌﾛﾝﾃｨｱ室長 

  杉山 裕一 株式会社明電舎  人事・総務グループ 人財開発センター長 

  中村 真一 キヤノン株式会社  人事本部採用センター担当部長 

  河内 豊 東京都産業労働局  商工部長 

  吉野 学 
（地方独立行政法人）東京都立産業技術研究センター 

 理事兼事業化支援本部長 

  横山 征次 株式会社エヌエスワイ  代表取締役 

 

（出典 平成 23 年 12 月 7 日 運営協力者会議資料） 
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資料 11－３－①－３ 

 

第１回運営協力者会議 議事録（抜粋） 

 

議題２：インターンシップのあり方について 

（1）議題提案理由説明 

校長 

本校のインターンシップについては、本科でインターンシップを受けている学生が４割程度で、専攻科の学生は必

須で 100％になっている。本科が 40％である理由は、インターンシップを行う夏休みの時期に行事が重なっている

ため。資格試験の受験や特別講義、海外語学研修、体育大会がある。そのため企業と学生の時間が合わないというこ

とがあり非常に大変でもある。 

 学校側の問題としては、企業側から沢山のオファーをいただきながら、インターンシップ先がどういう内容なのか

を十分理解せずミスマッチが生じている。本来送るべき素晴らしい企業に学生を送られていないということもある。

そういうところをどうするかが学校側としての問題認識、課題と考えている。 

今日、特に議論いただきたいのは、企業側と学校側とがお互い Win-Win の関係を作るにはどうしたらいいのかと

いうこと。もう一つは、双方のニーズ、インターンシップに期待するものは何かというところを議論いただければと

思っている。 

（3）運営協力者意見交換 

○例えば卒業年度に半年くらいは思い切って送り込んでやるというような形もいいのではないかと思う。 

○選考に関してはフェイス・トゥ・フェイスと言うか、先生とも話をしながら、もう尐し深く学生を見て受入れたい

と改めて思った。企業としても幅を広げて受け入れられるようにはしたいと思う。 

○産学両方が利用し合えるような新しいインターンシップの在り方も研究されていいのではないかと思う。もう尐し

インターンシップそのものを教育装置として本気で考え直していくことがあってもいいと思う。 

○企業なので、インターンシップをボランティア、社会貢献だけでやることはない。自分たちにメリットがあること

をやると考え、それと社会貢献とを両立させたい。メリットが何かと考えると、採用もあるがそれだけではなく、自

分たちの会社に好意をもってもらう将来のお客さんを増やしたい。それから、社員教育に使いたい。お互いにとって

Win-Win、メリットのあるやり方を考えていく。 

○先生とうちの受入れ担当との間でコミュニケーションが取れて受け入れたマッチング度の高い学生で非常に成果が

上がっている。学生と会社双方のメリットを意識し配慮してくれる先生の存在があって、非常に質のいいインターン

シップが出来るという印象を持っている。 

○企業にはいろんな形態の仕事がある。完璧なマッチングではなくて新しいことにチャレンジすることで新しいこと

に目を向けるチャンスが企業の中にある。送り出す側も受入れ側も同じような意識の高さを植え付ける必要はある

が、学生にはたとえ専攻外でも企業の様々な仕事をインターンシップで吸収する。そういう経験も間違いではないの

ではないかと思う。 

○企業文化とか企業の持っている価値観とか社会人としてどういう考え方がその企業に向いているかといったことを

学生たちが意識して、企業に行って実感し、その仕事をしてみたいと思える。そういうレベルでのマッチング、学生

が実感できる環境を作るのが必要ではないかと思っている。 

 

校長 

 大変貴重な御意見ありがとうございました。 

 松田社長の言われたように非常に今難しい時代に入っていて、インターンシップも非常に難しい課題を抱えている

し、難しい環境下にあるのだなとよく分かった。 

とはいえ、学校としては、インターンシップは絶対必要なことで、Win-Win の関係をどう築くのか、この課題は

絶対追求していかなければいけないと思っている。 

学生のために何をやらせるべきかを先生が入っていってやるということをかなりやっているので、この点は我々も

自信を持ち、安心をしたところである。ただ、足りないところも確かにある。一つはジョブマッチングのことで、本

校もジョブマッチングをしてだめだと諦める学生がいるようだ。御意見のとおり、新しいところに目を向けるいいチ

ャンスなので 100％合ってなくても 50％合っていればやってみる価値がある。そういうことを学校としても基準な

どを決めて 100％でなくてもやるということを定着させる必要を感じた。 

二つ目は、鈴木社長の言われたように学生の育て方、意識の持たせ方として、意識と意欲を持っている学生をイン

ターンシップに送り出す指導をしているかというと、なかなか指導しきれていない面があると思っている。 

もう一つは、インターンシップ先とのマッチングに関して、学生にとっていいインターンシップだったかどうかと

いう報告は上がってくるのだが、それを履歴として積み上げて経験をデータベース化、蓄積して、次に活かすことを

学校側としてもやっていく必要があると思う。今はできていないので、そういうところも必要と感じた。 

いろいろ意見をいただいて、我々としてもまだまだやらなくてはならないことがあると思った。今後の参考にさせ

ていただきたい。ありがとうございました。 

 

（出典 平成 22 年 11 月 12 日 運営協力者会議資料） 
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資料 11－３－①－４ 

インターンシップ室の運営について

平成２３年７月２９日（金）
＠品川キャンパス

東京都立産業技術高等専門学校
インターンシップ室

平成２３年度運営協力者会議資料

1
 

インターンシップ室の業務改善

前回運営者会議でのご指摘事項

・ 企業ニーズと学生の希望のマッチング

・ インターンシップ参加率の向上

これらを満たすために，

１． インターンシップの確実な実施のために

室の業務改善を行った．(WBS)

２． 学生が自分で企業探索できるように，

実習先の内容，企業情報，資料をまとめた

ホームページを作成した． 2
 

WBS， SOW

WBS （Work Breakdown Structure） 別紙１WBS

・ 室業務の年間スケジュール（工程表）を作成し，
全ての室業務に仕事番号を付け，担当者を明記する．

・ WBSにより室業務を可視化，一元管理する．

SOW （Statement of Work） 別紙２SOW

・ 全ての室業務の作業内容を明文化する．
・ WBSエクセルシートの２枚目以降に追加し，

WBSトップシートからリンクし，参照可能とする．

3
 

WBSの例
H23 担当

+ 100  室運営 室長
+ 200  受入企業対応

+ 210 受入企業調査 職員１
+ 220 受入回答処理 職員１

+ 300  大学対応 教員１
+ 400  都・区対応 教員２
+ 500  学生支援

+ 510  全体説明会 教員３
+ 520  保険説明会 職員１
+ 530  第３回説明会 教員３
+ 540  企業訪問 全員
+ 570  発表会 全員
+ 580  単位認定 全員

+ 600  年次報告書 職員２
+ 700  ホームページ運用

別紙１WBS

4 5 6 7 8

H23

クリックすると
SOWにリンク
する

4
 

電子メール

室員1 PC

室員１メルアド@

室員2 PC

室員２メルアド@

室員3 PC

室員３メルアド@

企業

都（公社）

区

現在は，室PCと室員PCを併用し，
内容に応じて，室メールアドレス，
室員メールアドレスを併用している．

これまでは，
各担当が個別に
メールで連絡．

室メールアドレス
internship@

室メーリングリスト
ml-internship@

自動転送

自動転送

室PC

室メールアドレスを使用す
ることにより，情報を共有
化できる．

5
 

電子ファイルの管理
☆電子データの管理

室内PCのフォルダを
WBSの通りとした．

☆電子メールの管理
メーラのフォルダを
WBSの通りとした．

6
 

２．インターンシップ室学内ホームページ

２．学内ホームページ

・ 企業探索ツール

・ 最新情報の提供（更新情報，〆切情報）

・ 過去３年間の情報

・ 様式のダウンロード

7
 

企業探索ツール

企業名 受入可能 実習内容 資料の有無
実績

報告書

22 21 20
機
械

電
気

設
備

医
療

22 21 20 T R A W

企業１ 1 1 1 1 1 1 1

企業２ 1 1 1 1 1 1

企業３ 1 1 1 1 1

区紹介１ 1 1 1 1 1 1

大学１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1

研究所１ 1 1 1 1 1 1

企業HPに
リンク

先輩の

報告書に
リンク

ひとりで
探索可能

資料の有無が
一目でわかる

8
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・ インターンシップ申込書
・ 保険申込書
・ 報告書フォーマット
・ 発表会テンプレート

電子データの提出は電子メール
・ 報告書 （年次報告書に記載）
・ 発表会資料 （パワーポイント）

⇒電子データの受け渡しに
USBメモリを使用しない

様式のダウンロード

9

最新情報の提供
・ 新着受入企業情報 ・ 〆切情報

 

 

（出典 平成 23 年 7 月 29 日 運営協力者会議資料） 

 

 一方、本校は地方独立行政法人法により設立された公立大学法人首都大学東京が管理運営する学校

であり、同法で定められた第三者評価を毎年度受けている（資料11－２－③－５）。本評価制度では、

東京都に設置されている地方独立行政法人評価委員会公立大学分科会（資料11－３－①－６）でＳ、

Ａ、Ｂ、Ｃの４段階評価が行われるが、そのうちＢ評価以下の評定がされた場合には改善計画を策定

して改善状況をモニタリングされる仕組みになっている（資料11－２－③－７）。過去においてＢ評

価を受けた管理運営事項については、現に改善計画を策定し、具体的な改善策を実施している（資料

11－３－①－８）。 

 

資料 11－３－①－５ 

     

     
（出典 東京都ウェブサイト） 
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資料 11－３－①－６ 

  
（出典 東京都ウェブサイト） 

 

資料 11－３－①－７ 

公立大学法人首都大学東京の業務実績評価方針及び評価方法（抜粋） 

 

公立大学法人首都大学東京（以下「法人という。」）の業務実績評価は、「東京都地方独立行政法人の評価の基本

的な考え方について」（平成23年1月31日東京都地方独立行政法人評価委員会幹事会一部改正）に基づき、以下に示

す評価の基本方針及び評価の方法により実施する。  

１ 評価の基本方針  

（１）中期目標の達成に向け、法人の中期計画の事業の進行状況を確認する。  

（２）評価を通じて法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示す。  

（３）法人の業務運営の改善・向上に資する。  

（４）都民への説明責任を果たす。  

（５）教育研究の質の向上に資する。  

（６）中期目標の期間の終了時において、法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の

全般にわたる検討に資する。  

２ 評価の種類  
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各事業年度に係る業務の実績に関する評価（以下「事業年度評価」という。）、中期目標に係る業務の実績に関す

る評価（以下「中期目標期間評価」という。）及び中期目標期間について最終年度の前一年度に行う評価（以下「事

前評価」という。）により実施する。  

３ 評価の方法  

法人が提出する業務実績報告書等に基づき、「項目別評価」、「全体評価」により実施する。  

評価にあたっては、教育研究の状況、法人の業務運営の改善、財務運営の改善等に視点を置き、総合的に評価を行

う。  

（１）業務実績報告  

業務実績報告書は、公立大学分科会が別に指定した様式等に基づき、おおむね以下のとおり作成する。  

法人は、自らが実施する自己点検・評価結果を踏まえて、年度計画及び中期計画に記載されている項目ごとに、

業務実績を検証し、業務実績報告書を作成する。作成にあたっては、当該項目の達成状況をＳ・Ａ・Ｂ・Ｃの4段

階で自己評価する。  

評語はおおむね以下の考え方を基準とする。（中期目標期間評価及び事前評価は、「年度計画」を「中期計

画」に読み替える。）  

Ｓ…年度計画を当初予定より大幅に上回って実施している。  

（顕著な実績又は特に優れた成果が認められるもの）  

Ａ…年度計画を当初予定どおり実施している。  

（達成度がおおむね90％以上と認められるもの）  

Ｂ…年度計画の実施状況が当初予定を下回っている。  

（達成度がおおむね60％以上90%未満と認められるもの）  

Ｃ…年度計画の実施状況が当初予定を大幅に下回っている。若しくは、年度計画を実施していない。（達成度

が60%未満と認められるもの）  

【事業年度評価】  

年度計画各項目の業務実績を過年度との比較を含めて記載する他、大項目ごとに、中期計画の達成状況及び達成に

向けた課題を記載する。  

特記事項欄には、以下に掲げる事項について、必ず記載すること。  

① 前年度の評価結果を踏まえた改善に向けた取組み  

② 特色ある取組みや特筆すべき優れた実績を上げた取組み  

③ 遅滞が生じている取組みやその理由  

④ 過年度との実績対比において数値による比較が可能なもの  

⑤ その他、法人が積極的に実施した取組み  

（２）項目別評価  

① 業務実績の検証  

項目別評価を実施するにあたって、法人から提出された業務実績報告書等を基に検証を行う。  

検証にあたっては、年度計画及び中期計画に記載されている各項目の事業の進捗状況及び成果等について、法人

の自己評価及び計画設定の妥当性を含め総合的に行う。  

検証は、法人からのヒアリングにより実施する。  

② 業務実績の評価  

業務実績報告書の各項目の検証及び特記事項等を基に、事業の進捗状況・成果を大項目ごとに１～４の４段階

で評価する。  

【事業年度評価】  

１…年度計画を順調に実施している。  

２…年度計画をおおむね順調に実施している。  

３…年度計画を十分に実施できていない。  

４…業務の大幅な見直し、改善が必要である。（公立大学分科会が特に認める場合）  

４ 評価結果の決定  

評価結果の決定は以下のとおり行う。  

（１）公立大学分科会での審議を通じて、項目別評価及び全体評価結果をとりまとめ、評価結果（案）を作成する。  

（２）評価結果（案）を法人に示すとともに、評価結果（案）に対する意見申し出の機会を法人に付与する。  

（３）評価結果の決定は法人からの意見申し出を踏まえて行うものとし、評価の種類毎の決定区分は次のとおりとす

る。  

① 事業年度評価は、公立大学分科会において評価結果を決定し、同分科会の議決をもって東京都地方独立行政法

人評価委員会の決定とする。  

② 事前評価は、公立大学分科会において評価結果を決定する。  

③ 中期目標期間評価は、東京都地方独立行政法人評価委員会において評価結果を決定する。  

（４）評価結果を法人に通知するとともに、事業年度評価及び中期目標期間評価は知事に報告する 

 

（出典 公立大学法人首都大学東京の業務実績評価方針及び評価方法 抜粋） 
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資料 11－３－①－８ 

   
（出典 平成 24 年２月 24 日 経営審議会資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校では、学外者による運営協力者会議を設置し、学校の管理運営についての意見を聴取して反映

させる仕組みを構築するとともに、地方独立行政法人法に基づく第三者評価の結果を管理運営に反映

させる仕組みも整備されており、現に改善が図られている。 

 以上のことから、外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されている

と判断できる。 

 

観点11－３－②： 学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

（観点に係る状況）  

本校の準学士課程では、東京中小企業家同友会大田支部との連携により、企業経営者等を講師とす

る「中小企業家経営塾」を実施し、学生の起業家精神の涵養に役立てている（資料11－３－②－１）。

本事業は第３、４学年の選択授業科目である「中小企業経営論」に結び付いており、産学協働教育の

実践例となっている（資料11－３－②－２）。同団体とは「城南コミュニティカレッジ」も共催して

いる（資料11－３－②－３）。また特別活動の時間には、NPO法人等との連携による特別授業を実施

している（資料11－３－②－４、５）。 
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資料 11－３－②－１ 

外部の教育資源 

平成２３年度の地域交流室活動報告   

                                    平成２４年３月１４日 

地域交流室 

７、第１０期中小企業家経営塾 

   開催日：下記の金曜の３，４時限、 

会場：西棟６階 多目的 PBL 教室 

   塾長： 内田 亨氏 （京浜工業所 副社長） 

      遠山准教授の｢中小企業経営論｣の講義と連携して実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 教職員会議報告資料 抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 １０月７日（金） 

講師：㈱池田車框製作所 代表取締役 池田潤一 氏 

    表題：「人類と金属」 

  第２回  １０月２１日（金） 

    講師 富士ソフト企画㈱ 人材開発グル－プ長／カウンセリング室長 遠田千穂氏 

    表題：「～就労は障がいを軽減する～障がい者雇用の IT 企業現場から」 

  第３回   １１月２５日（金）  

講師：キーナスデザイン㈱ 代表取締役 橘 純一 氏 

     表題：「ものづくり中小企業の奮闘――製品開発・経営の実際――」 

  第４回  １２月１６日（金）  

講師：（株）浜野製作所 代表取締役 浜野慶一 氏 

    表題：「災害からの復活」 

 第５回  １月２０日（金）  

講師：バルテス㈱ 代表取締役社長 田中 真史 氏 

    表題：「成功のために必要なこと」 
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資料 11－３－②－２ 

産学協働教育 

授業「中小企業経営論」 

 
 

 

（出典 平成 24 年度シラバス 抜粋） 
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資料 11－３－②－３ 

産学協働教育 

城南コミュニティカレッジ 

 
 

 

（出典 城南コミュニティカレッジ チラシ） 
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資料 11－３－②－４ 

2011 年 12 月 8 日 

 

国際交流事業『留学生講演会』実施について 

 

 １２月１５日（木）７時限目、ホームルームの時間に、国際交流事業『留学生講演会』が実

施されます。これは、皆さんが他国の文化を理解し、国際社会で共存共栄できるようになるこ

とを目的とした、本校の行事の一つです。 

 

 各クラスに、世界各国から日本に留学している方々をお一人ずつ、講師としてお呼びして、

いろいろなお話を伺ったり、交流を深めたりします。今回は、マレーシア、及び、中国から来

られている方々です。 

 

 講師の皆さんは、それぞれ、自分の国のこと、自分の専門分野のこと、なぜ日本に留学され

たかなどを皆さんに伝えるために、いろいろと準備・工夫して、当日に備えてくださっていま

す。国際交流ということだけではなく、皆さんが将来、どのように学び、働いていくかを考え

るときにも、ヒントになることがいろいろあると思います。 

 

 もちろん、日本語でお話しいただきますが、皆さんと同じように話せるとは限りません。も

し困ったことがあったら、皆さんのほうから助けてあげてください。 

 

 茶会の心得に『一期一会（いちごいちえ）』という言葉があります。一生に一度だけの出会

いを、心をこめて悔いのないようにすべきだという心がまえです。外国からの異文化をもった

お客様を心をこめてお迎えするということは、最低限の国際的なマナーです。 

 

 皆さんがどのような態度でこのプログラムに参加したかということは、それぞれの講師の

方々がお国に帰った時に、日本の印象として伝えられることにもなるでしょう。堅苦しく考え

ることはありませんが、ぜひ積極的にコミュニケーションを深めるように、参加してくださ

い。また、質問したいことを考えておいてください。 

 

国際交流室 

 

 

（出典 国際交流室 学生配布資料） 

 

資料 11－３－②－５ 

ＮＰＯ法人を活用したプログラムの実施 

 

体系的なキャリア教育の構築に向けた取組みの試行について 

 

平成 23 年 10 月 11 日 

も の づ く り 工 学 科 長 

 

１ 目的 
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  平成 23 年度の年度計画として掲げている「学生に、入学後早い段階から、自らの将来に対する目的意識を持た

せるため、5 年間にわたるキャリア教育体系を構築する。」を実現するため、専門的外部人材を活用したキャリア

教育支援の取組みを試行として実施する。 

 

２ 内容 

特定非営利活動法人 NPO カタリバによるキャリア教育プログラムを品川キャンパス第 3 学年のホームルームに

取り入れる。 

第 3 学年の学生全員を一堂に集め、カタリバから派遣されたキャストの体験談を聞いたり、グループでの語り合

いを行う。これらを通じて、学生がこれまでの自分を振り返るとともに、これからの生き方を考える契機とする。 

 

３ 日時（予定） 

  平成 24 年 2 月 22 日（水） 14:50～17:20（7 限～9 限目） 

 

４ 場所 

  高専品川キャンパス 体育館 

 

５ 費用等 

  21 万円 

  学校として、ホームルーム（授業）で実施することから、カタリバと業務委託契約を締結する。 

 

６ 効果測定等 

  試行後は、効果を検証するとともに課題を整理し、実施時期を含め本校のキャリア教育にどのように取り入れる

か検討する。 

 

７ その他 

 (1)カタリバについて 

  特定非営利活動法人 NPO カタリバは、すべての若者たちが、将来に希望を持ち、前向きに生きていくことがで

きる社会を実現することを目的としている団体である。 

  カタリバは、高校企画事業（キャリア学習支援）、大学・専門学校企画事業、企業連携事業などに取り組んでい

る。 

  高校企画事業では、カタリバのキャストが高校に出向き、高校の授業の中でキャリア学習授業「カタリ場」を実

施する。「カタリ場」は、高校生の進路意欲を高めることを目的とした、「動機づけキャリア学習プログラム」で

ある。このプログラムは、カタリバが、学校毎に学校の特色や教員の希望、実施学年等に合せたプログラムを作成

し、授業を実施し、報告書の作成までを行うものである。 

 

 (2)東京都教育委員会の取組み 

  カタリバの高校企画事業は、東京都教育委員会が平成 19 年度から 21 年度に教育支援コーディネーター制度とし

て延べ４８３回（４８３課程）都立高校に取り入れていた。平成 19 年度から 21 年度は教育庁が一括してカタリバ

と業務委託契約を締結していたが、平成 22 年度以降は、予算を配分し、各学校がカタリバと業務委託契約を締結

して実施している。 

  教育庁の担当者によると、効果として、「親や教員としか接する機会のない生徒が外部の大人と接することで、

学校に新しい風が入る」、「社会人と直接接することで働くことや社会にでることへの実感が湧く」などがあった

とのことである。 

 

(3)品川キャンパス第３学年の取組み 

 今年度、第３学年担任の３名が都立翔陽高等学校で行われたカタリ場を見学した。実施の方法や生徒・教員の様

子を確認し、有効性について検討を行った。 

 

 

《参考》 

 カタリバを実施した都立高校（全日制・定時制・複数学年で実施している学校あり） 

・都立一橋高校 ・都立世田谷総合高校 ・都立葛西南高校 

・都立六本木高校 ・都立稔ヶ丘高校 ・都立片倉高校 

・都立新宿高校 ・都立荻窪高校 ・都立翔陽高校 

・都立墨田川高校 ・都立杉並高校 ・都立富士森高校 

・都立日本橋高校 ・都立杉並総合高校 ・都立拝島高校 

・都立大江戸高校 ・都立文京高校 ・都立調布北高校 

・都立大崎高校 ・都立板橋有徳高校 ・都立小川高校 

・都立小山台高校 ・都立大山高校 ・都立町田高校 

・都立雪谷高校 ・都立練馬工業高校 ・都立山﨑高校 
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・都立つばさ総合高校 ・都立第四商業高校 ・都立東村山高校 

・都立桜町高校 ・都立足立高校 ・都立久留米西高校 

・都立深沢高校 ・都立足立東高校 ・都立東久留米総合高校 

・都立松原高校 ・都立江北高校 ・都立永山高校 

・都立芦花高校 ・都立南葛飾高校 ・都立若葉総合高校 

・都立世田谷泉高校 ・都立葛飾総合高校 ・都立三宅高校 

カタリバパンフレットより 

 

（出典 平成 23 年 10 月 11 日 管理職会議資料） 

 

専攻科課程では、東京工業大学や電気通信大学と連携してオムニバス形式の授業科目を開設し、同

大学での先端技術研究の状況を専攻科の授業に活かしている（資料11－３－②－６、７）。また、同

一法人内にある産業技術大学院大学と協定を結び、同大学教員による専攻科授業科目の開設や、同大

学で開設されている授業科目への専攻科学生の受講などが実施されている（資料11－３－②－８）。 

同一法人内では、首都大学東京及び産業技術大学院大学と本校との間で「大学・高専連携会議」が

設置され、専攻科学生も含めた大学教員と高専教員による共同研究事業の実施、高専学生と大学

（院）生とのコラボレーションによる海外プログラムなどの企画を行っている（資料11－３－②－９、

10）。 
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資料 11－３－②－６ 

外部の教育資源の活用 

大学と連携したオムニバス形式の授業（東京工業大学） 

 

 
 

（出典 平成２４年度専攻科「履修の手引き」 抜粋） 
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資料 11－３－②－７ 

外部の教育資源の活用 

大学と連携したオムニバス形式の授業（電気通信大学） 

 

 
 

（出典 平成２４年度専攻科「履修の手引き」 抜粋） 
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資料 11－３－②－８ 

外部の教育資源の活用 

産業技術大学院大学との協定 
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（出典 産業技術大学院大学と東京都立産業技術高等専門学校との接続に関する協定書） 
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資料 11－３－②－９ 

 

平成２２年５月２８日  

２２公大首経企第２１４号  

理 事 長 決 定  

 

大学・高専連携会議設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、首都大学東京、産業技術大学院大学及び都立産業技術高等専門学校（以下

「２大学１高専」という。）を所管する公立大学法人首都大学東京の強みを最大限発揮するた

め、各学校間の更なる連携施策について必要な検討を行い、教育研究審議会及び高専運営会議に

付議若しくは報告を行うことを目的として設置する大学・高専連携会議（以下「連携会議」とい

う。）について、必要な事項を定める。 

 

（所掌事項） 

第２条 連携会議は、２大学１高専の連携に関する次に掲げる事項について、検討を行い、教育研

究審議会及び高専運営会議に付議若しくは報告を行うものとし、重要な案件とみなされるものに

ついては、経営審議会への付議若しくは報告を行うものとする。  

 （１）大学・高専の連携の現状の検証や改善に関すること 

 （２）大学・高専の連携の将来に向けた連携施策に関すること 

 （３）その他、大学・高専の連携に関すること 

 

（委 員） 

第３条 連携会議は、次に掲げるもので組織する。 

 連携会議は、次に掲げる者のうちから、１０名以内をもって組織する。 

 （１）首都大学東京・産業技術大学院大学・都立産業技術高等専門学校から、各学長・校長の推

薦による者、各１名 

 （２）経営企画室、総務部及び各校管理部の課長級から、事務局長の推薦による者、各１名もし

くは２名 

 

（会 議） 

第４条 連携会議に座長及び副座長を置く。座長及び副座長は委員の互選により選任する。 

  ２ 座長は連携会議を代表し、会務を総理する。 

  ３ 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

  ４ 連携会議は座長が招集する。 

 

（庶 務） 

第５条 連携会議の庶務は、経営企画室企画財務課で処理する。 
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（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定めるこ

とができる。 

 

（出典 大学・高専連携会議設置要綱） 

 

資料 11－３－②－10 

 

事 務 連 絡  

平成２４年１月２７日  

 

 関係各位  

 

                         大学・高専連携会議 

                        座長  上  野   淳  

 

 

大学・高専連携会議（平成 23 年度第３回）の開催について 

 

 

 このことについて、下記のとおり開催いたしますので、ご出席のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１ 日 時  平成２４年２月３日（金）午後３時３０分から 

 

２ 場 所  都庁第一本庁舎３５階北側 役員会議室 

 

３ 議 題   

（１）入試連携について 

（２）「大学・高専連携事業基金」事業（共同研究）（平成２４年度）の選定について 

（３）海外インターンシップについて 

 

 

（出典 大学・高専連携会議 開催通知） 

 

同一法人以外の教育・研究機関等との連携については、平成23年９月に東京都立産業技術研究セン

ターと、平成24年１月にシンガポールのニーアン・ポリテクニックと、同年３月に品川区立八潮学園

とそれぞれ協定を締結している（資料11－３－②－11～13）。特にニーアン・ポリテクニックとは具

体的な学生交流事業を本年９月に実施することで合意した（資料11－３－②－14）。 
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資料 11－３－②－11 

外部の教育資源の活用 

東京都立産業技術研究センターとの協定 
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（出典 東京都立産業技術高等専門学校と地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターとの協定書） 
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資料 11－３－②－12 

外部の教育資源の活用 

シンガポール ニーアン・ポリテクニックとの協定 

 

 
 

（出典 シンガポール ニーアン・ポリテクニックとの協定書） 
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資料 11－３－②－13 

外部の教育資源の活用 

品川区立小中一貫校八潮学園との協定 
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（出典 東京都立産業技術高等専門学校と品川区立小中一貫校八潮学園との連携に関する協定書） 
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資料 11－３－②－14 

 

 
 

（出典 東京都立産業技術高等専門学校学則） 

 

課外活動では、一部のクラブ活動に学外の専門指導者を委嘱しており、地域の催事等への学生の参

加を通じてコミュニティとの交流体験も行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

準学士課程及び専攻科課程の正課教育活動や課外活動において、授業科目における他の機関との連

携、特別活動や課外活動への外部人材の活用など、様々な外部教育資源を活用した教育活動を展開し

ている。また、同一法人や地域、更には海外の教育・研究機関との連携を積極的に進めており、一部

は具体的な事業として結実している。 

 以上のことから、学校の目的を達成するために、外部の教育資源を積極的に活用していると判断で

きる。 

 

観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報

を広くわかりやすく社会に発信しているか。 

（観点に係る状況）  

本校の教育研究活動等の状況を社会に発信する手段としては、主に刊行物（学校要覧、学校案内）

によるものと、ウェブサイトによるものとがある。 

 ウェブサイトには、公立大学協会が策定した「教育情報公表ガイドライン」に準拠して「教育情報

の公表」のページを設け、トップページからすぐにアクセスして情報が得られるようにしてある（資

料11－４－①－１、２）。ここには、学校教育法施行規則第172条の２に規定する公表すべき教育情

報についてまとめて掲載（リンクを含む。）している。 
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資料 11－４－①－１ 

教育情報の公表 

 
（出典 本校ウェブサイト） 
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資料 11－４－①－２ 

教育情報の公表 
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（出典 本校ウェブサイト） 

 

 刊行物については、広く一般向けの「学校要覧」（資料11－４－①－３）と、志願者を含めた中学

生及びその保護者向けの「学校案内」（資料11－４－①－４）により、それぞれに必要な情報をふさ

わしい表現で公表している。 
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資料 11－４－①－３ 

情報発信 

 学校要覧 
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（出典 平成２３年度学校要覧 抜粋） 
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資料 11－４－①－４ 

情報発信 

 学校案内 

 

 
 

 

 



東京都立産業技術高等専門学校 基準11 

- 678 - 

 

 
 

（出典 学校案内 2013（平成２４年度発行） 抜粋） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の教育研究活動等の状況は、対象別の刊行物によって表現を変えたり、一覧性の高いウェブサ

イトのページを作成するなど、わかりやすい表現やアクセスのしやすさを工夫している。また、学校

教育法の改正により公表するものとされた教育情報についても概ね公表している。 

 以上のことから、本校における教育研究活動等の状況や、その活動の成果に関する情報を広くわか

りやすく社会に発信していると判断できる。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

該当なし 

 

（改善を要する点）  

 自己点検・評価制度は、開校以来、運営協力者会議による外部の意見も取り入れながら試行を重ね、

平成23年度から制度を整えて本格的な実施を始めたところであり、本格実施後の外部評価や公表はこ

れからである。新しい自己点検・評価制度の適切な運用が、管理運営面での重要な課題である。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本校の管理運営上の意思決定をする際の権限と責任の分担は、各決定権者の指揮命令関係、連携関

係も含め規則等により明確に定められており、管理運営上の各種の会議や委員会の役割や相互の関係

も明確になっている。意思決定プロセスも明確にルール化されており、特に各種会議や委員会は校長

が主宰し学内の全ての意思決定権者が構成員となっている管理職会議を頂点に連携して運営され、校

長が全体を把握しリーダーシップをとれる体制となっている。 

 管理運営に関する諸規程は法人規則等の形で整備されている。また、校務分掌組織や事務組織の役

割も規則等により適切かつ明確に規定され、２キャンパス体制の下、それぞれ連携・協働しながら活

動している。危機管理体制も概ね整備されている。 

 自己点検・評価に関しては、平成22年度活動分に対する試行を経て、平成23年度活動分から本格的

に始めた。本自己点検・評価は、学校として要綱等により点検・評価の基準を定め、全ての学内組織

に対し網羅的に実施している。現段階では、各部署における自己点検票の取りまとめ、自己評価結果

案の作成までを終えており、これから外部有識者による検証を経て公表していく計画である。ここ数

年は、自己点検・評価の方法をめぐる検証及び改善が中心だったが、実際に外部有識者を構成員とす

る「運営協力者会議」で毎年度の自己点検・評価結果を検証してもらい、改善に役立てている。 

 本校の自己点検・評価は平成23年度活動分から本格実施が行われ、併せて評価結果を改善に結び付

けるために総合調整会議を設置するなど、計画、実施（進行管理）、評価、改善が有効に行われる仕

組みを整備した。平成22年度の試行的自己点検・評価の結果は当該会議の運営の中で、現に改善に結

び付けられている。 

 本校では、外部有識者による運営協力者会議を設置し、学校の管理運営についての意見を聴取して

反映させる仕組みを構築するとともに、地方独立行政法人法に基づく第三者評価の結果を管理運営に

反映させる仕組みも整備されており、現に改善が図られている。 

 準学士課程及び専攻科課程の正課教育活動や課外活動においては、授業科目における他の機関との

連携、特別活動や課題活動への外部人材の活用など、様々な外部教育資源を活用した教育活動を展開
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している。また、同一法人や地域、更には海外の教育・研究機関との連携を積極的に進めており、一

部は具体的な事業として結実している。 

 本校の教育研究活動等の状況は、対象別の刊行物に合わせた表現や、一覧性の高いウェブサイトの

ページを作成するなど、わかりやすい表現やアクセスのしやすさを工夫し、広く社会に発信している。 

 




